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記載内容について 

 

１． 2018 年７月１日から 2019 年６月 30 日までの金融庁の活動について記載して

います。 

 

２． 証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会の活動については、別途

その活動状況を取りまとめています（「証券取引等監視員会の活動状況」及び「公

認会計士・監査審査会の活動状況」参照）。 
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Ⅰ 主要行等向けの総合的な監督指針等  

Ⅱ 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針 

第２節 預金取扱等金融機関の概況 ････････････････････････････････････････375 

Ⅰ 主要行等の2018年度決算概況  
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Ⅱ 地域銀行の2018年度決算概況  

Ⅲ 再編等の状況  

Ⅳ 不良債権処理等の推移  

Ⅴ 預金保険料率の変更 

  第３節 預金取扱等金融機関に対する金融モニタリング ･･････････････････････410 

   Ⅰ 大手銀行グループに対する金融モニタリング  

   Ⅱ 地域銀行に対する金融モニタリング  

   Ⅲ 外国銀行に対する金融モニタリング  

   Ⅳ 協同組織金融機関に対する金融モニタリング  

第４節 自己資本比率規制等 ･･････････････････････････････････････････････415 

 Ⅰ 自己資本比率規制等（バーゼル規制）の概要 

Ⅱ 関連告示等の整備  

Ⅲ 自己資本比率規制のリスク計測手法に係る承認実績（2018事務年度）  

第５節 資本増強制度の運用状況 ･･････････････････････････････････････････423 

Ⅰ 旧金融機能安定化法、金融機能早期健全化法、預金保険法  

Ⅱ 金融機能強化法  

第６節 金融仲介機能の質の改善等に向けた取組み ･･････････････････････････458 

   Ⅰ 金融仲介の改善に向けた検討会議  

Ⅱ 企業アンケート調査  

Ⅲ 金融仲介の取組みの「見える化」と「探求対型対話」 

Ⅳ 経営者保証に関するガイドラインの活用促進 

Ⅴ 金融仲介の質の向上に向けたシンポジウム 

Ⅵ 認定支援機関による経営支援 

Ⅶ 地域経済活性化支援機構(ＲＥＶＩＣ)等の積極的な活用 

Ⅷ 金融の円滑化に向けた取組み 

第７節 偽造・盗難キャッシュカード問題等への対応 ････････････････････････472 

Ⅰ 被害及び補償の状況  

Ⅱ 金融機関における対応状況  

第８節 振り込め詐欺等への対応 ･･････････････････････････････････････････482 

Ⅰ 金融庁における取組状況  

Ⅱ 金融機関における取組状況  

第９節 銀行カードローンへの対応 ････････････････････････････････････････483 

 

第10章 信託会社等の検査・監督をめぐる動き 

第１節 信託会社等に関する総合的な監督指針 ･･････････････････････････････490 

第２節 信託会社等の新規参入 ････････････････････････････････････････････490 

第３節 信託会社等に対する金融モニタリング ･･････････････････････････････490 

第４節 類似商号への対応 ････････････････････････････････････････････････490 

 

第11章 保険会社等の検査・監督をめぐる動き 

第１節 保険会社向けの総合的な監督指針 ･･････････････････････････････････492 

第２節 保険会社の概況 ･･････････････････････････････････････････････････493 
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Ⅰ 2019年３月期決算状況  

Ⅱ 再編等の状況  

  第３節 保険会社に対する金融モニタリング ････････････････････････････････501 

   Ⅰ 顧客本位の業務運営の定着 

   Ⅱ 持続可能なビジネスモデルの構築 

第４節 保険会社に係る財務基準等 ････････････････････････････････････････504 

 Ⅰ 経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する有識者会議 

   Ⅱ 経済価値ベースの評価・監督手法の検討に関する影響度調査（フィールドテス

ト） 

第５節 保険商品審査態勢について ････････････････････････････････････････504 

第６節 少額短期保険業者の検査・監督をめぐる動き ････････････････････････505 

第７節 認可特定保険業者の検査・監督をめぐる動き ････････････････････････509 

 

第12章 金融商品取引業者等の監督をめぐる動き 

第１節 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 ････････････････････････525 

 第２節 金融商品取引業者等に対する金融モニタリング ･･････････････････････526 

第３節 第一種金融商品取引業 ････････････････････････････････････････････527 

Ⅰ 第一種金融商品取引業者の概況  

Ⅱ 第一種金融商品取引業者に対する行政処分  

Ⅲ 投資者保護基金について  

第４節 第二種金融商品取引業 ････････････････････････････････････････････535 

Ⅰ 第二種金融商品取引業者の概況  

Ⅱ 第二種金融商品取引業者に対する行政処分  

第５節 投資助言・代理業 ････････････････････････････････････････････････537 

Ⅰ 投資助言・代理業者の概況  

Ⅱ 投資助言・代理業者に対する行政処分  

第６節 投資運用業 ･･････････････････････････････････････････････････････539 

Ⅰ 投資運用業者の推移  

   Ⅱ 投資法人の推移  

   Ⅲ 運用資産の推移  

   Ⅳ 資産運用業の高度化 

  第７節 登録金融機関、取引所取引許可業者、金融商品仲介業者、 

高速取引行為者 ････････････････････････････････････････････････････544 

Ⅰ 登録金融機関の概況  

Ⅱ 取引所取引許可業者の概況  

Ⅲ 金融商品仲介業者の概況  

Ⅳ 高速取引行為者の概況 

第８節 信用格付業者 ････････････････････････････････････････････････････546 

   Ⅰ 信用格付業者の概況  

   Ⅱ 信用格付業者の特定関係法人  

  第９節 適格機関投資家等特例業務届出者 ･･････････････････････････････････548 

   Ⅰ 適格機関投資家等特例業務届出者の概況  
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   Ⅱ 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分等について 

第10節 集団投資スキームの持分の販売・運用状況について ･･････････････････550 

第11節 認定投資者保護団体 ･･････････････････････････････････････････････553 

第12節 詐欺的投資勧誘等の問題に対する対応状況について ･･････････････････554 

   Ⅰ 相談件数の状況等  

   Ⅱ 対応 

 

第13章 その他の金融業の検査・監督をめぐる動き 

第１節 事務ガイドライン第三分冊 ････････････････････････････････････････555 

第２節 貸金業者等の検査・監督をめぐる動き ･･････････････････････････････555 

Ⅰ 貸金業者の概況 

Ⅱ 貸金業者に対する金融モニタリング  

   Ⅲ 貸金業務取扱主任者資格試験の実施状況  

Ⅳ 貸金業務取扱主任者の登録状況  

   Ⅴ 登録講習機関の講習実施状況 

   Ⅵ 指定信用情報機関の概況  

第３節 前払式支払手段発行者・資金移動業者・暗号資産交換業者の検査・監督をめ

ぐる動き ･･････････････････････････････････････････････････････････････558 

Ⅰ 前払式支払手段発行者の概況  

Ⅱ 前払式支払手段発行者に対する金融モニタリング 

Ⅲ 前払式支払手段の払戻手続  

Ⅳ 前払式支払手段の発行保証金の還付手続  

   Ⅴ 資金移動業者の概況  

   Ⅵ 資金移動業者に対する金融モニタリング  

   Ⅶ 暗号資産交換業者の概況 

   Ⅷ 暗号資産交換業者に対する金融モニタリング 

第４節 ＳＰＣ等の監督をめぐる動き ･･････････････････････････････････････562 

Ⅰ ＳＰＣ等の概況  

Ⅱ 資産の流動化の状況  

第５節 不動産特定共同事業者の監督をめぐる動き ･･････････････････････････563 

第６節 確定拠出年金運営管理機関の監督をめぐる動き ･･････････････････････564 

第７節 電子債権記録機関の監督をめぐる動き ･･････････････････････････････566 

第８節 電子決済等代行業者の監督をめぐる動き ････････････････････････････567 

第９節 その他の金融機関等に対する金融モニタリング ･･････････････････････570 

 Ⅰ 信用保証協会に対する金融モニタリング  

 Ⅱ 政策金融機関等に対する金融モニタリング  

 

第14章 法令適用事前確認手続（ノーアクションレター制度） ･･････････････････571 

Ⅰ 本制度導入の経緯  

Ⅱ 回答実績  

Ⅲ 利用上の留意点  
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第15章 一般的な法令解釈に係る書面照会手続 ････････････････････････････････572 

Ⅰ 本照会手続導入の経緯  

Ⅱ 回答実績  

Ⅲ 利用上の留意点  

 

第16章 疑わしい取引の届出制度 ････････････････････････････････････････････573 

Ⅰ 疑わしい取引の届出制度  

Ⅱ 疑わしい取引の届出に関する概況  

 

第17章 課徴金納付命令 ････････････････････････････････････････････････････596 

Ⅰ 課徴金制度について  

Ⅱ 課徴金納付命令等の状況  

 

 第18章 金融モニタリングの透明性・実効性の向上等のための方策 

 第１節 意見申出制度 ････････････････････････････････････････････････････606 

 第２節 外部専門家によるモニタリングの品質に関する評価 ･･････････････････606 

 第３節 金融モニタリング情報の収集について ･･････････････････････････････606 

  Ⅰ 概要  

  Ⅱ 情報の収集状況  

 

第４部 国際関係の動き 

第19章 概括 

  第１節 金融規制改革を含む国際的な議論への貢献 ･･････････････････････････612 

  第２節 国際的な当局間のネットワーク・協力の強化 ････････････････････････614 

   Ⅰ 米欧 

   Ⅱ 中国 

   Ⅲ アジア新興国等に対する技術協力 

 

第20章 金融に関する国際的な議論 ･･････････････････････････････････････････617 

第１節 Ｇ20 ････････････････････････････････････････････････････････････618 

Ⅰ 沿革  

Ⅱ 主な議論  

第２節 金融安定理事会（ＦＳＢ） ････････････････････････････････････････621 

Ⅰ 沿革  

   Ⅱ 組織  

   Ⅲ 主な議論 

第３節 バーゼル銀行監督委員会（ＢＣＢＳ） ･･････････････････････････････627 

 Ⅰ 沿革 
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第１部 金融庁の組織及び行政運営 
 
第１章 金融庁の組織 

 
第１節 金融庁の組織 

 
Ⅰ  概要 

 
 金融庁は、平成12年７月に、金融再生委員会に置かれていた金融監督庁と大蔵省

金融企画局を統合して設置され、更に、13年１月の中央省庁再編に当たり、金融再

生委員会は廃止され、改めて内閣府の外局として設置された。 
金融庁には、内閣府設置法第53条第２項の内部部局として、総合政策局、企画市

場局及び監督局の３局のほか、同法第54条の審議会等として、証券取引等監視委員

会、公認会計士・監査審査会、金融審議会、自動車損害賠償責任保険審議会、金融

機能強化審査会及び企業会計審議会が置かれており、30年度末現在、全体で一般職

1,582 名及び特別職５名（証券取引等監視委員会の委員長及び委員２名、公認会計

士・監査審査会の会長及び常勤委員１名）の体制となっている。（別紙１参照） 
 

Ⅱ  特命担当大臣 
 

 内閣府設置法第11条により、金融庁の所管する事項及び内閣補助事務たる金融の

円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項については、特命担当大臣を

置き、これらの事務を掌理することとされている。（別紙２参照） 
 

Ⅲ  所掌事務 
 

金融庁は、金融制度の企画立案から検査・監督・監視の実施機能までを一貫して

担うとともに、銀行、保険及び証券等の分野を横断的に所管し、金融行政を一元的

に遂行している。（別紙３参照） 
なお、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画立案及びそれに関連する

事務は、金融庁と財務省との共管とされたが、財務省が所掌するそれらの事務は、

財政、国庫、通貨・外国為替等の観点からのものとされている。 
 

第２節 平成30年度の組織再編（別紙４参照） 
 
第３節 令和元年度の体制整備 

 
現下の政策課題に的確に対応すべく、23人の増員(※)を行い、14人の定員合理化減

等により、９人の純増となった。また、政策立案総括審議官、公文書監理官及び仮想

通貨モニタリング室の設置等の体制整備を行うこととした。 

※ 上記のほかに、障害者雇用に係るものとして16人の増員が認められた。 
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〇 金融行政の戦略立案・総合調整機能の強化〔４人〕 

  －公文書管理体制の強化 

－合理的な根拠に基づく政策立案推進体制の強化 

－ＳＤＧｓ（※）の推進等、横断的な政策課題への対応強化 

※ 持続可能な開発目標 (Sustainable Development Goals) 

 

〇 検査・監督の質の向上〔13人〕 

 －仮想通貨交換業者への対応強化 

 －地域における金融仲介機能の促進に向けた体制の強化 

 

〇 金融行政の企画能力の強化〔４人〕 

 －情報通信技術の進展を踏まえた制度のあり方などの検討体制の強化 

 

       〇 その他〔２人〕 

 

【定員の推移】 

 

定員の推移 27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

増 員 (A)  22 19 18 20 39 

定員合理化減等 (B) ▲12 ▲14 ▲14 ▲13 ▲14 

純  増 (A-B) 10 ５ ４ ７ 25 

年度末定員 1,566 1,571 1,575 1,582 1,607 
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（別紙１）

※　数字は、平成30年度末定員。
※　審議官のうち1人、次長のうち１人、公認会計士・監査審査会事務局長は充て職。

金融庁の組織（平成30年度）

金 融 担 当 大 臣

副 大 臣

大臣政務官

金 融 庁 (1,582)

長 官 証券取引等監視委員会 公認会計士・監査審査会

金融国際審議官

総 合 政 策 局 (491) 企 画 市 場 局 (196） 監 督 局 (429) 審　判　官 (5) 事 務 局 (402) 事 務 局 (57)
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（別紙２） 

金融担当大臣 

 

 

内閣府設置法（抜粋） 

 

（特命担当大臣） 

第九条 内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に

必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第四条第一項及

び第二項に規定する事務並びにこれに関連する同条第三項に規定する事務（これらの事務

のうち大臣委員会等の所掌に属するものを除く。）を掌理する職（以下「特命担当大臣」と

いう。）を置くことができる。 

２ 特命担当大臣は、国務大臣をもって充てる。 

 

第十一条 第四条第一項第二十六号に掲げる事務、同条第二項に規定する事務（金融庁設置

法第四条第二項の規定により金融庁の所掌に属するものに限る。）及び第四条第三項第六十

号に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を

掌理させるものとする。 

 

 （所掌事務） 

第四条 内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために

必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務（内閣官房が行う

内閣法（昭和二十二年法律第五号）第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。）をつかさ

どる。 

  一～二十五 （略） 

  二十六 金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項 

  二十七～三十 （略） 

２ 前項に定めるもののほか、内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、内閣総理大臣

を長とし、前項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさ

わしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な

方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合

調整に関する事務をつかさどる。 

３ 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる 

事務をつかさどる。 

  一～五十九の二 （略） 

  六十 金融庁設置法（平成十年法律第百三十号）第四条第一項に規定する事務 

  六十一・六十二 （略） 
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（別紙３）

部局

管理室

情報化統括室

国際室

情報・分析室

リスク管理検査室

フィンテック室

信用機構企画室

保険企画室

調査室

監督調査室

国際監督室

金融会社室

信用機構対応室

地域金融生産性向上支援室

資産運用室

情報解析室

総務課
総合調整、情報公開・個人情報保護、国会、広報、財務局等との連絡調整、官報掲載、行政訴訟、課徴金に関す
る審判の事務　等

企画市場局の総合調整、指針の策定に関する事務の総括、国内金融及び金融機関等の行う国際業務に関する
制度に関する企画・立案の総括、基本的な事項・共通的な事項の企画・立案　等

金融庁の各局等の所掌事務(平成３０年７月）

課室等 所　掌　事　務

総合政策局
総合調整、総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画・立案・実施の総括、金融システムや複数の金融機関
等に共通するリスクの状況・動向に関する調査・分析の総括や包括的又は特に専門的な調査・分析・検査　等

秘書課 総務、人事、服務、研修、図書館の運営　等

総合政策課
総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画・立案・実施の総括、金融知識普及、税制に関する事務の総括、
政策評価、金融に関する調査・研究　等

資産形成支援室 国民の安定的な資産形成を促進するための基本的・総合的な政策の企画・立案　等

機構・定員、予算、会計、福利厚生　等

情報システムの整備及び管理　等

国際関係事務に関する基本的な政策の企画・立案　等

国際的な監督事務に係る施策に関し総合的な処理を要する事項に関する基本的な施策の企画・立案・推進　等

地域金融機能の強化を通じた企業の生産性向上を支援するための政策の企画・立案・推進　等

保険に関する制度の企画・立案　等

金融システム・金融機関等のリスクを把握するための基礎となる情報の収集・分析

金融機関等のリスク管理の状況を把握するための検査のうち、重要なものの実施

内外における金融制度・その運営に関する調査　等

預金保険機構・農水産業協同組合貯金保険機構の業務・組織の適正な運営の確保 等

情報通信技術の進展等に対応するための制度の企画・立案 　等

預金保険・農水産業協同組合貯金保険に関する制度の企画・立案　等

金融サービス利用者相談室 苦情の処理・問合せに対する情報の提供　等

サイバーセキュリティ対策企画調整室 サイバーセキュリティの確保に関する基本的な政策の企画・立案・推進　等

リスク分析総括課
金融システムや複数の金融機関等に共通するリスクの状況・動向に関する調査・分析の総括や包括的又は特に
専門的な調査・分析・検査　等

検査監理官 重要な検査の実施　等

企画市場局 国内金融に関する制度の企画・立案　等

総務課

市　場　課 金融商品市場その他の金融市場に関する制度の企画・立案　等

企業開示課 企業内容等の開示等に関する制度の企画・立案、公認会計士制度の企画・立案、有価証券届出書等の審査・処分　等

貸金業を営む者、仮想通貨交換業を営む者の監督　等

監　督　局 金融機関等の監督

総　務　課 監督局の総合調整、監督事務の指針の策定に関する事務の総括　等

監督事務に関する指針の策定又は施策に関する調査　等

銀行第二課 銀行業を営む者（一般社団法人全国地方銀行協会又は一般社団法人第二地方銀行協会の会員等）の監督　等

保　険　課 保険業を行う者等の監督  等

協同組織金融室 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合等の監督　等

銀行第一課 銀行業を営む者等の監督　等

損害保険・少額短期保険監督室 保険業を行う者（損害保険会社、少額短期保険業者等）の監督  等

証券検査課 金融商品取引法その他の法律の規定に基づく報告又は資料の徴取、検査、調査及び報告の求め　等

証　券　課 金融商品取引業者等の監督 等

投資助言・代理業者、投資運用業者、適格機関投資家等特例業者等の監督　等

審  判  官 課徴金に係る行政審判

証券取引等監視委員会　事務局 市場分析審査、証券検査、不公正事案の調査、開示事案の検査、犯則事件の調査  等

総務課 事務局の総合調整　等

電子情報処理組織を利用して処理された物件に係る電磁的記録の証拠保全・調査・分析

市場分析審査課 有価証券の売買その他の取引等に関する包括的な情報収集、取引審査　等

証券検査監理官 重要な証券検査の実施　等

取引調査課 金融商品取引法に基づく不公正事案の調査  等

開示検査課 金融商品取引法に基づく開示事案の検査　等

審査検査室 監査法人等の監査業務に関する審査・検査 等

特別調査課 金融商品取引法及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく犯則事件の調査 等

公認会計士・監査審査会　事務局 公認会計士試験の実施、監査法人等の監査業務に関する審査・検査　等

総務試験室 事務局の総合調整、公認会計士試験の実施  等
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平成３０年７月１０日 

金  融  庁 

金融庁の組織再編について 

 

 

金融行政が抱える課題の変化に的確に対応していく観点から、金融庁の組織を  

再編します。 

この組織再編は、金融庁組織令の一部を改正する政令等に基づき行うものであり、

７月１３日に公布し、７月１７日に施行する予定です。 

 

＜組織再編の内容＞ 

○ 「総合政策局」、「企画市場局」、「監督局」の３局体制とする。 

（総務企画局、検査局の廃止） 

○ 金融行政の戦略立案や総合調整の機能を強化するとともに、金融システム全体の

リスクや業態横断的な課題に対応するため、専門分野別機能を強化する。 

（総合政策局の新設、同局総合政策課、リスク分析総括課の新設） 

○ 市場機能の強化や技術の進展等に応じた制度等の施策の企画能力を強化する。

（企画市場局の新設） 

○ 金融機関との継続的な対話を効果的・効率的に行うため、オンサイトとオフサイト

のモニタリングを一体化する。（監督局） 

 

  なお、今回の組織再編にあたり、証券取引等監視委員会や公認会計士・監査審査会

の組織及び所掌事務に変更は生じません。 

 

 

 

（以上） 

（別紙４） 
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第２章 金融庁の行政運営 

 

第１節 「金融行政のこれまでの実践と今後の方針」の策定・公表（別紙１参照） 

 

金融庁においては、検査・監督の基本方針を「検査基本方針」（2013 事務年度にお

いては「金融モニタリング基本方針」）や業態毎の「監督方針」として策定・公表し

てきた。また、2014事務年度においては、これらを統合した共通の方針として「平成

26事務年度金融モニタリング基本方針」を取りまとめ、公表した。 

さらに、2015事務年度以降は、検査・監督のみならず、金融制度の企画立案や国際

連携等を含め、金融行政が何を目指すかを明確にするとともに、その実現に向け、い

かなる方針で金融行政を行っていくかを、毎年「金融行政方針」として公表した。そ

して、「金融行政方針」に基づく行政を実施するとともに、PDCA サイクルを強く意識

し、その進捗状況や実績等を継続的に評価して、現状分析や問題提起等とあわせ、「金

融レポート」として公表した上で、これを翌事務年度の「金融行政方針」に反映させ

ていた。 

2018事務年度においては、PDCAサイクルに基づく業務運営をさらに強化する観点か

ら、従来の｢金融レポート｣と｢金融行政方針｣を統合し、｢変革期における金融サービ

スの向上にむけて～金融行政のこれまでの実践と今後の方針～（平成30事務年度）｣

として公表した。 

 

「変革期における金融サービスの向上にむけて～金融行政のこれまでの実践と今後

の方針～（平成30事務年度）」においては、以下の７項目に重点的に取り組むことと

している。 

 

・ デジタライゼーションの加速的な進展への対応 

・ 家計の安定的な資産形成の推進 

・ 活力ある資本市場の実現と市場の公正性・透明性の確保 

・ 金融仲介機能の十分な発揮と金融システムの安定の確保 

・ 顧客の信頼感・安心感の確保 

・ 世界共通の課題の解決への貢献及び当局間のネットワーク・協力の強化 

・ 金融当局・金融行政運営の改革 

 

また、2017事務年度からは、政策評価有識者会議の運営方法を改め、政策評価に加

え、金融行政に外部の意見や提言を継続的かつ的確に反映させるため、金融全体を俯

瞰した観点から、金融行政として取り組むべき新たな重要課題についての議論を定期

的に実施することとした。 
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変革期における

金融サービスの

向上にむけて

平成30年９月 金融庁

金融行政のこれまでの実践と今後の方針（平成30事務年度）
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変革期における金融サービスの向上にむけて

1

１．デジタライゼーションの加速的な進展への対応 ～金融デジタライゼーション戦略～

２．家計の安定的な資産形成の推進

３．活力ある資本市場の実現と市場の公正性・透明性の確保

４．金融仲介機能の十分な発揮と金融システムの安定の確保 ～経営者の役割とガバナンス～

５．顧客の信頼感・安心感の確保 ～金融機関の行為・規律に関する課題～

６．世界共通の課題の解決への貢献及び当局間のネットワーク・協力の強化

７．金融当局・金融行政運営の改革

本事務年度は、PDCAを明確化させる観点から、従来の金融レポートと金融行政方針を一体として策定

金融サービスの向上に向けた

「金融育成庁」としての

７つの取組み

・デジタライゼーションの加速

・人口減少・高齢化の進展

・低金利環境の長期化

金融を取り巻く環境変化

・安定的な資産形成

・企業・経済の持続的成長

を通じた国民の厚生の増大

金融行政の目的
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生活面ではあらゆるモノ・コトがデジタル情報化し、ビジネス面では金融だけでなく生産・流通・販売に至るまで、さらに行政において

も隅々までデジタルが適用されるデジタライゼーションが加速

ITを活かし、決済等の金融サービスを切り出し（アンバンドリング）、eコマース等の業務と部分的に組み合わせる（リバンドリン

グ）など、新しいプレイヤーが金融分野に進出

情報の蓄積・分析が量・質ともに飛躍的に増加・向上し、情報の利活用が進展 → ビジネスが革新的に変わる可能性

１．デジタライゼーションの加速的な進展への対応（１）
～金融デジタライゼーション戦略～

１． 情報の蓄積と利活用
利用者や金融機関等の多様なプレイヤーが情報を利活用しやすくなるよう、①情報連携のための環境整備（決済高度化・
オープンAPIの推進）、②制度面での検討（機能別・横断的法制において検討）を行うとともに、③金融機関とITの戦略的活
用・ITガバナンスについて対話を実施

情
報
を
よ
り
使
い
や
す
く

【金融デジタライゼーション戦略の11の施策】

２． 顧客のプライバシー、匿名性や顧客情報の信頼性その他の顧客保護
本人確認のデジタル化の推進のほか、情報の利活用の際の匿名性の確保、顧客情報の信頼性確保を含む個人情報の保
護や、ブロックチェーン等、新しい技術を活用した顧客保護に向けた取組みを推進

３． デジタライゼーションに対応する情報・金融リテラシー
どのような金融サービスが利用できるか、また、自らの個人情報等が金融を含む商品・サービスの勧誘にどのように利活
用されるかといった情報・金融リテラシーの向上を推進

新しいプレイヤーによるイノベーションの進展が進みやすい環境を整備していく必要
同時に、既存の金融機関も、新しいプレイヤーとの協働・連携や競争を通じて、ビジネスモデル変革による利用者利便の向上が求めら
れている

2
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４． 金融・非金融の情報の伝達を可能とする金融インフラのデジタル化
利用者の利便性向上や企業の生産性向上、キャッシュレス化に向けたインフラ整備として①企業の財務・決済プロセスの
高度化や、②証券分野におけるブロックチェーン技術の活用等の推進

６． 様々なサンドボックス等によるイノベーションに向けたチャレンジの促進
①「FinTech Innovation Hub」を立ち上げ「100社ヒアリング」を実施することにより情報を収集するとともに、②FinTech実証
実験ハブや③FinTechサポートデスク等の様々なサンドボックスの活用を促進

官
民
の
イ
ン
フ
ラ
の

デ
ジ
タ
ル
化

新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス

へ
の
挑
戦
を
支
援

デ
ジ
タ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
向
け
た

基
盤
の
整
備

５． 金融行政のデジタル化
①金融機関のシステム対応コストを低減しつつ、当局によるリアルタイムな実態把握を可能にする官民双方にメリットのあ
るRegTechエコシステムを将来的に構築するための検討、②EDINETのオープンAPI化による開示情報の提供等を実施

７． オープン・アーキテクチャによるイノベーションの推進
オープンAPIの推進等により、金融機関とフィンテック企業の連携を推進

１０．サイバーセキュリティその他金融システム上の課題等への対応
新たな実効性あるサイバーリスクへの対応策を金融機関に促し、サイバーセキュリティの国際連携を推進するとともに、デ
ジタライゼーションに伴って生じる金融システムの新たなリスクに対応

８． 国際的なネットワーク
①海外当局とのフィンテック推進協力枠組みの構築、②フィンテック・サミットの開催に取り組むとともに、③仮想通貨（暗号資
産）の国際的なルール形成に貢献

９． デジタライゼーションの基盤となるブロックチェーン、AI、ビッグデータ技術等の推進
①ブロックチェーン技術の活用可能性や課題等にかかる国際的な共同研究の実施、②「FinTech Innovation Hub」におけ
る要素技術等に係るヒアリングの実施

１１．これらの課題を実現するための機能別・横断的法制
フィンテック等の技術革新の動向や金融サービスのトレンドの方向性も視野に入れつつ、金融規制体系をより機能別・横
断的なものにしていくことについて検討 3

１．デジタライゼーションの加速的な進展への対応（２）
～金融デジタライゼーション戦略～
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（１） 顧客本位の業務運営の確立と定着

投資信託等の販売会社においては、投資信託の平均保有期間が短期化。営業現場では期末の収益目標を意識したプッシュ型営業

の可能性

金融商品の販売、助言、商品開発、資産管理、運用を行う全ての金融機関における顧客本位の業務運営の浸透・定着に向け、金融

機関の取組みの「見える化」の促進が課題

4

（注１）主要行等９行及び地域銀行20行を集計

（注２）17年４月から18年３月までの12か月間の、一時払保険及び投

資信託の合計販売額の推移

（資料）金融庁

金融機関の経営者が、「顧客本位の業務運営に関する原則」を自らの理念としてどのように取り入れ、戦略を立て、その上で、現場

においてどのように実践しているか、重点的に分析・検証

顧客アンケート調査を通じ、金融機関の取組みが顧客に浸透し、金融機関の選択に活用されているかなどの実態を分析・確認

投資信託の販売会社において比較可能な共通KPIの普及・浸透を図るとともに、投資信託の類似商品である貯蓄性保険も含め、商

品内容等のさらなる「見える化」を促進

KPI
「顧客本位の業務運営に関する原則」の採択社数・

「自主的なKPI」設定社数
リスク性商品の販売額の月次推移

469

736

937

1313

1426

173

347

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

17/6 17/9 17/12 18/3 18/6

原則採択社数
「自主的なKPI」設定社数

（社）

（月末）

（注）「自主的なKPI」設定社数は、取組方針やその実施状況において

KPIを公表している金融事業者を集計

（資料）金融庁

投資信託の平均保有期間の推移

（注１）主要行等９行、地域銀行20行、主要証券７社を集計

（注２）自行販売、仲介販売の合算ベース

（注３）平均保有期間は、(前年度末残高＋年度末残高）÷２

÷（年間の解約額＋償還額）で算出

（資料）金融庁

２．家計の安定的な資産形成の推進（１）

0

2

4

6

8

17/6 17/9 17/12 18/3

一時払保険

投資信託

（千億円）
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（２） 長期・積立・分散投資の推進

国民の生涯を通じた安定的な資産形成を支援する制度のあり方について、英国ISAも参考としつつ、他省庁と連携し、具体的な検討を実施

金融リテラシーの向上のため、金融庁・財務局による出張授業等を抜本的に拡充し、教材・内容を充実

2018年１月開始のつみたてNISAは、20代～40代が口座開設者の約７割であり、新たな投資家層の拡大に寄与。ただし、認知度は

40％程度であり、利用は一部の層にとどまる現状。制度面・普及面の双方において、更なる取組みが課題

（３）高齢社会における金融サービスのあり方の検討

長寿化の進展、これに伴う退職世代等の保有する金融資産割合の増加、資産構成の現預金への偏重等による金融資産の伸び悩み、

ライフスタイルの多様化、といった現状

長生きに備えながら、自身の状況に応じた資産の形成・取崩し・承継等を図っていく必要

金融審議会市場ワーキング・グループにおいて、以下の点を議論。顧客の状況やニーズを起点としたビジネスモデルへの転換や非

金融分野との連携等、金融業界が取り組むべき方向性と顧客が留意すべき事項についての原則のとりまとめを実施

① 顧客のライフステージ・状況に応じたきめ細やかな商品・サービスの提供の推進とそれを支える環境の整備

② 多様な顧客が自身の状況に適した商品・サービスを選択できるよう、老後の収支や商品・サービスの「見える化」

③ 個人資産や事業の円滑な承継のための金融サービスのあり方

④ フィナンシャル･ジェロントロジー（金融老年学）を踏まえた投資家保護のあり方 5

NISA口座（平成26年買付分）における損益状況（2018/3末）
NISA口座（2014年買付分）における損益状況

（2018/3末）
NISA（一般・つみたて）口座開設

状況（年代別）
一般NISA・つみたてNISAの新規口座開設数の

推移（2018/3末）

２．家計の安定的な資産形成の推進（２）

つみたてＮＩＳＡ
20歳代
16%

30歳代
25%40歳代

26%

50歳代
16%

60歳代
11%

70歳以
上7%

【つみたてNISA】 【一般NISA】

20歳代
4% 30歳代

10%40歳代
15%

50歳代
17%

60歳代
24%

70歳代
20%

80歳以
上9%

7割 3割

- 13 -



３．活力ある資本市場の実現と市場の公正性・透明性の確保（１）

「スチュワードシップ・コード」

（2014年２月策定、2017年５月改訂）

フォローアップ会議を開催し、政策保有株式の縮減、取締役会の多様性、個別

議決権行使結果の公表などを検証

企業と投資家の実効的な対話や企業の取組みのベストプラクティスの公表を行

うなどを通じ、コーポレートガバナンス改革を更に推進

（１） ガバナンス改革の更なる推進と機関投資家の役割

（２） 資産運用業の高度化

業務運営インフラの高度化、新規参入の円滑化、投資運用人材の育成・確保など、資

産運用業の活性化・高度化に向けた課題について、総合的な検討・取組みを推進

利益相反管理態勢や運用力の高度化につながるガバナンス機能の発揮状況などにつ

いて検証・対話。投資運用業者のより高度な業務運営態勢の確立を志向

資産運用業の高度化は、資本市場の活

性化や国民の安定的な資産形成を実

現する上で重要

「コーポレートガバナンス・コード」

（2015年６月策定、2018年６月改訂）

企業

資本市場

アセットオーナー
家計

顧客本位の業務運営
（良質な商品サービス）

長期・積立・分散投資

企業情報の開示の充実

（投資、配当、賃金）

• 適切な投資判断
• 企業との建設的な対話

中長期的な
企業価値の向上

企業収益向上の果実

コーポレートガバナンス・コード

資産運用業の高度化

高齢社会における
金融サービス

市場の制度的基盤整備

市場監視機能の強化

会計監査の信頼性確保

6

資本市場の機能強化に向けた取組み

スチュワードシップ・コード
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（３） 企業情報の開示・会計監査

経営戦略やガバナンス情報（政策保有株式、役員報酬等）などの企業情報の開

示の充実に向け、以下の取組みを実施

内閣府令の改正・プリンシプルベースのガイダンスの策定

ベストプラクティスの収集・公表

会計監査の信頼性確保のため、監査人に対してより詳細な情報提供が求められ

るケースにおける対応の在り方について検討

（４）金融・資本市場の制度的基盤整備

投資判断に必要な情報を十分かつ正確

に、適時にわかりやすく提供する必要

監査法人のマネジメントの強化や会計

監査に関する情報提供の更なる充実を

行う必要

金融・資本市場の機能・魅力向上に向

けた必要な対応・検討を進める必要

社債市場をはじめとするクレジット市場について、リスクに見合った適正なリター

ンが確保されず、その機能が十分発揮されていないのではないかといった観点を

踏まえ、多様なプレーヤーが参加する厚みのある市場の形成・発展に向けた課

題と対応策を整理・検討

取引所の国際競争力の強化、デリバティブ取引市場の拡大、投資家の利便性の

向上のため、関係者への働きかけを強化。総合取引所の早期実現へ前進

（５）市場監視機能の向上

市場のグローバル化やデジタライゼー

ションの進展などの環境変化に的確に

対応する必要

潜在的リスクに着目したマクロ的な視点に基づくタイムリーな市場監視を継続。

現在の市場監視手法や着眼等の改善を実施

行政処分の勧告を行うだけでなく、関係者との対話を通じた問題意識の共有や

対外的な情報発信を実施

AI等の活用も含めた新市場監視システムの導入に向け検討

３．活力ある資本市場の実現と市場の公正性・透明性の確保（２）

7
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地域銀行の本業赤字の状況

地域銀行は、足元では役務取引等利益の増加によって本業利益率は下げ止まっているものの、過半数の54行で本業利益（貸出・手

数料ビジネス）が赤字（うち52行が２期以上連続赤字)。連続赤字の地域銀行が年々増加。本業赤字をカバーしていた公社債等の含

み益は減少

ビジネスモデルの持続可能性や、有価証券運用のリスクテイク等に課題を抱える地域銀行をみると、経営戦略等を着実に実施できる

態勢の構築、リスクテイク領域・上限の設定やガバナンスの発揮などが不十分な先が存在

金融仲介機能の発揮状況については、企業アンケート調査の結果や金融仲介機能のベンチマークによれば、地域金融機関の

顧客企業と向き合う意識・取組姿勢に一定の改善の兆し

（１） 地域金融機関

8

本業利益の利益率とその増減幅
（2017年３月期～2018年３月期）

４．金融仲介機能の十分な発揮と金融システムの安定の確保（１）
～経営者の役割とガバナンス～

▲ 0.5%

▲ 0.4%

▲ 0.3%

▲ 0.2%

▲ 0.1%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

▲ 0.20 ▲ 0.15 ▲ 0.10 ▲ 0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

利益率増減幅

（%pt）

利益率

平均値（2016年3月期～2017年3月期）

平均値（2017年3月期～2018年3月期）

（注１）●：黒字 ●：単年度赤字 ▲：2期連続赤字 ×：3期以上連続赤字
（注２） は地域銀行106行の平均値
（注３）本業利益の利益率

＝（貸出残高×預貸金利回り差＋役務取引等利益－営業経費） ÷預金（平残）

（資料）金融庁

（注）連続赤字行数比率は、地域銀行106行に占める本業利益が２期以
上連続して赤字となっている銀行の比率

（資料）金融庁

14 17
23

3
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7
6

7

10
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2

28%

38%

49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

20

40

60

80

100

15 16 17

（行）

（年度）

5期以上連続 4期連続
3期連続 2期連続
単年度 連続赤字行数比率

40

54 54

40%

33%

42%

41%

55%

66%

54%

50%

2%

2%

3%

3%

1%

2%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全回答

（n=7,136）

正常先

上位

(n=1,280)

正常先

下位

(n=4,024)

要注意先

以下

(n=1,832)

1.良く聞いてくれるようになった

2.変わらない

3.聞いてくれなくなった

4.昨年同様､全く聞いてくれていない

（資料）金融庁

金融機関による経営課題の把握・企業との
対話について一定の改善の兆しが窺われる

企業アンケート調査の結果・
金融仲介機能のベンチマークの状況

企業アンケート調査の結果
(昨年と比べ、経営上の課題や悩み
を良く聞いてくれるようになったか）

（注）メインバンクについて集計

全与信先に占める事業性評価に基づく

融資を行っている与信先の割合

（共通ベンチマーク５）

8.19%
10.69%

15.04%

0%

10%

20%

16 17 18 （年度）

（資料）金融庁

（注）16/3期～18/3期の3期分全てに
おいて計数の提出があった地域
銀行91行の平均
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地域金融機関が、安定した収益と将来にわたる健全性を確保し、金融仲介機能を十分に発揮することを通じて、地域企業の生産性向

上、ひいては地域経済の発展に貢献していくためには、経営陣による適切な経営戦略の策定・実行と取締役会等によるガバナンスの

発揮が重要。また、このような持続可能なビジネスモデルの構築にあたっては、時間軸を意識して取り組むことが必要

（１） 地域金融機関

将来にわたる健全性が維持されるよう、オン・オフ一体のモニタリングを実施。特に深刻な課題を抱える先については、課題解決に向

けた早急な対応を促進。このため、早期警戒制度を見直し

金融庁の「地域生産性向上支援チーム」と各財務局とが連携し、地域企業及び関係者との関係構築・対話を通じ、地域企業・経済の

実態をきめ細かく把握。それらを基にした地域金融機関の経営トップを含む経営陣や、社外役員を含む取締役・監査役等（以下「経営

陣等」）や営業現場の責任者との深度ある対話を通じ、金融仲介機能の発揮を促進

9

４．金融仲介機能の十分な発揮と金融システムの安定の確保（２）
～経営者の役割とガバナンス～

経営陣
・明確な経営理念

・的確な現状分析に基づいた
経営戦略（RAF (注)なども活用）

・着実に実行するための態勢
・PDCAの実践

金融仲介機能の十分な発揮
（地域企業の生産性向上
・地域経済の発展に貢献）

将来にわたる健全性の確保
（持続可能なビジネスモデルの構築）

取締役会等によるガバナンス
（大きな戦略等の方向性と

実効的な規律付け）

（注）RAF：Risk Appetite Framework

- 17 -



3.4 
3.1 2.9 2.7 

2.4 2.3 2.2 2.3 

10.7 
11.4 

11.8 
13.1 

0

2

4

6

8

10

12

14

0
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6

14 15 16 17
市場関連収益を除く連結業務純益
親会社株主に帰属する当期純利益
普通株式等Tier1比率（右軸）

(年度)

(兆円) (％)

市場関連収益を除くと、収益は低下

普通株式等Tier1比率は上昇

（２） 大手銀行グループ

10

我が国の金融システムは総じて安定し頑健性を備えているものの、収益力は低下傾向

緩和的な金融環境の下、リスク性資産価格の上昇やリスク選好の高まりが見られ、グローバルに収益追求行動によるリスクが蓄積

海外業務が拡大する中、新興国を含む内外経済・市場環境の急激な変化への対応や安定的な外貨調達に向けた取組み等が課題

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

17/7 17/10 18/1 18/4

(億ドル)

株式

債券

合計

（注）株式は10か国、債券は７か国の後方４週間の合計値
（資料）各国証券取引所、Bloombergより、金融庁作成

新興国市場への資金フロー

流入

流出

資金流出が継続

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10

東京

ニューヨーク

ロンドン

香港

オフィス価格の動向

（注）2010年10月1日＝100として指数化
（資料）一般財団法人 日本不動産研究所より、金融庁作成

資産価格は上昇基調

36

38

40

42

44

46

48

50

10 11 12 13 14 15 16 17 18

BBB社債比率

(%)

（年）
（注１）米国内で発行された米ドル建社債が対象
（注２）BBB社債残高÷投資適格債残高（時価）
（資料）Thomson Reutersより、金融庁作成

米国クレジット市場の動向

投資適格社債に占める
BBB社債比率が上昇

（注）収益と普通株式等Tier1比率は、それぞれ３メガバンク
グループの合算値と加重平均

（資料）各社公表資料等より、金融庁作成

普通株式等Tier1比率と収益の推移

大手銀行７グループを対象とした水平的レビューを実施し、リスク管理等に関するベストプラクティスの追求に向けた取組みを促進

マクロプルーデンス及びミクロプルーデンスの観点から、以下の課題への対処について対話を実施

デジタライゼーションの進展等、経営環境の変化に柔軟に対応できる経営・ガバナンス態勢の高度化

グループ・グローバルベースの経営管理態勢の高度化や、RAFやストレステストを通じたリスク管理態勢の高度化

融資規律の維持やクレジットサイクルの転換を見据えた適切な対応

機動的なポートフォリオ運営の態勢整備、安定的な外貨調達と外貨流動性管理の高度化、政策保有株の着実な縮減

４．金融仲介機能の十分な発揮と金融システムの安定の確保（３）
～経営者の役割とガバナンス～
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４．金融仲介機能の十分な発揮と金融システムの安定の確保（４）
～経営者の役割とガバナンス～

貯蓄性保険（特に外貨建保険）の販売時における顧客への適切な情報提供に関するベストプラクティスの追求に向け、各社と対話

リスク管理の高度化を促しつつ、経済価値ベースの資産負債評価の考え方を検査・監督に取り入れていくほか、自然災害等にかかる
保険引受リスクや資産運用の管理態勢についてのモニタリングを高度化

経営環境の変化に対応した持続可能なビジネスモデルの構築、経営全般にわたるガバナンス機能について、各社の経営陣等と対話

顧客が自らのニーズに適った選択を行うために、保険商品の「見える化」を含む環境整備が重要

低金利環境の継続等により収益環境が厳しさを増す中、内外経済・市場の変動や自然災害の激甚化、サイバー攻撃による被害等の

新たな保険引受リスクの出現等、保険会社を取り巻くリスク変化が加速しており、これらに対応したリスク管理態勢等の構築が重要

国内保険市場の縮小の可能性や、長寿化による医療・介護負担の増加、デジタライゼーションや自動運転技術の進展等に伴う新たな

保険ニーズの出現等、経営環境の変化に対応していくことが重要

11

（３） 保険会社等
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総人口（右軸）

生産年齢人口（右軸）

新契約件数（左軸）

近似曲線（新契約件数）

（98年=100） （千人）

推計

（年度）

我が国の人口と新契約件数（生保（個人保険））の推移

（注１）総人口及び生産年齢人口は、各年度10月１日時点
（注２）新契約件数（生保（個人保険））は、日本生命、第一生命、明治安田生命、

住友生命、太陽生命、三井生命、朝日生命及び富国生命における合算値
（資料）総務省統計局、国立社会保障・人口問題研究所、保険研究所より、金融庁作成

（除く地震災害）

自然災害による火災保険金の支払状況(国内)
(億円) (件)

(年度)

（注）近年の主な自然災害：14年２月雪害、15年８月台風15号

（資料）損害保険料率算出機構より、金融庁作成
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（４） 証券会社

（５）外国金融機関

４．金融仲介機能の十分な発揮と金融システムの安定の確保（５）
～経営者の役割とガバナンス～

12

証券会社は収益や健全性が市場・景気動向の影響を受けやすい特性があるため、市況等に左右されにくい安定的な収益・財務基盤の

構築が課題

グローバルな業務展開をしている証券会社については、将来を見据えた経営戦略の策定や機動的なリスク管理の実施が重要

こうした経営課題や経営戦略について、取締役会が経営に対する監督機能を有効に果たすなど、適切なガバナンス機能が発揮される

ことが重要

顧客本位の業務運営の確立・定着に向けた営業現場における取組みや、その定着度合いを示すＫＰＩの策定状況等についてモニタリング

グローバルな業務展開を支える経営管理態勢の強化や海外業務の特性を踏まえたリスク管理態勢の強化についてモニタリング

証券会社を取巻く環境変化が激しい中にあって、経営戦略の策定等にあたってガバナンス機能が適切に発揮されているか、経営陣等

と深度ある対話を実施

外国金融機関の日本拠点では、運用難の一部本邦金融機関への外貨運用商品の提供や、日系の金融機関に対するドル流動性の供

給といった動きに加え、金融危機時に撤退したビジネスを再開させる動きがみられる。これに伴い、金融機関のリスク特性が将来に向

かってどのように変化するかを予見し、より効果的なモニタリングに結び付けていくことが課題

G-SIBsの円滑な破綻処理のためのTLAC国際規制が2019年から実施されることから、新たな破たん処理枠組みを踏まえた監督対応が

重要

事業戦略の変革に伴う日本拠点のリスク変化をとらえた上で、内部統制やガバナンスについてモニタリングを実施

外国金融機関の本部・日本拠点との対話を通じてベストプラクティスを収集し、これらの知見を我が国の金融システムの発展にも活用

海外当局との連携を深化することにより、日本で活動するG-SIBsについて危機時の当局及びG-SIBsの対応能力を強化
- 20 -



５．顧客の信頼感・安心感の確保（１）
～金融機関の行為・規律に関する課題～

13

（３） 投資用不動産向け融資

アパート・マンションやシェアハウス等を対象とした投資用不動産向け融資については、①金融機関・悪質な持込不動産業者双方が

関与した、入居率・賃料、顧客財産・収入状況の改ざん、②抱き合わせ販売といった、顧客保護の観点から問題ある事例が発生

不動産価格が相対的に高額に設定され顧客が過大な債務を負うケースや、空室率の上昇・賃料の低下により顧客が返済不能となる
ケース、その結果金融機関において損失が発生するといった信用リスク管理上の問題が存在

投資用不動産向け融資に関して、横断的アンケート調査や検査も活用しつつ、以下を中心に深度あるモニタリングを実施

顧客の返済可能性を考慮した融資実行時の審査、持込不動産業者が提示した価格の検証や、空室率・賃料水準の推移の把握

を前提とした期中管理をはじめとする融資審査・管理態勢

顧客の不動産購入目的を踏まえた借入の合理性の検証や、賃料収入に関するリスクの説明等、顧客保護等管理態勢

不当な抱き合わせ販売を防止する等の法令等遵守態勢

幅広い情報収集を通じたリスクの特定・評価を行い、リスクの程度に応じたモニタリングを実施

（個別金融機関で生じた問題が広がりをもって業態横断的に生じる可能性も考慮）

（１） コンプライアンス・リスク管理上の課題と取組み

金融機関の不適切な行為がその健全性に影響を及ぼしうる事例や、コンプライアンスの問題が経営
の重要問題と捉えられずに局所的対応に留まる事例が存在

当局としても、金融機関のビジネスモデルを踏まえリスクとなりうる情報を前広に察知・分析する必要

（２） 内部監査

一部の金融機関の内部監査は、経営への牽制機能を発揮する観点から、さらなる高度化が必要

内部規程等の遵守状況を検証する準拠性監査を、内部統制の有効性の評価に重点を置いた監査等、経営に資する監査へ転換して

いくための対話を実施

対話・
議論

情報
収集

リスクの
特定・評価

多様な情報源から
情報をタイムリー

に収集

金融機関・当局
の問題意識を
踏まえた
対話・議論

情報収集・分析、実態把握をもとに、
重要なリスクを特定・評価
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５．顧客の信頼感・安心感の確保（２）
～金融機関の行為・規律に関する課題～

訪日外国人の利便性向上

障がい者等の利便性向上

（５） 金融サービスの利便性向上 （７）不正利用や金融トラブルへの対応

震災等自然災害への対応

業務の継続態勢の整備

（８）その他の重点施策

銀行カードローン

信用情報機関の信用情報のあり方

多重債務問題への取組み

（６）個人向け与信に関する取組み

14

18.4%

81.6%

現物取引 証拠金・信用・先物取引

検査等で把握した問題点（2018年８月中間とりまとめ）を踏まえて厳正に登録審査・モニタリン
グを実施

自主規制団体の認定申請に対する審査を実施するとともに、自主規制機能の早期確立を促進

日本が2019年G20議長国であることを踏まえ、国際協調に向けた主導的な役割を果たす

「仮想通貨交換業等に関する研究会」（2018年３月設置）において、必要な制度的対応を検討

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

 3,000,000

年
1月

年
4月

年
7月

年
10

月

年
2月

年
5月

年
8月

年
12

月

価格(万円)

100

200

300

17年１月 7月 18年2月 ８月

仮想通貨交換業者における
仮想通貨取引形態別の割合

ビットコイン価格推移（17年１月以降）
（４）仮想通貨（暗号資産）

インターネット等を利用した非対面取引の安全対策・不正送金への対応

振り込め詐欺等への対応

金融犯罪・無登録業者への対応

金融ADR制度の運用

（資料）Cryptocompare（18年９月３日時点）

※取引量ベース（証拠金取引については
想定元本ベース）（17年４月～18年3月）

（注）対象は、登録業者のうち14社及びみ
なし業者３社

（資料）日本仮想通貨交換業協会

0

仮想通貨（暗号資産）を取り巻く内外の環境の急速な変化 （例：価格の乱高下、新たな取
引（証拠金取引や資金調達（ICO）等）の登場など）

顧客からの預り資産の外部流出事案等の発生

⇒ イノベーションに配意しつつ、利用者保護の確保に向けて、仮想通貨交換業の適正化を
図っていくことが重要
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（金融規制改革を含む国際的な議論への貢献）

デジタライゼーションや高齢化の進展等により経済・金融システムの持続可能性にかかる課題が国内外に存在

2019年G20議長国として、世界共通課題の解決に向けて議論を主導

特に規制の影響評価、金融市場の分断回避、仮想通貨（暗号資産）のルール形成等の金融システム上の課題に加え、高齢化社会

における金融包摂等の幅広い課題解決に取り組む

（持続可能な開発目標（SDGs (Sustainable Development Goals) の推進）

関係省庁とも協力し、TCFD提言に沿った開示に取り組む金融機関・企業をサポートする等、引き続き積極的にSDGsを推進

（注）TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)：FSB(金融安定理事会) 設立の気候関連財務情報開示タスクフォース

（マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対応）

我が国が規制で先行する仮想通貨（暗号資産）に関し、G20やFATFの議論を引き続き主導。本邦金融機関のリスクベース･アプローチ

での管理態勢について、モニタリングを通じて高度化を促進 (注) FATF(Financial Action Task Force)：金融活動作業部会

６．世界共通の課題の解決への貢献と当局間のネットワーク・協力の強化

（１）世界共通の課題の解決への貢献

（２）国際的な当局間のネットワーク・協力の強化

15

各国との協力枠組みは両国の経済・金融の発展と安定に資することが重要

具 体 的 な 取 組 み ( 日 米 経 済 対 話 、 日 EU 金 融 規 制 ・ 監 督 協 力 枠 組 み 、

日中金融協力、ミャンマー支援計画等)を今後更に推進

（2018年６月）
ミャンマー保険セクター支援計画のミャンマー当局への手交

（2018年６月）

特に、アジア新興国等への技術協力については、本邦金融機関の進出支援

の観点も踏まえつつ、相手国のニーズに寄り添ったプログラム実施を通じて

制度整備等に貢献。GLOPAC(グローバル金融連携センター)については研修や卒業生とのネットワークをさらに充実。これらの取組

みを通じて相手国当局との規制・監督等の協力枠組みを強化- 23 -



（１）金融庁の改革

７．金融当局・金融行政運営の改革

以下のような取組みを通じ、若手職員を中心とした人材の育成・活用、組織の活性化を実施

上司が部下にきめ細かく育成・指導・評価を行い、活発なコミュニケーションが図られる環境整備（業務単位の少人数グループ化）

外部有識者等を交えた、職員による自主的な政策提案の枠組みの設置（政策オープンラボ）

組織文化（カルチャー）及びガバナンスの改革の進捗状況について、職員の満足度を含め定期的に検証・公表し、更なる改善を実現

金融行政の質を不断に向上させていくため、金融庁が、職員にとってやりがいを感じ、自身の成長を実感できる職場となる必要

（２）検査・監督のあり方の見直し

「検査・監督基本方針」（2018年６月公表）を踏まえた検査・監督を実践するとともに、モニタリングの質・深度や当局の対応を不断に改

善する必要

16

検査・監督基本方針

モニタリングの実践

• これまでも行ってきたオン・オフ一体の
継続的なモニタリングや、優先課題の
重点的なモニタリングの実施

分野別 「考え方と進め方」

• 健全性政策、コンプライアンス・リスクに係る基本
方針案を公表済

今後、問題意識の共有・現状の把握のため金融
機関と対話。それによって得られた事例を公表
し、金融機関の自律的取組みを促す

• 必要性が高い分野の「考え方と進め方」、課題や
着眼点などを順次公表

継続的な改善

内部検証・外部評価を通じた品質管理の徹底
➔ 検証結果を踏まえ必要な改善を図る。プロセスの不断の見直しを実施

方針を踏まえた
モニタリング実施

更に必要な
対話材料の公表

互いに
フィードバック

当局の思い込みと
ならないよう検証
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第２節 財務局との連携 

 

金融庁長官は、法令に基づき、地域の民間金融機関等の検査・監督に係る権限の一

部を財務省財務（支）局長に委任しており、委任した権限に係る事務に関しては、金

融庁長官が財務（支）局長を直接指揮監督することとなっている。 

これを受け、金融庁と財務省財務（支）局との間で十分な連携を図る観点から、金

融庁主催の以下の会議を開催しているほか、金融行政に対する理解を得るとともに地

域経済の現状や課題等を把握することを主眼として、金融庁幹部が各地域に赴き、業

務説明会を開催し、地域金融機関等との間で意見交換を行っている。 

 

１．財務局長会議 

財務（支）局長及び沖縄総合事務局長をメンバーとする会議で、年４回（2018

事務年度は８、10、１、４月）、定例的に開催している。会議には、金融安定監理

官並びに東京財務事務所長もオブザーバーとして参加している。 

 

２．理財部長会議 

財務（支）局理財部長及び沖縄総合事務局財務部長をメンバーとする会議で、

年２回（2018事務年度は11、３月）、定例的に開催している。 

（上記のほか、必要に応じ、各局等において、財務（支）局の幹部・課長クラス

等を対象とした会議等を開催している。） 

 

３．地方における業務説明会 

金融庁幹部が各地域に赴き、地域金融機関の役員を対象として、金融庁が取り

組んでいる施策等の概要説明を行うほか、意見交換を実施している。 

2018事務年度(2018年10～2019年１月に実施)は、地域金融機関と「変革期に

おける金融サービスの向上にむけて～金融行政のこれまでの実践と今後の方針～

（平成30事務年度）」等の説明及びフリーディスカッションを行った。 
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第３節 人事改革等 

 

Ⅰ 組織文化（カルチャー）の改革 

 

2018事務年度においては、次のとおり、人材の育成・活用、組織の活性化に取り

組んだ。 

・職員の成長支援のために双方向のコミュニケーションが図られる環境を整備（少

人数グループ化、１on１ミーティングの導入）。 

・職員による自主的な政策提案の枠組み（政策オープンラボ）を設ける等、職員一

人ひとりが政策形成に参加する機会を拡充。 

・職員と幹部職員とのコミュニケーション機会の増加等を図る取組みを実施（長官

からの定期的な意見発信（Tone at the top）や、各局幹部によるタウンミーティ

ング）。 

・職員が意見や要望を提出できる窓口（何でも目安箱）を設置し、業務効率化等を

推進。 

また、「金融庁の改革について」（2018年７月４日公表）に基づき、専門分野ごと

の人材育成プランの策定や、課長補佐クラスへの360度評価研修の拡充等に着実に

取り組んだ。 

そのうえで、これらを含めた組織文化（カルチャー）の改革の定着や進捗状況を

検証するため、職員の満足度調査を行った。 

 

（参考１）職員育成の例 

高い専門性と幅広い視野を持った人材を育成するため、国際機関、海外監督当

局、在外公館や、民間企業、地方自治体、大学等への出向等の拡大を図った。ま

た、職員に専門知識を習得させ、専門的見地からの分析能力等を有する者を養成

することや、海外監督当局等とのコミュニケーション能力を向上させ、国際化す

る行政に対応し得る者等を養成するため、国内外の大学院に職員の派遣を行った。 

 

（出向の状況）                          （単位：人） 

 2018年３月１日現在 2019年３月１日現在 

国際機関、海外監督当局、在外公館等 28 31 

民間企業等 17 15 

地方自治体 ５ ５ 

大学教授 ２ ３ 

計 52 54 
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（大学院への留学等の状況）                   （単位：人） 

 2017年度 2018年度 

国内大学院（会計、ＩＴ、金融等） ９ ８ 

海外大学・大学院（法科、ＭＢＡ等） 22 20 

計 31 28 

 

また、外部の最先端・最前線の知見を組織に取り入れるため、金融機関をはじ 

めとする民間企業経験者や弁護士・公認会計士などの外部専門家を、官民人事交 

流法や任期付職員法を活用して、年間を通じて採用・登用した。 

 

（外部専門家の採用・登用等）                 （単位：人） 

 2018年３月１日現在 2019年３月１日現在 

弁  護  士 34 33 

公 認 会 計 士 71 69 

不動産鑑定士 ４ ５ 

アクチュアリ－ ８ ９ 

研  究  者 １ １ 

情報処理技術者 33 40 

金融実務経験者 207 213 

計 358 370 

 

（参考２）ワークライフバランスを実現する職場環境 

内閣人事局が実施する平成 30 年度ワークライフバランス職場表彰に庁内のワ

ークライフバランス向上において優れた取組みを推薦し、業務の効率化や職場環

境の改善について、創意工夫をいかした特に優れた活動に取り組んだ職場として、

国家公務員制度担当大臣表彰１件、内閣人事局長表彰１件が選定された。 

また、当庁においては、先２件の他、金融庁長官表彰２件を選定した。 

 

Ⅱ 服務規律の確保 

 

職員の綱紀の保持については、以下のような取組みを行い、その周知徹底を図って

いる。 

   ① 非違行為等発生時の報告及び法令等の遵守について、全職員に周知した（2018年 

12月、2019年６月）。 

   ② 課長補佐級以上の職員を対象に、倫理監督官（長官）が金融庁職員としての心構 

えやその考え方などについて講話を実施した（2018年10月）。 

③ 全職員を対象に、倫理・服務・セクハラ研修を実施した（2018年８月、９月、10  

月、2019年５月）。 
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   （2018事務年度における懲戒処分等の件数） 

懲戒処分 矯正措置 

２件 10件 

 

 

Ⅲ 法令等遵守調査室における情報受付 

    

金融庁の法令等遵守に万全を期す観点から、法律の専門家による独立した調査を実

施するため、法令等遵守調査室及び金融庁の法令等遵守に関する情報の受付窓口を設

置している。 

窓口に寄せられた情報については、同室において、調査の必要性を十分に検討し、

調査の必要性があると判断したときは当該情報を受理することとしている。なお、

2018年度に寄せられた情報のうち、受理したものは０件である。 

また、公益通報者保護法の施行等に伴い、同室の機能の拡充・強化を図り、外部の

労働者からの公益通報に適切に対応するための一環として、同室に「外部労働者から

の公益通報を受付ける窓口」も設置している。なお、2018年度に寄せられた情報のう

ち、受理したものは８件である。 

 

○法令等遵守調査室のメンバー（2019年６月１日現在） 

室長 田中 豊   （総合政策局参事） 

岩井 宏樹  （監督局証券課） 

大澤 貴史  （総合政策局リスク分析総括課） 

小川 友規  （監督局保険課） 

川内 裕登  （企画市場局企業開示課） 

川嶋 彩子  （審判官） 

桐野 修一  （総合政策局リスク分析総括課） 

小宮 俊   （監督局総務課） 

津田 慧   （総合政策局リスク分析総括課） 

顧問 久保利 英明  （総合政策局参事） 
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第４節 研究 

    

Ⅰ 金融庁における研究部門 

     

金融庁内において先端的な金融理論・金融技術等に関する知識を蓄積することを

目的として、2001 年７月、「研究開発室」及び「研究官」を設置。同時に金融庁に

おける研究と研修を効果的に連携させるため、これらと「開発研修室」を束ねる「金

融研究研修センター」を発足させた。2010年９月からは、研究機能強化の一環及び

海外における地位向上を目的として、その名称を「金融研究センター（以下「セン

ター」という。）」、英語名Financial Research Center(通称：ＦＳＡ Institute)へ

と変更している。 

センターの研究部門では、金融行政の理論的基盤を成すような質の高い調査研究

を行うとともに、金融行政現場へそうした研究が還元・共有されるように努めてい

る。 

また、民間有識者、アカデミズムの有識者等と金融庁職員が相互に交流できる場

を様々な手段によりつくり、庁内の関係部局と学術研究との架け橋となる役割を担

っている。 

 

 

Ⅱ 具体的な調査研究 

 

センターでは、庁内各部局の要望に基づき、調査・研究・分析を行っている。2018

事務年度には、計８本の調査研究を実施した。（別紙１参照） 

 

同事務年度の主な調査・研究としては、「次世代テクノロジーを活用した地域金融

機関の経営モデルの研究（以下「テーマ１」という。）」及び「顧客本位の業務運営

（フィデューシャリー・デューティー）にふさわしい金融商品販売のあり方（以下

「テーマ２」という。）」である。 

「テーマ１」については、地域の金融経済環境の急激な変化（人口及び企業数の

減少及び次世代テクノロジーの台頭）により、地域金融機関の使命と資産（人材・

情報等）が次世代テクノロジーとどのように融合できるのかという観点で調査研究

を実施した。 

「テーマ２」については、金融機関経営者等の取組みにより顧客本位の業務運営

がどのように金融機関の営業現場での顧客への対応に活かされ、顧客による金融機

関の選択に活用されているか等について調査研究を行った。また、本テーマについ

ては、昨（2017）事務年度も「金融機関による顧客本位の業務運営の実践度」等に

関する顧客アンケートなど調査研究を実施していることから、継続して実施するこ

とにより顧客の意識の変化を時系列で分析した。 

また、同事務年度において、昨事務年度の調査研究の成果を、計３本の研究成果

報告書（ディスカッションペーパー、以下「ＤＰ」という。）にまとめ、ウェブサイ
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ト上で公表した。なお、各ＤＰの公表に先立ち、庁内向けに研究成果の発表と検討

を行う研究成果報告会を開催し、金融庁職員へこうした研究結果を還元・共有した。

別紙２参照。 

 

 

Ⅲ グローバルかつ産・官・学の連携強化 

 

１． シンポジウムの開催（別紙３参照） 

2018事務年度は、我が国におけるフィンテックの現状と潜在力を世界に発信す

るとともに、日本をハブにしたグローバルなスタートアップエコシステムの構築

を目指すイベントとして、2018年９月に、日本経済新聞社との共催により国際シ

ンポジウム「フィンテック・サミット2018副題：FinTech2018 – Into the New Era」

を開催した。本シンポジウムでは、海外から有識者や当局者等を招聘しブロック

チェーン技術、決済システム、レグテック・スープテック、インシュアテック、

そしてＡＩ等について活発な議論を行った。 

また、各国の実務家、政府関係者、研究者等とのネットワーク強化を行い、望

ましい金融規制・監督のあり方等について議論を行った。 

 

２．研究会「金融経済学勉強会」の開催 

アカデミズム等の有識者から金融に関する最先端の研究内容を発表してもらい、

金融庁の行政官等との議論を通じて、金融行政・アカデミズムの両方に必要な新

たな視点・論点を探求することを目的として「金融経済学勉強会」を計14回開催

した。 

 

３．昼休みを利用したカジュアルな勉強会「金曜ランチョン」の開催（別紙４参照） 

庁内職員の知見・先見性向上を目的として、様々な分野から専門的知見を持つ

外部講師を招き、主に金融・経済、テクノロジー等の研究・実務の最前線に当た

る内容をテーマとした勉強会を、昼休みのカジュアルな雰囲気の中、計44回開催

した。 
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別紙１ 

 

金融研究センター研究官・特別研究員一覧 

（2019 年 6 月末現在） 

研究官/ 

特別研究員 
研究プロジェクト 氏名 

 

研究官 

（常勤） 

高頻度取引（HFT）の戦略分析 大山 篤之 

 

「レバレッジ比率の枠組みの見直し」の概要 鈴木 利光 

金融分野におけるサイバーセキュリティ対策 

向上に向けた諸問題の調査・研究 
佐々木 稔 

 

特別研究員 

（委嘱） 

アセット・オーナーの資産運用の高度化に向け

た調査・研究 
石田 英和 

次世代テクノロジーを活用した地域金融機関の

将来の経営モデルの研究 
木村 昌史 

 

顧客本位の業務運営（フィデューシャリー・デュ

ーティー）にふさわしい金融商品販売のあり方 

松本 大輔 

 

中西 孝雄 

 
地域別住宅価格等の動向とファンダメンタルズ

等に基づく推計値との比較 
清水 千弘 

 

金融規制改革の影響評価 

岩木 宏道 

 

大鐘 雄太 
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     別紙２

公表日 執筆者 ディスカッションペーパー タイトル

2018年9月 金澤　一広 金融機関による事業性評価の定着に向けた採算化にかかる分析・考察

2018年9月 鮫島　洋一
先進的IT技術の進展に伴う証券市場の構造的変化（デジタライゼーション）

と証券市場の公正性・透明性を確保するための考察

2018年7月
松本 大輔
 前川 知英

顧客本位の業務運営（Fiduciary Duty）にふさわしい金融商品販売のあり方

2018事務年度に公表したディスカッションペーパー

（注）公表した論文などの内容はすべて執筆者の個人的な見解であり、金融庁や金融研究センターの公式的な見解を示すもので
はない。
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FINSUM
FINTECH SUMMIT

FinTech 2018 — Into the New Era 

Organized	by	JFSA	
September	27th,	2018	
7F	Marunouchi	Building	

2-4-1	Marunouchi,	Chiyoda-ku,	Tokyo	

FinTech	Summit	is	co-hosted	by	the	Financial	Services	Agency	(JFSA)	and	The	Nikkei.	
The	summit	will	be	held	as	an	integral	part	of	FIN/SUM	2018×REG/SUM,	

	 which	will	be	held	from	September	25th	to	28th,	2018.	
Official	Site:	http://finsum.jp/

9:10AM		 	 	 	 	 	 	 Opening	Remarks	
	 	 	 	 	 	 	 	 Takao	Ochi,	State	Minister	

9:25-10:40AM	 	 Session	I	–	Blockchain	X-border	talk	among	regulators	
	 	 	 	 	 	 	 	 How	the	regulatory	community	is	coping	with	new	technologies

G20	statement	highlights	 the	 importance	of	monitoring	 the	assets	
backed	 by	 crypto-underpinning	 technologies.	 At	 the	 same	 time	
conditions	for	fostering	innovation	must	be	established.	Taking	the	
global	 nature	 of	 this	 nascent	 industry	 into	 consideration,	 how	
should	 the	 cross-border	 cooperation	 look	 like	 and	 what	 are	 the	
pieces	we	are	currently	missing?	

Moderated	by	 	 	 ,Jun	Mizuguchi,	Deputy	Commissioner	for	International	Affairs,	JFSA	 	

Panelists	 	 	 	 	 	 	 	Morten	Linnemann	Bech,	Head	of	Secretariat,	Committee	on	
Payments	and	Market	Infrastructure,	Bank	for	International	Settlements	
James	 Chapman,	 Senior	 Research	 Director,	 Funds	 Management	
and	Banking	Department,	Bank	of	Canada	
Roy	Teo,	Executive	Director,	Fintech	and	Innovation	Group,	MAS	
Nigel	Jenkinson,	Assistant	Director, Monetary	and	Capital	Markets	
Department,	IMF	

別紙３ 
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2 

Hiromi	 Yamaoka,	 Director-General,	 Payment	 and	 Settlement	
Systems	Department,	Bank	of	Japan	
Léonard	 Bôle,	 Member	 of	 the	 Executive	 Board,	 Swiss	 Financial	
Market	Supervisory	Authority	FINMA	
Hirofumi	 Aihara,	 Managing	 Director,	 Digital	 Transformation	
Division,	MUFG

10:45-12:00PM	 Session	II	–	Blockchain	X-border	talk	with	the	tech	community

Blockchain	 technology,	 among	many	applicable	 industries,	has	 the	
potential	 to	 be	 a	 game	 changer	 in	 finance.	 To	 fully	 harness	 the	
advantages	 of	 blockchain,	 underlying	 risks	 have	 to	 be	 controlled.	
Concerted,	 collaborative	 and	 collective	 efforts	 between	 IT	
companies,	 academia,	 financial	 institutions,	 government	
authorities,	 startups	 and	 beyond	 is	 essential.	 What	 would	 this	
cross-sectoral	 collaboration	 look	 like	 in	 reality	 in	 order	 to	 ensure	
both	 ground-breaking	 innovation	 without	 compromising	 on	
security?	

Moderated	by	 	 	 ,Natsuhiko	Sakimura,	Research	Fellow,	Nomura	Research	Institute	

Panelists Shin’ichiro	Matsuo,	Research	professor,	Georgetown	University	 	
Shigeya	Suzuki,	Project	Associate	Professor,	Keio	University	
Adam	Back,	CEO,	Blockstream	
Pindar	Wong,	Chairman,	VeriFi,	Ltd	

12:05-1:20PM	 	 Session	III	–	Special	Fireside	Chat	“J-Fintech	and	Society	5.0”	
Facilitating	better	payments	and	beyond

The	Japanese	government	and	private	companies	have	undertaken	
various	 initiatives	 to	 improve	 financial	 services	 with	 new	
technologies.	 In	this	fireside	chat	session,	participants	will	discuss	
what	has	been	done	so	far	and	what	should	be	done	in	the	coming	
future	 to	 further	 enhance	 the	 usability	 and	 effectiveness	 of	 the	
payments	and	other	critical	financial	services.	 	 	

Moderated	by	 	 	 ,Tetsuro	Morishita,	Professor,	Sophia	University	Law	School	

Panelists Yuri	Okina,	Chairperson,	Japan	Research	Institute	
Akira	 Yamagami,	 Managing	 Director,	 NTT	 Data	 Institute	 of	
Managment	Consulting	
Toshiya	Cho,	Senior	Evangelist,	Managing	Director,	Hitachi	
Chie	Ito,	General	Manager,	Information	Services	International-Dentsu	
Eiichi	Kashiwagi,	President,	Jibun	Bank	Corporation	
Hiroki	Maruyama,	Co-Founder/Representative	Director,	infcurion	
group	(representing	Fintech	Association	of	Japan)	
Daisuke	Yamada,	Senior	Managing	Executive	Officer/Chief	Digital	
Innovation	Officer	(CDIO),	Mizuho	Financial	Group,	Inc.	
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1:30-2:45PM	 	 	 ,Session	IV	–	RegTech	and	SupTech	
Creating	a	new	regulatory	ecosystem	via	new	technologies	

FinTech	has	been	truly	explosive	in	shaking	up	financial	industries	
and	 the	 question	 arises	 what	 is	 the	 role	 of	 regulators	 in	 this	
revolution?	They	are	essential	in	fostering	a	FinTech	ecosystem	by	
addressing	 various	 issues	 and	 concerns	 through	 new	 policies.	
Policies	 like	 open	 APIs,	 the	 creation	 of	 innovation	 hubs	 and	
regulatory	 sandboxes,	 support	 and	 implementation	 of	 RegTech	
solutions,	among	others,	will	be	discussed.	

Moderated	by	 	 	 ,Kiyotaka	Sasaki,	Director-General	of	the	Strategy	Development	
and	Management	Bureau,	JFSA	

Panelists	 	 	 	 	 	 	 ,,Eric	Burger,	Research	Professor	of	Computer	Science,	Georgetown	University
Beju	Shah,	Head	of	Data	Collection	and	Publication,	Bank	of	England	
Clark	Frogley,	Vice	President,	Global	AML	Solutions	Leader,	IBM	
Daichi	 Iwata,	Head	of	Fintech	Business	Development	Office,	NEC	
Corporation	
John	 Price,	 Commissioner,	 Australian	 Securities	 and	 Investments	
Commission	

2:50-4:05PM	 	 	 ,Session	V	–	What’s	Next?	–	Part	1	
Artificial	intelligence	for	the	financial	industry

Artificial	intelligence	(AI)	and	big	data	are	changing	everything	and	
the	financial	industry	is	not	an	exception.	But	how	tangible	are	such	
changes?	Will	 they	 just	be	a	way	 to	reduce	costs?	Will	 they	allow	
the	financial	industry	to	introduce	new	ways	and	lines	of	business?	
Let	 us	 engage	 into	 the	 true	 potential	 of	 AI	 and	 big	 data	 for	 the	
financial	industry.	

Moderated	by	 	 	 ,Martin	Arnold,	Banking	Editor,	Financial	Times	

Panelists	 David	Beardmore,	Commercial	Director,	Open	Data	Institute	
Yutaka	Soejima,	Head	of	Fintech	Center,	Bank	of	Japan	
Ryohei	Fujimaki,	CEO/CTO,	dotData	
Katsunori	Tanizaki,	Director	Senior	Managing	Executive	Officer,	
Group	CIO	and	Group	CDIO,	Sumitomo	Mitsui	Financial	Group,	Inc.	
Antonio	Valderrabanos,	CEO	and	Founder,	Bitext	
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4:10-5:25PM	 	 	 Session	VI	–	What’s	Next?	–	Part	2	
InsurTech	-	Is	this	the	last	fintech	frontier	in	the	industry?

How	true	is	the	statement	that	insurtech	is	the	last	fintech	frontier	
in	 the	 financial	 industry?	 In	 this	 session,	 industry	 experts	 will	
address	 the	 trends,	 opportunities	 and	challenges	where	 insurance	
meets	tech.	Who	will	become	the	pioneers	that	creates	disruptive	
business	 in	such	a	prospective	space?	How	will	new	technologies	
help	 insurance	 companies	 serve	 customers	 better?	 What	 is	 the	
possibility	that	micro	insurance	and	other	new	insurance	products	
flourish	with	new	technologies	in	this	area.	

Moderated	by	 ,Yoshihiro	Kawai,	Adjunct	Professor,	Kyoto	University	and	Former	 	
Secretary	General	of	IAIS	

Panelists	 ,,Kazuya	Hata,	CEO,	justInCase	
Wayne	Xu,	President,	ZhongAn	International	
Frank	Eijsink,	CEO,	NN	Life	Insurance	Company	Ltd.	
Tang	Loaec,	President,	P2P	Protect	
Koichi	Narasaki,	 Group	Chief	Digital	Officer,	Managing	Executive	
Officer,	Sompo	Holdings,	Inc.	
Hiroshi	 Okada,	 Director	 for	 Banking,	 Payment	 and	 Insurance	
Regulations,	JFSA	

5:25-5:35PM	 	 	 ,Closing	Remarks	
Hideki	Murai,	Parliamentary	Vice-Minister
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2018 事務年度 金曜ランチョン 

 
日時 講師 テーマ 

2018 年 

7 月 2 日 

Robert Cox 

(Vice President, Financial Markets, Federal 

Reserve Bank of Chicago) 

Robert Steigerwald 

(Senior Policy Advisor, Financial Markets, 

Federal Reserve Bank of Chicago) 

“Mutualization of Risk in Central Clearing” 

7 月 20 日 
板越 ジョージ  

(株式会社クラウドファンディング総合研究所所長) 

「日米比較に見るクラウドファンディングの最新事例と日本

の未来 ～なぜ日本でクラウドファンディングが流行らない

のか～」 

7 月 27 日 

古川 勝久 

(前国際連合安全保障理事会・対北朝鮮制裁委員会

専門家パネルメンバー) 

「北朝鮮による金融制裁回避の事例と日本の課題」 

8 月 3 日 

谷口 博文 

(国立大学法人九州大学 ロバート・ファン／アントレプ

レナーシップセンター長 学術研究・産学官連携本部 

教授) 

「アントレプレナー育成とイノベーションエコシステムの形

成〜新たな政策デザインの試み〜」 

8 月 31 日 
江口 清貴 

(LINE 株式会社公共政策室長) 
「LINE というサービスと各種リテラシーの重要性」 

9 月 6 日 

丸山 弘毅 

(一般社団法人 FinTech 協会会長・㈱インフキュリオン

グループ代表取締役) 

「Fintech の現在と将来」 

9 月 11 日 

Marie Kristine V. Pajarillo 

(Visiting Fellow, Global Financial Partnership 

Center (GLOPAC), FSA) 

“MACRO-TRENDS AND FINANCIAL 

EVOLUTIONS, Reinvigorating the Regulatory 

Landscape, Insights from a Visiting Fellow's 

Perspective” 

9 月 12 日 

Bulgamaa Bayaraa 

(Visiting Fellow, GLOPAC, FSA) 

“Comparative analysis of supervisory framework- 

Mongolia and Japan -” 

Timur Onzhanov 

(Visiting Fellow, GLOPAC, FSA) 

“The future of Kazakhstan’s financial and banking 

market: what should we learn from Japan ’ s 

experience” 

9 月 13 日 

Samerjai Kittidusadeekul 

(Visiting Fellow, GLOPAC, FSA) 
“Effective Supervision”   

Thaw Ka Nyein 

(Visiting Fellow, GLOPAC, FSA) 

“How to improve Supervision System in CBM from 

the lessons of JFSA”  

別紙４ 
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9 月 14 日 

I Nyoman Hermanto Darmawan 

(Visiting Fellow, GLOPAC, FSA) 

“Effective Supervision and Role of Banking industry 

and Regulator in facing natural disaster” 

Davit Utiashvili(Visiting Fellow, GLOPAC, FSA) 

“ Key Takeaways from GLOPAC for Georgian 

Banking Sector with the focus on Open Banking, 

Stress Test and Over-Indebtedness” 

9 月 18 日 

Akinde Texe Miguel Kanda 

(Visiting Fellow, GLOPAC, FSA) 
“Bank Supervision in Japan – experiences to learn”    

Guilherme M. Yanaka 

(Visiting Fellow, GLOPAC, FSA) 

“Japanese Banking System - A view from a foreign 

risk practitioner” 

10 月 5 日 
稲垣 清 

(中国人事・人脈研究所代表) 
「中国共産党のしくみと習近平人事の特徴」 

10 月 12 日 
近藤 繁 

(株式会社ココペリ 代表取締役) 
「AI を活用した金融機関向けソリューション」 

10 月 19 日 
内田 浩史 

(神戸大学大学院経営学研究科教授) 
「政策デザインについて」 

10 月 26 日 

佐藤 美穂 

(チューリッヒ大学 薬理学・毒性学研究所 博士研究

員) 

「体内時刻の乱れを減らすための工夫」 

11 月 2 日 
真野 雄司 

(三井物産株式会社 IR 部長) 
「急速に変貌する企業の IR」 

11 月 9 日 
小川 幹雄  

(DataRobot, Inc. データサイエンティスト) 
「AI による自動モデル構築プラットフォームについて」 

11 月 16 日 

ロバート・マートン  

(マサチューセッツ工科大学スローン・スクール・オブ・

マネジメント特別教授、ハーバード大学名誉教授 

Dimensional Holdings Inc.レジデント・サイエンティ

スト) 

本多 俊毅 

(一橋大学大学院経営管理研究科 教授、日本ファイ

ナンス学会 副会長) 

「金融イノベーション最新事例；“SeLFIES”ー退職後資金

調達を改善し、政府資金調達コストを削減する、世界的に

適応可能な債券イノベーション（韓国の事例研究）ー」 

11 月 27 日 
野口 功一  

(PwC コンサルティング合同会社パートナー) 

「What is Design Thinking ? -顧客志向のためのアプロ

ーチ-」 

11 月 28 日 

岡本 浩一郎 

(アルトア株式会社 代表取締役、弥生株式会社 代表

取締役兼務) 

「会計データを活用したオンライン融資サービス」 
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11 月 30 日 
林 ゆかり (証券取引等監視委員会事務局 取引調

査課 国際取引等調査室 証券調査官) 
「シンガポール MAS 派遣を通じて」 

12 月 18 日 
大森 隆一郎 

(株式会社 J.Score 代表取締役社長 CEO) 

「ビッグデータと先進的な AI 技術を活用した J.Score のサ

ービスと将来の展望について」 

12 月 19 日 

Lisham Mohamed Ali  

(Visiting Fellow, Global Financial Partnership 

Center (GLOPAC), FSA) 

“ Developing the Maldivian Insurance Market 

through GLOPAC learning's” 

Dashnyam Tseren 

(Visiting Fellow, GLOPAC, FSA) 
“My learnings and recommendations” 

12 月 20 日 

Tran Manh Hung 

(Visiting Fellow, GLOPAC, FSA) 

“Outcomes from FSA’s fellowship and proposal for 

Vietnam insurance market”  

Poe Poe Ei San 

(Visiting Fellow, GLOPAC, FSA) 

“ Moving forward to a sound, stable and robust 

Myanmar insurance industry with much 

contribution of knowledges from GLOPAC”  

Mohamed Borham Atallah 

(Visiting Fellow, GLOPAC, FSA) 
“GLOPAC – Egypt, Problem Definition” 

12 月 21 日 

Ramadhani Lisa Rusanti  

(Visiting Fellow, GLOPAC, FSA) 

“ FSA vs FSA:Regulatory Framework & Risk 

Management” 

Jose Manuel Urdiroz 

(Visiting Fellow, GLOPAC, FSA) 
“After GLOPAC - How can we reach our goals”       

12 月 25 日 

Christian Mora 

(Visiting Fellow, GLOPAC, FSA) 
“From Japan with love” 

Fidelis Kagura 

(Visiting Fellow, GLOPAC, FSA) 
“GLOPAC, a lot of learnings in A Bento”       

2019 年 

1 月 8 日 

河合 美宏 

(京都大学経営管理大学院教授) 
「国際機関を作り動かす ―バーゼルでの２０年― 」 

1 月 25 日 
上野 博(㈱NTT データ経営研究所 金融政策コンサ

ルティングユニット エグゼクティブスペシャリスト) 

「「拡張の世紀」－テクノロジーが変えるヒト／組織／社会

－」 

1 月 30 日 

渡辺 太郎 

(株式会社デジタルガレージ DG Lab Chief 

Technology Officer (Blockchain)) 

「Blockchain が目指すものとその最新技術」 

2 月 1 日 
鈴木 一人  

(北海道大学公共政策大学院 教授) 

「アメリカによるイラン核合意離脱以降のイランを巡る問

題」 
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2 月 8 日 
大澤 真 

(株式会社フィーモ 代表取締役) 
「ファミリービジネスの永続支援と金融機関経営」 

3 月 1 日 
川田 修平 

(株式会社フィノバレー 代表取締役社長) 

「電子地域通貨を通じたキャッシュレス推進による地域活

性化の取り組み 〜飛騨高山「さるぼぼコイン」千葉県木

更津市「アクアコイン」の事例〜」 

3 月 8 日 

若月 雄一郎 

(メリルリンチ日本証券株式会社 投資銀行部門副会

長 マネージングディレクター) 

「株主価値最大化とこれからの M&A」 

3 月 14 日 
落合 陽一 

(メディアアーティスト) 
「イノベーションと多様性とテクノロジー」 

3 月 15 日 

John P. Anderson  

(Professor of Law, Mississippi College School of 

Law) 

“Insider Trading in the United States: Current State 

of the Law and Challenges on the Horizon” 

4 月 12 日 

成迫 剛志 

(（株）デンソー MaaS 開発部長（兼）デジタルイノベー

ション室長) 

「社内にシリコンバレー流を創る～生産性とやり甲斐とイノ

ベーション創出と～」 

4 月 19 日 

山海 嘉之 

(筑波大学 システム情報系教授、サイバニクス研究

センター 研究統括、CYBERDYNE 株式会社 代表

取締役社長／CEO、内閣府 ImPACT 革新的研究開

発推進プログラム プログラムマネージャー) 

「革新的サイバニクス技術による人とテクノロジーの共生 

～健全な社会変革・産業変革が日常化する未来～」 

4 月 26 日 
藤野 宙志 

(株式会社グッドウェイ 代表取締役社長) 

「金融と IT の融合による新たな社会、これからの働き方と

未来像～価値創造に向けて powered by Fintech ～」 

5 月 10 日 
田中 徹 

(株式会社ＭＩＬＩＺＥ 代表取締役社長) 

「AI 時代のライフプランとファイナンシャルプランナーの方

向性（独立系 FP 育成と AI による顧客目線の金融醸成）」 

5 月 17 日 
飯田 哲夫 (アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式

会社 金融事業開発本部長) 

「アマゾン ウェブ サービスの金融領域における活用の現

在 ～国内外金融機関の最新事例～」 

5 月 24 日 

深堀 昂 

(ANA ホールディングス株式会社 アバター準備室 デ

ィレクター) 

「人間の身体や距離（移動）の制限を超える「アバター」と

いうモビリティを利用した新たなライフスタイルの提案」 

6 月 14 日 
湊 雄一郎 

(MDR 株式会社 代表取締役) 
  

6 月 21 日 
早崎 保浩 

(農林中央金庫常任参与（金融庁参与）) 

「日銀、民間、金融庁内からみた金融行政～小さなオーラ

ルヒストリー」 

6 月 28 日 
瀬口 清之 

(一般財団法人 キヤノングローバル戦略研究所) 
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第５節 研修  

 

  Ⅰ 金融庁における研修 

 

金融行政は、金融技術の進展や市場の動向に的確に対応するため、極めて高い専門

性が求められる分野である。金融行政の質を高めていくためには、職員の能力向上を

図る必要がある。 

金融庁では、多様なバックグラウンドを有する職員の専門性を高めるため、ＯＪＴ

と連動した、業務に関する体系的な知識や高度なスキルなどを習得するための研修を

実施している。 

なお、金融庁と財務省で共通する専門分野に関し、必要に応じて財務省と共同で研

修を実施している。 

 

  Ⅱ 2018事務年度の研修実施状況（別紙１参照） 

 

2018事務年度については、研修効果を高めるため、主に以下の点について研修内容

等の見直しを行った。 

 

    １．マネジメントとコーチング 

各専門分野・部署で若手職員の人材育成に責任を持つグループリーダーの職員を

対象にマネジメント、コーチングに関する知識・スキルの付与を行った。 

 

    ２．新規採用職員研修 

     金融庁職員に求められる以下の能力や知識を自ら学び、考え、発言、行動する人

材を育成するため、金融庁単独でグループワークや自主学習を中心とした研修を実

施した。 

     （１）責任感や主体性など、国家公務員としての常識・心構え 

     （２）会計知識や説明力などの基礎的な思考力・スキル 

     （３）キャリアビジョン形成のための基本的な業務知識      

 

    ３．対話力の向上 

     内外に対し建設的な対話を行う力を養うため、座学形式の研修を極力減らし、グ

ループワーク形式を中心としたプログラムを実施している。階層別研修においては

新規採用職員研修の科目にダイアログを導入、民間企業との異業種交流セミナーに

おいて金融庁外の人的・知的ネットワークの構築を計る等、対話力向上のための研

修を実施した。 

 

  Ⅲ 2019事務年度の研修方針及び研修計画の策定（別紙２参照） 
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別紙１  2018事務年度（2018年７月～2019年６月）研修実施状況

研 修 名 コース 目    的 対 象 者 実　施　月

必修研修

①金融庁職員として認識、理解しておくべき制度や基本的事項の理解
　　（情報・公文書管理、公務員倫理、セクシュアル・ハラスメント、服務規律、障
がい者理解、特定秘密保護、公益通報者保護制度、メンタルヘルス、IT・サイバーセ
キュリティ　等）
②金融庁職員として認識・理解しておくべき足下の行政課題や環境変化の理解
　　（組織改革、IT戦略・デジタライゼイション、SDGｓ、内外金融情勢　等）

全職員【必修】
7月・8月・9月

10月・5月・(6月)

転入職員研修
金融庁職員の在り方、金融庁における基本実務及び上記必修研修①の研修内容等、金
融庁で勤務していく上で必要となる基本的事項の理解

転入職員、中途採用職員等
【必修】
　（※事務補佐員を含む）

7月・8月・10月
1月・4月

個室幹部向け必修研修（情報管理・倫理）
組織のトップマネジメント層として特に認識すべき事項（情報管理・倫理に関する内
容）の理解

個室幹部職員 3月

セクシュアル・ハラスメン
ト／メンタルヘルス研修
（個室幹部及び管理・監督
者）

セクシュアルハラスメントなどハラスメントを防止するとともに、職員の心の健康づ
くりの保持増進に努め、職場環境の向上を図るための理解

個室幹部及び管理・監督者
　（※企画官以上必修） 12月

少人数グループリーダー研修

上司が部下にきめ細かく育成・指導・評価を行い、活発なコミュニケーションが図ら
れる環境整備を行うために導入された「業務単位の少人数グループ化」において、
「少人数グループリーダー」の指定された職員に対する、部下への適切な育成・指導
を行うために必要な能力（コーチング、リーダーシップとマネジメント、アンガーマ
ネジメント）の養成

少人数グループリーダーに指
定されている職員

12月・1月・2月
3月・5月

役職別研修
（新任課長補佐）

課長補佐として実際に仕事をして感じた課題等の振り返り（グループワーク）を行う
とともに、課長補佐に必要な業務遂行能力（業務と人のマネジメント、コーチング）
の養成

平成29年10月から30年7月まで
に課長補佐に昇任した職員
【必修】

12月・1月

役職別研修
（新任係長）

係長として実際に仕事をして感じた課題等の振り返り（グループワーク）を行うとと
もに、係長に必要な業務遂行能力（説明力）の養成

平成29年10月から30年7月まで
に係長に昇任した職員　【必
修】

11月・1月・2月

役職別研修
（中堅係員）

中堅係員として必要な業務遂行能力の養成及び知識の付与（定量的・定性的思考、金
融行政史、コーポレートガバナンス・仮想通貨の基礎知識等）

平成27年度採用一般職職員
【必修】
平成29年度採用総合職職員
（希望者）

9月

幹部候補育成課程職員向け研修
将来、幹部として職を担っていくために必要な能力等（局長クラス・課室長クラスのコンピテン
シー）の向上

幹部候補育成課程対象者　【必
修】
　（※育成期間中）

3月

英語研修
（リーディングコース 一般
職３年目）

金融に関する用語、時事用語、英字新聞及び英語の文献等の読解等、英文を理解する
ための読解力の向上を図る

平成28年度採用一般職職員
【必修】
　（※当該研修の未修了者を
含む）

9月期・1月期
（各期3か月）

英語研修
（新規採用職員コース）

新規採用職員の個人の英語レベルに合った英語継続学習の契機、金融国際化に対応す
るため、職員の英語力強化を図る（グループ形式によるレッスン）

平成30年度採用一般職職員
【必修】
平成30年度採用総合職職員
（希望者）

9月期（3か月間）

ＩＴパスポート研修
（新規採用一般職必修）

基礎的な情報技術を活用するための情報処理知識の付与を目的とし、金融庁の情報シ
ステムに関する基本的知識及びITパスポート試験相当の知識（テクノロジ系（IT技
術）、ストラテジ系（経営全般）、マネジメント系（IT管理））の習得

平成30年度採用一般職職員
【必修】 10月

新規採用者研修
（総合職・一般職）

国家公務員としての常識・心構え（ビジネスマナー、責任感の醸成、意見を積極的に
具申する主体性等）、基礎的な思考力・スキル（簿記・会計知識、ＰＣスキル、説明
力、対話力、ライティング力等）、基本的な業務知識（金融・経済知識、法体系、専
門分野毎の基本的な実務とキャリアプラン等）の習得

平成31年度新規採用職員【必
修】
※一般職の研修の一部につい
て、総合職も必修参加。

4月・5月

異業種交流セミナー
組織改革や活性化のため、外部との交流を通じて多様な組織・意見に触れることによ
り、業務では得ることのできなかった新しい価値観や発想、人的・知的ネットワーク
の構築

30歳代の係長から課長補佐相
当職の金融庁プロパー職員
（選抜指名制）

11月・12月

教養講話
部下の自発性を高め、成長を促すコーチングの技術を学び、適切な育成・指導を行う
能力の醸成、マネジメントとリーダーシップの能力向上

全職員（希望者）
少人数グループリーダーにつ
いては、別途参加を推奨。

12月・1月

「マインドフルネス」を
使った
EI(エモーショナル・インテ
リジェンス)入門研修

自分の思考や感情についてメタ認知（客観視、俯瞰視）できるようになる
否定的な感情（怒り、不安）にふりまわされないようになる
自分のモチベーションの源泉となる価値観を自覚し、自分自身で動機付けできる

ようになる
変化や複雑性の高い環境での対応力と、困難や失敗から立ち直る回復力（レジリ

エンス）を向上する

全職員（希望者） 5月・6月

メンタルヘルス研修
・職場ストレスの基礎知識及びハラスメントへの対応方法の習得
・セルフケアの重要性と心の健康問題に対する正しい理解

全職員（希望者） 6月

英語研修
（個別指導コース）

中級から上級者の方を対象としたマンツーマン形式によるレッスンを実施し、海外機
関等との折衝等に必要な語学力の維持・向上を図る

9月期・1月期
（各期3か月）

全

員

必

修

（2019年６月30日現在）

階

層

別

研

修

区分
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別紙１  2018事務年度（2018年７月～2019年６月）研修実施状況

研 修 名 コース 目    的 対 象 者 実　施　月区分

英語研修
（グループコース・通学
コース）

グループ形式によるレッスンにより、基礎的な英会話能力の向上から、応用的なビジ
ネス英会話能力の向上まで研修生のレベルに応じた英会話の能力の維持・向上を図る

9月期・1月期
（各期3か月）

英語研修
（リーディングコース）

金融に関する用語、時事用語、英字新聞及び英語の文献等の読解等、英文を理解する
ための読解力の向上を図る

9月期・1月期
（各期3か月）

中国語研修
マンツーマン形式によるレッスンにより、海外機関等との折衝等に必要な中国語に関
する語学力の維持・向上を図る

一定要件に該当する職員
　（※担当業務を遂行する上
で、中国語学習が真に必要と
認められる職員）

9月期・1月期・4月期
（各期3か月）

フランス語研修
マンツーマン形式によるレッスンにより、海外機関等との折衝等に必要な仏語に関す
る語学力の維持・向上を図る

一定要件に該当する職員
　（※担当業務を遂行する上
で、仏語学習が真に必要と認
められる職員）

9月期・1月期
（各期3か月）

ＩＴパスポート研修
基礎的な情報技術を活用するため、ITパスポート試験相当の知識（テクノロジ系（IT
技術）、ストラテジ系（経営全般）、マネジメント系（IT管理））の習得 10月

情報セキュリティマネジメント研修
情報セキュリティの考え方をはじめ、情報セキュリティ管理の実践規範、各種対策、
情報セキュリティ関連法規、ネットワーク、システム監査、経営管理等、情報セキュ
リティマネジメント試験（国家試験）相当の知識の付与

1月～3月

フ

ァ

イ

ナ

ン

ス

ファイナンス理論研修

金融行政における基本的かつ重要分野であるファイナンスに関する基本的知識（金
利・債券数理の基本、確率・統計／リスク管理の基礎、コーポレート・ファイナンス
等）の付与

一定要件に該当する係長係員
相当職職員
　（※担当業務を遂行する上
で、ファイナンスに関する知
識習得が真に必要と認められ
る職員）

9月～12月

企業会計実務研修
会計制度に関する専門的な知識（税効果会計、企業結合会計、連結決算、退職給付会
計、減損会計、最近の会計基準の動向等）の付与

一定要件に該当する職員
　（※担当業務を遂行する上
で、会計制度に関する知識習
得が真に必要と認められる職
員）

2月

国際財務報告基準研修
（ＩＦＲＳ研修）

国際財務報告基準（IFRS）に関する専門的な知識（IFRS適用状況、IFRS総論、連結・
企業結合会計、リース会計、収益認識、金融商品会計等）の付与

一定要件に該当する職員
　（※担当業務を遂行する上
で、会計制度に関する知識習
得が真に必要と認められる職
員）

9月

総

務

総務系統事務研修

総務・経理事務に関して、適切な事務処理を行う上で必要な庁内事務処理等（予算の
流れ、経理関連事務、旅費支払事務、庁舎管理事務、適正な会計処理について、広報
関連事務、調達関連事務、福利・厚生・共済事務、服務管理）の手続きに関する知識
の付与

総務、経理事務の担当職員 8月

メ

デ

ィ

ア

メディア対応研修
メディア対応における基本動作、危機管理対応能力等の更なる向上、実習形式での記
者会見・インタビュー対応技術の習得

業務においてメディア対応
（記者レク等）の知識を必要
とする職員（基本動作）
業務においてメディア対応
（記者レク等）の実践的な知
識を必要とする各課室総括補
佐以上の職員（実習）

10月

メンタルヘルス研修
（専門相談員）

対外的なストレスに晒される機会の多い金融サービス利用者相談室等に所属する専門
相談員に対して、ストレスマネジメントに関する知識の付与

金融サービス利用者相談室に
所属する専門相談員
証券取引等監視委員会事務局
に所属する専門相談員

11月

メンタルヘルス研修
（ハラスメント相談員）

職場ストレスの基礎知識、セルフケアの重要性と心の健康問題に対する正しい理解、
相談対応のポイント、声掛けの仕方、相談対応者に求められるセクハラ・パワハラの
正確な理解と認識、相談者から信頼を得るための態度に関する知識の付与

ハラスメント相談員 10月

ＭOS(Excelスペシャリスト)研修
Ｅｘｃｅｌソフトに関する知識（複数のシートを含むブックの作成・編集、データの
抽出や並べ替え、数式の作成、関数の使用、グラフを利用したデータの視覚的表現、
印刷設定など、さまざまな目的や状況に応じて数値データを扱う等）の付与

10月～12月

ＶＢＡ研修
VBAに関する知識（変数と定数、セルの操作、ステートメント、関数、ブックとシー
トの操作等）の付与 1月～2月

業態別コース
（基礎）

モニタリング業務（業態別）を遂行するうえで必要な基礎的な知識等の付与
モニタリング業務（業態別）
新任担当職員 7月～8月

専門分野別コース
（基礎）

モニタリング業務（専門分野別）を遂行するうえで必要な基礎的な知識等の付与
モニタリング業務（専門分野
別）新任担当職員 7月～8月

業態別コース
（実務）

モニタリング業務（業態別）を遂行するうえで必要な専門的な知識及び実践的なスキ
ル等の付与

経験年数１年以上のモニタリ
ング業務（業態別）担当職員

7月～8月・11月
1月・3月

メ

ン

タ

ル

ヘ

ル

ス

Ｅ

ｘ

ｃ

ｅ

ｌ

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

Ｉ

Ｔ

企

業

会

計

業

務

別

研

修

一定要件に該当する職員
　（※担当業務を遂行する上
で、英語学習が真に必要と認
められる職員）

一定要件に該当する職員
　（※担当業務を遂行する上
で、ＩＴに関する知識習得が
真に必要と認められる職員）
　（※金融庁プロパー職員の
うち当研修を未受講の係員）

一定要件に該当する総務・人
事・経理担当係員

モニタリング研修

語

学
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別紙１  2018事務年度（2018年７月～2019年６月）研修実施状況

研 修 名 コース 目    的 対 象 者 実　施　月区分

専門分野別コース
（実務）

モニタリング業務（専門分野別）を遂行するうえで必要な専門的な知識及び実践的な
スキル等の付与

経験年数１年以上のモニタリ
ング業務（専門分野別）担当
職員

7月～8月・11月
1月・3月

企画系統研修
企画部門の職員として必要な知識（企画部門の作法、局長講話、信用制度をめぐる諸
問題、市場行政をめぐる諸問題、企業開示行政をめぐる諸課題）の付与

企画部門職員 9月

開示審査基礎研修
企業内容の開示審査業務に関する基礎的な知識（企業会計の基礎、金融商品取引法に
おける開示制度、有価証券届出書の審査実務、有価証券報告書等の審査実務、大量保
有報告書の審査実務等）の付与

新任の開示審査業務担当職員 7月～8月

開示審査実務研修
企業内容開示審査業務に関する専門的な知識（企業開示制度の現状、ディスクロー
ジャー制度の概要と事案対応、有価証券届出書の審査事例、大量保有報告書の審査事
例、不正会計発見のために財務分析等）の付与

経験年数1年以上の開示審査業
務担当職員 10月

市場監視基礎
(共通)研修

市場監視業務を遂行するうえで必要な基礎的知識（金融商品の基礎知識、金融商品取
引法総論・各論等）の付与

新任の市場監視事務担当者、
証券調査官、審判官等 7月

犯則調査基礎研修
犯則調査業務を遂行するうえで必要な基礎的知識（犯則調査業務概要、犯則類型別の
解説、証券会社・銀行調査等）の付与

新任の証券取引特別調査官等 8月

取引審査基礎研修
取引審査業務を遂行するうえで必要な基礎的知識（内部者取引、相場操縦、審査手
法、アルゴリズム取引・HFT等）の付与

新任の証券取引審査官等 8月

取引調査基礎研修
取引調査業務を遂行するうえで必要な基礎的知識（内部者取引、相場操縦、基礎調
査、デジタルフォレンジック等）の付与

新任の証券調査官等 8月

開示検査基礎研修
開示検査業務に関して必要な基礎的知識（開示検査業務概要、質問調書、検査報告
書、検査事案分析等）の付与

新任の証券調査官等 8月

国際取引等調査
基礎研修

国際取引等調査に関して必要な基礎的知識（内部者取引、相場操縦、クロスボーダー
事案に係るＭＯＵ等）の付与

新任の国際取引等調査室の証
券調査官等 8月

市場監視総合研修 市場監視業務に関する総合的な知識（行政方針等）の付与
市場監視業務担当者、証券調
査官等 1月

市場監視実務
(共通)研修

市場監視業務を遂行するうえで必要な専門的知識（プロジェクトマネジメント、調
査・検査における対話力等）の付与

経験年数1年以上の市場監視事
務担当者、証券調査官等 8月

犯則調査実務研修
犯則調査業務を遂行するうえで必要な専門的知識（電子データ等の証拠化、刑事訴訟
法等）の付与

経験年数1年以上の証券取引特
別調査官等 8月・1月

取引審査実務研修
取引審査業務を遂行するうえで必要な専門的知識（人工知能の売買審査業務への適
用、事例研究等）の付与

証券取引審査官等 1月

取引調査実務研修
取引調査業務を遂行するうえで必要な専門的知識（基礎調査、本格調査、デジタル
フォレンジック等）の付与

経験年数1年以上の証券調査官
等 8月・1月

開示検査実務研修
開示検査業務に関して必要な専門的知識（開示検査の実務、コーポレートガバナン
ス・コード等）の付与

経験年数1年以上の証券調査官
等 8月・12月

国際取引等調査
実務研修

国際取引等調査に関して必要な専門的知識（インサイダー取引の構成要件、MMOU等）
の付与

国際取引等調査室の証券調査
官等 8月・1月

公

認

会

計

士

公認会計士等検査事務研修
公認会計士等検査に関する基礎的、専門的知識（検査手続、品質管理レビュー、監査
基準・企業会計に関する最近の動向等）の付与

公認会計士・監査審査会職員
等 12月

通

信

研

修

企

画

部

門

課

程
業

務

別

研

修

全職員
（実費負担）
※団体申込みによる割引適用

監

視

部

門

監視部門の研修
（市場監視総合、
市場監視基礎・実務、
犯則調査基礎・実務、
取引審査基礎・実務、
取引調査基礎・実務、
開示検査基礎・実務、
国際取引等調査基礎・実
務）

9月期、12月期、3月期左記研修レベル相当の知識の付与

証券アナリスト

米国証券アナリスト（CFA）

公認内部監査人（CIA）

ファイナンシャルプランナー１級・２級・３級

証券外務員Ⅰ種・Ⅱ種

基本情報技術者・応用情報技術者

TOEIC　L&R　TEST対策（500、650、750、900点）

BATIC（国際会計検定）

簿記検定３級・２級・１級・全経上級
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業務の変化に対応したプログラム
新しい検査・監督における「検査マニュアルの廃止」、「動的な監督」、「見える化と探究型対話」など、業
務の変化に対応した研修プログラムの企画・実施を行う。

人事改革を踏まえたプログラム
人事基本方針を踏まえ、以下の人材を育成するための研修プログラムを企画・実施する。
① それぞれの専門分野において中長期的な行政課題に対応してくために必要となる人材の育成
② 将来のリーダー候補の計画的な育成

研修に対するコストバランスの見直し
これまでの研修の内容とコストバランスを見直し、
限られた予算を最大限に活かした
費用対効果の高い研修を実施する。

１．見直しのポイント

語学研修の予算は約1,750万円
現状、研修予算の65％を占めている

語学

別紙２
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3年目
～5年目

金融庁職員（一般職）における昇任と研修時期のイメージ

課長補佐育成研修

11年目
～13年目

課長補佐係長係員

新規採用職員研修

係長育成研修

新任係長研修 新任課長補佐研修

1年目 7年目 17年目

２．役職別研修の見直し

見直し後

係長・課長補佐になる前に、係長・課長補佐に求められるスキル・能力に関する育成研修を実施
（求められるスキル・能力の特定はコンピテンシー、人事評価項目を参考に検討）

新任係長研修・新任課長補佐研修は、役職就任から半年後を目途に、その役職となってからの課題や、
取組み等についてのグループワークへ内容を変更
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３．専門分野ごとの人材育成方針を踏まえた研修の企画

研修担当者は、専門分野ごとに作成
された人材育成方針を踏まえ、各分
野で期待される能力・スキルを得る
ための研修を企画する。

研修担当者が企画した研修について、
人材育成担当者が検証を行い、専門
分野のスキルマップとの整合がとれ
ているかを確認する。

研修担当者が専門分野ごとの
人材育成方針を踏まえ研修を企画

人材育成担当者が
スキルマップとの
整合性について確認

別紙２
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４．語学研修の見直し

研修に対する意見 見直し後

職員の国際交渉力が不足している。（国際業
務担当）

業務の関係で出席できないことがある。（受
講者）

個別指導を希望しているが、毎回選んでもら
えない。（若手職員）

国際交渉力を向上させるため「国際交渉人材養成
ワークショップ」を設ける。

対面によるレッスンを廃止し、
受講時間を自身で設定できる
オンライン学習に変更。

研修後の効果測定が必要ではないか。
受講した部下の語学力が上がっているのか確
認したい。（国際業務担当）

効果測定を行い、
結果を受講者だけではなく上司にも共有

メールなどの文章が書けない職員が多い。
（国際業務担当）

英文ビジネスライティングの
通信講座コースを開設。

これまでの英語研修を「英語力育成研修」とし、受講対象
を主に若手職員、受講要件を真に業務で語学力を必要とす
る者として選定基準を明確にする。
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第６節 金融行政におけるＩＴの活用 

 

   Ⅰ 概要 

 

「官民データ活用推進基本法」に基づき、官民データ活用の推進に関する基本的

な計画として、平成30年６月、「世界最先端ＩＴ国家創造宣言・官民データ活用推

進基本計画」（以下「ＩＴ宣言・官民データ計画」という）が閣議決定されている。

金融庁においても、情報化統括責任者（ＣＩＯ：Chief Information Officer）、情

報化副統括責任者（副ＣＩＯ）及び専門的な知識を有するＣＩＯ補佐官等を構成員

とする金融庁ＰＭＯ(Portfolio Management Office)の統括のもと、以下の取組みを

行っている。 

 ① 金融庁におけるＩＴ戦略（中長期計画）の策定 

② 情報システムの調達の適正化及びコスト削減の取組み 

 ③ セキュリティ・ＩＴ人材の確保・育成 

 ④ 情報セキュリティ対策の推進 

 

   Ⅱ 取組実績 

 

１．金融庁におけるＩＴ戦略（中長期計画）の推進 

ＩＴ宣言・官民データ計画等に基づき、国民・事業者の利便性向上に重点を置

き、行政の在り方そのものをデジタル前提で見直すため、平成30年１月に「デジ

タル・ガバメント実行計画」が、ｅガバメント閣僚会議において決定されたとこ

ろ。 
金融庁においても、ＩＴガバナンスの強化、業務の明確化を図るとともに、そ

れに応じたシステムの見直し・構築を推進し、行政運営の効率化や利用者中心の

行政サービス改革を実現していくため、ＩＴ戦略として「金融庁デジタル・ガバ

メント中長期計画」（以下「本計画」という。）を30年６月に策定したところ。

本計画における重点項目として、以下を掲げている。 
① ＩＴガバナンスの強化 
② 利用者中心の行政サービスの実現 
③ 効率的・効果的な行政運営の実現（業務基盤の整備） 
④ 変化に強いモニタリング等システムの構築（官民連携基盤の整備） 
⑤ 新たな情報技術変化への対応 
なお、本計画の実施に当たっては、ＣＩＯ及び副ＣＩＯがリーダーシップを発

揮し、当庁全体の合意形成を図りつつ、限られた財源・人員等のリソースを最大

限有効に活用することで、全体最適化を図りながら、戦略的に取り組むこととし

ており、30事務年度においては、以下のような事項を実施した。 

（１）ＩＴガバナンスの強化 

金融庁行政情報化推進委員会等の会議体やPMOの役割を明確化する訓令を制定

するなどして、より一層、行政運営の効率化や利用者中心の行政サービス改革を

推進するための体制を整備した。 
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（２）効率的・効果的な行政運営の実現 
タブレット端末の導入等により、ペーパーレス化の推進を図った。 

     

また、本計画のうち、以下の事項については、金融モニタリングのデジタライ

ゼーションの取組みとして取りまとめたうえで、2019 年６月に公表した。（別紙

１参照） 

 

    ア．日本銀行との徴求データの一元化・システム連携 

      金融機関における監督コスト低減の観点から金融庁と日本銀行との間で類

似しているデータを一元化する調整を行い、２種類について合意した。また、

金融庁と日本銀行との間でデータシェアリングのあり方の検討に着手した。 

 

    イ．粒度の細かい（明細）データの利活用 

      低金利環境の継続や少子高齢化を背景とした金融機関（特に地域銀行）が

直面する経営課題等に関し、深度ある分析を行っていくため、まずは金融仲

介を中心とした貸出および有価証券に関する粒度の細かいデータのあり方や

管理方法について、コンサルティングを活用し検討を行った。 

 

    ウ．ＲＰＡ（Robotic Process Automation） 

金融モニタリングにおける分析作業について、ＲＰＡを導入し資料の正確

性向上及び担当職員の生産性向上を図った。 

 

    エ．RegTech/SupTechエコシステム 

      金融機関と当局における情報の収集・蓄積・活用をめぐる夫々の課題を解

決していくために、将来的な官民協働のシステム（RegTech/SupTech エコシ

ステム）構築に向けた検討に着手した。 

 

 

  ２．情報システム調達の適正化及びコスト削減の取組み 

 （１）情報システム調達の適正化 

情報システムの調達に当たっては、その仕様及びコストの妥当性等を十分に

検証することが重要である。 

そのため、ＣＩＯ、副ＣＩＯ、各局総務課長及びＣＩＯ補佐官等をメンバー

とする「情報システム調達会議」において、政府調達に該当する情報システム

調達案件について、 

① システムの仕様が使途・目的に照らして適切なものとなっているか、 

② 調達予定価格が過去のＳＥ単価や工数などの実績に照らして適切なも

のとなっているか 

を審議するなど、適正な情報システムの調達に取り組んでいる。 
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（２）コスト削減への取組み 

「金融庁デジタル・ガバメント中長期計画」に基づき、情報システムの統廃

合や政府共通プラットフォームへの移行等による情報システムの運用コストの

削減に取り組んでいる。 

30 事務年度においては、運用コストの高いシステムに対して、「システム監

査」を実施し、投資管理を含めたシステムの有効性について、点検、評価した。 

 

３．情報セキュリティ対策の推進 

情報セキュリティ水準を適切に維持し、リスクを総合的に低減させるためには、

情報セキュリティに係るリスク評価の結果等を踏まえ、計画的に対策を実施する

ことが重要である。 

当庁では、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」（平成

30 年７月 25 日サイバーセキュリティ戦略本部決定）に基づき、金融庁情報セキ

ュリティポリシー及び各種関連規定を改定した。また、同ポリシーに基づき、情

報セキュリティ対策を総合的に推進するための「情報セキュリティ対策推進計画」

を毎年度策定しており、30事務年度では、以下のような情報セキュリティ対策を

実施した。 

 

（１）教育・訓練 

ア．情報セキュリティに関する対処能力の向上等 

ＮＩＳＣ（内閣サイバーセキュリティセンター）が主催する実践的なサイ

バー攻撃対処訓練に参加する等、セキュリティインシデント発生時における

事態の早期把握及び被害の発生・拡大防止に向けて迅速かつ的確に対処する

ための庁内横断的な組織である金融庁ＣＳＩＲＴ（Computer Security 

Incidents Response Team）の対処能力の向上を図るとともに対応態勢の有

効性の確認を行った。 

 

イ．庁内の職員を対象とした研修等 

  庁内の職員を対象として、以下の研修等を実施した。 

① 全職員を対象とした、情報セキュリティに関する知識や最近のサイバ

ー攻撃の手法及び対処方法を盛り込んだ情報セキュリティ研修や、金融

庁情報セキュリティポリシーおよび規則、実施手順の運用の徹底を図る

ための自己点検 

② 外部等からの転入職員を対象とした情報セキュリティ研修 

③ 職員が標的型メール攻撃に対して適切な対応ができるか確認するため

の標的型攻撃メール訓練 

 

（２）技術的な対策 

情報セキュリティ監査の結果や、昨今のサイバー攻撃の高度化、巧妙化を踏

まえ、多様なサイバー攻撃に対する技術的な対策の運用を継続すると共に、新

しい技術への対応の検討を実施した。 
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（３）情報セキュリティ監査 

各情報システムのインフラ・ネットワーク、アプリケーションの脆弱性につ

いて、外部の第三者による監査を実施したほか、ＮＩＳＣが実施するペネトレ

ーションテスト（模擬攻撃訓練）を活用し、セキュリティ対策の実効性を確認

した。 

 

４．セキュリティ・ＩＴ人材の確保・育成 

政府機関においてセキュリティ対策や情報化を進めるために必要な人材を確保

していくための方策として、「政府機関におけるセキュリティ・ＩＴ人材育成総合

強化方針」が28年３月に策定された。同方針に基づき、当庁においても同年８月

に「金融庁セキュリティ・IT人材確保・育成計画」を策定し、30年８月に改訂を

行っている。 

30年度においては、改訂後の計画に基づき次の取組みを進めた。 

① 体制の整備 

② 有為な人材の確保 

③ セキュリティ・ＩＴ人材育成支援プログラム 

④ 職員の情報リテラシーの向上 

⑤ 適切な処遇の確保 
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令和元年６月

金融庁

金融モニタリングにおけるデジタライゼーションの取組状況

（別紙１）
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Ⅰ．背景

2

我が国では、人口減少・高齢化の進展や低金利環境の長期化等により、金融を巡る
環境が大きく変化してきている。こうした中、 RPA、AI、クラウド及びAPI等のIT技術は
普及段階に達しており、これらを活用したデジタル化の進展状況は著しい。

ＩＴ技術を活用したデジタル化（Digitalization（デジタライゼーション）の進展状況につい
ては、一般的に①「Digitization（デジタイゼーション）」と表現される、従来から実施され
てきたアナログ情報のデジタル変換など、業務効率化を目的とした取組みと、
②「Digital transformation（デジタル トランスフォーメーション）」と表現される、顧客に新
たな価値を提供するなど、既存のビジネスモデルを変革する取組み、に区分される。

我が国の既存の金融機関及び非金融の新しいプレイヤーは、上記①、②のアプロー
チからデジタル化に取り組んでいる。もっとも、既存の金融機関では、一部を除き、デ
ジタイゼーションに注力している先が多い。

金融庁では、現在、検査・監督の見直しを進めており、これに伴う金融モニタリングの
高度化・効率化が求められている。金融モニタリングの高度化・効率化は、データの収
集･蓄積・分析機能の高度化・効率化と不可分である。

こうしたことから、IT技術の進展を含めたデジタル化の動きを踏まえ、昨事務年度（平
成29事務年度）から金融モニタリングの高度化・効率化を支えるSupTech※の導入に
ついて取組みを開始した。

※Supervisory Technologyの略。規制当局・法執行機関が検査・監督等の高度化・効率化のために活用するIT技術の意味で用いてい
る。また、RegTech（Regulatory Technology）は、民間金融機関がIT技術を活用して金融規制に対し効率的に対応する意味で用いて
いる。
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Ⅰ．背景

33

デジタル化（デジタライゼーション）

デジタイゼーション デジタル トランスフォーメーション

テクノロジー

概念
アナログ情報のデジタル変換

業務効率化

デジタル化されたビッグデータをＩＴを駆使
して利活用し付加価値を創造

ビジネスモデルの変革

RPA

API

クラウド
AI 等

主体
主に既存の金融機関が注力 主に大手金融機関、新興の金融機関及び

金融参入を窺う非金融企業が注力

同左

データの利活用 部門単位の活用にとどまり、サイロ化 ビッグデータの新規収集や組織横断的な
利活用を推進

金融機関 金融庁

データ

①収集

②蓄積

③分析

データ

金融機関・金融庁間におけるデータの流れ（イメージ図）

デジタル化の進展状況

分析
資料

④フィードバック（還元）
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Ⅱ．概要

4

SupTech導入の取組開始にあたっては、外部有識者等と意見交換を行い、民間企業
におけるＩＴ技術及びデータの利活用状況や金融機関等におけるRegTech・FinTechの
取組状況を把握しつつ検討を行った。

こうした検討を踏まえ、主に業務効率化の観点から、①既存の徴求データの日本銀行
との一元化等、②分析業務等の自動化（RPA（Robotic Process Automation） ※ ）を、
分析高度化の観点から、③粒度の細かいデータの利活用の取組み・検討に着手した。
（※）パソコン上で行う作業をソフトウェアが自動で遂行する仕組みをいう。

また、将来的にデジタル トランスフォーメーションが今後更に進展した社会における金
融モニタリング業務の変革も念頭に、データ・ＩＴを介し官民双方がメリットを享受できる
仕組みの１案として、④RegTech/SupTech エコシステムの構想についても模索した。

オン・オフ一体の継続的なモニタリング

フォワードルッキングな分析

正確な実態把握

オフサイトで詳細な情報を継続的に
収集する必要

データの精度を向上させる必要

検査（オンサイト）で詳細な情報を入手

定期検査の間の期間（オフサイト）は
基礎的なデータを入手

定期検査中心のモニタリング

モニタリング

データ

システム

新しい検査・監督従来の検査・監督

上記に対応したシステムを構築する
必要

オフサイトにおける基礎的なデータ入
手のためのシステムを構築

AI等新たなIT技術を導入

ビッグデータの利活用

既存データの日銀との共有や
廃止

対応の方向性

ビッグデータ分析によるモニタ
リングの変革

きめ細かい実態把握を通じた
対話の充実

監督コストの低減

エコシステムの模索
- 57 -



Ⅲ．日本銀行との徴求データの一元化・システム連携

5

【課題】

金融庁が金融機関から徴求しているデータは、日本銀行が金融機関から徴求してい
るデータと重複・類似しているものが存在している。このような状況は、金融機関側に
とって少なからず負担となっている。

金融機関における監督コストを低減する観点から、①金融機関から徴求しているデー
タのうち、類似しているものは極力一元化するとともに、②金融庁と日本銀行との間で
安全にデータを共有するシステムを構築した上で報告先を一本化する、取組みが必
要と考えられる。

【これまでの取組み】

今事務年度は、金融庁と日本銀行の間で類似しているデータを一元化する調整を
行った結果、まずは2種類のデータの一元化を本年9月から実施予定。また、金融庁と
日本銀行の間でデータシェアリングのあり方の検討に着手した。

【今後の取組方針】

来事務年度において、更に類似しているデータの洗出しを行い、一元化を進めるとと
もに、データシェアリングに向けた具体的な内容やスケジュールの検討を進める。
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Ⅲ．日本銀行との徴求データの一元化・システム連携

6

内外マクロ経済情報
各国金融政策情報
内外市場情報 等

外部機関

金融庁

日本銀行

リスク等の波及経路の検証・評価

財務情報
リスク情報 等

働きかけ

粒度の細かいデータ（貸出金、有価証券）

粒度の細かいデータ（貸出金、有価証券）

金融機関 ①徴求データの
一元化、
②データシェアリ
ングのあり方
を検討中

≪新規データ≫

≪既存データ≫

≪新規データ≫

徴求データの一元化・システム連携のイメージ

財務情報
リスク情報 等

≪既存データ≫
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Ⅳ．粒度の細かい（明細）データの利活用

【課題】

金融機関から徴求しているデータの利活用については、①金融庁と金融機関との対話に
おける、個別金融機関のポートフォリオや地域特性などのきめ細かい理解、②金融庁か
ら金融機関へのフィードバック情報、③同種のデータを必要とする関係機関などとの間で
の効率的なデータの利活用、 ④定例化されていない随時（アドホック）データの提出負担
の軽減に関し、改善の余地がある（特に地域銀行）。

【これまでの取組み】

今事務年度は、金融仲介を中心とした貸出金および有価証券に関する粒度の細かい
データ（以下、明細データ）のあり方や金融庁における管理方法について、コンサルティン
グを活用しつつ検討。

【今後の取組方針】

明細データ収集の実現可能性や管理負担等を検証する観点から、今夏以降、まずは地
域銀行数行との間で協働検証作業を実施する予定。協働検証作業を踏まえ、今後の明
細データの徴求のあり方を検討。

7
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Ⅳ．粒度の細かい（明細）データの利活用

8

○ 今回の協働検証作業では、地域銀行側の負担低減の観点から、従来の徴求計表のよ
うに金融庁でフォーマットを指定せず、比較的柔軟に銀行側が保有する明細データを受
け入れ、金融庁でデータの正規化を行う方針。

明細
②

明細
①

明細
③

金融庁地域銀行

ＤＢ

データ正規化

【データ授受方式とデータ活用の概要】

（注）今回の検証では、「法人向け貸出」および「その他証券（投資信託等）」に関
する明細データを対象とする予定。

競争環境、金融仲介実態、サプライ
チェーン・スタディ

与信行動・競合分析

地域分析

県別、地元エリア別、地域と都市圏、
店舗別等の地政学分析

業種分析

貸出先の業種への強み・弱み分析

時系列分析

過去の実績、人口動態
を活用した将来推計分析等

分析

明細データの協働検証作業の概要①（データ授受方式）
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Ⅳ．粒度の細かい（明細）データの利活用

9

○ 地域銀行等との協働検証では、（1）データ収集・加工の実現可能性、（2）分析を踏まえ
た情報のフィードバック、（3）データの利活用について検証する予定。

検証事項 関係者 検証内容

（１）データ

収集・加工
の実現可能
性

①収集 地域銀行
→金融庁

地域銀行で、データ提出が可能か以下の観点から検証。
➢ 明細データの保有状況
※ 情報の有無、保有システム名等

➢ 明細データ提出に係る時間及び負荷

②加工 金融庁 クレンジング、マッピング、マスター管理のようなデータ加
工に係る業務の詳細手順を整理。金融庁がどの程度の
負担で実現可能かなどを検証。

（２）分析を
踏まえた情
報のフィー
ドバック

①分析 金融庁、日銀 分析に必要な情報の十分性や分析のあり方を検証。

②フィー
ドバック

金融庁
→地域銀行

分析結果を踏まえ、地域銀行でのデータ利活用やリスク
管理の高度化に資する情報のフィードバック手法を検討。
➢ 法人マイナンバーの利活用
➢ 地域を俯瞰した分析資料の還元

（３）データの利活用 金融庁・地域銀行
→業界団体など

業界団体等との連携など、データの効率的な活用の可
能性を検討。（エコシステム＜データ・リサイクリング＞）

【予定している検証作業の概要】

明細データの協働検証作業の概要②（主な内容）
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Ⅳ．粒度の細かい（明細）データの利活用

10

＜イメージ図＞

【法人マイナンバーの利活用】 【エコシステム＜データ・リサイクリング＞】

● 行政の効率化、国民の利便性等を目的に、法
人に対して、13ケタの番号を付した法人番号制

度（所謂「法人マイナンバー」）が、2016年から運
用開始。利用制限はなく、国税庁のウェブサイト
に掲載されている。

● 預金取扱金融機関では、順次、整備を進めて
いるところ。

⇒ 今回作業では、地域銀行から受領した貸出明
細データに、金融庁が法人マイナンバーを付加
し還元。地域銀行において、法人マイナンバー
を与信先情報と紐づける実務が定着すれば、取
引先企業の実態把握の向上を通じて、与信管理
の高度化・効率化に寄与できるか検証。

● 貸出情報は、監督当局への報告のみならず、
異なる目的で異なる関係者（業界団体等）に対
して提供されている。

⇒ 今回作業では、当局が受領した貸出情報の
一部を業界団体等と共有することで、地域銀
行の負担を低減できないか検証。

地域銀行

業界団体等金融庁・日銀

データ＜イメージ図＞

明細
貸出
明細

金融機関 金融庁明細
貸出
明細 ナンバー

法人マイ
ナンバー

明細データの協働検証作業の概要③（データの利活用）
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Ⅴ．RPA(Robotic Process Automation)

11

【課題】

金融モニタリングでは、検査・監督の見直しの一環として、オン・オフ一体のモニタリン
グを推進しており、オフサイト・モニタリングにおけるデータ分析作業の重要性が従来
以上に高まっている。また、データ分析の作業量も増加している。

【これまでの取組み】

データ分析作業では、パソコンで行う定型的な作業も多く含まれていることから、民間
部門で導入が進んでいるRPAを金融モニタリングにおけるデータ分析作業でも導入す
べく、平成29年度から実証実験を行うなど具体的な検討を行った。

実証実験を踏まえ、平成30年度から管理態勢を整備の上、他省庁に先駆けて本格的
な導入を開始し、12業務の自動化を実現した。これにより、分析資料の正確性向上及
びモニタリング担当職員の生産性向上（成果物に基づくデータ分析業務への時間配
分を増加）を図っている。

※ なお、金融庁のこうした取組みは内閣人事局が実施する平成30年度ワークライフバランス職場表彰にお
いて内閣人事局長表彰を受けた。

【今後の取組方針】

令和元年度も20業務程度の自動化を予定しており、引き続きデータ分析業務の高度
化・効率化に取り組んでいく方針。
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Ⅴ．RPA(Robotic Process Automation)

12

0

5
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15
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0

200

400
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1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

平成29年度 平成30年度 令和元年度(予定)

RPAによる代替時間・RPA案件数

1年目(代替時間) 2年目(代替時間) 3年目(代替時間) 案件数(累計)

(累計RPA代替時間) (累計RPA案件数) 分類 RPA化した業務の例
業務のうち
自動化した

割合

データの
ダウン
ロード

庁内システムからのデータのダウンロード ８３％

外部サイト(日銀、EDINET等)からのデータの

ダウンロード
８１％

集約・
転記

財務(支)局や金融機関から提出された資料の

集約
９６％

各金融機関への資料やメールの作成 ９０％

その他

メール添付ファイルのパスワード解除や共有

フォルダへの保存
８０％

超過勤務時間記入様式の初期化 １００％

RPA化した業務事例RPAによる代替時間・案件数
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Ⅵ．RegTech/SupTech エコシステム

13

デジタル化が進展することにより、今後、金融機関はデジタル化された情報を収集・蓄
積し、それを利活用することによりデータドリブンな経営を行うことが活発になると考え
られる。もっとも、現状は情報の収集・蓄積において、金融機関内の部門単位での活
用に留まる等、未だ不十分であるという声もある。

他方、金融庁は、金融機関内の情報を収集・蓄積・分析（利活用）することで金融モニ
タリングを実施しており、金融機関の情報の利活用状況に遅滞なく対応していく必要
があるが、従来型の長期間にわたるシステム開発等による対応では限界がある。

こうした状況を踏まえ、金融機関と金融庁における情報の収集・蓄積・利活用をめぐる
夫々の課題を解決していくために、将来的に官民協働でシステム（RegTech/SupTech
エコシステム）を構築する必要がある。

RegTech/SupTechエコシステムは、金融機関にとってのメリットが必須であるとともに、
様々なニーズ等に機動的に対応する必要があることから、現時点で考えられるコンセ
プトは以下のとおり。

実効性 金融機関の内部管理、当局の金融モニタリングの向上

効率性 金融機関の経営・当局報告コスト、金融機関・当局のシステムコストの低減

柔軟性（連結性） 新たな技術、非金融分野のplayerへの対応も可能

速報性（リアルタイム） 参加者が情報をリアルタイムに把握

双方向性（データシェアリング） 報告するためだけの一方通行のシステムではなく、参加者が共有

簡易性 従来型の重厚長大なシステムではなく、簡易なシステムでアジャイルに開発

機密性 共有される情報については機密性を確保
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Ⅵ．RegTech/SupTech エコシステム

14

今後、こうしたコンセプトを具現化するため、金融機関と金融庁間における情報の収
集・蓄積・分析（利活用）の高度化・効率化について、金融機関からのニーズ等を募集
し、取組可能な分野から官民協働で実証実験を行う。

こうした取組みを通じ、官民協働でシステム構築を進めることが適当と認められる事例
については、対象分野・業態等を拡大しつつ、実現化に向けた検討に着手する予定。
なお、具体的な検討分野としては、例えば、以下のような事例が考えられる。

データ
の

収集・
蓄積

データ
の

分析・
利活用

案件 内容 メリット（金融機関・当庁）

API連携によるデータ
共有

Webベースでの調査

KYCデータの利活用

官民のシステムをAPI連携し、各種報告について金
融機関から報告してもらうのではなく、当庁が適時
システムを通じて確認する仕組み

当庁が実施する各種アンケート調査をWebベースで
実施

金融機関の報告負担の軽減
当庁のモニタリングの実効性
向上

金融機関の報告負担の軽減
当庁の集計・維持管理が容易

金融機関内におけるKYCデータの利活用を促し、与
信判断の向上等に寄与する仕組み

金融機関のリスク管理等に付
加価値を付与
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  第７節 報道・広報 

 

  Ⅰ 報道対応 

 

  １．報道発表及び記者会見等の実施 

毎週２回の閣議後に実施している大臣記者会見（86回）に加えて、重要な報道発

表時に実施している記者向け説明（47回）を開催し、当庁の施策・考え方を積極的

に発信・説明する機会の充実に取り組んだ（報道発表件数：509件）。 

 

  Ⅱ 広報活動 

 

  １．金融庁ウェブサイト等による広報の充実 

     国民にとって特に重要と考えられる施策、あるいは関心が高い施策については、

金融庁ウェブサイトへの特設サイトの設置やトピックス（ＨＰのトップページ上段）

（別紙１参照）への掲載などによる施策の周知・注意喚起などの取組みを行ってい

る。 

     2018事務年度は、平成30年７月豪雨関連情報及び平成30年北海道胆振東部地震

関連情報について、特設サイトを設け、被災者に有益と思われる情報の掲載を行っ

た。 

     また、2018年１月より施行された休眠預金等活用法に関して、広く国民への周知

を図るため、トピックスへの掲載及び政府広報の活用を積極的に行った。 

 

    ２．海外に対する情報発信     

     英語版ウェブサイトについて、英語で発信すべき情報等を検討し、コンテンツの

充実を図ったほか、タイムリーな情報発信を目的として、一週間の日本語での新着

情報（報道発表）の概要を英訳した「FSA Weekly Review」を週１回発行するととも

に、海外からも関心が高い公表物については、ウェブサイトのトップページに常時

掲載するなどの取組みを行った。 

 

３．政府広報の活用 

     金融行政に係る広報を限られた予算の中で他省庁とも連携しつつ効率的・効果的

に行うため、別紙２のとおり、金融庁所管の各種施策を政府の重要施策として、政

府広報各種媒体で取り上げ、広く国民への理解浸透に努めている。 
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（別紙１） 

 

【平成30事務年度に開設した金融庁ウェブサイトの特設サイトについて】 

 

  １．平成30年７月豪雨関連情報 

  ２．平成30年北海道胆振東部地震関連情報 

 

【金融庁ウェブサイトのトピックスについて（トップページ上段）】（令和元年６月28日時点） 

 

１． 改元を理由とする詐欺にご注意ください。 

２．外国人の受入れ・共生に関する金融関連施策について 

３．貸付自粛制度について 

４．ソーシャルレンディングへの投資にあたって 

５．企業情報の開示に関する情報（記述情報の充実）について 

６．つみたてNISAが100万口座を突破しました！ 

７．改元に伴う元号による年表示の取扱いについて 

８．アパート等のサブリースに関連する注意喚起について 

９． 2018年12月25日から、全銀EDIシステム稼動により、経理事務の負担が軽減されます！ 

10．長い間、お取引のない預金等はありませんか？ 

11．FinTechサポートデスクについて 

12．暗号資産（仮想通貨）に関する情報を掲載しました。 

13．顧客本位の業務運営に関する情報を掲載しました。 

14．講演等 

15．金融サービス利用者相談室～皆様の「声」をお寄せください！ 

16．国会提出法案等 

17．“責任ある機関投資家”の諸原則～「日本版スチュワードシップ・コード」の改訂 

18．悪質な投資・預金の勧誘等にご注意ください！ 

19．電子決済等代行業を営むみなさまへ 

20．国民の資産形成促進のためのビデオクリップ教材「未来のあなたのために～人生とお金

と資産形成～」について公表しました。 

21．アジア地域ファンド・パスポート（ARFP)に係る申請手続きについて公表しました。 

22．日本における初の金融関係国際機関～IFIAR事務局開設 
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別紙２

テーマ

テレビ 定時番組
BS-TBS 霞が関からお知らせします
（平成30年9月1日放送）

自然災害による被災者の債務整理に関するガイ
ドライン

定時番組
BS-TBS 霞が関からお知らせします
（平成30年12月23日放送）

休眠預金等活用法

ラジオ 政府広報ラジオ番組
「秋元才加とJOYのWeekly Japan！！」
（平成30年10月27日放送）

自然災害による被災者の債務整理に関するガイ
ドライン

政府広報ラジオ番組
「秋元才加とJOYのWeekly Japan！！」
（平成30年11月３日放送）

振り込め詐欺救済法に基づく返金手続き

政府広報ラジオ番組
「秋元才加とJOYのWeekly Japan！！」
（平成30年12月８日放送）

NISA非課税期間終了時における手続き

出版物 定期刊行物 音声広報CD『明日への声』vol.64(平成30年11月発行）
自然災害による被災者の債務整理に関するガイ
ドライン

定期刊行物 音声広報CD『明日への声』vol.65(平成31年1月発行） 休眠預金等活用法

インター
ネット

モバイル携帯端末サイ
ト広告

News CAFE 携帯端末用無料ニュースサイト
（平成30年７月９日から７月15日）

金融商品の詐欺的な勧誘に関する注意喚起

モバイル携帯端末サイ
ト広告

News CAFE 携帯端末用無料ニュースサイト
（平成30年７月23日から７月29日）

振り込め詐欺救済法に基づく返金手続き

モバイル携帯端末サイ
ト広告

News CAFE 携帯端末用無料ニュースサイト
（平成31年３月11日から３月17日）

自然災害による被災者の債務整理に関するガイ
ドライン

インターネットテキス
ト広告

YOMIURI ONLINE
（平成30年８月20日から８月26日）

振り込め詐欺救済法に基づく返金手続き

インターネットテキス
ト広告

YOMIURI ONLINE
（平成30年12月24日から12月30日）

休眠預金等活用法

インターネットテキス
ト広告

YOMIURI ONLINE
（令和元年５月６日から５月12日）

貸付自粛制度について

インターネットテキス
ト広告

毎日新聞
（平成30年10月１日から10月７日）

自然災害による被災者の債務整理に関するガイ
ドライン

インターネットテキス
ト広告

産経デジタル
（平成30年12月31日から平成31年１月６日）

仮想通貨について

インターネットテキス
ト広告

グノシー
（平成31年１月21日～１月27日）

つみたてNISAについて

スマートフォン版
Yahoo!バナー広告

Yahoo!JAPAN
（平成30年10月22日から10月28日）

NISA非課税期間終了時における手続き

スマートフォン版
Yahoo!バナー広告

Yahoo!JAPAN
（平成30年12月24日から12月30日）

自然災害による被災者の債務整理に関するガイ
ドライン

スマートフォン版
Yahoo!バナー広告

Yahoo!JAPAN
（平成31年１月21日から１月27日）

休眠預金等活用法

スマートフォン版
Yahoo!バナー広告

Yahoo!JAPAN
（平成31年１月28日から２月３日）

振り込め詐欺救済法に基づく返金手続き

インターネットテキス
ト広告

毎日新聞
（平成31年２月11日から２月17日）

金融商品の詐欺的な勧誘に関する注意喚起

平成30事務年度政府広報実績(H30.7.1～R1.6.30)

媒　体（広報実施時期）
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テーマ媒　体（広報実施時期）

その他
政府広報オンライン
お役立ち情報

平成22年7月から掲載（平成25年5月24日更新）
ローンやキャッシングをご利用の方へ。ご存じ
ですか？　借入れのルール

政府広報オンライン
お役立ち情報

平成23年7月から掲載（平成25年8月13日更新）
金融トラブル、費用をかけずに早期解決！金融
ADR制度をご利用ください

政府広報オンライン
お役立ち情報

平成23年8月から掲載（平成29年3月14日更新）
「振り込め詐欺救済法」に基づき、振り込んで
しまったお金が返ってくる可能性があります。

政府広報オンライン
お役立ち情報

平成25年6月から掲載（平成28年1月12日更新）
新しい投資優遇制度「NISA（ニーサ）」がスタート！
将来に向けた資産形成を考えるきっかけに

政府広報オンライン
お役立ち情報

平成25年9月から掲載（平成29年3月22日更新）
住宅ローンなど借入れの返済が困難な震災被災者
の方へ　個人版私的整理ガイドラインをご存じです
か。

政府広報オンライン
お役立ち情報

平成26年4月から掲載
知らないと損をする？　最低限身に付けておきたい
「金融リテラシー（知識・判断力）」

政府広報オンライン
お役立ち情報

平成27年3月から掲載
中小企業や小規模事業者の方へ　ご存じですか？
「経営者保証」なしで融資を受けられる可能性があ
ります

政府広報オンライン
お役立ち情報

平成27年10月から掲載（平成28年3月2日更新）
投資詐欺にご注意を　気をつけるべき6つのポイン
ト。相談窓口もご紹介。

政府広報オンライン
お役立ち情報

平成28年7月から掲載
大規模な自然災害でローンの返済が困難になった
方へ　ご利用ください。　「自然災害による被災者の
債務整理に関するガイドライン」

政府広報オンライン
暮らしに役立つ情報

平成29年５月から掲載 仮想通貨交換業に関する法制度の施行
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第８節 情報公開等 

 

Ⅰ 開示請求の動向 

  

１．行政文書の開示 

（１）開示請求の受付状況 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号、13年

４月１日施行）に基づく、2018年度の開示請求の受付件数は115件となってい

る。 

 

（２）主な開示請求 

開示請求の主な内容は、以下のとおりである。 

① 行政処分等に関する文書 

② 金融機関等所管する法人に関する文書 

③ 調査・検査先に関する文書 

 

開示請求の受付及び処理状況（2018年度） 

部   局 
前年度 

繰越 

開示請求

の受付 

開  示  決  定  等 

請求の

取下げ 

翌年度

繰越 

開 示 決 定 
不開示

決定 
全面

開示 

一部

開示 
小計 

金融庁 57 107 13 59 72 41 1 2 

証券取引等 

監視委員会 
0 6 0 2 2 2 0 2 

公認会計士・ 

監査審査会 
0 2 0 0 0 1 1 0 

合   計 57 115 13 61 74 44 2 4 

（注１）本表は、2018 年４月から2019 年３月末までの計数を取りまとめたものである。総

務省による行政機関情報公開法の施行状況調査と同じ定義で計上。 

（注２）2019年度における６月末までの開示請求の受付件数は186件である。 

 

 

（３）不服申立等 

2018 年度における不服申立受理件数は５件、前年度繰越分と併せて 23 件に

ついて、同年度中に情報公開・個人情報保護審査会に対して諮問を行っている。 

また、2018年度における当庁事案に係る情報公開・個人情報保護審査会の答

申は12件であり、うち11件は同年度中に裁決・決定を行っている。 
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 ２．行政機関の保有する個人情報の開示 

   （１）開示請求の受付状況 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第58号、

17年４月１日施行）に基づく、2018年度の開示請求の受付件数は1,013件とな

っている。 

 

（２）主な本人情報の開示請求 

主な開示請求の内容は、以下のとおりである。 

① 公認会計士試験における請求者本人の点数、請求者の会計士試験の答案 

② 請求者本人の個別金融機関に対する申立ての応接記録等 

 

開示請求の受付及び処理状況（2018年度） 

部   局 
前年度

繰越 

開示請求

の受付 

開  示  決  定  等 

請求の

取下げ 

翌年度

繰越 

開 示 決 定 不開

示決

定 

全面

開示 

一部

開示 
小計 

金融庁 111 22 4 17 21 10 0 2 

証券取引等 

監視委員会 
0 1 0 0 0 1 0 0 

公認会計士・ 

監査審査会 
11 990 967 0 967 0 4 30 

合   計 122 1,013 971 17 988 11 4 32 

（注１）本表は、2018年４月から2019年３月末までの計数を取りまとめたものである。総

務省による行政機関個人情報保護法の施行状況調査と同じ定義で計上。 
（注２）2019年度における６月末の開示請求の受付件数は33件である。 

 

（３）不服申立等 

2018 年度における開示決定等に対する不服申立受理件数は 15 件、前年度繰

越分と併せて28件について、同年度中に情報公開・個人情報保護審査会に対し

て諮問を行っている。 

2018年度における当庁事案に係る情報公開・個人情報保護審査会の答申は11

件であり、うち８件は同年度中に裁決・決定を行っている｡ 

 

Ⅱ 文書管理等の状況 

 

１．内部管理体制 

（１）研修 

非常勤職員を含めた全職員を対象として、研修を実施（合計10回）。 
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（２）自主点検・内部監査 

行政文書の管理状況等について、2018年10月～11月に自主点検を実施。 

また、自主点検後、2018年12月～2019年１月にかけて監査を実施。 

 

２．文書管理の状況 

（１）概要 

金融庁においては、１．内部管理体制に示したとおり、研修や自主点検・監

査を通じて、保有する情報の管理徹底に努めている。 

しかしながら、2018 事務年度（2018 年７月～2019 年６月）において、保有

する情報について、取扱いが不適切であると認められる事例が15件発生した。

主な事例は下記の通り。 

・行政文書の紛失（保存期間の延長が重ねて行われ平成４年度より長期間保

存していた移管予定文書の紛失が発覚、外部から提出を受けた文書の所在が

不明 等） 

・メール誤送信（外部に送付したメールに、異なる案件のファイルを添付し

送付、本来Bccで送付すべきメールを宛先(To)で送付 等）。 

ただし、行政文書の紛失については、外部に漏えいした可能性は極めて低く、

また、誤送信についても速やかに相手方にメール削除を依頼した。いずれも２

次被害は確認されていない。 

 

（２）発生原因及び再発防止策 

 上記の行政文書の紛失等に係る主な発生原因としては、誤廃棄されたと考え

られる文書について、行政文書ファイル管理簿に登録していた名称と、実際の

行政文書ファイルに係る背表紙の名称とが異なった状態で管理されていたこと

から、紛失が発覚するまでに時間を要したことや保存期間を延長するにあたっ

て誤って現物確認が行われた可能性があること等が考えられる。 

また、こうした発生原因等を踏まえた上で、主に以下の再発防止策等を講じ

ている。 

① 執務室等の変更に伴って行政文書の保存場所を移動させる場合には十分な

事前準備のうえで確実に行うこと、保存期間を延長する場合や点検・監査を

実施する場合には現物確認を確実に行うこと等の見直しを実施し、適切な文

書管理を徹底 

② 移管予定文書は、真に必要な場合に限定して保存期間の延長を行うことし、

延長を行う際には、上記のとおり現物確認を確実に行うこと 

③ メールの外部送信の手順マニュアルを始めとした情報管理に係るルールの

職員への周知徹底 
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第９節 金融機関等との意見交換 

 

金融機関等との率直な意見交換は、金融機関等から見た行政対応の予測可能性の向上

に資するだけでなく、当局にとっても、市場や金融セクターの動向を迅速に把握する上

で重要と考えている。このため、金融機関等の業態毎に幹部レベルでの意見交換会を随

時実施して、金融機関等との意思疎通に努めている。 

また、行政の透明性の向上を図るとともに、金融庁の問題意識を適時に発信する観点

を踏まえ、金融機関等との意見交換会において、金融庁が提起した主な論点を公表する

こととしている（2017年１月以降）。 

 

 

（参考）金融機関等との意見交換会の開催実績（2018年７月～2019年６月） 

主要行 地方銀行 第二地方銀行 信用金庫 

11回 11回 11回 ４回 

労働金庫 信用組合 生命保険会社 損害保険会社 

４回 ３回 ５回 ５回 

外国損害保険会社 証券会社 投資信託会社 投資顧問業者 

２回 ７回 ２回 ２回 

金融先物取引業者 信託 貸金業者 仮想通貨交換業 

１回 ４回 ２回 ３回 

 

 

 

 

- 75 -



第10節 パブリック・コメント手続の実績（別紙１参照） 
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別紙１

2018事務年度（2018年７月～2019年６月） （金融庁ウェブサイトより抜粋）

公表日 案件名 締切日

R1.6.28 「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令（案）」の公表について R1.7.29

R1.6.28 「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正（案）の公表について R1.7.29

R1.6.21 「事務ガイドライン（第三分冊：金融会社関係）」の一部改正（案）の公表について R1.7.22

R1.6.13 「労働金庫法施行規則等の一部を改正する命令（案）」等の公表について R1.7.12

R1.6.7
「金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関す
る政令及び公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に
関する政令の一部を改正する政令（案）」の公表について

R1.7.8

R1.5.31 「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令（案）」等の公表について R1.7.1

R1.5.31
「監査基準の改訂について（公開草案）」、「中間監査基準の改訂について（公開草
案）」及び「四半期レビュー基準の改訂について（公開草案）」の公表について

R1.7.1

R1.5.29
「金融商品取引所等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）」等の公表に
ついて

R1.6.27

R1.5.20
「利息制限法施行令等の一部を改正する政令（案）及び貸金業施行規則の一部を改
正する内閣府令（案）」の公表について

R1.6.20

R1.5.15 「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正（案）の公表について R1.6.17

R1.5.14
「金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を
改正する件（案）」の公表について

R1.6.13

R1.5.10
「金融商品取引法施行令第一条の十七の二の規定に基づき金融庁長官が指定する
商品を定める件（案）」の公表について

R1.6.10

R1.5.10
「金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の四の規定
に基づき、金融商品取引業協会の規則を指定する件（案）」の公表について

R1.6.10

H31.4.19 「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令（案）」等の公表について R1.5.20

H31.4.3 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）の公表について R1.5.10

H31.3.27 「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）の公表について H31.4.26

H31.3.20
「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令（案）」の公表に
ついて

H31.4.19

H31.3.18 「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令（案）」の公表について H31.4.16

H31.3.14
「金融機関のＩＴガバナンスに関する対話のための論点・プラクティスの整理」（案）の公
表及び意見募集について

H31.4.15

H31.3.14
「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）」等の公表に
ついて

H31.4.15

H31.2.26
「金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を
改正する件（案）」について

H31.3.13

H31.2.18
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様
式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令（案）」等の公表について

H31.3.19

H31.2.13
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正
（案）の公表について

H31.3.15

H31.1.18 「郵政民営化法施行令の一部を改正する政令（案）」の公表について H31.2.18

意見提出手続き（パブリック・コメント手続き）実施一覧
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公表日 案件名 締切日

H31.1.15 「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）の公表について H31.2.15

H31.1.9
TLAC規制等に係る告示の一部改正（案）の公表について
（注）労働金庫及び労働金庫連合会、農林中央金庫、農業協同組合等、漁業協同組
合等並びに商工中央金庫に対する告示改正（案）

H31.2.8

H31.1.9
レバレッジ比率規制に係る府省令・告示案等の公表について
（注）農林中央金庫及び商工中央金庫に対する府省令・告示改正（案）

H31.2.8

H31.1.9

 「自己資本比率規制（第１の柱・第３の柱）に関する告示の一部改正（案）」等の公表
について
（注）労働金庫及び労働金庫連合会、農林中央金庫、農業協同組合等、漁業協同組
合等及び商工中央金庫に対する告示改正（案）

H31.2.8

H30.12.28
 TLAC規制等に係る告示の一部改正（案）の公表について
（注）銀行、銀行持株会社、信用金庫等、信用協同組合等及び最終指定親会社に対
する告示改正（案）

H31.1.28

H30.12.28
レバレッジ比率規制に係る府省令・告示案等の公表について
（注）銀行、銀行持株会社、信用金庫等及び最終指定親会社に対する府省令・告示改
正（案）

H31.1.28

H30.12.28

「自己資本比率規制（第１の柱・第３の柱）に関する告示の一部改正（案）」等の公表に
ついて
（注）銀行、銀行持株会社、信用金庫等、信用協同組合等及び最終指定親会社に対
する告示改正（案）

H31.1.28

H30.12.28
流動性比率規制に関する「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正（案）の
公表について

H31.1.28

H30.12.25 「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）」等について H31.1.23

H30.12.21 「記述情報の開示に関する原則（案）」の公表について H31.2.1

H30.11.22
「金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を
改正する件（案）」の公表について

H30.12.7

H30.11.9 「認定経営革新支援機関の監督の基本的な指針（案）」の公表について H30.12.8

H30.11.2 「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案の公表について H30.12.3

H30.10.12
「自己資本比率規制（第１の柱・第３の柱）に関する告示の一部改正（案）」の公表につ
いて

H30.11.12

H30.9.27
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定
める企業会計の基準を指定する件」の一部改正（案）の公表について

H30.10.26

H30.9.26
「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令（案）」等の
公表について

H30.10.25

H30.7.13
「コンプライアンス・リスク管理に関する検査・監督の考え方と進め方（コンプライアン
ス・リスク管理基本方針）」（案）の公表及び意見募集について

H30.8.13
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第11節 金融行政アドバイザリー制度 

 

 Ⅰ 制度の概要 

 

金融行政アドバイザリー制度は、財務（支）局が金融行政を遂行するに当たり、

アドバイザリーから金融行政等に関する意見の聴取、金融知識や金融行政の施策の

普及・広報活動、財務（支）局職員の知識向上等の財務（支）局が必要とするサポ

ートを受けることにより、財務（支）局が行う金融行政サービスの更なる向上を図

ることを目的としている。 

具体的業務は、各財務（支）局に配置された金融行政アドバイザリーが、財務（支）

局の求めに応じ、金融行政や地元金融情勢・金融機関の動向、地域の活性化等に関

する意見等の聴取、金融知識や金融行政に関する施策の普及・広報活動、財務（支）

局職員への研修講師等、金融行政に関するサポートを行うことである。 

 

（参考）金融行政アドバイザリーの委嘱状況（2019年６月末現在） 

     委嘱者数は各財務（支）局５名以内、合計49名。内訳は次のとおり。 

① 金融機関の利用者（中小企業経営者等）             ：12名 

② 商工会議所の経営相談員、中小企業診断士、税理士、公認会計士等 ：15名 

③ 消費者団体職員、地方公共団体（消費者相談窓口担当）の職員等  ：５名 

④ 大学教授等の教育関係者、コンサルタント、ファイナンシャルプランナー等：17名 

 

  

   Ⅱ 2018事務年度における取組み 

 

2018年７月～2019年６月、財務（支）局において、アドバイザリーから金融行政

に関するご意見を頂いた。 

また、一部の財務（支）局については金融仲介の質の向上に向けたシンポジウム

に参加頂いているほか、各種会合において金融行政に関する説明等を行って頂いて

いる。 
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第12節 金融行政モニター制度（別紙１～３参照） 

 

Ⅰ 制度の概要（別紙１参照） 

 

金融庁では、これまでも様々な手法により金融機関や一般の方々から金融行政に関

するご意見等を伺ってきたが、金融機関などからは、聴き手が金融庁職員であること

により、率直な意見等を出すことは難しいとの指摘も受けた。 

このような点に鑑み、金融庁職員ではなく中立的な第三者である外部専門家が直接、

金融行政に対する意見・提言・批判等を伺う「金融行政モニター受付窓口」を設置し、

2016年１月29日より運用を開始した。 

また、引き続き金融庁が直接意見等を受け付けるための「金融行政ご意見受付窓口」

も設置した。 

こうした窓口を通じて、外部からの意見・提言・批判などを積極的に受け入れ、行

政に継続的に反映させることにより、より良い金融行政の遂行を目指している。 

 

Ⅱ 提出された意見等に対する金融庁の対応（別紙２、３参照） 

 

１．金融行政モニターにおけるご意見等の受付状況 

 

「金融行政モニター受付窓口」においては、2018 事務年度には 28 件のご意見

等が寄せられた。 

また、「金融行政ご意見受付窓口」 においては、2018 事務年度には 978 件のご

意見等が寄せられた。 

  

２．金融行政モニターに寄せられたご意見等に対する金融庁の対応 

 

金融行政モニター制度の実効性・透明性を図る観点から、主なご意見等の概要及び

金融庁の対応を金融庁ウェブサイトにおいて公表した。 
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金融行政モニターについて

金融庁では、これまでも様々な手法により金融機関や一般の方々から、金融行政に関するご意見等をお伺
いしておりましたが、金融機関などからは、聴き手が金融庁職員であることにより、必ずしも率直な意見等を
言うことは難しいとのご指摘もあるところです。

このような点に鑑み、金融庁職員ではなく中立的な第三者である外部専門家（以下、６名）が直接にご意
見・ご提言・ご批判などをお聞きするため「金融行政モニター受付窓口」を設置することとし、寄せられたご意
見等を金融行政に反映できる仕組みを構築しました。

金融庁においては、外部からのご意見・ご提言・ご批判などを受けることによって、よりよい金融行政の遂
行を目指しておりますので、これらの窓口を積極的にご活用いただきますようお願いいたします。

（敬称略）

モニター委員

井上 聡
翁 百合
神田 秀樹
永沢 裕美子
米山 高生
和仁 亮裕

弁護士（長島・大野・常松法律事務所パートナー）
㈱日本総合研究所 理事長

学習院大学大学院法務研究科教授
フォスター・フォーラム（良質な金融商品を育てる会）世話人

東京経済大学経営学部教授
弁護士（伊藤見富法律事務所シニア・カウンセラー）

金融行政に関するご意見・ご提言・ご批判などをお聞かせください

金融庁では、金融機関及びその職員、学識経験者やシンクタンク、事業会社
をはじめとする金融行政にご意見等をお持ちの方から、金融制度や金融庁に対
する率直なご意見・ご批判などをお聞きするため、「金融行政モニター制度」
を設置しております。

お寄せいただいたご意見等は金融行政モニター委員（中立的な第三者である外部専門家）に直接
届きます

•金融行政モニター委員には厳正な守秘義務が課されています

ご意見等は、金融行政モニター委員の見解が付された上で、金融庁幹部に届けられます

•今後のより良い金融行政のために活用

意見提出者の匿名性は厳格に担保されています

•本人の同意がない限り、ご意見等を金融庁幹部に届ける際も、個人や所属組織を特定できる情報はす
べてマスキング処理のうえ行われます

会社や団体を代表した意見等ではなくても提出が可能です

•匿名での提出も可能です

お寄せいただいた意見等に関する金融機関内での議論等が金融検査等の検証の対象となること
はありません

～制度のポイント～

（別紙１）
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寄せられたご意見等は、金融行政モニター委員の見解が付された上で、金融庁幹部職員等へフィードバック
されます。

お問い合わせ先 金融庁総合政策局総合政策課

金融サービス利用者相談室

Tel 0570-052100（ナビダイヤル）（IP電話は、03-3501-2100）
Fax 03-3506-6699

寄せられたご意見はこのように活用されています

金融行政モニターの流れ

金融行政モニター受付窓口

https://www.fsa.go.jp/monitor/gyouseimonitor.html

※金融庁に対し、直接ご意見等の提出を望む場合は、「金融行政ご意見受付窓口」をご利用ください。

【寄せられた意見等】
銀行法上、銀行の事業年度は、4月1日から
翌年3月31日までとされており、外国銀行支店
もこの規制の対象になるが、当該事業年度は、
海外本店の事業年度と異なる場合が多く、外
国銀行支店では２度の決算作業が生じるため、
外国銀行支店の事業年度を本店の事業年度
に合わせられるよう手当てして頂きたい。

【金融庁の対応】

母国本店の事業年度や外国銀行支店への事務負担、監
督実務への影響等を踏まえ検討を行った結果、平成29年3
月3日、第193回国会に「銀行法等の一部を改正する法律」
（案）を提出し、外国銀行支店の本国の事業年度と同一の
期間も選択できるよう、銀行法を改正した（平成29年5月26
日成立）。

◆外国銀行支店に係る事業年度の弾力化 ＜銀行法改正につながったケース＞

【寄せられた意見等】
不祥事件届出の金額基準について、法令
上、金銭の「100万円以上の紛失」等について
届出が必要とされているが、100万円という金
額水準は、現在の経済情勢に鑑みて低すぎ
るように思われる。

【金融庁の対応】

銀行等においては、預金者等の保護の観点から適切な
業務運営を行う必要があるが、100万円という画一的な基
準を設けることの妥当性について、金融機関における事務
の効率性、業務管理への影響などの視点を踏まえて検討
した結果、各金融機関が業務の特性・規模等を勘案して、
形式的な金額基準を廃止し、業務管理上重大な紛失として
認めるものを届出の対象とするよう銀行法施行規則等を改
正した（平成29年４月より施行）。

◆現金等紛失に係る不祥事件届出の金額基準の撤廃 ＜銀行法施行規則改正につながったケース＞

ご意見等提出方法：電子メール

電子メールアドレス：

kinyugyoseimonitor＠fsa.go.jp

※英語でのご意見等も受付けております。

http://www.fsa.go.jp/monitor/gyouseigoiken.html
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（別紙２） 

 

 
平成 30 年７月 13 日 

金融庁 

 

「金融行政モニター」におけるご意見等の受付状況 

及び金融庁の対応について 

 
１．金融行政モニターについて 

 

 金融庁では、これまでも様々な手法により金融機関や一般の方々から、金融行政に

関するご意見等をお伺いしておりましたが、金融機関などからは、聴き手が金融庁職

員であることにより、必ずしも率直な意見等を言うことは難しいとのご指摘もあると

ころです。このような点に鑑み、金融庁職員ではなく中立的な第三者である外部専門

家が直接にご意見・ご提言・ご批判などをお聞きするため「金融行政モニター受付窓

口」を設置し、寄せられたご意見等を金融行政に反映できる仕組みを構築しており、

平成 28 年１月 29 日より運用を開始しています。 

 

 今般、本制度の実効性・透明性を図る観点から、平成 30 年１月から３月までの 3か

月間に寄せられたご意見等の受付状況及び金融庁の対応について、以下のとおり公表

いたします。 

（注）このほか、引き続き、金融庁に対して直接ご意見等を提出して頂くための「金

融行政ご意見受付窓口」も設置しています。当該窓口に寄せられた意見等は、

平成 30 年１月１日から３月 31 日までの間に 315 件となっています。 

 

２．金融行政モニター受付窓口に寄せられたご意見等について 

 

 ○ 平成 30 年１月１日から同年３月 31 日までに寄せられたご意見等 

 

【受付件数】  

 13 件 

 

【主なご意見等】 

（別紙３）をご覧ください。 
 

※ 公表にあたっては、金融行政モニター委員から金融庁幹部等にフィードバック

のあったご意見等のうち、主なものについてご意見等の提出者の同意があるもの

に限り公表し、所属組織や個人等に係る情報は非公表としております。 

 

お問い合わせ先 

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 

・金融行政モニター受付窓口に関するお問い合わせ 

総合政策局総合政策課 

・金融行政ご意見受付窓口に関するお問合わせ 

  総合政策局総合政策課金融サービス利用者相談室 
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（別紙３） 

主なご意見等 
 

番号 主なご意見等の概要 金融庁の対応 

  

 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融庁は店頭 FX 規制（レバレッジ規制）強化を検討

しているとのことだが、既に日本では国際的にみても最

高レベルの厳しい規制がなされている。 

 

これに対して、現在問題になっている仮想通貨は世界

中で規制が進んでいるが、日本では厳格な規制は定めら

れていない。FX の値動きはリーマンショックのような歴

史的な金融事件があった場合においても一日に数％程

度であったが、仮想通貨の値動きは一日に 50％を超える

こともあり、日々の価額の変動は FX の数十倍となって

いる。 

 

この様な危険な仮想通貨に、FX を辞めて手を出して

いる投資家はすでに一定数おり、仮想通貨関連のトラブ

ルに巻き込まれている投資家も存在する。 

 

そのような状態で更に店頭 FX 規制を強化した場合、

店頭 FX から仮想通貨に流れる投資家が増えることが予

想される。金融庁の勝手な判断で過剰な規制を進められ

ることのないよう、適切なご判断をいただきたい。 

 
 

我が国の店頭外国為替証拠金取引（店頭 FX 取引）市場については、近

年その取引規模が 5,000 兆円程度まで拡大しており、店頭 FX 業者の決済

リスク管理を不十分なままにしておけば、外国為替市場や金融システムに

も影響を及ぼし、システミックリスクに繋がる可能性を有しており、その

決済リスク管理の重要性が高まっていると考えられます。このような問題

意識の下、本年２月に「店頭 FX 業者の決済リスクへの対応に関する有識

者検討会」を設置しました。  

 

その後、「個人投資家の意見も聞いた上で検討すべき」といったご意見

が寄せられたことから、同検討会では、個人投資家を含めた幅広い利用者

からの意見募集を行い、その結果も踏まえて、先般報告書が取りまとめら

れました（6月 13 日公表）。  

 

報告書では、店頭 FX 業者の決済リスク管理強化に向けた対応策として、

自己資本・ストレステストの拡充や取引データの報告制度の充実を図るこ

と等が盛り込まれており、今後、金融庁では、報告書で示された各施策に

ついて、適切な対応を行ってまいります。  

 

なお、暗号資産（いわゆる仮想通貨）については、仮想通貨交換業等を

めぐる諸問題について制度的な対応を検討するため、「仮想通貨交換業等

に関する研究会」を設置し、本年４月より、ご議論いただいているところ

です。  

 

- 84 -



第13節 金融サービス利用者相談室 

  

Ⅰ 概要（別紙１参照） 

 

金融庁では、金融サービス利用者の利便性の向上を図るとともに、寄せられた情報を

金融行政に有効活用するため、金融サービス等に関する利用者からの電話・ウェブサイ

ト・ファックス等を通じた質問・相談・意見等に一元的に対応する「金融サービス利用

者相談室」を開設している。 

当相談室は、金融サービス利用者の利便性向上の観点から、主として以下の役割を担

うこととしている。 

 

１．金融サービスに関する利用者からの金融庁への質問・相談・意見等に、消費者相談

のノウハウや金融の専門的知識を有する金融サービス相談員を配置し、一元的に対応

する。 

 

２．「事前相談（予防的なガイド）」窓口において、金融サービス利用に伴うトラブルの

発生の未然防止などに向けた事前相談の提供を行う。 

 

３．金融機関と利用者の間の個別取引に係るあっせん・仲介・調停は行わず、業界団体

等の紹介や論点整理等のアドバイスを行う。 

 

４．相談内容・対応状況等は体系的に記録・保管するとともに、関係部局に回付し、企

画立案・検査・監督等において活用する。 

 

５．相談件数や主な相談事例等のポイント等について、当庁ウェブサイトで四半期毎に

公表する。 

 

Ⅱ 相談等の受付状況（別紙２参照） 

 

2018 年４月１日から 2019 年３月 31 日までの間に受け付けた相談等の状況は、以下 

のとおりとなっている。 

 

１．総受付件数は36,858件となっている。１日当たりの平均受付件数は151件となって

おり、2017年度（152件）とほぼ同水準で推移している。そのうち、事前相談の受付

件数は616件となっている。 

 

２．分野別では、預金・融資等が11,266件（30％）、保険商品等が7,441件（20％）、投

資商品等が8,510件（23％）、貸金等が2,597件（７％）、暗号資産（仮想通貨）等が

4,195件（11％）、金融行政一般・その他が2,849件（８％）となっている。 

分野別の事前相談の受付件数は、預金・融資等が58件（９％）、保険商品等が９件
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（１％）、投資商品等が388件（63％）、貸金等が24件（４％）、暗号資産（仮想通貨）

等が129件（21％）、金融行政一般・その他が８件（１％）となっている。 

 

３．各分野の特徴は、以下のとおりとなっている。 

（１）預金・融資等に関する相談等の受付件数は、2017年度（9,599件）に比べて、増

加している。要因別では、個別取引・契約の結果に関するものが3,643件（32％）、

金融機関の態勢・各種事務手続に関するものが2,749件（24％）等となっている。 

 

（２）保険商品等に関する相談等の受付件数は、2017年度（7,591件）に比べて、やや

減少している。要因別では、個別取引・契約の結果に関するものが3,161件（42％）、

金融機関の態勢・各種事務手続に関するものが1,356件（18％）等となっている。 

 

（３）投資商品等に関する相談等の受付件数は、2017年度（9,033件）に比べて、やや

減少している。要因別では、一般的な照会・質問に関するものが3,274件（38％）、

個別取引・契約の結果に関するものが2,584件（30％）等となっている。 

また、詐欺的な投資勧誘に関する情報は748件あり、そのうち498件が何らかの

被害があったものである。 

 

（４）貸金等に関する相談等の受付件数は、要因別では、一般的な照会・質問に関する

ものが1,062件（40％）、個別取引・契約の結果に関するものが493件（19％）等と

なっている。 

 

（５）暗号資産（仮想通貨）等に関する相談等の受付件数は、要因別では、一般的な照

会・質問に関するものが 1,465 件（34％）、個別取引・契約の結果に関するものが

1,331件（31％）等となっている。 

 

４．寄せられた相談等のうち利用者に注意喚起する必要があるものについては、ウェブ

サイト上に掲載している「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」と

して紹介している。 

 

（参考）「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等 

2018年４月１日～６月30日・・・2018年８月16日公表（第52回） 

2018年７月１日～９月30日・・・2018年11月16日公表（第53回） 

2018年10月１日～12月31日・・・2019年２月８日公表（第54回） 

2019年１月１日～３月31日・・・2019年５月15日公表（第55回） 
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金融庁では、利用者の皆様からの声にワン・ストップで対応する 

「金融サービス利用者相談室」を設置しています。 
 

 相談室が提供する４つのサービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 利用者の皆様と金融機関との間の個別トラブルにつきましては、お話を伺った上

で、他機関の紹介や論点の整理などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介・

調停を行うことは出来ませんので、予めご了承下さい。 

 ご質問・ご相談等への回答は全て電話でいたします。メールや文書での回答は行

いませんので、予めご了承ください。 

 

 

 

金融サービス利用者相談室 
 

 

ご意見・ご要望・

情報提供の受付 
ご質問・ご相談へ

の対応 

金融サービス利用者

の皆様への情報提供 
頂いたご意見の 

金融行政への活用 

 金融行政に関するご意見・ご要望や

貸し渋り・貸し剥がし、口座の不正利

用等の各種情報提供を承ります。 

 

 専門の相談員が、皆様のご質問・ご相談に

電話にてお答えします。 

 ウェブサイト・ファックス・郵送でいただ

いたご質問等にも、相談室からお電話をお返

しします。 

 頂いたご意見は金融庁内で共有

し、今後の金融行政に活用致します。 

 

 相談等の受付実績、よくあるご相談につ

いてのＱ＆Ａ等を、３ヶ月ごとに金融庁ウ

ェブサイトで公表します。 

金融庁 

- ご留意事項 -  

裏面もご覧下さい 

（別紙１） 
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 相談室へのアクセス方法 

 

お電話での受付 

 

 受 付 時 間：平日１０：００～１７：００ 

 電 話 番 号：０５７０－０１６８１１ (ナビダイヤル)  

        IP 電話からは ０３－５２５１－６８１１ 
  （注）お電話は、応対内容の明確化等のため、通話内容を録音させていただいております。 

 受付の流れ： 
 

上記番号にダイヤル（内容に応じて、番号をプッシュして下さい。） 

① 預金・融資等に関するご相談 

      ② 投資商品・証券市場制度・取引所等に関するご相談 

       ③ 保険商品・保険制度等に関するご相談 

       ④ 貸金等に関するご相談 

      ⑤ 暗号資産（仮想通貨）等に関するご相談 

⑥ 金融行政一般・その他に関するご相談 

   相談内容に応じて専門の相談員が対応致します。 

 

 

そのほか、下記の方法にてご意見･相談･情報提供等を 24時間受付けています。 

 下記の方法にてご質問･ご相談を頂いた場合には、相談室より平日の 

 １０:００～１７:００の間に、お電話をお返し致します。 

（注１）ご回答をお求めの場合には、氏名及び電話番号の記載をお忘れなく。 

（注２）「相談室」の業務の状況によって、お返事が遅くなることもあります。 

お急ぎの方はお電話にてご相談願います。 

 

ウェブサイトでの受付 

 

 金融サービス利用者相談室ウェブサイト受付窓口へ 

 (https://www.fsa.go.jp/opinion/) 

 

ファックス等での受付 

 

 ファックス番号：０３－３５０６－６６９９ 

 その他、相談室では郵便でもご意見・ご質問等を受付けています。 

   〒100-8967 東京都千代田区霞が関 3－2－1 中央合同庁舎第７号館 

金融庁 金融サービス利用者相談室 宛 

 

 
金融庁 

総合政策局総合政策課 金融サービス利用者相談室 
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１．類型別受付件数
（単位：件）

区 分 2018/４～６ 2018/７～９ 2018/10～12 2019/１～３ 2018年度合計

質 問 ･ 相 談 7,005 6,935 6,874 6,461 27,275

意 見 ･ 要 望 1,837 1,798 1,977 1,669 7,281

情 報 提 供 456 465 423 369 1,713

そ の 他 132 166 157 134 589

合 計 9,430 9,364 9,431 8,633 36,858

２．受付方法別件数
（単位：件）

区 分 2018/４～６ 2018/７～９ 2018/10～12 2019/１～３ 2018年度合計

電 話 7,265 7,329 7,327 6,837 28,758

ウ ェ ブ サ イ ト 1,303 1,228 1,402 1,074 5,007

フ ァ ッ ク ス 149 139 133 98 519

手 紙 245 260 294 283 1,082

そ の 他 468 408 275 341 1,492

合 計 9,430 9,364 9,431 8,633 36,858

３．分野別受付件数
（単位：件）

区 分 2018/４～６ 2018/７～９ 2018/10～12 2019/１～３ 2018年度合計

預 金 ･ 融 資 等 2,594 2,884 2,874 2,914 11,266

保 険 商 品 ･ 保 険 制 度 等 1,834 1,861 1,913 1,833 7,441

投 資 商 品 ・ 証 券 市 場 制 度 等 2,231 2,016 2,264 1,999 8,510

貸 金 等 632 581 683 701 2,597

暗 号 資 産 （ 仮 想 通 貨 ） 等 1,602 1,231 788 574 4,195

金 融 行 政 一 般 ･ そ の 他 537 791 909 612 2,849

合 計 9,430 9,364 9,431 8,633 36,858

　　　　　　　　　　(別紙２）

金融サービス利用者相談室における相談等の受付状況表
(2018年４月１日～2019年３月31日）

【「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等】

2018年４月１日～６月30日・・・2018年８月16日公表（第52回）

 2018年７月１日～９月30日・・・2018年11月16日公表（第53回）

  2018年10月１日～12月31日・・・ 2019年２月８日公表（第54回）

2019年１月１日～３月31日・・・2019年５月15日公表（第55回）
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（別紙３）

○預金・融資等

件　数 比　率 件　数 比　率 件　数 比　率 件　数 比　率

854 32.9 711 27.4 1,029 39.7 2,594 100.0

880 30.5 943 32.7 1,061 36.8 2,884 100.0

1,012 35.2 969 33.7 893 31.1 2,874 100.0

942 32.3 1,067 36.6 905 31.1 2,914 100.0

3,688 32.7 3,690 32.8 3,888 34.5 11,266 100.0

○保険商品等

件　数 比　率 件　数 比　率 件　数 比　率 件　数 比　率

457 24.9 845 46.1 532 29.0 1,834 100.0

517 27.8 849 45.6 495 26.6 1,861 100.0

518 27.1 797 41.7 598 31.3 1,913 100.0

489 26.7 801 43.7 543 29.6 1,833 100.0

1,981 26.6 3,292 44.2 2,168 29.1 7,441 100.0

○投資商品等

件　数 比　率 件　数 比　率 件　数 比　率

476 21.3 1,755 78.7 2,231 100.0

498 24.7 1,518 75.3 2,016 100.0

595 26.3 1,669 73.7 2,264 100.0

448 22.4 1,551 77.6 1,999 100.0

2,017 23.7 6,493 76.3 8,510 100.0

（単位：件） （単位：件） （単位：件）

件 数 件 数 件 数

632 1,602 537

581 1,231 791

683 788 909

701 574 612

2,597 4,195 2,849

１月 ～ ３月

2018年度合計

○金融行政一般・その他○暗号資産（仮想通貨）等

区　分

４月 ～ ６月

７月 ～ ９月

10月 ～ 12月

区　分

４月 ～ ６月

７月 ～ ９月

10月 ～ 12月

１月 ～ ３月

2018年度合計

10月 ～ 12月

１月 ～ ３月

2018年度合計

区 分

４月 ～ ６月

７月 ～ ９月

７月 ～ ９月

10月 ～ 12月

１月 ～ ３月

2018年度合計

○貸金等

（単位：件、％）

区 分

証券会社
（第一種業）

その他 合　計

４月 ～ ６月

４月 ～ ６月

７月 ～ ９月

10月 ～ 12月

１月 ～ ３月

2018年度合計

（単位：件、％）

区 分
生命保険 損害保険 その他 合計

４月 ～ ６月

７月 ～ ９月

10月 ～ 12月

１月 ～ ３月

2018年度合計

４．分野別・要因別の相談等受付件数

（単位：件、％）

区 分
預金 融資 その他 合計
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第14節 政策評価への取組み 

 

金融庁においては、2012 年４月施行の「行政機関が行う政策の評価に関する法律」

（平成13年法律第86号）に基づき、 

① 金融庁としての政策評価の実施に関する方針などを規定した「金融庁における政

策評価に関する基本計画」（計画期間：５ヵ年） 

② 毎年度の評価対象とする政策などを定めた「金融庁政策評価実施計画」（計画期

間：４月～翌年３月） 

を策定し、毎年「金融庁政策評価実施計画」の計画期間終了後に評価を実施している。 

 「金融庁における政策評価に関する基本計画」については、2017 年４月から 2022

年３月を計画期間とし、「基本政策」及び「施策」の体系、基本計画を実施するに当た

って全ての政策及び政策に共通する考え方や姿勢、「基本計画」の位置づけを明記する

など、「「金融庁における政策評価に関する基本計画」の考え方」や「実績評価におけ

る基本政策・施策等一覧」を示している。（別紙１、２参照） 

また、計画の策定や評価書の作成に当たっては、客観性の確保、多様な意見の反映

等を図るため、政策評価や金融庁所管の政策について知見を有する学識経験者をメン

バーとする「政策評価に関する有識者会議」を開催し、意見を頂いている。 

このほか、上記法律に基づき、これまでに実施した実績評価等について、政策評価

結果の政策への反映状況についても毎年度公表している。 

※ 金融庁における政策評価の詳細に関しては、金融庁のウェブサイト「公表物」中

の「政策評価」を参照。 

なお、ＰＤＣＡサイクルを有効に機能させるため、2013年度からは、５～６月に前

年度の実績評価を実施すると共に、その評価を踏まえた上で、新年度の実施計画を策

定している。（別紙３参照） 

 また、同年度には、総務省の主導により「目標管理型の政策評価の実施に関するガ

イドライン」（2013年12月20日政策評価各府省連絡会議了承）が改正され、各府省

で区々だった評価区分の共通化が図られた。金融庁もこれに従い、2013年度実績評価

から、従来３段階の区分で評価していたものを、各府省共通の５段階区分で評価を実

施することとした。 

 

（参考１） 金融庁における政策評価への取組み（別紙４参照） 

（参考２） 評価の実施状況（別紙５参照） 
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「金融庁における政策評価に関する基本計画」の考え方 

 

 

○  2017 年度からの５年間にわたる「金融庁の政策評価に関する基本計画」におい

ては、以下の３つを「基本政策」として定めることとした。 

  ・「金融システムの安定と金融仲介機能の発揮」 

  ・「利用者の保護と利用者利便の向上」 

  ・「市場の公正性・透明性と活力の向上」 

これらの「基本政策」は、それ自体が金融行政の最終目標というよりも、「企業・

経済の持続的成長と安定的な資産形成等による国民の厚生の増大」という金融行

政の「究極的な目標」を達成するための「手段」と位置付けることが適切である。 

 

（注）金融庁は、発足の当初、自らの任務を「金融システムの安定」、「利用者の保

護」、「市場の公正性・透明性の確保」の３つとしてきたが、これらは「究極的

な目標」の達成のための必要条件であり、今後は、金融行政の目標については

視野を広げ、 

・「金融システムの安定と金融仲介機能の発揮の両立」 

・「利用者保護と利用者利便の両立」 

・「市場の公正性・透明性と活力の両立」 

の実現を通じて、「究極的な目標」を目指すことが求められていると考えられる。 

 

○ また、上記の３つの「基本政策」のほかに、 

・３つの「基本政策」に関係する横断的な課題への対応 

（「ＩＴ技術の進展等の環境変化を踏まえた戦略的な対応」「業務継続体制の

確立と災害への対応」等） 

を「横断的施策」とするほか、 

・３つの「基本政策」と「横断的施策」を実施する上での基礎となる「金融庁の

行政運営・組織の改革」を、これらの政策・施策とは別の取組みとして整理す

る。 

 

（以 上） 

 
 

（別紙１） 
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実績評価における基本政策・施策等一覧（平成 29～33 年度） 

 

 

（注）施策によっては、他の施策目標の達成に資することがあることに留意。 

基本政策 施策 

Ⅰ 金融システムの

安定と金融仲介機

能の発揮 

１ マクロプルーデンスの取組と効果的な金融モニタリングの実

施 

２ 健全な金融システムの確保のための制度・環境整備 

３ 金融仲介機能の十分な発揮に向けた制度・環境整備と金融モ

ニタリングの実施 

Ⅱ 利用者の保護と

利用者利便の向上 

１ 利用者の利便の向上に適う金融商品・サービスの提供を実現

するための制度・環境整備と金融モニタリングの実施 

２ 利用者の保護を確保するための制度・環境整備と金融モニタ

リングの実施 

Ⅲ 市場の公正性・

透明性と市場の活

力の向上 

１ 金融取引のグローバル化、複雑化、高度化に対応した市場監

視機能の強化 

２ 企業の情報開示の質の向上のための制度・環境整備とモニタ

リングの実施 

３ 市場の機能強化、インフラの構築、公正性・透明性の確保の

ための制度・環境整備 

 

（横断的施策） 

施策 

１ IT 技術の進展等の環境変化を踏まえた戦略的な対応 

２ 業務継続体制の確立と災害への対応 

３ その他の横断的施策 

 

（金融庁の行政運営・組織の改革） 

施策 

１ 金融庁のガバナンスの改善と総合政策機能の強化 

２ 検査・監督の見直し 

３ 金融行政を担う人材育成等 

 

（別紙２） 
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（別紙３） 

金融庁における平成３０年度実績評価（概要） 

基本政策 
／施策 主な取組み （実施計画より） 主な実績 

 

今後の課題 

（横断的施策）   

 １ IT 技術の進展等

の環境変化を踏

まえた戦略的な対

応 

 金融デジタライゼーション戦略として、①情報の蓄

積と利活用、②顧客のプライバシー、匿名性や顧

客情報の信頼性その他の顧客保護、③デジタライ

ゼーションに対応する情報・金融リテラシー、④金

融・非金融の情報の伝達を可能とする金融インフ

ラのデジタル化、⑤金融行政のデジタル化、⑥

様々なサンドボックス等によるイノベーションに向

けたチャレンジの促進、⑦オープン・アーキテクチ

ャによるイノベーションの推進、⑧国際的なネット

ワーク、⑨デジタライゼーションの基盤となるブロ

ックチェーン、AI、ビッグデータ技術等の推進、⑩

サイバーセキュリティその他金融システム上の課

題等への対応、⑪これらの課題を実現するための

機能別・横断的法制からなる11の施策に取り組む 

 機能別・横断的法制について、金融審議会「金融制度スタディ・グループ」に

おいて検討。「金融機関による情報の利活用に係る制度整備についての報

告」を公表、関連法案を国会へ提出。また、「「決済」法制及び金融サービス

仲介法制に係る制度整備についての報告≪基本的な考え方≫」を取りまと

めた 

 全邦銀 138 行中 130 行がオープン API 導入を表明、うち 95 行が導入済（31

年３月末時点） 

 オンラインで完結する新たな本人確認方法の追加等を内容とする「犯罪によ

る収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」を公布・

施行 

 全銀 EDI システムの稼働に向けた周知等を行い、XML 電文への移行を実施

（30 年 12 月稼働） 

 FinTech サポートデスクや FinTech 実証実験ハブで受け付けた相談に対応 

 FinTech Innovation Hub を設置し、フィンテック企業等へのヒアリングを実施

し、フィンテックについてのトレンド・状況を把握（31 年３月末時点 102 社） 

 金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習の実施など、金融機関における

情報セキュリティ対策向上のための取組を実施 

 

現在、金融審議会「金融制度スタディ・グループ」で取りまとめに

向けた議論を行っている「基本的な考え方」を踏まえ、決済法制や

金融サービス仲介法制に関し検討する。また、銀行と電子決済等

代行業者との連携・協働による利便性の高いサービスの提供等に

向けたフォローの実施、FinTech サポートデスクや FinTech 実証実

験ハブ等を通じたイノベーション支援の一層強化、FinTech 

Innovation Hub によるフィンテックの最新動向の把握と施策への反

映、「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」の開催に

向けた金融分野のサイバーセキュリティ対策の更なる強化など、

金融デジタライゼーション戦略を推進していく。 

２ 業務継続体制の

確立と災害への

対応 

 金融庁及び金融機関における業務継続体制の検

証、震災等自然災害への対応に取り組む 

 金融庁の業務継続計画等の実効性を検証するため、関係機関との合同訓練

等を実施 

 平成30年７月豪雨等への対応として、自然災害ガイドラインの周知広報や専

用相談ダイヤルを設置したほか、金融機関に対してきめ細かな対応を慫慂 

金融庁の業務継続計画等を定期的に検証し、必要に応じて見直

しを行うとともに、関係機関と連携した訓練等の実施により、更なる

実効性の向上に取り組む。また、金融機関等における業務継続体

制の実効性の向上を促していく。 

 

３ その他の横断的

施策 

 世界共通の課題の解決へ貢献（金融規制改革を

含む国際的な議論、ＳＤＧｓ、マネロン・テロ資金供

与対応）及び当局間ネットワーク・協力を強化 

 G20 議長国として金融システム上の内外共通課題の解決に向けて議論を主

導 

 SDGs に関し、TCFD 関連のシンポジウムを開催したほか twitter で関連情報

を積極的に発信 

 AML/CFT 対応として、モニタリングの結果等を金融機関に還元し、態勢整備

の高度化を慫慂 

 当局間協力等の強化に関し、Brexit に係る英欧当局との連携や、その他取

組(日中金融協力、ミャンマー支援計画、GLOPAC 等)を更に推進 

 30 年６月に策定した「金融庁デジタル・ガバメント中長期計画」に基づき、IT

ガバナンスの強化や、情報セキュリティ人材の確保・育成に向けた取組等を

実施 

 

  日本経済、ひいては世界経済の持続的成長に資するため、G20

議長国として金融システム上の国内外共通の新たな課題の解決に

向けた経験や知見の共有に取り組むほか、国際的な当局間のネッ

トワーク・協力の強化を更に充実させていく。 

業務支援統合システム等を活用したﾃﾞｰﾀ分析に基づく行政を進

めつつ、「金融庁デジタル・ガバメント中長期計画」に掲げた

RegTech/SupTech ｴｺｼｽﾃﾑ（官民連携基盤）の構想を模索してい

く。 
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Ⅰ 金融システムの安定と金融仲介機能   

 １ マクロプルーデン

スの取組と効果的

な金融モニタリン

グの実施 

 経済・金融市場の動向や金融システムにおけるリ

スク等をリアルタイムに情報収集し、金融システム

の現状を定期的に分析・評価 

 人口減少、低金利環境、デジタライゼーションの進

展を踏まえ、健全性を維持する観点から、金融機

関の持続可能なビジネスモデル構築に向けたガ

バナンス発揮への対応、長期にわたる金融緩和

継続に伴うリスクへの対応、経済・市場環境の急

激な変化への対応、について重点的にモニタリン

グ 

 経済・金融市場や金融機関を含む市場参加者の動向、内外環境変化等を適

時に把握し金融機関のモニタリングﾞに活用するとともに、金融システムの潜

在的なリスクや脆弱性の調査・分析を実施 

 健全性維持の観点から、以下を実施 

－持続可能なビジネスモデル構築に向けたガバナンス態勢に関する対話 

－信用リスク管理等の長期にわたる金融緩和継続に伴うリスクへの対応の促

進 

－リスクテイクに見合った運用態勢・リスク管理態勢の構築や機動的なポートフ

ォリオ運営の促進 

グローバルな経済・市場環境は刻一刻と変化し、そこから新たに

リスクが生まれることを踏まえ、今後も、金融市場を含む日本の金

融システムに影響を及ぼす可能性のある内外環境変化に関する

情報収集・分析の高度化等を通じて、金融システムの安定性の維

持に向けた取組を進めるとともに、・金融機関の健全性を確保・維

持するため、実践と方針に基づき、業態横断的な対応に加え、 

－大手銀行グループの海外業務やグループ連携の強化・拡大に

加え、経営インフラの刷新・非金融業との協業の動きなど、リス

クの多様化・複雑化を踏まえた対応 

－地域金融機関の金融仲介機能の十分な発揮と必要な健全性の

確保への対応 

－長寿化やデジタライゼーション等に伴う保険ニーズの変化や自

然災害の激甚化等のリスクの変化を踏まえた対応 

－証券会社を取り巻く顧客層の世代交代、IT 化の進展に伴う取引

チャネルの多様化等の経営環境の変化を踏まえた対応 

など、業態ごとのビジネスモデルやそれに起因する課題に応じた

金融モニタリングを実施していく。 

２ 健全な金融シス

テムの確保のた

めの制度・環境整

備 

 金融システムの安定性確保のため、国際合意を

踏まえた金融機関の健全性確保のためのルール

整備等に向けて取り組む 

 バーゼルⅢ等の金融システム安定等を目的とした国際的な金融規制見直し

の議論の進捗を踏まえ、ＴＬＡＣ規制及びレバレッジ比率規制等を国内に導

入 

ＩＡＩＳで検討されているＩＣＳの進展を視野に入れた保険会社に係

る資産・負債の経済価値ベースによる評価・監督手法についての

検討など、金融システムの安定性確保のため、国際的な議論も踏

まえた関連告示等の整備を図っていく。 

３ 金融仲介機能の

十分な発揮に向

けた制度・環境整

備と金融モニタリ

ングの実施 

 ビジネスモデルの持続可能性やリスク管理態勢

等に関して、オン・オフ一体のモニタリングを行

い、特に深刻な課題を抱える地域金融機関につ

いては、課題解決に向けた早急な対応を促す。ま

た、早め早めの経営改善を促す観点から、早期警

戒制度の見直しを実施 

 「地域生産性向上支援チーム」と各財務局が連携

し、地域企業・関係者と関係を構築しつつ対話を

実践する。これらの対話等を通じてきめ細かく把

握した地域経済・企業の実態を基に、地域金融機

関の経営陣や、社外役員を含む取締役・監査役等

や営業現場の責任者等と金融仲介機能の発揮に

向けた深度ある対話を行う 

 ビジネスモデルの持続可能性やリスク管理態勢等に関して、オン・オフ一体

のモニタリングを行い、特に深刻な課題を抱える地域金融機関については、

課題解決に向けた早急な対応を促したほか、社外役員を含め、経営陣等と

経営やガバナンス（有効な内部監査を含む）について深度ある対話を実施 

 地域金融機関に早め早めの経営改善を促す観点から早期警戒制度の見直

しを具体的に検討 

 「地域生産性向上支援チーム」と各財務局が連携し、地域企業・関係者と関

係を構築しつつ対話等を通じ、地域経済・企業の実態を把握し、それらを基

に、地域金融機関の経営陣や営業現場の責任者等と金融仲介機能の発揮

に向けた深度ある対話を実施 

地域金融機関をとりまく環境が引き続き厳しい状況にあることも

踏まえつつ、将来にわたる健全性の確保や金融仲介機能を十分

に発揮するため、金融機関との間でガバナンスの発揮を含め深度

ある対話を行い、顧客企業のニーズを踏まえた取組を促していく。 

Ⅱ 利用者の保護と利用者利便の向上   

 １ 利用者の利便の

向上に適う金融商

品・サービスの提

供を実現するため

の制度・環境整備

と金融モニタリン

グの実施 

 金融機関の経営者による「顧客本位の業務運営

に関する原則」の経営理念や戦略への反映、現

場における実践について重点的に分析・検証する

とともに、顧客アンケート調査を通じ、顧客への浸

透状況を分析・確認。また、貯蓄性保険も含め、商

品内容等の更なる「見える化」を促進 

 生涯を通じた安定的な資産形成を支援する制度

 販売会社に対し、顧客本位の業務運営の浸透・定着状況についてモニタリン

グを実施し、認められた課題や取組事例を公表するとともに、「顧客本位の

業務運営に関する原則」を採択し、取組方針、自主的なＫＰＩ及び投資信託の

販売会社における比較可能な共通ＫＰＩを公表した金融事業者のリストを、四

半期ごとに金融庁ウェブサイトにて公表。また、金融庁及び金融機関の取組

みに対する顧客の評価を確認すべく、顧客意識アンケート調査を実施 

 NISA 制度の利便性向上のため、NISA 口座保有者が海外転勤等により一時

金融機関における「顧客本位の業務運営」の確立と定着に向

け、共通KPIや顧客意識アンケート調査結果等も踏まえ、販売会社

の販売態勢や投資運用業者のガバナンス状況等について深度あ

る検証に取り組んでいく。また、金融リテラシー向上に取り組むとと

もに、つみたてＮＩＳＡの普及・恒久化を含めた長期・積立・分散投

資の促進を図っていく。 
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のあり方についての具体的な検討や、金融リテラ

シーの向上に向けた金融経済教育を更に充実 

的に出国する場合に引き続き NISA 口座での保有を可能とする等の税制改

正要望を提出し、実現 

 金融庁職員の母校や各県の教育委員会・教育庁への働きかけを行い、当庁

及び財務局が行う金融経済教育の出張授業を抜本的に拡充 

２ 利用者の保護を

確保するための

制度・環境整備と

金融モニタリング

の実施 

 コンプライアンス・リスク管理上の課題に対し、幅

広い情報収集を通じたリスクの特定・評価を行い、

リスクに応じたモニタリングを実施するとともに、

投資用不動産向け融資に関するアンケート調査

や検査も活用しつつ、深度あるモニタリングを実

施 

 仮想通貨（暗号資産）交換業について、イノベーシ

ョンに配意しつつ、利用者保護の確保に向けて、

仮想通貨交換業者における実効性のある態勢整

備・適切な業務運営の確保、国際的な連携、必要

な制度的対応の検討等を実施 

 「コンプライアンス・リスク管理基本方針」を公表し、同リスクの管理に関する

取組事例の実態把握や、幅広い情報収集を通じたリスクの特定を行い、モニ

タリングに活用 

 投資用不動産向け融資に関する横断的なアンケート調査結果を公表し、一

部の金融機関については、検査も活用しつつ深度あるモニタリングを実施 

 暗号資産交換業者に対する適切な業務運営の確保等に向けたﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞや

登録審査、自主規制機関の認定、利用者に対する注意喚起、無登録業者対

応、国際的な連携強化等を実施 

 「仮想通貨交換業等に関する研究会」報告書を受け、「情報通信技術の進展

に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一

部を改正する法律案」を国会に提出 

 銀行カードローンについて実態把握を行い、ベストプラクティスの共有や対話

等を通じ、業界全体の業務運営水準の引き上げに向けた取組を慫慂 

以下の取組をはじめ、各業態において利用者保護のために必要

な制度整備を図るほか、適切な態勢整備を促す。 

・金融機関との対話を通じ、左記「基本方針」を踏まえた金融機関

における実効的なコンプライアンス・リスク管理の浸透を促すと

ともに、重大なリスクとなりうる事象の分析・特定を行い、それら

に焦点を当てたリスクベースのモニタリングを進める。 

・適切な管理態勢に基づく投資用不動産向け融資の慣行が金融

機関に浸透するよう、当庁の問題意識を幅広く発信していく。 

・暗号資産交換業者に対する透明性の高い登録審査及び環境

の変化に応じた機動的なモニタリング、改正法の着実な執行等

に取り組んでいく。 

Ⅲ 市場の公正性・透明性と市場の活力の向上   

 １ 金融取引のグロ

ーバル化、複雑

化、高度化に対応

した市場監視機能

の強化 

 市場監視手法や着眼点の改善を実施のほか、行

政処分の勧告等を行うだけでなく関係者との対話

を通じた問題意識の共有や対外的な情報発信、AI

等の活用も含めた新市場監視システムの導入を

検討 

 監視の空白を作らないための継続的な業務改善に係る仕組みの構築、勧

告・告発にとどまらない対話を通じた課題の共有、建議等の対外発信、より

効果的・効率的な市場監視のための AI を活用したシステムの実証実験等を

実施 

市場のグローバル化やデジタライゼーションの進展等により市

場の構造が大きく変化する中、市場の公正性・透明性の確保に向

け、システム整備のほか、検査・調査手法の改善等に取り組むな

ど、網羅的・機動的で深度ある市場監視を実施していく。 

２ 企業の情報開示

の質の向上のた

めの制度・環境整

備とモニタリング

の実施 

 経営戦略やガバナンス情報などの企業情報の開

示の充実に向けた内閣府令の改正・プリンシプル

ベースのガイダンスの策定等のほか、監査人に対

してより詳細な情報提供が求められるケースにお

ける対応の在り方等について検討 

 経営戦略等の記述情報の開示の充実を図るため、内閣府令を改正したほ

か、 「記述情報の開示に関する原則」及び「記述情報の開示の好事例集」を

公表 

 「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」を開催し、通常とは

異なる監査意見等に係る対応の在り方等について検討し、報告書を取りまと

め、公表 

記述情報の開示の充実に向けた企業の好事例等の取組につい

て周知を行うほか、IFRSの任意適用企業の拡大促進、監査報告書

の透明化を含む会計監査に関する情報提供の充実に取り組んで

いく。 

３ 市場の機能強

化、インフラの構

築、公正性・透明

性の確保のため

の制度・環境整備 

 政策保有株式の縮減、取締役会の多様性、個別

議決権行使結果の公表等の検証を行い、投資家

及び企業の取組みのベストプラクティスの公表を

実施 

 資産運用業の高度化を目指し、総合的な環境整

備に取り組むとともに、投資運用業者における業

務運営態勢等の向上を図る 

 取引所の国際競争力の強化、投資家の利便性の

向上等のため、総合取引所の早期実現に向けて

関係者等への働きかけなどを実施 

 有識者会議において、両コードの改訂等を踏まえた投資家と企業の取組の

検証を行い、次回スチュワードシップ・コード改訂などを見据えた当面の課題

について、意見書を公表 

 金融業の拠点開設サポートデスクを通じて資産運用業者等の新規参入を後

押しし、新たに 10 社の資産運用業者等が業登録を完了 

 大手投資運用会社について、運用の高度化に向けた課題（グローバル運用

体制の強化等）への取組状況について、グループ内の資産運用ビジネスの

位置付け等の観点から対話を実施 

 総合取引所の実現に向けて金融庁・経産省・日本取引所グループ・東京商品

取引所等との間で協議・検討を行い、取引所の経営統合に関し基本合意書

を締結 

上場企業全体のコーポレートガバナンスの実効性向上に向けた

取組、資産運用業の高度化に向けた環境整備を図る観点から取

組を進めていく。 
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（金融庁の行政運営・組織の改革）   

 １ 金融庁のガバナ

ンスの改善と総合

政策機能の強化 

 各種有識者会議の活用や、外部有識者等を交え

た職員による自主的な政策提言の枠組み（政策オ

ープンラボ）を設置 

 「融資に関する検査・監督実務についての研究会」を設置する等、各種

有識者会議を開催し、有識者からの提言等を金融行政へ継続的かつ的確

に反映 

 政策オープンラボを設置し、有志職員が外部有識者等を交えた調査・研

究を実施 

金融行政の質を不断に向上させていく観点から、有識者等の意

見・提言、批判等が継続的かつ的確に反映されるよう、政策評価有

識者会議を含め、取組を進めていく。 

２ 検査・監督の見

直し 

 「検査・監督基本方針」を踏まえた検査・監督を実

践するとともに、モニタリングの質・深度や当局の

対応を不断に改善 

 検査・監督基本方針を踏まえた金融機関との対話の材料とするために、各分

野（健全性政策、コンプライアンス・リスク管理、IT ガバナンス（案））について

「考え方と進め方」等を策定・公表 

 モニタリングﾞの質の向上・改善のため、第三者による外部評価や金融機関

からの意見聴取を実施 

融資に関する検査・監督実務に係る「考え方と進め方（DP）」の

策定に向けた検討を進めるほか、各 DP を活用した対話の実践、

必要に応じた検査・監督に関する方針の示し方の検討等、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

の質・深度や当局の対応を不断に改善するための取組を進めてい

く。 

３ 金融行政を担う

人材育成等 

 上司が部下に目配りしながら育成・指導・評価を行

い、活発なコミュニケーションが図られる環境を整

備（業務単位の少人数グループ化） 

 活発なコミュニケーションが図られる環境整備のため、業務単位の少人数グ

ループ化を行ったほか、1on1 ミーティングを導入 

 コミュニケーション活性化のため、長官が定期的に職員に向けて意見発信す

る「Tone at the top」や、職員と幹部が直接意見交換する「タウンミーティン

グ」の機会を拡充 

組織文化の変革には相応の時間がかかることから、1on1 ミーテ

ィングの定着など、人材育成や職場環境の改善等に継続して取り

組んでいく。 
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金融庁における政策評価への取組み 

 

 政府全体の動き 金融庁の動き 

30 年８月  
・政策評価（平成 29 年度実績評

価等）の実施、評価結果の公表

（30 年７月 17 日公表） 

９月  
・「政策評価に関する有識者会議」

開催（30 年９月 13 日） 

12 月  

・「平成 30 年度金融庁政策評価実

施計画」（計画期間：30 年４月

～31 年３月末）策定（30 年 12

月３日公表） 

31 年２月  
・「政策評価に関する有識者会議」

開催（31 年２月 15 日） 

元年６月 

・「政策評価等の実施状況及びこれら

の結果の政策への反映状況に関す

る報告」（元年６月国会報告） 

・「平成 29 年度政策評価結果の政

策への反映状況」の公表（元年

６月 10 日） 

・「政策評価に関する有識者会議」

開催（元年６月 13 日） 

※規制の新設又は改廃に係る政策について評価した結果は随時公表している。 

（別紙４） 
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     評価の実施状況 

 

年度 実績評価 
事  前 

事業評価 

事  後 

事業評価 

総合

評価 

規制の 

政策評価 

（ＲＩＡ） 

租 税 特 別

措 置 等 に

係 る 政 策

評価 

14 年度 
26 件 

（13 年度計画に掲げた政策） 
－ － －   

15 年度 
27 件 

（14 年度計画に掲げた政策） 
６件 － －   

16 年度 
36 件 

（15 年度計画に掲げた政策） 
５件 － －   

17 年度 
43 件 

（16 年度計画に掲げた政策） 
７件 － １件   

18 年度 
28 件 

（17 年度計画に掲げた政策） 
４件 ５件 －   

19 年度 
26 件 

（18 年度計画に掲げた政策） 
３件 ３件 － 11 件  

20 年度 
25 件 

（19 年度計画に掲げた政策） 
１件 ６件 １件 23 件  

21 年度 
24 件 

（20 年度計画に掲げた政策） 
１件 ４件 － 25 件  

22 年度 
24 件 

（21 年度計画に掲げた政策） 
－ ３件 － 19 件 ７件 

23 年度 
24 件 

（22 年度計画に掲げた政策） 
－ ２件 － 15 件 ５件 

24 年度 
24 件 

（23 年度計画に掲げた政策） 
１件 ２件 － ６件 ９件 

25 年度 
20 件 

（24 年度計画に掲げた政策） 
－ １件 － 26 件 ９件 

26 年度 
20 件 

（25 年度計画に掲げた政策） 
－ － － ６件 ８件 

27 年度 
20 件 

（26 年度計画に掲げた政策） 
－ ２件 － 10 件 10 件 

28 年度 
20 件 

（27 年度計画に掲げた政策） 
－ １件 － ８件 ５件 

29 年度 
20 件 

（28 年度計画に掲げた政策） 
－ － － ５件 ２件 

（別紙５） 
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（備考） 

○実績評価：行政の幅広い分野において、あらかじめ達成すべき目標を設定し、それに対

する実績を測定しその達成度を評価するもの。（例：金融機関の健全性確保） 

○事業評価：事前の時点で評価を行い、あらかじめ期待される効果やそれらに要する費用

などを分析・検討。また、必要に応じ、途中や事後の時点で検証するもの。

（例：金融庁業務支援統合システムの開発） 

○総合評価：特定のテーマを設定し、様々な角度から掘り下げて総合的に評価するもの。

（例：「金融システム改革（日本版ビッグバン）」） 

○規制の政策評価（ＲＩＡ：Regulatory Impact Analysis）：規制の導入や修正に際し、

実施に当たって想定される費用や効果といった影響を客観的に分析し、公表

することにより、規制の客観性と透明性の向上を目指す手法。19 年 10 月よ

り規制の事前評価の実施され、29 年 10 月より規制の事前評価に加えて規制

の事後評価の実施が義務化された。 

○租税特別措置等に係る政策評価：租税特別措置等の新設、拡充又は延長の要望を行うに

際し、その必要性、有効性及び相当性の基準により評価し、公表することに

より、要望内容の適切性を担保するための手法（事前評価）。また、過去に

要望した租税特別措置等についても同様に評価する（事後評価）。22 年５月

より評価の実施が義務化された。 

 

30 年度 
14 件 

（29 年度計画に掲げた政策） 
－ － － ６件 11 件 
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第15節 金融庁業務継続計画の策定 

 

１．金融庁業務継続計画の概要 

金融庁では、「首都直下地震対策大綱」（平成 17 年９月策定、22 年１月修正）に

基づき、首都直下地震発生時に優先的に実施する業務の継続のための体制を整備す

る観点から、20年６月に「金融庁業務継続計画（首都直下地震対応編）」を策定し、

その後も必要に応じて見直しを行っている。（別紙１参照） 

     本計画には、首都直下地震発生時における金融庁の非常時優先業務（金融市場や

金融機関等における状況の確認、国民・金融機関・海外当局等への情報発信、金融

機関に対する被災者支援の要請等）を規定しているほか、これらの非常時優先業務

を実施・継続するための執行体制や執務環境を規定している。 

     なお、金融庁における業務継続計画としては、上記の他、新型インフルエンザ発

生時における業務継続の方法や手順を規定した「金融庁業務継続計画（新型インフ

ルエンザ対応編）」を22年８月に策定している。 

 

２．災害等発生時に備えた訓練 

（１）災害対応 

政府防災訓練への参加に加え、業務継続計画の実効性を検証・確認するため、

職員の安否確認訓練、徒歩等参集訓練及び金融庁災害対策本部の設置・運営訓練

などを行った。また、一般社団法人全国銀行協会と連携した訓練を行った。 

 

（２）新型インフルエンザ等対応 

新型インフルエンザ等の海外発生期における対応について、政府対策本部運営

訓練と連携して、金融庁内の情報伝達訓練等を行った。 
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第16節 英語による行政対応・発信力強化に向けた取組み 

 

「日本再興戦略」（2013 年６月 14 日閣議決定）、「『日本再興戦略』改訂 2014」（2014

年６月24日閣議決定）、及び金融庁・財務省が共同で開催した「金融・資本市場活性化

有識者会合」が取りまとめた「金融・資本市場活性化に向けての提言」（2013年12月13

日公表）、「金融・資本市場活性化に向けて重点的に取り組むべき事項（提言）」（2014年

６月12日公表）において、「金融関係法令・ガイドライン等の英語化の徹底」や「金融

に係る行政手続について、英語によるワンストップでの対応」を実現すべきとの提言が

行われた。 

上記提言を受け、2014年４月より、英語による行政対応や発信力の強化に向け、以下

の取組みを実施している。 

 

 （１）ＦＳＡ Weekly Review 

2014年４月より、庁内の各部署が日々金融庁ウェブサイトに掲載する対外公表物に

ついて、英語により概要を作成し、週次でＦＳＡ Weekly Review として公表。また、

定期的に公表される事案等については、日英同時公表を行っている。 

 

（２）英語による法令等に関する照会へのワンストップでの対応（ワンストップ窓口） 

2014年４月より、英語による法令等に関する照会に対するワンストップ窓口を金融

庁に設置し、英語での一元的な対応を実施している。 

2018事務年度においては、計639件の照会が寄せられ、そのうち当該窓口で回答す

べき法令・行政手続等に関する照会が275件であった。また、詐欺的な証券投資等の

勧誘行為に関する照会が115件、その他の照会が249件寄せられた。 

こうした照会について、金融庁内の関係部署との共有等を図りつつ、適切に対応し

ている。 

 

（３）法令等主要な公表物の英語版の作成・公表 

2018事務年度においては、（別紙１）に掲げた法令等のほか、「変革期における金融

サービスの向上にむけて～金融行政のこれまでの実践と今後の方針～（平成 30 事務

年度）」の概要、並びに金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報

告、「記述情報の開示に関する原則」の英語版を作成・公表した。 

また、「スチュワードシップ・コード及びコーポレート・ガバナンス・コードのフォ

ローアップ会議」の資料・提言・議事録の英語版を会議と並行して公表した。 
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（別紙１） 

 

英語版を作成した主な法令等 
 

・金融商品の販売等に関する法律（平成二十四年法律第八十六号による改正まで反映） 

・金融商品の販売等に関する法律施行令（平成二十九年政令第二百三十七号による改正まで反映） 

・偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護

等に関する法律（平成十九年法律第七十四号による改正まで反映） 

・犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律（平成二十五年法律第四

十五号による改正まで反映） 

・金融分野における個人情報保護に関するガイドライン 

・信託業法（平成二十六年法律第九十一号による改正まで反映） 

・信託業法施行規則（平成二十一年内閣府令第三十八号による改正まで反映） 

・貸付信託法（平成二十六年法律第九十一号による改正まで反映） 

・担保付社債信託法（平成二十六年法律第九十一号による改正まで反映） 

・預金保険法（平成二十五年法律第四十五号による改正まで反映） 

・預金保険法施行令（平成二十七年政令第二十三号による改正まで反映） 

・預金保険法施行規則（平成二十六年内閣府・財務省令三号による改正まで反映） 

・貸金業法（平成二十六年法律第六十九号による改正まで反映） 

・貸金業法施行令（平成二十七年政令二百七十四号による改正まで反映） 

・貸金業法施行規則（平成二十七年内閣府令第三十七号による改正まで反映） 

・電子記録債権法（平成二十八年法律第六十二号による改正まで反映） 

・資金決済に関する法律（平成二十八年法律第六十二号による改正まで反映） 

・資金決済に関する法律施行令（平成二十九年政令第四十七号による改正まで反映） 

・前払式支払手段に関する内閣府令（平成二十九年内閣府令第八号による改正まで反映） 

・資金移動業者に関する内閣府令（平成二十九年内閣府令第八号による改正まで反映） 

・仮想通貨交換業者に関する内閣府令 

・銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律（平成二十八年法律第十五号による改正まで反映） 

・銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令（平成二十四年政令第百九十七号による改正まで

反映） 

・銀行等の株式等の保有の制限等に関する内閣府令（平成十九年内閣府令第六十号による改正まで反映） 

・保険業法（平成二十六年法律第九十一号による改正まで反映） 

・保険業法施行令（平成二十八年政令第三十八号による改正まで反映） 

・保険業法施行規則（平成二十九年内閣府令第八号による改正まで反映） 

・保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令（平成二十七年内閣府・法務省令第四号によ

る改正まで反映） 

・認可特定保険業者等に関する命令（平成二十七年内閣府・総務省･法務省・文部科学省・厚生労働省・

農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号による改正まで反映） 

・金融機関等の更生手続の特例等に関する法律（平成二十六年法律第九十一号による改正まで反映） 

・特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令（平成二十七年内閣府令第五十四号による改正まで反

映） 

・発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成二十七年内閣府令第三十八
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号による改正まで反映） 

・発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成二十六年内閣府令第四十九号に

よる改正まで反映） 

・外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令（平成二十八年内閣府令第三十五号による改正ま

で反映） 

・財務諸表等の監査証明に関する内閣府令（平成二十一年内閣府令第七十三号による改正まで反映） 

・四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成二十七年内閣府令第五十二号による

改正まで反映） 

・四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成二十七年内閣府令第五十二号によ

る改正まで反映） 

・公認会計士法（平成二十九年法律第四十一号による改正まで反映） 

・公認会計士法施行令（平成二十九年政令第二百九十六号による改正まで反映） 

・公認会計士法施行規則（平成二十八年内閣府令第四号による改正まで反映） 

・投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成二十七年政令第二百三十三号による改正まで反映） 

・社債、株式等の振替に関する法律（平成二十六年法律第九十一号による改正まで反映） 

・社債、株式等の振替に関する法律施行令（平成二十七年政令第二十三号による改正まで反映） 
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第２部 金融に関する制度の企画及び立案 

 

 第３章 金融・資本市場等に関する制度の企画・立案等の取組み 

 

  第１節 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金

決済に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第 28 号） 

 

近年の情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応し、金融の

機能に対する信頼の向上及び利用者等の保護等を図るため、①暗号資産

交換業者に関する規制の整備、②暗号資産を用いたデリバティブ取引や

資金調達取引に関する規制の整備、③顧客に関する情報をその同意を得

て第三者に提供する業務等の金融機関の業務への追加、④店頭デリバテ

ィブ取引における証拠金の清算に係る規定の整備等の措置を盛り込んだ

「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決

済に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第 28 号）」が、

2019 年５月 31 日に成立し、同年６月７日に公布された。（別紙１～２参

照） 

 

注）現行資金決済法上は、「仮想通貨」及び「仮想通貨交換業者」と規定さ

れているが、国際的な動向等を踏まえ、本稿においては、これまでの

実績を含む全ての箇所で、基本的に「暗号資産」及び「暗号資産交換

業者」と記載する。 
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暗号資産交換業者に対し、顧客の暗号資産は、原則として
信頼性の高い方法(コールドウォレット等)で管理することを
義務付け
それ以外の方法で管理する場合には、別途、見合いの弁済
原資(同種・同量の暗号資産)を保持することを義務付け

暗号資産交換業者に対し、広告・勧誘規制を整備

暗号資産の管理のみを行う業者(カストディ業者)に対し、暗号
資産交換業規制のうち暗号資産の管理に関する規制を適用

暗号資産の交換・管理に関する業務への対応

情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための
資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の概要

情報通信技術の進展に伴う
金融取引の多様化

金融の機能に対する信頼向上や
利用者保護等の必要

その他情報通信技術の進展を踏まえた対応

情報・データの利活用の社会的な進展を踏まえ、
金融機関の業務に、顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する業務等を追加
保険会社の子会社対象会社に、保険業に関連するIT企業等を追加

金融機関が行う店頭デリバティブ取引における証拠金の清算に関し、国際的に慣行となっている担保権の設定による方式に
対応するための規定を整備

暗号資産を用いた新たな取引や不公正な行為への対応

暗号資産を用いた証拠金取引について、外国為替証拠金
取引(FX取引)と同様に、販売・勧誘規制等を整備

収益分配を受ける権利が付与されたICO(Initial Coin
Offering)トークンについて、
金融商品取引規制の対象となることを明確化
株式等と同様に、投資家への情報開示の制度や販売・勧誘
規制等を整備

暗号資産の不当な価格操作等を禁止

国際的な動向等を踏まえ、法令上の「仮想通貨」の呼称を「暗号資産」に変更

（別紙１）
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顧客の暗号資産（仮想通貨）の流出事案が発生顧客の暗号資産（仮想通貨）の流出事案が発生

事業規模の急拡大の一方で、
交換業者の態勢整備が不十分
事業規模の急拡大の一方で、
交換業者の態勢整備が不十分

暗号資産（仮想通貨）が投機対象化暗号資産（仮想通貨）が投機対象化

暗号資産（仮想通貨）を用いた
新たな取引が登場

暗号資産（仮想通貨）を用いた
新たな取引が登場

暗号資産（仮想通貨）を巡る経緯と対応

○ マネロン・テロ資金供与対策に関する国際的な要請等を受け、暗号資産（仮想通貨）の交換業者に
登録制を導入（2017年4月施行）

✔ 口座開設時における本人確認等を義務付け

✔ 利用者保護の観点から、一定の制度的枠組みを整備
（最低資本金、顧客に対する情報提供、顧客財産と業者財産の分別管理、システムの安全管理 など）

○ 利用者保護の確保やルールの明確化のための制度整備

○ 国際的な動向等を踏まえ、法令上の呼称を「仮想通貨」から「暗号資産」に変更

対応

（別紙２）
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暗号資産の交換・管理に関する業務への対応

○ FATF（マネロン対策等を扱う国際会議）が、暗号資産
の管理のみを行う業者（カストディ業者）について、
各国協調して規制を課すことを求める勧告を採択

〔2018年10月〕

○ カストディ業者に対し、暗号資産交換業規制のうち、
暗号資産の管理に関する規制を適用
（本人確認義務、分別管理義務 など）

○ 交換業者による過剰な表現を用いた広告・勧誘

○ 広告・勧誘規制を整備
・ 虚偽表示・誇大広告の禁止
・ 投機を助長するような広告・勧誘の禁止 など

暗号資産の管理のみを行う業者への対応過剰な広告・勧誘への対応

○ 交換業者が顧客から預かっていた暗号資産のうち、ホットウォレット
（オンライン）で管理していた暗号資産が流出する事案が複数発生

○ 交換業者に対し、業務の円滑な遂行等のために必要なものを除き、
顧客の暗号資産を信頼性の高い方法（コールドウォレット等）で管理すること
を義務付け
ホットウォレットで管理する顧客の暗号資産については、別途、見合いの

弁済原資（同種・同量の暗号資産）の保持を義務付け

暗号資産の流出リスクへの対応

コールド
ウォレット

顧客から預かった
暗号資産
ホット
ウォレット

コールド
ウォレット

交換業者自身の
暗号資産

コールドウォレット等で管理

・不正アクセスによる
流出リスク
・業務の円滑な遂行等
に必要なものに限定
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○ 暗号資産の取引において、不当な価格操作等が行われている、との指摘

○ 風説の流布・価格操作等の不公正な行為を禁止

○ 移転記録が公開されずマネロンに利用されやすいなどの問題がある暗号資産が登場

○ 交換業者が取り扱う暗号資産の変更を事前届出とし、
問題がないかチェックする仕組みを整備
（注）交換業者が取り扱う暗号資産を審査する自主規制機関とも連携

問題がある暗号資産への対応

暗号資産の取引の適正化等に向けた対応

暗号資産を用いた不公正な行為への対応

x月x日xx時xx分から
■■交換所で●●コインを

一斉に買って価格を吊り上げよう

x月x日xx時xx分から
■■交換所で●●コインを

一斉に買って価格を吊り上げよう

○ 交換業者の倒産時に、預かっていた暗号資産を顧客に優先的に返還するための規定を整備

暗号資産に関するその他の対応

一般的な暗号資産 問題がある暗号資産

記録の
閲覧可能

移
転

移
転記録の

閲覧不可
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○ 詐欺的な事案も多い等の指摘がある中、
ICOに適用されるルールが不明確

○ 収益分配を受ける権利が付与されたトークンについて、
投資家のリスクや流通性の高さ等を踏まえ、
・ 投資家に対し、暗号資産を対価としてトークンを発行する行為に
金融商品取引法が適用されることを明確化
・ 株式等と同様に、発行者による投資家への情報開示の制度や
トークンの売買の仲介業者に対する販売・勧誘規制等を整備

○ 国内の暗号資産の取引の約8割を占める証拠金取引について、
現状では規制対象外

○ 外国為替証拠金取引（FX取引）と同様に、金融商品取引法上の規制
（販売・勧誘規制等）を整備

暗号資産を用いた新たな取引への対応

証拠金
20万円

500万円
相当の
暗号資産

レバレッジ倍率
25倍の場合

顧客→業者

取引可能額
（想定元本）

※ICOは、企業等がトークン（電子的な記録・記号）を発行して、投資家から資金調達を行う行為の総称

暗号資産を用いた証拠金取引への対応

ICO（Initial Coin Offering）への対応

投資家A

企業等

トークン発行

法定通貨 又は 暗号資産

投資家B

ト
ー
ク
ン
売
買

（例）
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情報・データの利活用の社会的な進展を踏まえた対応

○ 現状、保険会社の子会社は、フィンテック・
インシュアテックに関する業務を幅広く営む
ことはできない

○ 保険会社の子会社対象会社に、保険業に
関連するIT企業等を追加

○ 現状、金融機関が保有する情報・データは、
基本的に金融機関自身の業務のみに活用

○ 金融機関が地域企業の経営改善に貢献したり、
利用者のニーズに応えたりできるよう、その
業務に、顧客に関する情報を同意を得て第三者に
提供する業務等を追加

保有する情報を第三者に提供する業務を
金融機関の業務に追加

保険業に関連するIT企業等を
保険会社の子会社対象会社に追加

利用者向け
サービス提供企業

金融機関

情報・データの
保管・分析

保険会社

保険業に関連するIT企業等

顧客

情報・
データの
取得 地域企業

子会社化
情報・
データの
提供

※ 金融機関は、引き続き個人情報保護法令を遵守する必要
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情報通信技術の進展を踏まえたその他の対応

○ 刑事訴訟法等と同様に、金融商品取引法の違反事案の調査において、電子的に保管されたデータの
差押え等を可能とする規定を整備

データの差押え等に関する規定の整備

○ 情報通信技術の進展を背景とした金融機関間での国際的な店頭デリバティブ取引の増加を踏まえ、
国際慣行である担保権の設定による証拠金授受について、円滑な清算を可能とする規定を整備

店頭デリバティブ取引における証拠金の清算に関する規定の整備

取引

Ａ Ｂ

Aの担保権Bの担保権

証拠金 証拠金

現状

見直し後

Ｂ

証拠金が清算の対象外

Ｂ

債権Ａ

Ａ

破綻

破綻
債権債務・証拠金を一括して清算

債権債務を一括して清算

債権
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第２節 企業情報の開示、会計基準及び会計監査の質の向上に向けた取組み 

 

Ⅰ 開示諸制度の整備 

  

有価証券取引の実務や投資家・発行者等のニーズを踏まえ、投資家にとって分か

りやすく、真に必要な投資情報の開示を求める観点から、時宜に応じた企業情報の

開示諸制度の整備を行っている。 

具体的には、以下のような制度整備を行った。 

 

１．投資判断に必要な情報提供の確保や企業と投資家の建設的な対話の促進のため

の制度整備 

  2018年６月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ

報告（別紙１参照）の提言を踏まえ、①内閣府令の改正、②「記述情報の開示に

関する原則」の策定、③「記述情報の開示の好事例集」の公表などの取組みを行

った。（別紙２～４参照） 

 

２．事業報告書と有価証券報告書の共通化・一体化に向けた取組み 

有価証券報告書と事業報告等の記載内容の共通化や一体化を希望する企業への

支援について関係省庁と検討し、一体的開示を行う場合の記載例、スケジュール例

等を公表した（2018年12月）。 

 

３．株式報酬に係る開示規制の見直し及び「会計監査についての情報提供の充実に

関する懇談会」報告書を踏まえた見直し等（別紙５参照） 

 

Ⅱ 開示諸制度の運用 

 

企業等が提出する開示書類について、投資者が投資判断を行うために必要な情報

が、正確かつ分かりやすく、適正に開示されることを確保するため、金融庁では、

各財務局等と連携して、開示書類の審査及び違反行為への対応を行っている。 

具体的には、以下のような対応を行っている。 

 

１．有価証券報告書等の審査 

 

（１）有価証券報告書レビューの実施 

有価証券報告書レビューとして、①法令改正関係審査（法令改正事項につい

て全ての有価証券報告書等提出会社に対して行う審査）、②重点テーマ審査（会

計基準の改正等があった特定の事項に着目し対象企業を抽出して行う審査）、③

情報等活用審査（適時開示や金融庁に提供された情報等に関する審査）を行い、

審査結果及び有価証券報告書の作成に当たり留意すべき事項について、金融庁

ウェブサイト等に公表した（2019年３月）。 
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（２）その他開示書類の審査 

有価証券報告書以外の開示書類についても、適正な開示が確保されるよう、

各財務局等において受理時の審査を行っており、例えば、上場会社の提出する

有価証券届出書を対象にした大規模な第三者割当に該当する場合の有価証券届

出書や公開買付者が提出する公開買付届出書などの記載内容の適正性が確保さ

れているか審査を行い、必要に応じて提出者に訂正を促した。 

 

２．課徴金納付命令に係る審判手続開始決定 

違反行為の的確な抑止を図り、規制の実効性を確保するため、重要な事項につ

いて虚偽の記載のある開示書類を提出するなどした発行者に対して、課徴金納付

命令に係る審判手続開始決定を行った。 

2018 事務年度の課徴金納付命令に係る審判手続開始決定の内訳は以下のとお

りである。 

        

審判手続開始決定の理由   件数 

有価証券報告書等の虚偽記載 10件 

 

３．無届けで募集を行っている者に対する対応 

近年、未公開株、私募債、ファンド等の取引に関して、高齢者を中心にトラブ

ルが多発している。こうした事例の中には、実際には有価証券の募集に該当し有

価証券届出書の提出が必要であるにもかかわらず、当該届出を行わないまま、有

価証券の勧誘・販売を行っている事例が見られる。 

このため、無届募集が疑われる事案について、各財務局等を通じて実態把握に

努め、無届けで募集を行っている発行者に対しては、有価証券届出書の提出の慫

慂を行うとともに、金融庁ウェブサイトにおいて公表し、投資者に対して注意を

呼びかけている。 

 

Ⅲ ＥＤＩＮＥＴ（電子開示システム）の開発状況等 

 

ＥＤＩＮＥＴについては、システムの安定運用に努めるとともに、開示情報利用

者及び開示書類提出者の利便性向上や負担軽減を考慮した開発を行っている。2018

事務年度の状況は次のとおりである。 

 

１．ＥＤＩＮＥＴの稼動状況 

ＥＤＩＮＥＴは、目標である稼働率99.9％以上（年度ベース）を維持し、投資

家等に対し財務情報等を安定的に提供している。 

     

    ２．ＥＤＩＮＥＴの開示情報の提供におけるオープンＡＰＩの導入 
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  ＥＤＩＮＥＴの一層の利便性向上のため、ＥＤＩＮＥＴから利用者が開示情報

を効率的に取得可能となるよう、オープンＡＰＩ（アプリケーション・プログラ

ミング・インターフェース）を導入し、2019年３月から提供を開始した。 

 

３．新元号対応 

ＥＤＩＮＥＴにおける和暦での入出力を新元号で行うためのシステム改修を実

施した。 

 

Ⅳ 会計基準の品質向上に向けた取組み 

  

会計基準は、資本市場において、投資家が投資判断を行うに当たって企業の経営

成績や財政状態等を測定するための重要なインフラである。我が国上場企業等にお

いて使用される会計基準を、より高品質なものとするため、関係機関と連携して以

下の取組みを行った。 

 

１．会計基準にかかる我が国の対応と国際的動向 

 

（１）国際会計基準（ＩＦＲＳ）の任意適用企業の拡大促進 

関係者によるこれまでの取組みの結果、ＩＦＲＳ任意適用企業数（適用予定

企業数を含む）は、2019年６月末時点で218社、全上場企業の時価総額の35.6％

まで増加した。（別紙６参照） 

 こうした動きを更に後押しするべく、2018年に引き続き、ＩＦＲＳへ移行し

た企業の経験を共有するためのセミナーを2019年３月に開催した（主催：会計

教育研修機構）。また、ＩＦＲＳ任意適用企業における本邦通貨以外の通貨によ

る表示について、制度上の取扱いを明確にするため、2019年１月に内閣府令を改

正した。 

 

（２）ＩＦＲＳに関する国際的な意見発信の強化 

企業会計基準委員会（ＡＳＢＪ）において、のれんの会計処理やリサイクリ

ング（その他の包括利益に計上した項目を、純利益に振り替える会計処理）に

ついて国際会議の場で意見発信等を行う等、関係者が連携して、あるべきＩＦ

ＲＳの内容についての我が国の考え方の発信を行った。 

 

（３）日本基準の高品質化 

ＡＳＢＪにおいて、2019年７月に時価算定会計基準を策定・公表した。また、

2019年３月にはリース会計基準の開発に着手したほか、金融商品会計基準につ

いては、2018 年８月から 11 月まで見直しについての意見募集を実施し、見直

しに向けた検討が進められている。 

 

（４）国際会計人材の育成 
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財務会計基準機構において、「国際会計人材ネットワーク 」（注）の登録者

等を対象に、国際的に活躍する人材の経験・知識を共有するためのシンポジウ

ム（2019年３月）を開催したほか、登録者同士の横のネットワーク作りに役立

てるための定例会（2018年８月、12月）を開催した。 

（注）ＩＦＲＳに関して国際的な場で意見発信できる人材の育成、ＩＦＲＳ等

に関する知識・経験が豊富で会計実務を支える人材の裾野拡大を目的とし

て、2017年４月に構築。 

 

２．国際的な会計基準設定プロセスへの関与 

 

 ＩＦＲＳは、単一で高品質な国際基準を実現するという目標を掲げるＩＦＲ

Ｓ財団により策定されており、本財団はＩＡＳＢ、ＩＦＲＳ財団評議員会等で

構成されている。ＩＡＳＢは、ＩＦＲＳを開発する独立した基準設定主体であ

り、基準の開発および改訂の検討項目の設定、プロジェクト計画の策定等を行

う権限を有しており、14 名の構成メンバーのうち１名が日本人となっている。

一方、ＩＦＲＳ財団評議員会は、ＩＡＳＢの活動状況の監督、財団の資金調達

等を担っており、22名の構成メンバーのうち２名が日本人となっている。さら

に、ＩＡＳＢと各国会計基準設定主体の連携の枠組みである会計基準アドバイ

ザリー・フォーラム（ＡＳＡＦ）には、当初より日本からＡＳＢＪがメンバー

として参加しており、ＡＳＢＪは、ＡＳＡＦ会合においてディスカッション・

ペーパーを提出する等、基準開発に積極的に参画している。 

また、ＩＦＲＳ財団のガバナンスを監視する機関として、各国資本市場当局

の代表者から構成されるＩＦＲＳ財団モニタリング・ボード（ＭＢ）が設置さ

れており、当初より金融庁は恒久メンバーとして参加している。 

さらに、金融庁は、証券市場における会計上の問題を検討している証券監督

者国際機構（ＩＯＳＣＯ）等の国際会議にもメンバーとして参加し、海外当局

との連携強化を図るとともに、国内関係者とも協調して積極的な意見発信を行

っている。 

 

Ⅴ 会計監査の信頼性確保に向けた取組み 

 

１．会計監査の質の向上 

近年の不正会計事案等を受け、「会計監査の在り方に関する懇談会」において、

会計監査の信頼性確保に向けた幅広い取組みが提言され（別紙７参照）、「監査法

人のガバナンス・コード」の策定（別紙８参照）「監査法人のローテーション制度

に関する調査報告（第一次報告）」の公表（別紙９参照）等の取組みが行われてき

た。 

特に、会計監査に関する情報提供の充実の観点から、2018 事務年度は、2018

年７月に、企業会計審議会において、監査報告書に、「監査上の主要な検討事項」

の記載を求めること等を内容とする監査基準の改訂を行い、11月には内閣府令の
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改正を行った。 

また、通常と異なる監査意見が表明された場合等、監査人に対してより詳細な

資本市場への情報提供が求められるケースにおける対応のあり方について検討す

るため、「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」を開催し、2019

年１月に報告書をとりまとめ公表した。（別紙10参照） 

報告書の指摘を受け、監査報告書の記載については、2019年５月に企業会計審

議会における議論を踏まえ監査基準等の改訂のパブリックコメントを実施したほ

か、監査人の交代時の開示については、同年６月に内閣府令の改正を行った。 

このほか、監査法人のガバナンス強化について、公認会計士・監査審査会とも

連携し、各監査法人が適用した「監査法人のガバナンス・コード」の実効性につ

いて検証した。 

  

２．国際監査基準（ＩＳＡ）への対応 

金融庁は、適正な会計監査の確保に向けた監査基準等の整備のため、監査基準

をめぐる国際的な議論の把握を行うとともに、ＩＯＳＣＯ、監査監督機関国際フ

ォーラム（ＩＦＩＡＲ）を通じて、国際監査・保証基準審議会（ＩＡＡＳＢ）の

基準設定プロセスに参画している。 

 

Ⅵ 公認会計士・監査法人等に対する監督 

 

公認会計士・監査法人による監査は、財務書類の信頼性確保のために極めて重

要な役割を果たすものであり、適正な会計監査の確保を図ることが重要である。

このため、金融庁は、公認会計士・監査法人等の非違事例等について、法令に基

づく厳正な処分を行うなど、公認会計士・監査法人等に対する適切な監督に努め

ている。 

2018事務年度においては、運営が著しく不当であるとして、公認会計士・監査

審査会から処分勧告が行われた１監査法人に対し業務改善命令を発出するなど、

以下の処分を行っている。 

 

処分年月 処分対象 処分内容 処分理由 

2018年９

月 

監査法人アヴァン

ティア 
業務改善命令 著しく不当な業務運営 

2018年10

月 

公認会計士１名 業務停止３月 信用失墜行為 

（結論の基礎となる証拠を得ずに

結論表明） 公認会計士１名 戒告 

2018年11

月 
公認会計士１名 業務停止３月 

信用失墜行為 

（税理士法に基づく業務停止処

分） 
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2019年５

月 
公認会計士１名 業務停止４月 

信用失墜行為 

（税理士法に基づく業務停止処

分） 

2019年５

月 
公認会計士１名 業務停止３月 

信用失墜行為 

（税理士法に基づく業務停止処

分） 

2019年５

月 
公認会計士１名 業務停止３月 

信用失墜行為 

（税理士法に基づく業務停止処

分） 

2019年５

月 
公認会計士１名 業務停止３月 

信用失墜行為 

（税理士法に基づく業務停止処

分） 

（参考） 

 2015年 

６月末 

2016年 

６月末 

2017年 

６月末 

2018年 

６月末 

2019年 

６月末 

公認会計士の

登録数(人) 
27,351 28,343 29,458 30,365 31,153 

監査法人の数

(法人) 
218 217 223 230 237 

 

Ⅶ 公認会計士の魅力向上に向けた取組み 

 

公認会計士及び公認会計士試験合格者が経済社会の幅広い分野で活用されるこ

とを目指して、2009年以降、金融庁、公認会計士・監査審査会、日本公認会計士協

会、日本経済団体連合会、金融４団体による意見交換会を開催してきたところ。金

融庁においては、課題解決に向けて必要な当面の対応策について、アクションプラ

ンとして策定しており、組織内会計士のネットワークの強化、会計大学院協会との

連携及び若年層を対象とした広報活動などの施策を盛り込んでいる。 

2018事務年度は、引き続き、上記の施策や、組織内会計士の活躍状況の記載を更

に充実させた試験合格者等向けパンフレットの作成、組織内会計士による大学での

講演の実施など、関係団体と連携しつつ、公認会計士の魅力向上に向けた取組みを

行った。 

 

  

Ⅷ ＩＦＩＡＲを通じたグローバルな監査の品質向上に向けた積極的な貢献 

 

監査監督機関国際フォーラム（ＩＦＩＡＲ）は 55 カ国・地域の監査監督当局が

加盟する国際機関である。我が国からは金融庁及び公認会計士・監査審査会が加盟

しており、代表理事会及び全てのワーキング・グループに積極的に参加し、監査品
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質向上に向けた議論に貢献している。ＩＦＩＡＲは2017年４月に金融関係国際機関

としては初めて、我が国（東京）に本部となる事務局を設置したところであり、金

融庁及び審査会は、我が国資本市場の国際的な地位向上等の観点から、事務局の円

滑な運営に必要な支援を行っている。（別紙11参照） 

2019年４月に開催されたＩＦＩＡＲ年次総会では、各国の当局検査結果の監査委

員会への共有に関するパネルディスカッションにおいて我が国の取組について紹介

する等、積極的な貢献を行った。 

また、我が国における監査品質に関する意識の向上を図る観点から、国内におけ

る監査のステークホルダーを会員とする「日本ＩＦＩＡＲネットワーク」第３回総

会を同年６月に開催し、ＩＦＩＡＲ事務局からＩＦＩＡＲ年次総会における議論の

還元がなされた。（別紙12～13参照） 
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金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告（概要）

財務情報、及び、財務情報をより適切に理解するための
記述情報を充実。
（例えば、経営戦略、経営者による経営成績等の分析（MD&A：
Management Discussion and Analysis）、リスク情報など）

企業と投資家との対話の観点から求められるガバナンス
情報の提供。
（例えば、役員報酬の算定方法、政策保有株式の保有状況など）

情報の信頼性を投資家が判断する際に有用な情報の充実と、
情報の適時な提供。
（例えば、監査人の継続監査期間など）

EDINETの利便性の向上、有価証券報告書の英文による開示
の推奨など。

報告の内容

③ 開示ルールの策定

（内閣府令改正）

① プリンシプルベースの

ガイダンスの策定

② 開示のベストプラクティス

の収集・公表

企業が経営目線で経営戦略・

MD&A・リスクを把握・開示

していく上でのプリンシプルを

企業や投資家を交えて議論し、

ガイダンスを策定

今後の取組み

役員報酬（報酬プログラム、

報酬実績）

政策保有株式

監査人の継続監査期間 等

（別紙１）
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金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告に基づく開示府令改正の概要
（2019年1月31日公布・施行）

経営方針・経営戦略等について、市場の状況、競争優位性、主要製品・サービス、顧客基盤等に関する
経営者の認識の説明を求める

事業等のリスクについて、顕在化する可能性の程度や時期、リスクの事業へ与える影響の内容、リスク
への対応策の説明を求める

会計上の見積りや見積りに用いた仮定について、不確実性の内容やその変動により経営成績に生じる
影響等に関する経営者の認識の記載を求める 等

役員の報酬について、報酬プログラムの説明（業績連動報酬に関する情報や役職ごとの方針等）、プロ
グラムに基づく報酬実績等の記載を求める

政策保有株式について、保有の合理性の検証方法等について開示を求めるとともに、個別開示の対象
となる銘柄数を現状の30銘柄から60銘柄に拡大する 等

監査役会等の活動状況（監査役会の開催頻度、主な検討事項、個々の監査役の出席状況等）、監査法
人による継続監査期間等の開示を求める 等

主な改正内容

適用時期

① 2019年3月期から適用（上記「Ⅱ建設的な対話の促進に向けたガバナンス情報の提供」欄に記載の項目等）
② 2020年3月期から適用（①以外）

（別紙２）
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記述情報の開示に関する原則の概要

○ 記述情報の中でも、経営方針・経営戦略等、経営成績等の分析、リスク情報を中心に、有価証券報告書に
おける開示の考え方等を整理することにより、

。

目 的

構 成

位置付け

１．経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
1-1. 経営方針・経営戦略等

1-2. 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

1-3. 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

２．事業等のリスク

３．経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・
フローの状況の分析（MD＆A）
3-1. MD＆Aに共通する事項

3-2. キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の

財源及び資金の流動性に係る情報

3-3. 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2018年 6月の金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告を受け、記述情報についての
を策定。 （2019年３月19日公表）

○ 本原則は、 が、企業において、本原則に沿った
。

○ 本原則に対応した開示例の公表により、 とともに、必要に
応じ、 することも検討。

：記述情報の開示全般に共通する考え方及び
望ましい開示に向けた取組みを提示

：記述情報の中でも、投資家による適切な投
資判断を可能とし、また、建設的な対話に
つながる項目である、経営方針・経営戦略
等などについて、開示の考え方及び望まし
い開示に向けた取組みを提示

（別紙３）
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○ 取締役会や経営会議における経営方針・業績評価・経営リスクに関する議論のディスクロージャーへの
適切な反映

○ 経営トップによるディスクロージャーに関する基本方針の提示

経営目線の議論の適切な反映

重要性（マテリアリティ）

○ 情報の重要性（マテリアリティ）の判断における業績に与える影響度及びその発生の蓋然性の考慮、
並びに、重要性のディスクロージャーへの適切な反映

○ 経営上、事業ポートフォリオのあり方についての検討が求められている中、経営の目線を十分に踏ま
えた深度あるセグメント情報の開示

セグメント情報

分かりやすさ

○ より分かりやすい開示の実現に向けた、図表、グラフ、写真等の積極的な活用

資本コスト等に関する議論の反映

○ 取締役会や経営会議における、成長投資・手許資金・株主還元のあり方や資本コストに関する議論、
並びに、それらを踏まえた今後の経営の方向性のディスクロージャーへの適切な反映

（注） 決算説明資料や年次報告書などを作成している場合には、それらにおける図表、グラフ、写真等を法定開示書類に取り
入れることも考えられる。その際には、重要な情報が必要かつ十分に開示されるよう配意が必要。

「記述情報の開示に関する原則」総論のポイント
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「記述情報の開示の好事例集」の概要

○ 好事例集の章立ては、「記述情報の開示に関する原則」各論の項目と対応。

⇒ 好事例集と「記述情報の開示に関する原則」とを併せて利用することで、より両者についての理解が深まる。

○ それぞれの開示例では、好事例として着目したポイントを青色のボックスにコメント。

当該コメントは、「記述情報の開示に関する原則」と対応。

○ 好事例集では、有価証券報告書における開示例に加え、任意の開示書類（いわゆる統合報告書など）における開示例

のうち有価証券報告書における開示の参考となりうるものも紹介。

⇒ 青色のボックスのコメントを参考に、当該開示例の要素が有価証券報告書に取り込まれることを期待。

○ 好事例集は、随時更新を行う予定。

2018年 6月の金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告を受け、投資家・アナリスト
及び企業からなる勉強会を開催し、 を収集・公表。

（別紙４）
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平成 31 年４月 19 日 

金融庁 

「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令（案）」等の公表について 

金融庁では、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令（案）」等を以下のとおり

取りまとめましたので、公表します。 

１．主な改正内容 

①株式報酬に係る開示規制の見直し 

近年、経営陣等にインセンティブを付与するための業績連動報酬としての株式報酬

の導入が広がっており、労務の対価として一定期間の譲渡を制限した株式（譲渡制限

付株式）を交付する企業が増加しています。 

これを踏まえ、（１）交付対象者が発行会社等の役員等に限られていること、（２）

発行する株式に譲渡についての制限に係る期間が設けられていることを条件に、当該

譲渡制限付株式の募集又は売出しについては、ストック・オプションと同様、有価証

券届出書の提出を不要とし、臨時報告書の提出事由とします。 

具体的な改正内容は別紙１・別紙２・別紙３をご参照ください。 

②「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」報告書を踏まえた見直し 

監査人の異動に関して、臨時報告書へ監査役等の意見の記載や当該異動する監査人

の意見をより積極的に記載できるようにします。また、臨時報告書へ監査人の異動の

実質的な理由の記載がなされるよう、企業内容等開示ガイドラインに具体的な交代理

由を例示します。 

具体的な改正内容は別紙４・別紙５をご参照ください。 

③電子開示手続等を行う場合の電子証明書の使用に関する留意事項の見直し 

開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続又は任意電子開示手続を行う場

合に、電子証明書を使用することができるとした留意事項を廃止します。 

具体的な改正内容については、別紙６を御参照ください。 

２．施行・適用について（予定） 

本パブリックコメント終了後、所要の手続きを経て公布・施行予定です。 

これらの案について御意見がありましたら、2019 年 5 月 20 日（月）12 時 00 分（必

着）までに、住所（法人・団体等の場合は主たる事業所の所在地）、氏名（法人・団体

等の場合は法人・団体名及び意見提出者の氏名）、連絡先電話番号及び電子メールアド

レスを記載の上、郵便又はファックスにより下記送付先にお寄せください。電話による

御意見は御遠慮願います。 

インターネットによる御意見は、下記 e-Gov ウェブサイトにお寄せください。 

御意見をお寄せいただいた方の氏名（法人・団体等の場合にあっては法人・団体名を

含む）については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させて

いただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見

（別紙５）
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の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、

（１）個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は（２）

法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、

には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。 

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に

連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させて

いただく場合に利用します。 

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。 

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。（e-Gov へリンク）

御意見の送付先 

金融庁企画市場局企業開示課 

郵便 : 〒100－8967 

  東京都千代田区霞が関３－２－１ 中央合同庁舎第７号館 

ファックス : 03-3506-6266 

ＵＲＬ : https://www.fsa.go.jp/ 

お問い合わせ先 

金融庁 Tel : 03-3506-6000（代表） 

上記①に関する内容：企画市場局企業開示課（内線 3665、3846） 

上記②に関する内容：企画市場局企業開示課（内線 3661、2768） 

上記③に関する内容：企画市場局企業開示課（内線 3653、2761） 

①株式報酬に係る開示規制の見直し案

（別紙１） 金融商品取引法施行令新旧対照表（PDF：71KB） 

（別紙２） 企業内容等の開示に関する内閣府令新旧対照表（PDF：122KB） 

（別紙３） 企業内容等の開示に関する留意事項について（企業内容等開示ガイドライ

ン）新旧対照表（PDF：34KB） 

②「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」報告書を踏まえた見直し案

（別紙４） 企業内容等の開示に関する内閣府令新旧対照表（PDF：106KB） 

（別紙５） 企業内容等の開示に関する留意事項について（企業内容等開示ガイドライ

ン）新旧対照表（PDF：46KB）

③電子開示手続等を行う場合の電子証明書の使用に関する留意事項の見直し案

（別紙６） 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について

（電子開示手続等ガイドライン）新旧対照表（PDF：28KB） 
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会計監査の信頼性確保に向けて
「会計監査の在り方に関する懇談会」提言

監査法人のガバナンス・コード
（監査法人の組織的な運営のためのプリンシプルの確立、

コードの遵守状況についての開示）

大手上場会社等の監査を担える監査法人を増やす環境整備
（コードの適用による大手・準大手監査法人の監査品質の向上等）

企業による会計監査に関する開示の充実
（有価証券報告書等における会計監査に関する開示内容の充実）

会計監査の内容等に関する情報提供の充実
（監査法人や当局による情報提供の充実、監査報告書の透明化、
監査人の交代理由等に関する開示の充実等）

1．監査法人のマネジメントの強化

2．会計監査に関する情報の株主等への提供の充実

会計士個人の力量の向上と組織としての職業的懐疑心の発揮
（監査の現場での指導や不正対応に係る教育研修の充実等）

不正リスクに着眼した監査の実施
（監査基準、不正リスク対応基準等の実施の徹底）

3．企業不正を見抜く力の向上

監査法人の独立性の確保
（監査法人のローテーション制度についての調査の実施）

当局の検査・監督態勢の強化
（公認会計士・監査審査会の検査の適時性・実効性の向上、
監査法人に対する監督の枠組みの検証等）

日本公認会計士協会の自主規制機能の強化
（品質管理レビュー等の見直し等）

企業の会計監査に関するガバナンスの強化
（監査人の選定・評価のための基準の策定、監査役会等の 独立
性・実効性確保、適切な監査時間の確保等）

実効的な内部統制の確保
（内部統制報告制度の運用と実効性の検証）

監査におけるITの活用（協会において検討を継続）

その他（試験制度・実務補習等の在り方の検討）

4．「第三者の眼」による会計監査の品質のチェック

5．高品質な会計監査を実施するための環境の整備

有効なマネジメントのもと、高品質で透明性の高い会計監査を提供する監査法人が評価・選択される環境の確立

⇒ 高品質で透明性の高い監査を提供するインセンティブの強化、市場全体における監査の品質の持続的な向上

平成28年3月

（別紙７）
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監査法人の組織的な運営に関する原則（監査法人のガバナンス・コード）のポイント

〔組織体制（経営機能） 〕

○経営陣の役割の明確化

○経営陣にマネジメント能力を備えた人物の選任

〔組織体制（監督・評価機能）〕

○独立性を有する第三者の活用

〔業務運営〕

○経営陣と監査チームとの間の円滑な情報共有

○人材育成・人事管理に係る方針の策定

・職業的懐疑心の発揮に向けた動機付け

○監査チームと被監査会社との深度ある意見交換

〔透明性の確保〕

○本原則の適用状況等についての分かりやすい開示

○開示内容について外部との積極的な意見交換

○監査法人内外からの意見を踏まえたマネジメントの改善（ＰＤＣＡの実行）

監督・評価機関

・監査委員会 等

監査
チーム

企
業

企
業

経営機関
・理事長
・経営委員会等

監査

監査法人

監査
チーム

企
業

企
業

〔監査法人が果たすべき役割〕

○監査法人の公益的な役割を確認

○会計監査の品質を、組織として向上

○開放的な組織文化・風土の醸成

（別紙８）

- 135 -



監査法人のローテーション制度については、国内の監査法人、企業、機関投資家等の関係者からのヒアリング等を実
施し、更なる調査・検討を進めていくことが適当。

「監査法人のローテーション（注）を導入した場合のメリットとデメリット等について、金融庁において、欧州・米国の最近
の動向も踏まえて、深度ある調査・分析を実施すべき」。

（注）企業が監査契約を締結する監査法人を一定期間毎に交代させることを義務付ける制度。

ああああああああああ
ああああああああああ
あああああああ

あ

企業と同一監査法人と
の監査契約の固定化

• 企業による自主的な
監査法人の交代は進
まず。

- 東芝のケースでは同一
監査法人が47年継続

- TOPIX上位100社のうち、
この10年間に監査法人
が交代したのは5社

欧州における監査法人のローテーション制度導入

• EUでは、上場企業等に対し、その会計監査を担当する監査法
人を一定期間毎にローテーションさせる義務を課す規則を
2016年６月より実施。
（規則の概要）
同一の監査法人による監査期間は、原則として、最長10年（当該監査法人が再び
監査を行うためには、交代後、４年間以上のインターバルが必要）。

⇒導入の効果については、なお見極めに時間を要するが、欧

州当局からのヒアリングによると、監査法人のローテーション
制度導入による混乱はこれまでのところ見られていない。

「パートナーローテーショ
ン」の有効性の検証

• 過去の不正会計事案
において、パートナー
ローテーションは抑止
効果を発揮できず。

調査報告のポイント

監査法人のローテーション制度については、2006年の金融審議会公認会計士制度部会において検討が行われたが、①
監査法人の交代により監査人の知識・経験の中断が生じうることや、②大手監査法人の数が限られ、現実的に交代が困
難になるおそれがあること等の観点から、その導入は見送られ、パートナーローテーション制度（注）の強化がなされた。

（注）監査法人は交代させないが、企業の監査を担当するパートナーを監査法人内で一定期間毎に交代させることを義務付ける制度。

〔参考〕

「会計監査の在り方に関する懇談会」提言（2016年３月）

監査法人のローテーション制度に関する第一次調査報告 （別紙９）
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「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」報告書の概要
― 通常とは異なる監査意見等に係る対応を中心として ―

監査人が、会計監査の最終的な受益者である株主・投資家等の財務諸表利用者に対し、自ら行った監査に係る説明を行う
ことは、監査人の職責に含まれるものであり、会計監査の品質向上・信頼性確保に向けた自律的な対応の一環として、監査
人は、自らの説明責任を十分に果たしていくことが求められる。

現状 対応

通常とは異なる監査意見等（限定付適正意見、不適正意見、意見不表明）についての説明・情報提供

監査報告書
の記載

監査報告書において、監査意見に至っ
た理由が不十分。
（例：限定付適正意見の場合になぜ不適正で
はないと判断したかの説明が不十分）

監査報告書において、意見の根拠を十分かつ適切に記載。

・ 限定付適正意見： なぜ不適正意見ではないと判断したか
・ 意見不表明：なぜ意見表明できないという極めて例外的な状況に至ったのか

監査報告書
以外での
追加的な説明

監査報告書以外に、監査人からの追加
的な説明を受ける機会がない。
（例：株主総会での会計監査人の意見陳述と
いう会社法上の枠組みが活用されていない）

監査人は、株主総会での意見陳述の機会を活用し、追加的な説明
を行う。企業側も、株主総会の議事運営にあたり、監査人の意見陳
述の機会を尊重。

四半期決算など株主総会の機会を活用できない場合であっても、適
切な説明の手段を検討。
監査役等は、監査人による追加的な説明を促す。

監査人の交代に関する説明・情報提供

監査人の

交代理由の
開示

監査人の交代に際し、実質的な交代理
由が開示されていない。（単なる「任期
満了」との記載が概ね半数以上）

企業及び監査人は、監査人の交代理由について、実質的な内容
（例：監査報酬や会計処理に関する見解の相違等がある場合はそ
の内容）を記載。

監査人が株主等に対して必要な説明・情報提供を行うことは、公認会計士法
上の「正当な理由」に該当し、守秘義務違反とならないことを明確化。

（別紙10）
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○ IFIAR加盟国(55カ国・地域)

※下線を引いてある24カ国・地域は監査監督情報交換に関する多国間覚書（IFIAR MMOU）の署名国。

○ IFIAR組織図

IFIAR組織構成及び加盟国

（2019年６月末現在）

（別紙11）

（日本を含む16か国より構成）

北米（2）

ブラジル(CVM)
ケイマン(AOA)

アメリカ(PCAOB)
カナダ(CPAB)

エジプト(AOB/EFSA)
ボツワナ(BAOA)
南アフリカ(IRBA)
モーリシャス(FRC)

欧州（32）

インドネシア(PPAJP)
韓国(FSC/FSS)

シンガポール(ACRA)
スリランカ(SLAASMB)

タイ(SEC)
チャイニーズタイペイ(FSC)
日本(CPAAOB/FSA)
フィリピン(SEC)
マレーシア(AOB)
オーストラリア(ASIC)
ニュージーランド（FMA）

アイルランド(IAASA)
アルバニア(POB)
イギリス(FRC)

イタリア(CONSOB)
オーストリア(ASA)
オランダ(AFM)
キプロス(CyPAOB)
ギリシャ(AAOB/ELTE)
クロアチア(APOC)
ジブラルタル(FSC)
スイス(FAOA)

スウェーデン(SBPA/RN)
スロバキア(UDVA)

スロベニア(ANR/APOA)
スペイン(ICAC)
チェコ(RVDA)
デンマーク(DBA)
ドイツ(AOC(APAK))

ノルウェー(The FSA)
ハンガリー(APOC)
フィンランド(AB3C)
フランス(H3C)

ブルガリア(CPOSA)
ベルギー(CRME/KVI)
ポーランド(AOC)
ポルトガル(CNSA)
リトアニア(AAA)

リヒテンシュタイン(FMA)
ルーマニア(ASPAAS)
ルクセンブルグ(CSSF)
ジョージア（SARAS）
ロシア(MOF/FSFBO) 中東（4）

アブダビ(ADAA)
サウジアラビア(CMA)

ドバイ(DFSA)
トルコ(POA/CMA)

中南米（2）

アフリカ（4）アジア（11）
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日本IFIARネットワーク Japan Network for IFIAR

○監査監督機関国際フォーラム（IFIAR イフィアール）は、我が国に事務局をおく
初の金融関係国際機関となる。
○我が国の国際的地位や東京の金融センターとしての地位の向上のため我が国産官学
をあげた支援が必要。
○誘致過程で支援表明したステークホルダーより、IFIARとの関係強化に強い期待。

○会員 別紙の各団体

○活動内容

①IFIAR事務局の国内におけるネットワーキングへの寄与

②我が国における監査に関する議論をIFIAR事務局へインプット

③IFIAR要人や金融庁担当者によるセミナーや寄稿等を通じIFIARにおける

取組みを紹介

ネットワークの会員・活動内容

背景

⇒ 世界の主要な金融資本市場である我が国で活動するステークホルダーによる
ネットワークを築き、IFIARとの関係を強化し、IFIAR事務局の活動支援と
我が国における監査品質に関する意識向上を図り、IFIARが目指すグローバルな
監査品質の向上に貢献する。

（別紙12）
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日本 IFIAR ネットワーク 会員 

 
【会計監査税務】 

○日本監査研究学会 
○日本監査役協会 
○日本公認会計士協会 
 日本税理士会連合会 
○日本内部監査協会 
 

【経済界】 

 経済同友会 
○日本経済団体連合会 
  

【金融資本市場】 

 金融先物取引業協会 
 国際銀行協会（ＩＢＡ） 

 信託協会 

 生命保険協会 
○全国銀行協会 
 第二種金融商品取引業協会 
 投資信託協会 
 日本証券アナリスト協会 
○日本証券業協会 
 日本損害保険協会 
 日本投資顧問業協会 
○日本取引所グループ 
○日本ＩＲ協議会 

 
【その他】 

 日本弁護士連合会 
 

【オブザーバー】 

東京都 
 

計 22団体 
 

（注１）各分類内で 50音順 

（注２）○印は、ネットワークの行事を企画する企画委員会に所属

する会員。計９会員。 

（別紙 13） 
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第３節 その他金融・資本市場等に関する各種施策等 

 

Ⅰ 金融商品取引業等に関する諸制度の整備・検討 

 

１．店頭ＦＸ業者の決済リスクへの対応について 

 

「店頭ＦＸ業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会」の報告を踏まえ、

金融商品取引業等に関する内閣府令の改正等を行った。（別紙１参照） 

 

２．市場の活性化や規制の合理化に係る取組み 

 

市場の活性化や規制の合理化に係る制度整備として、内閣府令等の改正を行っ

た（2019年６月５日公布・施行）。（別紙２参照） 

 

（１）ＰＴＳ信用取引に係る所要の措置 

 

（２）海外系Ｇ－ＳＩＢ子会社へのＴＬＡＣ規制の導入に向けた所要の措置 

 

（３）広告等における法定記載事項の緩和 

 

（４）不動産ファンド・リート間における不動産信託受益権の相互間取引に関する

規制緩和 

 

３．情報技術の進展に伴う現行規制の点検 

 

金融審議会「市場ワーキング・グループ」（第17～19・24回）における議論（注）

を踏まえながら、情報技術の進展に伴う現行規制の点検を行った。 

（注）なお（１）～（３）に関しては、同ワーキング・グループにおいて、法制

度の見直しの方向性について取りまとめがなされた（2018年12月27日公表）。

（別紙３参照） 

 

（１）契約締結前交付書面等の見直し 

 

（２）犯則調査における証拠収集・分析手続 

   第２部第３章第１節参照。 

 

（３）非清算店頭デリバティブ取引の証拠金規制 

第２部第３章第１節参照。 

 

（４）ダークプール取引の透明化等に向けた対応（別紙４参照） 
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Ⅱ 金融商品取引所をめぐる動き（総合取引所の実現等） 

 

１．総合取引所の実現について（別紙５参照） 

 

２．市場構造の在り方について（別紙６参照） 

第２部第５章第１節参照。 

 

Ⅲ 証券・デリバティブ決済システムをめぐる動き 

 

１．店頭デリバティブ取引に係る規制の同等性評価（別紙７参照） 

 

２．証券決済・清算態勢の強化 

安全かつ利便性の高い証券決済システムの構築の一環として、証券の決済期間

短縮化に向けた取組みが進められた。上場株式・上場ＥＴＦ・上場ＲＥＩＴ等の

取引のＴ＋２化（約定日から２日後決済）については2019年７月16日から、国

債リテール・一般債取引のＴ＋２化については2020年７月13日から実施するこ

とが予定されている。 

 

Ⅳ 東京国際金融センターの推進 

 

 １．「金融業の拠点開設サポートデスク」による新規参入の促進 

「日本再興戦略2016」（2016年６月２日閣議決定）において、東京国際金融セ

ンター推進の観点から「日本拠点の設置を検討している海外のアセット・マネー

ジャー／オーナーに対する一元的な窓口を金融庁内に設置し、相談を受け付ける」

との方針が示された。 

上記方針を踏まえ、金融庁においては、金融業の登録申請等をスムーズに進め

る「ファストエントリー」を実現するため、2017 年４月に、「金融業の拠点開設

サポートデスク」を開設し、海外金融事業者等の日本拠点の開設を促進している。

（別紙８参照） 

金融業の拠点開設サポートデスクを通じて、2018事務年度は、12社の海外資産

運用業者等の業登録を完了した。 

 

２．プロモーションイベントへの参加 

また、東京都が主催する金融プロモーションイベント等に参加し、国内外の金

融事業者や海外当局に対して、新規参入･イノベーションの促進に向けた金融庁の

取組みやメッセージを発信した。 
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取引データの保存・報告制度
の充実

取引データの保存・報告制度
の充実

顧客に不利な価格で約定す
るといった不正な取引等を検証
できるようにするため、取引デー
タの保存・報告体制を整備。

ストレステストを通じた
自己資本の拡充

ストレステストを通じた
自己資本の拡充

店頭FX取引に伴うリスクが実
現し損失を抱えた場合であっても、
これを吸収できるだけの十分な自
己資本を確保させるため、厳格か
つ適正なストレステストを実施。

店頭FX業者の決済リスク
が顕在化した場合には、投
資者や取引先に影響を及
ぼす可能性があることから、
リスク情報を開示。

リスク情報の開示リスク情報の開示

〇 金融商品取引業協会の規則（※）に
基づく取引データの保存・報告
（保存項目）
・ 顧客提示レート
・ カバー取引のレート 等

（報告項目）
・ 取引の種類、数量
・ 通貨ペア
・ 約定レート 等

〇 金融商品取引業協会の規則（※）に
基づくストレステストの実施

過去最大の相場変動により店頭FX業者
の３つのリスク（①顧客未収金リスク、②
未カバーポジションリスク、③カバー先の破
綻リスク）に想定上の最大損失が実現す
ることを想定

〇 ストレステストの結果、必要があると認
められる場合には、経営の健全性を確保
するための措置を講じること

店頭FX業者の決済リスク管理の強化に向けた対応

〇 店頭FX取引について、その市場規模の拡大に伴い、金融市場に与える影響が増大しているこ
とを踏まえ、店頭FX業者に対し、決済リスク管理強化等の観点から、次の対応を求める。

〇 未カバー率
店頭FX取引のカバーされていない
ポジションは、為替相場の変動を
直接受けるため

〇 カバー取引の状況
カバー取引先が破綻した場合には、
再構築コスト等が発生するため

〇 平均証拠金率
店頭FX取引の証拠金率が低い
場合には、顧客未収金リスクが大
きくなるため

※ 金融庁長官が指定するものに限る。

（別紙１）
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令和元年６月５日  

金融庁 

 

「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

（案）」に対するパブリックコメントの結果等について 
 

１．パブリックコメントの結果 

金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

（案）」について、平成 31 年３月 20 日（水）から平成 31 年４月 19 日（金）にかけ

て公表し、広く意見の募集を行いました。 

その結果、７の個人及び団体より延べ 25 件のコメントをいただきました。本件に

ついて御検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。 

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方

は、別紙１を御覧ください。このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せい

ただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきま

す。 

 

【改正の概要】 

市場の活性化や規制の合理化に係る施策として、下記のとおり府令の改正を行うも

のです。 

 

（１）私設取引システム（Proprietary Trading System:PTS）信用取引に係る所要の

措置 

PTS における信用取引について、空売り規制（ネイキッド・ショートセリングに係

る裏付け確認及び価格規制）の適用除外とする等、金融商品取引所における信用取引

に係る規制と同等の手当を行う。 
・金融商品取引業等に関する内閣府令（第１７条、第１９条、第１１７条、第１５８条の３） 

・有価証券の取引等の規制に関する内閣府令（第９条の３、第１５条、第１５条の３、第５９

条、第６３条） 

・金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令（第６条） 

・金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 

 

（２）海外 G-SIB 子会社への TLAC 規制の導入に向けた所要の措置（TLAC 規制の導入

についてはこちらをご参照ください。） 

 海外 G-SIB を親会社とする金融商品取引業者等の一部を TLAC 規制（※）の対象と

するため、親会社との間において、業務の継続的な実施を確保するための業務管理体

制の整備を求める。 

 ※当該規制の詳細については、取りまとまり次第、公表する予定です。 
・金融商品取引業等に関する内閣府令（第７０条の２、第１９９条） 

 

（３）広告等における法定記載事項の緩和 

 金融商品取引業者等が、その業務の内容について広告等を行う場合、当該業者が加

入している全ての金融商品取引業協会の名称を表示しなければならないとされてい

るところ、法定記載事項の合理化を図る観点から、当該業務の内容に関連する協会の

（別紙２） 
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名称の記載のみを義務付け対象とする。 
・金融商品取引業等に関する内閣府令（第７６条、第２６９条） 

 

（４）不動産ファンド・リート間における不動産信託受益権の相互間取引に関する規

制緩和 

 不動産信託受益権を運用するファンド・リートについて、その投資主数の規模の拡

大に鑑み、権利者がいずれも適格機関投資家のみによって構成される場合に限り、フ

ァンド・リート相互間取引に係る権利者の同意要件（全権利者の同意）をベンチャー

ファンドと同水準（全権利の３分の２以上の同意）に緩和する。 
・金融商品取引業等に関する内閣府令（第１２８条、第１２９条） 

・金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令（第１６条） 

 

 具体的な改正の内容については、別紙２～６を御参照ください。 

 なお、本件のうち別紙６については、行政手続法第 39 条第４項第８号で定める「軽

微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。 

 

２．公布・施行日 

本件の内閣府令・監督指針は、本日付で公布・施行されます。 

 

お問い合わせ先 

金融庁 Tel 03-3506-6000（代表） 

（別紙１～５）企画市場局市場課（内線 2644、2622） 

（別紙６）監督局証券課（内線 3723） 
 
（別紙１）コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方（PDF：119KB） 

（別紙２）金融商品取引業等に関する内閣府令（平成 19 年内閣府令第 52 号） 新旧対照表(PDF:144KB) 

（別紙３）金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令（昭和 28 年大蔵省

令第 75 号）  新旧対照表(PDF:66KB) 

（別紙４）金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令（平成５年大蔵省令第 14 号） 新旧対照表

(PDF:124KB) 

（別紙５）有価証券の取引等の規制に関する内閣府令（平成 19 年内閣府令第 59 号） 新旧対照表(PDF:109KB) 

（別紙６）金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針（本編） 新旧対照表(PDF:39KB) 
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金融審議会 市場ワーキング・グループ 

「直接金融市場に関する現行規制の点検」について 

 

平成 30年 12月 27日 

 

 

 本報告は、直接金融市場における現行規制の点検事項について、本ワーキング・

グループが審議した結果を取りまとめたものである。本報告に示された考え方を踏

まえ、当局および関係者において、適切な制度整備が進められることを望みたい。 

 

 

１．契約締結前交付書面等の見直し 

 

金融商品取引業者等は、契約の締結前に、業者の商号や契約の概要、手数料、リ

スク等を記載した書面をあらかじめ交付する必要がある。一方で、契約の締結前１

年以内に同種内容の契約に関する本書面を交付している場合等、投資者の保護に支

障を生ずることがない一部の場合には、交付の義務が免除されている。 

このような規制を前提として、証券会社においては、交付漏れを防止しつつ円滑

な受注を確保する実務上のニーズから、上場有価証券等に関する本書面を冊子にま

とめ、すべての顧客に対し毎年１回交付する実務運用が存在しているが、顧客にと

って必ずしも有益な情報提供の方法となっていない、との指摘がある。 

このため、顧客に対して重要情報を提供するという趣旨を損なうことなく、顧客

利便や環境への配慮等の観点から本書面交付の合理化・効率化を図るとともに、複

雑な商品等については顧客本位の説明等が確保されるようにすることが適当であ

る。 

併せて、本書面や広告等の記載事項や方法を工夫し、より認識・理解しやすいも

のにするなど、情報技術の進展等に対応した顧客への情報提供のあり方について、

市場関係者と連携しながら検討していくことが望まれる。 

 

 

２．犯則調査における証拠収集・分析手続 

 

近年の情報技術の進展等により、犯則調査において電磁的記録（例えば、パソコ

ン接続サーバに保管されているデータ）等の証拠収集・分析を行う必要性が高まっ

ている。 

しかし、金融商品取引法には、刑事訴訟法や国税通則法等に導入されている電磁

- 146 -

tomomasa.oyama
スタンプ



2 

 

的記録に係る差押え等の規定が整備されておらず、現在は、証券取引等監視委員会

が押収物たるパソコン等の外部にある電磁的記録の取得等を行う場合、任意の協力

を求めるしかない状態となっている。 

従って、犯則調査における証拠収集・分析手続について、他法令の規定等を参考

としつつ、金融商品取引法に必要な規定を整備することが適当である。 

 

 

３．非清算店頭デリバティブ取引の証拠金規制 

 

G20 カンヌ・サミット（平成 23年 11月）において、店頭デリバティブ取引のう

ち清算機関を通じて決済されない取引（非清算店頭デリバティブ取引）に関し、取

引当事者間で証拠金（担保）の授受を行うことを義務付ける規制の導入が合意され

た。これを受けて、我が国においても平成 28年９月に同証拠金規制が導入されたと

ころであり、平成 32年９月以降は同規制の適用対象が地銀・保険会社等にも広がる

見込みとなっている。 

同証拠金規制においては、受領した当初証拠金について、相手側破たん時に即時

利用が可能な様態で分別管理することが求められているが、一方で、我が国の現行

法制の下では、クロスボーダー取引で慣行となっている質権構成による当初証拠金

の授受を行う場合、担保提供者に会社更生法が適用されると、担保受領者による実

行が制限されるリスク（会社更生法リスク）があり、その即時利用が必ずしも確保

されていないとの指摘がある。 

そのため、決済における安定性を確保する観点から、関係法令において、国際慣

行に即した証拠金授受を一括清算の対象とするため必要な規定を整備することが適

当である。 
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事務局説明資料
（ダークプール取引の透明化等に向けた対応策）

（別紙４）

※第24回市場ワーキング・グループ資料
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第19回WG（平成31年２月19日）での議論

◆ ダークプール取引における課題

◆ 委員からいただいた主なご意見

今後個人投資家向けダークプールの拡大が見込まれる中で検討すべき課題として

ダークプールを経由した注文の把握

ダークプール運営情報の開示等

価格改善の実効性の確保

についてご議論いただいた

1

ダークプール取引数量の把握に向けた手当てを進めるべき

個人投資家・機関投資家の別、ダークプール取引への理解度、価格改善に対する

期待度等、顧客の属性・ニーズに応じて、適切な説明・対応を行うべき

特に個人投資家について、ダークプール取引について十分な理解なく利用してい

るおそれがある

現段階では、市場規制ではなく、業者規制の一環として手当てするべき
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ダークプール取引の透明化等に向けた対応策

１．ダークプールを経由した注文の把握

東証において市場規模を把握できるよう、東証の立会外市場（ToSTNeT）に注文を出す
際、ダークプールで対当した注文であることを明示させる。

３．価格改善の実効性の確保

顧客・当局から求めがあった場合に、事後に価格改善の状況の確認ができるよう、ダー
クプール回送者に、ダークプールにおける対当状況（時刻・価格）の記録・保管を求める
（顧客が価格改善よりも優先する事項がある場合を除く。）。

２．ダークプールへの回送条件・運営情報の説明

顧客保護の観点から、顧客からの注文をダークプール※に回送する金融商品取引業者
（ダークプール回送者）に、以下を求める。

回送先であるダークプールの運営状況を把握すること

ダークプールへの回送条件や運営情報（運営者の会社情報・参加者情報等）につい
て、顧客の知識・経験等を踏まえた適切な説明を行うこと

※自社で運営するものを含む。

今後、事業者等へのヒアリングを踏まえ、内閣府令や監督指針の改正を検討。

2
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総合取引所の実現スキーム

ＴＯＣＯＭ

商品デリバティブ

石油

電力、LNG（上場検討中）

経産省

商品の大半
を移管

ＪＰＸ（持株会社）

東証

現物株式

大阪取引所

証券デリバティブ

商品デリバティブ

貴金属（金、銀、白金、パラジウム）

農産品、ゴム

石油（TOCOMに上場されている
商品以外 ： 引き続き協議）

ＪＣＣＨ

清算機関

ＪＳＣＣ

清算機関
清算機関の統合

金融庁

（別紙５）
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市場構造の在り方等に関する検討について

２０１９年５月１７日
株式会社東京証券取引所

（別紙６）
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現在の市場構造

現在、東証の一般投資家向け市場は、2013年の現物市場の統合直前の東京・大阪の基本
的な市場構造を維持
→統合から５年が経過する中、将来を見据えて改善すべき課題が顕在化
→昨秋から、現状の課題と論点の整理を実施

市場第一部
（2,141社）

流通性が高い企業向け

注：各市場の上場会社数は、2019年4月末時点

スタンダード
（678社）

グロース
（37社）

非上場（未上場）企業

マザーズ
（286社）

新興企業向け

市場第二部
（492社）

実績ある企業向け

多様な企業向け
（実績ある企業・新興企業）

2
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現在の市場構造を巡る課題
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①各市場区分のコンセプトが曖昧であり、多くの投資者に
とって利便性が低い
市場第二部･マザーズ･JASDAQの位置付けの重複・分かりづら
さ
市場第一部は市場コンセプトが明確でなく、パッシブ投資隆盛
により流動性の低い銘柄の価格形成にゆがみ

②持続的な企業価値向上の動機付けが不十分

4

現在の市場構造を巡る課題（3/27公表）

市場第一部

市場
第二部 マザーズ JASDAQ

①市場コンセプトが曖昧

③投資対象としての機能性と市場代表性を備えた指数が存
在しない
多くの投資者がベンチマークとしているＴＯＰＩＸは、市場第
一部全銘柄で構成
ＪＰＸ日経４００やＴＯＰＩＸ５００などの指数をベンチマー
クとする投資者は少ない

②上場会社の持続的な企業価値向上の動機付けの点で 期待
される役割を十分に果たせていない
市場第一部へのステップアップ基準は、上場会社の持続的な企
業価値向上の動機付けの観点から十分に機能せず
そのほか、機関投資家の参入のための方策や新興企業に適した
開示制度の検討が必要

③機能性と市場代表性を備えた指数が不在

①市場コンセプトが曖昧

我が国経済の持続的成長に向けては、上場会社各社の中長期的な企業価値向上とベンチャー企業の
育成が必要かつ喫緊の課題

東証取りまとめ
（課題）

東証取りまとめ
（課題）
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各市場区分のコンセプトが曖昧であり、多くの投資者にとって利便性が低い

現在の四つの市場区分（市場第一部、市場第二部、マザーズ及びJASDAQ）は過度に複雑で断片
的、特に市場第二部、マザーズ及びJASDAQの差異は、投資家にとって分かりにくく、それゆえ
に、日本で上場する中小企業に対する潜在的な投資家の興味・関心を損なっている
異なる四つの市場区分が存在することは、企業の資金調達能力を高めることにはつながっておら
ず、投資者の利便性も向上させていない

複数の市場区分があるため、中小上場企業への投資リスクが分かりにくくなっている
現在、中小型企業・新興企業に係る市場が複数あり、その性格付けがあいまいだが、特に、IPO
先としてマザーズ、JASDAQ、市場第二部があることが紛らわしい
新興企業の新規上場先としては、マザーズとJASDAQ グロースがあるが、JASDAQグロースでは
新規上場はみられず、事実上その存在意義は失われている
市場第二部とJASDAQスタンダードが併存しているが、二つの市場を維持する必要性はない

市場第一部上場企業の「数」が多いこと自体は問題ではなく、収益、時価総額、流動性、経営体
制・ガバナンス、情報開示などの低い企業が多数含まれていることが問題である
市場第一部は、現在、時価総額、流通性、外国人株式保有比率の高い企業や低い企業が混在して
いる状況
TOPIXに連動する運用資産が増える中で、時価総額や流動性の低い株式の価格形成が歪められて
いる懸念があるため、見直しによる早急な対応が必要

市場関係者のご意見①（市場の位置づけの重複・分かりづらさ）

頂戴したご意見
（課題）

頂戴したご意見
（課題）
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上場会社の持続的な企業価値向上の動機付けの点で期待される役割を十分に果たせ
ていない

スタートアップのベンチャー企業によるスモールIPOの実態については様々な評価があるが、起
業家のインセンティブとしては評価できるものの、上場時の規模が小さく、そのまま成長しない
企業が相応に見られることは問題
特にオールドエコノミーの企業の場合、上場後大きなコーポレートアクションも取らず、何のた
めに上場したのか分からない銘柄も多く存在する
実績のある企業の中には、企業価値向上のモチベーションが見受けられない場合もある

マザーズから市場第一部へのステップアップの基準が低すぎるため、ステップアップ後の成長が
みられず、企業価値向上のインセンティブが働いていない
多くの経営者にとって、市場第一部上場には大きな達成感があるため、早い段階でステップアッ
プすると、その後の成長が鈍化する懸念がある

新興企業は、ビジネスモデルの新規性などの面から事業評価が難しい場合が多く、成果が出るま
での待機期間が長いことから、事業を評価する上での専門性を有する長期目線の機関投資家の参
入が重要
上場前はベンチャーキャピタルによる外部からのプレッシャーがあるが、上場後は個人投資家中
心となるため規律付けがなくなる

内部管理体制が貧弱なベンチャー企業に対して過大な情報開示の負担が生じており、その対応で
疲弊している懸念がある
現行の開示制度では、業績に対する開示を重視しているが、成長性という観点では事業内容、進
捗についてより詳しく詳細に説明する枠組みが必要である

市場関係者のご意見②（企業価値向上の動機付けが不十分）

頂戴したご意見
（課題）

頂戴したご意見
（課題）
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投資対象としての機能性と市場代表性を備えた指数が存在しない

TOPIXの対象構成銘柄は多く、大半は流動性が低いこともあり、パッシブ投資家とアクティブ投
資家にとって、ベンチマークとしてこれらの銘柄数を追うことは難しい状況（海外のS&P５００、
FTSE１００などは、構成銘柄数がより少ない）
TOPIXが市場第一部の上場会社すべてを対象としているため、時価総額が低く、浮動株比率の低
い企業について、インデックスファンドの影響により、株価がフェアバリューより高く評価され
る傾向にある
TOPIXは構成銘柄数が多すぎるため、問題がある
国際比較では、TOPIXとS&P500やダウが比較されているが、同じ性質の指数が比較されている
訳ではないという問題意識がある

TOPIXとそのほかにTOPIXコア30とラージ70もプレミアム指数として組成されているが、市場
第一部の上場会社数に照らすと、この二つの指数には日本市場のトレンドが反映されていない

JPX日経インデックス４００が、どうして利用されず十分な成果を出していないのか
JPX日経インデックス４００の成否について適切に分析・検証することが必要

市場関係者のご意見③（指数の利便性が低い）

頂戴したご意見
（課題）

頂戴したご意見
（課題）
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市場構造の問題と改善に向けた論点整理
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市場構造の問題と改善に向けた論点整理（3/27公表）

幅広い企業に上場機会を提供するとともに、上場後の持続的な企業価値向上を動機付ける観点から、既存の
市場区分にとらわれず将来の市場構造の在るべき姿として、上場銘柄の特性（上場会社の成長段階、投資家
の層）に応じた複数の市場区分を設け、明確なコンセプトに基づいた制度に再設計を行うことが適当

※  企業や投資者への影響を十分に考慮した移行プロセスを確保
・上場会社の申請による市場選択機会の確保、数年単位の移行期間や段階的な基準変更など

（コンセプトに基づく基準）
○上場基準
• Ａ・Ｃ市場：ガバナンス体制・流動性・利益水準・市場評価（時価総額）等による基準
• Ｂ市場：先行投資型企業を含め、成長可能性の高い新興企業に幅広く上場機会を提供する観点から、Ａ・Ｃ市場の
基準より緩和された基準

○退出基準
• 経営成績・財政状態だけでなく市場評価も加味した基準

（企業価値向上の動機付けを補完する仕組み等）
• 他市場からの移行基準、新規上場基準、退出基準を共通化
• 機関投資家参入促進のための方策の検討
• 企業の成長段階、投資家層の厚みを踏まえた開示制度その他諸制度の最適化
• 特にＣ市場においては、グローバルな機関投資家の視点等をより強調した基準により選定された銘柄で構成される
指数や区分などにつき、投資者ニーズを踏まえて検討

（※）各市場の名称については今後検討

国際的に投資を行う機関投資家をはじめ広範な
投資者の投資対象となる要件を備えた企業

（Ｃ市場）
高い成長可能性を

有する企業
（Ｂ市場）

一般投資者の投資対象として
ふさわしい実績のある企業

（Ａ市場）

東証取りまとめ
（論点整理）

東証取りまとめ
（論点整理）
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各市場の役割の明確化・市場構造の単純化のうえ、各市場のコンセプトの見直しを
行うことが適当との意見

多数の市場区分は必要なく、役割を明確にしてシンプルにすべきであり、そのほうが海外投資家を惹きつけると
いう目的にかなう
エントリー市場については、新興企業及び実績のある企業ともに、ステップアップを目指す企業が、企業価値向
上に取り組む場（上位市場から市場変更した企業も再昇格を目指し、体制を再構築する市場）と積極的に
位置付けることが適当
それぞれに独自の役割と機能を持ち、ステップアップを狙いたくなるような自立した株式市場の整備・拡充が望ま
れる
時価総額や流動性基準のほか、資金調達を要件とする等、実績のある企業向けの市場の市場コンセプトを
積極的に定義付けることが重要
新興企業に対しては、現行のマザーズにおける上場基準は維持し、間口の広い資金調達環境を提供する市
場にすべきであり、市場構造として、世界で最もベンチャー企業が資金調達しやすい市場を目指すべきである
利益に関わらず、研究開発型の企業について上場機会を提供していくことは重要
資本市場が魅力的ではないと、海外からの投資が集められず、日本国内の資金の還流となると市場は成り立た
ないため、日本経済の将来のことを考え、グローバル投資家がポートフォリオに入れたいと思う会社を増やして
いくことが必要
世界規模での投資機会を追求する洗練された機関投資家にアピールできるよう、海外の競合市場と競争できる
十分な売買高と流動性を確保し、上場企業数という点でグローバルに見て競争的な「規模」を維持することが重
要

市場関係者のご意見①（市場コンセプト）
頂戴したご意見頂戴したご意見
（論点整理）
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基準等の共通化、機関投資家参入の促進、開示制度その他諸制度の見直しなどによ
る持続的な企業価値向上の動機付けを補完する仕組みが考えられるとの意見

市場第一部への市場変更に関する基準を引き上げることで、上場後の成長を動機付けることが考えられる
市場第二部を介して市場第一部指定を受ける場合や、直接市場第一部に上場する場合の上場するための
要件は、同一であって然るべき
市場第二部からの市場第一部へのステップアップの基準を、ＪＡＳＤＡＱから市場第一部へのステップアッ
プの基準と同一にすることが必要
公開市場である以上、流動性に関する上場基準を厳しくするべきであり、そうすれば機関投資家の参入が見込
まれるのではないか
「新興市場」については、「新興成長企業を育てる」という理念を踏まえて、機関投資家が参加できる市場にな
ることを目指すべき、そのためには、流動性の確保（流通株式数の基準の引き上げなど）などの工夫が必要
であろう
上場後は、短期的・事務的な開示事項が多いが、より中長期的なビジョンの開示とその進捗状況の開示を通じ
て、マインドセットを変えていくことが考えられる
市場区分で特性を明確にするほか、ステップアップ先の市場は現状のままとし、新たな指数で区分するという
選択肢が考え得る
現在の枠組みを残した上で、市場第一部内に新たなプレミアム枠を設置することが、投資者等のステークホル
ダーの期待に応えられる制度ではないか

市場関係者のご意見②（企業価値向上の動機付け）
頂戴したご意見頂戴したご意見
（論点整理）

- 162 -



© 2019 Tokyo Stock Exchange, Inc. 12

上場会社、市場関係者への影響やTOPIXの連続性に配慮をしたうえで適切な移行プ
ロセスが必要との意見

日本の場合、代表的なベンチマークと市場区分が一致していることから、市場区分の見直しは非常にインパク
トが大きい

指数（TOPIX）の連続性に配慮が必要であり、さらに投資信託における重大な約款変更や運用手法の大
幅変更等による混乱を避ける必要もある
指数の連続性及び代表性への考慮が必要
TOPIXはカバレッジが大きく、時価総額加重平均型のため、日本の株式市場を表す指標として妥当だが、市場
第一部企業数が減少すると、TOPIXの組入銘柄が減少し、株式指数の一貫性が大きく損なわれることを懸念
市場関係者への影響を十分に考慮し、移行期間を含めて移行プロセスについて検討することが必要
TOPIXへの反映タイミングを複数回に分けるなど、市場に悪影響を及ぼさないような変更プロセスが望まれる
既存の運用商品や上場企業への影響を踏まえ、例えば、段階的に行う等の十分な移行期間の検討が必要
今回の見直しに伴う影響を懸念する意見には理解を示すが、企業価値は市場の区分ではなく、ファンダメンタル
に基づき決定されるべきものであるため、よりよい市場区分の導入はできる限り早期に実施すべき、ただし、周
知期間や移行期間は相応に設けることが必要である

市場関係者のご意見③（移行プロセス）
頂戴したご意見頂戴したご意見
（論点整理）
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平成 31 年４月 25 日 

金融庁 

 

「金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十一項第五号及び

第十二項第五号の規定に基づき、同条第一項第二十一号の八又は第二十

一号の九に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に

支障を生ずるおそれがないと認められる場合を指定する件（平成二十八

年金融庁告示第四十八号）の一部を改正する件」について 
 

 

中央清算されない店頭デリバティブ取引に係る証拠金規制は、金融システムの安定

性の確保等を目的に、平成 28 年９月より取引規模に応じて段階的に実施することを

国際的に合意したものであり、金融庁も、平成 28 年３月 31 日及び７月 25 日に関連

する内閣府令及び監督指針等を公布し、平成 28 年９月１日より施行しました。 

 

同内閣府令には、同等性評価を通じて国際的に規制の重複等の排除に努める必要性

が合意されていることを踏まえ、外国規制が本邦規制と同等と認められる場合に、当

該外国規制が定める方法によって証拠金の授受を行うことを許容する規定が盛り込

まれています。 

 

平成 28 年 10 月 21 日に告示（平成二十八年金融庁告示第四十八号）を公布し、本

邦規制及び外国規制が重複して適用される場合には、取引当事者等を適切に監督する

外国当局が執行する外国規制に準拠して証拠金の授受等を行うことを許容するとい

う、我が国における同等性評価の適用に係る枠組み、及びその対象となる外国規制等

について定めました。当該枠組みは、金融商品取引業者等（本邦系銀行等のほか、外

国規制に服する外国銀行等の本邦現地法人･支店を含む。）が行う中央清算されない店

頭デリバティブ取引に外国規制が適用される場合には、国内取引、クロスボーダー取

引、国外取引のいずれにも適用されます。 

 

今般、外国当局との間における協議の結果等を踏まえ、本邦規制と同等と認められ

る外国規制として、従来の米国商品先物取引委員会（CFTC）、カナダ金融機関監督庁

（OSFI）、オーストラリア健全性規制庁（APRA）、香港金融管理局（HKMA）、シンガポ

ール金融管理局（MAS）が所管する規制に加え、新たに欧州経済領域協定に規定され

た国に適用される規制を定めることとし、本告示の一部を改正することとしました。 

 

本告示の具体的な内容については別紙を御参照ください。 

 

 本告示については、本日付で公布・施行されます。 

 

 

お問い合わせ先 

金融庁 Tel 03-3506-6000（代表）     

（別紙７） 
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企画市場局市場課（内線 3618） 

 
 

（別紙）金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十一項第五号及び第十二

項第五号の規定に基づき、同条第一項第二十一号の八又は第二十一号の九に規定

する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがな

いと認められる場合を指定する件（平成二十八年金融庁告示第四十八号）の一部

を改正する件 
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海外金融事業者誘致に向けた東京都庁・金融庁の一体的取組み

拠点開設を検討している海外金融事業者

－東京都庁－ －金融庁－

金融ワンストップ支援サービス

E-mail:financial-desk@bdc-tokyo.org
Tel: 03-6269-9981

金融業の拠点開設サポートデスク

E-mail:marketentry@fsa.go.jp
Tel:03-3506-7109

「金融窓口相談員」による相談受付
企業の拠点設立に関する照会
(法人登記等)
生活環境に関する情報提供

（英語対応可能な病院や子女向け学
校等）

手続きに精通した弁護士の紹介・相
談費用の補助

金融関連の法令解釈や手続きに
関する照会
金融業としての登録手続きに向
けた継続的なフォロー

どちらの窓口に相談
いただいても、窓口
間で連携し、包括的
に対応

相談 支援・助言

海外の金融事業者を対象に、法人設立や金融業の登録など、拠点開設に係る
さまざまな疑問にワンストップでお答えし、必要となる手続きを支援します。

URL:http://www.bdc-tokyo.org/
URL:http://www.fsa.go.jp/policy/marketentry/index.

html

（別紙８）
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第４章 預金取扱金融機関・保険会社その他の金融に関する制度の企画・立案 

 

第１節 ＩＴの進展等への対応 

 

Ⅰ 金融デジタライゼーション戦略 

 

デジタライゼーションの進展により、新しいプレイヤーが金融分野に進出するととも

に、革新的なサービスが生まれ、利用者利便を飛躍的に向上させていくことが期待され

ている。デジタル化された情報が金融・非金融サービスを問わず活用され、利用者目線

での金融サービスの高度化が可能となる中、既存の金融機関には、より利用者ニーズに

即した金融サービスを提供できるよう、そのビジネスモデルを顧客起点で変革していく

ことが求められている。こうした環境変化を踏まえた金融サービスの向上に向けて、金

融庁として、以下の11の施策からなる「金融デジタライゼーション戦略（注）」をとり

まとめた。 

 

１． 情報の蓄積と利活用 

２． 顧客のプライバシー、匿名性や顧客情報の信頼性その他の顧客保護 

３． デジタライゼーションに対応する情報・金融リテラシー 

４． 金融・非金融の情報の伝達を可能とする金融インフラのデジタル化 

５． 金融行政のデジタル化 

６． 様々なサンドボックス等によるイノベーションに向けたチャレンジの促進 

７． オープン・アーキテクチャによるイノベーションの推進 

８． 国際的なネットワーク 

９． デジタライゼーションの基盤となるブロックチェーン、AI、ビッグデータ技術等の推進 

10． サイバーセキュリティその他金融システム上の課題等への対応 

11.  これらの課題を実現するための機能別・横断的法制 

 

（注）詳細については、「変革期における金融サービスの向上に向けて～金融行政の実

践と方針～（平成30事務年度）」（第１部第２章第１節）を参照 

 

Ⅱ FinTechサポートデスク 

 

「FinTechサポートデスク」においては、フィンテック企業等からの相談に一元的に

対応し、事業実施の支援を行うとともに、フィンテックに関するビジネス動向や事業者

のニーズを把握し、金融関係の制度面の検討にも活用している。（別紙１参照。また、

これらの経緯や背景については別紙２参照） 

 

Ⅲ FinTech実証実験ハブ 

 

「FinTech 実証実験ハブ」においては、フィンテック企業等による前例のない実証実
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験についてハンズオンで支援を行い、2018事務年度においては、４件の実証実験の結

果を公表し、新たに１件の実証実験の支援決定を行った。（別紙３参照。また、これ

らの経緯や背景については別紙４参照） 

（１）実証実験が終了し、結果を公表した実証実験（別紙５～８参照） 

（２）新たに支援決定を行った実証実験（別紙９参照） 

 

Ⅳ FinTech Innovation Hub 

 

１．経緯・背景等 

フィンテックについての最新トレンド・状況を把握し、今後の金融行政にも役

立てていく観点から、2018年７月、「FinTech Innovation Hub」を設置した。 

 

２．取組み実績 

フィンテック企業、金融機関、ＩＴベンダー、ベンチャーキャピタル等、100

先以上の企業等との個別の意見交換（「100 社ヒアリング」）を行った。さらに、

金融庁職員とフィンテック企業等との双方向のコミュニケーションの場として

「Meet up with ＦＳＡ」を開催するなど、幅広い関係者と意見交換の機会を持っ

た。（別紙10参照） 

 

Ⅴ プロジェクト型「規制のサンドボックス制度」への対応 

  

生産性向上特別措置法（2018 年６月６日施行）に基づき、ＡＩ・ＩｏＴ・ビッグ

データ・ブロックチェーンをはじめとする革新的な技術やビジネスモデルを用いた事

業活動を促進するため、新技術等実証制度（いわゆるプロジェクト型「規制のサンド

ボックス制度」）が創設され、内閣官房に一元的窓口が設置された。本制度は、期間

や参加者を限定すること等により、既存の規制にとらわれることなく実証が行える環

境を整備することで、迅速な実証を可能とするとともに、実証で得られた情報・資料

を活用できるようにして、規制改革を推進するものである。 

2018 事務年度おいては、金融庁として、１件の新技術等実証計画（仮想通貨交換

業者間で即時に暗号資産の売買を実現できる取引環境の構築）を認定・公表した。 

 

Ⅵ 「決済高度化官民推進会議」の開催（別紙11参照） 

 

Ⅶ 金融を取り巻く環境変化に対応した規制の見直し等について 

 

１．背景 

ＩＴ・オンライン化を通じた事業の合理化や新たなサービス提供が進む中、こ

うした金融を取り巻く環境の変化に対応できていない規制が存在するとの指摘

等を踏まえ、金融庁では、2018事務年度においては以下のような制度の見直しを

行った。 
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２．取組実績 

 

警察庁とともに、オンラインで完結する新たな本人確認方法の追加を検討し、

2018年11月、顧客から顔写真付きの本人確認書類と顧客の顔の画像の送信を受

ける方法等の追加を内容とする改正犯罪収益移転防止法施行規則を公布・施行し

た。（別紙12～13参照） 

 

Ⅷ フィンテックに係る国際的なネットワークの強化 

 

１．背景 

デジタライゼーションはグローバルに進展しているため、海外の当局及びプレ

イヤーの動向をフォローするとともに、我が国の取組みを発信することが重要で

ある。また、必要に応じこうした当局やプレイヤーと協働していくことが望まし

いことから、海外とのネットワークを強化する必要がある。 

 

２．取組み実績 

（１）フィンテック・サミットの開催 

2018年９月、「フィンテック・サミット2018」を、海外の金融当局や研究者、

技術者も交え、大半のセッションを英語で行うなど、過去２回の開催に比べて

国際的なプレゼンス・発信力を高めた形で開催した。（別紙14参照） 

 

（２）ブロックチェーン技術に関する国際共同研究 

ブロックチェーン技術を活用した金融取引のプライバシー保護と追跡可能

性について調査研究を行い、その調査研究の成果を活用し、合計16の金融当

局・中央銀行・国際機関等に加え、国内外の学会研究者等が参加した「ブロッ

クチェーン・ラウンドテーブル」を 2019 年３月に東京で開催した。（別紙 15

～17参照） 

 

（３）フィンテック推進協力枠組み 

海外当局との間でフィンテック推進に向けた協力体制を更に強化するため、

新たにドバイ・金融サービス機構（2018年９月）、フランス健全性監督破綻処

理庁及び金融市場機構（2018年11月）との間で、フィンテック推進協力枠組

みに係る書簡交換を行った。（別紙18参照） 
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FinTechサポートデスク（フィンテック企業に対応する金融庁のワンストップ・サービス）について

【法令解釈類型別】 【相談終了済案件の対応期間】

開設（2015年12月14日）以来、2019年６月末までに、問合せ総数は869件
法令解釈に関する問合せ724件の内、開業規制（事業開始にあたっての許可・登録の要否）に関するものが９割弱（617件）。業務規制・行為規制
に関するものは１割強（107件）
相談終了済案件（459件）の内、規制がかからないとの回答をしたものは約４割、回答期間は概ね１週間程度

○ フィンテック企業の相談にワンストップで対応する相談・情報交換窓口。

○ 既存の法令に触れないこと等の法令解釈の明確化や、個別事案のガイダンスについて、平均１週間程度で対応。

○ IT技術の進展が金融業に与える影響を前広に分析するとともに、金融イノベーションを促進。

tel：03-3506-7080

「FinTechサポートデスク」の概要

（計724件） （計459件） （計459件）（件）

当日 １日～
１週間

1週間～
２週間

２週間～

平均１週間程度

【相談終了済案件の内訳】

規制対応

不要

41%規制対応

要

48%

その他

11%

開業規制

85%

業務規制・行為規制

15%

（別紙１）
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「平成27事務年度 金融行政方針」を踏まえ、FinTech（金融・IT融合の動き）を活用した

動きが広がりつつあることに着目した新たな取組みとして、FinTechに関する一元的な

相談・情報交換窓口 「FinTechサポートデスク」 を設置。

FinTechをはじめとした様々なイノベーションを伴う新たな事業分野を対象に、

具体的な事業・事業計画等に関連する事項をはじめとした様々な点について、幅
広く金融面等に関する相談を受付。

一般的な意見・要望・提案等も受け付け、積極的な情報交換・意見交換等を実施。

IT技術の進展が金融業に与える影響を前広に

分析するとともに、金融イノベーションを促進

FinTechサポートデスクの設置について

「FinTechサポートデスク」の設置について（平成27年12月14日公表）

（別紙２）
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おつりで投資（参考）FinTech実証実験ハブにおける受付状況

申込者 実証実験概要
支援決定
公表日

実験期間
実験結果
公表日

１

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
三菱UFJﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾃﾞﾛｲﾄ ﾄｰﾏﾂ ｸﾞﾙｰﾌﾟ 等

ブロックチェーン技術を用いて、
顧客が、ある金融機関において
行った本人確認の結果を、他の
金融機関との取引にも利用でき
る仕組みの構築に係る実証実験

2017年
11月２日

2017年11月
～2018年３月

2018年
７月17日

２
大日本印刷
西日本ｼﾃｨ銀行

顔認証技術を用いて本人確認を
実施する機器の実用化に係る実
証実験

2018年
３月16日 2018年４月～９月 2018年

10月24日

３
FRONTEO、三菱UFJ銀行
りそな銀行、横浜銀行
ＳＭＢＣ日興証券

人工知能を用いた金融機関のコ
ンプライアンス業務の効率化に
向けた実証実験

2018年
５月７日

2018年５月～６月 2018年
８月１日

４
日本通信、群馬銀行
千葉銀行、徳島銀行
ﾏﾈｰﾌｫﾜｰﾄﾞ、ｻｲﾊﾞｰﾄﾗｽﾄ

スマートフォンのSIMカードを用
いた利用者認証の仕組みに係る
実証実験

2018年
５月31日 2018年８月～10月 2019年

１月24日

５
TORANOTEC
GMOﾍﾟｲﾒﾝﾄｹﾞｰﾄｳｪｲ
ｾﾌﾞﾝ銀行、ﾎﾟｹｯﾄﾁｪﾝｼﾞ

買い物の際に生じたおつり等の
小銭を投入することによって、そ
のまま投資に回せる装置の導入
に係る実証実験

2018年
11月８日

実験開始から
３ヶ月程度を予定

―

（別紙３）
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「未来投資戦略2017」（平成29年６月閣議決定）を踏まえ、金融庁は、フィンテック企業や金
融機関が、前例のない実証実験を行おうとする際に抱きがちな躊躇・懸念を払拭するため、平成29
年９月21日、「FinTech実証実験ハブ」を開設。

①明確性、②社会的意義、③革新性、④利用者保護、⑤実験の遂行可能性の観点から、支援
の可否を判断。
個々の実験毎に、

金融庁内に担当チームを組成し、必要に応じて関係省庁とも連携し、フィンテック企業や金融
機関がイノベーションに向けた実証実験を行うことができるよう、支援。
実験中及び終了後も、継続的にアドバイスを行うなど、一定期間にわたってサポート。

金融庁

実証実験を
行おうとする事業者

関係省庁

個々の実証実験
に係る相談

具体的な課題に
係るアドバイス

担当チーム

窓口等の紹介
担当チームへの
参加の声掛け

実証実験を通じた
イノベーションの促進

金融関係業界

参画

実現

参画

FinTech実証実験ハブの開設

tel：03-3581-9510
email：pochub@fsa.go.jp

（別紙４）
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【FinTech実証実験ハブ①】本人確認手続きの共同実施に関する実証実験

○ ３メガ等は、非対面での本人確認の効率化･高度化を目指し、金融機関が共同で本人確認手続を行う仕組み
を検討。

○ 参加企業は、みずほFG、三井住友FG、三菱UFJFGを中心とする各金融機関、デロイトトーマツグループ。
○ 2017年11月から2018年３月まで実証実験を実施。
通常の本人確認方法

金融機関A

金融機関B

金融機関C

金融機関D

普通預金

定期預金

株式購入

消費者
ローン

実験概要

金融機関C
金融機関D

顧客情報
取引履歴

金融機関Aアプリ

①本人確認・口座開設
会員登録

ブロックチェーン管理機関
金融機関B

②新規取引の申込み
認証手段を送信

金融機関E

取引履歴を、顧客のなりすましの検証・
疑わしい取引の検証に活用

身分証の写しの
送付等が不要！

事業者の店頭での対面確認

身分証の写しの送付･送信
+ 自宅で転送不要郵便の受取

いずれかの機関で本人確認済みの顧客は、再度の本人確認が不要となる
仕組みを検討

③ 照会
回答

○ ブロックチェーン技術を活用した本人確認方法は、今回要件として定義したレベルの本人確認に対して技術的に
は十分に運用可能であることが確認された。一方で、管理機関の担い手やあり方など業務面における課題や、法
的な論点等、様々な課題が存在することも確認された。

○ 現在は、全銀協に設置された「AML/CFT態勢高度化研究会」（2018年６月設置）において、本人確認手
続に限定せず、マネロン・テロ資金供与対策全般に関する金融機関間での共通化・共有化について検討。

実験結果等

（別紙５）
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○ 顔認証技術を用いて（職員を介さずに）本人確認を行えるキャッシュカード発行機の実用化に向け、実証実験を
実施。
○ 実験では、複数の異なる環境に上記機器を設置し、顔認証技術を用いた本人確認の信頼性を確認しつつ、顧客
の利便性、銀行事務の効率性の向上が図られるか検証。
○ 参加企業は、大日本印刷、西日本シティ銀行。
○ 2018年４月から９月まで実証実験を実施。

【FinTech実証実験ハブ②】顔認証機能を用いた本人確認手続きに関する実証実験

① 本人確認（顔認証技術を活用）
運転免許証・マイナンバーカードのICチップから顔写真データを読み取り
来店者の顔をカメラで撮影
顔認証技術で照合（顔の各パーツの位置間隔で照合）

② 口座開設、キャッシュカードの即時発行

実験概要

※ ICチップから顔写真データを読み取り、機器のみで本人確認を行う方法については、2018
年11月に公布・施行された改正犯収法施行規則において認められたが、本実験は、当該
施行前に実施されたものであるため、銀行職員による目視での本人確認も併せて行われた。

○ 年齢性別を問わずほとんどの顧客等が平均２分で機器の操作を完了した。また、本人確認書類の真正性の確
認及び顧客の同一性の確認は、機器により問題なく遂行されることを確認した。

○ 金融庁では、本人確認方法のデジタル化を認める2018年７月に意見募集が行われた犯収法施行規則の改正
案における要件や解釈を、警察庁に確認の上、提供するなどのサポートを実施。

○ 今後、こうした新たな本人確認方法の実用化により、利用者の利便性や銀行等の生産性の向上が期待される。

実験結果等

カードを読ませて

認証に成功しました。

その場で本人確認

（別紙６）
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【FinTech実証実験ハブ③】AIを用いた金融機関のコンプライアンス業務の効率化に関する実証実験

○ 金融商品販売時において職員の説明内容にコンプライアンス違反がないかのチェック及び応接記録等に含まれる
顧客からの苦情等の抽出業務を、AIを活用することで、効率化・高度化できるか検証。
○ 参加企業は、FRONTEO、三菱UFJ銀行、りそな銀行、横浜銀行、ＳＭＢＣ日興証券。
○ 2018年５月から６月まで実証実験を実施。

従来の業務フロー 実験概要

大量の記録の中からサンプルチェック。もしくは
時間と手間をかけて全件チェック。

AIが全ての記録を解析し、スコアの高い順に記録を並び替える。確認担当者はスコアの高い記
録から優先的に確認。優先順位付けの上での確認方法（新方法）と、優先順位付けを行わ
ない確認方法（現行方法）で対照実験を行い、実際にリスクのある記録を検出できた割合や、
確認に要する時間を比較。

7765

6578

5998

2345

…

ハイスコア順

ロースコア

サンプル/全件チェック

リスク

見切れない潜在リスク
のある記録

人工知能

○ AIを活用する新方法は、現行方法に比し、同等以上の精度を維持した上で、短時間でより多い確認業務を完了
でき、AIの活用が確認業務の効率化・高度化に資する可能性があることが示された。
○ 金融庁では、法令・監督指針上、金融機関によるコンプライアンス違反等の確認業務に当たり、AIにより、予めふ
るいにかけることは、特段問題ないと考えられる旨を整理。
○ 今後、金融機関による確認業務にAIを適切に活用することにより、金融機関の業務の生産性向上等が期待される。

実験結果等

大量の記録

リスク

リスク

リスク

リスク

大量の記録

リスク

リスク

リスク

リスク

（別紙７）
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【FinTech実証実験ハブ④】ネットバンキングにおいて「サブSIM」により利用者を認証する実証実験

通信サービス
管理者

（日本通信）

FinTech
企業

（マネーフォワード）
銀行

①サブSIMの発行、
本人確認の実施

電子証明書
認証局

（サイバートラスト）

②サブSIMに搭載する
電子証明書の登録

⑥サービスの提供（送金等）

③ネットバンキングの利用
（電子署名された文書を伝達）

④ネットバンキングの利用
（電子署名された文書を伝達）

③´④´
電子証明書による
電子署名の確認

⑤サービスの提供（送金等）

○ 本実証実験では、利用者が所有するスマートフォンのSIMカードに新たなサブSIMを貼り付け、当該サブSIMに
電子証明書を搭載することで、SIMカードをネットバンキングの利用者認証に利用するサービスについて、取引の安
全性や利便性の向上等について検証。

* 「SIM」 とは、Subscriber Identity Module（加入者識別モジュール）の略であり、SIM カードはIC カードの一種。本実証実験
では、電子証明書やアプリケーションソフトウェアを格納したチップ（サブSIM）を利用する。

○ 参加企業は、日本通信、群馬銀行、千葉銀行、徳島銀行、マネーフォワード、サイバートラスト。
○ 2018年８月から10月まで実証実験を実施。

○ サブSIMを用いた新たな本人認証方法は、ワンタイムパスワード等を使用する現行方法と同等以上のセキュリティ（取
引内容の改ざん防止を含む）を確保しつつも、利便性を損なわずに本人認証等が実現可能であることを確認できた。
○ 本人認証方法へのサブSIMの利用は、それが適切に運営されているのであれば、監督指針で示されている「中間
者攻撃」や「マン・イン・ザ・ブラウザ攻撃」などの高度化・巧妙化する犯罪手口への対策にかかる着眼点も充足する
ものと考えられ、本実証実験の手法は、インターネット等の通信手段を利用した非対面取引を行う場合の本人認
証の観点で特段の問題はないと考えられる旨を、金融庁から回答。
○ 今後、こうした新たな本人認証方法の実現により、金融機関等による、よりセキュリティの高いサービスの実現や利
用者の利便性の向上等が期待される。

実験結果等

利
用
者

（別紙８）
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おつりで投資【FinTech実証実験ハブ⑤】おつり等の小銭をそのまま投資に回せる装置の導入に関する実証実験

全体像 「おつり投入ボックス」の概要
買い物のおつり等の小銭でも投資できる仕組みを検討 QRコードで顧客を認証⇒小銭を投入

○ 従前「おつり投資」のサービスは、家計簿アプリ等を介してクレジットカードの利用履歴を入手し、各取引
ごとにバーチャルなおつりを計算し、合算した金額を月次などの単位で顧客の銀行口座から振り替えて、投
資信託等を購入するサービス。
○ これに対して、顧客が、小売店等に設置された装置（おつり投入ボックス）に、買い物の際に生じたおつ
り等の小銭を投入し、そのまま投資に回せるサービス（リアルおつり投資）を適正に遂行できるか検証。
○ 参加企業は、TORANOTEC、GMOペイメントゲートウェイ、セブン銀行、ポケットチェンジを予定。
○ 実証期間は、実験開始から３ヶ月程度を予定。

○ 資金（おつり等）の移動は、資金移動業者のGMO-PGが担うが、顧客との接点は、投信販売の
TORANOTECとセブン銀行の管理する装置となり、各種委託関係が生じるため、法令・監督上の問題
がないかを検証。
○ また、TORANOTECは、投信購入用に預かった資金の分別管理義務を負うが、このサービスでは、顧
客の資金（おつり等）が複数の業者を介することから、どの時点で義務が発生すると考えるべきかを検証。

金融庁の関わり

（別紙９）
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活動状況

○ フィンテックにより金融サービスが動的に変化していく中、イノベーション
の動きを促進していくことが重要。

○ フィンテックについての最新トレンド・状況を把握し、今後の金融行政にも
役立てていく観点から、FinTech Innovation Hubを設置（2018年7月）。

設立趣旨

（参考）メンバーは、総合政策課フィンテック室を中心に、企画市場局、総合政策局等の関係幹部・職員の約30名により構成。

フィンテック・ステークホルダーの連携の機会
新たなパブリックコンサルテーションの場の構築

• フ ィ ン テ ッ ク ・ サ ミ ッ ト 2 0 1 8 の 開 催
（ 2 0 1 8 年 9 月 ）

－ 日本経済新聞社と共催。金融庁主催コンファレンス
では、ブロックチェーンのセッションを充実させ、初
めてAIに特化したセッションを設けるなど、未来志向
の討論を実施。

• M e e t u p w i t h  F S A の 開 催
－ Fintech協会等の協力を得て、フィンテック企業等

との双方向のコミュニケーションの場として開催。
［開催実績］

FINOLAB@大手町（2018年８月）、Plug and Play＠渋谷（同12月）、
Fukuoka Growth Next＠博多（2019年１月）、Neutrino@渋谷（同年
５月）

• 「 1 0 0 社 ヒ ア リ ン グ 」 の 実 施
－ フィンテック企業を中心に、金融機関、ITベン

ダーなど様々な関係者を訪問し、最新の取組み等
について意見交換を実施。

－ AI、ブロックチェーン等の技術面や、資金供与
決済等の金融サービスの特性にも留意し、ヒアリ
ング先を抽出。

－ ヒアリング先企業のニーズ、課題に応じて、当
庁の「FinTechサポートデスク」や「実証実験ハ
ブ」といった支援ツールを紹介し、活用を促進。

－ 庁内職員の啓蒙を兼ねたフィードバックの機会
創出。（「FinTech Meetup ランチョン」を開催し、有識者との
意見交換の場を創出）

情報収集機能・イノベーション促進

F i n T e c h  I n n o v a t i o n  H u b の 設 立 ［ ２ ０ １ ８ 年 ７ 月 ］ （別紙10）
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○決済業務等の高度化は、経済の発展に大きな影響を及ぼすものであり、フィンテックの動きが進展する中、利用者利便の向上や国際競争力強化の観点
から、強力に決済インフラの改革や金融・ＩＴイノベーションに向けた取組を実行していくことが重要。
○平成27年12月に金融審議会「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」でとりまとめた報告においても、こうした決済業務等の高度化に
向けた取組を官民挙げて実行に移していくための体制の整備が課題とされた。
○同ワーキング・グループ報告書で示された課題（アクションプラン）の実施状況等をフォローアップし、フィンテックの動きが進展する中で決済業務等の
高度化に向けた取組を継続的に進めるため、官民連携してフォロー・意見交換することを目的として、「決済高度化官民推進会議」を設置。

メンバー

座長
森下 哲朗 上智大学法科大学院教授

メンバー
市川 卓 （株）ジェーシービー総合企画部 部長
岩原 紳作 早稲田大学大学院法務研究科教授
内田 貴和 三井物産（株）代表取締役専務執行役員CFO
内田 満夫 全国信用協同組合連合会システム業務部長
翁 百合 （株）日本総合研究所理事長
加藤 正敏 日本商工会議所中小企業振興部長
小池 信夫 （公財）金融情報システムセンター企画部長
河野 康子 （一財）日本消費者協会理事
五來 雄二 （株）常陽銀行常務取締役
瀧 俊雄 （一社）電子決済等代行事業者協会代表理事
長楽 高志 （一社）日本資金決済業協会専務理事
戸村 肇 早稲田大学政治経済学術院准教授

鳥海 厳 （一社）国際銀行協会事務局次長
中谷 昇 ヤフー（株）執行役員 兼 政策企画統括本部長
萩原 攻太郎 （一社）全国銀行協会企画委員長(（株）三井住友銀行常務執行役員）
服部 悟 （株）名古屋銀行常務取締役
浜 俊明 富士通リース（株）社長補佐 兼 財務部長
林 和久 イオンアイビス（株）ビジネスサービス本部AS業務部長
前川 秀幸 多摩信用金庫常勤理事
牧野 秀生 花王（株）会計財務部門管理部長
宮澤 一洋 ウェルネット（株）代表取締役社長
山上 聰 （株）ＮＴＴデータ経営研究所研究理事グローバル金融ビジネスユニット長
與口 真三 （一社）日本クレジット協会理事事務局長

オブザーバー
臼井 智博 日本銀行決済機構局決済システム課長
中澤 亨 財務省大臣官房信用機構課長
福本 拓也 経済産業省経済産業政策局産業資金課長

開催状況

令和元年６月24日時点

決済高度化官民推進会議について

第１回会合（平成28年６月８日）
事務局説明、全銀協における取組状況（全銀協）

第２回会合（平成29年１月11日）
全銀協における取組状況(全銀協)、XML・金融EDIに関する取組(経産省）、
情報セキュリティに関する取組(FISC)

第３回会合（平成29年６月21日）
事務局説明、全銀協における取組状況（全銀協）、中小企業のフィンテック対応・活用
に関する提言（日本商工会議所）、情報セキュリティに関する取組（FISC）、FinTech
ビジョン（経産省）、外為報告及び非居住者円送金の見直し（財務省）

第４回会合（平成29年12月20日）
全銀協における取組状況（全銀協）、共通EDIに関する中小企業庁の取組（中企庁）、
外為報告の合理化の対応状況（財務省）、情報セキュリティに関する取組（FISC）

第５回会合（平成30年６月11日）
全銀協における取組状況（全銀協）、商流EDIと金融EDIの連携に関する中小企業庁の
取組状況(中企庁)､外為報告の合理化の取組状況(財務省)、情報セキュリティに関する
取組状況(FISC)、オンライ ン で完結する本人確認の実現に向けた検討状況（事務局）

第６回会合（平成31年１月29日）
事務局説明、全銀協における取組状況（全銀協）、ＸＭＬ電文への移行に関する取組
状況（全銀協、富士通、花王、イオンアイビス）

第７回会合（令和元年６月24日）
全銀協における取組状況（全銀協）、安全対策基準改訂（FISC）、オープンAPIの
利活用の推進（全銀協、電代業協会）、ＸＭＬ電文への移行（中企庁）、金融機関に
おけるキャッシュレス化の推進（みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、
ゆうちょ銀行、常陽銀行）

（別紙11）
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オンラインで完結する本人確認方法の検討

○ FinTechに代表される金融・IT融合の動きが世界的規模で進展。
金融業・市場に変革をもたらしつつある。

金融機関等に本人確認義務を課す「犯罪収益移転防止法」では、諸外国のような
オンラインで完結する汎用的な本人確認方法が存在しないとの指摘あり。

背景

○ FinTechに対応した効率的な本人確認の方法について検討を進める。

「未来投資戦略2017」（抄）

現状、非対面での本人確認方法として、金融機関等は、顧客から身分証（写し）の送付を受け、
顧客宅にキャッシュカード等の取引関係文書を転送不要郵便にて送付する必要がある。

○ 規則改正（平成30年11月30日公布・施行（一部は令和２年４月施行））により、オンラインで完結する新
たな本人確認方法等を追加。

オンラインで完結する新たな本人確認方法

1

事業者身分証の画像を送信

転送不要郵便でキャッシュカード等を送付することで、顧客の実在性等を確認

顧客

従来の本人確認方法の例

（別紙12）
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オンラインで完結する自然人の本人特定事項の確認方法の追加

顧客
事業者

本人確認書類の画像送信 ＋ 本人の容貌の画像送信

事業者本人確認書類の画像又はICチップ情報送信

銀行等に顧客情報を照会

顧客

事業者
本人確認書類の画像又はICチップ情報送信

顧客
顧客名義口座に少額振込

インターネットバンキングの取引明細画面の画像送信

１．本人確認書類の画像＋本人の容貌の画像送信（６条１項１号ホ）

３．銀行等への照会（６条１項１号ト(1) ）

４．顧客名義口座への少額振込（６条１項１号ト(2) ）

銀行等

※下図は概要です。詳細な要件や留意事項は、条文、パブリックコメント結果を参照下さい。また、図中の条項は犯収法施行規則を指します。

※インターネット上のビデオ通話機能を利用した方法も可。

顧客
事業者

本人確認書類のICチップ情報送信 ＋ 本人の容貌の画像送信

２．ICチップ情報＋顧客の容貌の画像送信（６条１項１号ヘ）

2

（別紙13）
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FinTech Summit 2018 – Into the New Era［FIN/SUM・2018年9月25日～28日開催］

【Programme】 ［金融庁シンポジウム（9月27日）］
(＊:moderator)

• Opening Remarks ［開会の辞］
越智隆雄（内閣府副大臣）

2016年、2017年に引き続き、日本経済新聞社との共催で開催。金融庁主催コンファレンスにおいては、ブロック
チェーンのセッションを充実させ、初めて人工知能に特化したセッションを設けるなど、未来志向の討論を実施。

Session I: Blockchain X-border talk among 
regulators ［当局者セッション］How the regulatory 
community is Coping with new technologies
水口純* (金融庁審議官), Morten Linnemann Bech (国際決済銀行CPMI事
務局長), James Chapman (ｶﾅﾀﾞ中銀上席研究員), Roy Teo (星MAS), 
Nigel Jenkinson (IMF), 山岡浩巳 (日本銀行決済機構局長), 
Léonard Bôle (ｽｲｽFINMA理事), 相原寛史 (MUFGﾃﾞｼﾞﾀﾙ企画部部長)

Session II: Blockchain X-border talk with 
the tech community ［技術セッション］

崎村夏彦* (野村総合研究所上席研究員), 松尾真一郎 (米
ｼﾞｮｰｼﾞﾀｳﾝ大学教授), 鈴木茂哉 (慶應義塾大学特任准教授), 
Adam Back (米Blockstream CEO), Pindar Wong (香港
Verifi Chairman)

Session III: Special Fireside Chat “J-Fintech 
and Society 5.0” ［決済高度化］Facilitating 
better payments and beyond
森下哲朗* (上智大学教授), 翁百合 (日本総合研究所理事長), 山上聰
(NTT Data経営研究所ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ), 長稔也 (日立製作所ﾁｰﾌｴﾊﾞ
ﾝｼﾞｪﾘｽﾄ), 伊藤千恵 (電通国際情報サービス部長), 柏木英一 (じぶん
銀行代表取締役), 丸山弘毅 (FinTech協会代表理事), 山田大介 (みず
ほFG専務執行役員)

Session IV: RegTech and SupTech
［レグテック］Creating a new regulatory 
ecosystem via new technologies
佐々木清隆* (金融庁総合政策局長), Eric Burger (米
ｼﾞｮｰｼﾞﾀｳﾝ大学教授), Beju Shah (英中銀政策ﾍｯﾄﾞ), 
Clark Frogley (米IBM), 岩田太地 (NECﾌｨﾝﾃｯｸ室長), 
John Price (豪ASIC理事)

Session V: What’s Next? Part 1 ［人工知能］
Artificial Intelligence for the financial industry 
Martin Arnold* (Financial Times), David Beardmore (英Open 
Data Institute上席部長), 副島豊 (日本銀行FinTechｾﾝﾀｰ長), 藤巻
遼平 (dotDATA CEO), 谷崎勝教 (SMFG執行役専務), Antonio 
Valderrabanos (西Bitext CEO)

Session VI: What’s Next? Part 2 ［保険テック］
InsurTech – Is this the last fintech frontier in the industry?
河合美宏* (京都大学教授), 畑加寿也 (justInCase CEO), Wayne Xu (中
ZhongAn International President), Frank Eijsink (蘭NN Life Insurance 
Company日本代表）, Tang Loaec (仏P2P Protect President), 楢﨑浩一
(Sompoﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ常務執行役員), 岡田大 (金融庁信用制度参事官)

• Closing Remarks ［閉会の辞］
村井英樹（内閣府大臣政務官）

（別紙14）
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• 「未来投資戦略2017」を踏まえ開始されたプロジェクト。ブロックチェーン技術の活用可能性と課題に着目した研究課題を
設定。研究成果を金融庁主催の国際会議体である「ブロックチェーン・ラウンドテーブル」において、海外の当局、大学、
企業等の暗号、セキュリティの専門家等との議論を深めてきた。

• 研究の第1段階（2018年度）として「セキュリティ」、「技術の脆弱性」に焦点。第2段階（2019年度）として「匿名性・追
跡可能性」に焦点。今後は、分散型金融システムのガバナンスの研究等、G20の議論とも歩調を合わせた研究を実施。

ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン 「 国 際 共 同 研 究 」 プ ロ ジ ェ ク ト

ビ
ジ
ネ
ス
領
域

技
術
基
盤

ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン

「 ビ ジ ネ ス （ 業 ） 」 と し て の 領 域 （ 例 ： 資 金 決 済 法 等 ）

内
蔵
技
術

暗号技術（電子署名など）

技
術
領
域

パブリック・ブロックチェーン・エコシステム［例：ビットコイン］

利 用 者
保 護

利 用 者
保 護

暗 号 資 産 交 換 業

匿 名 性 ・ 追 跡 可 能 性

セ キ ュ リ テ ィ

技 術 の 脆 弱 性

• 匿名化技術は発展途上にある中、プライバ
シー保護と追跡可能性とのバランスを如何に
図るべきか。

• コードの脆弱性、アルゴリズムの堅牢性は誰が
検証すべきか。

• 攻撃等が発生した場合に想定される利用者等へ
の影響はどの程度か。また復旧策はあるか。

• 暗号はいずれ陳腐化し破られる（危殆化）。
脆弱性への対応策は実行可能であるのか。

［ 今 後 ］ ガ バ ナ ン ス 体 制

• 日本の場合、ビジネス領域について、規制監
督などの制度が、ある程度確立されている一
方、技術面の脆弱性を含めたエコシステム全
体での問題が発生した場合、復旧策の手順等
のガバナンスの検討をしていく必要。

• 国際的にも、分散型金融システムのガバナン
スの課題について検討していく必要。

（別紙15）
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① 暗号資産経済圏における規制とガバナンスの在り方
ブロックチェーンに基づく分散型金融システムがもたらす機会を十分いかしつつ、想定しうるリスクについて議論。当
局者、技術者コミュニティ、開発者、利用者、投資家、アカデミア等を含む全てのステークホルダーによる連携・協力
が不可欠という認識を共有。

② 暗号資産を用いたマネーロンダリング問題
分散型金融システムのリスクとして、匿名化技術の進展や追跡可能性の欠如の問題について議論。技術者と当局者が協
力することによって、技術的に解決できる領域があるという認識を共有。

③ トークンエコノミー
ブロックチェーンの活用として、トークン化の動向、トークン化とデジタル化の違い、等ついて、今後の政策上のイン
プリケーションについて議論。

④ ユースケースや当局間の規制比較、各国の規制動向
貿易金融や中銀デジタル通貨等でのブロックチェーン技術の活用の動向や、各国の規制のアップデートを共有。

合計16の金融当局、中央銀行、国際機関が参加
国内から、金融庁、財務省、日本銀行、東京大学、京都大学、慶應義塾大学、明治大
学、立命館大学が参加。
海外から、ジョージタウン大学、米国MITメディアラボ、ケンブリッジ大学、FSB、
IMF-OAP、OECD、アブダビFSRA、豪ASIC、独BaFin、仏中銀、 仏ACPR、愛財務
庁、ドバイFSA、英FCA、香港HKMA、星MASが参加。
一部セッションに、企業側の研究者、開発者（招待ベース）も参加。

各国の金融当局・研究者等のマルチステークホルダーが参画するブロックチェーンに関する「国際共同研究」プロジェクトを
実施。2017年に第１回の準備会合を金融庁で開催。昨年、第２回ラウンドテーブルを金融庁で開催。第３回会合を2019年３
月27日、28日に実施（於：金融庁）。

第３回の参加者［招待］

第３回の議論概要

ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン 「 国 際 共 同 研 究 」 プ ロ ジ ェ ク ト
金 融 庁 主 催 マ ル チ ス テ ー ク ホ ル ダ ー 参 加 型 会 議 「 B l o c k c h a i n R o u n d  T a b l e 」 の 開 催
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▲ JFSA’s Blockchain Round-Table 2019 のプレスリリース（2019年5月7日、英語版のみ公表）
URL ：https://www.fsa.go.jp/en/news/2019/20190327-28.html

ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン 「 国 際 共 同 研 究 」 プ ロ ジ ェ ク ト
金 融 庁 主 催 マ ル チ ス テ ー ク ホ ル ダ ー 参 加 型 会 議 「 B l o c k c h a i n R o u n d  T a b l e 」 の 開 催

ハ イ レ ベ ル サ マ リ を リ リ ー ス

（別紙17）
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フィンテック企業の海外展開やイノベーションに向けたチャレンジをサポート

英FCA･星MAS･豪ASIC等、７カ国・８当局との間でフィンテックに係る協力枠組みを構築
協力枠組みの概要

○ 自国のフィンテック企業を相手国当局に紹介

海外進出に際して、
相手国当局からサポートを受けることを可能に

フィンテック企業の相互紹介1

○ フィンテック企業の支援に特化した窓口の提供

○ 許認可申請前のサポート

○ 許認可申請中の手続きの支援や担当職員の紹介 等

フィンテック企業に対する支援の提供2

当局間の情報共有3

FCA：Financial Conduct Authority（英・金融行為規制機構） 2017年3月
MAS：Monetary Authority of Singapore（星・金融管理局） 同年3月
ASIC：Australian Securities & Investments  Commission（豪・証券投資委員会） 同年6月
FSRA：Financial Services Regulatory Authority （アブダビ・金融サービス規制庁） 同年9月

紹介・支援

フィンテックに係る協力枠組みの構築

FINMA ： Swiss Financial Market Supervisory Authority（瑞・金融市場監督機構） 2018年4月
DFSA ： Dubai Financial Services Authority（ドバイ・金融サービス機構） 同年9月
ACPR ： Autorité de contrôle prudentiel et de résolution （仏・プルーデンス監督・破綻処理庁） 同年11月
AMF ： Autorité des marchés financiers（仏・金融市場庁） 同年11月

（別紙18）
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第２節 休眠預金等活用法に関する取組み 

 
Ⅰ 法律の概要（別紙１参照） 

 

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」（以

下「休眠預金等活用法」という。）が 2016 年 12 月に成立、2018 年１月より全面施

行されている。 

金融機関は、最終異動日（最後に入出金等の異動があった日）から10年経過した

預金等を「休眠預金」として、通知・公告を行い、預金保険機構に移管する。休眠

預金の移管後も、金融機関は、預金者から請求があれば払戻しを行う。 

移管された休眠預金のうち内閣府が認可した金額が、指定活用団体（内閣府が指

定）に交付され、活用の原資となる。 

休眠預金の移管・預金者への返還に係る部分は金融庁の所管であり、活用に係る

部分は内閣府の所管である。 

 

   Ⅱ 2018事務年度の取組み 

 

休眠預金等活用法第48条において、「政府は、休眠預金等に係る預金者等の利益

を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を民間公益活動促進業務に活用するとのこの

法律の趣旨及び休眠預金等代替金の支払手続等に関する事項その他この法律の内容

について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるもの

とする。」と規定されていることを踏まえ、引き続き、各種の広報活動に取り組んだ。 

具体的には、休眠預金等活用法の趣旨や移管された休眠預金等についても預金者

等が返還請求を行えること等について国民に周知を図るため、預貯金者の方などの

ためのQ＆Aを拡充し、金融庁ウェブサイトに掲載したほか、政府広報としてテレビ

番組の放映等を行った。 

また、2019事務年度に制度が本格的にスタートすることを踏まえ、休眠預金等活

用法に基づく関係法令の整備等を行った。 
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民間公益活動を促進するための 
休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 概要 

 

 
 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①休眠預金等の活用に関する基本理念等【第 16 条・第 17 条】 

 ○休眠預金等を、民間公益活動（人口の減少、高齢化の進展等の経済社会情勢の急速な変化が

見込まれる中で国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ること

を目的として民間の団体が行う公益に資する活動（①子ども及び若者の支援、②日常生活等

を営む上で困難を有する者の支援、③地域活性化等の支援の３分野に係る活動）であって、

これが成果を収めることにより国民一般の利益の一層の増進に資することとなるもの）の促

進に活用 

 ○民間公益活動の自立した担い手の育成及び民間公益活動に係る資金を調達することができる

環境の整備を促進する。 

 ○預金者等の預金等を原資とするものであることに留意し、多様な意見が適切に反映されるよ

うに配慮するとともに、その活用の透明性の確保を図る。 

 ○大都市その他特定の地域に集中することのないよう配慮する。 

 ○複数年度にわたる民間公益活動に対する助成等、社会の諸課題を解決するための革新的な手

法の開発を促進するための成果に係る目標に着目した助成等その他の効果的な活用の方法を

選択することにより、民間の団体の創意と工夫が十分に発揮されるように配慮する。 

 ○宗教団体、政治団体、暴力団等は活用対象から除外 
 
②休眠預金等の移管・管理・活用の仕組み【第 2 章第 1 節（第 3 条～第 8 条）並びに第 3 章第 2

節（第 18 条・第 19 条）、第 3 節（第 20 条～第 34 条）及び第 4 節（第 35 条～第 41 条）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇預金者等であった者は、預金保険機構（委託を受けた金融機関）に対し、申出に基づき休眠預

金等代替金（元本＋利子相当額）の支払を請求することができる。【第 7 条第 2 項】 
 

２法律の概要 

内閣府 

・基本方針・基本計画の策定 

・指定活用団体の指定・事業計画の認可・監督 

監督・ 

事業報告 事業計画の申請・認可 

休眠預金等活用審議会 
諮問・答申 

支払請求 

・支払 

監督・事業報告 
監督・事業報告 

 

〇休眠預金等：預金者等が名乗りを上げないまま、10 年間放置された預金等 

      ⇒毎年 1,200 億円程度発生（その後 500 億円程度が払戻し）（平成 26～28 年度） 

〇預金等の性質（①銀行等が公共的役割を果たすための原資、②預金保険制度等による公的資金

の活用も想定、③広く国民一般が利用）に鑑みると、預金者等に払い戻す努力を尽くした上で、

社会全体への波及効果の大きい民間公益活動の促進に活用することで休眠預金等を広く国民一

般に還元すべき。 

１法律の背景 

助成・貸付・出資    

金
融
機
関 

休
眠
預
金
等 

民
間
公
益
活
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を
行
う
団
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配
団
体 

指
定
活
用
団
体 

預金者 

（別紙１） 
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第５章 審議会等の活動状況 

 

第１節 金融審議会 

 

Ⅰ 金融審議会の構成（別紙１～２参照） 

 

Ⅱ 2018 事務年度の開催実績 

 

１．総会・金融分科会合同会合 

（１）第 40 回総会・第 28 回金融分科会合同会合（2018 年 10 月 17 日開

催）（別紙３参照） 

（２）第 41 回総会・第 29 回金融分科会合同会合（2019 年３月４日開催）

（別紙４参照） 

 

２．ワーキング・グループ等 

 

（１）金融制度スタディ・グループ(平成 30 事務年度) 

開催実績：2018 年９月以降、12 回にわたり、開催。 

メンバー：(別紙５参照) 

報告書： 

・「金融機関による情報の利活用に係る制度整備についての報告」

(2019 年１月 16 日公表)（別紙６参照） 

・「『決済』法制及び金融サービス仲介法制に係る制度整備につい

ての報告≪基本的な考え方≫」(令和元年７月 26 日公表)（別紙

７参照） 

 

（２）市場ワーキング・グループ 

開催実績：2018 年９月以降、12 回にわたり、開催。 

メンバー：（別紙８参照） 

報告書： 

・「直接金融市場に関する現行規制の点検」(2018 年 12 月 27 日

公表)（別紙９参照） 

・金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会にお

ける資産形成・管理」（2019 年６月３日公表）（別紙 10～11

参照） 

※本報告書は金融審議会総会の議題とはなっていない。 

 

（３）市場構造専門グループ 

開催実績：2019 年５月以降、２回にわたり、開催。 

メンバー：（別紙 12 参照） 
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金融審議会の構成 
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金利調整分科会 

自動車損害賠償責任保険制度部会 

公認会計士制度部会 

金融分科会 

（別紙１） 
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平成31年３月４日現在

会 長 神田　秀樹 学習院大学大学院法務研究科教授

委 員 秋池　玲子
ボストン コンサルティング グループ
シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター

伊藤　元重 学習院大学国際社会科学部教授

岩下　直行 京都大学公共政策大学院教授

翁　百合 株式会社日本総合研究所理事長

沖野　眞已 東京大学大学院法学政治学研究科教授

川口　恭弘 同志社大学法学部教授

川島　千裕 日本労働組合総連合会総合政策局長

神作　裕之 東京大学大学院法学政治学研究科教授

河野　康子 一般財団法人日本消費者協会理事

小林　いずみ 経済同友会副代表幹事

佐々木　百合 明治学院大学経済学部教授

志賀　俊之
株式会社INCJ代表取締役会長（CEO）
日産自動車株式会社取締役

原田　喜美枝 中央大学商学部教授

福田　慎一 東京大学大学院経済学研究科教授

山本　和彦 一橋大学大学院法学研究科教授

山本　眞弓 弁護士（銀座新明和法律事務所）

家森　信善 神戸大学経済経営研究所教授

［計18名］
（敬称略・五十音順）

金融審議会委員名簿
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第 40 回金融審議会総会・第 28 回金融分科会 

議事次第 

日時：平成 30 年 10 月 17 日（水）９：30～11：00 

場所：中央合同庁舎７号館 13 階 共用第１特別会議室 

 

１．開会 

２．政務挨拶 

３．諮問事項に対する報告 

「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告 

４．事務局説明 

（１）金融審議会関係 

「金融制度スタディ・グループ」中間整理・審議状況 

「市場ワーキング・グループ」審議状況 

（２）金融行政のこれまでの実践と今後の方針 

５．討議 

６．閉会 

（別紙３） 
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第 41 回金融審議会総会・第 29 回金融分科会 

議事次第 

日時：平成 31 年３月４日（月）14：30～16：00 

場所：中央合同庁舎７号館 13 階 共用第１特別会議室 

 

１．開会 

２．政務挨拶 

３．委員の紹介、会長の互選等 

４．事務局説明 

（１）諮問事項に対する報告等 

「金融制度スタディ・グループ」報告・審議状況 

「市場ワーキング・グループ」報告・審議状況 

（２）「仮想通貨交換業等に関する研究会」報告書 

５．討議 

６．閉会 

（別紙４） 
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金融審議会「金融制度スタディ・グループ」メンバー等名簿 

2019 年７月 26 日現在 

座    長  岩原 紳作   早稲田大学大学院法務研究科教授 

メ ン バ ー  岩下 直行   京都大学公共政策大学院教授 

        植田 健一   東京大学経済学部准教授 

                （公共政策学連携研究部兼経済学研究科） 

        大野 英昭   アクセンチュア株式会社特別顧問 

        翁 百合    株式会社日本総合研究所理事長 

        加毛 明    東京大学大学院法学政治学研究科教授 

        神作 裕之   東京大学大学院法学政治学研究科教授 

        神田 秀樹   学習院大学大学院法務研究科教授 

        後藤 元    東京大学大学院法学政治学研究科教授 

        坂 勇一郎   弁護士（東京合同法律事務所） 

        田中 正明   日本ペイントホールディングス株式会社代表取締役会長 

        戸村 肇    早稲田大学政治経済学術院准教授 

        永沢 裕美子  Foster Forum 良質な金融商品を育てる会世話人 

        福田 慎一   東京大学大学院経済学研究科教授 

        舩津 浩司   同志社大学法学部教授 

        松井 秀征   立教大学法学部法学科教授 

        森下 哲朗   上智大学法科大学院教授 

オブザーバー  国際銀行協会 新経済連盟 生命保険協会 全国銀行協会 

        日本クレジット協会 日本資金決済業協会 日本損害保険協会 

        Fintech 協会 日本証券業協会 

        個人情報保護委員会 消費者庁 法務省 財務省 経済産業省 

        日本銀行 

（敬称略・五十音順） 

（別紙５）
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（別紙６）
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（別紙７）
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（別紙８） 
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金融審議会 市場ワーキング・グループ 

「直接金融市場に関する現行規制の点検」について 

 

平成30年 12月 27日 

 

 

 本報告は、直接金融市場における現行規制の点検事項について、本ワーキング・

グループが審議した結果を取りまとめたものである。本報告に示された考え方を踏

まえ、当局および関係者において、適切な制度整備が進められることを望みたい。 

 

 

１．契約締結前交付書面等の見直し 

 

金融商品取引業者等は、契約の締結前に、業者の商号や契約の概要、手数料、リ

スク等を記載した書面をあらかじめ交付する必要がある。一方で、契約の締結前１

年以内に同種内容の契約に関する本書面を交付している場合等、投資者の保護に支

障を生ずることがない一部の場合には、交付の義務が免除されている。 

このような規制を前提として、証券会社においては、交付漏れを防止しつつ円滑

な受注を確保する実務上のニーズから、上場有価証券等に関する本書面を冊子にま

とめ、すべての顧客に対し毎年１回交付する実務運用が存在しているが、顧客にと

って必ずしも有益な情報提供の方法となっていない、との指摘がある。 

このため、顧客に対して重要情報を提供するという趣旨を損なうことなく、顧客

利便や環境への配慮等の観点から本書面交付の合理化・効率化を図るとともに、複

雑な商品等については顧客本位の説明等が確保されるようにすることが適当であ

る。 

併せて、本書面や広告等の記載事項や方法を工夫し、より認識・理解しやすいも

のにするなど、情報技術の進展等に対応した顧客への情報提供のあり方について、

市場関係者と連携しながら検討していくことが望まれる。 

 

 

２．犯則調査における証拠収集・分析手続 

 

近年の情報技術の進展等により、犯則調査において電磁的記録（例えば、パソコ

ン接続サーバに保管されているデータ）等の証拠収集・分析を行う必要性が高まっ

ている。 

しかし、金融商品取引法には、刑事訴訟法や国税通則法等に導入されている電磁

（別紙９） 
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的記録に係る差押え等の規定が整備されておらず、現在は、証券取引等監視委員会

が押収物たるパソコン等の外部にある電磁的記録の取得等を行う場合、任意の協力

を求めるしかない状態となっている。 

従って、犯則調査における証拠収集・分析手続について、他法令の規定等を参考

としつつ、金融商品取引法に必要な規定を整備することが適当である。 

 

 

３．非清算店頭デリバティブ取引の証拠金規制 

 

G20 カンヌ・サミット（平成 23 年 11 月）において、店頭デリバティブ取引のう

ち清算機関を通じて決済されない取引（非清算店頭デリバティブ取引）に関し、取

引当事者間で証拠金（担保）の授受を行うことを義務付ける規制の導入が合意され

た。これを受けて、我が国においても平成28年９月に同証拠金規制が導入されたと

ころであり、平成32年９月以降は同規制の適用対象が地銀・保険会社等にも広がる

見込みとなっている。 

同証拠金規制においては、受領した当初証拠金について、相手側破たん時に即時

利用が可能な様態で分別管理することが求められているが、一方で、我が国の現行

法制の下では、クロスボーダー取引で慣行となっている質権構成による当初証拠金

の授受を行う場合、担保提供者に会社更生法が適用されると、担保受領者による実

行が制限されるリスク（会社更生法リスク）があり、その即時利用が必ずしも確保

されていないとの指摘がある。 

そのため、決済における安定性を確保する観点から、関係法令において、国際慣

行に即した証拠金授受を一括清算の対象とするため必要な規定を整備することが適

当である。 
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心身の衰えを見据えたマネー
プランの見直し
認知・判断能力の低下・喪失
への備え

退職金がある場合、それを踏ま
えたマネープランの検討
就労継続や収支の改善策の実行
資産運用継続と計画的な取崩し

早い時期からの資産形成の有効性の認識
少額からでも長期・積立・分散投資など
による安定的な資産形成
自らにふさわしいマネープランの検討

① 現役期

（年齢）

（資産額）

資産寿命を延ばす顧客の行動をサポートするため、金融サービス提供者に求められる対応
・ 顧客本位の業務運営（顧客にふさわしいサービスの提供、手数料の明確化、分かりやすい説明等）
・ 持続可能なサービス（サービスに見合った適切な対価の設定と説明）
・ 「自助」充実のニーズ増に応じた資産形成・管理やコンサルティング機能の強化 等

30歳頃 40歳頃 50歳頃 60歳頃 70歳頃 80歳頃 90歳頃 100歳頃

行政や業界団体などによる環境整備（資産形成制度の充実、高齢顧客保護など）

就労
延長

運用継続

計画的な取崩し

従来
今後

＜資産額の推移イメージ＞

資産形成
（つみたてNISA・iDeCo等の活用）

高齢社会における資産形成・管理

② リタイヤ期前後 ③ 高齢期

ライフステージ別の留意点

資産寿命の延伸

（別紙10）
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金融審議会市場ワーキング・グループ報告書
「高齢社会における資産形成・管理」

資料

令和元年６月３日

金融庁

（別紙11）
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1

認知症の人は、2030年に830万人（人口の７％）、2060年に1,154万人（同12％）まで増加
する可能性。

認知症の有病率が上昇する場合、最大で高齢者の３人に１人が認知症になる可能性。

65歳以上の認知症の人の推定者と推定有病率

（出典）みずほ総合研究所「高齢社会と金融～高齢社会と多様化するニーズに金融機関はどう対応するか～」より、抜粋

0
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1,200

1,400

2012 2015 2020 2025 2030 2040 2050 2060
各年齢の認知症有

病率が一定の場合 （人数）

各年齢の認知症有

病率が上昇する場

合 （人数）

（万人）

15.5

24.6

12.3

18.8

19.5

32.2

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

2035年には、最大で高齢者（65歳以上）の
3人に1人が認知症となる可能性

（注）有病率は、各年齢の認知症有病率が上昇する場合の比率。破線間は95％信頼区間を示す。
（資料） 「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学二宮教授）

（年）

認知症の人の増加①
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2

認知能力の低下により、金融機関が顧客の認知能力に問題があると判断した場合、顧客
保護の観点から金融サービスに一定の制限がかけられることがある。

成年後見開始後は、家庭裁判所が被後見人の状況を勘案して判断することとなるが、有
価証券については保有を継続するか、現金化が推奨される例が見られる。

後見開始時に保有していた
有価証券の取扱い

認知能力が衰えたことによる
金融サービスの制限

顧客の認知能力に問題があると判断した場合の金
融機関の対応例

新規契約の停止（有価証券の売買等）

既存契約の解除（信用取引、FX取引等）

本人のみによる預貯金口座の引き出しの停止

出典：地方家庭裁判所成年後見人Ｑ＆Ａより抜粋

認知症の人の増加②
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3

出典：厚生労働省「成年後見制度利用促進基本計画のポイント・概要」
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（出所） 独立行政法人労働政策研究・研修機構「高年齢者の継続雇用等、就業実態に関する調査」（2011年）
※ 複数回答
※ 60～64歳は雇用者のみの回答（男性 ｎ＝1,224、女性 ｎ＝865）、65～69歳は自営業者を含む（男性 ｎ＝232、女性 ｎ＝157）
※ 2011年7月現在の就業等の状況に対する意識を尋ねたもの

○ 高齢者の就業理由は、60歳台前半では「生活の糧を得るため」が最も多いが、60歳
台後半では 「健康にいいから」「いきがい、社会参加のため」といった割合が増える。

4

高齢者の就業理由

（出典）第21回市場ワーキング・グループ 厚生労働省提出資料
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高齢者のボランティア活動への参加は増加しており、ボランティア活動への参加意向を
持っている者も多く存在する。

（出典）総務省「社会生活基本調査」より、金融庁作成

ボランティア活動への参加率の推移 ボランティア活動への参加意向がある人の割合（年齢別）

（出典）内閣府「高齢者の経済生活に関する意識調査(H23年)」より、金融庁作成
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5

高齢者とボランティア
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現役時代から投資を行っていたと回答した人 現役時代から投資を行っていなかったと回答した人

2,824人 5,806人

↓ ↓

且つ、退職金で投資をしたと回答した人
括弧内は上記回答に対する比率

且つ、退職金で投資をしたと回答した人
括弧内は上記回答に対する比率

1,984人
(70.3%)

692人
(11.9%)

（出典）フィデリティ退職・投資教育研究所、退職者8000人アンケート、2015年調査より、金融庁作成

現役時代から投資を行ってきた者は、退職金でも投資を行う傾向が高い。

6

退職金と投資
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ポイント つみたてNISA

長期投資
投資を始めたら、長期間続けること！ 長期保有を前提とした制度

非課税期間は20年間

積立投資
投資のタイミングをとらえるのは難しい！
定期的に自動で買付！

買付けの方法は、積立投資に限定

分散投資
分散投資でリスクを軽減！
資産の分散と地域の分散 !

対象は、国内外の株式・債券等に分散
して投資する投資信託

手 数 料
信託報酬は、長期の運用成果に大きな
影響！

信託報酬が低く、販売手数料もノーロー
ド（０円）の低コスト商品に限定

分 配 金
毎月、分配金を受け取ることは、長期の
運用には向かない！

毎月分配型でない商品が対象

税 金 原則、運用益は課税（20.315％） 運用益は非課税

資産形成（投資）にあたってのポイント

7
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8（出典）厚生労働省 第6回社会保障審議会年金部会資料より抜粋
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9（出典）厚生労働省 第68回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会参考資料より抜粋
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2018 40

2019 40

2020 40

2021 40

2022 40

2023 40

2024 40

2025 40

2026 40

2027 40

2028 40

2029 40

2030 40

2031 40

2032 40

2033 40

2034 40

2035 40

2036 40

2037 40

・非課税枠（最大）：40万円
・非課税の期間：20年間
・非課税の最大枠：800万円（40万円×20年）

・投資対象：株式投資信託
長期の資産形成に適した商品に限定

・非課税枠（最大）：120万円
・非課税の期間：５年間
・非課税の最大枠：600万円（120万円×５年）

・投資対象：上場株式、株式投資信託、REIT など

一般ＮISAとつみたてＮISA
一般NISA つみたてNISA

５年間 20年間

選 択

10

2014

2015

2016 120

2017 120

2018 120

2019 120

2020 120

2021 120

2022 120

2023 120
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退職等
年金給付

確定拠出
年金

（企業型）

自営業者等 公務員等民間サラリーマン 第２号被保険者の
被扶養配偶者

1,505万人 4,358万人

第１号被保険者 第３号被保険者第２号被保険者等（※1）

6,733万人（※

２）

870万人

※１ 第２号被保険者等とは、厚生年金被保険者のことをいう（第２号被保険者のほか、65歳以上で老齢、または、退職を支給事由とする年金給付の受給権を有する者を含む）。
※２ 20～65歳未満人口は、6,965万人。人口推計（2018（平成30）年９月）調べ。

確定給付
企業年金

厚 生 年 金 保 険

厚生年
金

基金

国 民 年 金 （ 基 礎 年 金 ）

（代行部分）

加入者数
648万人

加入者数
901万人

加入員数
57万人

iDeCo

加入員数
37万人 国民

年金基金

iDeCo（個人型確定拠出年金 ）

※斜線部は、任意加入
加入者数
85万人

（数値は2018（平成30）年３月末）

加入者数
447万人

○ 20歳以上65歳未満人口に対し、企業年金・個人年金の加入者の割合は、25.0％
○ 厚生年金被保険者に占める企業年金・個人年金の加入者の割合は、38.9％

※ 複数の制度に重複加入している加入者数を推計し控除して算出。

年金制度の体系

11（出典）第21回市場ワーキング・グループ 厚生労働省提出資料 - 213 -



〇 働き方・ライフコースの多様化が進む中、生涯にわたって継続的に老後に向けた自助努力を可能とす
るため、iDeCoについて、第３号被保険者や企業年金加入者※、公務員等共済加入者を加入可能とした。
（2017年１月施行）

※企業型確定拠出年金加入者については規約に定めた場合に限る。

国民年金（基礎年金）

厚生年金保険

専業主婦（夫）等
（第３号被保険者）

自営業者等
（第１号被保険者）

会社員
（第２号被保険者）

公務員等

（第２号被保険
者）

拠出限度額
年額33万円

（月額2.75万円）

拠出限度額
年額81.6万円
（月額6.8万円）

年金払い
退職給付
拠出限度額

年額15.66万円
（月額1.31万円）

※３

確定給付型

厚生年金基金
確定給付企業年金

私学共済など

拠出限度額なし

企業型

企業型

拠出限度額
年額66万円

（月額5.5万円）

拠出限度額
年額14.4万円
（月額1.2万円）

拠出限度額
年額27.6万円
（月額2.3万円）

※１ 企業型のみを実施する場合は、従業員によるマッチング拠出ができることを定めない場合であって、①iDeCoに加入ができること、②企業型への事業主掛金の上限を年額42万
円(月額3.5万円)以下とすることを規約で定めた場合に限り、iDeCoへの加入が可能。

※２ 企業型と確定給付型を実施する場合は、 従業員によるマッチング拠出ができることを定めない場合であって、①iDeCoに加入ができること、②企業型への事業主掛金の上限を
年額18.6万円(月額1.55万円)以下とすることを規約で定めた場合に限り、iDeCoへの加入が可能。

※３ 保険料率の上限は、労使あわせて1.5％と法定されている。標準報酬の月額の上限は62万円、標準期末手当等の額の上限は150万円であり、これらに基づき表中の拠出限度
額を算出している。

拠出限度額
年額27.6万円
（月額2.3万円）

拠出限度額
年額24.0万円
（月額2.0万円）

※１

※２

※ 国民年金基金等
との合算枠

国民年金基金

12

個人型確定拠出年金（iDeCo）の加入可能範囲の拡大

（出典）第21回市場ワーキング・グループ 厚生労働省提出資料 - 214 -



○ 老齢給付において、年金により受給している者の１件当たり給付額は、 66万円（2017年度）となっている。
〇 一時金により受給している者の１件当たり給付額は、328万円（2017年度）となっている。

iDeCoの給付額

出所：確定拠出年金統計資料2002年3月末～2018年3月末（運営管理機関連絡協議会）

13（出典）第21回市場ワーキング・グループ 厚生労働省提出資料 - 215 -



14

路線価
（公示地価の80%程度）

固定資産税評価額
（建築費の50～70%）

市場取引価格（時価）の
70%

預入残高の100%

取引所終値の100%

建物

ゴルフ会員権

定期預金

上場株式

土
地

価格変価格変
動

リスクな
し

価
格
変
動
リ
ス
ク
あ
り

相続税評価額

（注）土地等の資産については、実際の取引価格にばらつきがあることや、路線
価等の算出頻度が少ないこと等を踏まえ、実際の取引価格より割り引いた額
で評価されている。

他の資産の評価方法との比較

◆上場株式等の相続税に係る現状及び問題点

○ 相続財産となった上場株式等は、原則として相続時

点の時価で評価される。現行制度では、相続時の時

価と、相続時以前3か月間（相続発生月、その前月、

前々月）の各月における終値平均額のうち、最も低い

価額で評価。

○ 土地・建物については、価格変動リスクを考慮し、評

価額から割り引いた額を相続税評価額としている一方、

上場株式については、納付期限まで（10か月間）の価

格変動リスクがあるにもかかわらず、取引所終値の

100％で評価されている。

○ こうした評価方法が相続税対策として、高齢者の資

産が土地・建物に向かうインセンティブとなっていると

の指摘がある。

○ 株式の評価額についても、土地・建物と同様、価格

変動リスクを相続税評価額に織り込む必要があるの

ではないか。

第17回市場WG
金融庁提出資料
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15

事業承継①

廃業予定企業の廃業理由 事業承継の準備内容

（出典）中小企業庁委託「中小企業における事業承継に関
するアンケート・ヒアリング調査」より、金融庁作成

（出典）日本政策金融公庫総合研究所「中小企業の事業
承継に関するインターネット調査」より、金融庁作成

（出典）未来投資会議構造改革徹底推進会合資料（平成29年11月14日）より抜粋 （出典）未来投資会議構造改革徹底推進会合資料（平成29年11月14日）より抜粋

今後10年間で200万人を超える中小企業等の経営者が引退時期を迎える中、事業承継は重要な課題

事業承継において、後継者がいないことなどが廃業理由の上位に挙げられている一方、事業承継の準備内容とし
ては、株式等の整理・承継が上位に挙げられている。

- 217 -



16

事業承継②

（出典）日本証券業協会「非上場株式の取引の在り方の検討結果～「株主コミュニティに関する規則」 及び「店頭有価証券に関する規則」 の改正について～より抜粋
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17

事業承継③

（出典）日本証券業協会「非上場株式の取引の在り方の検討結果～「株主コミュニティに関する規則」 及び「店頭有価証券に関する規則」 の改正について～より抜粋
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18

高齢顧客の定義
• 75歳以上（目安）の顧客
※80歳以上（目安）の顧客に対してはより慎重な勧誘等

勧誘留意商品の選定
• 役席者の事前承認が必要な商品（勧誘留意商品）と

それ以外の商品の範囲を区分
※国債、社債、公社債投資信託等は事前承認不要

80歳以上の高齢顧客への対応
• 担当営業員が勧誘留意商品の勧誘を行う場合、原則として

翌日以降受注
• 受注は役席者が行う

日本証券業協会の高齢顧客投資勧誘ガイドライン
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（資産額）

①現役期

（年齢）

資産形成期 運用・取崩し期

親の相続

就職

生前贈与or被相続

独居/同居/扶養

30歳頃 40歳頃 50歳頃 60歳頃 70歳頃 80歳頃 90歳頃 100歳頃

退職

資産管理期

子の進学

子の誕生

結婚

住宅購入

親の介護

②リタイヤ期前後 ③高齢期

約358万円※1 

約50万円※2

三大都市圏：約2500万円～約4,500万円※3

その他地域：約1900万円～約3,700万円※3

0～1,000万円※8

約 7 6 5 万 （ 全 て 公 立 校 ） ～
約2,463万円（全て私立校）※5

リフォーム：約465万円※7

約195.7万円※9

再雇用時の給与水準：65.4％※6

（出典） ※１ 株式会社 リクルートマーケティングパートナーズ「ゼクシィ結婚トレンド調査2018」
※２ 公益社団法人 国民健康保険中央会「正常分娩分の平均的な出産費用について（平成２８年度）」
※３ 住宅金融支援機構「2017年度フラット３５利用者調査」より土地付注文住宅、注文住宅、建売住宅、

マンション、中古戸建及び中古マンションの取得費（建築費・土地取得費含む）の平均値
※４ 厚生労働省「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告」参考資料
※５ 文部科学省「平成28年度子どもの学習費調査結果」及び

独立行政法人「平成２８年度学生生活調査報告書」より金融庁作成

ライフステージに応じて発生する費用等の例

加齢等による認知・判断
能力の漸進的な衰え

就労継続

リフォーム/
住替え

健康
or

要介護

葬儀

在宅介護期間：約34ヶ月※4

※ 内の数値は各調査結果の平均値

※６ 厚生労働省「平成29年職種別民間給与実態調査」
※７ 国土交通省「平成25年住生活総合調査結果」
※８ 生命保険文化センター「平成27年度生命保険に関する全国実態調査」

初期費用80万円＋（月額7.9万円×12月×10年）=1,028万円
※９ 一般財団法人 日本消費者協会「葬儀についてのアンケート調査」

19
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取り組みの全体像のイメージ

資
産
形
成
・

取
崩
し

他省庁 金融庁 金融業界

高齢者側でアドバイスができる担い手

後見人による資産管理

急速な
高齢社会の進展

政府全体の取り組み
未来投資戦略 人生100年時代構想骨太の方針

他 省 庁 金融審議会 市場ワーキング・グループ

医療・介護制度改革

高齢者雇用の延長

公的年金制度改革

認 知 症 対 策

等

「人生100年時代」に備えた資産活用への意識醸成

住 宅 対 策

国民

高齢投資家保護

等

基
本
的
考
え
方

潜在的
ニーズ

保有住宅資産の有効活用

円滑な資産承継や事業承継

NISAやDC / iDeCo等の資産形成に資する制度

金融・非金融の連携

顧客起点のビジネスモデル追求

「見える化」による
適切な選択の推進

金融商品
サービス

老後の
収支

高齢化社会における金融包摂

資産形成
（長期・積立・
分散投資）

2019年G20議長国

金融事業者の取組の
「見える化」 「顧客本位」の業務運営

資
産
形
成
・

取
崩
し

資
産

承
継

安
心
な
投
資
環
境

整
備

原則・プリンシプルの設定（金融業界の取り組むべき方向性、顧客の留意すべき事項）

後 押 し

相互
関連

等

20（出典）第15回市場ワーキング・グループ 事務局提出資料（一部簡略化）
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第1回 5月17日（金）16:30～18：30（120分）

○ これまでの議論について

✧東京証券取引所

○ 委員からのプレゼンテーション

✧フィデリティ投信 三瓶ヘッド・オブ・エンゲージメント

✧ニッセイアセットマネジメント 井口チーフ・コーポレート・ガバナンス・オフィ

サー

✧日本経団連 松山資本市場部会長（三菱電機㈱取締役）

第2回 5月31日（金）17:30～19:30（120分）

○ 機関投資家等からのヒアリング

✧ＲＭＢキャピタル 細水パートナー

✧農林中金バリューインベストメンツ 奥野常務取締役（CIO）

✧投資顧問業協会 大場会長

開催実績

座長 神田 秀樹 学習院大学大学院法務研究科教授

井口 譲二 ニッセイアセットマネジメント(株) チーフ・コーポレート・ガバナンス・オフィ

サー

池尾 和人 立正大学経済学部教授

翁 百合 (株)日本総合研究所理事長

小林 喜光 （株）三菱ケミカルホールディングス 取締役会長

三瓶 裕喜 フィデリティ投信(株) ヘッド・オブ・エンゲージメント

高田 創 みずほ総合研究所（株）副理事長 エグゼクティブエコノミスト

松山 彰宏 日本経団連 資本市場部会長（三菱電機㈱取締役）

（オブザーバー）

日本取引所グループ 札幌証券取引所 名古屋証券取引所 福岡証券取引所

経済産業省 日本銀行 日本証券業協会

（敬称略、五十音順）

「市場構造専門グループ」メンバー名簿

（別紙12）
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第２節 自動車損害賠償責任保険審議会（別紙１～２参照） 
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会　　長 藤 田 友 敬  東京大学大学院法学政治学研究科教授

委　　員 秋 田 進  一般社団法人日本自動車会議所保険委員会委員長

甘 利 公 人  上智大学法学部教授 

飯 豊 聡  一般社団法人日本損害保険協会自賠責保険特別委員会委員長

大 野 澄 子  弁護士

鈴 木 共 子  NPO法人いのちのミュージアム代表理事

髙 倉 明  全日本自動車産業労働組合総連合会会長

髙 松 伸 幸  全日本交通運輸産業労働組合協議会事務局長

田 島 優 子  弁護士

中林 真理子  明治大学商学部教授

村 山 美 彦  全国共済農業協同組合連合会代表理事専務

山 本 眞 弓  弁護士

唯 根 妙 子  一般財団法人日本消費者協会専務理事

特別委員 江 原 茂  損害保険料率算出機構専務理事

桑 山 雄 次  全国遷延性意識障害者・家族の会代表

長 島 公 之  公益社団法人日本医師会常任理事

野 尻 俊 明 　 流通経済大学学長

矢 代 隆 義  一般社団法人日本自動車連盟会長

（敬称略・五十音順）    

自動車損害賠償責任保険審議会委員名簿

（平成31年１月８日現在）

(別紙１)
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平成 31 年１月 16 日 

金融庁 

 

第 139 回自動車損害賠償責任保険審議会の開催結果について 
 

  
１． 平成 31年１月 16日午前 10 時 00 分から第 139 回自動車損害賠償責任保険審議会が開催され

ました。 

 

２． 第 139 回自動車損害賠償責任保険審議会において報告された平成 30年度料率検証結果によ

る損害率（※）は、次のとおりです。 

（単位：％）  

契約年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

前回（平成 29 年４月）  

改定時予定損害率 
105.9 

平成 30 年度検証結果

による損害率 
100.9 100.4 

（※）損害率＝（支払保険金／収入純保険料）×100 

 

３． 今回は、基準料率の改定は必要ないものとされました。 

 

（参考）議事要旨及び議事録については、後日公表します。 

 

 

お問い合わせ先 

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 

監督局保険課(内線 3375、3342) 

（別紙２） 
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第３節 企業会計審議会 

 

   Ⅰ 企業会計審議会の構成 

 

企業会計審議会（会長：徳賀芳弘 京都大学副学長・教授）は、会計を巡る事項、

監査基準の設定、その他企業会計制度の整備改善について調査審議等することとさ

れており、その下に、会計部会、監査部会、内部統制部会の各部会が設置されてい

る。（別紙１参照） 

 

Ⅱ 2018事務年度の審議状況 

 

１．企業会計審議会・第43回監査部会（2019年３月28日開催） 

2019年１月に報告書を公表した「会計監査についての情報提供の充実に関する

懇談会」及び各国の監査制度など監査をめぐる国際的な動向について報告が行わ

れた。 

また、監査報告書の記載事項の見直しについて、①2018年７月に改訂された監

査基準を踏まえた中間監査報告書・四半期レビュー報告書の記載区分等の見直し、

②「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」を踏まえた、無限定適

正意見以外の意見における監査報告書の記載事項及び守秘義務に係る規定の見直

し、③有価証券報告書における財務計算に関する書類以外の記載内容等である「そ

の他の記載内容」に対する監査人の対応について、説明が行われ、審議が行われ

た。 

 

２．第44回監査部会（2019年５月21日開催） 

①中間監査報告書・四半期レビュー報告書の記載区分等の見直し、②無限定適

正意見以外の意見における監査報告書の記載事項及び守秘義務に係る規定の見直

しについて、引き続き審議が行われ、監査基準等の改訂の公開草案を公表するこ

ととされた。また、③「その他の記載内容」について、監査人が採るべき手続の

目的及び具体的内容や監査人の責任などの審議が行われ、今後も審議を進めてい

くこととされた。 

これを踏まえ、５月に監査基準、中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂

の公開草案を公表した。 
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企 業 会 計 審 議 会 の 組 織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総  会 

監 査 部 会 会 計 部 会 内部統制部会 

（別紙１） 
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第４節 金融トラブル連絡調整協議会 

 

Ⅰ 経緯 

 

金融トラブル連絡調整協議会（座長：神作裕之 東京大学大学院法学政治学研究科

教授）は、金融審議会答申（2000年６月）を踏まえ、業態の枠を超えた情報・意見

交換等を行い、金融分野における裁判外紛争処理制度の改善につなげることを目的

として、消費者団体、学識経験者、業界団体・自主規制機関、関係行政機関等の参

加により、同年９月より開催しているものである。（別紙１参照） 

 

Ⅱ 議論の状況 

 

    2000年９月７日の第１回会合以降、これまで57回の協議会を開催してきた。 

   

    １．第56回金融トラブル連絡調整協議会 

    2019 年２月８日、第 56 回金融トラブル連絡調整協議会が開催された。同協議

会では、指定紛争解決機関の業務実施状況（30年度上半期）及び「金融機関・業

界の業務改善に資する取組み（フィードバックが改善に確実に活かされるための

仕組みの構築）と消費者への還元」等について報告・意見交換等を行った。 

 

２．第57回金融トラブル連絡調整協議会 

2019年６月26日、第57回金融トラブル連絡調整協議会が開催された。同協議

会では、指定紛争解決機関の業務実施状況（30年度）及び「苦情・紛争の解決に

向けた取組み（特に顧客の適合性、商品理解等を踏まえた対応）」等について報告・

意見交換等を行った。（別紙２、３参照） 
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令和元年6月26日現在
（消費者行政機関等）
消費者庁消費者教育・地方協力課長 尾 原 知 明
国民生活センターＡＤＲ事務局長 影 山 武
東京都消費生活総合センター所長 戸 澤 互
日本司法支援センター本部第一事業部 情報提供課長 諏 訪 要 一

（消費者団体）

全国消費者団体連絡会政策スタッフ 大 出 友 記 子

日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会常任顧問 唯 根 妙 子
全国消費生活相談員協会主任研究員 樋 山 昌 子

（指定紛争解決機関）
全国銀行協会金融ＡＤＲ部長 西 村 寿 一
信託協会事務局長兼信託相談所長 高 桑 信 之
生命保険協会生命保険相談所事務局長 高 橋 正 国
日本損害保険協会損害保険相談・紛争解決サポートセンター本部長 森 脇 隆 正
保険オンブズマン専務理事 小 野 幸 則
日本少額短期保険協会専務理事 小 泉 武 彦
証券・金融商品あっせん相談センター事務局長 三 森 肇
日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター長 遠 藤 清 一

（業界団体・自主規制機関）
全国信用金庫協会業務管理部長 染 川 幸 夫
全国信用組合中央協会しんくみ業務相談センター長 湯 川 義 明
全国労働金庫協会法務部長 菅 谷 宏 行
日本商品先物取引協会相談センター長 原 田 孝 司
農林中央金庫総合企画部部長（農漁協系統金融機関代表） 宇 都 宮 秀 起
不動産証券化協会教育推進部長兼苦情相談室長 深 津 明
日本資金決済業協会事務局長 橋 本 文 夫
日本仮想通貨交換業協会業務部長 長 田 佳 巳

（弁護士）
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 斎 藤 輝 夫
東京合同法律事務所 坂 勇 一 郎

（学識経験者）
東京大学大学院法学政治学研究科教授 沖 野 眞 已

【座長】 東京大学大学院法学政治学研究科教授 神 作 裕 之
一般社団法人メディエーターズ代表理事 田 中 圭 子
上智大学法科大学院教授 森 下 哲 朗
京都大学大学院法学研究科教授 山 田 文

（金融当局）
金融庁企画市場局総務課長 長 岡 隆
金融庁総合政策局総合政策課金融サービス利用者相談室長 鈴 木 三 智 男
金融庁監督局総務課長 堀 本 善 雄
経済産業省経済産業政策局産業資金課課長補佐 髙 津 戸 拓 也
厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課労働金庫業務室室長補佐 田 中 稔
国土交通省土地・建設産業局不動産市場整備課長 武 藤 祥 郎
総務省情報流通行政局郵政行政部貯金保険課長 佐 藤 健 治
農林水産省経営局金融調整課経営専門官 鈴 木 裕

〔計38名〕
（事務局）
金融庁企画市場局総務課金融トラブル解決制度推進室長 今 西 隆 浩

〔合計39名〕

金融トラブル連絡調整協議会委員名簿

（敬称略、順不同）

（別紙１）
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前年
同期比

不開始 解決 移行 不応諾 不調 移送 その他 計 １月未満
１月以上
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上 計

182 1,053 増減なし 1,235 1,056 179 0 675 163 0 74 0 144 1,056 481 296 228 51 1,056

2 3 ▲40% 5 5 0 0 4 1 0 0 0 0 5 0 3 1 1 5

262 960 ▲6% 1,222 964 258 0 565 316 0 3 0 80 964 259 291 305 109 964

1,409 3,547 ▲10% 4,956 3,669 1,287 0 3,137 186 1 299 0 46 3,669 896 1,315 689 768 3,668

68 214 ▲36% 282 259 23 14 128 31 0 84 0 2 259 90 124 44 1 259

13 69 ▲4% 82 71 11 0 39 26 0 0 0 6 71 27 29 9 6 71

60 1,506 91% 1,566 1,370 196 0 667 703 0 0 0 0 1,370 547 308 459 56 1,370

5 26 ▲37% 31 30 1 0 22 3 0 4 0 1 30 22 2 5 1 30

2,001 7,378 2% 9,379 7,424 1,955 14 5,237 1,429 1 464 0 279 7,424 2,322 2,368 1,740 993 7,423合計

（注１）各指定紛争解決機関からの報告に基づき金融庁で作成。

（注２）計数は速報値である。

生命保険協会

日本損害保険協会

保険オンブズマン

日本少額短期保険協会

証券・金融商品
あっせん相談センター

日本貸金業協会

前期の
未済件数

当期の
受付件数

全国銀行協会

信託協会

指定紛争解決機関の苦情処理手続実施状況
（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

１．苦情処理手続の実施状況 （単位：件）

(指定紛争解決機関名)

（1）苦情処理手続件数（当期の状況） （２）苦情処理手続の終了事由別の内訳件数（当期の既済事件）
（３）苦情処理手続（不応諾及び移送を除く。）
    の所要期間（当期の既済事件）

受付件数
計

当期の
既済件数

当期の
未済件数

【凡例】
○不開始・・・手続が開始される前に苦情が解決したため、手続開始に至らなかったもの。
○解 決・・・手続開始後に苦情が解決したもの。
○移 行・・・苦情処理手続を実施したが、最終的に紛争解決手続へ移行したもの。

○不応諾・・・金融機関が苦情処理手続に応じなかったもの。

○不 調・・・苦情処理手続を実施したが、申立人の納得が得られなかったもの（移行を除く）。

○移 送・・・指定紛争解決機関が、他の指定紛争解決機関の苦情処理手続に付することが適当と認めたもの。
○その他・・・苦情処理手続が終了しているが、上記のいずれにも分類されないもの。

（別紙２）
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前年
同期比

和解
特別
調停

見込み
なし

双方の
離脱

一方の
離脱

不応諾 移送 その他 計 １月未満
１月以上
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上 計

57 178 39% 235 152 83 53 0 93 0 6 0 0 0 152 0 34 68 50 152

0 1 皆増 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1

215 324 ▲14% 539 369 170 22 89 249 0 9 0 0 0 369 6 70 160 133 369

167 397 ▲2% 564 368 196 155 1 190 0 22 0 0 0 368 5 69 182 112 368

12 25 ▲14% 37 29 8 12 1 15 0 1 0 0 0 29 0 17 9 3 29

5 26 24% 31 24 7 0 10 8 3 2 0 0 1 24 3 7 12 2 24

19 704 492% 723 414 309 378 0 33 0 2 0 0 1 414 0 161 250 3 414

3 10 ▲17% 13 11 2 5 0 6 0 0 0 0 0 11 0 2 5 4 11

478 1,665 53% 2,143 1,368 775 626 101 594 3 42 0 0 2 1,368 14 361 686 307 1,368

指定紛争解決機関の紛争解決手続実施状況
（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

２．紛争解決手続の実施状況 （単位：件）

(指定紛争解決機関名)

（1）紛争解決手続件数（当期の状況） （２）紛争解決手続の終了事由別の内訳件数（当期の既済事件）
（３）紛争解決手続（不応諾及び移送を除く。）
    の所要期間（当期の既済事件）

受付件数
計

当期の
既済件数

当期の
未済件数

成　立 成立以外

前期の
未済件数

当期の
受付件数

全国銀行協会

信託協会

生命保険協会

日本損害保険協会

保険オンブズマン

日本少額短期保険協会

証券・金融商品
あっせん相談センター

日本貸金業協会

合計

（注１）各指定紛争解決機関からの報告に基づき金融庁で作成。

（注２）計数は速報値である。
【凡例】
○和 解・・・紛争解決委員が提示する和解案により解決したもの。
○特別 調 停・・・紛争解決委員が提示する特別調停案（和解案であって、金融機関が原則受け入れなければならないもの）により解決したもの。
○見込みなし・・・紛争解決委員が、紛争解決手続によっては、和解が成立する見込みがないと判断して終了したものなど。

○双方の離脱・・・紛争の当事者双方が、紛争解決手続によっては紛争の解決を図ることはしないこととして、合意により終了したもの。
○一方の離脱・・・紛争の当事者のいずれか一方が、申立ての取下げや手続からの離脱により終了したもの。

○不 応 諾・・・顧客の不応諾及び金融機関の正当な理由のある不応諾。

○移 送・・・紛争解決委員が、他の指定紛争解決機関の紛争解決手続に付することが適当と認めたもの。
○そ の 他・・・紛争解決手続が終了しているが、上記のいずれにも分類されないもの。

（別紙３）
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第５節 仮想通貨交換業等に関する研究会 

 

暗号資産に関しては、マネロン・テロ資金供与対策に関する国際的な

要請や、国内交換業者の破綻を受け、暗号資産と法定通貨等の交換業者

に対して登録制を導入し、本人確認義務等の導入や説明義務等の一定の

利用者保護規定の整備を行った。 

その後、国内交換業者において顧客からの預り資産の外部流出事案が

発生したほか、立入検査により、暗号資産交換業者（みなし業者を含む。）

の内部管理態勢等の不備が把握された。また、暗号資産の価格が乱高下

し、暗号資産が決済手段ではなく投機の対象となっているとの指摘も聞

かれる。さらに、証拠金を用いた暗号資産の取引や暗号資産による資金

調達等の新たな取引が登場している。 

こうした状況を受け、暗号資産交換業等を巡る諸問題について制度的

な対応を検討するため、2018 年３月に「仮想通貨交換業等に関する研究

会」が設置され、同年４月以降 11 回にわたり開催されるとともに、同年

12 月に報告書が取りまとめられた。（別紙１～２参照） 
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○ 仮想通貨に関しては、マネーロンダリング・テロ資金供与対策に関する国際的要請がなされたことや、国内で当時世界最大規模の仮想
通貨交換業者が破綻したことを受け、2017年４月より、仮想通貨と法定通貨等の交換業者に対し、登録制を導入し、本人確認義務等の導入や
説明義務等の一定の利用者保護規定の整備を行った。

○ その後、コインチェック株式会社が、不正アクセスを受け、顧客からの預かり資産が外部に流出するという事案が発生したほか、立入
検査により、みなし登録業者や登録業者における内部管理態勢等の不備が把握された。また、仮想通貨の価格が乱高下し、仮想通貨が決済
手段ではなく投機の対象となっている中、投資者保護が不十分であるとの指摘も聞かれる。さらに、証拠金を用いた仮想通貨の取引や仮想
通貨による資金調達など新たな取引が登場しているという動きも見られる。

○ こうした状況を受け、仮想通貨交換業等をめぐる諸問題について制度的な対応を検討するため、「仮想通貨交換業等に関する研究会」を
設置する。

趣 旨

メンバー等

開 催 状 況

座 長 神田 秀樹 学習院大学大学院法務研究科教授
メンバー 井上 聡 弁護士（長島・大野・常松法律事務所）

岩下 直行 京都大学公共政策大学院教授
翁 百合 株式会社日本総合研究所理事長
加藤 貴仁 東京大学大学院法学政治学研究科教授
神作 裕之 東京大学大学院法学政治学研究科教授
楠 正憲 Japan Digital Design 株式会社最高技術責任者
坂 勇一郎 弁護士（東京合同法律事務所）
中島 真志 麗澤大学経済学部教授
永沢裕美子 Foster Forum 良質な金融商品を育てる会世話人
福田 慎一 東京大学大学院経済学研究科教授
三宅 恒治 みずほ総合研究所株式会社金融調査部長
森下 哲朗 上智大学法科大学院教授

オブザーバー 奥山 泰全 一般社団法人日本仮想通貨交換業協会会長
中野 俊彰 一般社団法人信託協会業務委員長
望月 昭人 一般社団法人全国銀行協会企画委員長
山内 公明 日本証券業協会常務執行役自主規制本部長
山﨑 哲夫 一般社団法人金融先物取引業協会事務局長
髙橋 俊章 警察庁刑事局犯罪収益移転防止対策室長
内藤 茂雄 消費者庁消費者政策課長
竹林 俊憲 法務省大臣官房参事官
中澤 亨 財務省大臣官房信用機構課長
福本 拓也 経済産業省経済産業政策局産業資金課長
副島 豊 日本銀行決済機構局FinTechセンター長

（敬称略・五十音順）

（2018年12月14日時点）

仮想通貨交換業等に関する研究会

第７回 10月19日 仮想通貨デリバティブ取引に係る規制のあり方 等

第８回 11月１日 ICOに係る規制のあり方

第９回 11月12日 ウォレット業者・不公正な現物取引に係る規制のあり方 等

第10回 11月26日 ICOに係る規制のあり方 等

第11回 12月14日 報告書（案）

第１回 ４月10日 仮想通貨（暗号資産）の取引やICO（Initial Coin Offering）の状況 等

第２回 ４月27日 仮想通貨（暗号資産）をめぐる国際的な議論・各国の対応の状況 等

第３回 ５月22日 仮想通貨（暗号資産）をめぐるプレイヤーの状況 等

第４回 ６月15日 仮想通貨（暗号資産）の分野でグローバルに活動している者からのヒアリング

第５回 ９月12日 仮想通貨交換業に関する自主規制案の概要 等

第６回 10月３日 仮想通貨交換業に係る規制のあり方 等

（別紙１）
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「仮想通貨交換業等に関する研究会」報告書の概要

顧客の仮想通貨の流出事案が複数発生

◆仮想通貨の流出リスク等への対応
●オンラインで秘密鍵を管理する顧客の仮想通貨相
当額以上の純資産額及び弁済原資（同種・同量以上
の仮想通貨）の保持を義務付け
●顧客の仮想通貨返還請求権を優先弁済の対象
とする仕組みを整備
●財務書類の開示を義務付け

◆業務の適正な遂行の確保
●取引価格情報の公表を義務付け
●投機的取引を助長する広告・勧誘を禁止
●自主規制との連携（自主規制規則に準じた社内規則を策定
していない自主規制機関未加入業者の登録拒否・取消し）

◆問題がある仮想通貨の取扱い
●利用者保護や業務の適正かつ確実な遂行に支障
を及ぼすおそれがある仮想通貨の取扱いを禁止
●取り扱う仮想通貨の変更を事前届出に見直し

仮想通貨交換業者を巡る課題への対応

事業規模の急拡大に業者の内部管理態勢の整備が追いついていない実態

価格が乱高下し、仮想通貨が投機の対象になっている、との指摘

仮想通貨を用いた新たな取引（証拠金取引やICO）の登場

◆証拠金取引であることを踏まえた対応
●外国為替証拠金取引（FX取引）と同様に業規制
の対象とし、不招請勧誘の禁止などの行為規制を
適用
●仮想通貨の価格変動の実態を踏まえ、適切な証
拠金倍率の上限を設定

◆仮想通貨の特性等を踏まえた追加的な対応
●仮想通貨に特有のリスクに関する説明を義務付け
●最低証拠金を設定

◆仮想通貨信用取引への対応
●仮想通貨証拠金取引と同様の機能・リスクを有す
ることを踏まえ、同様の規制を適用

仮想通貨証拠金取引等への対応

様々な問題への指摘が多い一方で、将来の可能性へ
の指摘も踏まえつつ、規制を整備

◆投資性を有するICOへの対応
●仮想通貨による出資を募る行為が規制対象となる
ことを明確化
●ICOトークンの流通性の高さや投資家のリスク等を
踏まえて、以下のような仕組みを整備
・ 50名以上に勧誘する場合、発行者に公衆縦覧型
の発行・継続開示を義務付け
・ 仲介業者を証券会社と同様の業規制の対象とし、
発行者の事業・財務状況の審査を義務付け
・ 有価証券と同様の不公正取引規制*を適用
* インサイダー取引規制は、今後の事例の蓄積等を踏まえて検討

・ 非上場株式と同様に一般投資家への勧誘を制限

◆その他のICOへの対応
●ICOトークンを取り扱う仮想通貨交換業者に、事
業の実現可能性等に関する情報提供を義務付け

ICO（Initial Coin Offering）への対応

◆業規制の導入に伴う経過措置
●仮想通貨証拠金取引等への業規制の導入に際し、経過措置
を設ける場合には、経過期間中の業務内容の追加等を禁止

◆法令上の呼称の変更
●国際的な動向等を踏まえ、「仮想通貨」の呼称を「暗号資産」に
変更

◆仮想通貨の不公正な現物取引への対応
●不正行為・風説の流布等・不当な価格操作を、行為主体を限定せずに禁止
●仮想通貨交換業者に、取引審査を義務付けるとともに、未公表情報に基づく利益を図る目的での
取引を禁止

◆仮想通貨カストディ業務への対応
●業規制の対象とし、仮想通貨交換業者に適用される顧客の仮想通貨の管理に関する規制を適用

適正な自己責任

（別紙２）

- 235 -



第６章 政府全体の施策における金融庁の取組み 

 

第１節 政府の成長戦略等における金融庁の取組み 

 

Ⅰ 「成長戦略（2019年）」（2019年６月21日閣議決定） 

 

2018事務年度、「未来投資会議」において、Society5.0の実現、全世代型社会保障

への改革、地方施策の強化の３つの観点から成長戦略の策定に向けた検討がなされた。

特に、金融庁に関わる施策として、フィンテック、コーポレート・ガバナンス、中小

企業・小規模事業者の生産性向上、地域銀行を含む競争政策に関する議論がなされた。

下部会合である「構造改革徹底推進会合」や「産官協議会」での議論等も踏まえ、「成

長戦略実行計画」「成長戦略フォローアップ」「令和元年度革新的事業活動に関する実

行計画」（総称：「成長戦略（2019 年）」）が策定された（2019 年６月 21 日閣議決定、

金融庁関連の施策については別紙１参照）。 

 

Ⅱ 「経済財政運営と改革の基本方針2019」（2019年６月21日閣議決定） 

 

経済・財政一体改革を推進し、当面の経済財政運営と改革の基本方針のあり方を示

すため、経済財政諮問会議での議論を経て、「経済財政運営と改革の基本方針 2019～

『令和』新時代：『Society 5.0』への挑戦～」（骨太方針 2019）が取りまとめられた

（2019年６月21日閣議決定）。金融庁関連の主な施策は以下の通り（抜粋）。 

 

（１）中堅・中小企業・小規模事業者への支援 

経営者保証の取扱いについて「経営者保証に関するガイドライン」の特則策定、

後継者の保証を不要とする信用保証制度の創設と保証料負担の最大ゼロまでの軽

減を行う。地方創生のための銀行の出資規制の見直しを通じ、円滑な事業承継や

地域活性化事業の効果的な支援に資する地域金融機関の強化を進める。 

（※詳細については、第３部第９章第６節「金融仲介機能の質の改善等に向け

た取組み」を参照） 

 

（２）共助・共生社会づくり 

在留外国人について、［中略］銀行口座を円滑に開設できるよう多言語対応の充

実や手続きの明確化等を進めるとともに、マネーロンダリング対策を徹底する。 

（※詳細については、第２部第６章第２節「政府の外国人材の受入れと共生社

会の実現に向けた施策における金融庁の取組み」を参照） 

 

※「第２章 Society5.0 時代にふさわしい仕組みづくり」に記載された金融庁関

連の施策については、成長戦略（2019年）と重複するため省略。 
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Ⅲ 「『まち・ひと・しごと創生総合戦略』（2018改訂版）」（2018年 12月21日閣議決

定） 

 

政府は、まち・ひと・しごとの創生に同時かつ一体的に取り組むため、2014年12

月に、2015年度を初年度とする５ヵ年の政策目標や施策の基本的方向、具体的な施策

をまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を閣議決定し、その後は情勢の推移

を踏まえて毎年度必要な見直しを行っている。2018年度においては、「『まち・ひと・

しごと創生総合戦略』（2018改訂版）」が策定された（2018年12月21日閣議決定）。 

また、本総合戦略に掲げられた基本目標及びその達成に向けて作成された政策パッ

ケージ・個別施策について、今後の対応方向をとりまとめた「まち・ひと・しごと創

生基本方針2019」が策定された（2019年６月21日閣議決定）。 

（※「『まち・ひと・しごと創生総合戦略』(2018 改訂版)」及び「まち・ひと・し

ごと創生基本方針2019」の金融庁関連の主な施策については、別紙２参照。） 

 

Ⅳ 「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」（2019年６月

14日閣議決定） 

 

政府のＩＴ戦略として、国民が安全で安心して暮らせ、豊かさを実感できるデジタ

ル社会を実現することを目指して、「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活

用推進基本計画」（2018年６月15日閣議決定）が改定された（2019年６月14日閣議

決定）。２．金融庁関連の主な施策は以下の通り。 

 

（１）金融機関における取引でのマイナンバーカード（公的個人認証サービス）の

活用促進 

（２）銀行システムのＡＰＩ（外部接続口）の公開の促進（オープンＡＰＩの導入）  

（３）事業者における財務・決済プロセス高度化に向けた金融ＥＤＩにおける商流

情報活用の促進 

（４）イノベーションの進展を踏まえた法制度の見直し 
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コーポレート・ガバナンス

- 投資家と企業の対話の実質化を通じコーポレート・ガバナンス改革の実効性を向上させるため、建設的な対

話の促進に向けた検討を行い、2020年度内を目途に、スチュワードシップ・コードの更なる改訂を行う

国民の安定的な資産形成に向けた取組

- 教育現場を含む関係者と連携しながら、金融リテラシー向上に向けた取組を推進

- NISA制度の普及・改善に向けた検討（長期・積立・分散投資を定着させるため、つみたてNISAを積極的に普及）

イノベーションの進展を踏まえた法制度の見直し

- 「決済」分野について横断化・柔構造化を図り、柔軟で利便性の高いキャッシュレスペイメント手段を実現する

ため、2020年の通常国会に必要な法案の提出を図る

- 横断的な金融サービス仲介法制の実現に向けた検討を進め、本年中を目途に基本的な考え方を取りまとめ

- 暗号資産を巡る課題等に対応し、資金決済法等の一部改正法を着実に施行し、利用者保護を確保するとと

もに、ルールの明確化など必要な環境整備を推進

FinTechの実用化等イノベーションの推進

- オープンAPIを提供する銀行の数や銀行と電子決済等代行業者との間の接続状況・接続条件等をフォロー

アップして必要に応じ公表するとともに、APIを利活用したサービスの好事例の共有等によりAPI連携を推進

金・商流連携等に向けたインフラの整備

- 2020年までの送金サービスの全面的XML化を実現するため、周知活動や全銀EDIシステムの活用事例の共有

等を推進

◆ FinTechの推進等

「成長戦略（2019年）」（令和元年６月21日閣議決定）における金融庁関連の主要施策

１

◆コーポレート・ガバナンス / 投資促進

（別紙１）
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「顧客本位の業務運営」の確立と定着

- 投資信託等の販売会社の好事例や顧客意識調査の結果等を活用し、金融機関の取組の更なる改善を促進

金融・資本市場の利便性向上と活性化

- 総合取引所の実現に必要な環境整備に取り組むとともに、東京証券取引所の市場構造のあり方を検討

「成長戦略（2019年）」（令和元年６月21日閣議決定）における金融庁関連の主要施策

２

円滑な事業承継の支援

- 事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則を年内目途に策定後、速やかに運用開始

- 金融仲介の取組状況を評価するKPI（「事業承継時の保証徴求割合（二重徴求、前経営者のみ、後継者のみ、

保証徴求なし）」及び「新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合」）を設定し、「見える化」を推進

地域金融機関による企業支援機能の強化

- 地域企業の生産性向上等に資する適切なアドバイスやファイナンスの提供、経営人材の確保に向けた支援

等の取組を促すとともに、地域経済活性化支援機構（REVIC）や日本人材機構の一層の活用を促進

- 地域金融機関による企業の事業承継や事業再生等における支援を目的とする議決権保有制限（いわゆる

５％ルール）の見直しについて、健全性の確保等に留意しつつ検討

地域銀行

- 地域における基盤的サービスを維持するため、特例的に経営統合が認められるよう、特例法を設ける

- 10年間の時限措置とし、2020年の通常国会に特例法の法案提出を図る

◆中小企業・小規模事業者の生産性向上

◆地域のインフラ維持と競争政策
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（別紙２） 
 

「『まち・ひと・しごと創生総合戦略』（2018 改訂版）」における 
金融庁関連の主な施策（抜粋） 

 

Ⅲ．今後の施策の方向 

３．政策パッケージ 

（１）地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする 

（ア）生産性の高い、活力に溢れた地域経済実現に向けた総合的取組 

Ｄ  地域企業の経営体制の改善・人材確保等 

② リスク性資金の充実に向けた環境整備 

地方に投資を呼び込み、生産性が高く活力に溢れた産業を取り戻すためには、地域企業

の経営改善・ガバナンスの強化が進められるとともに、収益化まで息の長いプロジェクト

に十分な資金を供給するため、リスク性資金の充実が重要である。 

このため、地域企業が更なる成長を目指し「攻めの経営」に転じることができるよう、

金融機関や支援機関等によるローカルベンチマーク等の活用により、地域企業の経営改

善・ガバナンスの強化を図る。 

また、リスク性資金の充実を図るため、地域金融機関等が設立する地域ファンドがその

役割を十分に果たすことが重要であり、これを促進するため、株式会社日本政策投資銀行

（以下「DBJ」という。）、株式会社日本政策金融公庫などの政府系金融機関、株式会社地域

経済活性化支援機構（以下「REVIC」という。）や中小機構等の政府系機関、さらには地域

金融機関等が連携し、地域企業に資本性資金を供給する取組を促すとともに、地域の中核

企業等の出資ニーズに応えられるよう、中小機構によるファンドへの出資上限額の引上げ

による出資機能の強化を図る。 

また、証券会社やプライベートエクイティファンド等に対しても、それぞれの機能をい

かした取組を促す。 

さらに、中長期的に民間が自律的に資金を供給することを目指し、官民の金融に関わる

プレイヤーが、適切に役割分担し、企業側の多様な需要に応えられるような資金供給パタ

ーンを数多く作り上げていくよう促す。 

 

④ 事業承継の円滑化、事業再生、経営改善支援、人材確保等 

都道府県が地域の支援機関をネットワーク化し、事業承継診断を通じて、経営者に早期・

計画的な事業承継の気付きの機会を与えるプッシュ型の支援を行う。さらに、後継者不在

の中小企業・小規模事業者に対する事業引継ぎ支援センターの相談対応・マッチング支援

を一層強化するとともに、事業引継ぎ支援センターと「地域おこし協力隊」、「プロフェッ

ショナル人材戦略拠点」が連携して外部の経営人材をマッチングするモデル事業に取り組

む。さらに、第三者への事業引継ぎ支援を強化するため、中小機構の事業引継ぎ支援デー

タベースへの参画を金融機関や民間仲介業者等に対しても促し、全国大のデータベースを

構築する。また、地域特性に応じて、地方公共団体が事業承継の先導的な取組を進める場

合に、地方創生推進交付金等により積極的に支援する。事業承継ニーズを抱える中小企業・

小規模事業者を取引先とする地域金融機関に対しては、事業引継ぎ支援センターと一層積

極的に協力するよう求めていく。 

 

 

- 240 -



Ｈ  総合的な支援体制の改善 

② 地域企業を応援するためのパッケージとなるような施策の実施 

(1)-(ア)の関係施策を有効に実施していくため、産業・金融・地方公共団体が一体とな

った総合支援体制の整備・改善を進める。 

具体的には、産業・金融両面からの政府の支援等を総合的に実施し、様々なライフステ

ージにある企業の課題解決や生業的な分野1を含む多様な事業者の起業・持続的な発展に向

けた自主的な取組を官民一体で支援する。この際、支援策については、その内容や具体的

な活用方法について、企業や地域金融機関、政府系金融機関、地方公共団体への更なる周

知を図る。 

なお、このような観点から、金融機関等の地域企業を支援する取組をモニタリングする

とともに、地方創生に資する特徴的な取組事例を表彰し公表する。 

 

「まち・ひと・しごと創生基本方針 2019」における 
金融庁関連の主な施策（抜粋） 

 

Ⅴ．各分野の施策の推進 

１．地方にしごとをつくり安心して働けるようにする、これを支える人材を育て活かす 

（１）強靱な地域経済社会システムの確立と地域への人材展開の強化 

◎地域経済の主な担い手である中小企業の生産性向上と収益力強化 

地域商社に対する銀行の議決権保有制限（いわゆる５％ルール）の規制改革を進めるこ

とで、地域金融機関による地域商社事業への資金供給の環境整備を図る。 

 

◎「地域人材支援戦略パッケージ」による新たな経営人材還流の促進 

「地域人材支援戦略パッケージ」に集中的に取り組み、地域の中堅・中小企業の経営課

題解決に必要な人材マッチングを抜本的に強化する。具体的には、人材支援に関する基盤

的事業として、各道府県に設置している「プロフェッショナル人材戦略拠点」における経

営相談体制の強化等により、地域企業等の即戦力人材ニーズを掘り起こし、副業・兼業に

よる対応を含めた最適なソリューションを提供する。これに加え、地域金融機関等のノウ

ハウを活用した地域企業に対する経営支援と人材ニーズの発掘を行う先導的な事業の検討

を行う 

 

４．時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する 

（１）地方創生 SDGs の実現などの持続可能なまちづくり 

◎地方創生 SDGs 金融の推進 

SDGs の達成に取り組む企業の非財務的価値や ESG（環境・社会・ガバナンス）要素等も

評価し、金融市場から資金流入を通じて成長を支援する「SDGs 金融」を進める。あわせて、

資金の流れを地域事業者や地域経済に還流させ、地方創生につながる「地方創生 SDGs 金融」

の先進的取組事例の調査・検討や、その普及展開を図る。 

                                                   
1 家族従事者に依存している個人商店等にみられる、家計を維持することを主に目的とする経営で成り立つ事業分野。   
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第２節 政府の外国人材の受入れと共生社会の実現に向けた施策における金融庁の取組

み（別紙１～２参照） 
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（別紙１） 

 
 

外国人材の受入れ･共生のための総合的対応策（金融庁関連箇所抜粋） 
 

平成 30 年 12 月 25 日 

Ⅱ 施策 

２ 生活者としての外国人に対する支援 

 (2) 生活サービス環境の整備等 

① 医療・保健・福祉サービスの提供環境の整備等 

【現状認識・課題】 

医療機関を受診する外国人の増加を踏まえ、外国人にとっての医療機関の利便性

の向上など、外国人が安心して医療サービス等を受けることができる環境の整備を

図ることが必要である。他方、外国人に医療費の支払能力がないため医療機関が負

担している場合もあることから、外国人が就労する事業所における民間保険及び訪

日外国人旅行客を対象とする旅行保険への加入も促進する必要があるほか、予防接

種や入国前の健康状態の確認等の感染症対策も進める必要がある。 

あわせて、外国人が生活に困窮した際の相談等の福祉サービスに係る環境の整備

を進めることも必要である。 

 

【具体的施策】 

 （略） 

○ 訪日外国人観光客が、予期せぬ病気や怪我の際に、不安を感じることなく医療

等を受け、安全に帰国することができるよう、訪日外国人旅行客自身の適切な費

用負担を前提とした旅行保険への加入を促進する。 

〔観光庁、金融庁、法務省、外務省〕 

 （略） 

 

⑤ 金融・通信サービスの利便性の向上 

【現状認識・課題】 

外国人が我が国で生活していくに当たっては、家賃や公共料金の支払、賃金の受

領等の様々な場面において、金融機関の口座を利用することが必要となることから、

外国人が円滑に銀行口座を開設できるようにするための取組を進めていく必要が

ある。 

（略） 

【具体的施策】 

○ 全ての金融機関において、特定技能の在留資格を有する者及び技能実習生が円

滑に口座を開設できるよう、要請する。また、多言語対応の充実や、口座開設に

当たっての在留カードによる本人確認等の手続の明確化など、銀行取引における

外国人の利便性向上に向けた取組を行う。 

○ こうした取組について、金融機関において、パンフレットの配布等を通じてそ

の内容を積極的に周知するとともに、ガイドラインや規定の整備に取り組む。 

〔金融庁、法務省、厚生労働省、農林水産省〕 

○ 受入れ企業は特定技能の在留資格を有する者及び技能実習生が金融機関にお

いて円滑に口座を開設できるように必要なサポートを行う。    〔法務省〕 

 （以下略） 
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（別紙２） 

 
 

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の充実について 

（金融庁関連箇所抜粋） 
 

令 和 元 年 ６ 月 １ ８ 日 

外国人材の受入れ・共生に関する 

関 係 閣 僚 会 議 幹 事 会 

 

２．共生社会実現のための受入れ環境整備 

  

 （３）生活サービス環境の改善等 

 

○ 金融機関における外国人の口座開設に係る環境整備【新規】 

     外国人が、金融機関において、円滑に口座を開設できるよう、やさしい日本語を

含む 14 か国語による多言語対応の充実や手続の明確化等の取組を進める。また、

特殊詐欺やマネー・ローンダリング等への対策の観点から、在留カードを利用する

などして、金融機関が外国人の在留期間を把握して口座を適切に管理できるように

したり、口座売買などの犯罪に関与した場合は上陸拒否や国外退去となり得る旨を

周知するほか、外国人に対し出国に際して口座の解約を促したりするため、外国人

向けパンフレット及び受入れ機関向けパンフレットの作成や、金融機関向けの取組

事例集による周知、口座利用の制限や解約の要件を明確化するための普通預金規定

の整備等の措置を講じる。あわせて、外国人が無免許・無登録の金融機関を利用し

ないよう周知する。〔金融庁〕《関連施策番号 43、44》 
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第３節 金融に関する税制 

 

   平成 31 年度税制改正要望にあたり、 

・ 家計の安定的な資産形成の実現 

・ 金融のグローバル化への対応 

・ その他の重要項目 

を柱とし、種々の税制改正要望を行った。 

この結果、平成 31 年度税制改正大綱（2018 年 12 月 21 日閣議決定）において

以下の内容が盛り込まれた（別紙１参照）。主要項目は以下のとおり。 
 
１．ＮＩＳＡの利便性向上 

  ＮＩＳＡ口座保有者（一般ＮＩＳＡ、つみたてＮＩＳＡ）が海外転勤等に

より一時的に出国する場合、既にＮＩＳＡ口座で保有している商品は課税口

座に払い出され、帰国後においても、一旦課税口座に払い出された商品はＮ

ＩＳＡ口座に戻す（移管する）ことはできなかったが、一時的に出国される

場合においても、引き続きＮＩＳＡ口座の保有を可能とする（最長５年）措

置が講じられた。 

 

２．過大支払利子税制の見直しに伴う金融マーケットへの対応 

  過大支払利子税制は、企業が関連者に対して、過大な利子を支払うことに

より税負担を圧縮する租税回避を防止する観点から、過大と認められる利子

部分を損金不算入（課税）とする制度である。ＯＥＣＤのＢＥＰＳ（Base 

Erosion and Profit Shifting）プロジェクトの最終報告書（2015 年公表）

の勧告を踏まえた見直しが行われたが、我が国の金融マーケットへの影響に

配慮して、下記２点の措置が併せて講じられた。 

 ①対象となる支払利子の範囲から、利子の受領者において我が国の課税対象

所得に含まれる支払利子（国内金融機関からの借入れに係る利子等）を除

外。 

 ②（持株会社への配慮として、）50%超の資本関係のある内国法人グループ全

体（持株会社と子会社等）で調整所得金額を計算。 

 

３．火災保険等に係る異常危険準備金制度の拡充及び延長 

  損害保険会社では､大型台風､雪害、洪水等の自然災害への保険金支払いが

近年増大しており、異常危険準備金の大幅な取崩しを余儀なくされ、残高が

低水準である。巨大自然災害に対する保険金の支払いに耐えうる、十分な残

高の確保・維持が必要不可欠なため、火災保険等に係る特例積立率を６％（現

行５％）に引き上げた上、その適用期限を３年延長する措置が講じられた。 
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平成31年度税制改正について

－税制改正大綱における金融庁関係の主要項目－

平成30年12月
金 融 庁

別紙１
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１．家計の安定的な資産形成の実現

2
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【現状及び問題点】
○ NISA制度については、口座数・買付額ともに順調に推移し、家計の安定的な資産形成のツールとして広く

定着しつつあるが、時限措置であるため、制度の持続性の確保を求める声が多い。
※1 口座数：約1,197万件、買付額：約14.5兆円（一般・つみたての合計、2018年6月末時点）
※2 「一般NISA」等は2023年まで、「つみたてNISA」は2037年までの時限措置

○ 特に、「つみたてNISA」については、本年から投資を開始する人は20年間のつみたて期間が確保できる一
方、来年以降は、つみたて期間が一年ずつ縮減し、長期の積立投資を奨励する制度であるにもかかわらず、
20年のつみたて期間が確保されない。

【大綱の概要（検討事項） 】
金融所得に対する課税のあり方について、家計の安定的な資産形成を支援するとともに、所得階層別の

所得税負担率の状況も踏まえ、税負担の垂直的な公平性等を確保する観点から、関連する各種制度のあり
方を含め、諸外国の制度や市場への影響も踏まえつつ、総合的に検討する。

NISAについては、その政策目的や制度の利用状況を踏まえ、望ましいあり方を検討する。

【制度の概要】

◆ NISA制度の恒久化 〔金融庁〕

3

2018

2019

2020

2021

2037

・
・
・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

21年目 22年目 23年目 39年目

・・・・

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 20年目

40万円

40万円

40万円

40万円

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

40万円

・
・
・

20年間

20
年
間
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【大綱の概要】

○ 海外転勤等により一時的に出国する場合においても、引き続きNISA口座での保有を可能とする（最長５年）。

（注１） 出国により非居住者となっている間の新たな買付けはできない。

（注２） 帰国の際には届出書の提出が必要。

【現状及び問題点】

○ NISA口座保有者（一般NISA、つみたてNISA）が海外転勤等により一時的に出国する場合、既にNISA口座で

保有している商品は課税口座に払い出されることになる。また、帰国後においても、一旦課税口座に払い出さ

れた商品は、NISA口座に戻す（移管する）ことはできない。

帰国出国

【5年以内に帰国届出書を提出した場合】

帰国後も、引き続きNISA口座で保有可能

◆ NISA口座保有者の出国に伴う対応 〔金融庁〕

2019 ’20 ’21 ’22 ’23 ’24 ’25 ’26 ’27 ・・・ ’37 ’38 ’39 ’40 ’41

4

NISA口座で保有可能

（ただし、新規買付けは不可）

一般口座【5年以内に帰国届出書を提出しない場合】
NISA口座は廃止となり、一般口座に払出し

最長5年
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インカムゲイン キャピタルゲイン／ロス

上場株式・公募株式投信 申告分離 申告分離

特定公社債・公募公社債投信 源泉分離→申告分離 非課税→申告分離

デリバティブ取引 申告分離

預貯金等 源泉分離 ―

金融商品に係る課税方式

【現状及び問題点】

○ 金融商品間の損益通算の範囲については、平成28年1月より、上場株式等に加え、特定公社債等

にまで拡大されたところ。

○ しかしながら、デリバティブ取引・預貯金等については、未だ損益通算が認められていない。

◆ 金融所得課税の一体化（金融商品に係る損益通算範囲の拡大）〔金融庁主担、農水省・経産省が共同要望〕

現在、損益通算が認められてい
る範囲

28年１月～ 28年１月～

【大綱の概要（検討事項）】

デリバティブを含む金融所得課税の更なる一体化については、投資家が多様な金融商品に投資しやすい

環境を整備し、証券・金融、商品を一括して取り扱う総合取引所の実現にも資する観点から、多様なスキーム

による意図的な租税回避行為を防止するための実効性ある方策の必要性を踏まえ、検討する。

5
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【大綱の概要】

○ 2019年3月末までの時限措置とされている本特例を、2021年3月末まで2年延長する。

○ その際、制度趣旨を踏まえ、贈与時の受贈者の合計所得金額が1,000万円超である場合には適用除外と

するなど、一定の見直しを行う。

【現状及び問題点】
○ 世代間の資産移転を後押しし、贈与された資金が教育資金として有効に活用される仕組みとして、教育資

金一括贈与の特例が平成25年4月より導入。本特例は、その創設以来、口座数・設定額ともに順調に推移。

○ 他方、依然として個人金融資産の約６割は高齢者世帯に偏重している中、子育て世代の教育費負担は重く、
特例の継続（恒久化）を求める声が多い。

○ また、金融機関から教育資金を払い出す際に、少額であっても、教育目的であることを証明できる領収証の
提出が求められることが利用促進を阻害しているため、事務手続の簡素化を求める声がある。

金融機関
贈与者（祖父母等） 受贈者（孫等(契約時30歳未満)）

受贈者一人当たり1,500万円まで
非課税贈与が可能

①教育資金の信託等（一括）
②教育資金を請求

③教育資金の交付

【改正後の概要】

6

見直し前 見直し後

受贈者の所得要件 なし 贈与時に合計所得金額が1,000万円以下

教育資金の範囲 年齢を問わず一律に設定 23歳以上は学校等に支払われる費用等に限定（スポーツジム費用等は対象外）

贈与者死亡時の未使
用残高

相続財産に加算されない
贈与者の相続開始前３年以内に行われた贈与について、①23歳未満である場合、②学校等に在学
している場合、③教育訓練を受けている場合、のいずれかに該当する場合を除き、相続財産に加算。

教育資金契約の終了
事由

30歳到達時
30歳到達時において現に在学している受贈者については、在学期間終了時又は40歳到達時のいず
れか早い日まで適用可能

◆ 教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置の拡充及び恒久化 [文科省主担、金融庁が共同要望]
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２．金融のグローバル化への対応

7
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◆ 過大支払利子税制の見直しに伴う金融マーケットへの対応 〔金融庁〕

【大綱の概要】

○ 対象となる支払利子の範囲から、利子の受領者において我が国の課税対象所得に含まれる支払利子

（国内金融機関からの借入れに係る利子等）を除外する。

○ （持株会社への配慮として、）50%超の資本関係のある内国法人グループ全体（持株会社と子会社等）で

調整所得金額を計算する。

【現状及び問題点】

○ 過大支払利子税制は、企業が関連者に対して過大な利子を支払うことにより税負担を圧縮する租税回避

を防止する観点から、過大と認められる利子部分を損金不算入（課税）とする制度。

○ 2015年、OECDは、BEPS（Base Erosion and Profit Shifting）プロジェクトに関する最終報告書を公表。

過大支払利子税制についてもコモン・アプローチを示しているところ。

○ 今後、我が国において、多国籍企業による租税回避の防止という（ＢＥＰＳの）観点から、過大支払利子税

制の見直しを行う場合に、金融マーケットへの影響も十分考慮する必要。

国外関連者への
支払利子

（受取利子がある
場合は純額）

損金算入
限度額

課税所得
減価償却費等

受取配当金
（益金不算入分）

損金不算入

【現行の過大支払利子税制】

× 50％
調
整
所
得
金
額

②受取配当金を除外すべきとの意見

①全ての支払利子を対象とすべきとの意見
金融機関からの借入れも対
象となるが、設備投資等の
企業活動への影響に十分
配慮する必要。

収益の殆どが受取配当金で
ある金融持株会社への影響
に十分配慮する必要。

8
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◆ 外国子会社合算税制（CFC税制）に係る所要の措置 〔金融庁〕

【大綱の概要】
○ 外国子会社合算税制における保険委託者特例の見直しを行い、競争上不利とならないよう、

一定の要件を満たす保険持株会社の外国子会社の所得を合算対象外とする。

【現状及び問題点】
○ 外国子会社合算税制（CFC税制）とは、軽課税地国に所在する外国子会社等（CFC)を用いた租税回避行
為を防止する観点から、一定の外国子会社等の所得を合算して、日本で課税する制度。

○ 平成２９年度税制改正において、現地に事業所等がない場合は合算対象となる改正がなされたが、実質
的に現地で事業（保険）を営んでいると認められる場合には、競争上不利にならないよう合算課税の対象から
除外される措置がなされているところ。
○ しかしながら、実質的に現地で事業（保険）を営んでおり、租税回避目的がないにもかかわらず、未だ措置
の対象にならない場合があり、早期是正を望む声がある。

※2018年度より、米国において法人税率が３５％から２１％へと大幅な引き下げが行われ、特に問題が顕在化

9

所得を日本
で合算課税

実質的に保険業を営んでいるが保険持株会社の
傘下の外国法人の場合、合算の対象

日本

外国

保険持株会社

保険会社事務管理会社

100％
事業所なし

改正により
合算対象外に
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（取引終了時）

購入代金 105

◆ クロスボーダーの債券現先取引（レポ取引）に係る非課税措置の拡充及び恒久化又は延長
〔金融庁主担、財務省が共同要望〕

【大綱の概要】
○ 海外ファンドが国内金融機関等と行う日本国債レポ取引について、受け取る利子等を非課税とする措置を２年間延長する。

○ 本措置の適用対象を外国債券（米、ユーロ圏、英、豪州の国債等）へ拡充する。

【現状及び問題点】

○ クロスボーダーのレポ取引（本邦金融機関が外国金融機関に債券を売却し、一定期間後に買戻す取引）に

ついては、そのレポ差額について、非課税（レポ特例）とされている。

○ 平成29年度税制改正により、外国ファンドとの間のレポ取引についても非課税措置の対象と認められた（2

年間の時限措置、日本国債レポのみが対象）。

○ 一方、外国債券を対象とするレポ取引については特例の対象外となっており、本邦金融機関は、国際的な

短期マーケットにおいて外貨流動性の主要な出し手である外国ファンドと、直接取引することが難しい状況。

本
邦
金
融
機
関
等

外
国
フ
ァ
ン
ド

海外ファンドとの日本国債・外国債レポ取引
（国内金融機関が債券を売却し、一定期間後に買い戻す取引）

（取引開始時）

売却代金 100

レポ差額＝５は源泉徴収対象
⇒レポ特例にて非課税

10
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３．その他の重要項目
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◆生命保険料控除制度の拡充 〔金融庁〕

生命保険料控除 個人年金保険料控除 一般生命保険料控除 介護医療保険料控除 個人年金保険料控除

平成２３年１２月までの契約 平成２４年１月からの契約

[所得控除限度額]

所得税：10万円 ・ 地方税：7万円

所得税：5  万円

地方税：3.5万円

所得税：5  万円

地方税：3.5万円

[所得控除限度額]

所得税：12万円 ・ 地方税：7万円

所得税：4  万円

地方税：2.8万円

所得税：4  万円

地方税：2.8万円

所得税：4  万円

地方税：2.8万円

一般生命保険料控除 介護医療保険料控除 個人年金保険料控除

要望

[所得控除限度額]

所得税：15万円 ・ 地方税：7万円

地方税：3.5
所得税：5 万円

地方税：3.5万円 地方税：3.5
所得税：5  万円

地方税：3.5万円 地方税：3.5
所得税：5  万円

地方税：3.5万円

【大綱の概要（検討事項）】
老後の生活など各種のリスクに備える資産形成については、企業年金、個人年金等の年金税制、貯蓄・投資、保険等の金

融税制が段階的に整備・拡充されてきたが、働き方の多様化が進展する中で、働き方の違い等によって税制による支援が異
なること、各制度それぞれで非課税枠の限度額管理が行われていることといった課題がある。（中略）こうした認識の下、関係
する諸制度について、社会保障制度を補完する観点や働き方の違い等によって有利・不利が生じないようにするなど公平な
制度を構築する観点から、諸外国の制度も参考に、包括的な見直しを進める。

【現状及び問題点】
○ 生命保険料控除制度は、所得税額・住民税額の計算上、支払った生命保険料のうち、一定の金額の所得控除が可能。

○ 国民の自助・自立のための環境整備の観点から、社会保障制度の見直しに応じて、生命保険料控除制度を拡充していくこ
とが必要。

【
現
行
制
度
】

【
要
望
す
る
制
度
】
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【現状及び問題点】
○ 損害保険会社では､大型台風､雪害、洪水等の自然災害への保険金支払いが近年増大⇒ 異常危険準備

金の大幅な取崩しを余儀なくされ、残高が低水準。

○ 巨大自然災害に対する保険金の支払いに耐えうる、十分な残高の確保・維持が必要不可欠。

【大綱の概要】

○ 火災保険等に係る特例積立率を６％（現行５％）に引き上げた上、その適用期限を３年延長する。

◆火災保険等に係る異常危険準備金制度の拡充及び延長 〔金融庁〕

※１ 支払保険金の総額が正味収入保険料の50％を超える場合、当該超過額を取崩して支払いに充てる。
※２ ただし、残高が30%に達するまでは取崩し不要。

現行 改正後

13

巨大災害が発生しない
場合は毎年積立 ※１

<洗替保証率>

積立率６％（経過措置分４％）に引上げたうえ延長

洗替保証率（現在30%）を超えて積立を行う場合
は、本則２%の積立率を適用

１年目（５％）

2年目（５％）

3年目（５％）

4年目（５％）

5年目（５％）

6年目（５％）

7年目（２％）

8年目（２％）

9年目（２％）

10年目（２％）

1年目（５％） 1年目（５％）

2年目（５％）

3年目（５％）

4年目（５％）

5年目（５％）

6年目（５％）

30％

１年目（６％） 1年目（６％）

2年目（６％）

3年目（６％）

4年目（６％）

5年目（６％）

10年を超える積立は取崩し ※２

１年目 ６年目 10年目 １年目 ５年目 10年目

【改正内容】

1年目（６％）

2年目（６％）

3年目（６％）

4年目（６％）

5年目（６％）

6年目（２％）

7年目（２％）

8年目（２％）

9年目（２％）

10年目（２％）
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４．その他の要望項目
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一括評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入限度額の算出方法

貸付金等 ×
貸倒実績率 又は
法定繰入率（0.3%）

× 割増特例（110%）
貸倒引当金繰入限度額
（税法上損金算入可）＝

【現状】
○ 協同組織金融機関の取引先の太宗は中小企業及び個人であり、これらの者は相対的に経営体力が弱く、

景気の変動等の影響を受けやすいなど、必ずしも経営面で安定していない。
○ 一方、協同組織金融機関は、銀行と異なり、課税後の利益の積上げ以外には、自己資本を充実させる手段

が乏しい。
○ このため、協同組織金融機関の内部留保の充実をとおして、中小企業及び個人への金融仲介機能を果た

すという基本的な役割を全うするための措置として、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入限度額の割
増特例措置が認められている。
⇒ 平成31年３月末で期限切れ

【大綱の概要】

○ 貸倒引当金繰入限度額の割増特例については、廃止（ただし、経過措置として、割増率を年２％ずつ段階
的に引き下げていくこととする。）。

◆ 協同組織金融機関に係る一括評価金銭債権の割増特例措置の延長 〔金融庁〕

廃止 （割増率を年２％ずつ段階的に縮小）

15
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◆ 日本版スクークに係る非課税措置の延長 〔金融庁〕

【大綱の概要】
○ 日本版スクークに係る非課税措置を３年延長する。

【現状及び問題点】

○ イスラム投資家による投資を可能にするため、特定目的信託の発行する社債的受益権（日本版スクーク）

に関する税制（日本版スクークに係る海外投資家への配当及び信託からの不動産の買戻しに係る登録免許

税の非課税化）が、平成２３年度の税制改正によって措置された。

○ 日本版スクークの発行を促し、イスラム・マネーを我が国に呼び込み日本市場の活性化を図るとともに、イ

スラム金融・文化に対する理解を内外に示す観点から、これらの非課税措置の継続が重要と考えられるが、

これらの非課税措置の適用期限は平成３１年３月末とされている。

事
業
者

特
定
目
的
信
託

【現行】

信託（設定時）
海
外
投
資
家

買戻し（償還時）

配当

【要望結果】

登録免許税及び配当に係る
非課税措置の延長

不動産の
登録免許税

＜日本版スクークに係る非課税措置＞
（平成31年3月末まで）

非課税

非課税

16
- 261 -



【大綱の概要】

○ 特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、事後交付型の株式報酬として交付される上場株
式等を加える。

【現状及び問題点】

○ 中長期の業績向上に向けたインセンティブを付与することを目的に上場会社の役職員等に付与される事後交付型

の株式報酬については、平成29年４月以降、損金算入が可能となったことにより、導入する企業が増加。

○ 一方、事後交付型の株式報酬について、現行では一般口座で保有することしかできない。

（※）事後交付型の株式報酬：事前に交付する株式数を確定した上で、一定の職務執行期間が終了した後に交付される株式（いわゆる

「事後交付型リストリクテッド・ストック」）や、一定の業績連動期間が終了した後に、その間の業績等に応じて交付される株式（い

わゆる「パフォーマンス・シェア」）

（※）事後交付型の株式報酬の導入企業：26社（平成30年6月30日時点）

（※）一般口座では、取得価額等は管理されず、顧客自身が自らの計算で「年間取引報告書」を作成し、確定申告する必要。

③金銭報酬債権を現物出資

役職員Ａ

Ａの特定口座

事後交付型
の株式報酬

①役務の提供

上場会社

② 役務の提供の対価として、
金銭報酬債権が給付される。

④株式を交付

◆ 特定口座の利便性向上 〔金融庁〕

17
- 262 -



【現状及び問題点】

○ 2016年1月1日より前に証券口座を開設した顧客に係るマイナンバー告知義務について、同日

から３年の経過措置が規定されているところ、証券会社等から求めを行っているにもかかわらず、マイナン

バー取得割合は、41.4%（2018年6月末）にとどまっており、経過措置期間内の取得が困難な状況。

【大綱の概要】

○ 2016年1月1日より前に証券口座を開設した顧客に係るマイナンバーの告知期限を、３年間延長する。

2019年１月１日

経過措置（３年）

経過措置 ３年延長

制度開始
2016年１月１日

【現行】

◆ 番号の告知に関する所要の措置 〔金融庁〕

18

【改正後】

番号の告知義務

2022年１月１日
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第４節 規制・制度改革等に関する取組み 

   

Ⅰ 規制・制度改革に関する取組み 

 

１．概要 

 

政府においては、2018 事務年度も、「規制改革推進会議」やその下に設置された行

政手続部会及び５つのＷＧ等において、規制・制度改革に関する議論がすすめられ、「規

制改革推進に関する第４次答申」（2018年11月19日）、「規制改革に関する第５次答申」

（2019 年６月６日）を踏まえ、「農林」「水産」「医療・介護」「保育・雇用」「投資等」

「その他の重要課題」及び「行政手続コストの削減」の各重点分野から構成される「規

制改革実施計画」が策定された（2019年６月21日閣議決定、以下「2019年実施計画」

という）。 

なお、同計画に定められた措置については、内閣府が毎年度末にその実施状況に関

するフォローアップを行い、その結果を規制改革推進会議に報告するとともに、公表

することとされている。 

また、広く国民や企業等からの提案を受け付ける目的で 2013 年３月に開設された

「規制改革ホットライン」には、規制改革提案が定期的に寄せられており、金融庁も

それらの提案の是非について随時検討を行った。 

 

２．2018事務年度に措置した規制・制度改革事項 

 

（１）「2018年実施計画」（2018年６月15日閣議決定）に盛り込まれた規制の見直し 

 

・ 融資型クラウドファンディング（貸付型クラウドファンディング、Ｐ２Ｐレン

ディング、ソーシャルレンディングとも呼ばれる。）については、これまで貸付

先の匿名化等が行われてきたが、投資者が貸付先に接触しない等の一定の措置を

講じることで、貸付先の情報開示が可能となる解釈を公表した。 

・ 金融商品取引業者等が、その業務の内容について広告等を行う場合、当該業務

の内容に関連する協会の名称の記載のみを義務付け対象とすべく、金融商品取引

業者等に関する内閣府令の改正を行い、2019年６月５日から施行した。 

・ 貿易金融に係る信用リスクの計測方法に関し、金融機関の自己資本比率の算定

上、貿易関連偶発債務に関わらず、「短期かつ流動性の高い貿易関連取引」を残

存期間の下限の適用対象外とすべく、告示（銀行法第十四条の二の規定に基づき、

銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどう

かを判断するための基準等）の改正を行い、2019年3月31日から施行した。 

・ 認定経営革新等支援機関における行政手続に関し、申請者の負担軽減のため、

2018年7月に、一定の条件を満たす場合には、申請の際に役員構成の記載を省略

できるよう手続の簡素化を行った。また、従たる事務所の所在地等の変更につい

て、書面での届出を不要とし、電子メールでの届出を認めることとした。 
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（２）「規制改革ホットライン」に寄せられた提案に関する規制の見直し 

 

・特定銀行代理業者等や当座預金業務を営む銀行等の休日に係る規制につき、銀行

法施行令の一部改正を行った（2018年８月15日公布、同年８月16日施行）。 

 

・労務の対価として一定期間の譲渡を制限した株式（譲渡制限付株式）を交付する

場合は、（１）交付対象者が発行会社等の役員等に限られていること、（２）発

行する株式の譲渡についての制限に係る期間が設けられていることを条件に、

有価証券報告書の提出を不要とし、臨時報告書の提出事由とするための金融商

品取引法施行令等の改正を行った(2019年６月21日公布、同年７月１日施行)。 

 

・金融再生法等における開示債権と、銀行法等におけるリスク管理債権を一本化す

るため、銀行法施行規則等の改正案に係るパブリックコメントを実施した（2019

年５月）。 

 

３．2019事務年度に取組む規制・制度改革事項 

 

「2019年実施計画｣に盛り込まれた以下の事項について、検討を行うこととしている。 

 

（１）投資等分野 

①フィンテックによる多様な金融サービスの提供 

・資金移動業者の口座への賃金支払 

・資金移動業の送金上限 

・前払式支払手段の払戻し 

・中小零細企業の資金調達の多様化 

・本人確認手続の効率化 

②地方創生のための銀行の出資規制見直し 

（２）その他重要課題  

・総合取引所の実現 

・各種国家資格等における旧姓使用の範囲拡大 

 

また、規制改革ホットラインに寄せられた提案の是非についても、随時検討を行う。 

 

Ⅱ 産業競争力強化法に基づく要望・照会への対応 

 

１．本制度の概要 

 

産業競争力強化法（2014年１月20日施行）において、新事業へチャレンジする事業

者を後押しするため、「グレーゾーン解消制度」及び「新事業特例制度」が創設された。 
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「グレーゾーン解消制度」は、新しく事業活動を実施しようとする事業者が、具体的

な事業計画に則し、あらかじめ規制の適用の有無を確認することができる制度であり、

「新事業特例制度」は、新しく事業活動を実施しようとする事業者が、一定の要件を満

たすことを条件として、企業単位で規制の特例措置を認める制度である。手続きの流れ

としては、事業者が事業所管省庁に照会や要望をし、事業所管省庁が規制所管省庁に確

認等を求める形となっている（通常照会等を受け付ける前に事前相談が行われる）。 

 

２．本制度の実績 

 

2018事務年度においては、金融庁は事業所管省庁として、グレーゾーン解消制度に基

づく照会書、企業実証特例制度に基づく要望のいずれも提出を受けなかった。また、規

制所管省庁としては、事業所管省庁からのグレーゾーン解消制度に基づく照会２件（①

金融機関による太陽光発電事業に係る顧客の紹介、②給与前払いサービス）に対応し、

回答を公表した。 
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第５節 コーポレートガバナンスの実効性の向上について 

 

Ⅰ コーポレートガバナンス改革の深化に向けたこれまでの取組み・進捗状況 

 

１．コーポレートガバナンス改革の深化に向けたこれまでの取組み（別紙１参

照） 

金融庁においては、成長戦略の一環として、 

① 2014 年２月に機関投資家の行動原則であるスチュワードシップ・コ

ードを策定し、機関投資家に対して、企業と建設的な対話を行い、中長

期的視点から投資先企業の持続的成長を促すよう働きかけるとともに、 

② 2015 年６月に上場企業の行動原則であるコーポレートガバナンス・

コードを策定し、上場企業に対して、幅広いステークホルダーと適切に

協働しつつ、実効的な経営戦略の下、中長期的な資本効率等の改善を図

るよう促す取組みを進めてきている。 

また、両コードの普及・定着状況をフォローアップするとともに、上場企

業のコーポレートガバナンスの更なる充実に向けて、必要な施策を議論・提

言することを目的として、「スチュワードシップ・コード及びコーポレート

ガバナンス・コードのフォローアップ会議」（以下、フォローアップ会議と

いう）が設置され、2017 年５月には、スチュワードシップ・コードを改訂

した。また、2018 年６月には、コーポレートガバナンス・コードの改訂と

「投資家と企業の対話ガイドライン」の策定が行われた。 

 

２．コーポレートガバナンス改革の進捗状況（別紙２参照） 

両コードを「車の両輪」として、コーポレートガバナンスの強化に向けた

取組みが進められてきたところ、以下のような進捗が見られる。 

①  独立社外取締役を２名以上選任する企業が大きく増加し、東証一部

上場企業において９割を超える。 

②  女性取締役を選任している上場会社は、ＪＰＸ日経 400 において５

割を超える。 

③  個別の議決権行使結果の公表を実施する機関投資家が大きく増加し

ている。 

④  スチュワードシップ・コードの受入れを表明している企業年金は 19

基金に増加している。（2018 年以降、新たに 12 基金が受入れを表明） 

 

Ⅱ コーポレートガバナンス改革の更なる推進に向けた検討の方向性（「スチュワー

ドシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」意

見書（４））の公表について（別紙３、４参照） 

 

2018 年 11 月より、フォローアップ会議において、スチュワードシップ・コー

ド及びコーポレートガバナンス・コードの改訂等を踏まえた、機関投資家及び企

業の取組状況の検証を行った。その中で、更なる課題として、企業側について、

委員構成等により必ずしも指名委員会・報酬委員会の機能が十分発揮されていな

い例や、企業年金資産に占める政策保有株式が過大となっている例等について指
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摘がなされた。また、投資家側についても、企業との対話の中身が依然として形

式的なものに留まっている例や、自らの説明責任を果たすことに必ずしも積極的

でない例等について指摘がなされた。 

こうした議論を踏まえ、2019年４月に、コーポレートガバナンス改革の更なる

推進に向けた検討の方向性（「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガ

バナンス・コードのフォローアップ会議」意見書（４））を取りまとめた。本意

見書においては、足下の課題を踏まえたスチュワードシップ・コードの更なる改

訂及びコーポレートガバナンス・コードの残された課題について、フォローアッ

プ会議としての検討の方向性を示している。 
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2013年 ６月 「日本再興戦略」
機関投資家が、対話を通じて企業の中長期的な成長を促すなど、受託者責任を果たすための原則（日本版スチュワードシッ
プ・コード）について検討し、取りまとめる。

2014年 ２月 スチュワードシップ・コード策定

６月 「日本再興戦略」 改訂2014
上場企業のコーポレートガバナンス上の諸原則を記載した「コーポレートガバナンス・コード」を策定する。

2015年 ６月 コーポレートガバナンス・コード適用開始

「日本再興戦略」 改訂2015
両コードが車の両輪となって、投資家側と会社側双方から企業の持続的な成長が促されるよう、積極的にその普及・定着を
図る必要がある。

８月 「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」設置

2016年 ６月 「日本再興戦略 2016」
コーポレートガバナンス改革は、引き続き、アベノミクスのトップアジェンダであり、今後は、この改革を「形式」から「実質」へと深化させ
ていくことが最優先課題である。
そのためには、機関投資家サイドからの上場企業に対する働きかけの実効性を高めていくことが有効であり、これにより、中長期的
な視点に立った「建設的な対話」の実現を強力に推進していく。

2017年 ５月 改訂版スチュワードシップ・コード公表

６月 「未来投資戦略 2017」
コーポレートガバナンス改革を「形式」から「実質」へと深化させていくため、引き続き、フォローアップ会議における議論・検討
等を通じて、機関投資家・企業による取組みの強化を促していく。

12月 「新しい経済政策パッケージ」
投資家と企業の対話の際の「ガイダンス」を策定するとともに、必要なコーポレートガバナンス・コードの見直しを行う。

2018年 ６月 改訂版コーポレートガバナンス・コード、「投資家と企業の対話ガイドライン」公表

「未来投資戦略 2018」
環境変化に応じた経営判断、戦略的・計画的な投資、客観性・適時性・透明性あるCEO の選解任、取締役会の多様性確保
（ジェンダーや国際性の面を含む）、政策保有株式の縮減、企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮等の課題に係る状
況をフォローアップしつつ、投資の流れにおける各主体の機能発揮に向けた方策を検討する。

2019年 ６月 「成長戦略（2019年）」
投資家と企業の対話の実質化を通じコーポレート・ガバナンス改革の実効性を向上させるため、建設的な対話の促進に向け
た検討を行い、2020年度内を目途に、スチュワードシップ・コードの更なる改訂を行う。

（別紙１）コーポレートガバナンス改革推進の経緯
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コーポレートガバナンス改革の更なる推進に向けた検討の方向性
‐「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」意見書（４）-

投資投資

リターン

資金

働きかけ 建設的な対話 企業

リターン リターン

年金受給者等
（国民）

アセットオーナー

公的年金（GPIF等）
企業年金 等

運用機関

コーポレートガバナンス・コード
（2015年策定・2018年改訂）
コーポレートガバナンス・コード
（2015年策定・2018年改訂）

スチュワードシップ・コード
（2014年策定・2017年改訂）
スチュワードシップ・コード
（2014年策定・2017年改訂）

議決権行使助言会社

議案の賛否に関する助言

運用コンサルタント

年金資産の運用等に関する助言

サービスプロバイダー

コーポレートガバナンス改革の更なる推進のため、フォローアップ会議において、
・足下の課題を踏まえたスチュワードシップ・コードの改訂の方向性
・コーポレートガバナンス改革において残された課題

を盛り込んだ意見書を取りまとめ（2019年４月24日公表）。

課題② 課題①

課題③

残された課題

○スチュワードシップ・コード
課題① 運用機関：議決権行使の理由の説明など対話の活動についての開示が不十分
課題② アセットオーナー：企業年金のスチュワードシップ活動の範囲の理解が不十分
課題③ 議決権行使助言会社：助言の策定に必要な体制整備や企業との意見交換が不十分

○コーポレートガバナンス・コードの残された課題：監査の信頼性確保、グループガバナンス

（別紙３）
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• 建設的な対話の促進に向け、運用機関に対し、個別の議
決権行使における「賛否の理由」や、「企業との対話の活
動」に関する説明・情報提供の充実を促す

運用機関
議決権行使の理由の説明など対話の

活動についての開示が不十分

• インベストメント・チェーンの機能発揮を促すため、経済界
をはじめとする幅広いステークホルダーと連携しながら、
企業年金のスチュワードシップ活動を後押し

アセットオーナー
企業年金のスチュワードシップ活動

の範囲の理解が不十分

• 建設的な対話に資する議決権行使の実現に向け、助言
会社に対し、十分かつ適切な体制の整備と助言策定プロ
セスの具体的な公表や企業との意見交換の実施を促す

議決権行使助言会社
助言の策定に必要な体制整備や

企業との意見交換が不十分

• アセットオーナーのスチュワードシップ活動の実質化に向
け、運用コンサルタントに対し、利益相反管理体制の整
備やその取組状況についての説明の実施を促す

運用コンサルタント
スチュワードシップ活動の意義

に対する認識が不十分

• 内部監査部門が、独立社外取締役を含む取締役会・監
査委員会や監査役会などに対しても直接報告を行うこと
を促す

監査の信頼性確保

• 上場子会社等のガバナンスの問題をはじめとするグルー
プガバナンスの議論を踏まえ、一般株主保護の観点から
グループガバナンスの在り方に関する検討を推進

グループガバナンス

検討課題
スチュワードシップ・コードの更なる改訂に向けた方向性
／コーポレートガバナンスに関する今後の検討の方向性

コーポレートガバナンス改革の更なる推進に向けた検討の方向性
‐「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」意見書（４）-
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平成 31 年４月 24 日 

コーポレートガバナンス改革の更なる推進に向けた検討の方向性 

「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」 

意見書（４） 

Ⅰ．はじめに 

 コーポレートガバナンス改革の「形式」から「実質」への深化に向け、2017

年５月にスチュワードシップ・コードの改訂が、2018 年６月にはコーポレート

ガバナンス・コードの改訂及び「投資家と企業の対話ガイドライン」の策定が

それぞれ行われた。足下では、多くの機関投資家において個別の議決権行使結

果の公表が進んでいるほか、複数の独立社外取締役を選任する企業が９割を超

えるなど企業の取組みにも着実な進捗が見られる。 

2018 年 11 月より、フォローアップ会議においては、改革の実効性を高める

ため、両コード改訂等を踏まえた機関投資家と企業双方の取組みについて検証

を行った。その一環として実施した海外機関投資家との意見交換においては、

企業の利益追求と密接に関連した企業理念の明確化、従業員の退職後の備えに

対する企業の責任、長期的視点での対話の重要性、投資家の期待に対する上場

企業の責任等についての示唆を得た。 

他方、更なる課題としては、企業側について、 

・ 指名委員会、報酬委員会が設置されていながらも委員構成の偏り等により

必ずしもその機能が十分発揮されておらず、必ずしも企業価値向上の観点か

ら適切な資質を備えた独立社外取締役の選定につながっていない 

・ 企業年金の運用資産に占める政策保有株式が過大となっている例がある 

・ 取締役会の活動内容や実効性評価について必ずしも具体的に説明や情報提

供がなされていない 

等が指摘されている。 

また、投資家側について、 

・ 企業との対話の中身が依然として形式的なものに留まり、中長期的な企業

価値向上に十分つながっていない 

・ 企業開示の充実を求める一方で自らの説明責任を果たすことに必ずしも積

極的ではない例がある 

・ コンプライ・オア・エクスプレインの意義への認識不足等からコードの遵

守状況の把握が機械的である 

等が指摘されている。 

こうした議論を踏まえ、フォローアップ会議としては、今後更にガバナンス

改革の実効性向上を働きかけるとともに、本意見書において、次回スチュワー

ドシップ・コード改訂などを見据えた当面の課題について、検討の方向性を示

すものである。 

 

（別紙４） 
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Ⅱ．スチュワードシップ 

コーポレートガバナンス改革の実効性を高めるためには、投資家と企業の対

話の質の向上が必要である。運用機関によるスチュワードシップ活動に関する

説明や情報提供を一層充実させることが、アセットオーナーに対する説明責任

の遂行や企業との相互理解の深化による建設的な対話の促進に資するものと考

えられる。 

また、議決権行使助言会社や運用コンサルタントなどのサービスプロバイダ

ーが運用機関やアセットオーナーのスチュワードシップ活動の質に大きな影響

を及ぼし得ることを踏まえ、サービスプロバイダーによる運用機関や企業年金

等への助言やサポートがインベストメント・チェーン全体の機能向上に資する

ものとなるよう促すことが重要である。 

こうした観点から、以下の課題を中心とした検討を更に加速していく必要が

ある。このほか、集団的エンゲージメントや投資先企業への関与の強化（いわ

ゆるエスカレーション）の意義に関する指摘もあることから、これらについて

引き続き検討を深めることとする。 
 
１．運用機関 

運用機関において、自らのスチュワードシップ活動について公表を行う動

きが広がっており、ほぼ全ての大手機関投資家を含む 100 を超える機関が個

別の議決権行使結果やスチュワードシップ活動報告の公表を開始している。

他方で、議決権行使に係る賛否の理由を公表する機関は 20 に留まっており、

またスチュワードシップ活動報告の記載内容についても機関毎に大きな差異

が見られる状況であることから、運用機関は議決権行使の結果のみに留まら

ず、それに至るまでの企業との対話活動についての説明や情報提供を充実さ

せるべきである等の指摘がある。さらに、利益相反管理を含む運用機関自身

のガバナンス体制の強化が引き続き重要な課題として指摘されている。 

建設的な対話の実質化に向けて、アセットオーナーへの説明責任を果たす

とともに企業との相互理解を深める観点から、個別の議決権行使に係る賛否

の理由や、企業との対話活動及びその結果やコードの各原則の実施状況の自

己評価等に関する説明や情報提供の充実を運用機関に促すことが重要である。 

なお、運用機関がＥＳＧ要素等を含むサステナビリティーを巡る課題に関

する対話を行う場合には、投資戦略と整合的で、企業の持続的な成長と中長

期的な企業価値向上に結び付くものとなるよう意識することが期待される。 
 
２．企業年金等のアセットオーナー 

インベストメント・チェーンの機能発揮を促すため、最終受益者の最も近

くに位置し、企業との対話の直接の相手方となる運用機関に対して働きかけ

やモニタリングを行うアセットオーナーの役割が極めて重要である。 

こうした観点から、2018 年のコーポレートガバナンス・コード改訂におい
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て、母体企業による人事・運営面でのサポートを求める原則が追加された。

しかし依然として、スチュワードシップ・コードの受入れを行う企業年金は

少数に留まっており、その背景として、企業年金の意義や責任に関する認識

不足からスチュワードシップ活動の範囲や程度が十分に理解されていない等

の指摘がある。 

引き続き、経済界をはじめとする幅広いステークホルダーとも連携しなが

ら、企業年金のスチュワードシップ活動を後押しするための取組みを推進す

ることが重要である。 
 
３．サービスプロバイダー 

（１）議決権行使助言会社 

2017 年のスチュワードシップ・コード改訂において議決権行使助言会社の

責務が明確化されたものの、その助言策定プロセスが依然として不透明であ

り、取締役選任議案等について個々の企業の状況を実質的に判断するために

必要な人的・組織的体制が備わっていないのではないか等の指摘がある。 

パッシブ運用が広く行われる中で多くの運用機関が議決権行使助言会社を

利用している実態を踏まえると、企業の持続的成長に資する議決権行使が行

われるためには、個々の企業に関する正確な情報を前提とした助言が運用機

関に提供されることが重要である。 

こうした観点から、議決権行使助言会社において、十分かつ適切な人的・

組織的体制の整備と、それを含む助言策定プロセスの具体的な公表が行われ

るとともに、企業の開示情報のみに基づくばかりでなく、必要に応じ自ら企

業と積極的に意見交換しつつ助言を行うことが期待される。 

また、運用機関についても、企業との相互理解を深め、建設的な対話に資

するため、議決権行使助言会社の活用の状況について、利用する議決権行使

助言会社名や運用機関における助言内容の確認の体制、具体的な活用方法等

に関する説明や情報提供を促すことが重要である。 

（２）運用コンサルタント 

全体の約３割の企業年金が、運用コンサルタントとの間に年金資産の運用

に関するアドバイザリー契約を有するとのデータもある。運用コンサルタン

トが、顧客に対するその影響力を背景として、コンサルタント業務と併せて

自らの投資商品の購入の勧誘を行う例も見られるとの指摘があるほか、運用

コンサルタントが運用機関のスチュワードシップ活動を適切に評価していな

いのではないかとの懸念も指摘されている。 

運用コンサルタントが、自らが企業年金等のスチュワードシップ活動をサ

ポートする重要な主体の一つであることを明確化した上で、自らの利益相反

管理体制の整備やその取組状況についての説明等を行い、こうした取組みを

通じて、インベストメント・チェーン全体の機能向上を図ることが重要であ

る。 
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Ⅲ．コーポレートガバナンス 

資本コストを意識した経営や政策保有株式、取締役会の機能発揮等の課題に

対応するため改訂されたコーポレートガバナンス・コードを踏まえた企業の取

組みを引き続き検証するとともに、フォローアップ会議において以下の課題を

含む横断的な検討を行うこととする。 

その際、中長期的な企業価値に関し、その具体的な意義・内容について、企

業、投資家、さらには学界等を含む有識者の間で、より踏み込んだ検討が必要

であるとの指摘もあったことに留意する。 

 

１．監査に対する信頼性の確保 

いわゆる「守りのガバナンス」は、企業の持続的成長と中長期的な企業価

値の向上を実現する上で不可欠であり、三様監査（内部監査、監査役等監査、

外部監査）の効果的な活用等を通じた監査に対する信頼性の確保は極めて重

要なその構成要素であると考えられる。 

そのうち内部監査部門については、ＣＥＯ等のみの指揮命令下となってい

るケースが大半を占め、経営陣幹部による不正事案等が発生した際に独立し

た機能が十分に発揮されていないとの指摘がある。 

内部監査が一定の独立性をもって有効に機能するよう、独立社外取締役を

含む取締役会・監査委員会や監査役会などに対しても直接報告が行われる仕

組みの確立を促すことが重要である。 

こうした内部監査の問題をはじめ、「守りのガバナンス」の実効性を担保す

る監査の信頼性確保に向けた取組みについて、企業の機関設計の特性も踏ま

えつつ検討を進める。 
 
２．グループガバナンスの在り方 

我が国のグループ経営について、事業ポートフォリオの見直しを含むグル

ープ全体としての最適な経営資源の配分や、子会社のリスク管理が十分に行

われていないのではないかとの指摘があるほか、支配株主やそれに準ずる主

要株主のいる上場会社（いわゆる上場子会社等）においては支配株主等と一

般株主との間に構造的な利益相反リスクがあるため、取締役会の独立性を高

める必要があること等が指摘されている。 

上場子会社等のガバナンスの問題をはじめとするグループガバナンスの議

論において、とりわけ、上場子会社等に関しては、その合理性に関する親会

社の説明責任を強化することや、東京証券取引所の独立性基準の見直しも念

頭に置いて、支配株主等から独立性がある社外取締役の比率を高めるなど、

上場子会社等のガバナンス体制を厳格化することが求められている。 

こうした議論も踏まえながら、一般株主保護等の観点からグループガバナ

ンスの在り方に関する検討を進める。 
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Ⅳ．おわりに 

 今後さらにコーポレートガバナンス改革の実効性を高めるためには、先般の

企業内容等の開示に関する内閣府令の改正を踏まえた政策保有株式等に関する

開示情報の充実が見込まれる中、運用機関及びサービスプロバイダーがより深

く企業を理解して対話することや、アセットオーナーが運用機関に対する働き

かけ・モニタリングをより積極的に行うことが極めて重要である。投資家と企

業の建設的な対話を通じた中長期的な企業価値の向上を実現するため、おおむ

ね３年毎の見直しが予定されているスチュワードシップ・コードの更なる改訂

も視野に入れた議論が更に深められていくことを期待している。 

また、コーポレートガバナンスは金融商品取引所における株式市場の構造の

在り方と密接な関連を有する。今後、フォローアップ会議において、市場構造

の見直しの動向を踏まえ、各市場の性格が明確化されていく中で、それにふさ

わしいガバナンスの在り方等も念頭に置きつつ、コーポレートガバナンス改革

の更なる進展に向けた議論を進める必要がある。 

＜以 上＞ 
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第６節 震災等自然災害への対応 

 

Ⅰ 東日本大震災への対応 

 

１．個人債務者の私的整理に関するガイドライン 

 

東日本大震災の被災地域におけるいわゆる「二重債務問題」への政府の対応策

を示した「二重債務問題への対応方針」（2011年６月17日）の公表を受け、全国

銀行協会を事務局として、金融界、中小企業団体、法曹界及び学識経験者等で構

成される研究会が発足し、関係者間の協議を経て、同年７月15日に、民間におけ

る個人向けの私的整理による債務免除のルールを定めた「個人債務者の私的整理

に関するガイドライン（以下「個人版私的整理ガイドライン」という。） 」が取

りまとめられた。（別紙１～２参照）同年８月１日には、ガイドラインの運用のた

め一般社団法人「個人版私的整理ガイドライン運営委員会（現 東日本大震災・自

然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関）」が設立され、同月22日よりガイ

ドラインの適用が開始され、その後も被災者支援に資するよう運用の改善が図ら

れている。 

 

2018事務年度においても、このような民間の取組みを支援するため、債務者が

弁護士費用等を負担することなく個人版私的整理ガイドラインを利用できるよう

にするための国庫補助や周知広報等の必要な対応を行った。 

具体的には、個人版私的整理ガイドラインの活用促進に関して、マスメディア

を通じた広報（新聞折込チラシ、テレビＣＭ）、被災者向けの相談会の開催などに

よる周知広報を実施した。 

 

（参考）個人版私的整理ガイドラインの運用状況（2019年６月30日時点） 

・個別の相談件数：5,945件 

・債務整理に向けて準備中：０件 

・成立件数：1,371件 

 

１． 東日本大震災事業者再生支援機構及び産業復興相談センター・産業復興機

構の活用促進 

 

東日本大震災で被災された事業者のいわゆる二重債務問題に関しては、事業者

の債務の負担を軽減しつつ、その再生を図るため、東日本大震災事業者再生支援

機構及び産業復興相談センター・産業復興機構が設立されており、金融庁として

は、金融機関が、これらの機構等の積極的な活用を含め、被災者の事業や生活の

再建に向けた支援に継続的に貢献していくよう強く促してきた。 

2018 年９月 26 日に公表した「変革期における金融サービスの向上にむけて～

金融行政のこれまでの実践と今後の方針(平成30事務年度)」においても、金融機
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関に対して、東日本大震災事業者再生支援機構等の活用を含めた、被災事業者等

にとって最適な解決策の提案・実行支援を行うよう促した。 

 

 

（参考） 

 岩手産業復興機構 宮城産業復興機構 福島産業復興機構 茨城県産業復興機構 千葉産業復興機構 

設 立 2011年11月11日 2011年12月27日 2011年12月28日 2011年11月30日 2012年３月28日 

買取決定 110先 144先 49先 20先 16先 

 

 東日本大震災事業者再生支援機構 

設 立 2012年２月22日 

支援決定 742先 

 

 

３．金融機能強化法（震災特例）の運用状況 

 

金融機能強化法の震災特例に基づき、国が資本参加を行った金融機関等の 2018

年３月期（11 金融機関）の経営強化計画の履行状況報告については同年９月 26 日

に、同年９月期（11 金融機関）の経営強化計画の履行状況報告については 2019 年

３月１日に報告内容を公表した。 

 

Ⅱ 平成28年熊本地震への対応 

 

平成 28 年熊本地震への対応として、被災地の復興を進めていく観点から、金融機

関が被災地における取引先企業のニーズを的確に把握し、きめ細かな対応を行うよ

う促していくとともに、自然災害の影響により既往債務の弁済が困難となった被災

者（個人債務者）の債務整理を円滑に進めるため、「自然災害による被災者の債務整

理に関するガイドライン」（以下、「自然災害債務整理ガイドライン」という。）（注）

の周知広報や、ＲＥＶＩＣと地域金融機関等が連携して設立した「熊本地震事業再

生支援ファンド」及び「九州広域復興支援ファンド」の活用促進を行った。 

 

   （注）自然災害の影響により、住宅ローン等の既往債務の弁済が困難となった被災者

が、信用情報への登録などを回避しつつ、債務免除等を受けることを可能とする

ことを定めた民間の自主的なルール（2016年４月より適用開始）。（別紙３～４参

照） 

被災者が自然災害債務整理ガイドラインに基づき債務整理を行う場合の、弁護

士等の登録支援専門家による手続支援に要する経費等を全額国庫補助。 

 

Ⅲ 平成30年７月豪雨等への対応 

（2019年６月30日時点） 

- 279 -



 

平成30年７月豪雨への対応として、発災後速やかに関係金融機関等に対し、被災

者の便宜を考慮した適時的確な「金融上の措置」を講じるよう要請した。また、７

月16日付で、上記要請の周知徹底に加え、既存融資の融資にかかる返済猶予等の貸

付条件の変更や、融資手続きの簡便化・迅速化など適時的確な措置の実施を徹底す

るよう要請した。さらに、被災地に職員を派遣し、被災地の要望等の把握を行った

上で、８月８日付で、金融機関に対して可能な限り被災者に配慮した対応を要請し

た。 

また、自然災害債務整理ガイドラインの周知広報やＲＥＶＩＣと地域金融機関等

が連携して設立した「西日本広域豪雨復興支援ファンド」及び「広島県豪雨災害復

興支援ファンド」の活用を促すなど被災者の生活・事業の再建を支援した。  

 

このほか、北海道胆振東部地震をはじめとする自然災害への対応として、関係金

融機関等に対し、被災者の便宜を考慮し適時的確に「金融上の措置」を講じるよう

要請を行う等の措置を講じた。 

金融庁としては、金融機関が被災地における取引先企業のニーズを的確に把握し、

きめ細かな対応を行うよう促していくとともに、被災者や被災企業の支援に向けて

取り組んでいく。 

 

   （参考：2019年６月30日時点） 

① 自然災害債務整理ガイドラインの運用状況 

        ・登録支援専門家に手続支援を委嘱した件数：1,074件 

          うち、手続き中の件数：270件 

           うち、特定調停の申立てに至っている件数：20件 

        ・債務整理成立件数：368件 

 

② ＲＥＶＩＣの熊本地震対応ファンドの取組状況 

        ・熊本地震事業再生支援ファンドの実行件数：11件 

        ・九州広域復興支援ファンドの実行件数：８件 

   

③ ＲＥＶＩＣの平成30年７月豪雨対応ファンドの取組状況 

        ・西日本広域豪雨復興支援ファンドの実行件数：１件 

        ・広島県豪雨災害復興支援ファンドの実行件数：１件 
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（別紙１）

- 281 -



 

「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」 

（平成 23 年７月 15 日策定）の概要 
 

１．ガイドラインの位置づけ 
 
平成 23 年 6 月に政府が公表した、東日本大震災に係る「二重債務問題へ

の対応方針」を受け、金融・商工団体の関係者、法務・会計の専門家、学識
経験者などで構成される「研究会」（事務局：全銀協）において決定された、
個人債務者の私的整理に関する民間関係者間の自主的ルール。 

 
２．ガイドラインの内容（概要） 
 
（１）対象となる債務者 

○ 震災の影響により、既往債務（旧債務）を弁済することができない又は
近い将来に弁済できないことが確実と見込まれる個人の債務者（住宅
ローン債務者等の非事業者及び個人事業者）。 

○ このような債務者が、法的倒産手続による不利益（注１）を回避しつつ、
債権者との間の私的な合意（私的整理）により、債務免除等を受けるこ
とができるようにする。 

 

（注１） 法的な制限として、官報掲載、破産手続中の転居・旅行・資格制限、破産管

財人による郵便物管理等。この他、信用情報への登録もあるが、これについて

の登録も行わない。 

 
（２）対象となる債権者 

○ 主として金融機関等（銀行、信用金庫、信用組合、農林系金融機関、
政府系金融機関、保証会社、貸金業者、リース会社、クレジット会社
等）。相当と認められるときは、その他の債権者を含めることとする。 

 
（３）弁済計画案の内容及び債務免除額 

○ 弁済計画案の内容（要件）は、債務者の状況（事業者・非事業者の別、
将来収入の有無等）に応じて、複数の類型を用意。 

○ 弁済計画案に記載される主な事項は、①債務者の財産の状況、②債
務弁済計画（原則５年以内、事情により延長可。債務免除等の内容を
含む。）、③資産の換価・処分の方針等。 
事業継続を図る個人事業者については、上記①～③等に加え、震災

の状況を踏まえた事業計画（例えば、損益黒字化原則５年、合理的期
間の延長可等）の提出を求める（注２）。 
 

（注２） 経営者に対する経営責任は求めない。 

（別紙２） 
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○ 金融機関（債権者）にとって利用可能とするため、債務免除額は、民事
再生手続又は破産手続と同等（注３）（注４）。 

 
（注３） 破産手続等より免除額が多く（=債権者にとって不利に）なれば、債権者は、

私的整理を避けて破産申立てを行う恐れ。債権者が敢えて不利なガイドライン

を利用するとなると、株主代表訴訟リスクが高まる等の恐れ。 

（注４） 被災者である債務者への配慮として、生活再建支援金、義援金等を差押禁

止（自由財産）とする立法措置がなされたことからガイドラインにおいても同様

の対応。 

 

（４）手続の流れ 
①債務者が、債務の減免等を求める相手である債権者（対象債権者）に

対して、債務整理を申出（※）。必要書類（財産の状況等）を提出。 
※ 申出の時点から、対象債権者は債権回収等を停止（６か月又は弁済計画の成

立・不成立のいずれか早い時点まで） 

②債務者がガイドラインに則り弁済計画案を作成。 
③第三者機関に登録する専門家（弁護士等）が、弁済計画案がガイドライ

ンに適合していることなどについて報告書を作成（＝第三者機関による
チェック）。 

④債務者が弁済計画案及び報告書を対象債権者に提出・説明等。 
⑤対象債権者が弁済計画案に対する同意・不同意を表明。 
⑥対象債権者全員の同意により、弁済計画成立（※）。 

※ 協議しても、全員の同意が得られない場合は、弁済計画不成立。 

 
（注５）①、②、④については、第三者機関に登録する弁護士等の支援を受けることも

可能。 

 
（５）（連帯）保証人に対する配慮 

○ 主債務者が通常想定される範囲を超えた災害の影響により主債務を
弁済できないことを踏まえ、保証人に対しては、その責任の度合いや生
活実態等を考慮して、保証履行を求めることが相当と認められる場合
を除き、保証履行を求めないこととする。保証履行を求める場合には、
保証人についても弁済計画案を作成し、合理的な範囲で弁済の負担を
定める。 

○ 保証履行を求めることの相当性及び保証人の負担の範囲の合理性に
ついては、第三者機関のチェックを受けることとする。 

 
３．その他 
 

○ 第三者機関については、全銀協が一般社団法人（「個人版私的整理ガイド

ライン運営委員会」）を設立し、日弁連等の団体の協力を得て専門家を登
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録する。 
 

○ 本ガイドラインに基づき策定された弁済計画により行われた債務免除
については、原則として債権者及び債務者に課税関係が生じないこと
を国税庁に確認。 

 
○  ガイドラインは、平成 23 年 8 月 22 日から適用開始。 
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自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
（平成27年12月25日策定、平成28年４月１日適用開始）

○ 本ガイドラインは、東日本大震災での経験を踏まえ、
全国銀行協会を事務局とする研究会において、平成27
年12月に取りまとめられ、平成28年４月より適用が開始
された民間の自主的なルール。災害救助法の適用を受
けた全国の自然災害による個人の被災者が対象。

○ 本ガイドラインにより債権者（金融機関等）との合意に
基づき債務整理を行うことで、住宅ローン等の既往債務
の弁済が困難となった被災者が、法的な倒産手続によ
る不利益（信用情報への登録など）を回避しつつ、債務
免除等を受けることが可能。

■ガイドラインの概要

登録支援専門家

債務者 債権者

調停条項案について
同意/同意の見込み

債務整理成立

簡易裁判所

特定調停
申立て

手続支援

■ガイドラインによる債務整理のメリット

○ 被災者生活再建支援金等に加え、財産の一部（運用上の目安 500万円）を、ローンの支払いに
充てずに、手元に残すことができる。

○ 破産等の手続とは異なり、債務整理をしたことが個人信用情報として登録されないため、その後の
新たな借入れに影響が及ばない。

○ 国の補助により、弁護士等の「登録支援専門家」による手続支援を無料で受けることができる。

（別紙3）
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①債務者は、主たる債権者に債務整理の着手の

申出を行い、着手への同意を取得。

②着手の同意を得た債務者は、各士業団体（弁
護士会等）を通じて運営機関に対し、登録支援
専門家※の委嘱を依頼。

※中立かつ公正な立場から手続支援を行う者

③債務者は、全対象債権者に対して、債務整理
を書面により申出。

④債務者は、対象債権者と事前協議を行った上
で、登録支援専門家を経由して、調停条項案を
全対象債権者に提出し、調停条項案を説明。

⑤対象債権者は調停条項案への同意（同意の
見込み）又は不同意を書面により回答。

⑥調停条項案に対する全対象債権者の同意（同
意の見込み）を得た債務者は、簡易裁判所に
対して特定調停を申立て。

⑦特定調停において、債務整理が成立。

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」
の債務整理成立までの流れ

④事前協議

調停条項案の提出

③債務整理の申出

②－１

専門家の

委嘱を依頼

⑥特定調停

の申立て

②－２
専門家を推薦

簡易裁判所

(主)債権者

②－３

委嘱

⑦債務整理成立

支 援

専門家

一般社団法人東日本大震災
・自然災害被災者債務整理
ガイドライン運営機関

⑤同意／

同意の見込

①手続着手申出・同意

債務者

士 業

団 体

（別紙４）
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第７節 消費者行政に関する取組み 

   

消費者基本計画及び工程表（別紙１参照）には、金融庁所管に係る施策として、以下

の施策が盛り込まれている（別紙２参照）。 

  （注）以下の番号は、消費者基本計画の番号に対応。 

  ３ 適正な取引の実現 

⑵ 商品・サービスに応じた取引の適正化 

③ 詐欺的な事案に対する対応 

④ 投資型クラウドファンディングを取り扱う金融商品取引業者等に係る制度

の整備 

⑤ 金融商品取引法に基づく適格機関投資家等特例業務(プロ向けファンド)に

関する制度の見直し 

⑥ 不動産特定共同事業法の改正に伴う制度整備・運用 

⑦ サーバ型電子マネーの利用に係る環境整備 

⑧ 暗号資産交換業者についての対応 

⑰ 金融機関による顧客本位の業務運営の推進 

⑷ 詐欺等の犯罪の未然防止、取締り 

① 特殊詐欺の取締り、被害防止の推進  

④ 偽造キャッシュカード等による被害の防止等への対応 

⑩ 「架空請求対策パッケージ」の推進による被害の防止 

４ 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成 

⑵ 消費者教育の推進 

① 消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進 

④ 消費者教育に使用される教材等の整備 

⑥ 学校における消費者教育の推進 

⑦ 地域における消費者教育の推進 

⑪ 金融経済教育の推進 

５ 消費者の被害救済、利益保護の枠組みの整備 

⑴ 被害救済、苦情処理及び紛争解決の促進 

⑤ 金融ＡＤＲ制度の円滑な運営 

⑧ 振り込め詐欺救済法に基づく被害者の救済支援等 

⑨ 「多重債務問題改善プログラム」の実施 

⑬ 成年年齢引下げを見据えた関係府省庁連絡会議の開催 

６ 国や地方の消費者行政の体制整備 

⑴ 国の組織体制の充実・強化 

⑧ 消費者からの情報・相談の受付体制の充実 
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別紙１
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３　適正な取引の実現

2020年度 2021年度 2022年度

３　適正な取引の実現

2020年度 2021年度 2022年度

（

２
）

商
品
・
サ
ー

ビ
ス
に
応
じ
た
取
引
の
適
正
化

施策名 2015年度 2016年度 2017年度

③詐欺的な
　事案に対
　する対応

（ＫＰＩの現状）※2018年度
（イ）無登録業者等に関して寄せられた情報件数：30,985件（2017年度：27,824件）
（ロ）禁止命令等の申立て及び裁判所の禁止命令等の発出件数：２件（2017年度：２件）
（ハ）金融商品取引法違反行為等が認められた適格機関投資家等特例業務届出者のうち、
　　　顧客資産の流用等が認められた届出者に対する行政処分件数：０件（2017年度：２件）

④投資型ク
　ラウドフ
　ァンディ
　ングを取
　り扱う金
　融商品取
　引業者等
　に係る制
　度の整備

投資型クラウドファン
ディング業者の登録
件数

2019年度
〔参考〕

ＫＰＩ

（ＫＰＩの現状）※2018年度
投資型クラウドファンディング業者の登録件数：34社（2017年度：25社）

施策名 2015年度

2018年度

（イ）無登録業者等
　　　に係る情報収
　　　集・分析の状
　　　況（件数）
（ロ）禁止命令等の
　　　申立て及び裁
　　　判所の禁止命
　　　令等の発出の
　　　状況（件数）
（ハ）金融商品取引
　　　法違反行為等
　　　が認められた
　　　適格機関投資
　　　家等特例業務
　　　届出者のうち
　　　、顧客資産の
　　　流用等が認め
　　　られた届出者
　　　に対する行政
　　　処分（件数）

ＫＰＩ2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
〔参考〕

プロ向けファンド業
者に対する業務廃止
命令等の行政処分の
実施状況（件数）

（ＫＰＩの現状）※2018年度
プロ向けファンド業者に対する業務廃止命令等の行政処分件数：29件（2017年度：87件）

改正不動産特定共同
事業法に関する制度
の整備・運用状況

（ＫＰＩの現状）※2018年度
2017年12月１日に施行した「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律」（平成29年法律第46号）を踏まえ、2018年度には、不動産クラ
ウドファンディングに係る業務管理体制や情報開示に関するガイドラインの策定、対象不動産変更型契約に係る規制の合理化等必要な措置
を講じるとともに、改正不特法の事業者・事業関係者向けセミナーを全国４か所で開催するなど制度の活用促進を図った。

（

２
）

商
品
・
サ
ー

ビ
ス
に
応
じ
た
取
引
の
適
正
化

⑤金融商品
　取引法に
　基づく適
　格機関投
　資家等特
　例業務（
　プロ向け
　ファンド
　）に関す
　る制度の
　見直し

⑥不動産特
　定共同事
　業法の改
　正に伴う
　制度整備
　・運用

＜無登録業者やファンド事業者等による詐欺的な事案への対応＞

・無登録業者等に係る情報収集・分析
・その結果、必要と認められる場合は、金融商品取引法第187条の規定に基づく調査を実施、金融商品取引法

違反行為等が認められたときは、同法第192条の規定に基づく裁判所への禁止命令等の申立てを行うほか、

無登録業者等の名称・代表者名・法令違反行為等を公表
【金融庁】

＜詐欺的商法による新たな消費者被害への対応＞

・政府広報や当庁ウェブサイト等による国民への情報提供、注意喚起
・無登録で金融商品取引業を行っていた者等に対する警告書の発出等

【金融庁】

法令改正を踏まえた、投資型クラウドファンディングに関する、投資者保護を含めた金融商品取引法の適切な

運用【金融庁】

金融審議会「投資運用

等に関するワーキン
グ・グループ」におけ

る検討結果を踏まえた

制度見直しの検討【金
融庁】

法令改正を踏まえた、プロ向けファンドに関する、投資者保護を含めた金融商品取引法の適

切な運用【金融庁】

改正不動産特定共

同事業法に関する

政省令の整備・監

督指針等の充実

【国土交通省、金

融庁】

改正不動産特定共同事業法の適切な運用【国土交通省、

金融庁】

改正不動産特定

共同事業法の運

用状況を踏まえ、

必要な対応を検

討・実施【国土

交通省、金融

庁】

不動産特定共同事業法の

電子取引業務ガイドライ

ンの策定【国土交通省、

金融庁】

別紙２
消費者基本計画（抄）
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３　適正な取引の実現

2020年度 2021年度 2022年度

３　適正な取引の実現

2020年度 2021年度 2022年度

2019年度2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

施策名

（

２
）

商
品
・
サ
ー

ビ
ス
に
応
じ
た
取
引
の
適
正
化

〔参考〕
施策名 ＫＰＩ

⑦サーバ型
　電子マネ
　ーの利用
  に係る環
　境整備

法令・事務ガイドラ
インの運用状況及び
サーバ型電子マネー
を販売する店舗にお
ける被害防止の促進
等への取組状況

（ＫＰＩの現状）
「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第62号）が第190回国会で成立し、
2016年６月に公布され、2017年４月に施行された。また、サーバ型電子マネー発行者におけるIDの詐取被害の防止及び回復に
向けた態勢整備等に関し、2016年８月に事務ガイドラインの改正を行った（改正日から適用開始）。
 事務ガイドラインの改正等を踏まえ、以下の取組等を実施。
 ・コンビニ等で購入できる手軽さや匿名性などにより悪用されやすいサーバ型電子マネーの発行者主要先に対して、重点的に
　モニタリングを実施（2017年度：９先、2018年度：９先）。
 ・上記主要先に対して、月次で被害発生状況及び返金状況等を確認。
 ・返金状況については、2017年下半期におけるIDの詐欺被害申出金額の合計約14億円のうち、約1.4億円の返金を実行して
　いることを確認（2018年11月１日時点）。
 ・さらに、特に被害件数・金額が多い先に対し、2017年（３月、９月）及び2018年（６月、８月、10月）にヒアリングを実施し、
　より一層の取組を指導。
 ・電子マネーに関する消費者被害の項目を追加したガイドブック等を活用し、全国の高校等や地方公共団体への配布、学校や地域
　で開催される講座等への講師派遣の実施等、注意喚起を実施。

ＫＰＩ2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
〔参考〕

（

２
）

商
品
・
サ
ー

ビ
ス
に
応
じ
た
取
引
の
適
正
化

（ＫＰＩの現状）
　暗号資産交換業者に対し、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与規制及び利用者保護のための観点からの各種規制を盛り込んだ「情
報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律」（2016年５月成立、同年６月公布）及び「仮想通貨交換
業者に関する内閣府令」等の関係法令等が2017年４月に施行された。
　制度等の周知に当たっては、政府広報オンラインやテレビ、ラジオ等を活用し、「仮想通貨交換業」に関する新しい制度が開始されたこ
とを紹介するとともに、暗号資産を利用する際には、財務局等の登録を受けた事業者かどうか確認すべきであるといった注意点を周知し
た。2018年10月には、暗号資産に関するトラブルが多様化している現状も踏まえ、その内容を更新した。
　法施行後、金融庁においては、暗号資産交換業者の登録審査・モニタリングや暗号資産市場の動向把握を行うため、専門チームとして
「仮想通貨モニタリングチーム」を設置し、体制など形式面のみならず、システムの安全性の検証や利用者への説明態勢の整備状況など、
実質的な審査を実施した。その結果、2019年１月11日までに暗号資産交換業者として17社を登録した。また、消費者庁及び警察庁と情報共
有等をしつつ、無登録業者等に対する照会書や警告書の発出等を行った。　
　
　現在、暗号資産価格の乱高下や暗号資産の分岐等の動きが見られていること、証拠金を用いた暗号資産取引や暗号資産による資金調達等
新たな取引が登場していること、暗号資産に関連する消費者トラブルが増加していること等を踏まえ、金融庁において、登録後にあっても
暗号資産交換業者における利用者への説明態勢や実際の説明状況等のほか、「架空請求パッケージ」の記載にもあるとおり、法令に基づく
本人確認・取引時確認についても、モニタリングを行っている。
　こうした中、2018年１月に発生した暗号資産交換業者における暗号資産の不正流出事案を踏まえ、同業者に対する立入検査及び行政処分
を実施した。また、同業者を除く全てのみなし暗号資産交換業者及び複数の暗号資産交換業者に対し、順次立入検査を実施した上で、問題
が認められた業者に対し行政処分を実施した。
　また、2018年８月、これまで実施した暗号資産交換業者等に対する検査・モニタリングで把握した実態や問題点について、中間的なとり
まとめ（仮想通貨交換業者等の検査・モニタリング　中間とりまとめ）を公表したほか、同年10月には、一般社団法人日本仮想通貨交換業
協会を資金決済法に基づく認定資金決済事業者協会に認定した。

⑧暗号資産
　交換業者
　について
　の対応

暗号資産交換業者に
対する規制の整備・
運用状況

金融審議会

「決済業務

等の高度化

に関する

ワーキン

グ・グルー

プ」におけ

る審議【金

融庁】

法
案
国
会
提
出
【
金
融
庁
】

改正

資金

決済

法の

施行

準備

【金

融

庁】

改正資金決済法（前払式支払手段発行者の

苦情処理体制を整備）の適切な運用【金融
庁】

事務ガイド

ライン改正
等に係る検

討【金融

庁】

事務ガイ

ドライン
改正・適

用等【金

融庁】

暗号資産交換業者に対す

る規制の整備【金融庁】

暗号資産交換業について、制度等の周知を含め、

利用者保護の観点等から整備された規制の適切な

運用【金融庁】

必要に応じて関係省庁と連携しながら、暗号資産に関するトラブルについて注意喚起【消

費者庁、金融庁】

サーバ型電子マネー発行者に

おけるIDの詐取被害発生状況
等を踏まえ、必要な対応を実施

【金融庁】

事務ガイドラインの適切な運用、サーバ型

電子マネーを販売する店舗における被害防
止の促進等【金融庁】

暗号資産市場や暗号資産交換業者の

実態を踏まえ、利用者保護の観点から、

必要な対応を実施【金融庁】

※ 資金決済法上は、「仮想通貨」及び「仮想通

貨交換業者」と規定されているが、国際的な動向

等を踏まえ、本工程表においては、これまでの実

績を含む全ての箇所で、基本的に、「暗号資産」

及び「暗号資産交換業者」と記載する。

「仮想通貨交換業等

に関する研究会」に

おける検討

【金融庁】

法案国会提出

【金融庁】
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３　適正な取引の実現

2020年度 2021年度 2022年度

３　適正な取引の実現

2020年度 2021年度 2022年度

（ＫＰＩの現状）※2018年度（2018年12月28日時点）
（イ）原則採択事業者数　1,561社
（ロ）自主的なＫＰＩ公表事業者数　467社

（

２
）

商
品
・
サ
ー

ビ
ス
に
応
じ
た
取
引
の
適
正
化

⑰金融機関
　による顧
　客本位の
　業務運営
　の推進

ＫＰＩ施策名 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
〔参考〕

（イ）「顧客本位の
　　　業務運営に関
　　　する原則」採
　　　択数
（ロ）自主的なＫＰ
　　　Ｉ公表事業者
　　　数

（ＫＰＩの現状（続き））
　さらに、2018年３月に設置され、同年４月から12月にかけて11回にわたり開催された「仮想通貨交換業等に関する研究会」において、暗
号資産をめぐる諸問題について必要な制度的対応の検討を行い、同年12月に報告書が取りまとめられた。これを踏まえ、金融庁では、暗号
資産交換業者に関する規制の整備、暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引に関する規制の整備等を盛り込んだ「情報通信技術
の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案」を2019年３月に第198回国会に提出し
た。

　利用者保護の観点から、金融庁及び消費者庁において、以下のような取組を実施した。
・金融庁と消費者庁において、警察庁と連携して、利用者に対して、価格変動リスクや詐欺事案等に関して注意喚起を
  実施（2017年９月29日）し、当該注意喚起の内容を更新（2018年10月19日）。
・金融庁において、暗号資産を活用した新たな資金調達手段であるＩＣＯ（Initial Coin Offering）の増加を踏まえ、利用者に
  対して、価格下落の可能性や詐欺の可能性等に関する注意喚起を実施（2017年10月27日）。
・金融庁及び消費者庁においてウェブサイトを新設（2017年９月29日）。
・全国各紙の新聞広告において、政府広報として暗号資産に関する注意喚起を実施（2018年３月17日）。
・国民生活センターにおいて改正資金決済法をカリキュラムに含む研修を６回実施（2017年度：５回）。

⑧暗号資産
　交換業者
　について
　の対応

2017年度2016年度 ＫＰＩ2019年度
〔参考〕

施策名 2015年度

（

２
）

商
品
・
サ
ー

ビ
ス
に
応
じ
た
取
引
の
適
正
化

2018年度

金融事業者の実態把握のためのモニタリング実施。対話によるベストプラクティスへの取組を促す。【金融庁】

「顧客本位

の業務運営

に関する原

則」策定、

公表

【金融庁】

「顧客本位の業務運営に
しょうよう

関する原則」採択慫慂、

成果指標の公表の働き掛け

【金融庁】
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３　適正な取引の実現

2020年度 2021年度 2022年度

３　適正な取引の実現

2020年度 2021年度 2022年度

⑩「架空請
　求対策パ
　ッケージ
　」の推進
　による被
　害の防止

（イ）支払をした後
　　　に寄せられた
　　　架空請求に関
　　　する消費生活
　　　相談件数
（ロ）ＳＮＳ上の消
　　　費者被害・ト
　　　ラブル情報の
　　　抽出回数

（ＫＰＩの現状）※2018年度
（イ）支払をした後に寄せられた架空請求に関する消費生活相談件数：1,957件（2017年度：3,003件）
（ロ）ＳＮＳ上の消費者被害・トラブル情報の抽出回数：13回（2017年度：10回）

施策名 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
〔参考〕

ＫＰＩ

④偽造キャ
　ッシュカ
　ード等に
　よる被害
　の防止等
　への対応

「偽造キャッシュ
カード問題等に対す
る対応状況」におけ
る各種指標等

（ＫＰＩの現状）※2018年３月末時点
・ＩＣキャッシュカード対応ＡＴＭが全体のＡＴＭに占める割合：96.3％（前年比0.3ポイント増）
・生体認証機能付ＩＣキャッシュカード対応ＡＴＭが全体のＡＴＭに占める割合：51.7％（前年比1.1ポイント増）
・ＩＣキャッシュカード導入済金融機関：88.9％（前年比0.4ポイント増）
・生体認証機能付ＩＣキャッシュカード導入済金融機関：21.0％（前年比0.1ポイント増）
・個人向けインターネットバンキングにおける本人認証において可変パスワード導入済金融機関：99.7％（前年比0.1ポイント増）
・法人向けインターネットバンキングにおける本人認証において可変パスワード導入済金融機関：97.0％（前年比0.2ポイント増）

（

４
）

詐
欺
等
の
犯
罪
の
未
然
防
止
、

取
締
り

〔参考〕
ＫＰＩ施策名 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

（

４
）

詐
欺
等
の
犯
罪
の
未
然
防
止
、

取
締
り

①特殊詐欺
　の取締り
　、被害防
　止の推進

特殊詐欺の取締り状
況

（ＫＰＩの現状）※2018年の取締り状況
・架空請求詐欺：検挙件数：1,271件、検挙人員 ：626人（2017年：検挙件数1,034件、検挙人員575人）
・金融商品等取引名目の特殊詐欺：検挙件数：40件、検挙人員：40人（2017年：検挙件数188件、検挙人員77人）

・架空請求や金融商品等取引名目等の特殊詐欺の取締り、特殊詐欺を助長する犯罪の取締り【警察庁】

・犯行ツール対策の推進【警察庁、総務省】

特殊詐欺の被害防止のための広報啓発活動の推進【警察庁】

特殊詐欺被害の未然防止に向けた金融機関への注意喚起等【警察庁、金融庁】

金融機関に対する不正利用口座に関する情報提供等【金融庁】

「パッケー

ジ」の策
定、進捗

状況の把

握・公表
【消費者

庁、関係

省庁】

消費生活センター等から情報提供のなされた電話番号に対する

架電の実施【消費者庁】

多様な方法による注意喚起の実施（法務省の名称等をかたる架

空請求についての対処方法の周知、国民生活センターによる特
設サイトの公開等）【消費者庁、警察庁、金融庁、法務省等】

架空請求を含む特殊詐欺等の捜査過程で押収した名簿を活用し

た注意喚起の実施【警察庁】
かたられて

いる事業者

との意見交

換を行い、

事業者の

取組等を公

表【消費者

庁】
業界団体（日本フランチャイズチェーン協会、日本資金決済業協

会）を通じた、コンビニエンスストア等における取組実施の依頼等

【警察庁、金融庁、消費者庁、経済産業省】

ＳＮＳデータを活用した情報収集を通じ、実在の

事業者をかたる架空請求に関し、かたられている

側の事業者の取組が把握できた場合に、これら

の事業者の取組について、当該事業者の了解を

得た上で、消費者庁のウェブサイトにおいて周知

【消費者庁】

金融機関への注意喚起【金融庁、警察庁】

金融機関における取組状況のフォローアップ【金融庁】

※必要に応じ、調査内容について年次で見直しを行う。
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４　消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成

2020年度 2021年度 2022年度

４　消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成

2020年度 2021年度 2022年度

〔参考〕
ＫＰＩ

（

２
）

消
費
者
教
育
の
推
進

⑥学校にお
　ける消費
　者教育の
　推進

（イ）全国の指導主
      事等を対象と
      する協議会へ
      の参加者人数
（ロ）大学等におけ
      る消費者関連
      （消費者問題
      に関する啓発
      ・情報提供以
      外）の取組の
      割合
（ハ）担当省庁によ
      る支援の状況
（ニ）消費者教育フ
      ェスタの参加
      者の満足度増
      加
（ホ）教材の配布・
      活用状況（目
　　　標：2020年
　　　度に全ての都
　　　道府県の全高
　　　校等で授業を
　　　実施）

施策名 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

〔参考〕
ＫＰＩ

（

２
）

消
費
者
教
育
の
推
進

①消費者教
　育の総合
　的、体系
　的かつ効
　果的な推
　進

消費者市民社会
の実現に向けた
取組の認知度

（ＫＰＩの現状）
消費生活に関する意識調査で消費者市民社会の認知度を調査（2017年２月～３月実施）。
消費者市民社会という言葉を「知っていた」と回答した者：33.2％

施策名 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

ＫＰＩ

（イ）ポータルサイ
      トのアクセス
      数
（ロ）教材等掲載数
（ハ）教材等の情報
　　　提供の在り方
　　　に関する検討
　　　状況
（ニ）高校生向け消
　　　費者教育教材
　　　の提供数

2019年度

（ＫＰＩの現状）※2018年度
（イ）アクセス数：集計中（2017年度：10,614,115件）
（ロ）教材等掲載数：集計中（2017年度：1,626件）
（ハ）「若年者の消費者教育分科会」を開催し、今後の教材等の消費者教育に関する情報提供の在り方について検討（１回開催）。
（二）高校生向け消費者教育教材の提供数：学校・地方公共団体・事業者などに「社会への扉」を約32万部提供
　　（2017年度：約３万部）。

（

２
）

消
費
者
教
育
の
推
進

〔参考〕
施策名 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

④消費者教
　育に使用
　される教
　材等の整
　備

消費者教育推進会議での議論を踏まえ、幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に行い、学校、地域、家

庭、職域その他様々な場における取組を推進

【消費者庁、文部科学省、関係省庁等】

環境教育、食育、法教育、金融経済教育等の関連する他の分野の教育との連携強

化のため、関係省庁等連絡会議等を開催 【消費者庁、関係省庁等】

小・中・高等学校等における消費者教育の推進（学習指導要領の改訂、新

学習指導要領の周知・徹底等）【文部科学省】

消費者教育ポータルサイトにおいて、最新教材等の積極的な収集・掲載を行い、教材等の選択に役立つ評価等を示

すなど、消費者教育の推進のための総合的な情報提供・発信【消費者庁】

消費者教育ポータルサイト掲載情報評価検討委員会を開催し、掲載情報の評価や検討及び課題の解決を実施 【消費

者庁】

大学・専門学校等における消費者教育の推進（取組状況調査と特色ある取組事例、先進事例や課題等の情報提供及

び啓発）【消費者庁、文部科学省】

副読本や教材などの作成、関係機関が有する情報や知識を活用した教育・啓発事業やセミナーの開催等【消費者

庁、金融庁、総務省、関係省庁等】

新学習指導要領に基づく消費者教

育の着実な実施【文部科学省】

成年年齢引下げに向けた動きがある中で、成年を境に消費者被害が増加する状況を踏まえ、若年層

への実践的な消費者教育の実施を推進 【消費者庁、文部科学省、法務省、金融庁】

高等学校に

おける消費

者教育の充

実のため、

高校生向け

消費者教育

教材を作成
小・中学校における消費者教育の充実のため、教材の検討・作

成

児童養護施設等での消費者教育支援プログラムの検討

作成した教材の効果的な活用（アクティブ･ラーニングの視点からの授業改善の

推進も含めて検討）

教材を使用した

授業の実施

（試行）

成年年齢引下げに向けた動きがある中で、成年を境に消費者被害が増加する状況を踏まえ、若年層へ

の実践的な消費者教育の実施を推進 【消費者庁、文部科学省、法務省、金融庁】

消費者教育推進に向けた人材開発のため、大学等への専門家派遣【消費者庁】

小・中学校における消費者教育の充実のため、教材の検討・

作成

高等学校に

おける消費

者教育の充

実のため、

高校生向け

消費者教育

教材を作成

作成した教材の効果的な活用（アクティブ･ラーニングの視点からの授業改善の推進

も含めて検討）

教材を使用した

授業の実施（試

行）

・現職教員研修や教員養成課程等における消費者教育に関する取組についての実態把握及び各実施主体への情

報提供

・消費者教育等に関する実践的な学習プログラムの開発に係る実践研究及びその成果の普及

・大学等における消費者庁からの依頼等に基づく啓発及び情報提供

【消費者庁、文部科学省】 若年者の消費

者教育分科会

における検討・

取りまとめ

消費者教育推進会議における審議を踏まえ、取組を

推進

試行の検証を行うとともに、

アクションプログラムに基づき、

全国での活用を推進

進捗状況のフォ

ローアップを行い、

必要な施策を実施

試行の検証を行うとともに、

アクションプログラムに基づき、

全国での活用を推進

進捗状況のフォ

ローアップを行い、

必要な施策を実施
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４　消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成

2020年度 2021年度 2022年度
2017年度 2018年度 2019年度

〔参考〕
ＫＰＩ

（

２
）

消
費
者
教
育
の
推
進

⑦地域にお
　ける消費
　者教育の
　推進

（イ）消費者教育推
　　　進計画及び消
　　　費者教育推進
　　　地域協議会の
　　　策定・設置
　　　状況
（ロ）地域における
　　　消費者教育推
　　　進の実態把握
（ハ）全国の指導主
　　　事等を対象と
　　　する協議会へ
　　　の参加者人数
（ニ）コーディネー
　　　ター育成状況
　　　（目標：2020
　　　年度に全ての
　　　都道府県で配
　　　置）
（ホ）消費生活サポ
　　　ーター数
（ヘ）教育委員会に
　　　おける社会教
　　　育関連の消費
　　　者教育の取組
　　　の割合
　　　（目標：2013
　　　年度調査結果
　　　39.9％からの
　　　増加）
（ト）担当省庁によ
　　　る支援の状況
（チ）パンフレット
　　　の配布・活用
　　　状況

施策名 2015年度 2016年度

2019年度
〔参考〕

ＫＰＩ

（

２
）

消
費
者
教
育
の
推
進

⑥学校にお
　 ける消費
　 者教育の
　 推進

（ヘ）国民生活セン
　　　ターにおける
　　　教員向け研修
　　　の実施状況

（ＫＰＩの現状）
（イ）全国の指導主事等を対象とする協議会への参加者人数（2018年度実績）（前回実績）
　小学校：70人（2017年度：112人）、中学校：69人（2017年度：108人）、
　高等学校：開催せず（2017年度：開催せず）（2016年度：55人）
（ロ）学部段階において、社会や経済の仕組み、消費生活の安定・向上に関する知識の獲得・修得を目的とした授業科目を
  開設している大学の割合：59.0％（2015年度）（2014年度：56.2％）
（ハ）※2018年度
  ・関係団体と連携した大学での授業の実施：11大学（2017年度：10大学）（金融庁）
  ・e-ネットキャラバンとして、2,529件の講座を開催。（2017年度：2,308件）
（ニ）消費者教育フェスタ参加者の満足度：99.4％（2018年度）（2017年度：97.9％）
（ホ）※2018年度
　各地の高校等において「社会への扉」等を活用した実践的な消費者教育の授業等を実施（集計中）
 （2017年度：徳島県内の全高校等において実施（全56校、約6,900人を対象））
（ヘ）教員を対象とした消費者教育講座３回実施（2018年度）（参加者：105人）

施策名 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

教育委員会を通じた地域における消費者教育（取組実態調査の実施等）【文部科学省】

消費者教育

の指導者用

啓発資料の

作成【文部

科学省】

消費者教育の指導者用啓発資料の配布・活用【文部科学省】

大学学生相談室等における消費者トラブル対応の強化を図るため、国民生活セ

ンターでの研修の機会の活用等を推進【消費者庁】

消費生活センター等と連携した学生に対する消費者教育の充実を図るため、大

学等関係者が出席する会議等において、消費者教育教材の活用等を推進【文部

科学省】

・消費者教育推進会議で提案した「学校における消費者教育の充実に向けて」の周知等

・学校と地域の消費者教育の担い手の連携・協働が図られるよう、地域におけるコーディネー

ターの育成等の取組を支援、学校での外部講師としての効果的な活用を推進

【消費者庁、文部科学省、金融庁】

地方公共団体における消費者教育推進計画の策定及び消費者教育推進地域協議会の設置を支援、促進【消費者

庁】

地域の消費者教育の担い手の連携・協働が図られるよう、消費生活センターの消費者教育の拠点化やコーディ

ネーターの育成、消費生活サポーターの養成等の取組を支援、学校での外部講師としての効果的な活用を推進

【消費者庁、文部科学省、金融庁】

関係機関が有する情報や知識を活用した消費者教育用教材等の作成・配布、出前講座の実施、又は地域で開催さ

れる講座等への講師派遣などの実施【消費者庁、公正取引委員会、金融庁、総務省、文部科学省、関係省庁等】

消費者市民社会の普及のた

めの啓発資料を検討・作成

【消費者庁】

消費者教育推進計画の内容の充実及び消費者教育推進地域協議会

の取組の充実の支援・促進【消費者庁、関係省庁等】

普及啓発の実施【消費者庁】

地方消費者行政強化交付金の活用により

地方公共団体の取組を支援【消費者庁】

地方消費者行政強化交付金の活用により

地方公共団体の取組を支援【消費者庁】

大学等及び社会教育におけ

る消費者教育の指針の改訂

【文部科学省】
大学等及び教育委員会への周知【文部科学省】

大学等及び社会教育におけ

る消費者教育の指針の改訂

【文部科学省】
大学等及び教育委員会への周知【文部科学省】
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４　消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成

2020年度 2021年度 2022年度
2018年度 2019年度

〔参考〕
ＫＰＩ

2019年度
〔参考〕

ＫＰＩ

（

２
）

消
費
者
教
育
の
推
進

⑪金融経済
　教育の推
　進

（イ）関係団体等と
      連携した金融
      経済教育の推
      進状況
（ロ）学校や地域で
      開催される講
      座等への講師
      派遣状況

（ＫＰＩの現状）※2018年度
（イ）
  ・シンポジウムの開催：６回（2017年度：５回）
  ・関係団体と連携した大学での授業の実施：11大学（2017年度：10大学）（金融庁）
（ロ）講座等への講師派遣：1,174回（2017年度：1,251回）

施策名 2015年度 2016年度 2017年度

（

２
）

消
費
者
教
育
の
推
進

⑦地域にお
　ける消費
　者教育の
  推進

（ＫＰＩの現状）
（イ）※2018年度（2018年度末時点）
　消費者教育推進計画策定数：47都道府県、18指定都市（2016年度：42都道府県）
　消費者教育推進地域協議会設置数：47都道府県、18指定都市（2016年度：44都道府県）
（ロ）2017年度に、都道府県、指定都市及び中核市における計画・協議会の調査を実施。
   集計後、消費者教育推進会議・同分科会での活用を予定。また、2018年度には、分科会での検討に向けた準備のため、
   都道府県等における消費者教育の実施状況について個別にヒアリングを実施。
（ハ）全国の指導主事等を対象とする協議会への参加者人数（2017年度実績）
　小学校：111人（2016年度：69人）、中学校：108人（2016年度：71人）、高等学校：開催せず（2016年度：55人）
（ニ）※2018年４月１日時点
   コーディネーター配置状況：19都道府県90市区町村等（2017年４月１日時点：16都道府県82市区町村等）
（ホ）※2018年４月１日時点
   消費生活サポーター配置状況：27都道府県141市区町村等（2017年４月１日時点：30都道府県127市区町村等）
（ヘ）2017年度版：31.6％
（ト）※2018年度（2019年３月末時点）
　・地域で開催される講座等への講師派遣：946回（2016年度：744回）（金融庁）
　・消費者セミナー：83回（2017年度：92回）、独占禁止法教室：236回（2017年度：214回）、
　　一日公正取引委員会：８回（2017年度：８回）（公正取引委員会）
　・各地の消費者教育講座への講師（職員）派遣：24回（2017年度：21回）（消費者庁）
　・e-ネットキャラバンとして、2,309件の講座を開催。（2016年度：1,775件）（総務省）
（チ）消費者市民社会普及のための啓発資料を作成中。

施策名 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

・金融経済教育推進会議を通じ、業態横断的な取組を実施

・各種国際会議における動向や諸外国の取組を日本の金融経済教育に活用

・金融経済教育用教材の作成・配布

・学校や地域で開催される講座等への講師派遣

・金融サービス利用に伴うトラブル発生の未然防止などに向けた事前相談の実施

【消費者庁、金融庁、文部科学省、関係省庁等】
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2020年度 2021年度 2022年度

５　消費者の被害救済、利益保護の枠組みの整備

2020年度 2021年度 2022年度

（

１
）

被
害
救
済
、

苦
情
処
理
及
び
紛
争
解
決
の
促
進

⑧振り込め
  詐欺救済
  法に基づ
  く被害者
  の救済支
  援等

被害者への返金の状
況

（ＫＰＩの現状）※2018年度末までの累計
被害者への返金額：155億円（2017年度末までの累計：146億円）

2017年度 2018年度 2019年度
〔参考〕

ＫＰＩ

⑤金融ＡＤ
　Ｒ制度の
　円滑な運
　営

（ＫＰＩの現状）※2018年度
苦情処理手続の処理件数：7,377件（2017年度：7,234件）
紛争解決手続の処理件数：1,666件（2017年度：1,091件）

指定紛争解決機関の
苦情処理手続及び紛
争解決手続の実施状
況（処理件数）

施策名 2015年度 2016年度

（

１
）

被
害
救
済
、

苦
情
処
理
及
び
紛
争
解
決
の
促
進

⑨「多重債
　務問題改
　善プログ
　ラム」
　の実施

（イ）貸金業者から
　　　５件以上無担
　　　保無保証借入
　　　の残高がある
　　　人数
（ロ）多重債務に関
　　　する消費生活
　　　相談の件数・
　　　内容

（ＫＰＩの現状）※2018年度
（イ）貸金業者から５件以上無担保無保証借入の残高がある人数：8.9万人（2017年度：8.6万人）
（ロ）多重債務に関する消費生活相談の件数：23,277件（2017年度：26,421件）

施策名 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
〔参考〕

ＫＰＩ

指定紛争解決機関の監督等による金融ＡＤＲ制度の円滑な実施【金融庁】

金融トラブル連絡調整協議会等の枠組みを活用した指定紛争解決機関等の連携強化【金融庁】

＜多重債務問題改善プログラムの実施＞

・多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会の開催
【消費者庁、金融庁、警察庁、文部科学省、厚生労働省、内閣府、総務省、法務省、財務省、経済産業省】

※関係省庁が十分連携の上、国、地方公共団体及び関係団体が一体となって以下の施策を推進する。

・丁寧に事情を聞いてアドバイスを行う相談窓口の整備・強化【金融庁、消費者庁、関係省庁等】

・借りられなくなった人に対する顔の見えるセーフティネット貸付けの提供【厚生労働省、関係省庁等】

・多重債務者発生予防のための金融経済教育の強化【文部科学省、金融庁、消費者庁、関係省庁等】

・ヤミ金の撲滅に向けた取締りの強化【警察庁、金融庁、関係省庁等】

振り込め詐欺救済法に基づく返金制度の周知徹底、金融機関による「被害が疑われる者」に対する積極的な連絡

等の促進【金融庁、財務省】
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５　消費者の被害救済、利益保護の枠組みの整備

2020年度 2021年度 2022年度
2019年度

〔参考〕
ＫＰＩ

（

１
）

被
害
救
済
、

苦
情
処
理
及
び
紛
争
解
決
の
促
進

⑬成年年齢
引下げを見
据えた関係
府省庁連絡
会議の開催

（イ）成年年齢
　　　引下げの
　　　国民への
　　　浸透の状
　　　況
（ロ）広報・周
　　　知の実施
　　　状況

（ＫＰＩの現状）※2018年度
（イ）成年年齢引下げに関する世論調査の実施
　　　成年年齢引下げについての認知度　16～22歳：87.4%が「知っていた」　40～59歳：93.2%が「知っていた」
　　　未成年者の契約の取消権の認知度　16～22歳：56.2%が「知っていた」　40～59歳：74.4%が「知っていた」
（ロ）・成年年齢引下げについて解説したポスター約4,800枚・パンフレット約14万6400枚を全国の高等学校等に配布
　　　・第１回成年年齢引下げ動画コンテストの開催
　　　・映画、ドラマとのタイアップポスター合計約４万4300枚配布
　　　・政府広報と連携し、広報番組やインターネットテレビの発信
　　　・アクションプログラムの実施に関し、「私法と契約」という項目を設けた高校生向けの法教育教材を作成、全国の高校に配布

施策名 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡

会議を開催し、関係行政機関相互の密接な連携・協力を確保

し、総合的かつ効果的な取組を推進【法務省、金融庁、消費

者庁、文部科学省、経済産業省、関係府省庁】

アクションプログラムに基づき、若年者への実践的な消費者教育の

実施を推進【消費者庁、文部科学省、法務省、金融庁】

若年者に対する返済能力や支払可能見込額の調査を一層適切に行うた

め、事業者の自主的な取組状況を把握するための調査を実施し、その

調査結果を検証して、得られた優良事例の公表や事業者へのフィード

バック等を通じて、効果的な取組を推進【金融庁、経済産業省】

成年年齢引下げに関連して生ずる様々な影響を把握するため、

国民への浸透度等の調査を行い、その結果を活用して、効果

的な広報・周知の媒体や方法につき検討するとともに、消費

者教育をはじめとした環境整備の施策にいかす。【法務省、

関係府省庁】
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６　国や地方の消費者行政の体制整備

2020年度 2021年度 2022年度
（

１
）

国
（

独
立
行
政
法
人
を
含
む
。
）

の
組
織
体
制
の
充
実
・
強
化

⑧消費者か
　らの情報
　・相談の
　受付体制
　の充実

各窓口での情報・相
談の受付・対応状況

（ＫＰＩの現状）
消費者政策担当課長会議（2018年10月）において、各府省庁における各窓口での情報・相談の受付体制の維持・強化を促し、受付体制の状
況を別表３のとおり取りまとめた。

施策名 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
〔参考〕

ＫＰＩ

各府省庁等が設置する、消費者からの情報・相談を受け付ける体制の維持・強化【消費者庁、

関係省庁等】

受付手段の拡

充を検討【消
費者庁関係省

庁】
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第８節 障害者施策への対応 

   

 Ⅰ 概要 

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下「障害者差別解消法」と

いう。）は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政

機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するた

めの措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分

け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現

につなげることを目的としている。 

障害者差別解消法に基づき、2015 年２月 24 日、障害を理由とする差別の解消に

向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示した「障

害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」（以下「基本方針」という。）

が閣議決定された。 

障害者差別解消法の施行（2016年４月１日）に当たり、各府省庁においては、基

本方針に即して、障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供

等について、各府省庁の職員が適切に対応するために必要な要領（以下「対応要領」

という。）及び各府省庁所管の事業者が適切に対応するために必要な指針を定めるこ

ととされており、金融庁においても対応要領及び対応指針を制定した。（2016 年４

月１日施行） 

 

Ⅱ 対応要領の周知及びアンケート調査等の実施 

 

職員向けの対応要領として制定した金融庁訓令「金融庁における障害を理由とす

る差別の解消の推進に関する対応要領」について、全職員を対象とした研修におい

て周知を図った。 

また、銀行等に対するアンケート調査のほか、障害者差別解消法施行（2016年４

月）後の現状について、各障害者団体へのヒアリングを実施した。当該ヒアリング

での把握事象も含め、障害者に対する利便性向上について、銀行等に対して、業界

団体との意見交換会の機会等を通じ、より積極的な対応を促してきた。保険の契約

や請求手続きについても、各社の取組状況等を把握するため、生命保険会社及び損

害保険会社に対して、障害者に配慮した取組状況に関するアンケート調査を実施し、

その結果も踏まえ、業界団体との意見交換会の機会等を通じ、障害者に対する利便

性向上の取組みを促した。 

 

- 301 -



第９節 金融経済教育の取組み 

 

Ⅰ 経緯・概要 

金融経済教育については、2013 年４月に公表した金融経済教育研究会報告

書を契機として、金融中央広報委員会とも連携しながら、金融庁として、様々

な機会において金融経済教育を推進している。 

特に、2018 事務年度においては、「変革期における金融サービスの向上に

むけて ～金融行政のこれまでの実践と今後の方針～（平成 30 事務年度）」

に基づき、「人生 100 年時代」という言葉に表される長寿化や、デジタライ

ゼーションの進展、2022 年４月より予定されている成年年齢の引下げといっ

た環境変化も踏まえ、金融庁・財務局職員が学校に出向いて行う出張授業を

抜本的に拡充するなど、取組みの強化を図った。 

 

関連報告書としては以下のとおり。 

・金融経済教育研究会報告書（2013 年４月 30 日、金融庁） 

・高齢社会対策大綱（2018 年２月 16 日閣議決定） 

     ・拡大版ＳＤＧｓアクションプラン 2019 

（2019 年６月 21 日 持続可能な開発目標（SDGs）推進本部会合決定） 

     ・未来投資戦略 2019（2019 年６月 21 日、閣議決定） 

 

  Ⅱ 具体的な取組状況 

 

（１）金融経済教育推進会議による取組み 

金融経済教育を推進するため、2013 年６月、金融広報中央委員会を事

務局として、「金融経済教育推進会議」が設置された（有識者、関係団

体のほか、金融庁、消費者庁、文部科学省等が参画）。当会議では、金

融経済教育研究会報告書において示された「最低限身に付けるべき金融

リテラシー（４分野・15 項目）」の内容を項目別・年齢層別に具体化・

体系化した「金融リテラシー・マップ」を、2014 年６月に策定した（2015

年６月に改訂）。 

2018 事務年度は、同会議の枠組みにおいて、金融経済教育への参画を

検討する先にとって使い勝手の良い金融界共通の教材を整備する観点

から、大学生・社会人等を対象とした教材「コアコンテンツ」を 2019

年３月 22 日に策定・公表した。 

 

（２）学校における出張授業の実施 

2014 年４月以降、大学生に対し、金融庁をはじめとした関係団体が連

携して、2014 年４月から「金融リテラシー・マップ」に基づいた授業を
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オムニバス形式で実施（別紙１参照）。 

また、2018 事務年度においては、出身校などの学校に出向いて出張授

業を行う金融庁職員を庁内から募集した上で、金融庁職員による出張授

業を抜本的に拡充し、大学及び高校等を中心に、67 校に対して延べ 103

名の講師派遣を実施した。こうした出張授業においては、各学校のニー

ズの違いを踏まえつつ、金融サービスを活用しながら豊かな人生を送る

ために必要となる、計画的な収支管理、将来に向けたライフプランニン

グ、金利などの金融の基礎となる概念、資産形成の重要性などについて、

グループワーク等も織り交ぜながら説明した。 

 

（３）高校学習指導要領改訂への対応 

       2018 年３月及び７月に、高校学習指導要領及び同解説の改訂が実施さ

れたところ、金融リテラシーに関する社会的要請の高まりを背景に、社

会科及び家庭科において、資産形成の観点を含め、金融リテラシーに係

る内容が拡充された。当該改訂を踏まえ、教科書における金融リテラシ

ーの記載の拡充を図る観点から、2019 年２月に、金融広報中央委員会や

関係の業界団体と連携し、教科書会社向けの説明会を実施した。 

 

（４）ガイドブック等の作成・配布 

   プリペイドカードなどの電子マネーに関する消費者被害及び未公開

株取引等に関するトラブルの防止や、資産形成に係る知識の普及に向け

て、各種ガイドブックの配布等を行っている。 

「金融リテラシー・マップ」の内容や電子マネーに関する消費者被害

の項目が記載されたガイドブック「基礎から学べる金融ガイド」、未公

開株取引等に関するトラブル防止について解説した「『未公開株』等被

害にあわないためのガイドブック」、及び、初心者向けの実践的な投資

教材として作成した「つみたてＮＩＳＡ早わかりガイドブック」につい

て、全国の高校・大学・地方公共団体等に配布を行った。 

また、主として若年勤労世代向けのビデオクリップ教材「未来のあな

たのために～人生とお金と資産形成」について、出張授業や各種セミナ

ーにおいて積極的に活用すると同時に、関係団体に対し、職場でのつみ

たてＮＩＳＡや企業型ＤＣ・ｉＤｅＣｏのセミナー等における活用を要

請した。（別紙２参照） 

 

（５）金融経済教育に関するシンポジウムの開催 

地域住民を対象に、つみたてＮＩＳＡの活用等を通じた安定的な資産

形成について理解を深めることを目的とした「人生 100 年時代～人生を

楽しむためのお金の話～シンポジウム」を、札幌市、金沢市、高松市、

福岡市、熊本市、那覇市の計６か所で開催した。 
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 （６）親子向けワークショップの開催 

    家庭において金融リテラシーを高める観点から、体験型デジタルコン

テンツ等を手掛けるチームラボセールス社に業務委託を行い、小学生の

親子を対象に、アクティブラーニング等を体験しながら、お金の知識を

学ぶことのできるイベントとして、「『親子で学ぶ！お金の仕組み』ワー

クショップ」を計４回開催した。 

 

（７）成年年齢の引下げを契機とした取組み 

   2022 年４月より予定されている成年年齢の引下げに向けて、消費者

庁・金融庁・文部科学省・法務省の４省庁が連携して策定した「若年者

への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」についてのフォ

ローアップを行った。（別紙３参照） 

また、当該フォローアップに基づき、法務大臣を座長とする「成年年

齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議」において取

りまとめられた工程表の改訂を行った。 

 

（８）金融知識普及功績者表彰等 

金融経済教育に関する活動をより一層推進するため、日本銀行ととも

に国民の金融に係る知識の普及・向上に功績のあった者及び団体に対し

てその功績を顕彰している（2018 年度 13 件）。（別紙４参照） 

また、金融広報中央委員会が行う「おかねの作文」コンクール等に対

し、作品の審査や金融担当大臣賞の授与等について協力を行っている。 

 

（９）後援名義の付与 

金融知識の普及・啓発を目的として金融関係団体等が実施する各種講

演会・セミナー等の活動に対し、「金融庁後援」名義を付与し、金融知

識の普及活動を後押しした（2018 事務年度 後援 17 件、共催１件）。（別

紙５参照） 

 

（１０）外部の知見の適切な活用  

金融経済教育研究会報告書において、「最低限身に付けるべき金融リ

テラシー（４分野・15 項目）」として「外部の知見の適切な活用」が提

示された。金融商品を利用選択するにあたり、予防的・中立的なアドバ

イスの提供体制を構築するため、2014 年５月から、金融庁金融サービス

利用者相談室において「事前相談（予防的なガイド）」を開設し、2018

事務年度は 561 件の相談を受け付けた。 
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大学における連携講義について 
 

 

 金融庁、金融広報中央委員会及び関係団体（※）が連携し、「金融

リテラシー・マップ」に基づいた内容の「連携講義」をオムニバス

形式で実施。 
※ 関係団体：全国銀行協会、日本証券業協会、投資信託協会、 

     生命保険文化センター、日本損害保険協会、日本 FP 協会 等 

 

 

 2014 年度：２大学 

       （東京家政学院大学、慶應義塾大学法科大学院） 
 

 2015 年度：５大学 

       （東京家政学院大学、青山学院大学、金沢星稜大学、 

        県立広島大学、神戸国際大学） 

 

 2016 年度：８大学 

       （東京家政学院大学、青山学院大学、慶應義塾大学、  

         県立広島大学、武蔵野大学、金沢星稜大学、 

神戸国際大学、東北学院大学） 

 

 2017 年度：10 大学 

       （東京家政学院大学、青山学院大学、慶應義塾大学、  

         県立広島大学、東京理科大学、武蔵野大学、 

金沢星稜大学、東北学院大学、椙山女学院大学、 

大学コンソーシアム大阪） 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 
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2018 年度：11 大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大 学 名 科  目  名 

前

期 

青山学院大学 金融と生活設計 

慶應義塾大学 金融リテラシー  

～豊かな生活設計のためのお金の知恵～ 

県立広島大学 パーソナルファイナンス論 

東京理科大学 キャリアデザインⅡ 

特殊講義 5（金融リテラシー） 

東京経済大学 生活設計と金融 

後

期 

明星大学 経営基礎 3 

武蔵野大学 金融リテラシー（金融と人生設計） 

椙山女学園大学 金融リテラシー 

大学コンソーシアム大阪 金融リテラシーを高める 

─生活設計と金融の基礎知識 

専修大学 特殊講義（金融リテラシー特論） 

学習院大学 金融リテラシーとライフデザイン 

- 306 -



別紙２ 

 

一般社会人やこれから社会人となる大学生、高校生を対象とした金融取引等の基礎

的知識に関するガイドブック 

「基礎から学べる金融ガイド」 

ウェブサイトアドレス 

http://www.fsa.go.jp/teach/kou3.pdf  
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未公開株取引等に関するトラブルについて、被害の発生や拡大を防止するため、実

例を基に分かりやすく解説した内容のガイドブック 

「「未公開株」等被害にあわないためのガイドブック」 

ウェブサイトアドレス 

http://www.fsa.go.jp/common/about/pamphlet/mikoukaikabu.pdf 
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家計の安定的な資産形成を促進するため、初心者向けの実践的な投資教材として作

成したガイドブック 

「つみたてＮＩＳＡ早わかりガイドブック」 

ウェブサイトアドレス 

https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/tsumitate/guide/index.html 
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主に若年勤労世代を対象とした資産形成促進のためのビデオクリップ教材 

「未来のあなたのために～人生とお金と資産形成～」 

ウェブサイトアドレス 

https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/download/index.html 

 

 

- 310 -



           
                  

              
                

     
                                   
                                    
                                   
                                    
                                     
                                     
                   

                  
                    
                 
                                  

                                 
                                 
                                 
                                 
                 

                                  
    

                                 
                                  
                                   
                                 
                                   
                

                                  
           

                                  
                           

                                 
                                  

1

                            

別紙３

- 311 -



                                 
           
                                 
                                 
          

                     
                                  

                                
                                   
                                  
                  

                   
                                  
                              

                                  
              

                               

       
                                  
                                  
               

                                 
                      

              
                                  
                               

                   
                                     
                                    

                                  
                                  
       

     

2

- 312 -



                     
                         

                                   
                                     
                       

                      
                                    

                                  
            

                                   
                                  
                    

                    
                                   

                                  
                                  
               

                                    
                                   

                                    
                                  
    

                                    
                
                  

                                 
                                 
                    

                                         
                                

  

3

- 313 -



                  
                                 
                                 
                 

             
                                
                                 
                 

             
         

                                
                                 
  

                                 
                   
                                
                                
                        
                                
                     

             
                                
                                 
                                  

               
                                
                          

               
                        
                                    

                                  
     

4

- 314 -



                                    
                               

                              
                                    

                                  
                                 

                                    
             

                                   
                                   
                                  
                                  
              

                                    
                       

                                         
                                         
           

5

- 315 -



- 316 -



- 317 -



                                 
 

           
         

             
 
     
                                   
                                   
                                   
                     
                                  

                                   
                                   
            
 
 
         

              
                
                
                  
             

 
            
                          
                     
                         
                                  

               
                         
                           
 
     

                          
 

        

- 318 -



1 
 

2018 年度金融知識普及功績者一覧 

〔個人の部〕 （敬称略） 

１．石島
いしじま

 直子
な お こ

 

  (宮城県) 

 長年にわたり、消費生活相談員として、経験と知識を生か

した相談活動に従事するとともに、宮城県金融広報アドバ

イザーとして、旺盛な研究心と時代のニーズを捉えて活躍

するなど、金融知識の普及・向上に貢献。 

２．新井
あ ら い

 邦
くに

明
あき

 

  (栃木県) 

 栃木県金融広報委員会の活動方針に沿い、多数の講義、後

援会等を講師として積極的に実践し、県民の金融知識の普

及、向上に貢献したほか、学校での講義の実施にあたって

は委員会の先頭に立って活動し、他の金融広報アドバイザ

ーの資質向上にも寄与するなど、金融知識の普及・向上に

貢献。 

３．岡本
おかもと

 和久
かずひさ

 

  (東京都) 

 自らが主催するセミナーやマネー教室のほか、各種団体が

主催する資産形成にかかる講演等を多数行ったほか、金融

庁主催の「つみたて N I S A フェスティバル」で基調講

話を行い、資産形成に係る投資知識の普及・啓発活動を推

進するなど、金融知識の普及・向上に貢献。 

４．小林
こばやし

 敏之
としゆき

 

  (新潟県) 

 長年にわたり、金融広報アドバイザーとして、ファイナン

シャル・プランナーの知見や経験を活かし、新潟県を中心

に講演活動を実施したほか、高校生を対象とした消費者生

活講座では金融トラブルの事例や具体的な対処方法につ

いてわかりやすく解説するなど、金融知識の普及・向上に

貢献。 

５．坂倉
さかくら

 寿
す

美子
み こ

 

  (三重県) 

 長年にわたる消費生活相談員の経験を活かし、三重県金融

広報委員会の金融広報アドバイザー就任後は、幅広い年齢

層を対象に、例年数多くの講座を実施するなど、金融知識

の普及・向上に貢献。 

別紙４ 
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６．団
だん

野
の

 修
おさむ

 

  (大阪府) 

 広く一般市民対象に、金融に関する投資詐欺の未然防止の

ため、長年にわたり、多くの消費者啓発活動を無償かつ長

期に実施しており、高齢者に多い投資詐欺や資産形成につ

いての誤った知識によるトラブル等を未然に防止する役

割を果たしているなど、金融知識の普及・向上に貢献。 

７．木村
き む ら

 美紀
み き

 

  (鳥取県) 

 ファイナンシャル・プランナーとしての知見や経験を活か

し、自ら積極的に地域・自治体へ働きかけを行い、幅広い

年齢層に対し講師を実施している。特に子供向けの金銭教

育については、子供達が楽しめるよう常に工夫、改良を重

ねて、わかりやすく実践するなど、金融知識の普及・向上

に貢献。 

８．山下
やました

 万里子
ま り こ

 

  (香川県) 

 ファイナンシャル・プランナーとしての知見や経験を活か

し、香川県全域で分かり易い講習会を実施しており、小学

生から高齢者までの幅広い年代を対象に、対象者に応じて

講演の構成を工夫しながら、積極的に講演を行うなど、金

融知識の普及・向上に貢献。 

９．二宮
にのみや

 典子
の り こ

 

  (愛媛県) 

 金融広報アドバイザーとして、県内各地に積極的に出向

き、高齢者の悪質商法被害防止や幼少期の金銭教育などに

ついて活発に講演を行っており、特にソプラノ歌手として

の経験を活かし、講演で歌を歌うなど高齢者や幼児にとっ

て楽しくわかりやすい講演を実施するなど、金融知識の普

及・向上に貢献。 

10．藤井
ふ じ い

 美佳
み か

 

  (佐賀県) 

 長年にわたる消費者生活センターの消費生活相談員とし

ての知見や経験を活かし、金融広報アドバイザーとして、

小学生から高齢者までの幅広い年代を対象に、多数かつ長

期に、受講生に対し、積極的に講師を務めるなど、金融知

識の普及・向上に貢献。 

11．青
あお

﨑
さき

 孔
ただし

 

  (長崎県) 

 長年にわたる消費者生活センターの消費者教育推進員及

び元高等学校教員及び校長としての知見や経験を活かし

て、消費者への啓発活動を積極的に推進し、県内の金融経

済教育及び消費者教育の普及・拡大に指導的立場でも貢献

するなど、金融知識の普及・向上に貢献。 
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12 有馬
あ り ま

 小夜子
さ よ こ

 

  (鹿児島県) 

 長年にわたる消費者生活センターの消費生活相談員とし

ての知見や経験を活かし、金融広報アドバイザー及び広域

消費生活非常勤講師として、出前講座や、県民向けイベン

トへの従事による金融知識の普及啓発を実施するなど、金

融知識の普及・向上に貢献。 
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〔団体の部〕  

 

 

 

１．愛媛県立大洲高等学校 

(愛媛県) 

 金融教育研究校としての指定（平成 26・27 年度）、

を終えた後も、「時代を生き抜くための魅力ある金

融教育の実践」という目標を設定し、金融教育に視

点をおいた教科指導など、綿密な計画のもとで効果

的な金融教育を展開。学校の教育活動を通して、金

融知識の普及・向上に貢献。 
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別紙５ 

金融知識普及等を目的として金融機関団体等が開催した 

各種事業に対する金融庁の「後援」名義使用承認状況 

 

承認日 主   催 開催日(期間) 事 業 等 の 名 称 

2018/7/10 

 

㈳投資信託協会 2018年7月19日 第一回企業型確定拠出年金カン

ファレンス 

2018/7/11 特定非営利活動法人 

金融知力普及協会 

2019 年 2月 16、

17 日 

第 13 回全国高校生金融経済ク

イズ選手権「エコノミクス甲子

園」 

2018/8/9 日本証券業協会 2018 年 10 月～

2019 年 2月 

平成 30年度「ゼロからはじめる

証券投資セミナー」 

2018/11/26 一般社団法人 

生命保険協会 

2019年5月28日 「人生１００年時代に必要なリ

テラシーと金融業界の役割」 

シンポジウム 

2019/1/9 ・特定非営利活動法人 

日本ファイナンシャ

ル・プランナーズ協会東

京支部 

・東京都金融広報委員会 

・東京証券取引所 

・財務省関東財務局東京

財務事務所 

2019 年 2月 9日 くらしとお金のワクワク・１DAY

フェスタ 

2019/3/14 特定非営利活動法人キ

ッズフリマ 

①2019 年 4 月 2

日～2020 年 3 月

中旬 

②2019 年 9 月中

旬～20202年2月

中旬 

①キッズフリーマーケット 

②キッズミミックマーケット 

2019/3/19 金融広報中央委員会 （ 小中 学校向

け）2019 年 8 月

9日 

（ 高校 大学向

け）2019 年 8 月

19 日 

2019 年度「先生のための金融教

育セミナー」 

2019/3/19 公益財団法人 

生命保険文化センター 

2019年5月16日

～11月 15日 

「第 57 回中学生作文コンクー

ル」 
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承認日 主   催 開催日(期間) 事 業 等 の 名 称 

2019/3/19 株式会社 

日本経済新聞社 

2019 年 4 月 2 日

～2020年 3月 31

日 

「日経未来投資プログラム」 

2019/4/15 特定非営利活動法人 

日本ファイナンシャ

ル・プランナーズ協会 

2019 年 4 月～

2020 年 3月 

2019 年度「くらしとお金のＦＰ

相談室」 

2019/4/15 金融広報中央委員会 2019年5月27日

～2020年 3月 19

日 

①「第 52回『おかねの作文』コ

ンクール」、 

②「第 17回『金融と経済を考え

る』高校生小論文コンクール」 

③「第 16回金融教育に関する小

論文・実践報告コンクール」 

2019/5/17 ・一般社団法人投資信託

協会 

・開催地の地方新聞社 

・全国地方新聞社連合会 

2019年8月24日

～2020 年 2 月 8

日 

投信フォーラム 2019 

2019/5/17 株式会社 

日本経済新聞社 

2019 年 5 月～

2020 年 3月 

「第 20回日経 STOCK リーグ」 

2019/6/10 全国公民科・社会科教育

研究会 

2019年7月30日

～8月 1日 

証券・経済セミナー 

2019/6/11 日本証券業協会 2019年7月25日

～11月 30日 

教員向け金融経済夏期セミナー 

2019/6/19 特定非営利活動法人 

日本ファイナンシャ

ル・プランナーズ協会 

2019年5月10日

～2020年 3月 31

日 

第 13回「小学生『夢をかなえる』

作文コンクール」 

2019/6/25 ・一般社団法人投資信託

協会 

・株式会社東京証券取引

所 

・特定非営利活動法人確

定拠出年金教育協会 

2019 年 7月 4日 企業型確定拠出年金カンファレ

ンス 2019 
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金融知識普及等を目的として金融機関団体等が開催した 

各種事業に対する金融庁の「共催」名義使用承認状況 

 

承認日 主   催 開催日(期間) 事 業 等 の 名 称 

2019/5/17 日本証券業協会 2019 年 5 月～

2020 年 3月 

2019 年度「はじめての資産運用

講座」 
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第10節 家計の安定的な資産形成に関する取組み 

 

Ⅰ 顧客本位の業務運営に関する原則 

 

１．経緯 

金融庁は、家計の安定的な資産形成を実現するために、全ての金融事業者が顧

客本位の業務運営を行うことが重要であるとの認識の下、2017年３月に「顧客本

位の業務運営に関する原則（以下「原則」）」を策定・公表した。 

併せて、「『原則』の定着に向けた取組み」を公表し、金融事業者の取組みの「見

える化」の促進や当局によるモニタリングの実施など、顧客本位の業務運営の確

立と定着に向けた取組みを示した。 

 

２．顧客本位の業務運営の確立と定着に向けた取組み 

（１）原則採択金融事業者・ＫＰＩ（自主的・共通）設定・公表金融事業者の公表 

金融事業者の顧客本位の業務運営に向けた取組みの「見える化」を促進する

観点から、原則を採択し、取組方針や顧客本位の業務運営の定着度合いを客観

的に評価できるようにするための成果指標（以下「自主的なＫＰＩ」）を策定・

公表した金融事業者を四半期ごとに金融庁ウェブサイトにて公表した。原則を

採択し、取組方針を策定・公表した金融事業者は、2019年６月末現在で1,679

社（自主的なＫＰＩを策定・公表している金融事業者は668社）となっている。 

また、公表の際には、各金融事業者の販売方針等を踏まえ、その目指す販売

等の方向が相当程度端的に示されていると考えられる自主的なＫＰＩを好事例

として四半期毎に公表し、各金融事業者のＫＰＩの改善を促した。 

さらに、金融機関の取組みの「見える化」を促進するため、2018 年６月に、

長期的にリスクや手数料等に見合ったリターンがどの程度生じているかを示す、

「投資信託の販売会社における比較可能な共通ＫＰＩ（①運用損益別顧客比率、

②投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン、③投資信託預り残高上位

20 銘柄のリスク・リターン）」を公表し、投資信託の販売会社に対し、これら

の指標に関する自社の数値を公表するよう促してきた。2019年６月末現在で公

表している金融事業者は281社となっている。 

 

（２）公表された取組方針・ＫＰＩの傾向分析 

金融事業者から公表された取組方針・ＫＰＩに関して、傾向分析を行い、そ

れらの好事例を取り纏め、公表することにより、各金融事業者における顧客本

位の業務運営の浸透・定着を後押ししてきた（別紙１参照）。 

 

Ⅱ つみたてＮＩＳＡの普及・利用促進について 

    

  １．基本的な考え方 
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資産形成については、個々人が各々の収入・貯蓄の状況やリスク許容度を踏まえ

て取り組むことが基本である。ＮＩＳＡ利用者は成人人口の１割程度にとどまるほ

か、資産形成のための投資の必要性は感じているものの、十分な知識・経験がなか

ったり、資産が少額であるとして、実際に投資をはじめるための一歩を踏み出せな

い人も存在するため、こうした人々が少額からの長期・積立・分散投資を始め、適

切なポートフォリオを構築していくことを支援することが重要である。 

    

    ２．具体的な取組 

 （１）職場を通じた広報 

     現役世代に対し、投資を開始するきっかけを身近な場で得られるような環境を整える

観点から、職場を通じた情報提供が拡大されるよう、金融庁・財務局の職員が講師とな

り、全国各地で地方公共団体等向けのつみたてＮＩＳＡセミナーを行った。また、本年６

月末までに、25都道府県における県庁、市役所、商工会議所等に対し、つみたてＮ

ＩＳＡ説明会実施等の働きかけを行った。また、金融庁職員に対しても、昨年11

月と本年４月に資産形成やつみたてＮＩＳＡに関する説明会を実施した。 

 

 （２）インターネットを通じた広報 

  職場以外の更に幅広い層への普及を行うためには、インターネットを通じた広報

を積極的に行うことが効果的である。昨年に決定したつみたてＮＩＳＡ公式キャラ

クター「つみたてワニーサ」を活用したＳＮＳによる情報発信や、キャラクターグ

ッズを用いた広報を行ったほか、つみたてＮＩＳＡのプロモーションビデオの公

表・作成や、個人ブロガーと金融庁職員による投資初心者向けの対談企画を金融庁

ウェブサイトに掲載した。 

 

    （３）イベントを通じた広報 

  投資初心者を含む一般の投資家にとって有益な意見や情報を発信している個人ブ

ロガー等との意見交換の場（つみたてＮＩＳＡ Ｍｅｅｔｕｐ（本事務年度は11回

実施））も引き続き全国で行った。参加者は個人ブログやＳＮＳで会合の様子を発信

しており、インターネットを通じ、つみたてＮＩＳＡに関する情報が拡散されるこ

とに貢献している。更に、本年４月には、規模を拡大したつみたてＮＩＳＡフェス

ティバルを開催。マスコミやＳＮＳも通じ、つみたてＮＩＳＡや資産形成に関する

議論を発信した。 

  

３．結果  

投資信託協会の「投資信託に関するアンケート調査報告書  -2018年（平成30年）

ＮＩＳＡ、ｉＤｅＣｏ等制度に関する調査」によると、つみたてＮＩＳＡの認知度

は50.0%（前年より13.1ポイント増加）、制度内容の認知率は14.6%（前回より3.8

ポイント増加）となった。 

  ＮＩＳＡの利用状況は、一般ＮＩＳＡとつみたてＮＩＳＡを併せて、口座開設数

が約1,309万口座、買付額が約17兆円（2019年６月末時点）となっている。また、   
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つみたてＮＩＳＡの利用状況は、口座開設数約147万口座、買付額が約1,780億円

（2019年６月末時点）となった。 
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販売会社における比較可能な共通KPIの公表状況

金 融 庁

（別紙１）
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（注１）19年６月末時点
（注２）都市銀行等には、外国銀行を含む。地域銀行は、地域銀行及びその銀行持株

会社。協同金融は、協同組織金融機関等。金商業者等は、金融商品取引業者
等。その他には、銀行等代理業者、金融会社を含む

（注３）JAバンクは、共通KPIの公表単位にバラつき（全国ベース14・県ベース41・個別
JA26）があり、共通KPIは個別JA単位での公表のみを集計

（資料）金融庁

１. 「原則」の採択・ＫＰＩの公表状況

「原則」採択事業者数 及び
自主的なKPI・共通KPI公表事業者数 「原則」採択事業者数の推移（業態別） 自主的なKPI及び

共通KPI公表事業者数（業態別）

19年６月末までに「顧客本位の業務運営に関する原則」（以下、「原則」）を採択し、取組方針を公
表した金融事業者は、1,679社。そのうち、自主的なKPIは668社が、投資信託の販売会社におけ
る比較可能な共通KPI（以下、共通KPI）は281社が公表。

特に、共通KPIに関しては、前四半期末時点対比、157社増加したほか、109社が18年３月末基準
とあわせた時系列公表。

一方、19年６月現在、「原則」採択から一定期間（１年以上）経過しても、取組成果（自主的なKPI
や共通KPI）を未公表の事業者は全体の５割。 《「原則」採択が目的化している懸念》

（注１）「自主的なKPI」設定社数は、取組方針やその実施状況においてKPIを公表して
いる事業者を集計

（注２）「共通KPI」公表社数は、３項目の共通KPIのうち、1項目以上公表している事業
者を集計

（資料）金融庁

（注１）都市銀行等には、外国銀行を含む。地域銀行は、地域銀行及びその銀行持株
会社。協同金融は、協同組織金融機関等。金商業者等は、金融商品取引業者
等。その他には、銀行等代理業者、金融会社を含む

（資料）金融庁
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2

２. 共通KPI－(1)運用損益別顧客比率 ①

投資信託の運用損益別顧客比率
（18年３月末・19年３月末基準）

（注１）18年３月末基準は、19年６月末までに金融庁に報告があった金融事業者（134先）の公表データを集計（単純平均）
19年３月末基準は、19年６月末までに金融庁に報告があった金融事業者（226先）の公表データを集計（単純平均）

（注２）JAバンクは全国ベースの数値を計上（以下同様）
（資料）金融庁

運用損益別顧客比率のボリュームゾーンが、-10％以上０％未満（18年３月末基準）から、０％以
上+10％未満（19年３月末基準）へシフトした結果、運用損益０以上顧客比率の全業態平均は65%
（226社平均）と、前年比11%増加。
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２. 共通KPI－(1)運用損益別顧客比率 ②
投資信託の運用損益別顧客比率

（業態別、18年３月末・19年３月末基準）
ファンドラップの運用損益別顧客比率
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（注１）上段：基準日18年３月末。19年６月末までに金融庁に報告があった金融事業者（15先）の公表データを集計（単純平均）
下段：基準日19年３月末。19年６月末までに金融庁に報告があった金融事業者（15先）の公表データを集計（単純平均）

（注２）各業態の右端のパーセンテージは、運用損益率0％以上の顧客割合（小数点以下四捨五入）
（注３）各業態の右側の（ ）内数値は、公表先数
（資料）金融庁
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（注１）上段：基準日18年３月末。19年６月末までに金融庁に報告があった金融事業者（134先）の公表データを集計（単純平均）
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（注４）協同金融にＪＡバンクを含む
（資料）金融庁
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２. 共通KPI－(2)投資信託預り残高上位20銘柄のｺｽﾄ･ﾘﾀｰﾝ/ﾘｽｸ･ﾘﾀｰﾝ

各販売会社における投資信託のコスト・リターン
（18年３月末・19年３月末基準）

（注１）上段：基準日18年３月末。19年６月末までに金融庁に報告があった金融事業者（135先）の公表データを集計（単純平均）
下段：基準日19年３月末。19年６月末までに金融庁に報告があった金融事業者（222先）の公表データを集計（単純平均）

（注２）主要行等には、主要メガ系信託を含み、協同金融にＪＡバンクを含む。また、その他はＩＦＡ、保険会社等
（注３）コストは、販売手数料率（税込）の１/５と信託報酬率（税込）の合計値

リターンは、過去５年間のトータルリターン（年率換算）
（資料）金融庁

（注１）上段：基準日18年３月末。19年６月末までに金融庁に報告があった金融事業者（134先）の公表データを集計（単純平均）
下段：基準日19年３月末。19年６月末までに金融庁に報告があった金融事業者（222先）の公表データを集計（単純平均）

（注２）主要行等には、主要メガ系信託を含み、協同金融にＪＡバンクを含む。また、その他はＩＦＡ、保険会社等
（注３）リスクは、過去５年間の月次リターンの標準偏差（年率換算）

リターンは、過去５年間のトータルリターン（年率換算）
（注４）図の点線は回帰直線
（資料）金融庁

各販売会社における投資信託のリスク・リターン
（18年３月末・19年３月末基準）

業態別の傾向としては、ネット系証券や直販の投信会社では、低コスト・高リスクで高リターンを、
協同金融では、低コスト・低リスクで全業態平均的なリターンを確保。
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合
同
銀
行

り
そ
な
銀
行

福
井
銀
行

東
和
銀
行

も
み
じ
銀
行

埼
玉
り
そ
な
銀
行

S
M
B
C
信
託
銀
行

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

東
邦
銀
行

南
日
本
銀
行

オ
リ
ッ
ク
ス
銀
行

北
九
州
銀
行

ソ
ニ
ー
銀
行

ス
ル
ガ
銀
行

山
口
銀
行

（
顧
客
比
率
）

65.1%
（
全
業
態
平
均
）

【参
考
】
共
通
KPI－

(1)
運
用
損
益
別
顧
客
比
率
（
投
資
信
託
-①
）

（
注
１
）
基
準
日
は
1
9
年
３
月
末

（
注
２
）
1
9
年
６
月
末
ま
で
に
、
金
融
庁
に
報
告
が
あ
っ
た
主
要
行
・
地
域
銀
行
（
1
0
6
先
）
の
公
表
デ
ー
タ
を
集
計

（
注
３
）
各
社
の
右
端
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
は
、
運
用
損
益
率
0％
以
上
の
顧
客
割
合
（
小
数
点
以
下
四
捨
五
入
）

（
資
料
）
金
融
庁

５

運
用
損
益
別
顧
客
比
率
（
主
要
行
等
・地
域
銀
行
）

運
用
損
益
別
顧
客
比
率
（
主
要
行
等
・地
域
銀
行
）

（
運
用
損
益
率
０
％
以
上
の
顧
客
割
合
が
高
い
順
）
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6

0％以上

+10％未満

+10％以上

+30％未満

+30％以上

+50％未満 ＋50％以上

-10％以上

0％未満

-30％以上

-10％未満

-50％以上

-30％未満-50％未満

22%

26%

30%

31%

32%

36%

38%

39%

43%

43%

44%

44%

45%

45%

46%

47%

47%

47%

47%

48%

50%

50%

50%

50%

51%

53%

54%

54%

55%

57%

57%

58%

58%

58%

59%

62%

62%

62%

62%

63%

64%

64%

64%

65%

69%

75%

75%

76%

77%

78%

79%

80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

池田泉州TT証券

七十七証券

武甲証券

とうほう証券

ぐんぎん証券

東武証券

第四証券

ニュース証券

三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券

四国アライアンス証券

播陽証券

FFG証券

ワイエム証券

西日本シティTT証券

八十二証券

水戸証券

ひろぎん証券

九州FG証券

岡三証券

とちぎんTT証券

ごうぎん証券

光証券

内藤証券

浜銀TT証券

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

極東証券

岡三にいがた証券

東洋証券

丸八証券

エース証券

ちばぎん証券

百五証券

いちよし証券

めぶき証券

静銀ティーエム証券

長野證券

益茂証券

東海東京証券

永和証券

アーク証券

大和証券

むさし証券

SMBC日興証券

中銀証券

木村証券

証券ジャパン

中原証券

PWM日本証券

丸三証券

フィデリティ証券

大万証券

（顧客比率）

65.1％
（全業態平均）

0％以上
+10％未満

+10％以上
+30％未満

+30％以上
+50％未満 ＋50％以上

-10％以上
0％未満

-30％以上
-10％未満

-50％以上
-30％未満-50％未満

40%

52%

63%

64%

67%

67%

67%

68%

68%

69%

71%

72%

72%

73%

74%

74%

74%

75%

75%

75%

75%

76%

76%

76%

78%

78%

79%

79%

79%

80%

80%

80%

81%

81%

82%

83%

83%

84%

84%

84%

85%

85%

86%

86%

87%

88%

89%

89%

89%

89%

90%

92%

94%

96%

96%

80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

飯能信用金庫

新潟信用金庫

大川信用金庫

広島信用金庫

兵庫信用金庫

川口信用金庫

東春信用金庫

北おおさか信用金庫

旭川信用金庫

近畿労働金庫

富士宮信用金庫

京都中央信用金庫

湘南信用金庫

多摩信用金庫

須賀川信用金庫

姫路信用金庫

京都信用金庫

岐阜信用金庫

碧海信用金庫

呉信用金庫

播州信用金庫

水戸信用金庫

桐生信用金庫

三条信用金庫

朝日信用金庫

九州労働金庫

北海道労働金庫

きのくに信用金庫

興能信用金庫

沖縄労働金庫

飯田信用金庫

静岡労働金庫

八幡信用金庫

結城信用金庫

福井信用金庫

焼津信用金庫

いちい信用金庫

静岡信用金庫

金沢信用金庫

西武信用金庫

二本松信用金庫

長野信用金庫

杜の都信用金庫

静清信用金庫

JAバンク

吉備信用金庫

津山信用金庫

愛媛信用金庫

亀有信用金庫

新潟縣信用組合

観音寺信用金庫

北群馬信用金庫

中兵庫信用金庫

しまなみ信用金庫

館林信用金庫

（顧客比率）

65.1％
（全業態平均）

運用損益別顧客比率（投資信託）協同金融
（運用損益率０％以上の顧客割合が高い順）

運用損益別顧客比率（投資信託）対面証券
（運用損益率０％以上の顧客割合が高い順）

【参考】 共通KPI－運用損益別顧客比率（投資信託-②）

（注１）基準日は19年３月末
（注２）19年６月末までに、金融庁に報告があった協同組織金融機関（55先）の公表データを集計
（注３）各社の右端のパーセンテージは、運用損益率0％以上の顧客割合（小数点以下四捨五入）
（資料）金融庁

（注１）基準日は19年３月末
（注２）19年６月末までに、金融庁に報告があった証券会社（51先）の公表データを集計
（注３）各社の右端のパーセンテージは、運用損益率0％以上の顧客割合（小数点以下四捨五入）
（資料）金融庁 ６- 335 -



7

0％以上

+10％未満

+10％以上

+30％未満

+30％以上

+50％未満
＋50％以上-10％以上

0％未満
-30％以上

-10％未満

-50％以上

-30％未満

-50％未満

46%

55%

58%

73%

73%

75%

75%

76%

82%

84%

87%

89%

95%

98%

80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

アイ・コーポレーション

GMOクリック証券

岡三オンライン証券

アスユー

GAIA

カブドットコム証券

楽天証券

第一生命保険

鎌倉投信

コモンズ投信

グローバー・アセット・マネジメント

財コンサルティング

ありがとう投信

セゾン投信

（顧客比率）

65.1％

（全業態平均）

【参考】 共通KPI－運用損益別顧客比率（投資信託③・ファンドラップ）
運用損益別顧客比率（投資信託）その他事業者
（運用損益率０％以上の顧客割合が高い順）

運用損益別顧客比率（ファンドラップ）
（運用損益率０％以上の顧客割合が高い順）

（注１）基準日は19年３月末
（注２）19年６月末までに、金融庁に報告があった金融事業者（14先）の公表データを集計
（注３）各社の右端のパーセンテージは、運用損益率0％以上の顧客割合（小数点以下四捨五入）
（資料）金融庁

（注１）基準日は19年３月末
（注２）19年６月末までに、金融庁に報告があった金融事業者（15先）の公表データを集計
（注３）各社の右端のパーセンテージは、運用損益率0％以上の顧客割合（小数点以下四捨五入）
（資料）金融庁

0％以上

+10％未満

+10％以上

+30％未満
+30％以上

+50％未満
＋50％以上-10％以上

0％未満

-30％以上

-10％未満

-50％以上

-30％未満
-50％未満

45%

53%

54%

54%

59%

61%

62%

72%

74%

83%

83%

86%

88%

89%

94%

80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

三井住友信託銀行

東海東京証券

愛媛銀行

SMBC日興証券

GAIA

いちよし証券

水戸証券

楽天証券

大和証券

りそな銀行

三菱UFJ信託銀行

関西みらい銀行（旧近畿大阪銀行）

埼玉りそな銀行

ごうぎん証券

山陰合同銀行

（顧客比率）

70.5％

（全業態平均）
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第11節 金融分野におけるサイバーセキュリティ強化に関する取組み 

 

2015 年７月、「金融分野におけるサイバーセキュリティ強化に向けた取組方針」を

策定・公表し、官民が一体となって、金融分野のサイバーセキュリティ強化に取り組

んできたところ。 

こうした中、デジタライゼーションの加速的な進展、国際的な議論の進展、2020年

東京オリンピック・パラリンピック競技大会（以下、「2020年東京大会」という。）の

開催など、近年、金融機関を取り巻く状況が変化していること等を踏まえ、2018年10

月、同方針をアップデートした。 

2018事務年度においては、同方針に基づき、以下について重点的に取り組んだ（注）。 

 

（注）各取組みの詳細は、2019年６月、「金融分野のサイバーセキュリティレポ

ート」として公表。 

 

    １． デジタライゼーションの加速的な進展を踏まえた対応 

近年、金融機関を取り巻く環境は、デジタライゼーションの加速的な進展によ

る伝統的な金融機関のビジネスモデルの変革の動き、非金融のプレイヤーの参入

などにより、大きく変化してきている。 

こうした状況を踏まえ、2018事務年度においては、デジタライゼーションの

加速的な進展が金融サービスに与える影響等について把握・分析に取り組んだ。

具体的には、ITベンダー等の外部有識者へのヒアリングを通じて知見を収集

し、その後、大手金融機関等へのヒアリングを実施し、課題・リスク等への対応

策等について把握・分析を行った。 

ヒアリングの結果、大手金融機関では特にクラウドサービスやRPAなどの分野

では相応に活用が進み、また、適切にリスクを管理するため、ノウハウ・専門人

材の確保などを進めつつ、基本的には、これまでのサイバーセキュリティのフレ

ームワークに沿ってセキュリティ対策を講じている状況が見られた。 

デジタライゼーションの進展による外部依存度の高まりにより、各社が構築し

ていたセキュリティ対策の外側（サプライチェーン含む）に大きなリスクが生じ

る可能性があり、外部委託を含め委託内容に応じた適切な対策が求められる。一

方で、あらゆるサイバー攻撃を事前に防御することは難しく、侵入されることを

前提とした対策が重要である。 

こうした共通課題は、業界団体との意見交換等を通じて、金融機関に対してフ

ィードバックした。 

 

２.  国際的な議論への貢献・対応 

サイバー攻撃は、容易に国境を跨ぎ、その影響は金融システム全体に波及する

おそれがあり、国際的にもサイバーセキュリティの確保は重要課題となってお

り、我が国も国際的な議論に参加・貢献してきている。 
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こうした中、Ｇ７財務大臣・中央銀行総裁会議では、2015 年に｢Ｇ７サイバー

エキスパートグループ｣（注）を設置し、サイバーセキュリティに関する議論を

重ねてきた。2018年10月には、「脅威ベースのペネトレーションテスト」及び

「サードパーティのサイバーリスクマネジメント」に関する基礎的要素を策定・

公表した。 

2019年６月には、複数の国の金融システムに大きな影響を及ぼすような大規

模なサイバー攻撃が発生した際の当局間の情報共有態勢を確認するために、Ｇ７

各国当局が共同で実施する初の合同演習が実施された。 

 

（注）Ｇ７各国の財務省、中央銀行、金融監督当局が参加。 

 

    ３． 2020年東京大会等への対応 

2020年東京大会を見据え、金融分野の連携態勢を整備するため、関係省庁

（内閣サイバーセキュリティセンター等）、日本銀行、業界団体、金融ISACや

FISC等の関係団体との連携を一層緊密にし、金融分野の危機管理態勢の構築に

取り組む必要がある。 

このため、金融分野の各関係団体と連携し、大規模インシデントを含むサイバ

ー事案発生時における相互の情報連携ができるよう、2019年６月、「サイバーセ

キュリティ対策関係者連携会議」を立ち上げた。 

 

４. 金融機関のサイバーセキュリティ管理態勢の強化 

2018事務年度は、サイバーセキュリティ対策を平時の対策・有事の対応の２

つの観点から、これまでの実態把握等を通じて把握した業態毎の状況を踏まえ、

金融機関等との対話や演習に取り組んだ。 

 

（１）平時のサイバー対策 

ア．中小金融機関等 

これまで、地域金融機関を中心に、証券会社、保険会社等の幅広い業態

にわたる200先を超える金融機関に対しサイバーセキュリティ対策に係る

実態把握を実施してきた。 

2018事務年度においては、地域銀行、信用金庫・信用組合及び証券会

社等に対して実態把握を行うとともに、業界全体の底上げを図るために、

協同組織中央機関・協同センター等との対話を実施した。また、従来目線

である基礎的なサイバーセキュリティ管理態勢の整備（注）を検証すると

ともに、新たな目線として、セキュリティインシデントの監視・分析状況

や脆弱性診断の実施状況などについて踏み込んだ検証を行った。 

 

（注）①経営陣の取組み、②リスク管理の枠組み、③技術的対策等の対応

態勢、④コンティンジェンシープランの整備と演習を通じた実効性確

保、⑤サイバーセキュリティに関する監査。 
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実態把握の結果、地域銀行については前回実態把握時に取組みが遅れて

いた先を中心に実態把握を実施したが、当時の議論を踏まえて全般的に課

題を解消し、経営陣も積極的に関与して取組計画を策定して進めており、

自主的に強化を図っている状況が見られた。一方、脆弱性診断・ペネトレ

ーションテストの実施状況については、金融機関自らが、セキュリティ診

断業者に委託するなどして意識的に診断を実施しているのは一部に留まっ

ており、実施基準も定められていないなど、その必要性が十分浸透してい

ない状況であった。 

信用金庫・信用組合については、2015年の「取組方針」の公表から既

に３年が経過したにもかかわらず、業態内上位であってもリスク評価やイ

ンシデント対応といった基礎的態勢は依然として整備途上の段階に留まっ

ていた。こうした状況を踏まえ、2020年東京大会までに適切なサイバー

セキュリティ対策を完了させることを目標とし、業界団体等とも連携し、

2019年３月までにサイバーセキュリティ対策の土台となるリスク評価・

コンティンジェンシープランの策定を完了させるよう要請した。また、ア

ンケートを通じて実施状況を確認するとともに未実施先に対してフォロー

アップを実施した。さらに、アンケート等を活用し、各信用金庫・信用組

合のリスクプロファイルを把握した上で、特に取組みが遅れている先に対

して、リスクベースで対象先を増やした実態把握により直接的に取組加速

を要請した。こうした取組みを通じて、大部分の信用金庫・信用組合がリ

スク評価、コンティンジェンシープランの策定を完了したが、サイバーセ

キュリティ対策の実効性を確保する脆弱性診断・ペネトレーションテスト

を実施しているのは一部に留まっており、その必要性が浸透していない状

況であった。 

証券会社等については、中小・地域証券会社、FX業者、PTS業者、投資

運用業者等に対して実態把握を行った。経営陣のリスク認識が高い先は、

経営陣も積極的に関与して取組計画を策定し、自主的に強化等を図ってい

る。一方、信用金庫・信用組合同様、多くの先ではリスク評価の実施やコ

ンティンジェンシープランの策定といった基礎的態勢は整備途上の段階に

ある。基幹システムとネットワーク環境とを分離していることに安心し

て、サイバーセキュリティのリスク評価とその結果明らかになる脅威への

対策が停滞している先がみられた。 

 

イ．大手金融機関 

我が国金融システムの中核を担う３メガグループを中心に、これまで定

期的な対話を通じて、継続的に議論を重ねてきた。 

2018事務年度においては、３メガバンクでは、米大手行の最先端の取

組みやグローバルな動向を念頭に、定期的な対話を通じて、サイバー対策

のもう一段の高度化の状況を確認した。また、３メガ以外の大手金融機関
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（大手証券、大手生損保、ゆうちょ銀行）については、対応能力のもう一

段の引き上げを促すために、業界内・他業態との比較分析等を行った。 

 

（２）有事のサイバー対策 

ア．中小金融機関等 

中小金融機関のインシデント対応能力の向上を図るため、2018年10

月、３回目となる「金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習」（Delta 

WallⅢ）（注）を実施した。本演習には、昨今の脅威動向を踏まえ、新た

な業態としてFX業者、暗号資産（仮想通貨）交換業者を追加し、105 社

（約1,400名）が参加した。（別紙１参照） 

事後評価を重視した本演習を通じて、参加金融機関の多くがコンティン

ジェンシープラン等の見直しや社内外の情報連携の強化に向けた対応を実

施するとしており、演習を通じて対応態勢の改善が図られている。一方、

業界全体の傾向として、例えば、インシデント対応における委託先との連

携や顧客対応等が不十分な先が多い、インシデント対応に必要な人員が確

保できていないといった課題が見られた。 

 

（注）Delta Wall：サイバーセキュリティ対策のカギとなる「自助」、「共

助」、「公助」の３つの視点（Delta）＋防御（Wall）。 

 

イ．大手金融機関 

大手金融機関については、Ｇ７諸国の当局が連携して実施する合同演習

に参画するなど、大規模なインシデントに対する我が国金融システム全体

の対応能力の向上に取り組んだ。また、海外大手金融機関のベストプラク

ティスや国際的な動向を踏まえ、対応能力のより一層の高度化を図る観点

から、「TLPT（脅威ベースのペネトレーションテスト）」（注）等の高度な

評価手法を活用・促進した。 

 

（注）金融機関に対する脅威動向の分析を踏まえて作成した攻撃シナリオ

に基づく実践的な侵入テスト。 

 

５. 情報共有の枠組みの実効性向上 

金融機関の取組みを向上させ、金融業界全体のサイバーセキュリティを強化し

ていくためには、金融機関自身の取組みである「自助」、金融庁等の当局の支援

である「公助」だけではなく、金融機関同士で情報共有・分析を行う「共助」が

非常に有効となる。 

これまで、一般社団法人 金融ISAC（以下、｢金融ISAC｣という。）等の情報共

有機関を活用した「共助」の意義について、機会を捉えて金融機関に周知してき

たところ、金融ISACの加盟金融機関数は着実に増加してきている（2019年５月

末時点で正会員382社）。（別紙２参照） 
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他方、中小金融機関にとっては、金融ISACの加盟が地理的・人的・金銭的に

難しいとの意見があることも踏まえ、FISCが開催している「サイバーセキュリ

ティワークショップ」に当庁からも講師を派遣し、地域連携の強化に取り組んだ

（全国各地で12回開催し、241社（293名）が参加）。 

 

６. 金融分野の人材育成の強化 

金融機関が、実効性のあるサイバーセキュリティ管理態勢を構築するために

は、サイバーセキュリティに係るリスクを、組織全体での対応が必要なビジネス

リスク・コーポレートリスクとして認識し対策を進めることが極めて重要であ

り、そのためには経営層の意識改革が不可欠である。 

そのため、2018事務年度においては、財務（支）局とも連携し、金融機関の

経営層向けセミナー等を各財務局において開催し、地域金融機関の経営層の意識

改革を促した。 
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金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習（Delta Wall Ⅲ） （別紙１）

参加金融機関数

業態 地銀
第二
地銀

外銀 信金 信組 労金 証券 ＦＸ 生保 損保 貸金
仮想
通貨

合計

参加金融機関数 10 10 2 20 20 4 10 5 5 5 5 9 105

（※）業態別参加者数：延べ約1,400名が参加。うち約９割の金融機関で経営層が参加

◆ 金融庁では、金融業界全体のサイバーセキュリティの底上げを図ることを目的に、昨年10月、3回目の金融業界横断的なサイバーセ

キュリティ演習（通称：Delta Wall （※）Ⅲ）を実施

（※）Delta Wall：サイバーセキュリティ対策のカギとなる「自助」、「共助」、「公助」の３つの視点（Delta）＋防御（Wall）

システム部門だけでなく、経営層や多くの関係部署（企画部門、広報部門等）も演習に参加できるよう、自職場参加方式で実施（⇔会場
集合方式）

民間専門家の知見や攻撃の実例を参考にしつつ、金融機関が陥りやすい弱点が浮き彫りとなり、参加者に「気づき」を得てもらうことが
可能となるようなシナリオを設計

単に演習シナリオをクリアすることが目的ではなく、参加金融機関自身がPDCAサイクルを回しつつ、対応能力の向上を図れるよう、具体
的な改善策を示すなど、演習の事後評価（結果評価）を重視

演習の結果判明した一般的な傾向や具体的な弱点項目等は、参加金融機関だけでなく協会等を通じて業界全体にフィードバック

Delta Wall の特徴

演習シナリオの概要

共通シナリオだけでなく、業務特性を反映した業態毎のシナリオで実施
地銀・第二地銀については、業界の成熟度を踏まえ、より実践的な（シナリオ骨子を事前開示しない）「ブラインド形式」を採用
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金融ISAC正会員の業態別会員数推移
その他

証券

保険

信金・信組等

銀行

銀行：３
保険：１
その他：１

参加金融機関は３８２社（2019年５月31日時点）

【出典：金融ISACホームページ（2019年５月31日現在）を元に加工】

金融ISACへの加盟状況

サイバーセキュリティ2019 （2019年5月23日サイバーセキュリティ戦略本部）
金融庁において、金融機関に対し、「金融ISAC」を含む情報共有機関等を通じた情
報共有網の拡充を進める。

金融ISACへの加盟状況 （別紙２）
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第12節 「明治」150年関連シンポジウムの開催（別紙１参照） 
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平成 30 年７月 27 日 

金融庁 

 

「明治 150 年」関連シンポジウムの開催について 

 

平成 30 年（2018 年）は、明治元年（1868 年）から起算して満 150 年に当たります。 

 明治以降、近代国家への第一歩を踏み出した日本は、この時期において、近代化に

向けた歩みを進めることで、国の基本的な形を築き上げていきました。近年、人口減

少社会の到来や世界経済の不透明感の高まりなど激動の時代を迎えており、近代化に

向けた困難に直面していた明治期と重なるところもあることから、この時期に、改め

て明治期を振り返り、将来につなげていくことは、意義のあることです。こうした基

本的な考え方を踏まえ、各府省庁、地方公共団体、民間団体は、具体的な関連施策に

積極的に取り組んでいくこととされています。 

 この一環として、金融庁は明治時代の金融制度が果たした役割をテーマとしたシン

ポジウムを開催します。 

 （開催案内チラシはこちらをご覧ください。） 

 

１．日時 

 平成 30 年９月６日（木） 14:00～16:40（開場 13:15） 

 

２．会場 

 中央合同庁舎７号館東館３階講堂 

 

３．定員 

 400 名（申込先着順） 

 

４．プログラム（予定） 

 14:00～  冒頭挨拶等 

 14:10～  講演者からの報告 

        宮本 又郎 氏「江戸から明治へ、商品・証券取引所の展開」 

        米山 高生 氏「明治期の近代化に果たした保険の多様な役割」 

        小林 延人 氏「明治維新期の金融制度設計と商人の対応」 

 15:40～  休憩 

 15:50～  コメンテーターによるコメント、講演者からの回答 

        コメンテーター：吉野 直行 氏 

 16:20～  参加者との質疑応答 

（別紙１）
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 16:40   閉会 

５．コメンテーター、講演者 

（コメンテーター） 

 ■吉野 直行 氏（アジア開発銀行研究所所長、慶應義塾大学名誉教授、金融庁金 

融研究センター顧問） 

（講演者） 

 ■宮本 又郎 氏（大阪大学名誉教授、大阪企業家ミュージアム館長） 

■米山 高生 氏（東京経済大学経営学部教授、一橋大学名誉教授、金融庁金融行政

モニター委員） 

 ■小林 延人 氏（首都大学東京経済経営学部准教授） 

 

６．申込み方法 

・郵送：御名前、会社、団体名等、郵便番号、住所、電話番号をご記入の上、下記の 

お問い合わせ先までお送りください。 

・メール：meiji150@fsa.go.jpまで御名前、会社・団体名等、ご連絡先（Eメールア 

ドレス）を明記の上、ご連絡ください。 

※申込みは先着順とし、定員を超えた場合には、お断りの連絡を差し上げます（申込 

みを行った方で連絡がなかった方は、参加いただけます。）。 

 

７．申込み締切日 

 平成 30 年８月 30 日（木） 

 

（参考） 

明治 150 年関連施策 特設ページ（https://www.fsa.go.jp/kouhou/meiji/index.html） 

 

お問い合わせ先 

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 

総合政策局総務課調整係 

(内線 3760、3146) 
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1008967 3 2 1

0335066000 3710 3146
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第７章 銀行等保有株式取得機構による保有株式の買取り 

 

銀行等保有株式取得機構（以下「機構」という。）は、「銀行等の株式等の保有の制限等

に関する法律（平成13年法律第131号）」による銀行の株式保有制限（銀行の株式保有を

Tier１以下に制限）の導入に伴い、銀行の保有する株式の買取り等の業務を行うことによ

り、銀行の株式の処分等の円滑を図ることを目的として、2002 年に設立された認可法人

である。 

機構の設立後、2006 年９月末までに買い取られた株式については、その後処分が進め

られていたが、株式市場の極めて不安定な状況を踏まえ、2008 年 10 月 15 日以降、市場

の状況が改善するまで市中売却は凍結していた。機構は、2017 年６月 30 日、当面の間、

株式等の新たな買取りの範囲内において保有株式等の処分を行うこともありえる旨の方

針を公表し、その後凍結していた売却を再開。2018年度は、760億円（自己株取得に対応

するものなどを除く）を処分。 

また、2008年９月以降の株式市場の極めて不安定な状況を踏まえ、「銀行等の株式等の

保有の制限等に関する法律」の改正により、以下のような措置が取られた。 

① 株式買取再開等（平成21年３月９日公布、同年３月10日施行） 

2006年９月末までとされていた機構による株式買取期限を2012年３月末まで延長

し、株式の買取りを再開した。また、従来、事業法人が保有する銀行株の機構への売

却は、銀行による当該事業法人の株式売却後にのみ可能であったが、事業法人による

銀行株売却を先行して行えるよう手当てを行った。 

これらの措置を踏まえ、機構の借入れの際に付される政府保証枠を「２兆円」から

「20兆円」に拡大した（平成20年度第２次補正予算で手当て、21年度以降も継続）。 

② 買取対象の拡大（平成21年７月３日公布、同年７月６日施行） 

上記株式買取再開にかかる法改正の審議の際、参議院財政金融委員会において「資

産の買取り等を含めた多様な措置について、検討を行うこと」との附帯決議がなされ

たこと、及びその後の経済情勢等を踏まえ、一定の信用力等があることを条件に、金

融機関が保有する優先株・優先出資証券、ＥＴＦ、Ｊ－ＲＥＩＴ及び事業法人が保有

する金融機関の優先株・優先出資証券を、機構の買取対象に追加した。 

③ 買取期限の延長（平成24年３月31日公布、同日施行） 

東日本大震災の影響や、欧州債務危機を端緒とする世界的な金融資本市場の混乱等

が続いている状況に鑑み、経済・株式市場が互いに悪影響を及ぼし、悪化することを

防ぐため、機構が株式処分の受け皿として、また、ひいては金融資本市場のセーフテ

ィネットとしての役割を果たすことは引き続き重要であること、バーゼルⅢの実施に

伴い所要自己資本等が段階的に引き上げられること等から、銀行等の保有株式等の処

分のニーズは依然として高いといった事情を踏まえ、機構による株式等の買取期限を、

2017年３月末まで５年間延長した。 

④ 買取期限の延長（平成28年12月２日公布、同日施行） 

少子高齢化や潜在成長力の低迷といった構造要因も背景に、個人消費や民間投資は

力強さを欠いた状況にあるほか、世界経済の需要の低迷、成長の減速リスクが存在す

るなどの金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応し、金融機関が株価変動リスクを縮
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減し、金融仲介機能を安定的に発揮することができるよう、機構による株式等の買取

期限を、2022年３月末まで５年間延長した。 

 

これらの措置を受け、2018事務年度（2018年７月～2019年６月末）において、機構は、

798億円（買取再開後の累計14,547億円）の株式等の買取りを行っている。 
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第３部 金融検査・監督等 

 

 第８章 業態横断的な検査・監督をめぐる動き 

 

第１節 検査・監督のあり方の見直し 

Ⅰ 2018 事務年度の取組み 

「金融検査・監督の考え方と進め方(検査・監督基本方針)」（2018 年６月公

表）を踏まえ、金融機関との間でより良い実務に向けた対話を実践するにあ

たって、その議論の材料となる個々のテーマ・分野ごとのより具体的な「考

え方と進め方」を示すため、以下に取り組んだ。 

・ 資産分類と償却・引当について、より的確な将来見通しに基づく引当

も可能にする枠組みを含め、金融機関の融資に関する検査・監督実務に

ついて議論、整理するため、「融資に関する検査・監督実務についての研

究会」を 2018 年６月に設置し、計４回開催した。 

・ コンプライアンス・リスク管理に関する当庁の基本的な考え方を示し

た「コンプライアンス・リスク管理に関する検査・監督の考え方と進め

方（コンプライアンス・リスク管理基本方針）」を 2018 年 10 月に公表し

た。本方針を踏まえ、コンプライアンス・リスク管理に関する金融機関

の取組事例やプラクティスについて実態把握を行うとともに、幅広い情

報収集を通じたリスク要因やその程度の把握を行う等、金融機関に対す

るモニタリングに活用した。 

・ 金融システムの安定を目標とする検査・監督の今後目指すべき方向性

について、金融機関等の関係者と双方向の意見交換を行うための材料と

して、当庁としての基本的な考え方と進め方を示した、「金融システムの

安定を目標とする検査・監督の考え方と進め方（健全性政策基本方針）

を 2019 年３月に公表したほか、ＩＴガバナンスに関する対話を行う際の

論点案や具体的な事例集として「金融機関のＩＴガバナンスに関する対

話のための論点・プラクティスの整理」を 2019 年６月に公表した。 

また、こうした新しい検査・監督の考え方や進め方を庁内に浸透させるた

め、担当職員向けに各種の研修や説明会を実施したほか、モニタリングプロ

セスの明確化を図り、現場任せ・担当者任せにせず、組織として品質管理を

行う観点から、金融機関に対するモニタリングの質や深度、当庁としての対

応について、関係幹部を含めた重層的・多角的な内部検証を実施している。 

さらに、当庁の思い込み等による悪しき裁量行政に陥らないよう、当庁の

モニタリングの状況について第三者による外部評価を実施したほか、当庁幹
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部が金融機関を訪問し、当庁のモニタリングに対する意見を直接聴取し、意

見交換を行う「訪問ヒアリング」を試行的に実施した。  

Ⅱ 今後の取組み 

分野別の「考え方と進め方」を用いて金融機関と対話を行い、そこで得ら

れた具体的な事例等を蓄積・公表し、必要に応じて「考え方と進め方」に反

映させるといったＰＤＣＡサイクルを実践・定着させ、透明性を高め、金融

機関との信頼関係の構築を目指す。さらに、担当職員に対し説明会・各種研

修等を実施するといった一連の取組みにより、金融機関ごとの優先課題に重

点を置いた、対話重視型の継続的なモニタリングの定着を図る。 

また、分野別の「考え方と進め方」の形以外でも、時々の重要な課題に関

する今後の課題や着眼点等を公表する等、モニタリングの透明性を高めるた

めの情報発信を行う。 

その他、財務局とのより一層の連携強化のため、モニタリングの実施に関

して財務局との意見交換の場を設ける等、金融庁・財務局一体としての新し

い検査・監督の実現に取り組む。 

また、地域銀行の支店長クラスや、社外を含む幅広い役職員との意見交換

等を実施する。その際、金融機関と当局との相互理解を深め、実効性ある対

話（当局との対話の前提となる心理的安全性の確保を含む）を行う。 

さらに、金融庁の関係幹部を含めた内部検証の運営状況を点検するほか、

第三者による金融庁のモニタリングに対する外部評価を実施することなどに

より、更に取り組むべき課題を明らかにし、こうしたＰＤＣＡサイクルを通

じて、次年度以降の更なる改善に取り込んでいく。 
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第２節 金融行政方針に基づく金融モニタリング 

 

Ⅰ 経緯等 

 

金融庁では、総合政策局・監督局が緊密に連携し、オンサイト・モニタリング（立

入検査）とオフサイト・モニタリング（ヒアリングや資料の徴求等）を効果的・効

率的に組み合わせることにより、金融機関や金融システムに対するより深度ある実

態把握に努めてきている。2018 事務年度は、金融庁全体の方針として、「平成 30

事務年度 実践と方針」を公表し、これに基づきモニタリングを実施した。 

 

  Ⅱ 実践と方針に基づく2018事務年度のモニタリング 

    

第１部第２章第１節で記載した通り、「平成 30 事務年度 実践と方針」において

は、 

①  デジタライゼーションの加速的な進展への対応 

②  家計の安定的な資産形成の推進 

③  活力ある資本市場の実現と市場の公正性・透明性の確保 

④ 金融仲介機能の十分な発揮と金融システムの安定の確保 

⑤ 顧客の信頼感・安定感の確保 

⑥ 世界共通の課題の解決への貢献及び当局間のネットワーク・協力の強化 

⑦ 金融当局・金融行政運営の改革 

の７項目を金融行政の重点施策として取り組むこととしている。 

これを踏まえ、金融仲介機能の十分な発揮と金融システムの安定の確保といった

観点から、金融モニタリングにおいては、以下の取組みを行った。 

 

１．預金取扱金融機関 

（１）大手銀行グループ 

○ 内外経済環境の不確実性が高まる中、金融機関の健全性を維持し、スト

レス下においても適切な金融仲介機能が発揮されるよう、経営・ガバナン

ス態勢の高度化やリスク管理の高度化等に向けた深度ある対話を行った

（詳細は第９章第３節 「預金取扱等金融機関に対する金融モニタリング」

に記載）。 

 

（２）地域金融機関 

○ 地域銀行に対するモニタリングについては、ビジネスモデルの持続可能

性やリスク管理態勢等に関して、金融機関ごとに異なる時間軸を意識し、

「金融仲介機能の発揮」と「金融システムの安定」の両立を念頭にバラン

スのとれたモニタリングを実施した。（詳細は第９章第３節 「預金取扱等

金融機関に対する金融モニタリング」に記載）。 
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２．保険会社 

○ 法人向け定期保険や外貨建保険など保障以外の機能に着目した保険商品の

販売状況等についてモニタリングを実施し、生命保険協会や保険会社と対話を

行った。 

○ 損害保険分野におけるデジタライゼーションの進展への対応状況や、自然災

害リスクの軽減策などリスク管理の高度化に関し実態把握を行った。 

○ 保険会社のリスクを包括的に捉えた健全性政策の実施の一環として、経済価

値ベースの考え方に基づく新たなソルベンシー規制についての影響度調査を

実施し、関係者と広範な議論を行った。 

 

 

３．金融商品取引業者等 

○ 大手証券会社については、国内業務における「顧客本位の業務運営」の実践・

定着状況等や、それらを支えるガバナンスについて、社外役員を含め、経営陣

等と深度ある対話を行うとともに、海外業務の特性を踏まえたリスク管理の強

化に向けた取組状況についてもモニタリングを実施。 

○ ネット系証券会社については、各社のビジネスモデルやシステムリスク管理

態勢に焦点を当てたモニタリングを実施。 

○ 準大手・地域証券会社については、各社の規模・形態等が多様で経営状況や

課題等も様々であることを踏まえ、ビジネスモデルや将来展望に係る議論を深

めるとともに、経営改善の後押しを進める観点からの対話を実施。 
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第３節 業態横断的な金融モニタリング 

 

Ⅰ マクロプルーデンス 

金融機関の経営の健全性は、内外の経済や金融・資本市場の動向により影響を受

ける。他方、個々の金融機関の行動も、総体として、経済や金融・資本市場全体に

大きな影響を及ぼしうる。このため、それぞれの動向を常時把握し、金融システム

の安定確保に向けた取組みを行うことが重要である。 

金融システムの安定性の観点から、経済・金融市場や金融機関を含む市場参加者

の動向、内外環境変化等を適時に把握し金融機関のモニタリングに活用するととも

に、金融システムの潜在的リスクや脆弱性をフォワードルッキングに調査・分析し

た。その上で、当該分析結果を基に、モニタリングを通じて金融機関と対話を行い、

金融機関自身によるリスク管理態勢の高度化を促進する等、金融システムの安定性

強化に向けた取組みを行った。 

 

Ⅱ 金融行政上の重要テーマに関する横断的な金融モニタリング 

金融行政上の重要テーマについて、業態横断的な目線で各金融機関の取組み状況

等の実態把握を行った。 

      

    １．フィデューシャリー・デューティー 

「顧客本位の業務運営に関する原則」の策定以降、多くの金融機関が同原則を採択し

て取組方針を策定した。金融機関において真に顧客本位の業務運営が行われ、取組みの

「見える化」等を通じて、良質な金融商品・サービスの提供に向けた金融機関間の競争

が促されることが重要である。しかし、多くの金融機関は、必ずしも顧客本位でなく収

益を優先して需要を掘り起こすプッシュ型のビジネスモデルとなっているとの指摘も

ある。これを踏まえ、「顧客本位の業務運営」の確立と定着に向けた金融庁及び金融機

関の取組みが顧客に適切に届いているのか確認するため、顧客意識調査を実施した。ま

た、販売会社が掲げている顧客本位の取組方針とその実践及び営業現場への浸透状況に

ついて、役員・本部及び営業店の販売員に対するヒアリング等により、実態の検証を行

った。 

     

２．コンプライアンス・リスク管理上の課題と取組み 

  2018年10月、「コンプライアンス・リスク管理に関する検査・監督の考え方と

進め方（コンプライアンス・リスク管理基本方針）」を公表した。これを受け、

コンプライアンス・リスク管理の基本的な考え方及びその重要性について情報発

信を行うとともに、金融機関のコンプライアンス・リスク管理に関する実態把握

を実施した。 

これまでの実態把握においては、多くの金融機関が試行錯誤の過程にあり、か

つ、その進捗状況は様々であるものの、コンプライアンス・リスク管理のための

検討及び取組みを一定程度進めている様子が窺える結果となった。他方、経営陣

を含む多くの役職員が法令等の既存のルールを遵守していれば足りるという発
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想にとどまっているおそれのある事例や、経営陣の一部が幅広い観点からコンプ

ライアンス・リスクを捕捉及び把握しようとしていても、その姿勢が本部各部や

営業店の役職員にまで浸透していないおそれのある事例等が依然として見られ

た。各金融機関が持続可能なビジネスモデルを不断に追求しつつ、企業価値の向

上につながる（企業価値を高める）コンプライアンス・リスク管理を進めるため

には、今後さらなる検討が引き続き必要な状況と考えられる。 

このような中、金融機関の経営陣を中心としたコンプライアンス・リスク管理

に係る検討をさらに促進するため、上記の実態把握や金融機関に対するモニタリ

ングの過程で得られた事例（基本方針の問題意識を踏まえた取組み事例及び問題

事象につながった事例）、そこから抽出される傾向や課題等を取りまとめ、2019

年6月に「コンプライアンス・リスク管理に関する傾向と課題」を公表した。 

 

３．内部監査の高度化  

金融機関のガバナンスが有効に機能し、企業価値を高めていくため、これまでも、内

部監査部門には、ビジネスモデル、経営戦略及び組織態勢に基づくリスクプロファイル

に対応した監査を実施することが期待されてきたところ。 

こうした中、新たなテクノロジーの進歩等により、金融機関のビジネス環境が急速に

変化していることに加え、ステークホルダーからの要求も従来以上に多様化・高度化し

ており、内部監査部門には、経営陣をはじめとする組織内に対して、時宜にかなった助

言・予測を提供することが期待されている。 

こうした変化を受けて、各業態に対するモニタリング結果及び外部有識者から得た知

見等も踏まえ、2019年６月に、「金融機関の内部監査の高度化に向けた現状と課題」を

公表し、更なる内部監査の高度化を促した。 

 

４．投資用不動産向け融資 

投資用不動産向け融資に関するアンケート調査を実施し、特に一棟建のアパート・

マンション（シェアハウスを含む）の土地・建物を一体的に取得するための融資に関

する金融機関の管理態勢を横断的に検証した。その取りまとめ結果として、2019 年３

月に「投資用不動産向け融資に関するアンケート調査結果」を公表したところである

が、足許多くの金融機関で管理態勢の改善が見られるものの、融資対象物件の将来

収支や顧客の理解度・財産・収入の確認が自ら十分に行えていないといった課題の

ある金融機関も認められた。 

 

５．マネー・ローンダリング 

国際社会におけるテロの脅威等が高まっており、また、2019 年には第４次ＦＡＴＦ対

日相互審査の実施が予定されるなど、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策

（以下、「マネロン・テロ資金供与対策」という。）の高度化が急務となっている。 

こうした中、金融庁は、2018 年２月に公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資

金供与対策に関するガイドライン」（以下、「ガイドライン」という。）に基づき、ヒアリン

グ等を通じて金融機関等における対応状況等の検証を実施した。 
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検証に当たっては、ガイドラインに則り、定例で報告を求めている取引実態及びマ

ネロン・テロ資金供与対策の実施状況等に係る定量・定性情報を勘案しながら、リス

クに応じたモニタリングを行った。 

2019 年４月には、ヒアリング等を通じて把握した実態等を踏まえ、ガイドラインの趣

旨を明確化し、金融機関等の実効的な態勢整備を促すためにガイドラインの改正を

実施した。 

主な改正点として、実効性のある継続的な顧客管理を実施するために、全ての顧

客へのリスク評価を実施した上で、リスク評価に応じた顧客管理措置が求められるこ

とや、ＩＴシステムに用いられるデータについて、網羅性・正確性の観点からの検証が

求められること等を明確化している。 

また、上記諸施策の内容が、経営陣を含む金融機関等の様々な階層において理

解・浸透されることが重要であるとの認識に基づき、業界団体や中央機関等とも連携

しながら、業界団体や財務局主催のセミナー等で幅広い階層の役職員に理解を求め

るなど、マネロン・テロ資金供与対策の必要性とあり方について働きかけを行う取組

み（アウトリーチ）を実施した。 

 

（注）上記のモニタリングの結果に関しては、「利用者を中心とした新時代の金

融サービス～金融行政のこれまでの実践と今後の方針～（令和元事務年度）」

（2019年８月28日公表）を参照。 
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第４節 早期是正措置・社外流出制限措置について 

 

Ⅰ 早期是正措置の概要及び運用 

 

１．早期是正措置の趣旨（別紙１参照） 

1998年４月に導入された早期是正措置は、金融機関の経営の健全性を確保するた

め、自己資本比率という客観的な基準を用い、当該比率が一定の水準を下回った場

合、いわゆる業務改善命令、業務停止命令の１形態として、予め定めた是正措置命

令を発動するものである（銀行法第26条第２項等）。 

また、2019年３月31日より、国際統一基準行（海外営業拠点（支店・現地法人）

を有する銀行等をいう。以下同じ。）にあっては、自己資本比率の補完的指標として

定めるレバレッジ比率についても、一定の水準を下回る場合、是正措置命令を発動

することとした。 

早期是正措置の発動により、 

① 金融機関の経営状況を客観的な指標で捉え、適時に是正措置を講じることに

より、金融機関経営の健全性確保と経営破綻の未然防止を図ること、 

② 是正措置の発動ルールを明確化することにより、行政の透明性確保にも資す

ること、 

③ 結果として、金融機関が破綻した場合の破綻処理コストの抑制につながるこ

と、 

などが期待される。 

 

【参考１】自己資本比率及びレバレッジ比率の算式 

自己資本比率 = 自己資本額

リスクアセット額
  レバレッジ比率 = 自己資本額

総エクスポージャー額
 

 

【参考２】措置区分毎の閾値と命令の内容 

   自己資本比率 レバレッジ比率 
措置の内容 

国際統一基準行 国内基準行（注） 国際統一基準行のみ 

第１

区分 

【普通株式等Ｔｉ

ｅｒ１比率】 

：4.5％未満 2.25％

以上 

【Ｔｉｅｒ１比率】 

：６％未満３％以上 

【総自己資本比率】 

：８％未満４％以上 

４％未満２％以

上 

３％未満1.5％以上 経営改善計画（原

則として資本増強

に係る措置を含

む）の提出及びそ

の実行 
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第２

区分 

【普通株式等Ｔｉ

ｅｒ１比率】 

：2.25％未満1.13％

以上 

【Ｔｉｅｒ１比率】 

：３％未満 1.5％以

上 

【総自己資本比率】 

：４％未満２％以上 

２％未満１％以

上 

1.5％未満 0.75％以

上 

資本増強に係る合

理的と認められる

計画の提出・実行、

配当・役員賞与の

禁止又はその額の

抑制、総資産の圧

縮又は抑制等 

第２

区分 

の２ 

【普通株式等Ｔｉ

ｅｒ１比率】 

：1.13％未満０％以

上 

【Ｔｉｅｒ１比率】 

：1.5％未満０％以

上 

【総自己資本比率】 

：２％未満０％以上 

１％未満０％以

上 

0.75％未満０％以上 自己資本の充実、

大幅な業務の縮

小、合併又は銀行

業の廃止等の措置

のいずれかを選択

した上当該選択に

係る措置を実施 

第３

区分 

【普通株式等Ｔｉ

ｅｒ１比率】 

：０％未満 

【Ｔｉｅｒ１比率】 

：０％未満 

【総自己資本比率】 

：０％未満 

０％未満 ０％未満 業務の全部又は一

部の停止 

（注）海外営業拠点を有しない銀行・信金等をいう。以下同じ。 

 

２．発動実績 

2018事務年度における早期是正措置に基づく是正命令の発動実績はなし。 

 

※ 早期是正措置導入後の発動実績の累計 

 

銀行等 14件 

信用金庫 23件 

労働金庫 ０件 

信用組合 69件 

系統金融機関 ３件 

保険会社 １件 
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（注）労働金庫については厚生労働大臣と金融庁長官の連名で、系統金融機関に

ついては農林水産大臣と金融庁長官の連名で、命令が発出される。 

 

 

Ⅱ 社外流出制限措置の概要及び運用 

 

１．社外流出制限措置の趣旨（別紙２参照） 

社外流出制限措置は、リーマン・ショック後の世界的な金融危機の教訓を踏まえ、

国際的に活動する銀行等について、最低所要自己資本に加え、ストレス期における

緩衝剤としての役割を期待して「資本バッファーの積み立てを求める規制」を導入

することが国際的に合意されたことを受けて、「資本バッファー比率」が一定の水準

を下回った場合、早期是正措置同様、自己資本の充実の状況によって必要があると

認めるときに発動するものとして、利益に対する一定割合まで配当・賞与の支払い

等の社外流出行為を制限するものである（銀行法第26条第２項等）。 

 

【参考１】資本バッファー比率の算式 

資本バッファー比率 = 資本バッファーに係る普通株式等Ｔｉｅｒ１資本の額

リスクアセット額
 

 

【参考２】措置区分毎の閾値と命令の内容 

資本バッファー

の充実の状況に

係る区分 

資本バッファー

比率 

措置の内容 

社外流出制限割合  

資本バッファー

第１区分 
2.5％未満 40％ 

社外流出額の制限に係る

内容を含む資本バッファー

比率を回復するための合

理的と認められる改善計

画の提出の求め・実行の

命令 

資本バッファー

第２区分 
1.875％未満 60％ 

資本バッファー

第３区分 
1.25％未満 80％ 

資本バッファー

第４区分 

0.625％未満 100％ 

※早期是正措置における第１区分～第３区分に該当する場合、同時

に資本バッファー第４区分にも該当する。 

この場合、①早期是正措置と②社外流出制限措置の両方の内容を

含む1つの命令を発出することが想定される。 

（注１）上記の数値は、資本保全バッファー2.5％分のみを勘案した例示であり、カウン
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ター・シクリカル・バッファーおよびＧ－ＳＩＢｓ/Ｄ－ＳＩＢｓバッファーは含

んでいない。 

 

２．発動実績 

2018事務年度における社外流出制限措置に基づく命令の発動実績はなし。 
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監督当局への業務改善計画の提出命令

その他必要な是正措置命令

【客観的な基準による透明な行政運営の確保】

【行政の透明性の確保】

早期是正措置に係る発動基準
及び措置内容の公表

自己資本比率／レバレッジ比率

［措置基準に該当する場合］

外部監査の活用

監督当局の検査・モニタリング

（別紙１）

早期是正措置の概念図

金融機関の資産内容の自己査定

【自己責任の徹底】 【客観性と実行性の確保】
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「最低所要自己資本比率」と「資本バッファー」

資本ﾊﾞｯﾌｧｰの種類
本邦において必要となる
普通株式等Tier1比率

資本保全ﾊﾞｯﾌｧｰ 2.5%
ｶｳﾝﾀｰ･ｼｸﾘｶﾙ･
ﾊﾞｯﾌｧｰ

0%

G-SIBsﾊﾞｯﾌｧｰ 1%～1.5%（FSBが毎年設定）
D-SIBsﾊﾞｯﾌｧｰ 0.5%～1.5%（金融庁長官が指定）

バーゼルⅢ
（最低比率）

6.0%

4.5% 普通株式等Ｔｉｅｒ１比率

Tier1比率

8.0% 総自己資本比率

普通株式等
Tier１

その他Tier１

Tier２

バーゼルⅢ
（最低比率＋資本バッファー）

普通株式等
Tier１

その他Tier１

Tier２

資本保全
バッファー

G-SIBs/D-SIBs
バッファー

ｶｳﾝﾀｰ･ｼｸﾘｶﾙ･
ﾊﾞｯﾌｧｰ

★数値はいずれも完全実施ベースであり、2019年５月時点のもの。
また、G-SIBsとD-SIBsの両方に指定された金融機関については、
G-SIBsﾊﾞｯﾌｧｰとD-SIBsﾊﾞｯﾌｧｰのいずれか高い比率が適用される。

金融庁長官が別に指定した場合は
別に指定した比率

システム上の重要性
に応じて毎年対象金
融機関を選定し、水準
設定。
G-SIBsはFSB
D-SIBsは各国当局
がそれぞれ選定する。

信用供与の過熱具合
等に応じ、国ごとに水
準設定。
※本邦では当初０％

資
本
バ
ッ
フ
ァ
ー

最
低
所
要
自
己
資
本
比
率

（別紙２）
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第５節 金融上の行政処分について 

 

Ⅰ 行政処分の趣旨（別紙１参照） 

当庁では、立入検査、報告徴求等により、利用者保護や市場の公正性確保に重大

な問題が発生しているという事実が客観的に確認されれば、明確なルールの下、厳

正かつ適切な行政処分（注１）を行っているところである。 

2007年３月には、こうした行政処分に対する基本原則や、実際に処分を行う際の

勘案要素について「金融上の行政処分について」として公表を行った。2008年４月

には、「金融サービス業におけるプリンシプル」の公表を踏まえた一部改訂を行い、

各金融機関がプリンシプルに基づき、自主的な対応を的確に行っている場合は、処

分軽減事由として考慮することを明確化した。 

  

   Ⅱ 行政処分の業態別発動状況（別紙２参照） 

2018事務年度における行政処分の業態別発動件数（注２）は、以下の通り。 

① 銀行等   ：  ３件  【１件】（注３） 

② 協同組織金融機関  ：  １件  【０件】 

③ 政府系金融機関  ：  ０件  【０件】 

④ 金融商品取引業者等  ：  55件 【23件】 

⑤ 保険会社等   ：  １件  【０件】 

⑥ 貸金業者    ：  ０件  【０件】 

⑦ 特定目的会社  ：  ０件  【０件】 

⑧ 前払式支払手段発行者 ：   ０件  【０件】 

⑨ 資金移動業者  ：  ０件  【０件】 

⑩ 仮想通貨交換業者  ：  ２件  【０件】 

（注１）本節でいう行政処分とは、金融庁及び財務局等から発出・公表を行った不

利益処分等（勧告、業務改善命令、是正命令、戒告、計画変更命令、業務

改善指示、業務停止命令、登録取消し、許可取消し、認可取消し、業務廃

止命令、役員解任命令等)をいう。 

（注２）本節でいう業態の内訳は、銀行等（主要行等（銀行持株会社を含む）、外国

銀行支店等、その他銀行（ゆうちょ銀行を含む）、地域銀行（銀行持株会社

を含む）、信託会社、銀行代理業者）、協同組織金融機関（信用金庫、信用

組合、労働金庫、農水系統）、金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業

者、第二種金融商品取引業者、投資助言･代理業者、投資運用業者、投資法

人、金融商品仲介業者、適格機関投資家等特例業務届出者、証券金融会社、

登録金融機関、信用格付業者）、保険会社等（生命保険会社（かんぽ生命を

含む）、損害保険会社、保険持株会社、特定保険事業者、少額短期保険業者、

少額短期保険持株会社、生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険

募集人（特定少額短期保険募集人を除く）、保険仲立人）、である。 

（注３）【 】内の件数は業務停止命令等（本節では、業務停止命令、登録取消し、

許可取消し、認可取消し等をいう）の件数。 
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金融上の行政処分について 
 

 

○ 行政運営の基本的な考え方 

・ 明確なルールに基づく透明かつ公正な金融行政の徹底 

・ 利用者保護と市場の公正性の確保に配慮した金融のルールの整備と適切な 

運用 

 

 

○ 基本原則 

行政運営の基本的な考え方に基づき、金融機関等の業態や規模の如何、外国企

業であるか国内企業であるかを問わず、法令に照らして、利用者保護や市場の公正

性確保に重大な問題が発生しているという事実が客観的に確認されれば、厳正かつ

適切な処分を行っている。 

 

 

○ 行政処分の公正性・透明性の確保 

１．事前にルールや解釈を明示 

・ 検査監督上の着眼点や行政処分に関する事務の流れ等を、あらかじめ「監督指

針」や「検査マニュアル」として定め、広く周知している。 

（例１）銀行において、預金等の金融商品のリスクや重要事項の提示・説明を行わずに、顧客を誤認させて

取引の勧誘・販売を行った事例については、あらかじめ主要行等向け監督指針 Ⅲ－３―３「利用者保

護のための情報提供・相談機能」に明確なチェックポイントが掲げてあった。 

（例２）保険会社において、保険金の不適切な不払い等があった事例でも、あらかじめ保険会社向け監督指

針 Ⅱ―３－５－２（※）「保険金等支払管理態勢」、Ⅱ―３－３（※）「保険募集態勢」に明確なチェックポ

イントが掲げてあった。 

※項目番号については、当時のものであり、現在の項目番号と異なる。 

・  いわゆるノーアクションレター制度において、民間企業等が新規に事業や取引

等を具体的に始めようとする際に、当該具体的行為が不利益処分の対象となる

か等について照会を受け、回答を行っている。 

また、ノーアクションレター制度を補完するものとして、「一般的な法令解釈に係

金 融 庁 

（別紙１） 
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る書面照会手続」を導入し、個別事例から離れた一般的抽象的な法令解釈につ

いての照会も可能としている。 

（注１）ノーアクションレター制度の利用実績は、平成 13 年７月の制度導入以降、累計で 63 件。うち、証券取

引法、同施行令に関する照会・公表は７件。 

（注２）「一般的な法令解釈に係る書面照会手続」におけるノーアクションレター制度との相違点 

① 個別具体的事例から離れた一般的抽象的な法令解釈に係る照会を可能とした 

② 個別事業者に加えて、事業者団体が自ら照会することを可能とした 

③ 弁護士等（弁護士、公認会計士等、照会事項につき高い専門的知見を有する者）以外の者が代理

人になることを可能とした 

 

２．デュープロセスの遵守 

・ 行政処分を行うにあたっては、行政手続法に則り、聴聞又は弁明の機会の付与

を行っている。 

・ 更に、行政手続法で定める手続きの前段階として、金融機関からの求めに応じ、

意見交換を行う手続きを用意している（意見交換制度）。 

    （注）更に、処分に対しては、行政不服審査法第６条に基づく異議申立てや行政事件訴訟法第８条に基づく

処分の取消しの訴えを提起することが可能である。 

 

３．透明性の確保 

・  行政処分については、他の金融機関等における予測可能性を高め、同様の事

案の発生を抑制する観点から、財務の健全性に関する不利益処分等、公表によ

り対象金融機関等の経営改善に支障が生ずるおそれのあるものを除きすべて公

表している。 

その際には、原因となった事実関係及び根拠となった法令・条文等を必ず明示

することにより、予測可能性を高めるよう努力している。 

・ また、行政処分事例集を取りまとめ、四半期毎に公表している。 

・ 情報公開法の適用により、毎年多数の情報公開請求に応じている。 

 

 

○ 行政処分の基準 

１．具体的にどのような処分を行うかの判断については、まず、以下のような点を検証

することとしている。 

①当該行為の重大性・悪質性 

◎公益侵害の程度  
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金融機関が、例えば、顧客の財務内容の適切な開示という観点から著しく不

適切な商品を組成・提供し、金融市場に対する信頼性を損なうなど公益を著

しく侵害していないか。 

◎利用者被害の程度 

広範囲にわたって多数の利用者が被害を受けたかどうか。個々の利用者が

受けた被害がどの程度深刻か。 

◎行為自体の悪質性 

例えば、利用者から多数の苦情を受けているのにもかかわらず、引き続き同

様の商品を販売し続けるなど、金融機関の行為が悪質であったか。 

◎当該行為が行われた期間や反復性 

当該行為が長期間にわたって行われたのか、短期間のものだったのか。反

復・継続して行われたものか、一回限りのものか。また、過去に同様の違反

行為が行われたことがあるか。 

◎故意性の有無 

当該行為が違法・不適切であることを認識しつつ故意に行われたのか、過失

によるものか。 

◎組織性の有無 

当該行為が現場の営業担当者個人の判断で行われたものか、あるいは管理

者も関わっていたのか。更に経営陣の関与があったのか。 

◎隠蔽の有無 

問題を認識した後に隠蔽行為はなかったか。隠蔽がある場合には、それが

組織的なものであったか。 

◎反社会的勢力との関与の有無 

反社会的勢力との関与はなかったか。関与がある場合には、どの程度か。 

②当該行為の背景となった経営管理態勢及び業務運営態勢の適切性 

◎代表取締役や取締役会の法令等遵守に関する認識や取組みは十分か。 

◎内部監査部門の体制は十分か、また適切に機能しているか。 

◎コンプライアンス部門やリスク管理部門の体制は十分か、また適切に機能し

ているか。 

◎業務担当者の法令等遵守に関する認識は十分か、また、社内教育が十分に

なされているか。 
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③軽減事由 

以上の他に、行政による対応に先行して、金融機関自身が自主的に利用者

保護のために所要の対応に取り組んでいる、といった軽減事由があるか。 

特に、金融機関が、行政当局と共有されたプリンシプルに基づき、自主的な

対応を的確に行っている場合は、軽減事由として考慮するものとする。 

 

 

２．上記１の諸要因を勘案するとともに、それ以外に考慮すべき要素がないかどうかを

吟味した上で、 

①改善に向けた取組みを金融機関の自主性に委ねることが適当かどうか、 

②改善に相当の取組みを要し、一定期間業務改善に専念・集中させる必要があ 

るか、 

③業務を継続させることが適当かどうか、 

等の点について検討を行い、最終的な行政処分の内容を決定している。 

 

 

○ チェック体制等 

・ 行政処分の内容を検討するに当たっては、公平性を欠くことがないよう、過去の

処分事例等を勘案するのみならず、複数の課室において慎重にチェックする態勢

を採っている。 

・ 庁内に、弁護士等により構成される独立した法令等遵守調査室及び金融庁（職

員）の法令等遵守に関する情報の受付窓口を設置。 

・ 「金融監督の原則と監督部局職員の心得（行動規範）」を策定。 

 

 

○ 事後のフォローアップ 

・  行政処分を行うのは、金融機関の財務の健全性、業務の適切性等の確保が主

眼であり、処分そのものが目的ではない。 

行政処分に際して、業務改善計画の提出を求めているのは、ガバナンス、リスク

管理、コンプライアンス等について、金融機関が自ら抜本的な態勢の改善に取組

み、その効果が将来にわたって持続的に発揮されることを期待しているため。 

このような観点から、当庁においては、金融機関の業務改善に向けた取組みを

フォローアップし、その改善努力を促すことに注力している。 

 

（以 上） 
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13事務年度
（14年4月1日～

6月30日）

14事務年度 15事務年度 16事務年度 17事務年度 18事務年度 19事務年度 20事務年度 21事務年度 22事務年度 23事務年度 24事務年度 25事務年度 26事務年度 27事務年度 28事務年度 29事務年度 30事務年度 合　計

3 3 11 2 8 5 0 3 6 2 2 0 4 0 0 0 0 0 49

0 1 1 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 9 11 10 1 0 0 2 1 1 2 1 5 0 0 0 0 43

0 10 20 18 13 10 2 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 3 86

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 1 4 2 13 20 9 2 4 4 2 0 0 0 0 0 1 1 63

0 0 4 2 2 3 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

0 10 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2

0 0 0 0 0 0 1 2 5 8 4 0 0 0 0 0 0 0 20

1 9 10 6 11 11 4 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 65

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2 0 0 6 3 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 21

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 － － － － － － － 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2 29

10 22 26 29 139 26 33 23 21 13 33 15 6 6 25 1 5 6 439

0 0 3 2 1 2 0 6 17 9 2 9 11 8 13 10 6 9 108

2 1 2 2 7 9 13 10 19 22 6 12 18 4 9 6 5 8 155

0 0 0 1 6 6 5 5 7 3 8 6 8 0 0 2 0 0 57

0 0 0 0 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 2 1 0 2 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1165 37 32 1234

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

0 3 4 3 4 1 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
2 5 2 1 31 17 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 61
0 0 0 0 0 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

20 65 107 90 253 129 80 87 104 70 58 53 49 27 47 1185 83 62 2569

うち業務停止以上 9 20 29 30 91 40 33 26 40 30 23 22 20 8 17 582 24 24 1068

（注２）複数の行政処分（例：業務停止命令と業務改善命令）を同時に行った場合はそれぞれ１件としている。

（注３）金融商品仲介業者（19年９月以前は証券仲介業者）の件数は、16年４月より証券仲介業制度が導入されたため、16年４月からの計上となっている。

（注５）合計欄のうち業務停止以上とは、業務停止命令、登録取消し、許可取消し、認可取消し、業務廃止命令のいずれかをいう。

（注６）主要行等及び地域銀行等の件数はそれぞれ銀行持株会社に対する行政処分の件数を含む。

（注７）前払式支払手段発行者のうち22年４月以前の件数は、前払式証票発行者の処分件数。

（注１０）第一種金融商品取引業者のうち19年９月以前の件数は、証券会社と金融先物取引業者の処分件数の合計。

（注１１）第二種金融商品取引業者のうち19年９月以前の件数は、商品投資販売業者の処分件数。

（注１２）投資助言・代理業者のうち19年９月以前の件数は、投資一任業務を営む者以外の投資顧問業者の処分件数。
（注１３）投資運用業者のうち19年９月以前の件数は、投資信託委託業者及び投資一任業務を営む認可投資顧問業者の処分件数の合計。

第二種金融商品取引業者

政府系金融機関

信用金庫

信用組合

地域銀行等

その他銀行

主要行等

外国銀行支店等

銀行代理業者

仮想通貨交換業者

損害保険代理店

信託会社

貸金業者

金融商品仲介業者

信用格付業者

投資法人

特定目的会社

投資運用業者

投資助言・代理業者

合　　計

登録金融機関

農水系統

労働金庫

抵当証券業者

前払式支払手段発行者

生命保険募集人

第一種金融商品取引業者

資金移動業者

適格機関投資家等特例業務届出者

（注９）仮想通貨交換業者の処分件数は、29年４月より改正資金決済法が施行されたため、29年４月からの計上となっている。

（注４）少額短期保険業者等の件数は、18年４月より少額短期保険業制度が導入されたため、18年４月からの計上となっている。

（注８）資金移動業者の処分件数は、22年４月より資金決済法が施行されたため、22年４月からの計上となっている。

                                       行政処分の件数（平成14年４月～平成30事務年度）

（注１）ここでいう行政処分とは、金融庁及び財務局等から発出・公表を行った不利益処分等（勧告、業務改善命令、是正命令、戒告、計画変更命令、
業務改善指示、業務停止命令、登録取消し、許可取消し、認可取消し、業務廃止命令、役員解任命令等)をいう。

生命保険会社

証券金融会社

特定保険業者

少額短期保険業者等

損害保険会社

(別紙２)
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第６節 反社会的勢力への対応について 

 

Ⅰ 経緯 

 

「犯罪に強い社会の実現のための行動計画－「世界一安全な国、日本」の復活を

目指して－」（2003年12月犯罪対策閣僚会議）を踏まえ、公共事業からの暴力団排

除、企業活動からの暴力団排除等の暴力団の資金源に打撃を与えるための総合的な

対策を検討するため、2006 年７月 21 日、関係省庁の申合わせにより暴力団資金源

等総合対策に関するワーキングチームが設置された。また、2008年12月には、「犯

罪に強い社会の実現のための行動計画2008」が策定され、暴力団対策として、暴力

団及び周辺者の経済活動からの排除に取り組んでいくこととしているほか、2013年

12 月に閣議決定された「「世界一安全な日本」創造戦略」においても「民間取引等

からの暴力団排除の推進」等の取組みが盛り込まれている。金融庁としては、関係

省庁と連携を図りつつ、上記の目的の具体化に向けて対応を行ってきたところであ

る。 

 

Ⅱ これまでの対応 

 

１．暴力団資金源等総合対策に関するワーキングチーム 

2006 年６月 20 日、第７回犯罪対策閣僚会議において暴力団資金源等総合対策

に関するワーキングチームの設置を指示され、同年７月21日、関係省庁の申し合

わせにより設置された（2007年７月、暴力団取締り等総合対策に関するワーキン

グチームに改称）。 

 

２．企業活動からの暴力団排除 

（１）暴力団資金源等総合対策に関するワーキングチームの下部組織として企業活

動からの暴力団排除グループが設置された。同グループにおいて、企業におけ

る反社会的勢力による被害を防止するための基本的な理念や具体的な対応に関

する「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」（政府指針）の策

定に向けた検討を重ねた。2007 年６月 19 日、犯罪対策閣僚会議幹事会におけ

る申合わせにより同指針が策定され、同年７月３日、第９回犯罪対策閣僚会議

において報告された。 

 

（２）金融庁では、2007年７月、政府指針の周知を図るべく、関係業界団体に対し

て要請文を発出し、2008年３月、政府指針の内容を踏まえた各業態の監督指針

の改正を行った。2013 年 12 月には反社会的勢力との関係遮断に向けた取組み

策を公表し、これを踏まえ、2014年６月、反社会的勢力との取引の未然防止等

の取組みを推進するための監督指針等の改正を行い、金融取引等からの反社会

的勢力の排除に努めている。 

（３）金融庁、警察庁及び全国銀行協会等で構成する「反社会的勢力介入排除対策
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協議会」や、各都道府県単位で設置される「銀行警察連絡協議会」等を通じて、

反社会的勢力の排除に向けた連携を強化している。 

これらの協議会での検討結果等を踏まえ、全国銀行協会は、暴力団排除条項

の参考例を制定した（融資取引：2008年11月、普通預金規定等：2009年９月）。

全国信用金庫協会など他の業界団体においても、この取組みを参考として、順

次、暴力団排除条項の参考例を提示した。その後、全国銀行協会は、2011年６

月に、反社会的勢力の活動実態に即して排除対象をより明確化するために、参

考例の一部改正を行った。 

また、全国銀行協会は、2010年４月に、反社会的勢力の情報を集約した共有

データベースの稼動を開始したほか、2013 年 11 月、会員各行が他社（信販会

社等）との提携等により金融サービス（融資等）を提供する場合の反社会的勢

力との関係遮断を徹底するため、「反社会的勢力との関係遮断に向けた対応につ

いて」を決定・公表した。また、2017年３月、反社会的勢力との関係遮断等の

取組みのさらなる強化に向け、関係省庁等との連携の推進や本人確認を一層強

化・徹底するため、「反社会的勢力との関係遮断に向けた対応の強化について」

を決定・公表した。その後、2018年１月に、預金保険機構を介して警察庁が保

有する暴力団情報に係るデータベースへの接続を開始し、警察庁へのオンライ

ン照会が可能となった。 

 

（４）金融庁、警察庁及び日本証券業協会等で構成する「証券保安連絡会」や、各

都道府県単位で設置されている「証券警察連絡協議会」等を通じて、反社会的

勢力の排除に向けた連携を強化している。 
これらの連絡会や協議会での検討結果等を踏まえ、日本証券業協会は、2009

年３月に、国家公安委員会よりいわゆる暴力団対策法に規定する「不当要求情

報管理機関」としての登録を受け、業務を開始した。また、2010年５月に、暴

力団排除条項の導入の義務化等を内容とする自主規制規則を制定した。 
また、同年４月に、警察庁に対し、保有する暴力団情報を活用できるよう支

援を求める旨要望し、警察庁は、同年５月、情報提供を行う枠組みを構築する

方針を公表した。その後、2013年１月に、日本証券業協会のシステムと警察庁

が保有する暴力団情報に係るデータベースとが接続（同年２月より稼働）され、

警察庁へのオンライン照会が可能となった。 

 

（５）生命保険協会は、金融庁、警察庁及び法務省等の関係機関との協議を踏まえ、

2011年６月、暴力団排除条項を導入した保険約款の規定例を策定・提示し、2012

年１月に公表した。また、2013年11月、「反社会的勢力との関係遮断に向け

た今後の取組みについて」を決定・公表した。 

日本少額短期保険協会、日本損害保険協会においては、金融庁、警察庁等の

関係機関との協議を踏まえ、暴力団排除条項を導入した保険約款の規定例等を

それぞれ同年４月、７月に策定・公表した。また、同年11月、日本損害保険協

会は、「反社会的勢力の排除に向けた取組みを強化」を決定・公表した。 
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第７節 指定紛争解決機関 

 

金融機関とのトラブルに関し、迅速・簡便・中立・公正な苦情処理・紛争解決を行

うことにより、利用者保護の充実・利用者利便の向上を図ることを目的として、金融

商品取引法、銀行法、保険業法等の金融関連法において、「金融ＡＤＲ制度（金融分

野における裁判外紛争解決制度）」が設けられている。 

指定紛争解決機関は、金融ＡＤＲ制度において中核となる機関であり、行政庁がこ

れを指定・監督することにより、中立性・公正性を確保する枠組みとなっている。 

指定紛争解決機関の監督に当たっては、「実践と方針」及び「指定紛争解決機関向け

の総合的な監督指針（2013 年８月２日策定）」に基づき、紛争解決等業務の運営に係

る監督を行うことで、利用者の信頼性向上や、各機関の特性を踏まえた上での運用の

整合性確保を図っている。 

2019年６月までに、下記の団体を指定紛争解決機関として指定している。 

 

（2019年６月30日現在） 

指定日 

（業務開始日） 
機関名 業務の種別 

2010.９.15 

（2010.10.１） 
一般社団法人全国銀行協会 

・ 銀行業務 

・ 農林中央金庫業務 

2010.９.15 

（2010.10.１） 
一般社団法人信託協会 

・ 手続対象信託業務 

・ 特定兼営業務 

2010.９.15 

（2010.10.１） 
一般社団法人生命保険協会 

・ 生命保険業務 

・ 外国生命保険業務 

2010.９.15 

（2010.10.１） 
一般社団法人日本損害保険協会 

・ 損害保険業務 

・ 外国損害保険業務 

・ 特定損害保険業務 

2010.９.15 

（2010.10.１） 
一般社団法人保険オンブズマン 

・ 損害保険業務 

・ 外国損害保険業務 

・ 特定損害保険業務 

・ 保険仲立人保険募集 

2010.９.15 

（2010.10.１） 

一般社団法人日本少額短期保険

協会 
・ 少額短期保険業務 

2010.９.15 

（2010.10.１） 
日本貸金業協会 ・ 貸金業務 

2011.２.15 

（2011.４.１） 

特定非営利活動法人証券・金融商

品あっせん相談センター 

・ 特定第一種金融商品 

取引業務 
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第９章 預金取扱等金融機関の検査・監督をめぐる動き 

 

第１節 監督指針等 

 

Ⅰ 主要行等向けの総合的な監督指針等 

 

主要行等向けの総合的な監督指針の改正 

本監督指針については、2005年10月28日に策定した後、環境の変化や新たな問

題に的確に対応するために、随時、改正を行ってきたところであり、2018事務年度

においても以下のとおり改正を行っている。 

 

① 「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」の施行に係る改正（2018年７月

６日） 

「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」の施行に伴う所要の改正を行

ったもの（2018年７月９日より適用）。 

 

② 破綻処理準備態勢の整備及び金融機関の報酬体系に係る改正（2018年７月13

日） 

金融安定理事会（ＦＳＢ）における議論の進展等を踏まえ、破綻処理準備態

勢の整備及び金融機関の報酬体系の留意点等に係る所要の改正を行ったもの

（2018年７月13日より適用）。 

 

③ 「銀行法施行令等の一部を改正する政令」等の施行に係る改正（2018年８月15

日） 

店舗の休日や共同店舗の運営等に係る規制緩和要望を踏まえた「銀行法施行

令等の一部を改正する政令」等の改正に伴う所要の改正を行ったもの。（2018

年８月16日より適用）。 

 

④ 流動性比率規制の一部改正に係る改正（2019年１月31日） 

バーゼル銀行監督委員会で合意した流動性比率規制のうち、流動性カバレッ

ジ比率の日次報告基準の見直しに伴う所要の改正を行ったもの（2019年１月31

日より適用）。 

 

⑤ 金利リスクのモニタリング手法等の見直しに係る改正（2019年２月18日） 

国内基準行における金利リスクに係るモニタリング手法について所要の改 

正を行ったもの（2019年３月31日より適用）。 

 

⑥ 「自己資本比率規制（第３の柱）に関する告示等」の一部改正に係る改正（2019 

年３月１日） 

バーゼル銀行監督委員会が公表した「開示要件（第３の柱）の統合及び強化
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－第２フェーズ」を踏まえ、国際統一基準行に対する開示の留意事項等につい

て所要の改正を行ったもの（2019年３月31日より適用）。 

 

⑦ 「自己資本比率規制（第１の柱・第３の柱）に関する告示等」の一部改正に係

る改正（2019年３月15日） 

バーゼル規制等の国際合意を踏まえ、レバレッジ比率規制及びＴＬＡＣ規制

に係る所要の改正を行ったもの（2019年３月31日より適用）。 

 

 

Ⅱ 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針 

 

中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の改正 

本監督指針については、2004年５月31日に策定した後、環境の変化や新たな問

題に的確に対応するために、随時、改正を行ってきたところであり、2018事務年度

の改正内容は、上記のⅠ 主要行等向けの総合的な監督指針等の改正内容の①「産

業競争力強化法等の一部を改正する法律」の施行に係る改正（2018年７月６日）③

「銀行法施行令等の一部を改正する政令」等の施行に係る改正（2018年８月15日）

④流動性比率規制の見直しに係る改正（2019年１月31日）⑤「金利リスクのモニ

タリング手法等の見直しに係る第３の柱に関する告示」の一部改正に係る改正（2019

年２月18日）である。これに加え、以下の改正を行っている。 

 

早期警戒制度の見直しに係る改正（2019年６月28日） 

地域金融機関が、将来にわたる健全性を確保し、金融仲介機能を十分に発揮して

いくため、早め早めの経営改善を促す観点からモニタリングの枠組みの見直しを行

ったもの（2019年６月28日より適用）。 
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第２節 預金取扱等金融機関の概況 

 

Ⅰ 主要行等の2018年度決算概況（別紙１参照） 

 

Ⅱ 地域銀行の2018年度決算概況（別紙２参照） 

 

地域銀行の2018年度決算の概況（銀行単体ベース）は、各行決算短信等によれば、

以下のとおりである。 

  

①  当期純利益は、実質業務純益が資金利益の減少を債券等関係損益の増加及び

経費の減少等でカバーし前年同期比で増加したものの、与信関係費用の増加等

により前年同期比2,279億円減益の7,686億円となった。 

②  不良債権額は前年同期比0.3兆円増加の4.8兆円、不良債権比率も前年同期

比0.03％増加の1.74％となった。 

③  国際統一基準行の総自己資本比率は前年同期比0.17％低下の13.84％、Ｔｉ

ｅｒ１比率及び普通株式等Ｔｉｅｒ１比率は、いずれも前年同期比0.24％低下

の13.37％となった。 

国内基準行の自己資本比率は前年同期比0.23％低下の9.47％となった。 

 

Ⅲ 再編等の状況 

１．銀行業の免許（別紙３参照） 

 

２．主要行等の再編等（別紙４～６参照） 

 

３．地域銀行の再編等（別紙７～９参照） 

 

４．外国銀行の参入 

2018年７月以降、新たに銀行業の免許を付与した外国銀行はない（2019年６月

末現在、免許を付与されている外国銀行支店は56行）。 

 

５．外国銀行の退出 

2018年７月以降、新たに銀行業を廃止した外国銀行支店はない。 

 

Ⅳ 不良債権処理等の推移 

 

１．不良債権の概念（別紙10～12参照） 

（１）金融再生法開示債権 

金融機関の不良債権の概念の一つに、金融再生法開示債権がある。これ

は、金融再生法（金融機能の再生のための緊急措置に関する法律）の規定
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に基づき、貸出金、支払承諾見返等の総与信を対象に、債務者の財政状態

及び経営成績等を基礎として、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、

「危険債権」、「要管理債権」及び「正常債権」の４つの区分に分けて開示

するものである（主要行については1999年３月期より、地域銀行について

は1999年９月期より、協同組織金融機関については2000年３月期より、

開示が義務付けられた）。このうち「正常債権」以外の３つを「金融再生法

開示債権」と呼んでいる。 

 

（２）リスク管理債権 

リスク管理債権は、金融再生法開示債権と並ぶ不良債権の概念の一つであ

り、貸出金を対象に、客観的形式的基準により区分（破綻先債権、延滞債権、

３ヶ月以上延滞債権、貸出条件緩和債権）し、区分された債権毎に各金融機

関が開示するものである。このリスク管理債権は、米国証券取引委員会（Ｓ

ＥＣ）と同様の基準に基づくものであり、1998年３月期より各銀行が全銀協

統一開示基準等に基づき開示を開始、1999年３月期からは、金融システム改

革法に基づく銀行法等の改正により、全預金取扱金融機関に対し、連結ベー

スでの開示が罰則付きで義務付けられた。 

 

２．金融再生法開示債権等の現状（別紙13～20参照） 

（１）金融再生法開示債権【全国銀行ベース】 

単位：％、兆

円）  

2002年 

３月期 

2017年 

３月期 

2018年 

３月期 

2018年 

９月期 

2019年 

３月期 

不良債権比率 8.4 1.3 1.1 1.1 1.1 

総与信 512.1 585.8 595.3 607.8 612.5 

金融再生法 

開示債権 
43.2 7.7 6.7 6.5 6.7 

 

破産更生 

債権 
7.4 1..2 1.1 1.1 1.2 

危険債権 19.3 4.5 4.0 4.0 4.2 

要管理 

債権 
16.5 2.0 1.6 1.3 1.4 

 正常債権 468.9 578.1 588.6 601.3 605.7 
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（２）リスク管理債権残高の推移【全国銀行ベース】 

（単位：兆円）  

2012 年 

３月期 

2013 年 

３月期 

2014 年 

３月期 

2015 年 

３月期 

2016 年 

３月期 

2017 年 

３月期 

2018 年 

３月期 

2019 年 

３月期 

11.5 11.7 10.0 9.0 8.2 7.6 6.6 6.5 

 

３．不良債権問題への取組み（別紙21～22参照） 

不良債権の最終処理は、金融機関の収益力の改善や貸出先企業の経営資源の有

効活用などに寄与し、新たな成長分野への資金の供給や資源の移動を促すことに

つながるものであり、他の分野の構造改革と合わせてこれを加速することは、日

本経済の再生に不可欠なものであった。 

これまで、2001年４月の緊急経済対策以来、主要行の破綻懸念先以下債権につ

いて、いわゆる「２年・３年ルール」「５割・８割ルール」等のオフバランス化の

ルールを設定し、それに則って不良債権の最終処理が着実に進められてきたとこ

ろである。 

 

（注１）さらに、2002 年 10 月の「金融再生プログラム」においては、主要行の不

良債権比率を2004年度末までに半分程度に低下させ、不良債権問題の正常化

を図るとともに、構造改革を支えるより強固な金融システムの構築に取り組

むこととした。同プログラムに盛り込まれた、主要行の資産査定の厳格化、

自己査定の充実、ガバナンスの強化といった目標や、産業と金融の一体再生

の取組み等の諸施策を約２年半の間、強力に推進してきた結果、2005年３月

期には主要行の不良債権比率は 2.9％へと低下し、同プログラムの最も中心

的な課題であった主要行の不良債権問題の正常化という目標を達成した。 

（注２）なお、2005年10月に策定した｢主要行等向けの総合的な監督指針｣におい

ては、｢２年・３年ルール｣、｢５割・８割ルール｣といったこれまでのオフバ

ランス化ルールを取りやめることとする一方、不良債権の早期認知、早期対

処のための銀行の不良債権管理についての総合的な着眼点を明確化すること

とし、不良債権問題の再発防止を図ることとしたところである。 

 

Ⅴ 預金保険料率の変更 

 

2019年度の預金保険料率については、預金保険機構より、実効料率0.033％を前提

として、決済用預金0.045％、一般預金等0.032％、に変更する認可申請がなされ、

2019年３月29日、預金保険法に基づき、これを認可した。 

（注）預金保険機構は、「中長期的な預金保険料率のあり方等について」（「預金保険料

率に関する検討会」報告書（2015年１月30日公表））を踏まえ、2021年度末に責

任準備金が５兆円程度になるように積み立てを行っていくことを当面の積立目標
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としており、この積立目標を確実に達成できる水準として、2019年度の預金保険

料率を「0.033％」（▲0.001％引下げ）とした。 
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（別紙１） 

令 和 元 年 6 月 6 日 

金 融 庁 

主要行等の平成 31 年３月期決算の概要 

１． 損益の状況（グループ連結ベース） 

○ 31 年３月期は、国内の低金利環境の継続が資金利益の下押し要因となる中、総

じて与信関係費用が増加したことに加え、一部大手銀行グループで特別損益が大

幅に悪化したことなどにより、当期純利益は前年同期に比べ▲24.0％の減少。 
（単位：億円） 

 29 年３月期 30 年３月期 31 年３月期 前期比 

連結業務粗利益 105,278 102,995 100,209 ▲ 2,787 

 資金利益 50,158 48,306 47,718 ▲ 588 

 役務取引等利益 34,351 35,039 34,982 ▲ 57 

 その他業務利益 8,762 8,064 6,893 ▲ 1,172 

  うち債券等関係損益* 998 ▲ 96 ▲ 588 ▲ 493 

経費 ▲ 68,253 ▲ 68,901 ▲ 68,356 545 

連結業務純益 37,913 35,067 32,915 ▲ 2,152 

与信関係費用** ▲ 3,991 53 ▲ 1,702 ▲ 1,755 

株式等関係損益 4,888 5,629 5,404 ▲ 225 

 うち株式等償却* ▲ 292 ▲ 186 ▲ 849 ▲ 663 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 
26,140 27,853 21,334 ▲ 6,519 

*債券等関係損益、株式等償却については銀行単体ベース。**与信関係費用について、正の値は益を、負の値は損を表す。 

（参考） 29 年３月末 30 年３月末 31 年３月末 

貸出金（末残）*** 299.9 兆円 296.9 兆円 305.2 兆円 
 

***貸出金は銀行単体ベースの銀行勘定計。 

２．不良債権の状況（銀行単体ベース） 

○ 不良債権額は 30 年３月期に比べ減少、不良債権比率も低下。 
（いずれも平成 11 年３月期の金融再生法に基づく開示以降で最低） 

 

 29 年３月期 30 年３月期 31 年３月期 

不良債権額 2.9 兆円 2.2 兆円 2.0 兆円 

不良債権比率 0.87% 0.66% 0.58% 

３．自己資本比率の状況（グループ連結ベース） 

○ 国際統一基準行の総自己資本比率、Tier1 比率、普通株式等 Tier1 比率は、30

年３月期に比べ上昇。 

○ 国内基準行の自己資本比率は、30 年３月期に比べ低下。 

 （国際統一基準行：４グループ）        （国内基準行：３グループ） 

 

 

 
（注1）記載金額・比率は、四捨五入して表示。 
（注2）グループ連結ベースは、みずほFG、三菱UFJFG、三井住友FG、三井住友トラストHD（以上、国際統一基準行）、りそなHD、 
   新生銀行、あおぞら銀行（以上、国内基準行）を対象とする。 
 (注3) 銀行単体ベースは、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行、 
   三井住友信託銀行、新生銀行、あおぞら銀行を対象とする。 

 30 年３月期 31 年３月期 

自己資本比率 11.26% 10.52% 

 30 年３月期 31 年３月期 

総自己資本比率 17.63% 17.83% 

Ｔier1 比率 15.12% 15.39% 

普通株式等Ｔier1 比率 12.94% 13.31% 
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                        令和元年６月６日 

金 融 庁 

地域銀行の平成 31 年３月期決算の概要 

１．損益の状況（銀行単体ベース） 

○ 実質業務純益は、債券等関係損益の増加及び経費の減少等により、前年同期に比べ、

0.4％の増益。 

○ 当期純利益は、与信関係費用の増加等により、前年同期に比べ、22.9％の減益。 
                                                      （単位：億円） 

 29 年３月期 30 年３月期 31 年３月期 前年同期比 

業務粗利益 43,729 42,707 42,233 ▲ 474 

 資金利益 38,419 38,319 37,201 ▲ 1,118 

 役務取引等利益 5,010 5,297 5,281  ▲ 16  

 債券等関係損益 ▲ 372 ▲ 1,213 ▲ 332 881  

  うち、債券等償却 ▲ 14 ▲ 20 ▲ 31 ▲ 11  

経費 ▲ 30,894 ▲ 30,528 ▲ 30,011 517  

実質業務純益 12,834 12,178 12,221 43  

与信関係費用(※) ▲ 861 ▲ 1,065 ▲ 3,473  ▲ 2,408  

株式等関係損益 2,136 2,751       2,485 ▲ 266  

 うち、株式等償却 ▲ 55 ▲ 36 ▲ 128 ▲ 92  

当期純利益 10,002 9,965 7,686 ▲ 2,279  
 
※ 与信関係費用について、正の値は益を、負の値は損を表す。 

（参考） 

 29 年３月期 30 年３月期 31 年３月期 

貸出金（末残） 251.0 兆円 260.6 兆円 269.3 兆円 
 

２．不良債権の状況（銀行単体ベース） 

○ 不良債権額は 30 年３月期に比べ増加、不良債権比率も増加。 
 

 29 年３月期 30 年３月期 31 年３月期 

不良債権額 4.8 兆円 4.5 兆円 4.8 兆円 

不良債権比率 1.90％ 1.71％ 1.74％ 
 

３．自己資本比率の状況（銀行単体ベース） 

○ 国際統一基準行の総自己資本比率は、30 年３月期に比べ低下。 

○ 国内基準行の自己資本比率は、30 年３月期に比べ低下。 

  

 
 30 年３月期 31 年３月期 

総自己資本比率 14.01％ 13.84％ 

Tier1 比率 13.61％ 13.37％ 

普通株式等 Tier1 比率 13.61％ 13.37％ 

 30 年３月期 31 年３月期 

自己資本比率 9.70％ 9.47％ 

（注1）記載金額・比率は、四捨五入して表示。 

（注2）29年3月期、30年3月期の集計対象は106行(地方銀行64行、第二地方銀行41行及び埼玉りそな銀行) 

    31年3月期の集計対象は105行(地方銀行64行、第二地方銀行40行及び埼玉りそな銀行) 

（注3）与信関係費用・不良債権の計数には、再生専門子会社分を含む。 

(国際統一基準行：11行) (国内基準行：30年3月期 95行、31年3月期 94行) 

（別紙２） 
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平成 30 年８月 10 日 

金融庁 

 

銀行業の免許について 
 

本日、株式会社ローソン銀行に対し、銀行法第４条第１項の規定に基づく銀行業の

免許を付与しました。 

 

 

 １．商     号 ： 株式会社ローソン銀行 

 ２．本 店 所 在 地 ： 東京都品川区大崎二丁目１番１号 

 ３．資  本  金 ： 116 億円 

 ４．株     主 ： 株式会社ローソン   （95％） 

            株式会社三菱 UFJ 銀行 （５％） 

 ５．代  表  者 ： 代表取締役会長 岩下 正 

            代表取締役社長 山下 雅史 

 

 

 

お問い合わせ先 

金融庁 Tel：03-3506-6000（代表） 

監督局銀行第一課（内線 3717、3397） 

 

（別紙３） 
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平成 30 年９月 28 日 

金融庁 

 

銀行持株会社の設立認可について 
 

本日、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、資産管理サービス信託銀行株

式会社に対し、銀行法第 52 条の 17 第１項の規定に基づき、銀行を子会社とする持株

会社「JTC ホールディングス株式会社」の設立を認可しました。 

 

 

（参考）銀行持株会社の概要 

 

 １．商 号 ：JTC ホールディングス株式会社 

 ２．本 店 所 在 地 ：東京都中央区晴海一丁目８番 11 号 

 ３．代 表 者 ：代表取締役社長 渡辺 伸充   

 ４．資 本 金 : 設立時：500,000,000 円 

 ５．役職員数(予定) ： 65 名 

 ６．設 立 予 定 日 ： 平成 30 年 10 月１日 

 

 

 

お問い合わせ先 

金融庁 Tel 03-3506-6000（代表） 

監督局 銀行第一課（内線 3395、2783） 

 

 
 

（別紙４） 
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平成 31 年３月 29 日 

金融庁 

 

銀行持株会社の認可について 
 

本日、ＡＦＳコーポレーション株式会社（イオンフィナンシャルサービス株式会社

の子会社）に対し、銀行法第 52 条の 17 第１項の規定に基づき、銀行を子会社とする

持株会社になることを認可しました。 

 

 

（参考）銀行持株会社の概要 

 

 １．商 号 ：ＡＦＳコーポレーション株式会社 

 ２．本 店 所 在 地 ：東京都千代田区神田錦町一丁目１番地 

 ３．代 表 者 ：代表取締役社長 新井 直弘 

 ４．資 本 金 ：20 億円 

 ５．役職員数(予定) ：42 名 

 ６．設 立 予 定 日 ：平成 31 年４月１日 

７．子会社とする銀行 ：株式会社イオン銀行 

 

 

 

お問い合わせ先 

金融庁 Tel 03-3506-6000（代表） 

監督局 銀行第一課（内線 3717、3388） 

 

（別紙５） 
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平成 31 年３月 29 日 

金融庁 

 

銀行持株会社の認可について 
 

本日、LDF 設立準備株式会社（KDDI 株式会社の子会社）に対し、銀行法第 52 条の

17 第１項の規定に基づき、銀行を子会社とする持株会社になることを認可しました。 

 

 

（参考）銀行持株会社の概要 

 

 １．商 号 ：au フィナンシャルホールディングス株式会社 

（平成 31 年４月１日付で「LDF 設立準備株式会社」から商号変更） 

 ２．本 店 所 在 地 ：東京都中央区日本橋１丁目 19 番１号 

 ３．代 表 者 ：代表取締役社長 勝木 朋彦 

 ４．資 本 金 ：200 億円 

 ５．役職員数（予定） ：108 名 

 ６．設 立 予 定 日 ：平成 31 年４月１日 

 ７．子会社とする銀行 ：株式会社じぶん銀行 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

金融庁 Tel 03-3506-6000（代表） 

監督局 銀行第一課（内線 3717、3758） 

 

 
 

（別紙６） 
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平成 30 年９月 25 日 

金 融 庁 

 

銀行持株会社の設立認可について 
 

本日、株式会社第四銀行及び株式会社北越銀行に対し、銀行法第 52 条の 17 第１項

の規定に基づき、銀行を子会社とする持株会社「株式会社第四北越フィナンシャルグ

ループ」の設立を認可しました。 

 

 

（参考）銀行持株会社の概要 

 

 １．商 号 ： 株式会社第四北越フィナンシャルグループ 

 ２．本 店 所 在 地 ： 新潟県長岡市大手通二丁目２番地 14 

 ３．代 表 者 ： 代表取締役会長  佐藤 勝弥 

            代表取締役社長  並木 富士雄 

 ４．資 本 金 ： 300 億円 

 ５．役職員数(予定) ： 249 名 

 ６．設 立 予 定 日 ： 平成 30 年 10 月１日 

 

 

 

お問い合わせ先 

関東財務局 Tel  048-600-1144 
金融監督第一課 

 

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 

監督局銀行第二課 

(内線 3763、3699) 

 

（別紙７） 
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平成 31 年３月 29 日 

金 融 庁 

 

銀行の合併認可について 
 

本日、株式会社近畿大阪銀行と株式会社関西アーバン銀行に対し、銀行法第 30 条

第１項の規定に基づき、両行が合併することについて認可しました。 

 

 

（参考）合併後の銀行の概要 

 

 １．商 号 ： 株式会社関西みらい銀行 

 ２．本 店 所 在 地 ： 大阪府大阪市中央区備後町２丁目２番１号 

 ３．代 表 者 ： 代表取締役社長    菅 哲哉 

代表取締役兼副社長 三浦 清 

代表取締役兼副社長 宇野 保範  

 ４．資 本 金 ： 389 億円 

 ５．職 員 数 ： 4,823 名 

 ６．合 併 予 定 日 ： 平成 31 年４月１日 

 

 

 

お問い合わせ先 

近畿財務局 Tel：06-6949-6369 

金融監督第一課 

 

金融庁 Tel：03-3506-6000(代表) 

監督局銀行第二課 

(内線：3763、3699) 

 

（別紙８） 
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平成 31 年３月 31 日 

金 融 庁 

 

銀行持株会社に対する子会社取得の認可について  
 

本日、株式会社ふくおかフィナンシャルグループに対して、株式会社十八銀行を子

会社とすることについて銀行法第 52 条の 23 第６項の規定に基づき認可しました。 

 

 

 

お問い合わせ先 

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 

監督局銀行第二課 

(内線 3365、3228) 

 

（別紙９） 
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リスク管理債権、金融再生法に基づく資産査定、自己査定の違い 

 
 

 
 

 

     リスク管理債権 
 

 

  金融再生法に基づく資産査定 
 

 

 自己査定      
 

 

目   的 

 
 

 

ディスクロージャー 

 
 

 

ディスクロージャー 

 
 

 

 適正な償却・引当を行うための準

備作業 
 

 

対象資産 

 

 
 

 

貸出金 

 

 
 

 

 総与信（貸出金、外国為替、未収利息、

仮払金、支払承諾見返、有価証券の貸付

を行っている場合のその有価証券（使用

貸借又は賃貸借契約によるものに限

る）） 
 

 

 総資産（ただし、当局による集計

結果は、総与信ベース） 

 
 

 

区分方法 

 

 

 

 

 

 
 

 

 債権の客観的な状況による区分 

（＝債権ベース、但し、一部金融機関に

おいては、金融再生法と同様の債務者

ベースによる区分を実施） 

 

（破綻先債権、延滞債権、３か月以上延

滞債権、貸出条件緩和債権） 

 

 債務者の状況に基づく区分 

（＝債務者ベース） 

 

 

 

 （破産更生等債権、危険債権、 

  要管理債権、正常債権） 

 

 債務者の状況に基づき区分（破綻

先、実質破綻先、破綻懸念先、要

注意先、正常先）した上で担保に

よる保全状況等を勘案して、実質

的な回収可能性に基づき分類 

 （Ⅰ～Ⅳ分類） 

 
 

  
 

 担保・引当カバー 

 部分の扱い 
 

 

 担保・引当カバー部分も含まれている。 
 

 

 担保・引当カバー部分も含まれている。 

 
 

 

 担保のカバー状況は分類において

勘案される。 
 

 

（別紙１０） 
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（別紙11） 

リスク管理債権、再生法開示債権及び自己査定の関係 
 

 

リスク管理債権 
 

 

再生法開示債権 
 

 

      自己査定 
 

 

    銀行法等に基づく開示 

 
 

 

    再生法等に基づく開示 

 
 

 

   適切な償却・引当を行う 

     ための準備作業 
 

 

      対象：貸出金 

 

 

 
 

 

  対象：貸出金、外国為替、 

     未収利息、仮払金、 

     支払承諾見返等 
 

 

     対象：総資産 

 

 

 
 

 

   担保・引当カバー分を含む 

 
 

 

  担保・引当カバー分を含む 

 
 

 

   担保のカバー状況は分類 

     において勘案 
 

 

破綻先債権 
未収利息不計上貸出金のうち、

更生手続き開始等の事由が生じ

ているもの 
 

 

破産更生債権及びこれら 

に準ずる債権 
破産、会社更生、再生手続等

の事由により経営破綻に陥っ

ている債務者に対する債権及

びこれらに準ずる債権 
 

 

破綻先 

実質破綻先 

第 

Ⅰ 

分 

類 

 
 

第 

Ⅱ 

分 

類 

 
 

第 

Ⅲ 

分 

類 

 
 

第 

Ⅳ 

分 

類 

 
 

 

 

延滞債権 
 

未収利息不計上貸出金であっ

て、上記破綻先債権及び債務者

の経営再建又は支援を図ること

を目的として利息の支払いを猶

予したもの以外のもの 
 

 

危険債権 
債務者が経営破綻の状態には

至っていないが、財政状態及

び経営成績が悪化し、契約に

従った債権の元本の回収及び

利息の受取りができない可能

性の高い債権 
 

 

破綻懸念先 

第 

Ⅰ 

分 

類 

 

 
 

第 

Ⅱ 

分 

類 

 

 
 

第 

Ⅲ 

分 

類 

 

 
 

 

３カ月以上延滞債権 
元金又は利息の支払が、約定支

払日の翌日を起算日として３カ

月以上延滞している貸出債権

（破綻先債権、延滞債権に該当

するものを除く） 
 

 

要管理債権 
 

３ヶ月以上延滞債権及び貸出

条件緩和債権 
 

 

要注意先 

 

   第 

   Ⅰ 

   分 

   類 

 

 

 
 

 

第 

Ⅱ 

分 

類 

 

 

 
 

 

貸出条件緩和債権 

 
経済的困難に陥った債務者の再

建又は支援を図り、当該債権の

回収を促進すること等を目的

に、債務者に有利な一定の譲歩

を与える約定条件の改定等を行

った貸出債権（上記に該当する

ものを除く） 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

正常先 

～                ～                               ～       第Ⅰ分類 

～                ～                               ～ 
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（別紙12）

Ｉ ＩＩ ＩＩＩ ＩＶ

Ｉ ＩＩ ＩＩＩ ＩＶ

Ｉ ＩＩ ＩＩＩ ＩＩＩ

　要　　管　　理　　先　　  Ｉ ＩＩ ＩＩ ＩＩ

Ｉ ＩＩ ＩＩ ＩＩ

Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ

破綻先

実質破綻先

破綻懸念先

要注意先

うち要管理先

正常先
　　

ＩＶ （第4分類）:回収不能債権

不

良

　
←

　
財

務

内

容

　
→

　
健

全

破 綻 先

実 質 破 綻 先

   金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者、元本返済若し
くは利息支払いが事実上延滞しているなど履行状況に問題がある債務者のほか、
業況が低調ないしは不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後
の管理に注意を要する債務者

一 般 担 保 （ 不 動 産 担 保 等 ）

担

保

な

ど

の

分

類

 
　高い　　　　←　　　　回収の可能性　　　　　→　　　　　　　低い
 

　　　　　　　　　自己査定における債権分類基準

   業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者

担

保

な

し

処
分
可
能
見
込
額

（
評
価
額
の
7
0
％

相
当
分

）

評
価
額
と
処
分
可
能

見
込
額
の
差
額

（
評
価
額
の
３
０
％

相
当
分

）

Ｉ   （第1分類）:正常債権

正 常 先

債 務 者 区 分

ＩＩＩ  (第3分類）:回収に重大な懸念のある債権

ＩＩ　（第2分類):回収に注意を要する債権

破 綻 懸 念 先

　件緩和債権」にかかる債務者
　　　要注意先債務者のうち、「３カ月以上延滞債権」にかかる債務者又は「貸出条

　 法的・形式的な経営破綻の事実が発生している先をいい、例えば、破産、清算、
会社整理、会社更生、手形交換所の取引停止処分などの事由により経営破綻に
陥っている債務者

   法的・形式的な経営破綻の事実が発生していないものの、深刻な経営難の状態
にあり、再建の見通しがない状態にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っ
ている債務者

   現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進
捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者

要 注 意 先

優

良

担

保

（
預
金
・
国
債
な
ど
の
担
保

）

優

良

保

証

（
保

証

協

会

な

ど

の

保

証

）
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令和元年 8月 30 日 

金融庁 

 

平成 31年 3月期における金融再生法開示債権の状況等（ポイント） 
 

１．金融再生法開示債権の状況 

平成 31 年 3 月期の全国銀行の金融再生法開示債権残高は 6.7 兆円であり、平成 30

年 3 月期の 6.7 兆円と比べ横ばいとなっています。 
 
（参考）平成 31 年 3 月期における金融再生法開示債権の増減要因（単位：兆円） 

 
金融再生法開示債権                                        ＋0.0 
うち 要管理債権                                   ▲0.2 
[増加要因] 債務者の業況悪化等に伴う新規発生             ＋0.4 

危険債権以下からの上方遷移               ＋0.0 
（債務者の業況改善＋0.0 再建計画の策定等＋0.0） 

                             （増加要因計 ＋0.4） 
 
 [減少要因] 正常債権化                       ▲0.5 

（債務者の業況改善▲0.5 再建計画の策定等▲0.1） 
危険債権以下への下方遷移                        ▲0.1 

         返済等（*）                       ▲0.0 
                                                         （減少要因計 ▲0.6） 
 

うち 危険債権以下                                 ＋0.2 
[増加要因] 債務者の業況悪化等に伴う新規発生            ＋1.5 

要管理債権からの下方遷移                        ＋0.1 
                            （増加要因計 ＋1.6） 
 
[減少要因] オフバランス化等（*）                      ▲1.4 

（債権流動化等▲1.0、正常債権化及び要管理債権への上方遷移▲0.4） 
                                                           （減少要因計 ▲1.4） 
 

＊「返済等」「オフバランス化等」には、統計上生じる誤差脱漏が含まれます。 
 
（注）銀行に対するアンケート調査により把握したものです。 

 

２．個別貸倒引当金の状況 

平成 31 年 3 月期の全国銀行の個別貸倒引当金残高は 1.5 兆円であり、平成 30 年 3

月期の 1.3 兆円と比べ 0.2 兆円の増加となっています。 

 

３．不良債権処分損の状況 

平成 31 年 3 月期の全国銀行の不良債権処分損（不良債権の処理に伴う損失）は、平

成 30 年 3 月期の 0.1 兆円の戻り益から 0.4 兆円悪化し、0.3 兆円の損失となっていま

す。 
 

（注）計数は全て、百億円単位を四捨五入して記載しています。 

（別紙１３） 
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お問い合わせ先 

金融庁 Tel 03-3506-6000（代表） 

監督局総務課監督調査室 
（内線 2688、3278） 

 

 

（表１）金融再生法開示債権等の推移 

（Excel）（PDF：356KB） 

（表２）全国銀行の金融再生法開示債権の増減要因 

（Excel）（PDF：142KB） 

（表３）金融再生法開示債権の保全状況の推移 

（Excel）（PDF：37KB） 

（表４）担保不動産の評価額（処分可能見込額）と売却実績額の推移 

（Excel）（PDF：27KB） 

（表５）不良債権処分損等の推移（全国銀行） 

（Excel）（PDF：49KB） 

（表６）リスク管理債権額等の推移 

（Excel）（PDF：507KB） 

（表７）自己査定による債務者区分の推移 

（Excel）（PDF：37KB） 
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14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 18年9月期 19年3月期 19年9月期 20年3月期 20年9月期 21年3月期 21年9月期 22年3月期 22年9月期 23年3月期 23年9月期 24年3月期 24年9月期 25年3月期 25年9月期 26年3月期 26年9月期 27年3月期 27年9月期 28年3月期 28年9月期 29年3月期 29年9月期 30年3月期 30年9月期 31年3月期

3,269,620 2,873,530 2,693,570 2,593,000 2,662,870 2,704,100 2,757,540 2,771,990 2,798,260 2,858,960 2,899,090 2,749,260 2,699,540 2,625,590 2,639,270 2,628,610 2,704,700 2,694,570 2,867,610 2,907,090 3,018,050 3,083,250 3,199,450 3,225,480 3,246,040 3,178,640 3,315,290 3,322,220 3,310,330 3,394,860 3,391,280

283,850 206,800 138,020 75,600 46,940 39,500 41,440 40,780 38,590 43,420 48,080 51,840 50,310 49,560 48,600 47,790 49,830 49,460 50,970 44,420 40,160 35,100 35,150 31,740 31,490 28,890 28,990 24,220 21,910 18,290 19,630
破 産 更 生 等 債 権 ( 億 円 ) 35,290 22,100 14,940 10,580 5,180 4,380 4,050 4,450 4,490 8,240 11,610 10,830 9,290 7,600 6,650 5,600 5,370 5,370 5,640 4,900 3,420 2,990 2,890 3,870 3,900 3,690 3,680 3,650 3,120 2,950 2,670
危 険 債 権 ( 億 円 ) 129,790 67,740 53,270 37,470 19,020 16,110 19,550 21,420 17,130 21,420 25,000 29,650 29,120 28,650 26,580 27,280 29,340 29,180 29,140 25,230 23,760 20,520 18,330 16,160 17,940 13,280 13,320 11,850 10,540 10,220 12,230
要 管 理 債 権 ( 億 円 ) 118,770 116,960 69,810 27,550 22,750 19,020 17,850 14,900 16,970 13,760 11,470 11,360 11,900 13,310 15,370 14,920 15,120 14,920 16,180 14,290 12,980 11,590 13,930 11,710 9,650 11,920 11,990 8,720 8,250 5,120 4,730

2,985,770 2,666,730 2,555,550 2,517,400 2,615,930 2,664,590 2,716,090 2,731,210 2,759,670 2,815,540 2,851,010 2,697,420 2,649,220 2,576,030 2,590,670 2,580,810 2,654,870 2,645,110 2,816,650 2,862,670 2,977,890 3,048,160 3,164,300 3,193,750 3,214,550 3,149,750 3,286,290 3,298,000 3,288,420 3,376,570 3,371,650

8.7 7.2 5.1 2.9 1.8 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5 1.7 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.5 1.3 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.7 0.7 0.5 0.6

7.7 5.1 3.5 2.0 ▲ 0.3 ▲ 0.2 0.3 0.4 0.4 0.8 1.9 0.6 1.0 0.1 0.4 0.0 0.3 0.0 0.2 ▲ 0.2 ▲0.3 ▲0.3 ▲0.0 ▲0.0 ▲0.2 ▲0.0 ▲0.2 ▲0.2 ▲0.2 ▲0.3 ▲ 0.1

4.2 4.1 4.0 3.9 3.9 1.6 3.5 1.6 3.3 1.4 2.7 1.4 2.9 1.8 3.2 1.7 3.2 1.8 3.3 1.5 2.9 1.6 3.2 1.6 3.0 1.6 2.6 1.1 2.1 1.1 1.8

2,503,960 2,406,670 2,254,850 2,176,790 2,241,680 2,272,530 2,319,430 2,333,780 2,355,220 2,413,270 2,444,980 2,300,590 2,256,270 2,191,390 2,206,870 2,195,810 2,274,270 2,255,940 2,409,040 2,450,010 2,546,870 2,606,160 2,701,620 2,718,050 2,727,740 2,657,520 2,774,690 2,781,430 2,764,610 2,941,140 2,932,290

218,120 176,690 118,490 64,630 40,650 33,800 35,090 35,190 33,300 38,440 41,130 42,530 40,630 40,760 40,740 40,740 42,090 42,100 43,150 37,900 34,660 30,650 31,830 29,430 29,420 27,070 27,250 22,960 20,760 17,360 18,390
破 産 更 生 等 債 権 ( 億 円 ) 25,260 18,500 12,710 9,270 4,580 3,940 3,460 3,740 3,800 6,410 8,930 8,040 6,880 5,800 5,070 4,260 4,130 4,150 4,530 4,090 3,100 2,770 2,710 3,500 3,700 3,520 3,540 3,470 2,950 2,800 2,540
危 険 債 権 ( 億 円 ) 101,890 58,530 44,600 31,830 17,020 14,340 16,840 18,770 15,230 19,400 21,520 24,460 23,840 23,600 22,080 22,950 24,360 24,290 23,990 21,180 20,290 17,720 16,400 14,950 16,640 12,340 12,680 11,350 10,080 9,760 11,380
要 管 理 債 権 ( 億 円 ) 90,980 99,660 61,170 23,530 19,050 15,520 14,800 12,680 14,270 12,630 10,670 10,030 9,910 11,360 13,600 13,530 13,600 13,660 14,630 12,640 11,270 10,170 12,720 10,980 9,090 11,210 11,040 8,150 7,730 4,810 4,480

2,285,840 2,229,980 2,136,360 2,112,170 2,201,040 2,238,730 2,284,340 2,298,580 2,321,920 2,374,840 2,403,860 2,258,060 2,215,650 2,150,630 2,166,120 2,155,070 2,232,180 2,213,850 2,365,890 2,412,110 2,512,210 2,575,500 2,669,800 2,688,630 2,698,320 2,630,460 2,747,440 2,758,470 2,743,850 2,923,780 2,913,900

8.7 7.3 5.3 3.0 1.8 1.5 1.5 1.5 1.4 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9 1.8 1.5 1.4 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6

6.2 4.6 3.3 1.9 ▲ 0.3 ▲ 0.1 0.2 0.4 0.4 0.7 1.6 0.5 0.9 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.2 ▲ 0.2 ▲0.2 ▲ 0.3 0.0 ▲ 0.0 0.2 ▲ 0.0 0.2 ▲ 0.2 ▲ 0.2 ▲0.3 ▲ 0.1

(4) 3.3 3.4 3.2 3.1 3.1 1.2 2.7 1.3 2.6 1.1 2.3 1.2 2.5 1.6 2.7 1.5 2.7 1.5 2.8 1.2 2.4 1.3 2.6 1.3 2.4 1.3 2.1 0.9 1.6 0.8 1.3

346,260 74,770 64,970 62,440 71,780 80,780 87,010 92,000 95,750 98,320 90,510 84,440 80,780 77,420 68,920 70,320 71,740 70,720 73,360 69,830 70,120 69,840 71,250 70,610 69,270 69,530 72,890 72,480 73,850 75,880 78,310

27,420 4,360 1,860 1,500 640 490 610 840 930 1,510 2,860 2,920 5,050 4,580 4,070 3,470 4,050 3,740 3,490 2,900 2,450 1,620 990 620 580 520 230 130 150 170 260
破 産 更 生 等 債 権 ( 億 円 ) 5,620 490 290 90 10 40 10 100 80 740 1,270 1,620 1,540 1,100 740 610 570 560 460 370 170 90 50 60 50 40 30 30 20 20 20
危 険 債 権 ( 億 円 ) 11,300 1,920 1,280 1,260 390 230 400 550 460 460 1,370 840 3,040 3,000 2,910 2,490 3,090 2,950 2,780 2,270 2,030 1,370 780 490 460 420 150 50 80 100 200
要 管 理 債 権 ( 億 円 ) 10,500 1,940 290 150 230 210 200 190 390 310 220 460 470 490 420 370 390 230 260 270 250 160 160 70 60 60 50 50 50 50 30

318,840 70,410 63,110 60,940 71,140 80,290 86,400 91,160 94,820 96,810 87,650 81,520 75,730 72,830 64,850 66,850 67,690 66,980 69,870 66,930 67,670 68,220 70,260 69,540 68,690 69,010 72,660 72,350 73,690 75,710 78,050

7.9 5.8 2.9 2.4 0.9 0.6 0.7 0.9 1.0 1.5 3.2 3.5 6.2 5.9 5.9 4.9 5.6 5.3 4.8 4.2 3.5 2.3 1.4 0.9 0.8 0.7 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3

0.7 ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲0.0 ▲ 0.0
(2) 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 ▲ 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1

419,400 392,090 373,750 353,770 349,410 350,790 351,100 346,210 347,290 347,370 363,590 364,240 362,480 356,790 363,480 362,470 358,690 367,910 385,220 387,250 401,070 407,260 426,570 437,270 449,030 451,590 467,710 468,310 471,870 377,840 380,670

38,310 25,750 17,670 9,470 5,660 5,210 5,740 4,750 4,360 3,470 4,090 6,400 4,640 4,220 3,780 3,580 3,690 3,630 4,330 3,630 3,060 2,820 2,330 1,700 1,490 1,300 1,510 1,130 990 760 980
破 産 更 生 等 債 権 ( 億 円 ) 4,410 3,110 1,940 1,230 590 390 580 620 610 1,090 1,410 1,170 880 710 830 740 680 660 650 440 150 130 140 320 150 130 110 160 140 130 120
危 険 債 権 ( 億 円 ) 16,610 7,290 7,390 4,380 1,610 1,530 2,310 2,100 1,440 1,560 2,110 4,350 2,240 2,050 1,590 1,830 1,880 1,940 2,380 1,790 1,440 1,430 1,150 720 840 530 500 450 380 360 640
要 管 理 債 権 ( 億 円 ) 17,300 15,350 8,350 3,860 3,460 3,290 2,850 2,030 2,310 820 580 880 1,520 1,450 1,360 1,020 1,130 1,030 1,300 1,390 1,470 1,260 1,050 650 500 650 900 530 470 270 220

381,080 366,340 356,070 344,300 343,750 345,580 345,360 341,460 342,930 343,900 359,500 357,840 357,840 352,570 359,690 358,890 355,000 364,290 380,890 383,620 398,020 404,440 424,250 435,580 447,540 450,290 466,200 467,180 470,880 377,080 379,700

9.1 6.6 4.7 2.7 1.6 1.5 1.6 1.4 1.3 1.0 1.1 1.8 1.3 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 0.9 0.8 0.7 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3

0.8 0.5 0.2 0.2 0.0 ▲ 0.0 0.1 0.0 ▲ 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 ▲ 0.0 0.0 ▲ 0.0 0.0 0.0 0.0 ▲ 0.0 ▲0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲0.0  0.0 ▲0.0  0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲0.0 ▲ 0.0
(3) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.3 0.7 0.3 0.6 0.2 0.5 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4

3,179,460 2,798,760 2,628,590 2,530,560 2,591,090 2,623,320 2,670,530 2,679,990 2,702,520 2,760,630 2,808,580 2,664,820 2,618,760 2,548,180 2,570,350 2,558,280 2,632,960 2,623,850 2,794,260 2,837,260 2,947,940 3,013,410 3,128,200 3,155,330 3,176,770 3,109,110 3,242,400 3,249,740 3,236,480 3,318,980 3,312,970

267,820 202,440 136,160 74,100 46,300 39,020 40,830 39,940 37,660 41,910 45,220 48,920 45,270 44,980 44,530 44,330 45,780 45,720 47,480 41,530 37,710 33,470 34,160 31,130 30,910 28,370 28,760 24,090 21,750 18,120 19,370
破 産 更 生 等 債 権 ( 億 円 ) 32,010 21,610 14,650 10,500 5,170 4,340 4,030 4,350 4,410 7,500 10,340 9,210 7,750 6,510 5,900 4,990 4,810 4,810 5,180 4,530 3,250 2,900 2,840 3,820 3,850 3,650 3,650 3,630 3,100 2,930 2,650
危 険 債 権 ( 億 円 ) 122,330 65,820 51,990 36,210 18,630 15,870 19,150 20,870 16,670 20,960 23,630 28,810 26,080 25,660 23,670 24,780 26,250 26,220 26,370 22,960 21,730 19,150 17,550 15,670 17,480 12,860 13,170 11,800 10,460 10,110 12,020
要 管 理 債 権 ( 億 円 ) 113,480 115,010 69,520 27,390 22,510 18,810 17,650 14,720 16,580 13,450 11,250 10,910 11,430 12,820 14,950 14,550 14,730 14,690 15,930 14,030 12,740 11,430 13,770 11,630 9,590 11,860 11,940 8,670 8,190 5,070 4,700

2,911,640 2,596,310 2,492,430 2,456,470 2,544,780 2,584,300 2,629,690 2,640,050 2,664,860 2,718,730 2,763,360 2,615,900 2,573,490 2,503,200 2,525,810 2,513,960 2,587,180 2,578,140 2,746,780 2,795,730 2,910,220 2,979,940 3,094,040 3,124,210 3,145,860 3,080,750 3,213,640 3,225,650 3,214,730 3,300,860 3,293,590

8.4 7.2 5.2 2.9 1.8 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5 1.6 1.8 1.7 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5 1.3 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.7 0.7 0.5 0.6

7.7 5.1 3.5 2.0 ▲ 0.2 ▲ 0.2 0.3 0.4 0.4 0.7 1.7 0.6 0.9 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.2 ▲ 0.2 ▲0.3 ▲ 0.3 ▲ 0.0 ▲0.0  0.2 ▲0.0  0.2 ▲0.2 ▲ 0.2 ▲0.3 ▲ 0.1

4.2 4.1 3.9 3.8 3.7 1.5 3.4 1.6 3.2 1.4 2.7 1.4 2.9 1.8 3.1 1.7 3.1 1.7 3.2 1.4 2.8 1.6 3.1 1.5 2.9 1.5 2.5 1.1 2.0 1.1 1.7

(表１) 金融再生法開示債権等の推移　　　

信託
銀行

不 良 債 権 比 率 ( ％ )

(7)

主要行

実 質 業 務 純 益 ( 兆 円 )

正 常 債 権 ( 億 円 )

正 常 債 権 ( 億 円 )

不 良 債 権 比 率 ( ％ )

不 良 債 権 処 分 損 （ 兆 円 ）

不 良 債 権 処 分 損 （ 兆 円 ）

実 質 業 務 純 益 ( 兆 円 )

金融再生法開示債権 （億 円）

不 良 債 権 比 率 ( ％ )

総 与 信 ( 億 円 )

正 常 債 権 ( 億 円 )

不 良 債 権 比 率 ( ％ )

都銀・
旧長信銀
・信託

金融再生法開示債権 （億 円）

実 質 業 務 純 益 ( 兆 円 )

(9)

都市
銀行

総 与 信 ( 億 円 )

金融再生法開示債権 （億 円）

旧長期
信用
銀行

総 与 信 ( 億 円 )

金融再生法開示債権 （億 円）

不 良 債 権 処 分 損 （ 兆 円 ）

総 与 信 ( 億 円 )

不 良 債 権 処 分 損 （ 兆 円 ）

正 常 債 権 ( 億 円 )

実 質 業 務 純 益 ( 兆 円 )

金融再生法開示債権 （億 円）

総 与 信 ( 億 円 )

正 常 債 権 ( 億 円 )

不 良 債 権 比 率 ( ％ )

不 良 債 権 処 分 損 （ 兆 円 ）

実 質 業 務 純 益 ( 兆 円 )

（別紙14）

- 393 -



14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 18年9月期 19年3月期 19年9月期 20年3月期 20年9月期 21年3月期 21年9月期 22年3月期 22年9月期 23年3月期 23年9月期 24年3月期 24年9月期 25年3月期 25年9月期 26年3月期 26年9月期 27年3月期 27年9月期 28年3月期 28年9月期 29年3月期 29年9月期 30年3月期 30年9月期 31年3月期

1,851,150 1,872,290 1,861,480 1,868,270 1,911,860 1,928,110 1,969,030 1,980,430 2,018,110 2,030,970 2,088,270 2,072,860 2,083,270 2,082,720 2,111,180 2,119,260 2,161,530 2,182,140 2,221,090 2,238,770 2,284,330 2,315,110 2,368,010 2,397,890 2,450,750 2,487,290 2,542,520 2,584,890 2,642,640 2,682,650 2,733,410

148,220 146,600 127,920 103,670 86,780 83,930 78,300 77,930 75,470 79,520 71,500 71,220 66,890 66,100 66,750 68,410 68,400 68,990 68,060 65,140 62,050 59,190 56,280 54,500 52,310 50,260 48,240 46,230 45,050 46,550 47,640
破 産 更 生 等 債 権 ( 億 円 ) 38,750 35,370 28,580 21,720 18,400 17,640 16,620 16,160 15,690 19,340 22,290 21,410 19,450 18,110 17,260 16,520 14,610 13,990 12,850 11,690 11,130 10,330 9,560 9,260 8,850 8,520 8,300 8,090 7,920 8,400 9,250
危 険 債 権 ( 億 円 ) 63,360 62,390 58,610 50,900 44,220 43,650 40,980 41,410 40,180 40,490 39,350 39,110 38,160 38,970 39,900 41,480 42,440 43,350 43,600 42,050 39,800 38,400 36,810 35,530 34,310 33,040 31,800 30,250 29,580 29,800 29,480
要 管 理 債 権 ( 億 円 ) 46,110 48,840 40,730 31,050 24,150 22,640 20,690 20,360 19,600 19,690 9,870 10,700 9,280 9,020 9,600 10,410 11,350 11,650 11,610 11,400 11,120 10,450 9,900 9,710 9,150 8,690 8,130 7,890 7,540 8,340 8,920

1,702,920 1,725,680 1,733,570 1,764,600 1,825,090 1,844,180 1,890,730 1,902,490 1,942,630 1,951,440 2,016,760 2,001,630 2,016,380 2,016,640 2,044,420 2,050,850 2,093,140 2,113,150 2,153,050 2,173,640 2,222,280 2,255,920 2,311,740 2,343,390 2,398,440 2,437,030 2,494,280 2,538,670 2,597,580 2,636,100 2,685,770

8.0 7.8 6.9 5.5 4.5 4.4 4.0 3.9 3.7 3.9 3.4 3.4 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 2.9 2.7 2.6 2.4 2.3 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7

2.0 1.6 1.9 0.9 0.6 0.3 0.8 0.4 0.7 0.5 1.2 0.4 0.7 0.2 0.6 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 ▲ 0.0 0.1 0.2 0.3

1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.8 0.8 1.1 0.9 1.8 0.9 1.8 0.9 1.7 0.9 1.7 0.8 1.7 0.8 1.6 0.8 1.6 0.8 1.3 0.7 1.2 0.6 1.2

1,402,920 1,386,450 1,383,190 1,404,210 1,435,290 1,445,510 1,482,690 1,490,450 1,519,390 1,531,100 1,581,630 1,565,840 1,578,030 1,579,020 1,602,630 1,609,480 1,644,320 1,666,340 1,697,560 1,714,160 1,750,040 1,775,550 1,818,900 1,841,260 1,883,110 1,912,990 1,957,270 1,992,300 2,039,710 2,090,130 2,131,090

107,810 105,890 94,440 76,740 63,830 61,590 58,150 57,700 55,510 57,920 51,380 51,120 48,040 47,550 48,900 49,920 49,820 50,480 49,540 47,600 45,610 43,690 41,920 40,730 39,090 37,370 36,080 34,580 33,710 35,720 36,840
破 産 更 生 等 債 権 ( 億 円 ) 27,500 24,660 19,990 15,220 12,910 12,550 12,010 11,450 10,920 13,320 14,820 14,200 12,750 12,140 11,860 11,180 9,850 9,610 8,690 7,820 7,420 6,800 6,350 6,210 6,090 5,860 5,750 5,620 5,530 6,030 6,900
危 険 債 権 ( 億 円 ) 46,410 45,200 43,820 37,840 32,330 31,910 30,440 30,770 29,500 29,590 29,040 28,620 28,110 28,480 29,390 30,400 30,830 31,580 32,000 30,940 29,540 28,490 27,530 26,670 25,590 24,450 23,670 22,420 21,900 22,580 22,360
要 管 理 債 権 ( 億 円 ) 33,900 36,040 30,630 23,670 18,590 17,140 15,710 15,470 15,080 15,010 7,520 8,300 7,180 6,930 7,660 8,330 9,140 9,290 8,850 8,840 8,660 8,400 8,040 7,850 7,420 7,070 6,660 6,540 6,280 7,110 7,580

1,295,110 1,280,550 1,288,760 1,327,470 1,371,470 1,383,920 1,424,540 1,432,750 1,463,870 1,473,180 1,530,250 1,514,710 1,529,990 1,531,470 1,553,720 1,559,560 1,594,500 1,615,870 1,648,030 1,666,570 1,704,420 1,731,860 1,776,990 1,800,540 1,844,020 1,875,620 1,921,190 1,957,730 2,006,000 2,054,410 2,094,250

7.7 7.6 6.8 5.5 4.4 4.3 3.9 3.9 3.7 3.8 3.3 3.3 3.0 3.0 3.1 3.1 3.0 3.0 2.9 2.8 2.6 2.5 2.3 2.2 2.1 2.0 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7

1.5 1.1 1.6 0.6 0.4 0.2 0.5 0.3 0.5 0.4 0.8 0.3 0.5 0.1 0.5 0.1 0.2 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 ▲ 0.0 0.1 0.2 0.3
(64) 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 0.7 1.5 0.8 1.4 0.6 1.0 0.7 1.4 0.7 1.4 0.7 1.3 0.7 1.3 0.6 1.2 0.6 1.3 0.7 1.3 0.6 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0

448,230 438,120 427,710 410,000 418,900 423,810 426,200 429,250 436,110 437,320 442,240 442,800 440,780 439,640 444,110 445,400 452,040 449,800 456,740 457,910 466,950 471,610 479,970 486,800 497,310 503,280 513,660 520,530 530,070 519,100 528,240

40,410 38,990 31,950 25,870 22,080 21,380 19,270 19,340 19,070 20,540 19,120 19,000 17,710 17,270 16,630 17,270 17,430 17,310 17,380 16,390 15,330 14,390 13,330 12,700 12,080 11,770 11,060 10,610 10,330 9,860 9,810
破 産 更 生 等 債 権 ( 億 円 ) 11,250 10,420 8,400 6,380 5,380 5,000 4,490 4,570 4,630 5,870 7,310 7,040 6,570 5,830 5,240 5,160 4,600 4,250 4,020 3,760 3,600 3,380 3,030 2,860 2,570 2,470 2,360 2,260 2,190 2,180 2,180
危 険 債 権 ( 億 円 ) 16,950 16,580 14,180 12,610 11,470 11,290 10,070 10,100 10,110 10,250 9,700 9,830 9,320 9,710 9,720 10,270 10,840 10,940 10,840 10,300 9,510 9,190 8,610 8,210 8,020 7,880 7,420 7,160 7,030 6,600 6,490
要 管 理 債 権 ( 億 円 ) 12,210 11,990 9,370 6,890 5,220 5,090 4,720 4,670 4,330 4,420 2,120 2,130 1,820 1,740 1,670 1,840 1,990 2,120 2,520 2,330 2,220 1,820 1,680 1,630 1,480 1,410 1,280 1,190 1,110 1,090 1,140

407,820 399,130 395,750 384,130 396,820 402,430 406,920 409,910 417,030 416,770 423,120 423,790 423,080 422,370 427,480 428,130 434,620 432,490 439,360 441,530 451,620 457,220 466,640 474,100 485,230 491,510 502,600 509,910 519,730 509,230 518,430

9.0 8.9 7.5 6.3 5.3 5.0 4.5 4.5 4.4 4.7 4.3 4.3 4.0 3.9 3.7 3.9 3.9 3.8 3.8 3.6 3.3 3.1 2.8 2.6 2.4 2.3 2.2 2.0 1.9 1.9 1.9

0.5 0.5 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.4 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ▲ 0.0 0.0 0.0 0.0
(40) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.1 0.0 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.4 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2

5,120,760 4,745,810 4,555,050 4,461,270 4,574,720 4,632,210 4,726,570 4,752,420 4,816,370 4,889,930 4,987,360 4,822,120 4,782,810 4,708,320 4,750,440 4,747,870 4,866,230 4,876,710 5,088,710 5,145,860 5,302,380 5,398,360 5,567,460 5,623,370 5,696,790 5,665,930 5,857,810 5,907,110 5,952,960 6,077,500 6,124,690

432,070 353,390 265,940 179,270 133,720 123,430 119,740 118,710 114,060 122,940 119,580 123,060 117,200 115,660 115,350 116,200 118,230 118,450 119,030 109,560 102,210 94,280 91,430 86,240 83,800 79,140 77,240 70,450 66,950 64,830 67,270
破 産 更 生 等 債 権 ( 億 円 ) 74,040 57,470 43,520 32,310 23,580 22,020 20,670 20,620 20,180 27,580 33,900 32,240 28,750 25,710 23,910 22,120 19,990 19,370 18,490 16,590 14,550 13,320 12,450 13,140 12,750 12,210 11,980 11,740 11,040 11,350 11,930
危 険 債 権 ( 億 円 ) 193,150 130,130 111,880 88,360 63,240 59,750 60,530 62,830 57,310 61,910 64,340 68,760 67,280 67,620 66,480 68,760 71,770 72,520 72,740 67,280 63,560 58,920 55,150 51,690 52,250 46,320 45,130 42,100 40,130 40,020 41,700
要 管 理 債 権 ( 億 円 ) 164,880 165,790 110,550 58,600 46,900 41,660 38,540 35,260 36,570 33,450 21,340 22,060 21,180 22,330 24,970 25,330 26,470 26,570 27,800 25,700 24,110 22,040 23,830 21,410 18,800 20,610 20,130 16,610 15,790 13,460 13,650

4,688,690 4,392,410 4,289,110 4,282,000 4,441,010 4,508,780 4,606,820 4,633,710 4,702,300 4,766,990 4,867,780 4,699,050 4,665,600 4,592,670 4,635,080 4,631,670 4,748,010 4,758,260 4,969,690 5,036,300 5,200,170 5,304,080 5,476,040 5,537,140 5,612,990 5,586,780 5,780,570 5,836,670 5,886,000 6,012,670 6,057,410

8.4 7.4 5.8 4.0 2.9 2.7 2.5 2.5 2.4 2.5 2.4 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.1 1.9 1.7 1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1

9.7 6.7 5.4 2.8 0.4 0.2 1.0 0.8 1.1 1.3 3.1 1.0 1.7 0.3 1.0 0.1 0.5 0.2 0.6 ▲ 0.1 ▲0.1 ▲ 0.3 0.1 ▲0.0 0.3 0.0 0.3 ▲ 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.1 0.3

6.0 6.0 5.9 5.9 5.8 2.5 5.5 2.6 5.1 2.1 3.8 2.3 4.7 2.8 5.0 2.6 4.9 2.7 5.0 2.3 4.6 2.4 4.8 2.4 4.6 2.3 3.8 1.8 3.3 1.8 3.0

地域銀行 総 与 信 ( 億 円 )

実 質 業 務 純 益 ( 兆 円 )

正 常 債 権 ( 億 円 )

実 質 業 務 純 益 ( 兆 円 )

金融再生法開示債権 （億 円）

実 質 業 務 純 益 ( 兆 円 )

正 常 債 権 ( 億 円 )

金融再生法開示債権 （億 円）

不 良 債 権 処 分 損 （ 兆 円 ）

金融再生法開示債権 （億 円）

不 良 債 権 比 率 ( ％ )

不 良 債 権 処 分 損 （ 兆 円 ）

(114)

総 与 信 ( 億 円 )

総 与 信 ( 億 円 )

(105) 実 質 業 務 純 益 ( 兆 円 )

不 良 債 権 処 分 損 （ 兆 円 ）

金融再生法開示債権 （億 円）

不 良 債 権 比 率 ( ％ )

不 良 債 権 比 率 ( ％ )

総 与 信 ( 億 円 )

正 常 債 権 ( 億 円 )

不 良 債 権 処 分 損 （ 兆 円 ）

地方
銀行

第二
地方
銀行

全国銀行

不 良 債 権 比 率 ( ％ )

正 常 債 権 ( 億 円 )

- 394 -



14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 18年9月期 19年3月期 19年9月期 20年3月期 20年9月期 21年3月期 21年9月期 22年3月期 22年9月期 23年3月期 23年9月期 24年3月期 24年9月期 25年3月期 25年9月期 26年3月期 26年9月期 27年3月期 27年9月期 28年3月期 28年9月期 29年3月期 29年9月期 30年3月期 30年9月期 31年3月期

955,590 945,270 927,430 908,080 902,330 906,780 907,650 921,620 924,700 914,530 915,770 916,290 934,060 946,470 982,850 1,046,680 1,078,190 1,112,930

92,350 91,680 80,080 69,780 61,900 57,550 56,630 51,640 50,620 50,930 53,630 53,720 50,980 47,950 43,980 40,640 37,880 35,680
破 産 更 生 等 債 権 ( 億 円 ) 29,920 29,550 26,580 22,350 19,450 18,320 17,800 19,660 18,670 16,670 15,640 14,330 13,160 11,860 10,620 9,780 9,090 8,570
危 険 債 権 ( 億 円 ) 35,970 36,070 33,610 31,040 29,100 28,170 28,780 27,130 27,790 29,750 32,980 34,380 33,140 31,530 29,180 27,070 25,220 23,770
要 管 理 債 権 ( 億 円 ) 26,460 26,050 19,900 16,390 13,350 11,060 10,040 4,850 4,150 4,510 5,010 5,000 4,670 4,560 4,180 3,790 3,570 3,340

863,240 853,530 847,320 838,290 840,390 849,210 850,990 869,950 874,040 863,550 862,100 862,520 883,050 898,460 938,840 1,006,020 1,040,270 1,077,180

9.7 9.7 8.6 7.7 6.9 6.3 6.2 5.6 5.5 5.6 5.9 5.9 5.5 5.1 4.5 3.9 3.5 3.2

0.9 0.8 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.8 0.6 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

0.8 1.3 1.1 1.2 1.3 1.3 1.2 0.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.3 1.1 0.6 0.5 0.5

750,180 746,830 728,090 708,680 699,650 702,740 704,580 712,600 712,350 697,100 698,050 697,260 710,240 722,710 746,290 777,030 784,660 796,340

75,930 74,170 65,210 56,610 49,930 45,980 45,160 41,460 41,160 41,720 44,170 44,330 42,310 39,640 36,300 33,500 31,340 29,660
破 産 更 生 等 債 権 ( 億 円 ) 23,580 23,500 21,000 17,260 14,990 14,040 13,320 15,030 14,300 12,610 11,940 10,770 9,970 9,030 8,040 7,360 6,800 6,580
危 険 債 権 ( 億 円 ) 30,850 30,210 28,370 26,470 24,500 23,550 24,310 22,940 23,820 25,730 28,430 29,730 28,780 27,170 25,110 23,310 21,890 20,610
要 管 理 債 権 ( 億 円 ) 21,510 20,460 15,830 12,880 10,430 8,390 7,540 3,500 3,050 3,380 3,810 3,830 3,560 3,440 3,160 2,820 2,650 2,480

674,250 672,600 662,850 652,070 649,710 656,760 659,400 671,120 671,160 655,360 653,850 652,890 667,920 683,040 709,980 743,510 753,290 766,640
(260) 10.1 9.9 9.0 8.0 7.1 6.5 6.4 5.8 5.8 6.0 6.3 6.4 6.0 5.5 4.9 4.3 4.0 3.7

118,580 104,270 100,190 99,670 100,250 99,920 99,010 98,970 98,440 100,440 98,610 99,610 101,120 103,480 112,490 138,270 147,910 154,730

15,100 15,980 13,350 11,830 10,710 10,340 10,180 8,900 8,110 8,030 8,370 8,360 7,740 7,440 6,880 6,360 5,770 5,230
破 産 更 生 等 債 権 ( 億 円 ) 5,980 5,700 5,170 4,490 3,950 3,840 4,020 4,170 3,890 3,650 3,440 3,340 2,990 2,630 2,400 2,220 2,060 1,740
危 険 債 権 ( 億 円 ) 4,360 4,960 4,330 4,050 3,990 3,960 3,770 3,470 3,230 3,340 3,820 3,940 3,710 3,750 3,510 3,220 2,830 2,670
要 管 理 債 権 ( 億 円 ) 4,760 5,330 3,850 3,290 2,760 2,540 2,400 1,260 990 1,040 1,110 1,080 1,040 1,050 970 920 880 820

103,480 88,270 86,840 87,840 89,520 89,570 88,800 90,050 90,310 92,390 90,220 91,240 93,360 96,010 105,590 131,910 142,120 149,470
(147) 12.7 15.3 13.3 11.9 10.7 10.3 10.3 9.0 8.2 8.0 8.5 8.4 7.7 7.2 6.1 4.6 3.9 3.4

6,076,350 5,691,090 5,482,480 5,369,350 5,477,050 5,633,340 5,724,020 5,908,990 5,707,510 5,664,980 5,782,000 6,005,000 6,236,450 6,513,930 6,679,640 6,904,490 7,031,150 7,237,620

524,420 445,070 346,020 249,040 195,620 177,290 170,680 171,220 167,820 166,280 171,860 172,740 153,190 139,370 127,780 117,870 104,830 102,950
破 産 更 生 等 債 権 ( 億 円 ) 103,960 87,020 70,090 54,660 43,030 38,990 37,980 53,560 47,420 40,570 35,630 32,820 27,710 24,310 23,370 21,760 20,130 20,500
危 険 債 権 ( 億 円 ) 229,120 166,200 145,480 119,400 92,340 88,700 86,100 91,470 95,070 96,230 104,750 107,130 96,700 86,680 81,430 72,200 65,350 65,470
要 管 理 債 権 ( 億 円 ) 191,340 191,840 130,440 74,990 60,250 49,600 46,610 26,190 25,330 29,480 31,480 32,800 28,780 28,390 22,980 23,910 19,360 16,990

5,551,930 5,245,940 5,136,430 5,120,290 5,281,410 5,456,030 5,553,290 5,737,720 5,539,650 5,498,630 5,610,110 5,832,210 6,083,220 6,374,500 6,551,830 6,786,590 6,926,270 7,134,590

8.6 7.8 6.3 4.6 3.6 3.1 3.0 2.9 2.9 2.9 3.0 2.9 2.5 2.1 1.9 1.7 1.5 1.4

10.6 7.4 6.0 3.4 0.8 1.5 1.4 3.9 2.3 1.3 0.9 0.9 0.2 0.2 0.4 0.4 ▲ 0.1 0.4

6.8 7.3 7.0 7.1 7.1 6.7 6.3 3.9 5.8 6.1 5.9 6.0 5.7 6.1 5.7 4.8 3.8 3.6
.

不 良 債 権 処 分 損 （ 兆 円 ）

金融再生法開示債権 （億 円）

正 常 債 権 ( 億 円 )

総 与 信 ( 億 円 )

　　　　４．主要行の計数は、都銀と信託の合計。

　　　　５．地域銀行の計数は、15年3月期以降埼玉りそな銀行を含む。

　　　　７．預金取扱金融機関の計数は、全国銀行及び協同組織金融機関を集計したもの（信農連等は含まない）。ただし、不良債権処分損及び実質業務純益については、信農連等及び商工中金を含む。

正 常 債 権 ( 億 円 )

実 質 業 務 純 益 ( 兆 円 )

総 与 信 ( 億 円 )

(536)

金融再生法開示債権 （億 円）

　　　　９．不良債権処分損及び実質業務純益については9月期（網掛け）は半期の、3月期は通期の計数。

　　　　６．全国銀行の計数は、都銀・旧長信銀・信託及び地域銀行を集計したもの。

（注）　１．計数は、不良債権処分損及び実質業務純益については兆円単位、不良債権比率については％で表示。その他については億円を四捨五入し、10億円単位にまとめた。

　　　　２．（　　）内は31年3月期時点の対象金融機関数。

　　　　３．旧長信銀の計数は、14年3月期は日本興業銀行を含み、16年4月に普通銀行へ転換した新生銀行及び18年4月に普通銀行に転換したあおぞら銀行を含む。

実 質 業 務 純 益 ( 兆 円 )

預金取扱
金融機関

　　　　８．一部の銀行においては、再生専門子会社および株式保有専門会社の計数を含む。

不 良 債 権 比 率 ( ％ )

信用
組合

不 良 債 権 比 率 ( ％ )

総 与 信 ( 億 円 )

総 与 信 ( 億 円 )

協同組織
金融機関

不 良 債 権 比 率 ( ％ )

　　　　10．19年9月期～22年3月期の計数については、業績修正等を行った銀行があるため、過去の当庁公表数値と異なる。

不 良 債 権 処 分 損 （ 兆 円 ）

金融再生法開示債権 （億 円）

正 常 債 権 ( 億 円 )

不 良 債 権 比 率 ( ％ )

金融再生法開示債権 （億 円）

信用
金庫

(422)

正 常 債 権 ( 億 円 )
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（別紙15）

(単位：兆円)

15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期 27年3月期 28年3月期 29年3月期 30年3月期 31年3月期

金融再生法開示債権 ▲ 7.9 ▲ 8.7 ▲ 8.7 ▲ 4.6 ▲ 1.4 ▲ 0.6 + 0.6 ▲ 0.2 ▲ 0.2 + 0.3 + 0.1 ▲ 1.7 ▲ 1.1 ▲ 0.8 ▲ 0.7 ▲ 1.0 + 0.0

+ 0.1 ▲ 5.5 ▲ 5.2 ▲ 1.2 ▲ 0.8 ▲ 0.2 ▲ 1.5 ▲ 0.0 + 0.4 + 0.2 + 0.1 ▲ 0.4 + 0.0 ▲ 0.5 + 0.1 ▲ 0.4 ▲ 0.2

　 + 4.7 + 3.0 + 2.1 + 1.5 + 1.0 + 1.2 + 0.9 + 0.9 + 0.9 + 1.0 + 0.9 + 0.5 + 0.9 + 0.4 + 0.4 + 0.3 + 0.4

　 + 1.5 + 0.3 + 0.2 + 0.4 + 0.2 + 0.3 + 0.0 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.3 + 0.0 + 0.0

債務者の業況改善 + 0.6 + 0.2 + 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.2 + 0.0 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.3 + 0.0 + 0.0

再建計画の策定等 + 0.9 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.0 + 0.2 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0

　 ▲ 2.3 ▲ 3.8 ▲ 3.4 ▲ 1.5 ▲ 1.1 ▲ 1.3 ▲ 2.3 ▲ 0.7 ▲ 0.5 ▲ 0.5 ▲ 0.4 ▲ 0.6 ▲ 0.7 ▲ 0.4 ▲ 0.4 ▲ 0.7 ▲ 0.5

債務者の業況改善 ▲ 2.2 ▲ 3.3 ▲ 1.9 ▲ 1.3 ▲ 1.0 ▲ 1.1 ▲ 0.9 ▲ 0.4 ▲ 0.3 ▲ 0.4 ▲ 0.3 ▲ 0.4 ▲ 0.5 ▲ 0.3 ▲ 0.3 ▲ 0.6 ▲ 0.5

再建計画の策定等 ▲ 0.1 ▲ 0.6 ▲ 1.6 ▲ 0.2 ▲ 0.2 ▲ 0.2 ▲ 1.4 ▲ 0.3 ▲ 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.2 ▲ 0.2 ▲ 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.1

　 ▲ 3.1 ▲ 3.3 ▲ 2.3 ▲ 0.9 ▲ 0.7 ▲ 0.5 ▲ 0.4 ▲ 0.5 ▲ 0.3 ▲ 0.3 ▲ 0.4 ▲ 0.3 ▲ 0.2 ▲ 0.4 ▲ 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.1

▲ 0.7 ▲ 1.7 ▲ 1.9 ▲ 0.7 ▲ 0.2 + 0.0 + 0.2 + 0.2 + 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.0 ▲ 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.0 + 0.0 ▲ 0.0

うち危険債権以下 ▲ 8.0 ▲ 3.2 ▲ 3.5 ▲ 3.4 ▲ 0.6 ▲ 0.4 + 2.1 ▲ 0.2 ▲ 0.6 + 0.1 ▲ 0.1 ▲ 1.3 ▲ 1.1 ▲ 0.3 ▲ 0.8 ▲ 0.6 + 0.2

+ 4.0 + 3.3 + 3.1 + 1.9 + 2.7 + 2.7 + 4.7 + 3.3 + 2.8 + 2.7 + 2.3 + 1.4 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.0 + 1.5

+ 3.1 + 3.3 + 2.3 + 0.9 + 0.7 + 0.5 + 0.4 + 0.5 + 0.3 + 0.3 + 0.4 + 0.3 + 0.2 + 0.4 + 0.2 + 0.1 + 0.1

▲ 15.1 ▲ 9.8 ▲ 8.9 ▲ 6.3 ▲ 4.0 ▲ 3.6 ▲ 3.1 ▲ 4.1 ▲ 3.7 ▲ 2.9 ▲ 2.7 ▲ 2.9 ▲ 2.4 ▲ 1.9 ▲ 2.1 ▲ 1.7 ▲ 1.4

１．計数は、銀行に対するアンケート調査により把握したもの。

２．31年3月期時点の対象金融機関数は114行。

うち要管理債権

オフバランス化等(**)

〔増減要因〕

〔増減要因〕

　

債務者の業況悪化等

危険債権以下からの上方遷移

要管理債権からの下方遷移(*)

（表２）   全国銀行の金融再生法開示債権の増減要因

３．都銀・旧長信銀（16年4月に普通銀行へ転換した新生銀行及び18年4月に普通銀行へ転換したあおぞら銀行を含む。）・信託及び地域銀行（埼玉りそな銀行を含む。）を集計。

４．一部の銀行においては、再生専門子会社及び株式保有専門子会社の計数を含む。

**　「返済等」「オフバランス化等」には、統計上生じる誤差脱漏が含まれる。

*　要管理債権の遷移の他に、要管理先である債務者に対する債権のうち正常債権であるものの遷移を含んでいる。

(注)

正常債権化(*)

危険債権以下への下方遷移(*)

返済等(**)

債務者の業況悪化等
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主要行 (単位：兆円、％）

14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期 27年3月期 28年3月期 29年3月期 30年3月期 31年3月期

債権額 3.2 2.2 1.5 1.1 0.5 0.4 0.4 1.0 0.8 0.6 0.5 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
保全額 3.2 2.2 1.5 1.1 0.5 0.4 0.4 1.0 0.8 0.6 0.5 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)
担保・保証等 2.8 2.0 1.4 1.0 0.5 0.4 0.4 1.0 0.7 0.5 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2

(88.7) (91.5) (92.9) (92.5) (92.5) ( 91.0) ( 91.1) ( 92.1) ( 91.5) ( 90.3) ( 87.9) ( 90.6) ( 94.4) ( 94.4) ( 80.6) ( 85.4) ( 93.6) ( 90.5)
引当 0.4 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0

(11.3) (8.5) (7.1) (7.5) (7.5) ( 9.0) ( 8.9) ( 7.9) ( 8.5) ( 9.7) ( 12.1) ( 9.4) ( 5.6) ( 5.6) ( 19.4) ( 14.6) ( 6.4) ( 9.5)
債権額 12.2 6.6 5.2 3.6 1.9 1.9 1.7 2.4 2.6 2.4 2.6 2.6 2.2 1.8 1.7 1.3 1.1 1.2
保全額 9.9 5.7 4.7 3.2 1.7 1.6 1.4 1.9 2.2 2.0 2.2 2.2 1.8 1.5 1.5 1.1 0.9 1.0

(81.3) (86.0) (89.6) (87.5) (91.9) ( 85.0) ( 86.9) ( 81.3) ( 84.9) ( 82.9) ( 82.0) ( 82.9) ( 83.7) ( 85.5) ( 85.0) ( 82.9) ( 82.6) ( 81.3)
担保・保証等 5.5 3.1 2.4 1.5 1.0 0.8 0.9 1.1 1.3 1.3 1.4 1.4 1.2 1.0 0.9 0.7 0.6 0.6

(44.9) (47.0) (46.5) (40.2) (54.7) ( 42.2) ( 52.9) ( 48.1) ( 50.8) ( 55.3) ( 54.6) ( 54.1) ( 54.9) ( 57.2) ( 50.5) ( 55.6) ( 54.8) ( 47.2)
引当 4.5 2.6 2.2 1.7 0.7 0.8 0.6 0.8 0.9 0.7 0.7 0.8 0.6 0.5 0.6 0.4 0.3 0.4

(36.5) (39.1) (43.1) (47.3) (37.1) ( 42.8) ( 34.1) ( 33.2) ( 34.1) ( 27.5) ( 27.3) ( 28.9) ( 28.8) ( 28.3) ( 34.5) ( 27.3) ( 27.8) ( 34.2)
債権額 11.3 11.5 7.0 2.7 2.3 1.8 1.7 1.1 1.1 1.5 1.5 1.6 1.3 1.4 1.0 1.2 0.8 0.5
保全額 6.1 7.0 4.5 1.7 1.3 1.1 0.9 0.6 0.7 1.0 1.0 1.1 0.9 0.9 0.7 0.8 0.5 0.3

(53.5) (60.5) (64.5) (61.1) (59.9) ( 63.4) ( 56.4) ( 56.1) ( 59.6) ( 64.6) ( 69.7) ( 71.1) ( 67.6) ( 65.2) ( 69.4) ( 69.9) ( 66.1) ( 61.8)
担保・保証等 4.5 4.6 2.6 0.9 0.8 0.7 0.5 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.6 0.5 0.4 0.5 0.3 0.2

(39.5) (39.9) (36.9) (33.2) (34.3) ( 38.4) ( 28.4) ( 29.8) ( 36.2) ( 41.0) ( 46.3) ( 48.0) ( 46.7) ( 39.8) ( 45.9) ( 39.3) ( 37.4) ( 42.5)
引当 1.6 2.4 1.9 0.8 0.6 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.4 0.2 0.1

(14.0) (20.6) (27.6) (27.8) (25.6) ( 25.0) ( 27.9) ( 26.3) ( 23.5) ( 23.6) ( 23.4) ( 23.2) ( 20.9) ( 25.4) ( 23.9) ( 30.6) ( 28.7) ( 19.3)
債権額 26.8 20.2 13.6 7.4 4.6 4.1 3.8 4.5 4.5 4.5 4.6 4.7 3.8 3.4 3.1 2.9 2.2 2.0
保全額 19.2 14.8 10.6 5.9 3.6 3.1 2.8 3.6 3.7 3.5 3.7 3.8 3.0 2.7 2.5 2.3 1.7 1.6

(71.8) (73.0) (77.9) (79.5) (77.2) ( 77.1) ( 75.0) ( 79.3) ( 81.1) ( 79.0) ( 79.9) ( 80.8) ( 79.7) ( 78.5) ( 82.1) ( 79.6) ( 78.9) ( 79.2)
合計 担保・保証等 12.8 9.7 6.3 3.3 2.3 1.9 1.8 2.4 2.4 2.5 2.5 2.7 2.1 1.8 1.6 1.5 1.2 1.0

(47.8) (47.7) (46.6) (45.0) (49.0) ( 45.4) ( 46.6) ( 53.6) ( 54.1) ( 55.2) ( 55.5) ( 56.0) ( 55.5) ( 53.3) ( 52.8) ( 52.6) ( 53.7) ( 52.0)
引当 6.4 5.1 4.3 2.6 1.3 1.3 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 0.9 0.9 0.9 0.8 0.6 0.5

(23.9) (25.3) (31.3) (34.5) (28.2) ( 31.7) ( 28.4) ( 25.7) ( 27.0) ( 23.9) ( 24.5) ( 24.8) ( 24.1) ( 25.2) ( 29.3) ( 27.0) ( 25.1) ( 27.2)

(表３）    金融再生法開示債権の保全状況の推移

要
管
理
債
権

破
産
更
生
債
権
及
び

こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権

危
険
債
権

（別紙16）
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地域銀行 (単位：兆円、％）

14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期 27年3月期 28年3月期 29年3月期 30年3月期 31年3月期

債権額 3.9 3.5 2.9 2.2 1.8 1.7 1.6 2.2 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.9
保全額 3.9 3.5 2.9 2.2 1.8 1.7 1.6 2.2 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.9

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) ( 99.9) ( 99.9) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) ( 99.9) (100.0)
担保・保証等 2.4 2.3 1.8 1.4 1.2 1.1 1.0 1.4 1.2 1.1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5

(63.0) (64.1) (62.4) (64.4) (63.2) ( 63.5) ( 65.3) ( 64.2) ( 61.9) ( 60.3) ( 60.2) ( 60.1) ( 59.2) ( 60.8) ( 60.5) ( 61.3) ( 62.0) ( 56.8)
引当 1.4 1.3 1.1 0.8 0.7 0.6 0.5 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4

(37.0) (35.9) (37.6) (35.6) (36.8) ( 36.5) ( 34.6) ( 35.7) ( 38.1) ( 39.6) ( 39.7) ( 39.8) ( 40.8) ( 39.2) ( 39.5) ( 38.7) ( 37.9) ( 43.2)
債権額 6.3 6.2 5.9 5.1 4.4 4.1 4.0 3.9 3.8 4.0 4.2 4.4 4.0 3.7 3.4 3.2 3.0 2.9
保全額 5.4 5.3 5.0 4.3 3.8 3.5 3.4 3.4 3.2 3.4 3.6 3.7 3.4 3.2 2.9 2.7 2.5 2.5

(85.4) (84.4) (85.2) (85.3) (84.9) ( 85.7) ( 85.7) ( 85.2) ( 84.3) ( 84.4) ( 84.5) ( 85.2) ( 85.8) ( 85.6) ( 85.8) ( 85.2) ( 84.6) ( 84.5)
担保・保証等 3.7 3.5 3.2 2.8 2.5 2.4 2.4 2.5 2.4 2.6 2.8 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.9 1.8

(58.7) (56.7) (54.7) (54.2) (56.1) ( 58.2) ( 60.3) ( 63.0) ( 64.0) ( 64.8) ( 65.2) ( 64.7) ( 65.4) ( 64.8) ( 64.2) ( 63.4) ( 62.7) ( 61.5)
引当 1.7 1.7 1.8 1.6 1.3 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7

(26.7) (27.7) (30.5) (31.1) (28.9) ( 27.5) ( 25.4) ( 22.2) ( 20.3) ( 19.7) ( 19.3) ( 20.5) ( 20.3) ( 20.8) ( 21.5) ( 21.8) ( 21.9) ( 23.0)
債権額 4.6 4.9 4.1 3.1 2.4 2.1 2.0 1.0 0.9 1.0 1.1 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.9
保全額 2.9 3.0 2.5 1.8 1.4 1.1 1.0 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5

(64.0) (62.4) (60.6) (58.6) (57.1) ( 55.4) ( 52.4) ( 52.1) ( 54.3) ( 54.8) ( 53.4) ( 54.6) ( 54.4) ( 54.2) ( 53.4) ( 52.6) ( 51.6) ( 51.2)
担保・保証等 2.4 2.3 1.7 1.2 0.9 0.8 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3

(51.0) (47.4) (42.8) (38.8) (37.9) ( 36.4) ( 34.5) ( 35.9) ( 38.8) ( 40.6) ( 38.2) ( 39.1) ( 38.5) ( 39.0) ( 38.3) ( 38.0) ( 37.9) ( 34.5)
引当 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1

(12.9) (14.9) (17.8) (19.8) (19.2) ( 19.0) ( 17.9) ( 16.2) ( 15.5) ( 14.4) ( 15.1) ( 15.5) ( 15.9) ( 15.1) ( 15.2) ( 14.6) ( 13.7) ( 16.6)
債権額 14.8 14.7 12.8 10.4 8.7 7.8 7.5 7.2 6.7 6.7 6.8 6.8 6.2 5.6 5.2 4.8 4.5 4.8
保全額 12.2 11.8 10.3 8.3 7.0 6.3 6.0 6.1 5.7 5.6 5.7 5.6 5.1 4.6 4.3 4.0 3.7 3.9

(82.4) (80.8) (80.7) (80.4) (80.4) ( 80.7) ( 80.0) ( 85.2) ( 84.7) ( 84.2) ( 82.6) ( 82.8) ( 82.7) ( 82.4) ( 82.5) ( 82.2) ( 81.8) ( 81.3)
合計 担保・保証等 8.5 8.1 6.7 5.4 4.6 4.2 4.1 4.3 4.0 4.0 4.1 4.0 3.7 3.4 3.1 2.8 2.6 2.6

(57.3) (55.4) (52.6) (51.7) (52.5) ( 53.5) ( 54.6) ( 59.7) ( 59.9) ( 60.2) ( 59.6) ( 59.4) ( 59.5) ( 59.4) ( 59.1) ( 58.8) ( 58.4) ( 55.5)
引当 3.7 3.7 3.6 3.0 2.4 2.1 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1 1.2

(25.1) (25.4) (28.1) (28.7) (27.9) ( 27.2) ( 25.4) ( 25.6) ( 24.8) ( 24.1) ( 23.0) ( 23.3) ( 23.2) ( 22.9) ( 23.5) ( 23.5) ( 23.4) ( 25.7)
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全国銀行 (単位：兆円、％）

14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期 27年3月期 28年3月期 29年3月期 30年3月期 31年3月期

債権額 7.4 5.7 4.4 3.2 2.4 2.1 2.0 3.4 2.9 2.4 2.0 1.8 1.5 1.2 1.3 1.2 1.1 1.2
保全額 7.4 5.7 4.4 3.2 2.4 2.1 2.0 3.4 2.9 2.4 2.0 1.8 1.5 1.2 1.3 1.2 1.1 1.2

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) ( 99.9) ( 99.9) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) ( 99.9) (100.0)
担保・保証等 5.5 4.3 3.2 2.4 1.6 1.4 1.4 2.5 2.1 1.7 1.4 1.3 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8

(75.0) (74.4) (72.8) (73.6) (69.6) ( 68.9) ( 71.1) ( 74.1) ( 71.7) ( 68.7) ( 67.8) ( 69.7) ( 67.5) ( 68.6) ( 66.7) ( 68.7) ( 70.9) ( 64.4)
引当 1.8 1.5 1.2 0.9 0.7 0.6 0.6 0.9 0.8 0.8 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4

(25.0) (25.5) (27.2) (26.4) (30.4) ( 31.1) ( 28.9) ( 25.9) ( 28.2) ( 31.2) ( 32.2) ( 30.3) ( 32.5) ( 31.4) ( 33.3) ( 31.3) ( 29.1) ( 35.6)
債権額 19.3 13.0 11.2 8.8 6.3 6.1 5.7 6.4 6.7 6.7 7.2 7.3 6.4 5.5 5.2 4.5 4.0 4.2
保全額 16.1 11.1 9.8 7.6 5.5 5.2 4.9 5.4 5.7 5.6 6.0 6.2 5.4 4.7 4.5 3.8 3.4 3.5

(83.1) (85.4) (87.4) (86.4) (87.0) ( 85.5) ( 86.2) ( 83.9) ( 85.1) ( 84.5) ( 84.1) ( 84.8) ( 85.4) ( 85.7) ( 85.6) ( 84.5) ( 84.1) ( 83.6)
担保・保証等 9.7 6.7 5.7 4.3 3.5 3.2 3.3 3.7 4.0 4.1 4.4 4.4 3.9 3.4 3.1 2.8 2.4 2.4

(50.1) (51.8) (50.7) (48.4) (55.5) ( 53.1) ( 58.2) ( 57.3) ( 59.6) ( 62.0) ( 61.4) ( 60.6) ( 61.6) ( 62.2) ( 59.7) ( 61.1) ( 60.6) ( 57.3)
引当 6.4 4.4 4.1 3.4 2.0 2.0 1.6 1.7 1.7 1.5 1.6 1.8 1.5 1.3 1.4 1.1 0.9 1.1

(33.1) (33.6) (36.7) (38.0) (31.5) ( 32.4) ( 27.9) ( 26.6) ( 25.5) ( 22.5) ( 22.7) ( 24.1) ( 23.8) ( 23.5) ( 25.9) ( 23.4) ( 23.5) ( 26.3)
債権額 16.5 16.6 11.1 5.9 4.7 3.9 3.7 2.1 2.1 2.5 2.6 2.8 2.4 2.4 1.9 2.0 1.6 1.4
保全額 9.4 10.2 7.0 3.5 2.7 2.3 2.0 1.2 1.2 1.5 1.7 1.8 1.5 1.4 1.2 1.3 0.9 0.7

(56.8) (61.3) (63.2) (59.8) (58.5) ( 59.1) ( 54.1) ( 54.4) ( 57.3) ( 60.9) ( 62.7) ( 64.3) ( 61.6) ( 60.6) ( 61.6) ( 62.9) ( 59.2) ( 54.9)
担保・保証等 7.0 7.0 4.3 2.1 1.7 1.4 1.1 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 1.0 0.9 0.8 0.8 0.6 0.5

(42.4) (42.2) (39.1) (36.2) (36.1) ( 37.3) ( 31.4) ( 32.7) ( 37.1) ( 40.5) ( 42.6) ( 44.2) ( 42.7) ( 39.5) ( 42.1) ( 38.8) ( 37.6) ( 37.3)
引当 2.4 3.2 2.7 1.4 1.1 0.8 0.8 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.3 0.2

(14.4) (19.1) (24.0) (23.6) (22.4) ( 21.9) ( 22.6) ( 21.6) ( 20.1) ( 20.4) ( 20.1) ( 20.1) ( 18.8) ( 21.1) ( 19.7) ( 24.1) ( 21.5) ( 17.5)
債権額 43.2 35.3 26.6 17.9 13.4 12.0 11.4 12.0 11.7 11.6 11.8 11.9 10.2 9.2 8.4 7.7 6.7 6.7
保全額 32.8 27.0 21.1 14.4 10.6 9.5 8.9 9.9 9.8 9.5 9.7 9.8 8.4 7.4 6.9 6.3 5.4 5.4

(75.9) (76.5) (79.4) (80.2) (79.3) ( 79.5) ( 78.3) ( 83.2) ( 83.7) ( 82.6) ( 82.0) ( 82.3) ( 81.8) ( 81.0) ( 82.5) ( 81.2) ( 80.8) ( 80.7)
合計 担保・保証等 22.2 18.0 13.2 8.8 6.8 6.1 5.9 6.9 6.9 6.8 6.9 6.9 5.9 5.2 4.8 4.4 3.8 3.7

(51.4) (51.0) (49.5) (49.0) (51.2) ( 50.8) ( 51.9) ( 57.7) ( 58.5) ( 58.8) ( 58.3) ( 58.2) ( 58.0) ( 57.1) ( 56.8) ( 56.5) ( 56.9) ( 54.5)
引当 10.6 9.0 7.9 5.6 3.8 3.4 3.0 3.1 3.0 2.8 2.8 2.9 2.4 2.2 2.1 1.9 1.6 1.8

(24.5) (25.5) (29.9) (31.2) (28.1) ( 28.8) ( 26.4) ( 25.5) ( 25.2) ( 23.8) ( 23.7) ( 24.2) ( 23.9) ( 24.0) ( 25.6) ( 24.8) ( 23.9) ( 26.2)
. .

(注）  １. （　）内の計数は保全率。

　

 ６. 引当には、個別貸倒引当金、一般貸倒引当金のほか、特定債務者支援引当金等を含む。

 ４. 全国銀行の計数は、都銀・旧長信銀（16年4月に普通銀行へ転換した新生銀行及び18年4月に普通銀行へ転換したあおぞら銀行を含む。）・信託及び地域銀行を集計。
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 ５. 一部の銀行においては、再生専門子会社及び株式保有専門子会社の計数を含む。

 ２. 主要行の計数は都銀と信託の合計。

 ３. 地域銀行の計数は、15年3月期以降埼玉りそな銀行を含む。
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主要行（７行） （単位： 億円）

14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期 27年3月期 28年3月期 29年3月期 30年3月期 31年3月期

11,019 10,262 12,791 15,904 5,285 4,239 2,085 1,161 2,709 2,963 1,886 1,724 1,447 1,613 1,236 1,015 660 533

9,712 8,850 10,471 12,014 3,443 2,497 1,204 849 2,007 2,222 1,370 1,240 1,097 1,129 833 651 406 361

1,307 1,412 2,320 3,891 1,841 1,742 882 311 703 740 517 484 350 484 404 364 254 173

113.5 116.0 122.2 132.4 153.5 169.8 173.3 136.7 135.0 133.3 137.7 139.0 131.9 142.9 148.5 155.9 162.5 147.9

地域銀行（１０５行）

14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期 27年3月期 28年3月期 29年3月期 30年3月期 31年3月期

6,202 6,270 8,179 6,916 6,571 5,778 4,785 3,723 5,674 5,080 3,832 2,959 2,780 2,339 2,266 1,953 1,677 1,336

6,154 5,674 7,440 5,549 4,419 3,648 2,911 2,586 4,392 4,026 2,786 2,165 1,864 1,433 1,228 1,055 878 721

48 596 739 1,367 2,152 2,130 1,874 1,137 1,282 1,054 1,046 793 916 906 1,039 898 799 615

100.8 110.5 109.9 124.6 148.7 158.4 164.4 143.9 129.2 126.2 137.5 136.6 149.1 163.2 184.6 185.1 190.9 185.2

全国銀行（１１４行）

14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期 27年3月期 28年3月期 29年3月期 30年3月期 31年3月期

17,815 16,751 21,322 23,066 11,991 10,039 6,910 5,055 10,351 8,865 6,596 5,340 6,474 5,955 3,514 2,972 2,347 1,869

16,269 14,621 18,060 17,655 7,891 6,151 4,132 3,605 8,057 6,964 4,863 3,925 4,687 3,983 2,069 1,709 1,291 1,082

1,546 2,130 3,262 5,411 4,099 3,888 2,778 1,450 2,293 1,901 1,733 1,414 1,787 1,971 1,446 1,263 1,057 787

109.5 114.6 118.1 130.6 152.0 163.2 167.2 140.2 128.5 127.3 135.6 136.0 138.1 149.5 169.9 173.9 181.8 172.8

(注)

２．地域銀行の計数は、15年3月期以降埼玉りそな銀行を含む。

４．（　　）内は31年3月期時点の対象金融機関数。

実際の売却額 [Ａ]

直前期における評価額
（処分可能見込額） [Ｂ]

　　　　　　Ａ－Ｂ

　　　　　　Ａ／Ｂ　（％）

実際の売却額 [Ａ]

直前期における評価額
（処分可能見込額） [Ｂ]

　　　　　　Ａ－Ｂ

　　　　　　Ａ／Ｂ　（％）

（別紙17）

３．全国銀行の計数は、都銀・旧長信銀（16年4月に普通銀行へ転換した新生銀行及び18年4月に普通銀行へ転換したあおぞら銀行を含む。）・信託及び地域銀行を集計。

（表４）　担保不動産の評価額（処分可能見込額）と売却実績額の推移
（アンケートによる全数調査）

　　　　　　Ａ／Ｂ　（％）

１．主要行の計数は、都銀と信託の合計。

実際の売却額 [Ａ]

直前期における評価額
（処分可能見込額） [Ｂ]

　　　　　　Ａ－Ｂ
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　 (単位:億円)

5年3月期 6年3月期 7年3月期 8年3月期 9年3月期 10年3月期 11年3月期 12年3月期 13年3月期 14年3月期 15年3月期
不良債権処分損 16,398 38,722 52,322 133,692 77,634 132,583 136,309 69,441 61,076 97,221 66,584

(110,669) (62,099) (108,188) (104,403) (53,975) (42,898) (77,212) (51,048)
貸倒引当金繰入額 9,449 11,461 14,021 70,873 34,473 84,025 81,181 25,313 27,319 51,959 31,011

(55,758) (25,342) (65,522) (54,901) (13,388) (13,706) (38,062) (20,418)
直接償却等 4,235 20,900 28,085 59,802 43,158 39,927 47,093 38,646 30,717 39,745 35,201

(54,901) (36,756) (35,005) (42,677) (36,094) (26,500) (34,136) (30,376)
貸出金償却 2,044 2,354 7,060 17,213 9,730 8,506 23,772 18,807 25,202 32,042 21,627

(15,676) (8,495) (7,912) (22,549) (17,335) (22,014) (27,183) (17,737)
バルクセール 2,191 18,546 21,025 42,589 33,428 31,421 23,321 19,839 5,516 7,703 13,574
による売却損等 (39,225) (28,261) (27,093) (20,128) (18,759) (4,486) (6,953) (12,640)

2,714 6,361 10,216 3,017 3 8,631 8,035 5,482 3,040 5,517 372
(10) (1) (7,661) (6,825) (4,493) (2,691) (5,013) (253)

４年度以降の累計 16,398 55,120 107,442 241,134 318,768 451,351 587,660 657,101 718,177 815,398 881,982
(218,111) (280,210) (388,398) (492,801) (546,776) (589,674) (666,886) (717,934)

直接償却等の累計 4,235 25,135 53,220 113,022 156,180 196,107 243,200 281,846 312,563 352,308 387,509
(108,121) (144,877) (179,882) (222,559) (258,653) (285,153) (319,289) (349,665)

127,746 135,759 125,462 285,043 217,890 297,580 296,270 303,660 325,150 420,280 348,490
(218,682) (164,406) (219,780) (202,500) (197,720) (192,810) (276,260) (204,330)

貸倒引当金残高 36,983 45,468 55,364 132,930 123,340 178,150 147,970 122,300 115,550 133,530 125,850
(103,450) (93,880) (136,010) (92,580) (76,780) (69,390) (86,570) (78,970)

18,670 30,234 42,984 114,270 104,360 159,290 112,320 83,640 72,420 78,860 60,810
(90,700) (80,770) (122,600) (68,130) (49,820) (39,170) (46,690) (30,020)

(表５）  不良債権処分損等の推移(全国銀行）

（うち、個別貸倒
引当金残高）

リスク管理債権残高

その他

（別紙18）
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(単位:億円)

16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期
不良債権処分損 53,742 28,475 3,629 10,460 11,238 30,938 16,821 10,046 5,486 5,754 ▲ 753

(34,607) (19,621) (▲2,803) (2,729) (4,110) (19,119) (9,654) (3,912) (2,575) (2,117) (▲2,546)
貸倒引当金繰入額 16,157 940 ▲ 3,722 5,239 2,893 15,318 8,028 5,362 2,212 2,850 ▲ 2,332

(4,202) (▲4,262) (▲6,963) (537) (▲1,573) (7,255) (3,530) (1,115) (740) (492) (▲3,135)
直接償却等 37,335 27,536 7,020 5,373 8,206 15,328 8,574 4,534 3,147 2,768 1,665

(30,472) (23,862) (3,804) (2,369) (5,770) (11,779) (6,078) (2,854) (1,802) (1,591) (761)
貸出金償却 25,166 17,114 4,786 3,893 6,275 13,933 7,003 4,086 2,379 2,340 1,375

(19,852) (14,743) (2,344) (2,077) (4,499) (10,797) (5,021) (2,683) (1,325) (1,437) (680)
バルクセール 12,169 10,422 2,235 1,479 1,931 1,395 1,571 448 769 428 290
による売却損等 (10,621) (9,119) (1,461) (292) (1,271) (981) (1,057) (171) (477) (154) (81)

250 ▲ 1 332 ▲ 152 139 291 218 151 127 136 ▲ 86
(▲68) (21) (356) (▲171) (▲86) (85) (47) (▲57) (33) (34) (▲172)

４年度以降の累計 935,724 964,199 967,828 978,288 989,526 1,020,464 1,037,285 1,047,331 1,052,817 1,058,571 1,057,818
(752,541) (772,162) (769,359) (772,088) (776,198) (795,317) (804,971) (808,883) (811,458) (813,575) (811,029)

直接償却等の累計 424,844 452,380 459,400 464,773 472,979 488,307 496,881 501,415 504,562 507,330 508,995
(380,137) (403,999) (407,803) (410,172) (415,942) (427,721) (433,799) (436,653) (438,455) (440,046) (440,807)
262,040 175,390 131,090 117,540 111,690 116,100 114,280 112,720 115,310 116,820 100,346

(135,670) (72,900) (45,240) (40,040) (36,990) (45,370) (48,190) (46,390) (47,500) (49,350) (38,722)
貸倒引当金残高 114,300 85,350 64,380 58,960 52,730 58,650 57,020 53,950 51,030 48,650 41,740

(69,030) (47,390) (32,470) (30,200) (25,800) (30,270) (29,630) (27,060) (26,400) (25,140) (20,430)
54,410 43,860 28,760 27,200 22,720 27,090 26,770 23,940 24,310 23,880 20,500

(25,750) (20,000) (8,910) (9,590) (6,840) (10,070) (11,220) (8,800) (9,870) (9,480) (7,580)

リスク管理債権残高

その他

（うち、個別貸倒
引当金残高）
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(単位:億円)

27年3月期 28年3月期 29年3月期 30年3月期 31年3月期
不良債権処分損 747 2,694 2,831 ▲ 1,246 2,579

(▲168) (1,814) (1,965) (▲2,479) (▲890)
貸倒引当金繰入額 ▲ 1,352 705 1,412 ▲ 2,766 1,569

(▲1,464) (352) (1,056) (▲3,512) (▲1,175)
直接償却等 2,068 1,926 887 1,360 1,497

(1,332) (1,439) (429) (931) (859)
貸出金償却 1,717 1,270 585 1,036 1,268

(1,127) (921) (231) (693) (748)
バルクセール 351 656 301 323 229
による売却損等 (205) (518) (198) (239) (111)

32 63 532 161 ▲ 487
(▲36) (23) (480) (102) (▲574)

４年度以降の累計 1,058,565 1,061,259 1,064,090 1,062,844 1,065,423
(810,861) (812,675) (814,640) (812,161) (811,271)

直接償却等の累計 511,063 512,989 513,876 515,235 516,732
(442,139) (443,578) (444,007) (444,938) (445,797)

89,692 81,990 75,626 65,602 65,443
(33,718) (30,021) (27,734) (20,837) (18,148)

貸倒引当金残高 37,040 34,880 33,610 28,302 28,044
(17,950) (17,000) (17,060) (12,481) (10,688)
17,270 18,260 14,670 12,940 15,438
(5,630) (7,150) (4,330) (3,282) (4,539)

９．バルクセールによる売却損等は、バルクセールによる売却損のほか、子会社等に対する支援損や整理回収機構（ＲＣＣ）への売却損等を含む。

８．貸倒引当金は、個別貸倒引当金の他、一般貸倒引当金等を含む。

７．一部の銀行については、再生専門子会社及び株式保有専門子会社の計数を含む。

10．不良債権処分損の｢その他」は、特定債務者支援引当金(子会社等へ支援を予定している場合における当該支援損への引当金への繰入額）等を表す。

(注) １．（　　）内の計数は、都銀・旧長信銀（16年4月に普通銀行へ転換した新生銀行及び18年4月に普通銀行へ転換したあおぞら銀行を含む。）・信託を集計。

６．リスク管理債権残高及び貸倒引当金残高については、11年3月期の計数には日本長期信用銀行及び日本債券信用銀行を含まない。

11．リスク管理債権の金額については、7年3月期以前は破綻先債権、延滞債権の合計額、8年3月期～9年3月期は破綻先債権、延滞債権、金利減免等債権の合計額としている。

２．7年3月期以前の計数は、都銀・長信銀・信託のみを集計。

３．8年3月期以降の計数は、都銀・旧長信銀・信託及び地域銀行（15年3月期以降埼玉りそな銀行を含む。）を集計。

４．10年3月期以降の計数は、北海道拓殖、徳陽シティ、京都共栄、なにわ、福徳、みどりの各行を含まず、11年3月期以降の計数は、国民、幸福、東京相和の各行を含まない。
    また、12年3月期以降の計数は、なみはや銀行及び新潟中央銀行を含まず、14年3月期以降の計数は、石川銀行及び中部銀行を含まない。

５．不良債権処分損については、11年3月期の計数には日本長期信用銀行（現・新生銀行）及び日本債券信用銀行（現・あおぞら銀行）を含まず、12年3月期の計数には
　　日本債券信用銀行を含まない。また、14年3月期は東海銀行(14年1月合併）を含み、15年3月期はあさひ銀行（15年3月再編）を含む。

その他

リスク管理債権残高

（うち、個別貸倒
引当金残高）
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（単位：億円）

14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期 27年3月期 28年3月期 29年3月期 30年3月期 31年3月期

2,932,230 2,638,740 2,475,810 2,360,950 2,426,790 2,446,820 2,494,870 2,620,060 2,449,130 2,393,530 2,452,280 2,593,130 2,735,470 2,889,210 2,955,040 3,000,390 2,970,080 3,052,330

276,260 204,330 135,670 72,900 45,240 40,040 36,990 45,370 48,190 46,390 47,500 49,350 38,720 33,720 30,020 27,730 20,840 18,150

破綻先債権 15,290 8,670 4,590 2,120 1,410 1,310 1,360 6,170 3,820 2,120 1,660 1,800 710 560 1,370 1,220 1,000 690

延滞債権 142,240 78,810 61,230 43,210 21,090 20,590 18,670 27,750 32,460 28,900 30,710 31,360 25,020 19,230 19,000 14,520 11,590 12,730

3ヶ月以上延滞債権 4,560 3,690 2,130 1,370 690 540 510 910 690 1,570 970 740 720 670 640 700 330 190

貸出条件緩和債権 114,170 113,160 67,720 26,200 22,050 17,310 16,450 10,540 11,210 13,800 14,150 15,440 12,270 13,260 9,010 11,300 7,920 4,540

86,570 78,970 69,030 47,390 32,470 30,200 25,800 30,270 29,630 27,060 26,400 25,140 20,430 17,950 17,000 17,060 12,480 10,430

個別貸倒引当金残高 46,690 30,020 25,750 20,000 8,910 9,590 6,840 10,070 11,220 8,800 9,870 9,480 7,580 5,630 7,150 4,330 3,280 4,500

2,256,850 2,192,100 2,053,040 1,959,940 2,020,730 2,027,260 2,068,470 2,186,050 2,018,690 1,972,420 2,035,210 2,148,320 2,274,400 2,403,010 2,448,620 2,471,180 2,434,740 2,601,150

211,800 174,480 116,260 62,100 39,070 34,000 32,020 38,870 39,210 39,180 40,390 42,090 33,420 30,450 27,990 26,030 19,720 16,940

破綻先債権 9,800 7,050 3,370 1,720 1,150 1,140 1,230 4,760 2,980 1,670 1,350 1,510 620 540 1,330 1,190 940 640

延滞債権 111,020 67,760 51,710 36,850 18,870 18,060 16,520 23,440 26,320 23,920 25,440 25,950 21,530 17,200 17,570 13,790 11,050 11,830

3ヶ月以上延滞債権 3,360 2,800 2,000 1,310 670 520 490 860 660 1,550 950 720 700 650 620 680 310 190

貸出条件緩和債権 87,620 96,860 59,170 22,230 18,380 14,280 13,780 9,810 9,250 12,050 12,650 13,900 10,570 12,070 8,460 10,360 7,420 4,290

66,440 67,130 59,950 40,770 27,750 25,140 21,480 25,100 25,040 22,950 22,420 21,590 17,610 15,730 15,040 14,730 10,660 9,190

(4) 個別貸倒引当金残高 37,150 25,560 21,940 17,150 7,520 8,070 5,860 8,070 9,190 7,210 7,970 7,640 6,320 4,960 6,760 4,100 3,130 4,140

275,140 69,440 61,880 60,490 69,870 84,380 93,070 83,620 78,020 67,120 67,870 69,650 68,850 70,040 68,160 70,750 72,630 77,150

26,470 4,270 1,820 1,480 630 600 930 2,810 4,770 3,780 3,780 3,310 2,300 990 580 230 150 260

破綻先債権 3,670 220 190 30 10 10 10 660 510 170 100 110 70 10 10 10 10 10

延滞債権 12,370 2,150 1,350 1,300 390 400 550 1,940 3,780 3,190 3,280 2,950 1,980 820 500 170 90 220

3ヶ月以上延滞債権 1,020 760 80 30 0 0 0 40 20 20 10 10 10 10 10 10 10 0

貸出条件緩和債権 9,410 1,140 200 120 230 200 370 170 450 400 380 250 240 150 50 40 40 30

9,620 4,160 3,400 2,580 1,930 1,690 1,460 2,490 2,180 2,140 1,980 1,700 1,480 1,100 880 800 700 440

(2) 個別貸倒引当金残高 3,690 1,500 1,500 1,050 700 570 490 980 1,020 950 1,030 1,050 850 370 160 110 60 70

400,240 377,190 360,900 340,510 336,190 335,180 333,330 350,390 352,420 354,000 349,200 375,150 392,220 416,160 438,260 458,460 462,710 374,030

37,990 25,580 17,590 9,320 5,540 5,440 4,040 3,690 4,210 3,420 3,330 3,950 3,000 2,280 1,450 1,480 960 950

破綻先債権 1,820 1,400 1,030 370 250 160 120 750 320 280 210 180 10 20 20 20 50 40

延滞債権 18,860 8,890 8,170 5,070 1,830 2,430 1,610 2,370 2,360 1,780 1,990 2,470 1,510 1,210 930 560 450 680

3ヶ月以上延滞債権 180 130 50 30 20 20 20 10 20 10 10 10 10 10 0 0 0 0

貸出条件緩和債権 17,130 15,150 8,340 3,850 3,440 2,830 2,290 560 1,510 1,350 1,120 1,290 1,460 1,040 500 900 460 220

10,510 7,680 5,680 4,040 2,790 3,370 2,860 2,680 2,410 1,980 2,010 1,850 1,340 1,120 1,070 1,540 1,120 800

(3) 個別貸倒引当金残高 5,850 2,960 2,310 1,800 700 950 490 1,020 1,010 630 880 800 410 290 240 120 100 280

2,849,060 2,569,300 2,413,940 2,300,450 2,356,920 2,362,440 2,401,800 2,536,440 2,371,110 2,326,410 2,384,410 2,523,470 2,666,620 2,819,170 2,886,880 2,929,640 2,897,450 2,975,180

260,940 200,060 133,850 71,420 44,610 39,440 36,060 42,560 43,420 42,610 43,720 46,040 36,420 32,730 29,440 27,500 20,680 17,890

破綻先債権 13,100 8,450 4,400 2,090 1,400 1,300 1,350 5,510 3,310 1,950 1,560 1,690 630 560 1,350 1,210 990 680

延滞債権 134,340 76,650 59,890 41,920 20,700 20,480 18,120 25,810 28,680 25,700 27,430 28,420 23,050 18,410 18,500 14,350 11,500 12,510

3ヶ月以上延滞債権 3,610 2,930 2,050 1,340 690 540 510 870 670 1,560 960 730 710 660 630 690 320 190

貸出条件緩和債権 109,880 112,020 67,510 26,070 21,820 17,110 16,070 10,370 10,760 13,400 13,770 15,200 12,030 13,110 8,960 11,260 7,880 4,510

80,540 74,810 65,630 44,810 30,540 28,510 24,340 27,780 27,450 24,930 24,420 23,440 18,950 16,850 16,110 16,270 11,780 9,990

個別貸倒引当金残高 44,340 28,520 24,250 18,950 8,220 9,020 6,350 9,090 10,200 7,850 8,840 8,430 6,730 5,260 7,000 4,220 3,220 4,420

（別紙19）　( 表 ６ )  リ ス ク 管 理 債 権 額 等 の 推 移

主要行

リスク管理債権

貸出金都銀・
旧長信
銀・信
託

貸出金旧長
期信
用銀
行

信託
銀行

貸出金

リスク管理債権

貸倒引当金残高

都市
銀行

(7)

リスク管理債権

リスク管理債権

貸出金

貸倒引当金残高

リスク管理債権

貸倒引当金残高

貸倒引当金残高

(9)

貸出金

貸倒引当金残高
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（単位：億円）

14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期 27年3月期 28年3月期 29年3月期 30年3月期 31年3月期

1,800,190 1,831,190 1,823,760 1,831,540 1,875,530 1,926,740 1,977,170 2,050,270 2,048,590 2,079,870 2,131,100 2,191,830 2,255,410 2,338,120 2,420,120 2,510,200 2,605,260 2,693,310

144,020 144,160 126,370 102,480 85,850 77,500 74,700 70,730 66,090 66,330 67,810 67,470 61,620 55,970 51,970 47,890 44,770 47,300

破綻先債権 15,070 13,720 9,180 6,120 4,880 4,340 4,820 9,530 7,370 5,410 3,810 3,130 2,450 1,850 1,690 1,430 1,490 1,670

延滞債権 80,720 80,380 75,370 64,320 56,400 52,460 50,280 51,310 49,440 51,320 52,650 52,730 48,050 44,200 41,190 38,330 35,720 36,720

3ヶ月以上延滞債権 1,510 1,310 1,020 840 620 690 590 790 750 630 500 390 320 260 270 260 300 370

貸出条件緩和債権 46,720 48,740 40,800 31,210 23,950 20,000 19,010 9,100 8,530 8,970 10,850 11,220 10,810 9,670 8,820 7,880 7,250 8,540

46,960 46,880 45,270 37,960 31,910 28,760 26,930 28,380 27,390 26,880 24,620 23,510 21,310 19,090 17,880 16,540 15,820 17,380

個別貸倒引当金残高 32,170 30,790 28,660 23,860 19,850 17,610 15,880 17,030 15,550 15,140 14,430 14,390 12,920 11,640 11,100 10,350 9,660 10,920

1,363,180 1,354,950 1,353,970 1,374,920 1,406,130 1,448,150 1,485,930 1,550,650 1,549,770 1,577,000 1,619,600 1,673,740 1,726,410 1,794,440 1,858,230 1,931,230 2,009,320 2,098,540

104,880 104,230 93,350 75,840 63,170 57,580 54,970 50,840 47,470 48,440 49,400 49,130 45,300 41,730 38,850 35,810 33,460 36,560

破綻先債権 10,290 9,170 6,030 4,060 3,340 2,980 3,190 6,170 4,620 3,600 2,500 1,980 1,570 1,220 1,210 1,020 1,080 1,270

延滞債権 59,110 57,900 55,640 47,130 40,820 38,890 36,690 37,130 35,670 37,170 37,750 38,300 35,080 32,450 30,290 28,130 26,090 27,710

3ヶ月以上延滞債権 1,210 1,030 790 660 470 540 470 560 530 460 340 330 260 210 220 220 260 320

貸出条件緩和債権 34,270 36,130 30,890 23,980 18,540 15,170 14,620 6,970 6,650 7,200 8,800 8,520 8,400 7,850 7,130 6,440 6,030 7,250

34,870 34,550 35,160 29,380 24,080 21,330 19,730 20,550 19,630 19,520 17,900 17,250 15,840 14,410 13,680 12,780 12,340 14,060

(64) 個別貸倒引当金残高 23,670 22,350 22,100 18,240 14,820 13,200 11,540 12,240 10,960 10,830 10,030 10,250 9,340 8,560 8,250 7,800 7,330 8,780

437,010 429,130 419,990 403,400 412,560 419,380 429,430 435,920 434,950 438,980 446,830 451,780 462,070 475,000 492,130 508,010 523,840 521,610

39,140 38,230 31,490 25,590 21,820 19,050 18,840 18,890 17,490 16,690 17,270 17,200 15,220 13,220 11,990 10,990 10,310 9,760

破綻先債権 4,770 4,470 3,120 2,030 1,520 1,330 1,590 3,290 2,710 1,760 1,260 1,100 850 610 470 400 390 380

延滞債権 21,620 21,670 18,970 16,640 15,070 12,990 12,920 13,480 12,950 13,250 14,030 13,590 12,150 10,930 10,040 9,310 8,800 8,240

3ヶ月以上延滞債権 300 210 130 130 100 110 100 180 190 140 160 60 50 50 40 30 40 40

貸出条件緩和債権 12,450 11,880 9,270 6,790 5,130 4,610 4,240 1,930 1,630 1,530 1,830 2,460 2,170 1,630 1,440 1,250 1,080 1,100

12,090 11,980 9,660 8,220 7,470 7,070 6,810 7,430 7,260 6,840 6,240 5,820 5,090 4,370 3,900 3,500 3,280 3,110

(40) 個別貸倒引当金残高 8,510 8,290 6,360 5,480 4,850 4,240 4,130 4,660 4,430 4,120 4,190 3,930 3,390 2,930 2,700 2,390 2,230 2,050

4,732,420 4,469,930 4,299,570 4,192,490 4,302,320 4,373,560 4,472,040 4,670,330 4,497,720 4,473,400 4,583,380 4,784,950 4,990,870 5,227,330 5,375,170 5,510,590 5,575,340 5,745,650

420,280 348,490 262,040 175,390 131,090 117,540 111,690 116,100 114,280 112,720 115,310 116,820 100,350 89,690 81,990 75,630 65,600 65,440

破綻先債権 30,360 22,390 13,770 8,240 6,300 5,650 6,180 15,700 11,190 7,530 5,470 4,930 3,160 2,420 3,060 2,650 2,490 2,350

延滞債権 222,960 159,190 136,600 107,530 77,480 73,340 68,950 79,060 81,900 80,220 83,370 84,100 73,070 63,420 60,190 52,850 47,310 49,450

3ヶ月以上延滞債権 6,070 5,000 3,150 2,210 1,310 1,230 1,100 1,700 1,440 2,200 1,470 1,130 1,040 920 910 960 630 560

貸出条件緩和債権 160,890 161,900 108,520 57,400 46,000 37,310 35,460 19,640 19,750 22,770 25,000 26,660 23,070 22,930 17,830 19,170 15,170 13,080

133,530 125,850 114,300 85,350 64,380 58,960 52,730 58,650 57,020 53,950 51,030 48,650 41,740 37,040 34,880 33,610 28,300 27,810

個別貸倒引当金残高 78,860 60,810 54,410 43,860 28,760 27,200 22,720 27,090 26,770 23,940 24,310 23,880 20,500 17,270 18,260 14,670 12,940 15,420

地方
銀行

全国
銀行

リスク管理債権

貸倒引当金残高

(114)

貸出金

(105)

貸出金

貸倒引当金残高

貸倒引当金残高

リスク管理債権

第二
地方
銀行

貸出金

リスク管理債権

地域
銀行

貸出金

リスク管理債権

貸倒引当金残高
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（単位：億円）

14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期 27年3月期 28年3月期 29年3月期 30年3月期 31年3月期

1,331,300 1,265,560 1,240,920 1,201,960 1,163,080 1,179,220 1,149,840 1,183,720 1,211,420 1,210,910 1,219,850 1,235,520 1,264,120 1,302,620 1,318,630 1,323,820 1,350,360 1,451,170

110,210 108,270 96,470 83,020 71,750 66,000 63,250 57,400 57,120 57,280 59,920 60,190 57,750 54,370 50,030 45,780 42,350 39,990

破綻先債権 14,810 13,740 10,920 7,980 6,300 5,650 5,390 7,150 6,430 5,120 4,540 4,020 3,200 2,700 2,630 2,390 2,200 2,060

延滞債権 61,660 63,090 59,740 53,220 48,700 46,290 45,740 44,280 45,370 46,580 49,280 50,180 49,040 46,340 42,540 38,990 35,890 33,890

3ヶ月以上延滞債権 1,090 920 690 450 350 360 400 440 470 310 260 260 190 190 140 130 150 130

貸出条件緩和債権 32,650 30,530 25,130 21,360 16,390 13,690 11,710 5,510 4,850 5,260 5,840 5,720 5,320 5,140 4,720 4,280 4,110 3,900

34,030 33,310 31,470 27,190 23,320 21,460 19,900 20,540 21,380 20,130 19,820 18,900 18,440 17,280 16,360 15,140 13,760 12,970

個別貸倒引当金残高 24,890 24,880 23,340 19,980 17,070 15,770 14,630 15,360 15,920 15,150 15,340 14,620 14,250 13,550 12,720 11,600 9,290 9,650

729,130 727,400 711,090 693,800 686,570 690,820 693,960 703,160 704,210 690,090 691,630 691,480 704,550 716,870 740,840 771,630 779,130 790,290

72,990 72,290 63,830 55,470 49,010 45,140 44,360 40,700 40,440 41,010 43,470 43,690 41,690 39,080 35,760 33,010 30,770 29,300

破綻先債権 8,190 7,740 6,040 4,350 3,390 3,230 3,130 4,140 3,710 2,910 2,610 2,260 1,720 1,480 1,350 1,230 1,120 1,030

延滞債権 42,410 43,510 41,530 37,830 34,890 33,220 33,480 32,850 33,500 34,530 36,850 37,390 36,210 33,950 31,080 28,800 26,880 25,670

3ヶ月以上延滞債権 640 550 340 240 190 180 210 210 240 180 140 140 80 80 60 60 70 60

貸出条件緩和債権 21,750 20,490 15,920 13,050 10,530 8,510 7,530 3,500 2,990 3,390 3,870 3,890 3,670 3,570 3,260 2,920 2,700 2,530

18,250 18,670 17,170 15,100 13,450 12,560 11,970 12,070 11,890 11,270 11,330 10,950 10,690 10,120 9,480 8,860 8,210 7,840

(260) 個別貸倒引当金残高 13,240 13,790 12,930 11,360 10,220 9,580 8,980 9,240 8,990 8,500 8,850 8,620 8,390 8,020 7,460 7,030 6,470 6,070

115,830 98,230 97,430 97,360 98,430 98,440 97,810 97,930 97,560 99,700 98,000 99,070 100,670 103,090 112,290 137,930 147,540 154,300

14,840 15,140 13,160 11,660 10,600 10,240 10,090 8,810 8,050 7,980 8,320 8,320 7,720 7,380 6,860 6,340 5,740 5,230

破綻先債権 2,050 1,850 1,610 1,290 1,090 1,050 1,180 1,260 1,070 950 780 760 660 550 500 460 400 330

延滞債権 7,880 7,990 7,660 7,120 6,730 6,620 6,470 6,260 5,950 5,950 6,410 6,440 5,990 5,780 5,370 4,940 4,440 4,070

3ヶ月以上延滞債権 210 230 210 120 100 110 100 120 120 70 60 60 40 50 30 30 30 20

貸出条件緩和債権 4,700 5,070 3,680 3,130 2,680 2,460 2,330 1,170 910 1,010 1,070 1,060 1,030 1,000 960 900 870 810

4,330 3,910 3,980 3,500 3,170 3,100 3,080 2,890 2,800 2,810 2,910 2,930 2,790 2,680 2,540 2,450 2,250 2,030

(147) 個別貸倒引当金残高 3,380 3,050 3,130 2,780 2,500 2,440 2,400 2,270 2,210 2,240 2,370 2,430 2,320 2,210 2,090 2,010 1,820 1,580

6,063,730 5,735,480 5,540,500 5,394,460 5,465,390 5,552,780 5,621,880 5,854,050 5,709,140 5,684,310 5,803,230 6,020,480 6,254,990 6,529,950 6,693,790 6,834,410 6,925,700 7,196,820

530,490 456,760 358,510 258,400 202,840 183,540 174,940 173,490 171,410 169,990 175,230 177,010 158,090 144,060 132,020 121,410 107,950 105,430

破綻先債権 45,170 36,130 24,690 16,220 12,600 11,300 11,580 22,850 17,630 12,650 10,010 8,950 6,350 5,120 5,690 5,040 4,690 4,410

延滞債権 284,630 222,280 196,340 160,750 126,190 119,630 114,690 123,340 127,270 126,800 132,640 134,280 122,120 109,760 102,730 91,840 83,200 83,340

3ヶ月以上延滞債権 7,160 5,920 3,840 2,660 1,660 1,590 1,500 2,140 1,900 2,510 1,730 1,400 1,220 1,110 1,050 1,090 780 690

貸出条件緩和債権 193,540 192,430 133,640 78,760 62,390 51,000 47,160 25,150 24,590 28,020 30,840 32,380 28,390 28,070 22,550 23,450 19,280 16,980

167,560 159,160 145,770 112,540 87,690 80,420 72,630 79,200 78,400 74,080 70,840 67,550 60,180 54,330 51,240 48,750 42,060 40,780

個別貸倒引当金残高 103,750 85,690 77,750 63,840 45,830 42,970 37,350 42,450 42,690 39,090 39,640 38,500 34,740 30,820 30,980 26,270 22,230 25,060

（注）

リスク管理債権

２．（　　）内は31年3月期時点の対象金融機関数。

１．計数は、億円を四捨五入し、10億円単位にまとめた。

６．一部の銀行においては、再生専門子会社及び株式保有専門子会社の計数を含む。
５．地域銀行の計数は、15年3月期以降埼玉りそな銀行を含む。

貸倒引当金残高

貸倒引当金残高

４．主要行の計数は、都銀と信託の合計。

３．旧長信銀の計数は、14年3月期は日本興業銀行を含み、16年4月に普通銀行へ転換した新生銀行及び18年4月に普通銀行へ転換したあおぞら銀行を含む。

協同
組織
金融
機関

(455)

信用
組合

リスク管理債権

貸出金

貸出金信用
金庫

預金
取扱
金融
機関

貸出金

(569)

リスク管理債権

貸倒引当金残高

貸倒引当金残高

貸出金

リスク管理債権
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主要行（７行） (単位：兆円)

14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期 27年3月期 28年3月期 29年3月期 30年3月期 31年3月期

正常先 250.8 224.5 221.1 222.7 221.6 228.5 231.1 236.3 234.9 230.1 237.7 254.5 273.0 296.1 303.4 308.9 311.7 321.2
要注意先 45.8 40.5 28.2 17.3 14.1 15.8 16.3 18.5 18.3 17.0 15.7 15.2 12.2 9.6 8.7 9.0 7.3 5.8

（要管理債権） 11.3 11.5 7.0 2.7 2.3 1.8 1.7 1.1 1.1 1.5 1.5 1.6 1.3 1.4 1.0 1.2 0.8 0.5
破綻懸念先 12.2 6.6 5.2 3.6 1.9 1.9 1.7 2.4 2.6 2.4 2.6 2.6 2.2 1.8 1.7 1.3 1.0 1.2
破綻先・実質破綻先 3.2 2.2 1.5 1.0 0.5 0.4 0.4 1.0 0.8 0.6 0.5 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
要管理～破綻先の合計 26.8 20.2 13.6 7.4 4.6 4.1 3.8 4.5 4.5 4.5 4.6 4.7 3.8 3.4 3.1 2.9 2.2 1.9

地域銀行（１０５行） (単位：兆円)

14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期 27年3月期 28年3月期 29年3月期 30年3月期 31年3月期

正常先 136.2 141.0 142.7 146.8 152.2 156.4 159.3 162.2 158.9 161.5 165.9 173.3 180.8 190.9 200.3 209.5 219.3 225.6
要注意先 32.9 30.1 26.5 23.7 22.9 24.2 25.2 27.8 30.3 29.9 29.1 27.5 25.9 24.1 23.1 22.0 21.2 22.6

（要管理債権） 4.6 4.9 4.1 3.1 2.4 2.1 2.0 1.0 0.9 1.0 1.1 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.9
破綻懸念先 6.4 6.3 5.8 5.1 4.4 4.1 4.0 4.0 3.8 4.0 4.2 4.4 4.0 3.7 3.4 3.2 3.0 2.9
破綻先・実質破綻先 3.9 3.5 2.8 2.2 1.8 1.7 1.6 2.2 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.9
要管理～破綻先の合計 14.8 14.7 12.8 10.4 8.7 7.8 7.6 7.2 6.6 6.7 6.8 6.9 6.2 5.7 5.2 4.8 4.5 4.8

全国銀行（１１４行） (単位：兆円)

14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期 27年3月期 28年3月期 29年3月期 30年3月期 31年3月期

正常先 393.4 371.7 369.5 375.0 380.5 392.7 398.8 405.5 399.9 396.9 409.2 433.9 460.0 493.5 510.1 525.2 538.0 554.1
要注意先 80.2 71.4 55.3 41.4 37.2 40.5 42.0 47.3 49.7 47.8 45.5 43.1 38.4 34.0 32.1 31.2 28.7 28.8

（要管理債権） 16.5 16.6 11.1 5.9 4.7 3.9 3.7 2.1 2.1 2.5 2.6 2.8 2.4 2.4 1.9 2.0 1.6 1.4
破綻懸念先 19.3 13.0 11.2 8.9 6.3 6.1 5.7 6.5 6.7 6.7 7.2 7.3 6.4 5.5 5.2 4.5 4.0 4.2
破綻先・実質破綻先 7.4 5.7 4.3 3.2 2.4 2.1 2.0 3.4 2.9 2.4 2.0 1.9 1.5 1.3 1.3 1.2 1.1 1.2
要管理～破綻先の合計 43.2 35.3 26.6 17.9 13.4 12.0 11.4 12.0 11.7 11.6 11.8 12.0 10.2 9.2 8.4 7.7 6.7 6.7

預金取扱金融機関（５６９機関） (単位：兆円)

14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期 27年3月期 28年3月期 29年3月期 30年3月期 31年3月期

正常先 487.3 465.3 459.6 463.7 472.8 481.1 485.1 491.8 482.3 485.3 498.6 525.3 554.2 592.4 610.3 624.5 640.9 656.8
要注意先 100.0 90.5 72.6 57.2 52.3 55.8 57.8 65.2 70.5 68.7 65.7 62.4 56.8 51.6 49.4 48.2 45.4 45.3

（要管理債権） 19.1 19.2 13.0 7.5 6.0 5.0 4.7 2.6 2.5 2.9 3.1 3.3 2.9 2.8 2.3 2.4 2.0 1.7
破綻懸念先 23.8 17.4 15.3 12.5 9.7 9.3 9.0 9.5 9.9 10.0 10.9 11.1 10.1 9.1 8.5 7.5 6.8 6.9
破綻先・実質破綻先 11.2 9.0 7.2 5.6 4.4 4.0 3.9 5.5 5.0 4.2 3.6 3.4 2.9 2.5 2.4 2.3 2.1 2.2
要管理～破綻先の合計 54.2 45.6 35.5 25.6 20.2 18.3 17.5 17.6 17.4 17.1 17.6 17.8 15.9 14.4 13.2 12.2 10.8 10.8

１．要管理債権とは、３か月以上延滞が生じ、又は債務者の再建・支援を目的として貸出条件緩和が行われているもの。

２．主要行の計数は、都銀と信託の合計。

３．地域銀行の計数は、15年3月期以降埼玉りそな銀行を含む。

　

８．（　　）内は31年3月期時点の対象金融機関数。

（別紙20）

７．不良債権とは、概して言えば、米国のSEC基準と同様、元利払いや貸出条件に問題が生じている債権（リスク管理債権又は再生法開示債権）であり、上記表中、要管理債権、破綻懸念先債権、破綻先・実質破綻先債権の合計がこれに該当し、要管理債権以外の要
    注意先に対する債権はこれに該当しない。

(表７）　自己査定による債務者区分の推移

（注）

５．一部の銀行においては、再生専門子会社及び株式保有専門子会社の計数を含む。

６．預金取扱金融機関の計数は、全国銀行、協同組織金融機関、信農連等及び商工中金を集計したもの。ただし、（要管理債権）については、信農連等及び商工中金を含まない。

４．全国銀行の計数は、都銀・旧長信銀（16年4月に普通銀行へ転換した新生銀行及び18年4月に普通銀行へ転換したあおぞら銀行を含む。）・信託及び地域銀行を集計。
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金融再生プログラム 

 ―主要行の不良債権問題解決を通じた経済再生― 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《２．新しい企業再生の枠組み》 
 

（１）「特別支援」を介した企業再生 
○ 貸出債権のオフバランス化推進 
○ 時価の参考情報としての自己査定の活用 
○ ＤＩＰファイナンスへの保証制度 
 

（２）ＲＣＣの一層の活用と企業再生 
○ 企業再生機能の強化 
○ 企業再生ファンド等との連携強化 
○ 貸出債権取引市場の創設 
○ 証券化機能の拡充 

 
（３）企業再生のための環境整備 

○ 企業再生に資する支援環境の整備 
○ 過剰供給問題等への対応 
○ 早期事業再生ガイドラインの策定 
○ 株式の価格変動リスクへの対処 
○ 一層の金融緩和の期待 

 
（４）企業と産業の再生のための新たな仕組み 

 

《３．新しい金融行政の枠組み》 
 

（１）資産査定の厳格化 
○資産査定に関する基準の見直し 

― 引当に関するＤＣＦ的手法の採用 
― 引当金算定における期間の見直し 
― 再建計画や担保評価の厳正な検証 等 

○特別検査の再実施 
○自己査定と金融庁検査の格差公表 
○自己査定の是正不備に対する行政処分の強化 
○財務諸表の正確性に関する経営者による宣言 

 
（２）自己資本の充実 

○自己資本を強化するための税制改正 
○繰延税金資産の合理性の確認 
○自己資本比率に関する外部監査の導入 等 

 
（３）ガバナンスの強化 
○優先株の普通株への転換 
○健全化計画未達先に対する業務改善命令の発出 
○早期是正措置の厳格化 
○「早期警戒制度」の活用 等 

 

《１．新しい金融システムの枠組み》 
 
（１）安心できる金融システムの構築 

○ 国民のための金融行政 
○ 決済機能の安定確保 
○ モニタリング体制の整備 

 
（２）中小企業貸出に対する十分な配慮 

○ 中小企業貸出に関する担い手の拡充 
○ 中小企業再生をサポートする仕組みの整備 
○ 中小企業貸出計画未達先に対する業務改善命

令の発出 
○ 中小企業の実態を反映した検査の確保 
○ 中小企業金融に関するモニタリング体制の整備 

     ― 貸し渋り・貸し剥がしホットラインの設置 
  ― 貸し渋り・貸し剥がし検査 

 
（３）平成１６年度に向けた不良債権問題の終結 

○ 政府と日銀が一体となった支援体制の整備 
○ 「特別支援金融機関」における経営改革 
○ 新しい公的資金制度の創設 

― 速やかに実施 （平成１４年１１月２９日に作業工程表を公表） ― 
※中小・地域金融機関の不良債権処理については、平成１４年度内を目途にアクションプログラムを策定 

○主要行の不良債権問題解決を通じた経済再生       ← 不良債権問題の解決と構造改革の推進は「車の両輪」 

○「痛み」を最小にしながら経済の活性化をより強力に推進 ← 雇用、中小企業対策等とあわせて総合的な対策を実施 

〔基本的考え方〕 

日本の金融システムと金融行政に対する信頼

を回復し、世界から評価される金融市場を実現 
◎平成 16 年度には主要行の不良債権比率を半分程度に低下させ、問題を正常化 

◎構造改革を支えるより強固な金融システムの構築を目指す 

（別紙 21） 

平成 14 年 10 月 30 日 
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    別紙22不良債権比率の推移（主要行) 
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*計数は金融再生法開示債権ベース。

○金融再生プログラム
「平成１６年度（17年３月期）には、主要行の不良債権比率を現状（平成14年３月期 ８．４％）の
半分程度に低下させ、問題の正常化を図る」

○骨太２００４
「金融分野においては、平成16年度（平成17年３月）末までに、「金融再生プログラム」の着実な
推進により、不良債権問題を終結させる」

4％台

半減目標達成
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第３節 預金取扱等金融機関に対する金融モニタリング（別紙参照） 

 

Ⅰ 大手銀行グループに対する金融モニタリング 

 

2018事務年度の大手銀行グループに対するモニタリングについては、内外経済の

不確実性が高まる中、収益源の拡大・多様化を企図して海外業務やグループ連携業

務を推進する動きが見られることを踏まえ、①グループ・グローバルベースの経営

管理態勢の高度化や、ＲＡＦやストレステストを通じたリスク管理態勢の高度化、

②融資規律の維持やクレジットサイクルの転換を見据えた適切な対応、③機動的な

ポートフォリオ運営の態勢整備、安定的な外貨調達と外貨流動性管理、政策保有株

の着実な縮減、④デジタライゼーションの進展等、経営環境の変化に柔軟に対応で

きる経営・ガバナンス態勢の高度化等について深度ある対話を行った。 

また、内部管理部門・事業部門責任者等の経営陣や、社外取締役や外部監査人と

の対話を通じて、金融業を取り巻く環境が変化する中でリスクの変容を早期に把握

することに努めたほか、課題の根本原因を追究するため、経営トップや社外取締役

等との間で、内部統制機能の発揮状況といったガバナンスの実効性や、リスクテイ

クの姿勢等の企業文化についても議論を行った。 

 

Ⅱ 地域銀行に対する金融モニタリング 

 

2018事務年度の地域銀行に対するモニタリングについては、ビジネスモデルの持

続可能性やリスク管理態勢等に関して、金融機関ごとに異なる時間軸を意識し、「金

融仲介機能の発揮」と「金融システムの安定」の両立を念頭にバランスのとれたモ

ニタリングを実施した。具体的には、足元の健全性に問題のない多数の地域銀行に

ついては、金融仲介機能の発揮によって安定的な収益を上げることができるよう、

経営トップとの対話を軸として、金融機関の内外の関係者と幅広く対話を行った。

一方で、リスクの顕在化が見られる場合など、短い時間軸での対応が必要な地域銀

行については、検査も活用して課題解決に向けた早急な対応を促した。 

また、金融機関による金融仲介機能の十分な発揮に向け、金融機関の金融仲介の

質の向上に向けた取組みの実態把握の結果や、「金融仲介機能のベンチマーク」等の

客観的な指標を活用し、金融機関との間で深度ある対話を行い、顧客企業のニーズ

を踏まえた取組みを促した。 

取引先企業の事業内容や成長可能性等の適切な評価に基づく融資・本業支援（事

業性評価）については、2013事務年度からモニタリングを実施しており、2018事務

年度も、引き続き金融機関における取組状況を把握した。 

 

Ⅲ 外国銀行に対する金融モニタリング 

 

外国金融機関のプラクティスを我が国の金融システムの発展にも活用すべく、デ

ジタライゼーションの進展に応じたビジネスの変革状況、サイバーセキュリティ、
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マネー・ローンダリング等の日本の金融システムに潜在的影響の大きい課題や内部

監査、データガバナンス等の金融機関に共通する統制上の課題に係る対応況状につ

いて、外国金融機関の本部・日本拠点と対話を行った。 

また、本邦金融機関等向けに販売する商品の動向や当該商品のリスクについて実

態把握を行い、販売する商品の適合性について各種委員会によるチェックを行う体

制となっていることは確認されたものの、販売商品の種類に偏りが見られたことか

ら、適合性面については引き続き検証が必要である。 

グローバルな金融システム上重要な金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）の円滑な破たん処

理準備態勢検証の一環として、これら金融機関の海外拠点による日本の顧客との直

接の取引状況や、日本拠点から海外拠点への資産の移管状況についても実態把握を

行い、終的には取引残高の大部分が国外で管理されているという結果となり、海外

当局との連携の必要性が改めて確認された。 

 

Ⅳ 協同組織金融機関に対する金融モニタリング 

 

１．信用金庫・信用組合等に対する金融モニタリング 

2018 事務年度の信用金庫・信用組合に対する金融モニタリングについ

ては、早期に経営課題等を把握し、その改善を図るため、財務局の検査・

監督部門が一体となった切れ目のないモニタリングを実施した。 

具体的には、各財務局が、継続的なデータ収集・分析やヒアリング等

により、所管する信用金庫・信用組合の経営上重要な課題やリスク等を

整理するなどのモニタリングを充実させるとともに、リスクプロファイ

リングを踏まえて、ビジネスモデルや経営管理など、検証項目を絞り込

んだ、オン・オフ一体での継続的なモニタリングを実施している。 

 

（１）信用金庫等に対する金融モニタリング 

信用金庫等は、信用金庫法に基づき金融庁が所管しており、財務 

（支）局が検査を実施（信金中央金庫は、金融庁が検査を実施）してい

る。 

2018 事務年度は、65 金庫に対して検査を実施した。 

         

（２）信用組合等に対する金融モニタリング 

信用組合等は、中小企業等協同組合法等に基づき金融庁が所管してお

り、財務（支）局が検査を実施（全国信用協同組合連合会は、金融庁が

検査を実施）している。 

2018 事務年度は、23 組合に対して検査を実施した。 

   

（注）上記Ⅰ～Ⅳ１．のモニタリングの結果に関しては、「変革期における

金融サービスの向上にむけて（平成30事務年度）」（2018年９月26日

公表）を参照。 
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２．労働金庫等に対する金融モニタリング 

労働金庫等は、労働金庫法に基づき厚生労働省と金融庁等との共管と

なっており、厚生労働省と財務（支）局が共同で検査を実施している（労

働金庫連合会は、厚生労働省が金融庁と共同で検査を実施し、１の都道

府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫については、都道府県

も検査を行うこととされており、この場合は、原則として厚生労働省が

都道府県及び財務（支）局と共同で検査を実施）。 

2018 事務年度は、２金庫に対して検査を実施した。 

 

労働金庫の検査を行う行政庁 

       

 地 区  

 種 類 

  都道府県の区域を越える   都道府県の区域を越えない 

労働金庫 主務大臣 
主務大臣 

都道府県知事 

（注１） 主務大臣とは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣。内閣総理大臣の権限は

金融庁長官に委任され、更に財務（支）局長に委任されている。 

 

    ３．協同組織金融機関の中央機関の機能発揮 

会員・組合員企業の経営改善提案や経営分析・モニタリング等の金融

仲介機能の発揮に向けた支援に関して、財務局のモニタリング情報を活

用して協同組織金融機関の抱える具体的な課題を把握し、その課題に対

する取組状況について中央機関と対話を行った。 

信金中央金庫においては、有価証券運用のサポートとして提供してい

る運用商品の追加やキャッシュレス決済手段の導入支援等の取組みが進

展した。また、全国信用金庫協会においても、バックオフィス事務にか

かる諸課題への具体的な取組みと業界関連組織が担うべき役割を整理し、

業界関連組織の更なる連携強化を進めることとした。 

全国信用協同組合連合会においては、全国信用組合中央協会との一体

運営による個別信用組合のサポート体制強化、インターネットバンキン

グの機能強化などの取組みが進展した。 

全国労働金庫協会においては、勤労者の一層の生活向上を図るため、

ＳＤＧｓ行動指針を策定するなどの取組みが進展した。 

 

４．信用農業協同組合連合会等に対する金融モニタリング 

農林中央金庫は、農林中央金庫法に基づき農林水産省と金融庁等との

共管となっており、農林水産省と金融庁が共同で検査を実施している。 
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また、信用農業協同組合連合会等は、農業協同組合法等に基づき農林水

産省と金融庁等との共管となっており、農林水産省と財務（支）局が共

同で検査を実施している。 

2018 事務年度は、４連合会（内訳は、信用農業協同組合連合会２連合

会、信用漁業協同組合連合会２連合会）に対して検査を実施した。 

     

５．農業協同組合に対する金融モニタリング 

農業協同組合は、農業協同組合法に基づき、都道府県知事（都道府県

の区域を超える区域を地区とする農業協同組合を除く。）が行政庁となっ

ているが、信用事業を営む農業協同組合に対する検査について、都道府

県知事の要請があり、かつ、主務大臣（内閣総理大臣及び農林水産大臣）

が必要があると認める場合の行政庁は、主務大臣及び都道府県知事とな

っている。 

2010 年６月、農業協同組合に対する金融庁検査について、「金融庁検査

が促進されるための実効性ある方策を採る」との閣議決定がなされたこ

とを踏まえ、2011 年５月、農林水産省及び金融庁では、農業協同組合法

に基づく都道府県からの要請を受けて、都道府県、農林水産省及び金融

庁の３者が連携して実施する検査が促進されるよう、「農業協同組合法に

定める要請検査の実施に係る基準・指針」を共同で策定・公表した。 

2018 事務年度は、都道府県からの要請状況及び財務（支）局の検査体

制の整備状況等を踏まえつつ、12 組合に対して立入検査を実施した。 

 

信用農業協同組合連合会等の検査を行う行政庁 

地 区  

 種 類 

都道府県の 

区域を超える 

都道府県の 

区域と同じ 

都道府県の 

区域の一部 

信用農業協同組合連合会 主務大臣 
主務大臣 

都道府県知事 
都道府県知事 

信用漁業協同組合連合会 主務大臣 
主務大臣 

都道府県知事 
都道府県知事 

農 業 協 同 組 合            主務大臣 
都道府県知事 

（注２） 

都道府県知事 

（注２） 

漁 業 協 同 組 合            主務大臣 
都道府県知事

（注２） 

都道府県知事 

（注２） 

（注１）主務大臣とは、内閣総理大臣及び農林水産大臣。内閣総理大臣の権限

は金融庁長官に委任され、更に財務（支）局長に委任されている。 

（注２）都道府県知事の要請があり、かつ、主務大臣が必要と認める場合は、

主務大臣及び都道府県知事となる。 
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（別紙）

業態 地域 対象機関数
（2019年6月28日現在）

検査実施機関数

銀行持株会社 全国 25 8
主要行等 全国 31 9
地域銀行 関東 22 4

 近畿 9 0
 北海道 2 0
 東北 15 2
 東海 12 2
 北陸 6 1
 中国 9 1
 四国 8 0
 九州 21 10
 計 104 20

信用金庫 関東 72 26
 近畿 29 10
 北海道 20 3
 東北 27 1
 東海 35 10
 北陸 16 4
 中国 21 4
 四国 10 2
 九州 28 5
 計 258 65

信用組合 関東 52 11
 近畿 21 5
 北海道 7 2
 東北 15 1
 東海 15 0
 北陸 6 1
 中国 10 1
 四国 3 1
 九州 17 1
 計 146 23

外国金融機関等 全国 58 0
生命保険会社 全国 42 1
損害保険会社 全国 52 0

その他金融機関 全国 4 1
政策金融機関等 全国 12 0

１．本表には、財務局検査を含む。

２．地域は財務局管轄区域で区分し、本店所在地により分類。

　　九州には、九州財務局管内、福岡財務支局管内及び沖縄総合事務局管内を含む。

３．対象機関数は、2019年６月28日現在。

　  主要行等とは都市銀行、信託銀行（外資系信託銀行を除く）、決済・ＩＴ専業銀行、整理回収機構及びゆうちょ銀行をいう。

    外国金融機関等とは、外国銀行支店（複数支店を有する外国銀行は１店として計上）、外資系信託銀行をいう。

    その他金融機関とは、農林中央金庫、労働金庫連合会、信金中央金庫及び全国信用協同組合連合会をいう。

    政策金融機関等には、独立行政法人を含む。

４．同一年度に複数の検査を実施した場合は、実施機関数１件として計上する。

2018事務年度における金融モニタリングの実施状況（業態別・地域別）
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第４節 自己資本比率規制等 
 

Ⅰ 自己資本比率規制等（バーゼル規制）の概要（別紙１参照） 

バーゼル規制とは、国際的に活動する銀行に適用される銀行の健全性に係る国際

基準であり、「最低所要比率」（第 1 の柱）、「金融機関の自己管理と監督上の検証」

（第２の柱）、「市場規律の活用」（第３の柱）という３つの柱から構成される。 

我が国では、銀行法14条の２等に基づき経営の健全性を判断するための基準を定

めること等により、①自己資本比率規制、②流動性規制、③レバレッジ比率規制（国

際統一基準行のみ）を導入している。 

 

Ⅱ 関連告示等の整備 

１．流動性比率規制に関する「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正 

流動性カバレッジ比率の日次報告基準の見直しを踏まえ、国際統一基準行に関

連する監督指針について、2018年12月にパブリックコメントを実施し、2019年

１月に改正を行った（2019年１月期より適用開始）。 

 

２．金利リスクのモニタリング手法等の見直しに係る第３の柱に関する告示及び

監督指針等の一部改正 

国内基準行における金利リスクに係るモニタリング手法及び開示に係る告示

及び監督指針について、2018年６月にパブリックコメントを実施し、2019年２

月に改正を行った（2019年３月期より適用開始）。 

 

３．自己資本比率規制（第３の柱）に関する告示等の一部改正 

バーゼル銀行監督委員会が公表した「開示要件（第３の柱）の統合及び強化－

第２フェーズ」を踏まえ、国際統一基準行に関連する告示及び監督指針について、

2018年６月にパブリックコメントを実施し、2019年３月に改正を行った（2019

年３月期より適用開始）。 

 

４．自己資本比率規制（第１の柱・第３の柱）に関する告示等の一部改正等 

バーゼル銀行監督委員会等が公表した国際合意を踏まえ、レバレッジ比率規制

の見直し、ファンド向けエクイティ出資に係る資本賦課の見直し、証券化商品に

係る資本賦課の見直し等、ＴＬＡＣ規制の導入に係る告示及び監督指針等につい

て、2018年12月及び2019年１月にパブリックコメントを実施し、2019年３月

に改正を行った（2019年３月期より適用開始）。 

 

Ⅲ 自己資本比率規制のリスク計測手法に係る承認実績（2018事務年度） 

・信用リスクの内部格付手法（先進的内部格付手法）…１持株会社及び１行（ふくお

かフィナンシャルグループ及び福岡銀行） 
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レバレッジ拡大の抑制

自己資本
ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ比率 ＝ ≧３％

ノン・リスクベースのｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰ

自己資本
自己資本比率 ＝ ≧８％

ﾘｽｸ・ｱｾｯﾄ

リスク・アセットの計測における過度な
ばらつきの問題等への対応 補

完

ﾌﾟﾛｼｸﾘｶﾘﾃｨの緩和
資本流出抑制策（資本バッファー＜最低比率を上
回る部分＞の目標水準に達するまで配当・自社株

買い・役員報酬等を抑制）など

定量的な流動性規制（最低基準）を導入
①流動性ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ比率（ｽﾄﾚｽ時の預金流出等へ

の対応力を強化）

②安定調達比率（長期の運用資産に対応する長
期・安定的な調達手段を確保）

資本の質の向上
①普通株式等Tier1に調整項目を適用

②Tier1、Tier2適格要件の厳格化

資本水準の引き上げ
普通株式等Tier1比率、Tier1比率の

最低水準を引き上げ

バーゼルⅢの全体像

1

（別紙１）
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Tier2

その他
Tier1 普通株式等

Tier1

その他
Tier1

Tier2

8.0%

普通株式等
Tier1

4.0%

2.0%

8.0%

6.0%

4.5%

Tier2

8.5%

7.0%

4.5%

その他
Tier1

普通株式等
Tier1

資本保全
バッファー

10.5%

総自己資本

Tier1

普通株式等Tier1

バーゼルⅡ
（国際基準）

バーゼルⅢ
（最低比率）

バーゼルⅢ
（最低比率+資本保全バッファー）

（2013年から段階的実施） （2016年から段階的実施）

資本保全バッファー
未達時には配当等

を抑制

○ 銀行の健全性確保の観点から、銀行に対して、十分な自己資本の保有を義務付け。
○ バーゼルⅢでは、銀行の健全性を更に高める観点から、自己資本の質の向上、量の強化を企図。

※各々の資本区分の代表例
普通株式等Tier1 ： 普通株式、内部留保

その他Tier1：優先株 Tier2：劣後債

バーゼルⅢにおける自己資本の量の強化

2
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2018年 2019年2013年 2014年 2015年 2016年

10

6

2017年
0

1

2

3

4

5

7

8

9

段階的実施のイメージ（2013年～2019年、普通株式等Tier1比率のみ）

普通株式等
Ｔｉｅｒ１比率（％）

3.5%
4%

4.5%
5.125%

5.75%
6.375%

7%

最低水準は2013年に
3.5%から開始

2016年より資本保全
バッファー導入

2019年より7%規制開始
（完全実施）

9.5%

7.5%

最低水準

資本保全バッファー

（※２）

（※１）

（注１）このほか、ｶｳﾝﾀｰｼｸﾘｶﾙな資本ﾊﾞｯﾌｧｰ（0～2.5％）が上乗せとして課されうる。これは、貸出等が過剰に増加して

いる時期に、将来の損失発生期に備え、普通株式等Tier1又はその他損失吸収力の高い資本の積立てを求めるもの（現在我が国は０％）。

（注２）G-SIB/D-SIBサーチャージについては、2016年から2019年にかけ、0.5%～2.5%上乗せされる（三菱UFJ:1.5%、三井住友・みずほ:1.0%(以
上はG-SIB)、D-SIB各行(三井住友トラスト・農中・大和・野村)：0.5%）。

（※１）はサーチャージが0.5%上乗せされた場合。
（※２）はサーチャージが2.5%上乗せされた場合。

（参考）システム上重要な銀行（G-SIB/D-SIB）
向けバッファー
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バーゼルⅡ バーゼルⅢ

のれん以外の
無形資産

（控除対象外） 全額控除

前払年金費用 （控除対象外） 全額控除

下記を控除 銀行、証券、保険を含む国内外の金融機関について、

①資本嵩上げ目的の持合 → 全額控除

・国内預金取扱金融機関への
意図的保有

②普通株10%以下出資先 → 自己の普通株等Tier１部分の
10％超相当分を控除

・関連会社向け出資
③普通株10%超出資先 → (i)普通株について自己の普通
株等Tier１部分の10％超相当分を控除※、(ii)その他資本
について全額控除

・繰越欠損金については全額控除

・会計と税務の一時差異に基づくものは、自己の普通株等
Tier１部分の10％超相当分を控除※

Tier2 普通株等Tier1

（注） 普通株等Tier1に適用される控除項目は、2014年より20％ずつ段階的に適用。

被控除資本

※ 10％超出資先の普通株出資相当額と一時差異に係る繰延税金資産相当額は、本邦に該当のないモーゲージ・サービシ
ング・ライツと併せて、自己の普通株等Tier1の最大15％までが控除対象外。

バーゼルⅢにおける調整（控除）項目の強化

主な対象

連結外金融機関
向け出資

繰延税金資産
主要行につき、Tier1の20%超

相当分を控除

4
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自己資本比率規制

リスクアセット（RWA）
自己資本比率 ＝

自己資本
≧ ８％

（４％）

信用リスク

市場リスク

オペレーショナルリスク 事務事故、システム障害、不正行為等で損失が生じるリスク

貸出先（企業、個人等）の債務不履行リスク

市場の動向による保有有価証券等の価格変動リスク

＋

＋

保有資産額にリスクウェイトを乗じて算出。

（例） 大企業向け貸出×100％＋中堅企業向け×85％＋中小企業向け×75％＋国債×0％＋・・・・

※ リスクの計測手法については、多数の銀行が採用する標準的手法と、一部の銀行
が採用する内部モデル手法が存在。ただし、オペレーショナルリスクの計測手法に

ついては、今回の見直しで内部モデル手法を廃止し、一本化。

5
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流動性カバレッジ比率（Liquidity Coverage Ratio ：LCR）

（１）目的：金融危機の際、多くの銀行が資金繰りに困難を生じた反省に基づき、30日間のストレス下での
資金流出に対応できるよう、良質の流動資産を保有することを求めるもの。

（２）基準の概要

― 2015年から段階的に実施

レベル１資産 ＋ レベル２A資産 ＋ レベル２B資産 （2019年 ← 2015年）

LCR ＝─────────────────────────────── ≧100%← 60%
30日間のストレス期間の資金流出額

○ 掛け目：100%
・ 現金

・ 中銀預金
・ 国債（リスクウェイト

0％、同0％でない母
国国債等）

（ 算入制限なし）

○掛け目85%

・ 国債（リスクウェイト
20％）

・ 社債・カバード
ボンド (AA-以上) 

○掛け目50%
・ 上場株式、社債（A+～BBB-）

○掛け目75%
・ 住宅ローン担保証券（AA以上）

（算入制限：15%）

＜与信・流動性ファシリティ等の流出率＞

・ リテール向け与信・流動性枠...........................5%

・ 非金融機関向け与信枠...................................10%
・ 非金融機関向け流動性枠...............................30%

・ 金融機関向け与信・流動性枠..................... 40%

・ 中銀とのレポ取引............................................. 0%

（算入制限： 全体の40％）

＜主な預金の流出率＞

・ リテール・中小企業（預金保険対象）.............5%（3%*)
〃 (預金保険対象外）..............10%

・ 非金融機関（預金保険対象）............................... 20%
〃 (預金保険対象外）........................... 40%

・ 金融機関........................................................................100%

＊リテール・中小企業預金の流出率は過去の実際の流出率を見て決定する

6
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レバレッジ比率

銀行システムにおけるレバレッジの拡大を抑制することが目的

簡素な指標とすることで、リスクベースの指標（自己資本比率）を補完

Tier 1 資本
レバレッジ比率 ＝

ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰ（ｵﾝﾊﾞﾗﾝｽ項目＋ｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ項目）
≧ ３%

【本邦におけるこれまでの経緯】

• 2015年３月末 国際統一基準行に対して、開示規制（第３の柱）を導入

• 2019年３月末 国際統一基準行に対して、所要最低比率規制（第１の柱）を導入

【現行のレバレッジ比率規制の概要】

• 国際統一基準行を対象に、連結ベース・単体ベースで３％の最低比率を設定

• 最低比率を下回った場合には、自己資本比率規制と同様の早期是正措置を導入

7
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第５節 資本増強制度の運用状況 

 

Ⅰ 旧金融機能安定化法、金融機能早期健全化法、預金保険法 

 

１．資本増強行の経営健全化計画に係るフォローアップ 

   2018年９月期の経営健全化計画の履行状況報告については同年12月26日に、

2019年３月期の経営健全化計画の履行状況報告については同年６月26日に、報

告内容を公表した。（別紙１～２参照） 

 

２．公的資金の返済状況 

2018事務年度においては、公的資金の返済は行われなかった。 

そのため、2017事務年度末時点と同様、旧金融機能安定化法、金融機能早期健

全化法、預金保険法に基づく資本増強額（約 12.3 兆円）に対して、2019 年６月

末時点で約12.1兆円が返済されており、残額は約0.2兆円となっている（金額は

いずれも額面ベース）。なお、既に返済されている約12.1兆円に対し、約1.5兆

円の利益（キャピタルゲイン）が発生している。 

 

Ⅱ 金融機能強化法 

 

    １．資本参加の決定 

      2018事務年度においては、金融機能強化法に基づく国の資本参加は行われなか

った。 

 

２．資本参加した金融機関等の経営強化計画に係るフォローアップ 

金融機能強化法に基づき、国が資本参加を行った金融機関等に対しては、法令

の趣旨を踏まえた経営戦略とそれに基づく計画が営業店に浸透しているか、また、

具体的な取組等が適切に評価され実行されているかといった点に加え、公的資金

の返済原資の積上げと収益化が実現し返済可能性が確保されているかといった観

点からモニタリングを実施し、フォローアップを行った。 

また、2018年３月期（27金融機関）の経営強化計画の履行状況報告については

同年９月26日に、同年９月期（27金融機関）の経営強化計画の履行状況報告に

ついては2019年３月1日に、報告内容を公表した。（別紙３～16参照） 

    

３．経営強化計画等の公表 

みちのく銀行、フィデアホールディングス（北都銀行）、東和銀行、三十三フィ

ナンシャルグループ（第三銀行）、高知銀行、宮崎太陽銀行、山梨県民信用組合及

びぐんまみらい信用組合（以上、本則）並びにじもとホールディングス（きらや

か銀行・仙台銀行）（以上、震災特例）の新たな経営強化計画等について、2018

年９月26日に公表した。（別紙17参照） 
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４．公的資金の返済状況 

2018事務年度においては、公的資金の返済は行われなかった。 

そのため、金融機能強化法に基づく資本参加額（6,893.4億円）に対して、2018

年６月末時点で残額は4,888.4億円となっている。 
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別紙1

経営健全化計画履行状況報告

平成30年12月
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○業務純益、経常利益、当期利益の比較

（億円）

当期利益

30/3
実績

30/9
実績

31/3
健全化計画

30/9
実績

31/3
健全化計画

30/3
実績

30/9
実績

31/3
健全化計画

※318 ※162 ※370 158 374 405 148 320

(注)業務純益は、一般貸引繰入前の計数。
※クレジットトレーディング関連利益等を含む。

○自己資本比率の状況(連結ベース)
(％） (参考) （億円）

30/3 30/9 31/3 30/3 30/9 31/3 30/3 30/9 31/3

実績 実績
健全化
計画

実績 実績
健全化
計画

実績 実績
健全化
計画

12.83 12.44 12.47 8,141 8,014 8,289 63,427 64,422 66,457

新生

新生

自己資本計 リスクアセット自己資本比率

業務純益(注) 経常利益

30/3
実績

366
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○リストラの状況①（役員数、従業員数等）
（人、百万円） （百万円）

30/3
実績

30/9
実績

31/3
健全化
計画

30/3
実績

30/9
実績

31/3
健全化
計画

30/3
実績

30/9
実績

31/3
健全化
計画

30/3
実績

30/9
実績

31/3
健全化
計画

30/3
実績

30/9
実績

31/3
健全化
計画

10 10 10 2,188 2,208 2,240 27,427 13,452 29,000 31,602 11,921 24,400 73,426 32,687 69,500

○リストラの状況②（役員報酬・賞与等）

     役員報酬・賞与（百万円）  (注)

（百万円） （千円）

30/3
実績

30/9
実績

31/3
健全化
計画

30/3
実績

30/9
実績

31/3
健全化
計画

30/3
実績

30/9
実績

31/3
健全化
計画

30/3
実績

30/9
実績

31/3
健全化
計画

30/9
実績

31/3
健全化
計画

167 101 200 167 101 200 32 37 40 - - - 465 495

(注)使用人兼務の場合、使用人部分を含む。

平均役員退職慰労金

うち役員報酬 （百万円）

新生

平均給与月額

30/3
実績

479

平均役員（常勤）報酬・賞与

人件費＋物件費（参考）

新生

従業員数 人件費 物件費（機械化費用を除く）役員数

2
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○国内貸出・中小企業向け貸出の状況（実勢ベース）

国内貸出の状況（実勢ベース）

（億円） （億円）

1,288 ▲ 678 168

(注）インパクトローンを除くベース。

○不良債権額（単体ベース）
（億円）

30/3
実績

30/9
実績

30/3
実績

30/9
実績

30/3
実績

30/9
実績

30/3
実績

30/9
実績

30/3
実績

30/9
実績

18 18 36 34 30 24 84 77 ▲ 9 17

○剰余金の状況

（億円）

（注）  公的資金注入額ベース

中小企業向け貸出の状況（実勢ベース）

31年3月期
計画(対前期比）

10

30年9月期
実績(対前期比）

31年3月期
計画(対前期比）

30年9月期
実績(対前期比）

新　生

新生

2,720新生

①破産更生債権及び
これらに準ずる債権

剰余金の状況（30/9期）

　

②危険債権

2,500

【参考】公的資金残高（注）

不良債権処理損失額
銀行、信託勘定合算

①＋②＋③
銀行勘定のみ

4,166

③要管理債権

【参考】公的資金注入額
（優先株式・普通株式・劣後債・劣後ローン）

3
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別紙２

経営健全化計画履行状況報告

令和元年６月
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○業務純益、経常利益、当期利益の比較

（億円）

当期利益

30/3
実績

31/3
健全化計画

31/3
実績

31/3
健全化計画

31/3
実績

30/3
実績

31/3
健全化計画

31/3
実績

※318 ※370 ※373 374 386 405 320 354

(注)業務純益は、一般貸引繰入前の計数。
※クレジットトレーディング関連利益等を含む。

○自己資本比率の状況(連結ベース)
(％） (参考) （億円）

30/3 31/3 31/3 30/3 31/3 31/3 30/3 31/3 31/3

実績
健全化
計画

実績 実績
健全化
計画

実績 実績
健全化
計画

実績

12.83 12.47 11.85 8,141 8,289 7,953 63,427 66,457 67,112

新生

新生

自己資本計 リスクアセット自己資本比率

業務純益(注) 経常利益

366

30/3
実績
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○リストラの状況①（役員数、従業員数等）
（人、百万円） （百万円）

30/3
実績

31/3
健全化
計画

31/3
実績

30/3
実績

31/3
健全化
計画

31/3
実績

30/3
実績

31/3
健全化
計画

31/3
実績

30/3
実績

31/3
健全化
計画

31/3
実績

30/3
実績

31/3
健全化
計画

31/3
実績

10 10 10 2,188 2,240 2,150 27,427 29,000 26,763 31,602 24,400 23,488 73,426 69,500 65,684

○リストラの状況②（役員報酬・賞与等）

     役員報酬・賞与（百万円）  (注)

（百万円） （千円）

30/3
実績

31/3
健全化
計画

31/3
実績

30/3
実績

31/3
健全化
計画

31/3
実績

30/3
実績

31/3
健全化
計画

31/3
実績

30/3
実績

31/3
健全化
計画

31/3
実績

31/3
健全化
計画

31/3
実績

167 200 181 167 200 181 32 40 36 - - 9 495 477

(注)使用人兼務の場合、使用人部分を含む。

人件費＋物件費（参考）

新生

従業員数 人件費 物件費（機械化費用を除く）役員数

平均役員退職慰労金

うち役員報酬 （百万円）

新生

平均給与月額

30/3
実績

479

平均役員（常勤）報酬・賞与

2
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○国内貸出・中小企業向け貸出の状況（実勢ベース）

国内貸出の状況（実勢ベース）

（億円） （億円）

▲678 2,436 10

(注)インパクトローンを除くベース。

○不良債権額（単体ベース）
（億円）

30/3
実績

31/3
実績

30/3
実績

31/3
実績

30/3
実績

31/3
実績

30/3
実績

31/3
実績

30/3
実績

31/3
実績

18 21 36 61 30 20 84 102 ▲ 9 18

○剰余金の状況

（億円）

(注)公的資金注入額ベース。

2,500

【参考】公的資金残高（注）

不良債権処理損失額①＋②＋③

4,166

③要管理債権

【参考】公的資金注入額
（優先株式・普通株式・劣後債・劣後ローン）

新生

新生

2,926新生

①破産更生債権及び
これらに準ずる債権

剰余金の状況（31/3期）

　

②危険債権

中小企業向け貸出の状況（実勢ベース）

31年3月期
実績(対前期比）

235

31年3月期
計画(対前期比）

31年3月期
実績(対前期比）

31年3月期
計画(対前期比）

3
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別紙３ 
 

金融機能強化法の本則に基づき資本参加を行った金融機関における 

「経営強化計画の履行状況（平成 30 年 3 月期）」の概要 

（注）山梨県民信用組合、ぐんまみらい信用組合、東京厚生信用組合、横浜幸銀信用組合、

釧路信用組合及び滋賀県信用組合は全国信用協同組合連合会からの信託受益権の買取

り、北都銀行はフィデアホールディングス（持株会社）が発行する優先株式の引受け

により、それぞれ資本参加。 

金融機関名 
資本参加 

時 期 金 額 

本則（平成 20 年改正法）に基づき資本参加を行った金融機関 

福邦銀行 
２１年 ３月３１日 

６０億円   

南日本銀行 １５０億円   

みちのく銀行 

２１年 ９月３０日 

２００億円   

第三銀行 ３００億円   

山梨県民信用組合 ４５０億円   

東和銀行 
２１年１２月２８日 

３５０億円   

高知銀行 １５０億円   

北都銀行 
２２年 ３月３１日 

１００億円   

宮崎太陽銀行 １３０億円   

ぐんまみらい信用組合 ２４年１２月２８日 ２５０億円   

豊和銀行 

２６年 ３月３１日 

１６０億円   

東京厚生信用組合 ５０億円   

横浜幸銀信用組合 １９０億円   

釧路信用組合 
２６年１２月１２日 

８０億円   

滋賀県信用組合 ９０億円   

全国信用協同組合連合会 ２７年１２月２２日 １０６億円   

全国信用協同組合連合会 ２８年１２月２７日 ６２．４億円 

全国信用協同組合連合会 ２９年１２月２２日 １００億円 
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5 4 3 ▲ 1 ▲ 1

資金利益が有価証券利息配当金の減少等により計画を下回った
こと等から、コア業務純益は計画を下回った。

36 27 29 ▲ 7 ＋ 1

資金利益が貸出金利息の減少等により計画を下回ったものの、
経費が計画を下回ったこと等から、コア業務純益は計画を上
回った。

71 80 59 ▲ 12 ▲ 21

資金利益が貸出金利息の減少等により計画を下回ったこと等か
ら、コア業務純益は計画を下回った。

62 67 50 ▲ 12 ▲ 16

資金利益が貸出金利息の減少等により計画を下回ったこと等か
ら、コア業務純益は計画を下回った。

16 20 6 ▲ 9 ▲ 13

経費の削減が計画を上回ったものの、資金利益が貸出金利息等
の減少により計画を下回ったことから、コア業務純益は計画を
下回った。

109 111 105 ▲ 4 ▲ 5

資金利益が貸出金利息の減少等により計画を下回ったこと等か
ら、コア業務純益は計画を下回った。

31 33 24 ▲ 6 ▲ 9

資金利益が貸出金利息の減少により計画を下回ったこと等か
ら、コア業務純益は計画を下回った。

37 46 24 ▲ 13 ▲ 22

資金利益が貸出金利息の減少等により計画を下回ったこと等か
ら、コア業務純益は計画を下回った。

27 29 18 ▲ 9 ▲ 11

資金利益が貸出金利息の減少等により計画を下回ったこと等か
ら、コア業務純益は計画を下回った。

5 7 ▲　0 ▲ 5 ▲ 7

経費の削減が計画を上回ったものの、資金利益が貸出金利息等
の減少により計画を下回ったことから、コア業務純益は計画を
下回った。

28 24 14 ▲ 14 ▲ 9

資金利益が貸出金利息の減少等により計画を下回ったこと等か
ら、コア業務純益は計画を下回った。

1.45 1.33 1.42 ▲ 0.03 ＋ 0.09

資金利益が貸出金利息等の減少により計画を下回ったものの、
経費の削減等が計画を上回ったことから、コア業務純益は計画
を上回った。

13 12 21 ＋ 7 ＋ 8

資金利益が貸出金利息の増加により計画を上回ったことや、経
費の削減が計画を上回ったことから、コア業務純益は計画を上
回った。

1.96 1.70 0.90 ▲ 1.05 ▲ 0.79

経費の削減が計画を上回ったものの、資金利益が貸出金利息等
の減少により計画を下回ったことから、コア業務純益は計画を
下回った。

1.79 1.31 1.68 ▲ 0.10 ＋ 0.37

資金利益が貸出金利息の増加により計画を上回ったことや、経
費の削減が計画を上回ったことから、コア業務純益は計画を上
回った。

金融機能強化法(平成20年改正法)に基づく経営強化計画
平成30年３月期の履行状況の概要

１．経営改善の目標

１）コア業務純益

(単位：億円)

計画始期
の水準

30年３月期

始期比 計画比
コメント

（実績と計画の比較）

福　　邦

南日本

みちのく

第　　三

山梨県民
（信用組合）

東　　和

高　　知

北　　都

宮崎太陽

ぐんまみらい
（信用組合）

豊　　和

東京厚生
（信用組合）

横浜幸銀
（信用組合）

釧路
（信用組合）

滋賀県
（信用組合）
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77.21 73.55 75.99 ▲ 1.22 ＋ 2.44

経費（機械化関連費用を除く）が計画を下回ったものの、業務
粗利益が資金利益の減少等により計画を下回ったことから、OHR
は計画を上回った。

57.67 64.81 64.85 ＋ 7.18 ＋ 0.04

経費（機械化関連費用を除く）が計画を下回ったものの、業務
粗利益がその他業務利益の減少等により計画を下回ったことか
ら、OHRは計画を上回った。

64.33 62.47 71.96 ＋ 7.63 ＋ 9.49

経費（機械化関連費用を除く）は計画とほぼ同水準であったも
のの、業務粗利益が資金利益の減少等により計画を下回ったこ
とから、OHRは計画を上回った。

60.55 60.40 65.13 ＋ 4.58 ＋ 4.73

経費（機械化関連費用を除く）が計画を下回ったものの、業務
粗利益が、資金利益の減少等により計画を下回ったことから、
OHRは計画を上回った。

56.46 56.34 75.43 ＋ 18.97 ＋ 19.09

経費（機械化関連費用を除く）が計画を下回ったものの、業務
粗利益が資金利益の減少により計画を下回ったことから、OHRは
計画を上回った。

59.78 58.27 53.49 ▲ 6.29 ▲ 4.78

経費（機械化関連費用を除く）が計画を下回ったことや、業務
粗利益がその他業務利益の増加により計画を上回ったことか
ら、OHRは計画を下回った。

67.96 67.79 73.00 ＋ 5.04 ＋ 5.21

経費（機械化関連費用を除く）が計画を下回ったものの、業務
粗利益が資金利益の減少等により計画を下回ったことから、OHR
は計画を上回った。

63.58 63.56 74.82 ＋ 11.24 ＋ 11.26

経費（機械化関連費用を除く）が計画を下回ったものの、業務
粗利益が資金利益の減少等により計画を下回ったことから、OHR
は計画を上回った。

62.06 60.72 66.26 ＋ 4.20 ＋ 5.54

経費（機械化関連費用を除く）が計画を下回ったものの、業務
粗利益が資金利益の減少等により計画を下回ったことから、OHR
は計画を上回った。

79.59 79.00 97.29 ＋ 17.70 ＋ 18.29

経費（機械化関連費用を除く）が計画を下回ったものの、業務
粗利益が資金利益の減少により計画を下回ったことから、OHRは
計画を上回った。

53.02 60.15 66.10 ＋ 13.08 ＋ 5.95

経費（機械化関連費用を除く）が計画を下回ったものの、業務
粗利益が資金利益の減少等により計画を下回ったことから、OHR
は計画を上回った。

73.43 74.51 73.64 ＋ 0.21 ▲ 0.87

業務粗利益が資金利益の減少により計画を下回ったものの、経
費（機械化関連費用を除く）が計画を下回ったことから、OHRは
計画を下回った。

66.76 69.22 58.39 ▲ 8.37 ▲ 10.83

経費（機械化関連費用を除く）が計画を下回ったことや、業務
粗利益が資金利益の増加により計画を上回ったことから、OHRは
計画を下回った。

74.01 72.59 78.87 ＋ 4.86 ＋ 6.28

経費（機械化関連費用を除く）が計画を下回ったものの、業務
粗利益が資金利益の減少により計画を下回ったことから、OHRは
計画を上回った。

77.85 80.77 78.47 ＋ 0.62 ▲ 2.30

経費（機械化関連費用を除く）が計画を下回ったことや、業務
粗利益が資金利益の増加により計画を上回ったことから、OHRは
計画を下回った。

２） 業務粗利益経費率 （ＯＨＲ)

(単位：％)

計画始期
の水準

30年3月期

始期比 計画比
コメント

（実績と計画の比較）

福　　邦

南日本

みちのく

第　　三

山梨県民
（信用組合）

東　　和

高　　知

北　　都

宮崎太陽

ぐんまみらい
（信用組合）

豊　　和

東京厚生
（信用組合）

横浜幸銀
（信用組合）

釧路
（信用組合）

滋賀県
（信用組合）
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残高 1,491 1,510 1,552 ＋ 61 ＋ 42

比率 33.20 33.30 33.41 ＋ 0.21 ＋ 0.11

残高 3,260 3,289 3,317 ＋ 57 ＋ 28

比率 41.84 41.67 41.77 ▲ 0.07 ＋ 0.10

残高 4,311 4,471 5,106 ＋ 795 ＋ 635

比率 20.34 20.68 24.10 ＋ 3.76 ＋ 3.42

残高 5,991 6,091 6,374 ＋ 382 ＋ 282

比率 30.70 30.71 31.42 ＋ 0.72 ＋ 0.71

残高 1,821 1,902 1,755 ▲ 65 ▲ 147

比率 43.60 44.10 40.84 ▲ 2.76 ▲ 3.26

残高 6,432 6,822 7,120 ＋ 688 ＋ 298

比率 31.25 31.71 30.59 ▲ 0.66 ▲ 1.12

残高 3,586 3,620 3,956 ＋ 370 ＋ 336

比率 34.44 34.63 35.84 ＋ 1.40 ＋ 1.21

残高 2,715 2,814 2,902 ＋ 186 ＋ 87

比率 20.17 20.27 21.64 ＋ 1.47 ＋ 1.37

残高 2,243 2,520 2,529 ＋ 286 ＋ 9

比率 34.94 37.45 36.91 ＋ 1.97 ▲ 0.54

残高 1,004 1,035 1,033 ＋ 29 ▲ 1

比率 28.65 29.03 29.65 ＋ 1.00 ＋ 0.62

残高 2,294 2,489 2,409 ＋ 115 ▲ 80

比率 40.99 43.39 41.47 ＋ 0.48 ▲ 1.92

残高 223 233 260 ＋ 37 ＋ 26

比率 37.45 38.86 42.64 ＋ 5.19 ＋ 3.78

残高 1,932 2,383 2,902 ＋ 969 ＋ 519

比率 56.73 58.99 61.40 ＋ 4.67 ＋ 2.41

残高 324 327 318 ▲ 5 ▲ 8

比率 35.32 35.99 34.40 ▲ 0.92 ▲ 1.59

残高 411 418 451 ＋ 40 ＋ 33

比率 30.86 31.46 31.81 ＋ 0.95 ＋ 0.35

２．中小企業金融の円滑化の目標

１） 中小企業向け貸出残高・比率

(単位：億円、％)

計画始期
の水準

30年3月期

始期比 計画比
コメント

（実績と計画の比較）

福　　邦

事業性評価に基づく融資や課題解決型提案営業等に取り組んだ
ことから、貸出残高、比率ともに計画を上回った。

南日本

顧客の事業性の把握及び理解に基づく貸出を中心に、地元への
融資に積極的に取り組んだことから、貸出残高、比率ともに計
画を上回った。

みちのく

エリア営業体制やKeyManを活用した、新規開拓や既存先の取引
深耕に向けた推進活動に努め、資金需要の創出に取り組んだこ
とから、貸出残高・比率ともに計画を上回った。

第　　三

コベナンツ活用型融資、ABLなど担保・保証に必要以上に依存し
ない融資や農林水産業分野、医療・介護分野、環境・エネル
ギー事業分野への貸出の増強を積極的に取り組んだことから、
貸出残高・比率ともに計画を上回った。

山梨県民
（信用組合）

常勤役員の営業店担当制を導入するなど、積極的な営業活動を
展開したものの、金融機関同士の競争が激化していることや計
画的に不良債権のオフバランス化を実施したことなどにより、
貸出残高・比率ともに計画を下回った。

東　　和

貸出残高は「ＴＯＷＡお客様応援活動」を通じた本業支援に積
極的に取り組んだことから、計画を上回った。貸出比率は預金
の増加等により総資産が計画を上回ったため、計画を下回っ
た。

高　　知

「こうぎん・ビビッド・ファンド」の活用や、成長分野への積
極的な貸出等に取り組んだことから、貸出残高・比率ともに計
画を上回った。

北　　都

事業性評価活動により顧客ニーズの掘り起こしを通じた貸出の
推進等に取り組んだことから、貸出残高・比率ともに計画を上
回った。

宮崎太陽

貸出残高は事業性融資先への全先訪問等による取引先とのリ
レーション強化を目的とした営業活動に取り組んだことから、
計画を上回った。貸出比率は預金の増加等により総資産が計画
を上回ったため、計画を下回った。

ぐんまみらい
（信用組合）

既存貸出先・預金先の各上位100先に対し、訪問活動を実施した
ものの、融資に繋がる情報収集が十分でなく、有効な貸出見込
先の確保に至らず、貸出残高は計画を下回った。貸出比率は、
総資産が計画を下回ったため、計画を上回った。

豊　　和

取引先の資金ニーズの掘り起しや経営改善支援活動に伴う資金
供給に取り組んだものの、営業力が不十分であったこと等によ
り、貸出残高・比率ともに計画を下回った。

東京厚生
（信用組合）

営業推進本部を軸とする営業推進体制・営業店サポート体制等
の強化や店舗別推進体制の再構築と各店の特性に合った業務運
営等の諸施策の効果等により、貸出残高・比率ともに計画を上
回った。

横浜幸銀
（信用組合）

広域信用組合であるため各地域に営業本部等（四部一室体制）
を設置し、各部室において取引先への訪問頻度を高め、既存取
引先から紹介を受けるなど訪問活動の徹底に取り組んだことか
ら、貸出残高・比率ともに計画を上回った。

釧路
（信用組合）

訪問頻度拡大により、取引先の課題・ニーズに対する解決策の
提案に取り組んだほか、担保・保証に依存しない融資の推進等
に取り組んだものの、貸出金償却及び債権売却等の影響によ
り、貸出残高・比率ともに計画を下回った。

滋賀県
（信用組合）

融資推進店舗を選定し、外部人材を含めた人員を重点的に配置
し、事業性融資先の開拓等を行ったことから、貸出残高・比率
ともに計画を上回った。
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9.11 9.17 14.04 ＋ 4.93 ＋ 4.87

マッチング情報を切り口とした提案型営業、外部支援機関との
連携による経営相談支援や、ライフステージに応じた取引先支
援に積極的に取り組んだことから、計画を上回った。

1.53 1.61 1.64 ＋ 0.11 ＋ 0.03

取引先企業の抱える課題等を把握した上で、本部・営業店が連
携して経営に関するアドバイス等を行う経営相談支援や、中小
企業再生支援協議会等の外部機関との連携等による事業再生支
援等に積極的に取り組んだことから、計画を上回った。

10.35 11.66 12.76 ＋ 2.41 ＋ 1.10

お客様の事業承継ニーズに応じたサポートや、担保・保証に過
度に依存しない私募債や各種ビジネスローン等の推進に積極的
に取り組んだことから、計画を上回った。

2.11 2.17 3.79 ＋ 1.68 ＋ 1.62

コベナンツ活用型融資など、担保・保証に必要以上に依存しな
い融資への取組みや、本部企業支援部が主体となって経営相談
に係る取組みを強化するなど積極的な取組みを行ったことか
ら、計画を上回った。

5.51 6.25 6.74 ＋ 1.23 ＋ 0.49

担保又は保証に過度に依存しない融資の促進等への取組や、外
部機関・外部専門家との連携により、経営改善支援及び早期事
業再生支援等に積極的に取り組んだことから、計画を上回っ
た。

11.72 11.93 27.91 ＋ 16.19 ＋ 15.98

外部専門機関等と連携した経営相談等の実施や、経営者保証ガ
イドライン適用により経営者保証を免除するなど、担保・保証
に過度に依存しない融資に積極的に取り組んだことから、計画
を上回った。

3.02 3.12 4.73 ＋ 1.71 ＋ 1.61

「営業サポート情報システム」によるビジネスマッチングや、
商談会支援のほか、ＡＢＬ手法等を活用した担保・保証に過度
に依存しない融資等に積極的に取り組んだことから、計画を上
回った。

9.62 9.98 14.82 ＋ 5.20 ＋ 4.84

事業先約一万先に経営課題等を聞き取る訪問活動を展開し、ビ
ジネスマッチング等の経営相談支援や、中小企業再生支援協議
会等との連携による事業再生支援に積極的に取り組んだことか
ら、計画を上回った。

10.13 15.76 16.62 ＋ 6.49 ＋ 0.86

「たいようビジネスマッチングサービス」を活用した販路拡大
支援や、外部機関との連携による事業承継支援等に積極的に取
り組んだことから、計画を上回った。

14.55 18.22 別紙④ ＋ 11.99 ＋ 8.32

支援先の経営課題の分析・把握等について外部専門家と連携・
協力して積極的に取り組み、既存融資取引先の中から特別経営
支援資金の融資条件にあった見込先リストを作成し、利用推進
を行ったことなどから、計画を上回った。

7.23 7.80 8.97 ＋ 1.74 ＋ 1.17

外部専門家と連携した経営改善計画の策定支援など取引先の経
営相談支援や、担保・保証に過度に依存しない融資を推進した
ことから、計画を上回った。

13.26 13.60 18.16 ＋ 4.90 ＋ 4.56

事業支援室が主体となり、支援先の経営課題の把握・分析、経
営改善の取組にかかる企画立案、経営改善計画の策定支援など
について、外部の専門家等の協力を得て取り組んだことから、
計画を上回った。

7.82 13.47 15.67 ＋ 7.85 ＋ 2.20

経営改善計画の策定やモニタリング指導、テナント先の紹介や
外部専門家と連携した経営改善に取り組んだことから、計画を
上回った。

3.19 3.41 3.94 ＋ 0.75 ＋ 0.53

担保・保証に依存しない融資や中小企業再生支援協議会等の外
部機関と連携した経営改善支援に取り組んだことから、計画を
上回った。

36.06 36.47 38.45 ＋ 2.39 ＋ 1.98

事業再生の専担組織による支援先の経営分析・把握、中小企業
再生支援協議会等の外部機関との連携による事業再生支援な
ど、本部と営業店が連携して取り組んだことから、計画を上
回った。

２） 経営改善支援先割合

(単位：％)

計画始期
の水準

30年3月期

始期比 計画比
コメント

（実績と計画の比較）

福　　邦

南日本

みちのく

第　　三

山梨県民
（信用組合）

東　　和

横浜幸銀
（信用組合）

釧路
（信用組合）

滋賀県
（信用組合）

高　　知

北　　都

宮崎太陽

ぐんまみらい
（信用組合）

豊　　和

東京厚生
（信用組合）
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別紙５

計 画 実 績

171 160 171 ＋ 0 ＋ 11

高配当株式ETFへの投資や国債レポ取引による収益等が寄与
し、資金利益は計画を上回った。

計 画 実 績

6,476 7,700 7,562 ＋ 1,085 ▲ 138

当初の想定よりも個別信用組合が有価証券の償還資金を当会預
け金に預入する動きが見られず、一営業店当たり資金量は計画
を下回った。

残高 ＋ 3,255

比率 ＋ 8.00

＋ 7.39

特定信用組合において、創業に伴う金融支援のほか、中小企業
再生支援協議会等の外部機関と連携し、抜本的な経営改善計画
の策定等により経営改善や再生支援に取り組んだことから、経
営改善支援先割合は計画始期を上回った。

金融機能強化法(平成20年改正法)に基づく協同組織金融機能強化方針
平成30年3月期の実施状況の概要

１．経営改善の目標

１） 資金利益

(単位：億円)

計画始期
の水準

30年3月期

始期比 計画比
コメント

（実績と計画の比較）

全国信用協同組合
連合会

２） 一営業店当たり資金量

(単位：億円)

計画始期
の水準

30年3月期

始期比 計画比
コメント

（実績と計画の比較）

全国信用協同組合
連合会

２．中小企業金融の円滑化の目標

１） 中小規模事業者等向け貸出の残高及び比率

(単位：億円、％)

計画始期の水準

30年3月期

始期比
コメント

（実績と計画の比較）
実 績

始期比
コメント

（実績と計画の比較）
実 績

全国信用協同
組合連合会

4,975 8,230
特定信用組合（資本支援を行った11信用組合）において、既存
先の資金ニーズの発掘、新規事業先の開拓、融資提案型営業の
推進等、地域金融の円滑化に積極的に取り組んだことから、貸
出残高・比率ともに計画始期を上回った。36.07 44.07

全国信用協同組合
連合会

6.30 13.69

※全国信用協同組合連合会の数値は、資本支援を行った11信用組合の合算値

※全国信用協同組合連合会の数値は、資本支援を行った11信用組合の合算値

２） 経営改善支援先割合

(単位：％)

計画始期の水準

30年3月期
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（別紙６） 
 

 

金融機能強化法の震災特例に基づき資本参加を行った金融機関における

「経営強化計画の履行状況（平成 30 年 3 月期）」の概要 

 

 

（注）相双五城信用組合、いわき信用組合及び那須信用組合は全国信用協同組合連合会 

からの信託受益権の買取りにより、宮古信用金庫、気仙沼信用金庫、石巻信用金庫 

及びあぶくま信用金庫は信金中央金庫からの信託受益権の買取りにより、きらやか 

銀行は、じもとホールディングス（持株会社）が発行する優先株式の引受けにより、 

それぞれ資本参加。 

 

 

金融機関名 
資本参加 

時 期 金 額 

震災特例（平成 23 年 7 月施行）に基づき資本参加を行った金融機関 

仙台銀行 
 ２３年 ９月３０日 

３００億円   

筑波銀行 ３５０億円   

相双五城信用組合 
 ２４年 １月１８日 

１６０億円   

いわき信用組合 ２００億円   

宮古信用金庫 

 ２４年 ２月２０日 

１００億円   

気仙沼信用金庫 １５０億円   

石巻信用金庫 １８０億円   

あぶくま信用金庫 ２００億円   

那須信用組合  ２４年 ３月３０日 ７０億円   

東北銀行  ２４年 ９月２８日     １００億円 

きらやか銀行  ２４年１２月２８日     ３００億円 
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 金融機能強化法（震災特例）を活用した 4 地域銀行の経営強化計画  

平成 30 年 3 月期の履行状況の概要 

被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策の進捗状況（主なもの） 

① 実施体制の整備 

・本店のほか5ヵ所に分室を

設置している「地元企業応

援部」に復興融資担当者や

事業再生担当者が常駐し、

被災者の復興相談等にき

め細やかに対応 

・仙山圏の仲介機能を拡充

するとともに、本業支援推

進態勢を強化するため、仙

台、山形、庄内、大宮の各

地に法人グループを設置 

・30年4月より、ブロックに1名ずつ「事業性評価アドバイ

ザー」および「現場審査役」を配置し、営業現場の支

援を強化 

・営業店と本部が目線を統一し、顧客目線で経営改善

に取り組んでいくための体制を整備するため、「マネジ

メント サポート マインド（経営課題解決に向けた支

援の心構え）」を制定（29年12月） 

・「地域応援部」、「支店統括部」、「資産運用コンサ

ルティング部」が各営業店と連携し、各種ソリュー

ションの提供や経営改善支援等の本業支援への

本部サポートを強化 

・地域の事業者にきめ細かい支援を実施するた

め、各営業店の取り巻く環境を勘案した「店別営

業戦略」に基づいた営業推進を実施 

② 具体的な取組み 

・グループ統一ツールである「じもとホールディングスビジネ

スマッチング情報」の活用による仙山圏でのビジネスマッチ

ングの実施（29年度下期成約件数：67件）（仙台、きらやか） 

・両行の協調融資等による被災企業への積極的な支援（29

年度下期協調・紹介融資実績：9件）（仙台、きらやか） 

・復興支援に向けた共同イベント等の開催による被災者支援

の継続（29年10月開催）（仙台、きらやか） 

・被災企業等の経営改善計画の策定支援や訪問活動、コン

サルタント等の外部機関と連携した事業再生支援（仙台） 

・店舗が再開していない津波被災地（石巻市）等での顧客利

便性を確保するため、巡回型移動店舗による営業（仙台） 

 

・「マネジメント サポート マインド」に基づき、営業店と

本部が目線を統一して、顧客目線に立った経営改善

支援を進めていくため、「経営改善サポート協議会」に

て支援方針を検討 

・事業性評価を通じ、事業内容や成長可能性等を適切

に評価することで、積極的にリスクテイクを行う新たな

支援手法としての取組みを実施 

・「ソリューション相談シート」を営業店と本部が共有す

ることで、質の高いサービスを迅速に提供（29年度下

期：196件） 

・地域経済の活性化を目的とした「つくば地域活性化フ

ァンド」による資金供給支援（30年2月 第5号案件） 

・震災復興ミーティングを行い（30年2月）、被災事

業者に対する本業支援の実施状況、課題等を本

部・被災地域の営業店で共有し取組みを強化 

・「事業性評価シート」を活用（30年3月末：約1,100

先）し、企業を事業特性や成長可能性など多方面

から評価することで、担保や保証に依存しない融

資を推進 

・営業活動の中で把握した企業情報を行内イントラ

ネットを活用し共有化することで、ビジネスマッチン

グ等の支援を実施（29年度登録：131件） 

・本業支援の事例を各営業店で共有することを目

的として、本業支援事例集を発刊（29年度紹介件

数：76件） 

 

被 災 者 向 け

新規融資 

事業性 ６，３５２先／２，１３７億円 １，４０４件／ ３９９億円 ３８，７３２件／５，１５９億円 ３，６４０件／ ８９１億円 

消費性 ３，６２９先／  ２２６億円   １５０件／  １９億円 １１，８９２件／１，２７７億円 ６１７件／ １０３億円 

被 災 者 向 け

条件変更 

事業性    ２４８先／  １５２億円   ６４３件／ ２００億円 ３，６３４件／   ９１５億円 １，０９２件／ １９２億円 

消費性    ３３２先／   ４０億円   １０４件／  １８億円   １７７件／    １７億円     ７５件／    ９億円 

【参考】 

30/3 期の貸出金残高 
７，０２５億円 １兆２０９億円 １兆６，３２８億円 ５，５２４億円 

産業復興機構の活用 決定２７先／検討中 １先 ― 決定１２先  決定５７先 

東日本大震災事業者 

再生支援機構の活用 
決定６７先／検討中 １先 決定 ７先 決定２６先  決定５５先 

個人版私的整理 

ガイドラインの活用 
成立４２件／検討中 ２件 成立 ４件 ―  成立１８件 

※ 計数は平成30年5月末時点（ただし、産業復興機構、東日本大震災事業者再生支援機構及び個人版私的整理ガイドラインに係る計数は平成30年6月末時点） 

じもとホールディングス 

筑波銀行（茨城県土浦市） 東北銀行（岩手県盛岡市） 仙台銀行 

（宮城県仙台市） 

きらやか銀行 

（山形県山形市） 

資本参加額 
（資本参加時期） 

３００億円（23 年 9 月） ３００億円（24 年 12 月） ３５０億円（23 年 9 月） １００億円（24 年 9 月） 

（別紙７） 
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金融機能強化法（震災特例）を活用した 4 信用金庫の経営強化計画 
平成 30 年 3 月期の履行状況の概要 

宮古（岩手県宮古市） 気仙沼（宮城県気仙沼市） 石巻（宮城県石巻市） あぶくま（福島県南相馬市） 

資本参加額 
（資本参加時期） 

１００億円（24 年 2 月） 

【国８５億円、信金中金１５億円】 

１５０億円（24 年 2 月） 

【国１３０億円、信金中金２０億円】 

１８０億円（24 年 2 月） 

【国１５７億円、信金中金２３億円】 

２００億円（24 年 2 月） 

【国１７５億円、信金中金２５億円】 

※ 国は、信金中央金庫（信金中金）から、４信用金庫が発行した優先出資に係る信託受益権を買い取る方式により資本参加 

被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策の進捗状況（主なもの） 

① 実施体制の整備 

・信用供与の円滑化のため、従来の「み

やしん駅前相談プラザ」に加え、29 年 4

月に開設の「みやしん山田相談プラザ」

でも月１回の休日相談を実施 

・取引先の課題の多様化に対応するた

め、適切な専門家に相談できる「相談ブ

ース」を開設し、これまで累計で 39 件（30

年 5 月末）の相談を実施 

・融資窓口の専用ブースで開催している

「しんきん復興支援相談会」について、30

年 9 月まで開催期間を延長 

・避難する顧客の相談等に対応するた

め、29 年度も定期的な移動相談会を開

催（常設相談所と合わせ 29 年度 609 件） 

② 具体的な取組み 

・外部機関等の専門的なノウハウの活用

による経営改善支援として、29 年 10 月

の「ネット利活用による販路拡大セミナ

ー」や 30 年 3 月の「事業承継セミナー」

を開催 

・29 年 10 月、地方創生に向けた支援の取

組みとして、地域外からの転入者の金利

を優遇する住宅ローンや地元木材を利

用した住宅の金利を優遇するローンなど

の取扱いを開始 

・29 年 10 月、地域間のビジネスチャンス

の創出の機会として、提携する東京東信

金の取引先経営者と当金庫の取引先経

営者の異業種交流会を開催 

・29 年 11 月、顧客の販路開拓・拡大支援

として、「ビジネスマッチ東北 2017」にお

いて、取引先 21 先の出展を支援 

・29 年 12 月、創業支援融資商品として、

最長 5 年間利子補給付きの「パワーアッ

プ 21」の取扱いを開始 

・災害復興に係る事業性ローンである「し

んきん復興支援資金」について、30 年 9

月まで取扱期間を延長 

・29 年 11 月、顧客の販路開拓・拡大支援

として、「ビジネスマッチ東北 2017」にお

いて、取引先 13 先の出展を支援 

・29 年 11 月より、地域の新たな資金需要

の創出等を目的として、日本政策金融公

庫との協調融資商品である「創業ダブル

サポートローン」の取扱いを開始 

・遠隔地に避難する顧客へのきめ細かな

対応のため、30 年 3 月、地図情報システ

ムを融合した新渉外支援システムを導

入 

・29 年 11 月、顧客の販路開拓・拡大支援

として、「ビジネスマッチ東北 2017」にお

いて、取引先 5 先の出展を支援 

・インターネットを利活用した販路開拓支

援として、ネッパン協議会との連携によ

り、29 年 11 月、取引先１先のハンズオン

支援を開始 

 被災者向け 

新規融資 

事業性 １，１９６先／１７７億円 ２，３１３先／５０１億円 ９７２先／４３１億円 １，５０８先／６０２億円 

消費性   ６０３先／ ５２億円   ６０８先／ ５４億円 １，０１９先／１３８億円   ４４１先／ ６４億円 

 被災者向け 

条件変更 

事業性   １７５先／ ９０億円   １２３先／ ６１億円 ２２８先／１０５億円   ４５２先／２６８億円 

消費性    ７５先／  ６億円   ２９５先／ １１億円 １０８先／ １３億円   ４６６先／ ３８億円 

 【参考】 

30/3 期の貸出金残高 
２９５億円  ４５４億円  ６５３億円 ８６４億円 

 産業復興機構の活用 決定２４件 決定２８件 決定３４件／検討中 ６件 決定 ５件 

 東日本大震災事業者 

再生支援機構の活用 
決定４６件 決定２７件 決定５７件／検討中１５件 決定 ５件 

 個人版私的整理 

ガイドラインの活用 
成立１１件 成立２６件 成立３９件 成立 ２件 

※ 計数は平成 30 年 5 月末時点（ただし、産業復興機構、東日本大震災事業者再生支援機構及び個人版私的整理ガイドラインに係る計数は平成 30 年 6 月末時点） 

（別紙８） 
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金融機能強化法（震災特例）を活用した 3 信用組合の経営強化計画 
平成 30 年 3 月期の履行状況の概要 

相双五城（福島県相馬市） いわき（福島県いわき市） 那須（栃木県那須塩原市） 

資本参加額 
（資本参加時期） 

１６０億円（24 年 1 月） 

【国１３９億円、全信組連２１億円】 

２００億円（24 年 1 月） 

【国１７５億円、全信組連２５億円】 

７０億円（24 年 3 月） 

【国５４億円、全信組連１６億円】 

※ 国は、全国信用協同組合連合会（全信組連）から、３信用組合が発行した優先出資に係る信託受益権を買い取る方式により資本参加 

被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策の進捗状況（主なもの） 

① 実施体制の整備 

・より多くの顧客ニーズに応えるべく、29年度も引き続き

休日融資相談会及び夜間融資相談会を実施（23年4月

以降の相談受付：9,760件） 

・29年度も継続して、顧問契約を締結している中小企業

診断士等の外部専門家2名による中小企業・小規模事

業者の経営課題解決に向けた相談会を毎月実施（29年

度：105件） 

・後継者問題に悩む小規模事業者・中小企業経営者の

支援を強化するために、事業承継・M&Aマッチングサイ

ト運営会社とビジネスマッチング契約を締結し、事業者

の相談・支援に係る取組を強化 

②具体的な取組み 

･顧問契約を締結している中小企業診断士や福島県産業

復興相談センター等の専門家を派遣し、経営改善支援

を実施（29 年度：15 先） 

・29年10月、キャリア支援機構との連携により、当組合の

取引先事業者向けに、人材確保に向けたセミナーを開

催 

・被災者の資金ニーズに応えるため、復興支援融資商品

「そうごしんくみ復興特別資金」及び「そうごしんくみ復興

アパートローン」の取扱期間を31年3月末まで延長 

 

・取引先の経営者交流会「うるしの実クラブ」の活動の一

つとして、30 年 1 月、会員同士のビジネスマッチング交

流会を開催（104 社・151 名参加） 

・29 年 1 月に全国 8 信組とともに設立したファンド「信用組

合共同農業未来投資事業有限責任組合」より、30 年 3

月、IT 企業による農業参入した認定農業者へ、30 百万

円の投資を実行 

・顧問契約する中小企業診断士等が事業計画策定から

融資後のフォローまでトータルサポートする創業支援資

金「フロンティア」を引き続き提供（29 年度：14 件） 

・29 年 11 月、地元商工会が開催した「西那須野創業塾」

に、当信用組合の融資部と地域支援部職員が講師とし

て参加し、地域経済の活性化等に貢献 

・30 年 2 月、地元在住の勤労者で、これまではローンを受

けられなかった者も対象に含めた保証会社に頼らない

消費者ローン「ハッスルトゥルー」の取扱いを開始 

・30 年 2 月、顧客企業に対してライフステージに応じたコ

ンサルティング機能の強化や中期計画の策定支援、モ

ニタリング支援への取組に関する協力強化のために、Ｔ

ＫＣ関東信越会と覚書を締結 

 

被災者向け 

新規融資 

事業性   ６１３先／２０７億円 １７７先／２９８億円 ３，４５８件（４５７先）／３５３億円  

消費性   ２８６先／ ４５億円  ６７先／ １０億円   １３４件（８４先）／３億円 

 

被災者向け 

条件変更 

事業性   ４９５件／１４２億円 ２１１先／２３０億円         ３，１０１件／３４７億円 

 消費性  １９４件／ １６億円  ６８先／  ８億円          １６３件／２１億円 

 【参考】 

30/3 期の貸出金残高 
３８９億円 １，０５６億円 ３９５億円 

 産業復興機構の活用 決定５件 決定４先 ― 

 東日本大震災事業者 

再生支援機構の活用 
決定３先 決定８先 決定３先 

 個人版私的整理 

ガイドラインの活用 
成立２件 成立３件 ― 

※ 計数は平成 30 年 5 月末時点（ただし、産業復興機構、東日本大震災事業者再生支援機構及び個人版私的整理ガイドラインに係る計数は平成 30 年 6 月末時点） 

（別紙９） 
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金融機能強化法の本則に基づき資本参加を行った金融機関における 

「経営強化計画の履行状況（平成 30 年 9 月期）」の概要 

 

（注）山梨県民信用組合、ぐんまみらい信用組合、東京厚生信用組合、横浜幸銀信用組合、

釧路信用組合及び滋賀県信用組合は全国信用協同組合連合会からの信託受益権の買取

り、北都銀行はフィデアホールディングス（持株会社）が発行する優先株式の引受け

により、それぞれ資本参加。 

金融機関名 
資本参加 

時 期 金 額 

本則（平成 20 年改正法）に基づき資本参加を行った金融機関 

福邦銀行 
２１年 ３月３１日 

６０億円   

南日本銀行 １５０億円   

みちのく銀行 

２１年 ９月３０日 

２００億円   

第三銀行 ３００億円   

山梨県民信用組合 ４５０億円   

東和銀行 
２１年１２月２８日 

３５０億円   

高知銀行 １５０億円   

北都銀行 
２２年 ３月３１日 

１００億円   

宮崎太陽銀行 １３０億円   

ぐんまみらい信用組合 ２４年１２月２８日 ２５０億円   

豊和銀行 

２６年 ３月３１日 

１６０億円   

東京厚生信用組合 ５０億円   

横浜幸銀信用組合 １９０億円   

釧路信用組合 
２６年１２月１２日 

８０億円   

滋賀県信用組合 ９０億円   

全国信用協同組合連合会 ２７年１２月２２日 １０６億円   

全国信用協同組合連合会 ２８年１２月２７日 ６２．４億円 

全国信用協同組合連合会 ２９年１２月２２日 １００億円 

 

（別紙 10） 
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別紙⑪

計 画 実 績

5 2 1 ▲ 1 ▲ 0

資金利益が貸出金利息の減少等により計画を下回ったこと等か
ら、コア業務純益は計画を下回った。

36 13 12 ▲ 11 ▲ 0

資金利益が貸出金利息の減少等により計画を下回ったこと等か
ら、コア業務純益は計画を下回った。

59 25 19 ▲ 21 ▲ 6

資金利益が貸出金利息の減少等により計画を下回ったこと等か
ら、コア業務純益は計画を下回った。

50 30 28 ＋ 6 ▲ 2

資金利益が貸出金利息の減少等により計画を下回ったこと等か
ら、コア業務純益は計画を下回った。

105 29 39 ▲ 25 ＋ 10

資金利益が有価証券利息配当金の増加等により計画を上回った
こと等から、コア業務純益は計画を上回った。

24 9 7 ▲ 9 ▲ 1

資金利益が貸出金利息の減少等により計画を下回ったこと等か
ら、コア業務純益は計画を下回った。

24 8 11 ▲ 0 ＋ 3

資金利益が有価証券利息配当金の増加により計画を上回ったこ
と等から、コア業務純益は計画を上回った。

18 4 5 ▲ 7 ＋ 1

資金利益が貸出金利息の増加により計画を上回ったことから、
コア業務純益は計画を上回った。

28 15 6 ▲ 15 ▲ 8

資金利益が貸出金利息の減少等により計画を下回ったこと等か
ら、コア業務純益は計画を下回った。

コメント
（実績と計画の比較）

福　　邦

南日本

みちのく

第　　三

計画比

東　　和

高　　知

北　　都

宮崎太陽

豊　　和

注）「始期比」は、30年9月期（半期）の実績を2倍にし、「計画始期の水準」（通期）と比較

金融機能強化法(平成20年改正法)に基づく経営強化計画
平成30年9月期の履行状況の概要

１．経営改善の目標

１）コア業務純益

(単位：億円)

計画始期
の水準

30年9月期

始期比

（別紙11）
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計 画 実 績

77.21 72.95 78.28 ＋ 1.07 ＋ 5.33

経費（機械化関連費用を除く）が計画を下回ったものの、業務
粗利益が資金利益の減少等により計画を下回ったことから、
OHRは計画を上回った。

57.67 65.73 67.76 ＋ 10.09 ＋ 2.03

経費（機械化関連費用を除く）が計画を下回ったものの、業務
粗利益が資金利益の減少等により計画を下回ったことから、
OHRは計画を上回った。

71.96 73.85 71.61 ▲ 0.35 ▲ 2.24

経費（機械化関連費用を除く）は計画を上回ったものの、業務
粗利益が国債等関係損益の増加により計画を上回ったことか
ら、OHRは計画を下回った。

65.13 64.24 63.82 ▲ 1.31 ▲ 0.42

業務粗利益が資金利益の減少等により計画を下回ったものの、
経費（機械化関連費用を除く）が計画を下回ったことから、
OHRは計画を下回った。

53.49 70.46 64.32 ＋ 10.83 ▲ 6.14

経費（機械化関連費用を除く）が計画を下回ったことや、業務
粗利益が資金利益の増加等により計画を上回ったことから、
OHRは計画を下回った。

73.00 71.83 73.35 ＋ 0.35 ＋ 1.52

経費（機械化関連費用を除く）が計画を下回ったものの、業務
粗利益が資金利益の減少等により計画を下回ったことから、
OHRは計画を上回った。

74.82 76.37 72.06 ▲ 2.76 ▲ 4.31

経費（機械化関連費用を除く）が計画を下回ったことや、業務
粗利益が資金利益の増加により計画を上回ったことから、OHR
は計画を下回った。

66.26 73.03 71.77 ＋ 5.51 ▲ 1.26

経費（機械化関連費用を除く）が次期システム移行に伴い計画
を上回ったものの、業務粗利益が資金利益の増加により計画を
上回ったことから、OHRは計画を下回った。

53.02 55.42 67.23 ＋ 14.21 ＋ 11.81

経費（機械化関連費用を除く）が計画を下回ったものの、業務
粗利益が資金利益の減少等により計画を下回ったことから、
OHRは計画を上回った。

東　　和

高　　知

北　　都

宮崎太陽

豊　　和

２） 業務粗利益経費率 （ＯＨＲ)

(単位：％)

福　　邦

南日本

みちのく

第　　三

計画始期
の水準

30年9月期

始期比 計画比
コメント

（実績と計画の比較）
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計 画 実 績

残高 1,491 1,515 1,556 ＋ 65 ＋ 41

比率 33.20 33.39 33.03 ▲ 0.17 ▲ 0.36

残高 3,260 3,304 3,361 ＋ 101 ＋ 57

比率 41.84 41.77 41.70 ▲ 0.14 ▲ 0.07

残高 5,106 5,145 5,223 ＋ 117 ＋ 78

比率 24.10 23.59 23.97 ▲ 0.13 ＋ 0.38

残高 6,374 6,384 6,384 ＋ 10 ＋ 0

比率 31.42 31.45 31.52 ＋ 0.10 ＋ 0.07

残高 1,755 1,755 1,718 ▲ 37 ▲ 37

比率 40.84 40.79 39.89 ▲ 0.95 ▲ 0.90

残高 7,120 7,210 7,263 ＋ 143 ＋ 53

比率 30.59 30.98 31.03 ＋ 0.44 ＋ 0.05

残高 3,956 3,958 3,960 ＋ 4 ＋ 2

比率 35.84 36.20 36.73 ＋ 0.89 ＋ 0.53

残高 2,902 2,914 2,927 ＋ 25 ＋ 13

比率 21.64 21.65 21.21 ▲ 0.43 ▲ 0.44

残高 2,529 2,532 2,553 ＋ 24 ＋ 21

比率 36.91 36.49 36.83 ▲ 0.07 ＋ 0.34

残高 1,033 1,049 1,047 ＋ 13 ▲ 1

比率 29.65 30.33 29.49 ▲ 0.16 ▲ 0.84

残高 2,294 2,540 2,439 ＋ 145 ▲ 101

比率 40.99 43.70 41.60 ＋ 0.61 ▲ 2.10

残高 223 236 259 ＋ 36 ＋ 22

比率 37.45 39.17 42.63 ＋ 5.18 ＋ 3.46

残高 1,932 2,448 3,119 ＋ 1,186 ＋ 671

比率 56.73 59.23 63.87 ＋ 7.14 ＋ 4.64

残高 324 328 324 ＋ 0 ▲ 3

比率 35.32 35.92 34.72 ▲ 0.60 ▲ 1.20

残高 411 421 474 ＋ 62 ＋ 53

比率 30.86 31.58 32.20 ＋ 1.34 ＋ 0.62

横浜幸銀
（信用組合）

営業本部及び営業店において、取引先への訪問頻度を増やしメ
イン化を図るとともに、その人縁・地縁を活かした新規顧客の
開拓を行ったことから、貸出残高・比率ともに計画を上回っ
た。

釧路
（信用組合）

データベースを活用した融資推進対象先への訪問営業活動の強
化、理事長・役員によるトップセールスの強化等に取り組んだ
ものの、貸出金償却等の影響により貸出残高・比率ともに計画
を下回った。

滋賀県
（信用組合）

融資推進店舗を選定し、外部人材を含めた人員を重点的に配置
し、事業性融資先の開拓等を行ったことから、貸出残高・比率
ともに計画を上回った。

豊　　和

取引先の資金ニーズの掘り起しや経営改善支援活動に伴う資金
供給に取り組んだものの、営業力が不十分であったこと等によ
り、貸出残高・比率ともに計画を下回った。

ぐんまみらい
（信用組合）

中小規模事業者等へのプロパー貸出を主体として取り組んでき
たものの、案件の掘り起こしが不十分で伸ばせなかったことや
地方公共団体貸付残高の大幅な伸びなどにより、貸出残高・比
率ともに計画を下回った。

東京厚生
（信用組合）

営業推進本部を軸とする営業推進体制・営業店サポート体制等
の強化や店舗別推進体制の再構築と各店の特性に合った業務運
営等の諸施策の効果等により、貸出残高・比率ともに計画を上
回った。

高　　知

医療・福祉分野等の成長分野に対する一層のリレーション強化
などによって、取引先の資金需要や各種相談にきめ細かく取り
組んだことから、貸出残高・比率ともに計画を上回った。

北　　都

再生可能エネルギー向け融資に加え、一万先訪問活動により顧
客接点が拡大したことから、貸出残高は計画を上回ったもの
の、総資産が同残高以上に増加したことから、貸出比率は計画
を下回った。

宮崎太陽

事業内容や成長可能性等を適切に評価する事業性評価により、
取引先の資金ニーズへの対応に取り組んだことから、貸出残
高・比率ともに計画を上回った。

第　　三

リレーションシート等を活用した事業性評価に基づく融資やリ
レーション強化とソリューション提供を通じて地元三重県・愛
知県の貸出金の増強に取り組んだことから、貸出残高・比率と
もに計画を上回った。

東　　和

「TOWAお客様応援活動」を通じた本業支援に積極的に取り組ん
だことから、貸出残高・比率ともに計画を上回った。

山梨県民
（信用組合）

本部の取組方針を明確にするなどにより、貸出金の増強に取り
組んだものの、金融機関同士の競争が続いていることや大口貸
出先等に対する追加融資の抑制等の影響により、貸出残高・比
率ともに計画を下回った。

福　　邦

事業性評価に基づく融資や課題解決型提案営業等に取り組んだ
ことから、貸出残高は計画を上回ったものの、総資産が同残高
以上に増加したことから、貸出比率は計画を下回った。

南日本

顧客の事業性の把握及び理解に基づく貸出を中心に、地元への
融資に積極的に取り組んだことから、貸出残高は計画を上回っ
たものの、総資産が同残高以上に増加したことから、貸出比率
は計画を下回った。

みちのく

Keyman活用による法人営業活動強化やミドルリスク層へのアプ
ローチ強化に取り組んだことから、貸出残高・比率ともに計画
を上回った。

計画始期
の水準

30年9月期

始期比 計画比
コメント

（実績と計画の比較）

２．中小企業金融の円滑化の目標

１） 中小企業向け貸出残高・比率

(単位：億円、％)
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9.11 9.19 10.89 ＋ 1.78 ＋ 1.70

マッチング情報を切り口とした提案型営業、外部支援機関との
連携による経営相談支援や、ライフステージに応じた取引先支
援に積極的に取り組んだことから、計画を上回った。

1.53 1.84 2.03 ＋ 0.50 ＋ 0.19

取引先企業の抱える課題等を把握した上で、本部・営業店が連
携して経営に関するアドバイス等を行う経営相談支援や、中小
企業再生支援協議会等の外部機関との連携等による事業再生支
援等に積極的に取り組んだことから、計画を上回った。

7.05 7.17 10.04 ＋ 2.99 ＋ 2.87

自治体や各種支援機関との連携や、コンサルティングメニュー
の拡充、プロダクトサービスの強化に積極的に取り組んだこと
から、計画を上回った。

4.98 5.94 6.79 ＋ 1.81 ＋ 0.85

本部・営業店が一体となって経営改善計画の策定支援やソ
リューション提案等の経営相談支援のほか、提携先を活用し多
様な事業承継ニーズに対するソリューション提案などの事業承
継支援に取り組んだことから、計画を上回った。

6.74 6.86 7.52 ＋ 0.78 ＋ 0.66

総合相談センターを中心とした成長分野への貸出推進に向けた
取組や担保又は保証に過度に依存しない融資の促進等への取組
のほか、外部機関・外部専門家との連携により、経営改善支援
等に積極的に取り組んだことから、計画を上回った。

27.91 27.51 28.68 ＋ 0.77 ＋ 1.17

原則、無担保でスピーディな対応が可能な「BIZ－クイック」
などを取り扱うとともに、ABL等の積極的な活用により担保・
保証に過度に依存しない融資の促進に取り組んだことから、計
画を上回った。

4.73 4.78 6.94 ＋ 2.21 ＋ 2.16

「営業サポート情報システム」によるビジネスマッチングや、
商談会支援のほか、ＡＢＬ手法等を活用した担保・保証に過度
に依存しない融資等に積極的に取り組んだことから、計画を上
回った。

14.82 14.83 15.31 ＋ 0.49 ＋ 0.48

女性及び若者、シニア層、移住者の方に焦点を当てた取組み実
施により創業・新事業開拓支援先数が増加したことから、計画
を上回った。

0.71 0.84 1.31 ＋ 0.60 ＋ 0.47

事業性評価による担保・保証に過度に依存しない融資等や、外
部機関との連携による創業・新事業開拓支援に積極的に取り組
んだことから、計画を上回った。

26.54 28.27 38.74 ＋ 12.20 ＋ 10.47

支援先の経営課題の分析・把握等について外部専門家と連携・
協力したほか、特別経営支援資金等の推奨により担保又は保証
に過度に依存しない融資に取り組んだことから、計画を上回っ
た。

7.23 7.82 9.35 ＋ 2.12 ＋ 1.53

外部専門家と連携した経営改善計画の策定支援など取引先の経
営相談支援や、担保・保証に過度に依存しない融資を推進した
ことから、計画を上回った。

13.26 13.26 14.86 ＋ 1.60 ＋ 1.60

事業支援室が主体となり、支援先の経営課題の把握・分析、経
営改善の取組みにかかる企画立案、経営改善計画の策定支援な
どについて、外部の専門家等の協力を得て取り組んだことか
ら、計画を上回った。

7.82 13.99 17.28 ＋ 9.46 ＋ 3.29

経営支援部が主体となって、経営改善計画の策定やモニタリン
グ指導、テナントの紹介や外部専門家と連携した経営改善への
取組みなど、支援先の実態に即した取組を行ったことから、計
画を上回った。

3.19 3.48 4.01 ＋ 0.82 ＋ 0.53

経営改善支援先を指定し、中小企業再生支援協議会等と連携し
た事業再生に取り組んだほか、取引先の売掛債権を弁済原資と
するローンの活用など担保・保証に過度に依存しない融資推進
に積極的に取り組んだことから、計画を上回った。

36.06 36.62 40.06 ＋ 4.00 ＋ 3.44

事業再生の専担組織による支援先の経営分析・把握、中小企業
再生支援協議会等の外部機関との連携による事業再生支援な
ど、本部と営業店が連携して取り組んだことから、計画を上
回った。

豊　　和

ぐんまみらい
（信用組合）

東京厚生
（信用組合）

横浜幸銀
（信用組合）

釧路
（信用組合）

滋賀県
（信用組合）

福　　邦

南日本

みちのく

第　　三

東　　和

山梨県民
（信用組合）

高　　知

北　　都

宮崎太陽

２） 経営改善支援先割合

(単位：％)

計画始期
の水準

30年9月期

始期比 計画比
コメント

（実績と計画の比較）
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(別紙12)

残高 ＋ 3,632

比率 ＋ 9.12

＋ 8.07

特定信用組合において、創業支援や新事業の開拓支援のほか、事業
再生が必要となった取引先に対し、中小企業再生支援協議会等の外
部機関と連携し事業再生支援などに取り組んだことから、計画始期
を上回った。

全国信用協同組合
連合会

6.30 14.37

※全国信用協同組合連合会の数値は、資本支援を行った11信用組合の合算値

※全国信用協同組合連合会の数値は、資本支援を行った11信用組合の合算値

２） 経営改善支援先割合

(単位：％)

計画始期の水準

30年9月期

実 績

始期比
コメント

（実績と計画の比較）
実 績

全国信用協同
組合連合会

4,975 8,607
特定信用組合（資本支援を行った11信用組合）において、既存先の
資金ニーズの発掘、新規事業先の開拓、融資提案型営業の推進又は
成長分野への融資推進等、地域金融の円滑化に積極的に取り組んだ
ことから、貸出残高・比率ともに計画始期を上回った。36.07 45.19

計画始期の水準

30年9月期

始期比
コメント

（実績と計画の比較）

金融機能強化法(平成20年改正法)に基づく協同組織金融機能強化方針
平成30年9月期の実施状況の概要

１．中小企業金融の円滑化の目標

１） 中小規模事業者等向け貸出の残高及び比率

(単位：億円、％)
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金融機能強化法の震災特例に基づき資本参加を行った金融機関における

「経営強化計画の履行状況（平成 30 年 9 月期）」の概要 

 

 

（注）相双五城信用組合、いわき信用組合及び那須信用組合は全国信用協同組合連合会 

からの信託受益権の買取りにより、宮古信用金庫、気仙沼信用金庫、石巻信用金庫 

及びあぶくま信用金庫は信金中央金庫からの信託受益権の買取りにより、きらやか 

銀行は、じもとホールディングス（持株会社）が発行する優先株式の引受けにより、 

それぞれ資本参加。 

 

 

金融機関名 
資本参加 

時 期 金 額 

震災特例（平成 23 年 7 月施行）に基づき資本参加を行った金融機関 

仙台銀行 
 ２３年 ９月３０日 

３００億円   

筑波銀行 ３５０億円   

相双五城信用組合 
 ２４年 １月１８日 

１６０億円   

いわき信用組合 ２００億円   

宮古信用金庫 

 ２４年 ２月２０日 

１００億円   

気仙沼信用金庫 １５０億円   

石巻信用金庫 １８０億円   

あぶくま信用金庫 ２００億円   

那須信用組合  ２４年 ３月３０日 ７０億円   

東北銀行  ２４年 ９月２８日     １００億円 

きらやか銀行  ２４年１２月２８日     ３００億円 

（別紙 13） 
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金融機能強化法（震災特例）を活用した 4 地域銀行の経営強化計画 

平成 30 年 9 月期の履行状況の概要 

被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策の進捗状況（主なもの） 

① 実施体制の整備 

・本店のほか5ヵ所に分室を

設置している「地元企業応

援部」に復興融資担当者や

事業再生担当者が常駐し、

被災者の復興相談等にき

め細やかに対応 

・仙山圏の仲介機能を拡充

するとともに、本業支援推

進態勢を強化するため、仙

台、山形に法人営業グルー

プを設置 

・30年4月より、ブロックに1名ずつ「事業性評価アドバイ

ザー」および「現場審査役」を配置し、営業現場の支

援を強化 

・30年4月より、正しいプロセスを踏んだ顧客目線の営

業活動を一層強化するためにプロセス評価・目標を導

入 

・「地域応援部」、「支店統括部」、「資産運用コンサ

ルティング部」が各営業店と連携し、各種ソリュー

ションの提供や経営改善支援等の本業支援への

本部サポートを強化 

・地域の事業者にきめ細かい支援を実施するた

め、各営業店の取り巻く環境を勘案した「店別営

業戦略」に基づいた営業推進を実施 

② 具体的な取組み 

・グループ統一ツールである「じもとホールディングスビジネ

スマッチング情報」の活用による仙山圏でのビジネスマッチ

ングの実施（30年度上期成約件数：35件）（仙台、きらやか） 

・両行の協調融資等による被災企業への積極的な支援（30

年度上期協調・紹介融資実績：6件）（仙台、きらやか） 

・復興支援に向けた共同イベント等の開催による被災者支援

の継続（30年10月開催）（仙台、きらやか） 

・被災企業等の経営改善計画の策定支援や訪問活動、コン

サルタント等の外部機関と連携した事業再生支援（仙台） 

・店舗が再開していない津波被災地（石巻市）等での顧客利

便性を確保するため、巡回型移動店舗による営業（仙台） 

 

・「経営改善サポート協議会」を開催し（30年6月）、条件

変更を長期にわたり継続するなど経営課題を抱える

先について、企業のライフステージに応じた経営支援

に関する方針を営業店・本部一体となって検討 

・「2018筑波銀行ビジネス交流商談会」を開催（30年10

月）し、地域資源の発信及び茨城県の枠を超えた広

域マッチングの場を提供 

・「ソリューション相談シート」を営業店と本部が共有す

ることで、質の高いサービスを迅速に提供（30年度上

期：189件） 

・地域経済の活性化を目的とした「つくば地域活性化フ

ァンド」による資金供給支援（第8号案件） 

・震災復興推進本部活動報告書を作成し、復旧・復

興資金の実行実績や被災地域の現状等、定期的

なモニタリングを継続 

・財務改善や資金繰り改善を図るための短期継続

融資への取組強化（30年11月末：722億円） 

・「事業性評価シート」を活用（30年9月末：1,193先）

し、企業を事業特性や成長可能性など多方面から

評価することで、担保や保証に依存しない融資を

推進 

・営業活動の中で把握した企業情報を行内イントラ

ネットを活用し共有化することで、ビジネスマッチン

グ等の支援を実施（30年度上期登録：51件） 

 

被 災 者 向 け

新規融資 

事業性 ６，７２１先／２，２５９億円 １，４１２件／ ４０２億円 ４１，５０３件／５，６０１億円 ３，６７５件／ ８９７億円 

消費性 ３，７９２先／  ２３１億円   １５０件／  １９億円 １２，６５９件／１，４６８億円 ６３４件／ １０７億円 

被 災 者 向 け

条件変更 

事業性    ２４８先／  １５２億円   ６４３件／ ２００億円  ３，６４６件／   ９１７億円 １，０９３件／ １９２億円 

消費性    ３３８先／   ４０億円   １０４件／  １８億円    １７７件／    １７億円     ７５件／    ９億円 

【参考】 

30/9 期の貸出金残高 
７，１４６億円 １兆１００億円 １兆６，２８７億円 ５，６６５億円 

産業復興機構の活用 決定２８先 ― 決定１２先  決定５７先 

東日本大震災事業者 

再生支援機構の活用 
決定６７先／検討中 １件 決定 ７先 決定２６先  決定５５先 

個人版私的整理 

ガイドラインの活用 
成立４２件／検討中 ２件 成立 ４件 ―  成立１８件 

※ 計数は平成30年11月末時点（ただし、産業復興機構、東日本大震災事業者再生支援機構及び個人版私的整理ガイドラインに係る計数は平成30年12月末時点） 

じもとホールディングス 

筑波銀行（茨城県土浦市） 東北銀行（岩手県盛岡市） 仙台銀行 

（宮城県仙台市） 

きらやか銀行 

（山形県山形市） 

資本参加額 
（資本参加時期） 

３００億円（23 年 9 月） ３００億円（24 年 12 月） ３５０億円（23 年 9 月） １００億円（24 年 9 月） 

（別紙 14） 
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金融機能強化法（震災特例）を活用した 4 信用金庫の経営強化計画 
平成 30 年 9 月期の履行状況の概要 

宮古（岩手県宮古市） 気仙沼（宮城県気仙沼市） 石巻（宮城県石巻市） あぶくま（福島県南相馬市） 

資本参加額 
（資本参加時期） 

１００億円（24 年 2 月） 

【国８５億円、信金中金１５億円】 

１５０億円（24 年 2 月） 

【国１３０億円、信金中金２０億円】 

１８０億円（24 年 2 月） 

【国１５７億円、信金中金２３億円】 

２００億円（24 年 2 月） 

【国１７５億円、信金中金２５億円】 

※ 国は、信金中央金庫（信金中金）から、４信用金庫が発行した優先出資に係る信託受益権を買い取る方式により資本参加 

被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策の進捗状況（主なもの） 

① 実施体制の整備 

・信用供与の円滑化のため、従来の「み

やしん駅前相談プラザ」に加え、29 年 4

月に開設の「みやしん山田相談プラザ」

でも月１回の休日相談を実施 

・取引先の課題の多様化に対応するた

め、適切な専門家に相談できる「相談ブ

ース」を本店に開設し、これまで累計で

61 先（30 年 11 月末）の相談を実施 

・30 年 8 月から、宮城県商工会連合会の

「宮城県よろず支援拠点」と連携し、新設

した総合相談センターにおいて、毎月 2

回経営相談会を開催 

・避難する顧客の相談等に対応するた

め、30 年度も定期的な移動相談会を開

催（常設相談所と合わせ 30 年 11 月末現

在：517 件） 

② 具体的な取組み 

・30 年 4 月、岩手県や県内金融機関等と

ともに地域企業が有する特許等の知的

財産権を評価し、融資や経営支援に取り

組むための連携組織「岩手県知財金融

推進コンソーシアム」に参画 

・30 年度から、プロパーローン「みやしん

絆」について、事業性評価シートの作成

を通じて取引先の実態把握を強化 

・30 年 4 月、㈱日本政策金融公庫との連

携 に よ る 創 業 者 向 け 協 調 融 資 制 度

「YELL（エール）」の取扱いを開始 

・30 年 8 月、新たなビジネス創出、地域活

性化のきっかけ作りの機会として、稚内

信用金庫取引先と当金庫取引先との経

営者交流会を開催 

・29 年度に引き続き、30 年度も連携協定

を締結する石巻市、東松島市及び女川

町と「いしのまきイノベーション企業家塾」

を共催 

・被災した事業者への支援のため、災害

復興に係る事業性ローン「しんきん復興

支援資金」の取扱期間を 31 年 3 月末ま

で延長 

・30 年 4 月から、テレビ会議システム端末

を順次店舗窓口に設置し、お客様の要

望・相談に応じて、本部の専門知識を有

する職員と連携して対応 

・30 年 9 月、顧客の販路開拓・拡大支援と

して、「2018"よい仕事おこし"フェア」にお

いて、取引先 2 先の出展を支援 

 被災者向け 

新規融資 

事業性 １，２８７先／１８７億円 ２，４３４先／５２２億円 ９７２先／４４５億円 １，６１２先／６３７億円 

消費性   ６２２先／ ５４億円   ６４８先／ ５６億円 １，０２０先／１３９億円   ４６２先／ ６７億円 

 被災者向け 

条件変更 

事業性   １８１先／ ９０億円   １２３先／ ６１億円 ２２９先／１０５億円   ４６８先／２７３億円 

消費性    ７５先／  ６億円   ２９５先／ １１億円 １０８先／ １３億円   ４７３先／ ３８億円 

 【参考】 

30/9 期の貸出金残高 
２９６億円  ４４５億円  ６６６億円 ８８２億円 

 産業復興機構の活用 決定２４件 決定２８件 決定３５件 決定 ５件 

 東日本大震災事業者 

再生支援機構の活用 
決定４６件 決定２７件 決定５８件 決定 ５件 

 個人版私的整理 

ガイドラインの活用 
成立１１件 成立２６件 成立３９件 成立 ２件 

※ 計数は平成 30 年 11 月末時点（ただし、産業復興機構、東日本大震災事業者再生支援機構及び個人版私的整理ガイドラインに係る計数は平成 30 年 12 月末時点） 

（別紙 15） 
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金融機能強化法（震災特例）を活用した 3 信用組合の経営強化計画 

平成 30 年 9 月期の履行状況の概要 

相双五城（福島県相馬市） いわき（福島県いわき市） 那須（栃木県那須塩原市） 

資本参加額 
（資本参加時期） 

１６０億円（24 年 1 月） 

【国１３９億円、全信組連２１億円】 

２００億円（24 年 1 月） 

【国１７５億円、全信組連２５億円】 

７０億円（24 年 3 月） 

【国５４億円、全信組連１６億円】 

※ 国は、全国信用協同組合連合会（全信組連）から、３信用組合が発行した優先出資に係る信託受益権を買い取る方式により資本参加 

被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策の進捗状況（主なもの） 

① 実施体制の整備 

・より多くの顧客ニーズに応えるべく、30年度も相談所を

継続開設しているほか、休日融資相談会及び夜間融資

相談会を実施 

・30年度も継続して、顧問契約を締結している中小企業

診断士等の外部専門家2名による中小企業・小規模事

業者の経営課題解決に向けた相談を毎月実施（30年11

月末現在：67件） 

・30年12月、那須塩原市及び第一勧業信用組合と相互の

発展及び地方創生の実現に資することを目的として、包

括連携協定を締結 

② 具体的な取組み 

･顧問契約を締結している中小企業診断士「経営改善支

援コーディネーター」を支援対象先に派遣し、経営改善

支援活動を実施（30 年 11 月末現在：8 先） 

・被災者の資金ニーズに応えるため、復興支援融資商品

「そうごしんくみ復興特別資金」及び「そうごしんくみ復興

アパートローン」の取扱期間を31年3月末まで延長 

 

・取引先事業者に対して後継者の有無等に関する調査を

実施するほか、廃業を予定している先に対し、「福島県

事業引継ぎ支援センター」と連携した M&A 等のマッチン

グ支援を推進 

・顧問契約を締結している中小企業診断士等が事業計画

策定から融資後のフォローまでトータルサポートする創

業・新事業支援資金「フロンティア」を引き続き提供（30

年 11 月末現在：7 件） 

・それぞれ地元商工会が開催した、30 年 7 月の「創業支

援塾」、10 月及び 11 月の「西那須野創業塾」に、融資部

と地域支援部の職員が講師として参加し、地域経済の

活性化等に貢献 

・「融資専門担当者（チーム HOT）」の「特別貸出 FS」活動

の実施による、地域の中小零細事業者への円滑な信用

供与、再生支援、経営支援への積極的な取組 

・30 年11 月、日本政策金融公庫との協調融資商品「創業

サポートローン・ハッスルトゥギャザー」の取扱いを開始  

被災者向け 

新規融資 

事業性   ６１６先／２０９億円 １７７先／３１６億円 ３，６１２件（４５７先）／３７６億円  

消費性   ２９０先／ ４５億円  ６７先／ １０億円    １３７件（８４先）／  ３億円 

 

被災者向け 

条件変更 

事業性   ５３３件／１５２億円 ２１１先／２３０億円        ３，２６０件／３６２億円 

 消費性  １９５件／ １６億円  ６８先／  ８億円         １７２件／ ２２億円 

 【参考】 

30/9 期の貸出金残高 
３９０億円 １，０７４億円 ４０１億円 

 産業復興機構の活用 決定５件 決定４先 ― 

 東日本大震災事業者 

再生支援機構の活用 
決定３先 決定８先 決定３先 

 個人版私的整理 

ガイドラインの活用 
成立２件 成立３件 ― 

※ 計数は平成 30 年 11 月末時点（ただし、産業復興機構、東日本大震災事業者再生支援機構及び個人版私的整理ガイドラインに係る計数は平成 30 年 12 月末時点） 

（別紙 16） 
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別紙⑰

（単位：億円、％）

銀行名 経営改善の目標

（時期）
［資本参加額］

信用供与の円滑化の目標

コア業務純益 59 63 3

業務粗利益経費率 71.96 70.02 ▲ 1.94

中小企業向け貸出残高 5,106 5,356 250

　　同　    貸出比率 24.10 24.23 0.13

コア業務純益 50 64 13

業務粗利益経費率 65.13 63.08 ▲ 2.05

中小企業向け貸出残高 6,374 6,524 150

　　同　　  貸出比率 31.42 31.69 0.27

第三銀行
（21年9月）
［300億円］

〇リレーションの構築とソリューションの提供
 － 事業性評価に基づく融資や本業支援の強化
 － 経営改善計画策定先等のミドルリスク先への経営改善支援
 － 三重県中南部地域活性化推進プロジェクトへの取組
〇経営の効率化・最適化
 － 三重銀行との経営統合や営業戦略を踏まえた効率的で強力な営業体制の構築
 － 将来的な合併を踏まえた店舗ネットワークの最適化や店舗の効率化
〇人材力の強化
 － 高いコンサルティング力を有する人材育成
 － 預り資産の販売や融資推進に関する研修の充実
 － 働き方の改革等による組織の活性化
〇内部管理態勢の強化と地域社会への貢献
 － コンプライアンス態勢の強化
 － CSRの取組強化経営改善支援先割合 4.98 6.02 1.04

みちのく銀行
（21年9月）
［200億円］

〇創業から事業再生まで一貫した支援体制の構築
 － 創業・新事業支援を強化するため、「創業支援室」を新設（30年4月）
 － セグメント別営業の再構築を行うことで、ミドルリスク層に対する支援体制を強化
 － 事業承継に係る課題解決のため、業務提携先と連携の強化等のサポート体制を構築
 － 営業利益改善支援活動（戦略ミーティングを軸とした法人営業、法人ソリューションサービスの
　　拡充など）
 － みちのくサービサーの設立
〇ライフプラン実現に向けたコンサルティングの実践
 － 専門的知識・スキルを持ったスタッフを70名以上配置、休日営業拠点を５ヶ所から16ヶ所に拡充
〇デジタル技術を通じた業務効率化と店舗の統廃合
 － 新システム導入により、従来型業務を15％削減
 － 戦略的な出店と店舗の統廃合を実施
〇ＫＰＩ（経営改善の目標を達成するための評価指標）
 － 主要戦略に基づいた施策の効果を評価するＫＰＩを設定経営改善支援先割合 7.05 9.60 2.55

金融機能強化法に基づく新たな「経営強化計画」の概要①【みちのく銀行・第三銀行】

（平成30年９月26日（水）公表）

計画始期 計画終期
始期比 新計画における新たな取組み

（30/3期）（33/3期）
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別紙⑰

（単位：億円、％）

銀行名 経営改善の目標

（時期）
［資本参加額］

信用供与の円滑化の目標

コア業務純益 105 106 0.4

業務粗利益経費率 53.49 53.48 ▲ 0.01

中小企業向け貸出残高 7,120 7,660 540

　　同　    貸出比率 30.59 31.82 1.23

コア業務純益 24 24 0.05

業務粗利益経費率 73.00 70.03 ▲ 2.97

中小企業向け貸出残高 3,956 4,003 47

　　同　　  貸出比率 35.84 36.35 0.51

高知銀行
（21年12月）
［150億円］

〇ＢＰＲ効果の最大化と営業基盤の強化
 － ＢＰＲにより事務負担を軽減させ、創出される時間・力を営業活動の質と量の向上に充て、営業
　　人員を増強
 － 業務効率化を目的とした顧客情報管理システムの高度化や、行内データベースの統合管理などの
　　更なるＩＴ化促進の検討
〇事業性評価に基づく融資の増強
 － 取引先ごとの課題に応じたコンサルティングや、ソリューション提供のためのプラットフォーム
　　の構築
 － 顧客セグメンテーションに基づくソリューションや融資等の提案による付加価値を提供
 － 課題解決に向けたプロセスに対する独自ベンチマークの設定と営業店の業績評価への反映
〇個人取引の強化
 － ライフステージに応じた金融商品の提供
〇顧客接点の拡大と店舗間連携の強化
 － 営業区域の特性に応じた店舗機能への特化経営改善支援先割合 4.73 5.00 0.27

東和銀行
（21年12月）
［350億円］

〇本業支援
 － ゆうちょ銀行との地域経済活性化ファンドを活用したエクイティ性資金の供与
 － リレバン推進部お客様応接室の機能を強化し、ビジネスマッチングや提案活動を強化
 － リレバン推進部にコンサルティング室を新設し、事業承継・Ｍ＆Ａなど専門性の高い支援業務の
　　強化を図る
 － 経営者保証ガイドラインの積極適用
〇経営改善支援・事業再生支援
 － ミドルリスク層の事業内容を理解した上で、短期継続融資やリファイナンスといった手段を活用
 － 審査管理部企業支援室の機能強化
〇資産形成支援
 － 外部専門機関との協働による顧客本位の投信業務プロジェクト
 － 資産形成プロモーターの養成
〇ＫＰＩ（重要業績評価指標）の設定
 － お客様応援活動の強化・深化に向けた諸施策の実効性の担保と進捗度合いの計測のため、ＫＰＩ
　　を設定経営改善支援先割合 27.91 28.67 0.76

金融機能強化法に基づく新たな「経営強化計画」の概要②【東和銀行・高知銀行】
（平成30年９月26日（水）公表）

計画始期 計画終期
始期比 新計画における新たな取組み

（30/3期）（33/3期）
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別紙⑰

（単位：億円、％）

銀行名 経営改善の目標

（時期）
［資本参加額］

信用供与の円滑化の目標

コア業務純益 24 24 0.5

業務粗利益経費率 74.82 73.21 ▲ 1.61

中小企業向け貸出残高 2,902 2,986 84

　　同　    貸出比率 21.64 21.79 0.15

コア業務純益 18 18 0.1

業務粗利益経費率 66.26 65.57 ▲ 0.69

中小企業向け貸出残高 2,529 2,934 405

　　同　　  貸出比率 36.91 39.75 2.84

宮崎太陽銀行
（22年3月）
［130億円］

〇ファイナンス以外での価値あるサービス提供に有用なお客さま自身の事業運営課題認識の収集
 － 事業内容の情報に基づいた融資関連情報以外のサービス提供
 － 事業運営上の課題認識をデータベース化し、事業性評価手法として資金供給や本業支援等に多面
　　的に活用
〇販路開拓支援における潜在的な排除の克服
 － 「本業サポートWith」による販路開拓支援を開始
 －  隣県第二地銀と販路開拓支援の業務フロー・専用データベースシステムの共同化を行う業務提携
〇地域経済活性化に向けた経営資源の傾斜配分
 － 預り資産や個人ローン推進の本部集中化
〇ビジネスモデル変革に不足するインフラ整備
 － 有用情報収集対応データベースシステム整備

経営改善支援先割合 0.71 0.95 0.24

北都銀行
（22年3月）
［100億円］

〇お客さま本位の徹底
 － 「一万先訪問活動」の徹底と浸透
 － 事業性評価活動を通じたコンサルティング営業の強化
 － 中小企業の経営力向上へ向けた支援
〇地域貢献力の向上
 － 地方創生への取組強化
 － 再生可能エネルギー分野の取組強化
 － 真の経営改善、事業再生支援に向けた適切なソリューションの提供
〇経営基盤の強化
 － 強固な有価証券ポートフォリオの構築
 － 働き方改革の推進
 － 営業店事務の省力化を中心とした業務効率化
 － 収益管理態勢の高度化により、営業店の収益に関する意識向上

経営改善支援先割合 14.82 14.90 0.08

金融機能強化法に基づく新たな「経営強化計画」の概要③【北都銀行・宮崎太陽銀行】
（平成30年９月26日（水）公表）

計画始期 計画終期
始期比 新計画における新たな取組み

（30/3期）（33/3期）
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別紙⑰

（単位：億円、％）

銀行名

（時期）
［資本参加額］

きらやか銀行
（24年12月）
［300億円］

〇本業支援の取組強化策
 － 地域経済の中心を担いながらも、「本当に本業支援を必要としている先」へ経営資源を集中する、『中小企業成長戦略』を推進し、取引先の資金
　　繰り安定を図る「財務の本業支援」と、取引先の課題解決・成長を図るための「成長の為の本業支援」を実施
 － 取引先従業員の資産形成など、福利厚生の充実に資する取組みを実施
〇実施体制の整備
 － 引き続きじもとHDに設置した「本業支援戦略部」を中心に事業コーディネーターによる支援充実を図る
 － コンサルティング機能を有する「きらやかコンサルティング＆パートナーズ㈱」を設立し、銀行の枠にとらわれない最適なソリューションを提供
 － 「本業支援本部」を新設し営業戦略の企画立案を一本化するとともに、事業再生支援部門を統合したことにより経営改善ノウハウを取込みライフ
　　サイクルに合わせた支援体制を強化
〇復興に資する方策
 － 仙台銀行と定期的に情報交換会を実施し、宮城県内の情報を一元管理したうえで、協調融資やビジネスマッチングを実施
 － 法人営業グループが中心となって、仙台地区店舗における法人営業担当者との帯同訪問や新規開拓トレーニーの実施等により、新規創業を積極的に
　　支援
〇経済活性化に資する方策
 － 小規模企業や創業間もない企業の売上増強をサポートする本業支援として「日報型コンサルティング」に取組み、専担者による日次アドバイスを
　　実施し、定期面談により目標達成を支援
 － 特に経営改善支援を要すると判断した先には、税理士及び会計士等とも協同し、本支店一体となった改善支援及び管理を実施
 － 企業向け人材育成のための体系的なカリキュラムに基づく「きらやか人材育成プログラム」を制定し、取引先企業の人材育成に資するセミナー等を
　　提供

仙台銀行
（23年9月）
［300億円］

〇本業支援の取組強化策
 － 業務提携先の活用研修や商談会参加型研修等を通じて、企画提案力を向上させ、多様化する経営課題に対応できる人材を育成
 － ビジネスマッチングやＭ＆Ａ等の好事例を行内提供し本業支援のノウハウの共有と高度化を図る
 － ビジネスマッチング情報をリニューアルし、取引先へ継続的に情報提供を行うことでビジネスマッチングの裾野を更に拡大
 － 事業ニーズに応じて業務提携先等の県内各種相談機関と外部連携
〇実施体制の整備
 － 引き続きじもとHDに設置した「本業支援戦略部」を中心に事業コーディネーターによる支援充実を図る
 － 本業支援室に被災企業へのコンサルティング活動を行う企画室を統合し、被災企業の多様な相談等にさらにきめ細やかに対応する体制を構築
〇復興に資する方策
 － きらやか銀行と定期的に情報交換会を実施し、宮城県内の情報を一元管理したうえで、協調融資やビジネスマッチングを実施
 － 現場訪問を通じて支援先の事業計画の進捗状況や計画課題の把握に継続的に努め、資金繰りや計画改善なども含めた様々な相談に対応
〇経済活性化に資する方策
 － 外部専門家等と連携し、取引先への帯同訪問などにより経営課題を把握し解決に向けて専門的な伴走型の支援を実施
 － 引き続き中小企業再生支援協議会等と連携した事業再生計画の策定支援、外部機関との連携によるＤＤＳの実施、再生ファンドや「個人版私的整理
　　ガイドライン」の活用促進
 － 創業期企業への本業支援を通じて、新たな産業の育成などに取組み地域経済の活性化を図る

金融機能強化法に基づく新たな「経営強化計画」の概要④【仙台銀行・きらやか銀行】
（平成30年９月26日（水）公表）

新計画における新たな取組み
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別紙⑰

（単位：億円、％）

信用組合名 経営改善の目標

（時期）
［資本参加額］

信用供与の円滑化の目標

コア業務純益 6 20 13

業務粗利益経費率 53.88 ▲ 21.55

中小企業向け貸出残高 1,783 27

　　同　    貸出比率 40.92 0.08

コア業務純益 ▲ 0 8 8

業務粗利益経費率 74.40 ▲ 22.89

中小企業向け貸出残高 1,128 94

　　同　　  貸出比率 32.39 2.74

ぐんまみらい
信用組合

（24年12月）
［250億円］

○地域性・店舗特性に配慮した融資営業の強化
 － 群馬県を主要産業分布に応じた４つの地域に分類する「４ブロック制」を導入
 － ４ブロック内の各営業店は地域特性に配慮した営業推進策を策定
○中小規模事業者の経営改善支援への取組み
 － 支援先の経営課題の解決・経営目標実現の方策の提案や、経営改善計画策定の支援
○経営者保証に関するガイドラインの活用
 － 地域経済活性化支援機構の特定支援など「経営者保証に関するガイドライン」を有効活用
○経営改善等支援の取組みの強化
 － 定量・定性分析、事業性評価、経営改善支援などをテーマとした研修による職員のスキルアップ
 － 外部機関等へ派遣され専門知識を習得した職員による、職員向け勉強会により当組合の事業性評
　価力を向上
 － 信用保証協会等外部機関と連携した創業支援、経営改善・再生支援

経営改善支援先割合 44.42 17.88

1,033

29.65

26.54

97.29

山梨県民
信用組合
（21年9月）
［450億円］

○中小規模事業者等向けの信用供与円滑化の方策
 － 中小規模事業者等への訪問営業を徹底
 － 総合相談センターを中心とした成長分野への貸出推進
 － 専担部署による経営改善計画策定のサポート
○創業又は新事業開拓、事業承継に係る支援等
 － 総合相談センターをコンサルタント機能発揮の拠点として創業・新規事業を支援し、新規顧客
　 獲得と補助金申請支援を更に強化
 － 取引先への情報提供や専門家の無料相談会等の斡旋やセミナーによる事業承継支援
○担保又は保証に過度に依存しない融資の促進等
 － 動産担保融資に関する研修、本部職員同行訪問等によるＯＪＴの実施
 － 『経営者保証に関するガイドラインの適用マニュアル』の趣旨を踏まえた対応
○経営改善支援への取組強化
 － 外部機関、外部専門家と連携したきめ細かな経営改善支援及び早期事業再生支援の実施
 － 本部と営業店間の緊密な連携と意思疎通による実効性の高い経営改善支援体制の構築

経営改善支援先割合 7.44 0.70

1,755

40.84

75.43

6.74

金融機能強化法に基づく新たな「経営強化計画」の概要⑤【山梨県民信用組合・ぐんまみらい信用組合】
（平成30年９月26日（水）公表）

計画終期
始期比 新計画における新たな取組み

（33/3期）

計画始期

（30/3期）
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第６節  金融仲介機能の質の改善等に向けた取組み 

 

Ⅰ 金融仲介の改善に向けた検討会議 

 

金融行政について民間の有識者の有益な意見や批判を継続的に反映させる取組

みの一環として「金融仲介の改善に向けた検討会議」を2015 年 12月 18日に設置

し、同会議において、産業・企業の生産性向上や新陳代謝の促進への貢献、担保・

保証依存の融資姿勢からの転換、金融当局に求められる役割など金融仲介のあるべ

き姿等について、継続して議論を行っている。 

 

2018事務年度における開催状況と主なテーマは以下のとおり、 

① 第15回（2018年11月13日開催） 

・2018事務年度における地域金融行政の進め方について 

 

② 第16回（2018年１月21日開催） 

・金融仲介の発揮状況に関する「見える化」の進め方について 

・企業アンケート調査について（2017 年度調査の振り返りと2018 年度調査の

方針） 

・金融庁における地域銀行のモニタリング態勢の変更について 

 

③ 第17回（2019年２月26日開催） 

・早期警戒制度の見直しについて 

 

④ 第18回（2019年５月31日開催） 

・金融仲介に係る今事務年度の取組みについて 

 

Ⅱ 企業アンケート調査 

 

顧客企業による金融機関の評価を明らかにするため、金融庁では、2015年度より

地域銀行をメインバンクとする企業に対してアンケート調査を実施している。2018

年度では、前年度の調査で一定の改善の兆しが窺われた「金融機関による顧客企業

の事業内容等の理解や顧客と向き合う意識・取組姿勢」の次のステップとして、「銀

行から顧客企業への経営課題や評価の情報のフィードバック」とそれに関する「顧

客企業の認識との一致」の状況等を確認する観点から、約３万社に対しアンケート

調査への協力を依頼し、9,371 社から回答を得た（回答率約３割、地域銀行１行あ

たりの平均回答社数135社）。 

主な調査結果は以下のとおり。 

① 地域金融機関の事業性評価の進展により、経営課題について納得感のある分析

や対応を行っていると考える企業は約半数に上る 

② これらの企業の９割弱が、当該金融機関との取引継続を強く希望している 
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こうした結果からは、金融機関が金融仲介機能を発揮していく上で、取引先企業

の経営課題等に耳を傾け、企業と向き合うことはもとより、自身の分析結果を伝え、

企業との間で認識を一致させて共通理解の醸成を進めていくことが、金融機関にと

っても安定的な顧客基盤の確保につながっていくことが窺われる。（別紙１） 

 

 

Ⅲ 金融仲介の取組みの「見える化」と「探究型対話」 

 

 １．金融仲介の取組みの「見える化」 

「未来投資戦略2018」に記載された「金融仲介の取組状況を客観的に評価でき

る指標群（ＫＰＩ）」の素案について、比較可能性や客観性確保の観点から、統

一された定義とすることに加え、安易な計数作りにつながらないこと、金融仲介

の質の向上を実態として促すこと等の観点を重視して検討を進めた。 

     

    ２.地域金融機関との深度ある「対話」の構築・実践 

      地域企業のほか、地方自治体や商工会議所・商工会等の支援関係者との対話等

を通じて、地域の関係者との関係を構築しつつ、地域の実態把握を進める「地域

生産性向上支援チーム」を組成し、２つのエリアにそれぞれチームを長期間派遣

した。 

      一つのチームは、まずは探究すべき点の明確化と具体的なプロセスの基盤づく

りを目的として、特定の地域銀行の協力を得て、主に地域金融機関との金融仲介

機能の発揮を軸としたビジネスモデルに関する探究型対話の試行的実践を行った。

具体的には、当該銀行の経営理念等を深く理解することから始め、既成の答えあ

りきや答探しの議論ではなく、当該銀行の経営戦略をもとに創発的な対話を行う

ために、頭取から本部各部門、営業店まで様々な階層の者とフラットな関係で対

話を行った。 

      また、もう一つのチームでは、上記のような地域金融機関との探究型対話の質

を高め、地域金融機関にとっての新たな「気づき」に資することができるよう、

東北地区において、主に関係者との対話を通じた情報収集や、地域の産業構造や

金融環境の実態調査・分析を実施した。 

      

（注）金融仲介に係る具体的な取組内容については、「金融仲介機能の発揮に向

けたプログレスレポート」（2019年８月28日公表）を参照。 

 

Ⅳ 経営者保証に関するガイドラインの活用促進 

 

経営者保証に関するガイドラインの積極的な活用により、中小企業等の経営者に

よる思い切った事業展開や円滑な事業承継、創業を志す者の起業への取組みの意欲

の増進が図られることによって、中小企業等の活力が一層引き出され、ひいては、

日本経済の活性化に資することが期待されている。当庁としては、金融機関等によ
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るガイドラインの積極的な活用を通じ、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着

することが重要であるとの認識の下、以下のような取組みを実施した。 

①  「成長戦略（2019年）」（2019年6月21日閣議決定）において事業承継時に焦

点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則を策定するとともに、金

融機関における金融仲介機能の取組状況を客観的に評価できる指標群（ＫＰＩ）

を設定し2019年度下期以降の状況の公表を促す旨を記載。 

②  民間金融機関におけるガイドラインの活用実績の集計結果を公表（2019年１月、

2019年６月）。（別紙２参照） 

③  経営戦略におけるガイドラインの位置付け等について、地域銀行全体の現状を

把握することで、経営トップを含めた金融機関との対話に繋げ、ひいては更なる

ガイドラインの活用を促すため、地域銀行全行にアンケート調査を実施し、その

結果を公表（2019年４月）。 

（https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20190411/01.pdf） 

④  年末に行っている金融業界団体との意見交換会及び事業者の資金需要が高ま

る年度末の機会に合わせて、金融機関に、中小企業等の顧客に対し、積極的にガ

イドラインの周知を行うとともに、ガイドラインの更なる活用に努めること等を

要請（2018年12月、2019年２月）（別紙３参照） 

⑤  地域経済活性化支援機構において、経営者保証付債権等を買取り、ガイドライ

ンに沿った整理を行う特定支援業務について、2014年10月の業務開始以降、2019

年６月末までに、100件の支援を実施 

 

Ⅴ 金融仲介の質の向上に向けたシンポジウム 

 

    各財務（支）局（沖縄総合事務局を含む。）において、「金融機関と地域との連

携のあり方」をテーマとして「金融仲介の質の向上に向けたシンポジウム」を開

催（2019年２～３月）した。本シンポジウムでは、有識者や専門家による講演及

び、有識者と地域関係者(地元企業経営者等)によるパネルディスカッションを通

じて、地域金融機関における組織的・継続的な地域企業への支援に向けた取組み

を促した。 

 

Ⅵ 認定支援機関による経営支援 

 

2012年８月末に、「中小企業経営力強化支援法」の施行に伴い、「中小企業の新

たな事業活動の促進に関する法律」を改正し、財務、会計等の専門的知識を有す

る者（商工会・商工会議所、税理士や金融機関等）を経営革新等支援機関として

国が認定し、認定を受けた経営革新等支援機関（以下「認定支援機関」という。）

が、中小企業業者等に対し、経営状況の分析（運転資金の確保や業務効率化等）、

事業計画策定及び実施に係る指導・助言等の支援を行う制度を構築してきた。 

 

認定支援機関の認定後の経営支援能力を維持・確保する観点から「中小企業等
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経営強化法」を改正し、認定支援機関の認定期間に５年の有効期間を設け、期間

満了後に改めて業務遂行能力を確認する更新制度が導入された（2018年７月９日

施行）。また、制度の趣旨、目的を踏まえ、認定支援機関の業務の健全かつ適切な

運営を確保するため、「認定経営革新支援機関の監督の基本的な指針」を策定した

（2018 年 12月 27日施行）。なお、2019 年６月30日現在で、32,852 件の認定支

援機関（うち金融機関496件）を認定している。 

 

 

Ⅶ 地域経済活性化支援機構（ＲＥＶＩＣ）等の積極的な活用 

 

地域金融機関の取引先企業に対する経営課題の解決策の策定及び実行支援とい

った企業支援機能の強化に向け、ＲＥＶＩＣ及び日本人材機構を積極的に活用す

るよう、業界団体との意見交換会や金融機関との対話等を通じて促した。 

 

 

Ⅷ 金融の円滑化に向けた取組み 

 

１．中小企業金融の現状 

（１）資金繰り等に関する中小企業の判断 

中小企業の資金繰りに関する判断の指標である日銀短観の「資金繰り判断

Ｄ.Ｉ.」（Ｄ.Ｉ.＝「楽である」と回答した社数構成比－「苦しい」と回答

した社数構成比）をみると、2019年６月期では+17（対前年同月比+４）とな

っている。（別紙４参照） 

 

（２）融資残高等 

2019年６月の民間金融機関の法人向け融資残高についてみてみると、中小

企業向けが対前年同月比 2.5％の増加、中堅・大企業向けが同 3.4％の増加

となっている。（別紙５参照） 

 

２．対応 

このような現下の状況のもと、地域や中小企業等も含めた経済の好循環の更

なる拡大を実現するために、金融機関による適切かつ積極的な金融仲介機能の

発揮がより一層重要となってくることから、中小企業金融をはじめとした金融

の円滑化に向けて、以下のとおり各種施策を講じてきた。 

 

（１）中小企業金融等のきめ細かな実態把握 

ア．貸付条件の変更等の実施状況 

2018年４月から2019年３月末までの間に金融機関が実行した貸付条件

の変更等の割合は、中小企業者向け貸付及び住宅ローンの双方で、審査中

の案件を除き、９割を超える水準となっており、全体として、金融機関の
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条件変更等の取組みは着実に行われている。（別紙６参照） 

なお、貸付条件の変更等の実行率は全体で 95％を超える水準で推移し

ており、条件変更等の取組みは金融機関に定着してきたことを鑑み、年次

で求めていた「貸付条件の変更等の割合」の報告については、2018 年度

の計数の報告をもって一旦休止し、本件報告を取り止めたことにより金融

機関に定着している金融円滑化の取組みに変化が生じた場合、あるいは経

済情勢の急激な変化により金融円滑化への取組みを強化する必要が生じ

た場合等には、再度、当該報告・開示を依頼することとした。 

 

イ．「金融円滑化ホットライン」等における情報の受付け 

金融サービス利用者相談室、「中小企業等金融円滑化相談窓口」及び「金

融円滑化ホットライン」により、中小企業など借り手の方々からの情報を

直接受け付け、金融機関に対する検査・監督に活用している。特に、「貸

し渋り・貸し剥がし」等に関する情報のうち、情報提供者が金融機関側へ

の申出内容の提示に同意している情報については、当該金融機関に対し事

実確認等のヒアリングを実施している。 

 

     （２）金融機関に対する要請及び中小企業等への周知・広報 

ア．金融機関トップへの直接の要請 

金融担当大臣と金融機関トップとの意見交換の機会に、金融機関に対し

て、適切かつ積極的な金融仲介機能を発揮し、中小企業等に対して円滑な

資金供給を図るという金融機関本来の使命を十分に発揮していくよう要

請した。具体的には、2018年12月10日に全銀協、地銀協、第二地銀協、

全信協、全信中協、政府系金融機関等の代表を招き、金融担当大臣、経済

産業副大臣等から要請するとともに、融資動向等についての意見交換を行

った。 

 

イ．文書による要請 

2018年12月10日及び2019年２月28日に、金融機関に対し、中小企業・

小規模事業者に対する金融の円滑化に一層努めるよう要請する文書を発出

した。 
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金融仲介機能の発揮については一定の進展。「企業アンケート調査」によれば、「自社の経営課題につき地域金融機関が納得感のある分析

や対応を行っている」と考える企業が約半数（53％）（「金融仲介機能のベンチマーク」からも、事業性評価に基づく融資の進展が見て取れる）

また、このうちの９割弱（86％）の企業が、金融機関との取引継続を強く希望。企業の経営課題に耳を傾け、企業との間で認識を一致させて

共通理解の醸成を進めていくことが、金融機関の安定的な顧客基盤の確保にも寄与

金融機関による融資以外のサービス提供を望む企業は少なくない（※）が、実際に金融機関から経営改善支援サービスの提案を受けた企業

は約３割（融資等の提案を受けた企業は約６割）。地域金融機関による、企業ニーズのくみ取りとこれに応じた各種サービス提供を期待

（※）過去１年間で金融機関からの「融資を必要としなかった」とする企業のうち、７割超が融資以外の「サービス提供」を受けたいと回答

事業性評価の進展状況

（注）メインバンクについて集計(n=8,057)
（資料）金融庁

（参考）金融仲介機能のベンチマーク
（事業性評価に基づく与信先数・融資額の全体に占める割合の推移）

地域金融機関の取組課題
（平成30年度企業アンケート調査結果より）
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45%
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26%

45%

25%

8%

60%

48%

62%

25%

31%

24%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事業に関する対話

財務･経営状況の分析

資金繰りの相談､融資の提案

経営改善支援ｻｰﾋﾞｽの提案

自行の金融商品勧誘

特段内容のない日常会話が中心

その他

全回答(n=8011)
正常先上位(n=1586)
正常先下位(n=4645)

要注意先以下(n=1777)

Q.過去１年間について、取引金融機関の担当者は、
貴社を訪問した際、どのようなことをしてくれましたか。

（複数回答可）

（注）メインバンクについて集計
（資料）金融庁

平成30年度
企業アンケート調査の結果

（注）16/3期～19/3期の4期間において全ての計数の確認ができる地域銀行に
ついて集計（ｎ＝88）。
（資料）金融庁

企業アンケート調査結果

※）なお、③以外の先のうち、「是非、取引を継続したい」と回答した者は約６割。

86% 14%③のうち、取引継続意向

是非、取引を継続したい その他の回答

82%

60%

53%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①経営課題等を

聞いてくれる

② ①かつ、分析結

果等を伝えてくれる

③ ②かつ、フィード

バック内容に納得感

がある

安定的な顧客

基盤の確保

共通理解

の醸成

事

業

性

評

価

の

進

展

8.23%
10.68%

15.01%
17.95%18.42%

22.75%

27.35%
30.86%

0%

10%

20%

30%

40%

15 16 17 18

事業性評価に基づく与信先数の全体に占める割合
事業性評価に基づく融資額の全体に占める割合

（年度）

（別紙１）
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平成29年４月～９月 平成29年10月～30年３月 平成30年４月～９月 平成30年10月～31年３月

288,347 279,453 320,287 313,347

354 379 348 467

31,132 31,394 33,534 33,284

319,833 311,226 354,169 347,098

平成29年４月～９月 平成29年10月～30年３月 平成30年４月～９月 平成30年10月～31年３月

9,305 10,173 5,584 5,648

平成29年４月～９月 平成29年10月～30年３月 平成30年４月～９月 平成30年10月～31年３月

135 163 101 151

平成29年４月～９月 平成29年10月～30年３月 平成30年４月～９月 平成30年10月～31年３月

1,735,157 1,713,598 1,678,234 1,650,677

16.6% 16.3% 19.1% 19.0%

平成29年４月～９月 平成29年10月～30年３月 平成30年４月～９月 平成30年10月～31年３月

2,699 2,551 2,869 2,455

（9.6％） （10.0％） （10.6％） （9.6％）

9,273 9,177 10,983 10,442

（33.1％） （36.0％） （40.7％） （41.0％）

5,200 4,588 7,923 8,029

（18.6％） （18.0％） （29.4％） （31.5％）

10,845 9,164 5,196 4,551

（38.7％） （36.0％） （19.3％） （17.9％）

平成30年度

平成30年度

19.1%

民間金融機関（※１）における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績

平成29年度

 ⑦ 新規融資件数

 ⑧ 新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合 【 ⑧ ＝ (①＋②)／⑦ 】

16.5%

 ⑥ メイン行（※４）としてガイドラインに基づく保証債務整理を成立させた件数

平成29年度

 ① 新規に無保証で融資した件数
　　 （ＡＢＬを活用し、無保証で融資したものは除く）

 ② 経営者保証の代替的な融資手法（※２）を活用した件数

 ③ 保証契約を解除した件数(※３)

 ④ 合計 【 ④ ＝ ①＋②＋③ 】

 ⑤ 保証金額を減額した件数

※１　「民間金融機関」とは、主要行等9行、その他銀行22行、地域銀行105行、信用金庫260金庫（信金中央金庫を含む）、信用組合147組合（全国信用組合連合会を含む）の合計543機関。
※２　「経営者保証の代替的な融資手法」とは、停止条件付保証契約、解除条件付保証契約及びＡＢＬをいう。
※３　「保証契約を解除した件数」とは、「特定債務保証の解除をした場合」又は「根保証の期限到来前に解除をした場合」又は「根保証の期限到来時に期限延長等をしなかった場合」をいう。
※４　メイン行の判定については、各金融機関の基準に拠る。
（注） 【代表者の交代時における対応】とは、旧経営者が保証を提供している先において、代表者交代手続きが行われた場合の件数を記載（過去の実績についても同じ）。

 ⑨　旧経営者との保証契約を解除し、かつ、新経営者との保証契約を締結しなかった件数

 ⑩　旧経営者との保証契約を解除する一方、新経営者との保証契約を締結した件数

 ⑪　旧経営者との保証契約は解除しなかったが、新経営者との保証契約は締結しなかった件数

 ⑫　旧経営者との保証契約を解除せず、かつ、新経営者との保証契約を締結した件数

【代表者の交代時における対応】

別紙〇
（別紙２）
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金監督第 1537 号 

平成30年12月10日 

年末における中小企業・ 小規模事業者に対する金融の円滑化について

足元の景気は、 緩やかに回復しています。 先行きについては、 雇用・ 所得環

境の改善が続く なかで、 各種政策の効果もあって、 緩やかな回復が続く ことが

期待されますが、 通商問題の動向が世界経済に与える影響や、 海外経済の不確

実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要があります。

このような現下の状況のもと、 地域経済も含めた経済の好循環の更なる拡大

の実現に向けて、 金融機関においては、 より一層、 金融仲介機能を発揮し、 成

長分野等への積極的な資金供給や経営改善・ 体質強化等の支援に取り組むこと

が重要です。

金融機関による金融の円滑化への取組みは着実に行われてきておりますが、

当庁としては、 年末、 更には、 それ以降の中小企業・ 小規模事業者の資金繰り

に万全を期す必要があると考えております。

また、 金融機関は、 円滑な資金供給にとどまらず、 それぞれの借り手の経営

課題に応じた適切な解決策を提案し、 その実行を支援していく ことが求められ

ています。

今般、 中小企業庁長官からも、 中小企業・ 小規模事業者に対する年度末金融

の円滑化について、 周知徹底方の要請があったところです。

ついては、 貴協会傘下金融機関に対し、 下記を周知徹底方宜しく お願いいた

します。

                 記

（ １） 中小企業・ 小規模事業者の資金繰りに支障が生じないよう、 中小企業・

小規模事業者から相談があった場合は、 その実情に応じてきめ細かく 対応

し、 適切かつ積極的な金融仲介機能の発揮に努めること。

   とりわけ、 政府において持続的な経済成長に向けた賃金・ 最低賃金の引

上げを推進していることを踏まえた資金需要に、 適切に対応すること。

（ ２） 本年４月から新たな信用補完制度の運用が始まったことも踏まえ、 信用

保証を含め、 担保・ 保証や財務内容等の過去の実績に必要以上に依存する

ことなく 、 今まで以上に、 事業の内容及びその業界の状況等を踏まえた融

資やコンサルティ ングを行い、 企業や産業の成長を支援すること。

別添〇
（別紙３）
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（ ３） 必要に応じ、 地域経済活性化支援機構、 日本人材機構、 中小企業再生支

援協議会、 事業承継引継ぎ支援センター等の外部機関や外部専門家とも連

携しつつ、 コンサルティ ング機能を十分に発揮し、 それぞれの借り手の真

の意味での経営改善が図られるよう積極的に支援（ 円滑な事業承継に向け

た支援を含む） を行うこと。

（ ４）「 経営者保証に関するガイドライン」 が融資慣行として浸透・ 定着してい

く ために、 中小企業・ 小規模事業者等の顧客に対し、 積極的に本ガイドラ

インの周知を行うこと。 あわせて、 事業承継時に新・ 旧経営者から二重で

個人保証を徴求している割合が高いといった実態を踏まえ、 事業承継時を

含め、 本ガイドラインの更なる活用に努めること。

（ ５） 近年、大規模な自然災害が複数発生していることに鑑み、被災者の生活・

事業の再建に向けて、「 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラ

イン」 等の活用に向けた周知・ 広報・ 利用相談を含め、 被災事業者・ 個人

の状況やニーズに応じたきめ細かな対応を行うこと。

（ ６） 上記（ １） から（ ５） までの取組みについて、 営業現場の第一線まで浸

透させ、 組織全体として、 積極的に取り組むこと。

以 上

- 466 -



平成 31 年２ 月 28 日 

年度末等における中小企業・ 小規模事業者に対する金融の円滑化について

足元の景気は、 緩やかに回復しています。 先行きについては、 雇用・ 所得環境の

改善が続く なかで、 各種政策の効果もあって、 緩やかな回復が続く ことが期待され

ますが、 通商問題の動向が世界経済に与える影響や、 中国経済の先行き、 海外経済

の動向と政策に関する不確実性、 金融資本市場の変動の影響に留意する必要があり

ます。

このような現下の状況のもと、 地域経済も含めた経済の好循環の更なる拡大の実

現に向けて、 金融機関においては、 より一層、 金融仲介機能を発揮し、 成長分野等

への積極的な資金供給や経営改善・ 体質強化等の支援に取り組むことが重要です。

金融機関による金融の円滑化への取組みは着実に行われてきておりますが、 当庁

としては、 年度末、 更にはそれ以降の、 中小企業・ 小規模事業者の資金繰りに万全

を期す必要があると考えております。

なお、本年４月27 日から５月６日にかけての10 連休（ 以下、「 10 連休」） に際し

ても、 中小・ 小規模事業者からの相談等にきめ細かく 応じるなど、 適切に対応する

必要があります。

また、 金融機関は、 円滑な資金供給にとどまらず、 それぞれの借り手の経営課題

に応じた適切な解決策を提案し、その実行を支援していく ことが求められています。

今般、 別添（ 写） のとおり、 中小企業庁長官からも、 中小企業・ 小規模事業者に

対する年度末等における金融の円滑化について、 周知徹底の要請があったところで

す。

ついては、 貴協会傘下金融機関に対し、 下記の周知徹底をお願いいたします。

記

（ １ ） 中小企業・ 小規模事業者の資金繰りに支障が生じないよう、 中小企業・ 小規

模事業者から相談があった場合は、 その実情に応じてきめ細かく 対応し、 適切

かつ積極的な金融仲介機能の発揮に努めること。

   とりわけ、 政府において持続的な経済成長に向けた賃金・ 最低賃金の引上げ

を推進していることを踏まえた資金需要に、 適切に対応すること。
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（ ２ ） 昨年４ 月から新たな信用補完制度の運用が始まったことも踏まえ、 信用保証

を含め、担保・ 保証や財務内容等の過去の実績に必要以上に依存することなく 、

今まで以上に、 事業の内容及びその業界の状況等を踏まえた融資やコンサルテ

ィ ングを行い、 企業や産業の成長を支援すること。

（ ３ ） 必要に応じ、 地域経済活性化支援機構、 日本人材機構、 中小企業再生支援協

議会、事業承継引継ぎ支援センター等の外部機関や外部専門家とも連携しつつ、

コンサルティ ング機能を十分に発揮し、 それぞれの借り手の真の意味での経営

改善が図られるよう積極的に支援（ 円滑な事業承継に向けた支援を含む） を行

うこと。

（ ４）「 経営者保証に関するガイドライン」 が融資慣行として浸透・ 定着していく た

めに、 中小企業・ 小規模事業者等の顧客に対し、 積極的に本ガイドラインの周

知を行うとともに、 活用状況について自主的な開示の推進を検討すること。

あわせて、事業承継時に新・ 旧経営者から二重で個人保証を徴求している割合

が高いといった実態を踏まえ、事業承継時を含め、本ガイドラインの更なる活用

に努めること。

（ ５ ） 近年、 大規模な自然災害が複数発生していることに鑑み、 被災者の生活・ 事

業の再建に向けて、「 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」

等の活用に向けた周知・ 広報・ 利用相談を含め、 被災事業者・ 個人の状況やニ

ーズに応じたきめ細かな対応を行うこと。

（ ６） 10 連休に際し、 中小企業・ 小規模事業者に対し、 窓口等の営業予定やこれを

踏まえた資金計画の必要性等を周知徹底するほか、 決済期日の変更等に起因す

る一時的な資金需要には原則として応じるなど、 適切・ 柔軟に対応すること。

（ ７ ） 上記（ １ ） から（ ６ ） までの取組みについて、 営業現場の第一線まで浸透さ

せ、 組織全体として、 積極的に取り組むこと。

以 上
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（出所）日本銀行「全国企業短期経済観測調査」
（注）数字は2019年３月調査時点。（カッコ内の数字は前回調査（2018年12月）との比較）

※金融機関の貸出態度判断Ｄ.Ｉ.は、「緩い」の社数構成比から「厳しい」の社数構成比を引いて算出。
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中堅企業
2０（－９)

○金融機関の貸出態度判断

※資金繰り判断Ｄ.Ｉ.は、「楽である」の社数構成比から「苦しい」の社数構成比を引いて算出。
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○資金繰り判断

※業況判断Ｄ.Ｉ.は、「良い」の社数構成比から「悪い」の社数構成比を引いて算出。
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○ 業況判断

日銀短観Ｄ．Ｉ．の推移
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別添〇
（別紙４）
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（単位：兆円,%）

前年同月比 前年同月比

2017.01 301.6 2.7 187.9 3.3 113.8 1.8

2017.02 302.1 3.4 187.8 4.1 114.3 2.2

2017.03 306.2 3.3 193.6 4.2 112.6 1.7

2017.04 303.2 3.7 191.9 4.7 111.3 2.2

2017.05 302.3 3.9 190.9 5.2 111.4 1.8

2017.06 303.9 4.1 192.6 5.2 111.3 2.3

2017.07 304.0 3.9 192.7 4.4 111.3 2.9

2017.08 303.3 3.7 192.5 4.7 110.8 2.1

2017.09 307.3 3.5 196.1 5.2 111.1 0.7

2017.10 305.4 3.6 194.0 5.0 111.5 1.2

2017.11 307.0 3.1 194.8 5.0 112.2 0.1

2017.12 311.7 2.8 198.5 4.6 113.1 ▲ 0.2

2018.01 309.7 2.7 196.7 4.7 113.0 ▲ 0.7

2018.02 309.1 2.3 196.8 4.8 112.3 ▲ 1.8

2018.03 312.4 2.0 201.2 3.9 111.2 ▲ 1.2

2018.04 311.9 2.9 198.7 3.6 113.2 1.7

2018.05 310.1 2.6 197.1 3.3 113.0 1.4

2018.06 313.6 3.2 200.0 3.9 113.6 2.0

2018.07 313.7 3.2 198.7 3.1 114.9 3.2

2018.08 313.8 3.5 198.2 3.0 115.5 4.3

2018.09 318.1 3.5 201.7 2.9 116.4 4.7

2018.10 315.6 3.3 199.4 2.8 116.2 4.2

2018.11 318.3 3.7 200.6 2.9 117.7 4.9

2018.12 322.0 3.3 203.9 2.7 118.2 4.4

2019.01 319.8 3.2 201.5 2.4 118.2 4.6

2019.02 319.3 3.3 201.1 2.2 118.2 5.3

2019.03 323.8 3.7 205.9 2.3 117.9 6.0

2019.04 323.9 3.8 205.4 3.4 118.5 4.7

2019.05 320.4 3.3 202.7 2.9 117.7 4.1

2019.06 322.4 2.8 204.9 2.5 117.4 3.4

（出典）日本銀行「預金・現金・貸出金」

○法人向け貸出残高は「貸出先別貸出金」の「貸出金」から「地方公共団体」「個人」「海外円借款等」を除いた計数
（個人企業を含む）。
○「中小企業」：資本金3億円(卸売業は1億円、小売業、飲食店、サービス業は 5,000万円)以下、または常用従業員
300人(卸売業、サービス業は100人、小売業、飲食店は50人)以下の企業(法人および個人企業)。

法人向け貸出残高の推移（国内銀行）表

月末
法人向け全体

貸出残高 前年同月比 中小企業向け 中堅・大企業向け

（別紙５）
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金融機関における貸付条件の変更等の状況
（別紙６）

◆ 貸付条件の変更等の状況（平成30年４月～31年３月末）

（注）上記金融機関（1326）は、銀行（138）、信用金庫（260）、信用組合（147）、労働金庫（14）、系統金融機関（767）の合計。

740,452 721,814 12,149 98.3% 

25,406 22,155 1,503 93.6%

実行率
[Ａ／(Ａ＋Ｂ)]

【中小企業者向け貸付】

金融機関合計(1326)

【住宅ローン】

金融機関合計(1326)

申込み
実行
（Ａ）

謝絶
（Ｂ）

（単位：件）
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第７節 偽造・盗難キャッシュカード問題等への対応 

 

Ⅰ 被害及び補償の状況（別紙１参照） 

「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等

からの預貯金者の保護等に関する法律」（預貯金者保護法）の施行状況等を把握する

ため、偽造キャッシュカード等による被害の発生状況等を四半期ごとに取りまとめ、

公表している。 

最近の被害発生状況及び補償状況を見ると、以下のとおりとなっている。 

 

①  偽造キャッシュカードによる被害発生件数は、2016年度は306件、2017年度

は396件、2018年度は260件となっている。2018年度に発生した被害に対する

補償については、処理方針決定済みの被害のうち、97.3％（件数ベース）を金

融機関が補償している。 

②  盗難キャッシュカードによる被害発生件数は、2016年度は3,915件、2017年

度は10,520件、2018年度は12,987件となっている。2018年度に発生した被害

に対する補償については、処理方針決定済みの被害のうち、56.7％（件数ベー

ス）を金融機関が補償している。 

③  盗難通帳による被害発生件数は、2016年度は59件、2017年度は56件、2018

年度は40件となっている。2018 年度に発生した被害に対する補償については、

処理方針決定済みの被害のうち、66.7％（件数ベース）を金融機関が補償して

いる。 

④  インターネットバンキングにおける被害発生件数は、2016年度は763件、2017

年度は367件、2018年度は343件となっている。2018年度に発生した被害に対

する補償については、処理方針決定済みの被害のうち、76.2％（件数ベース）

を金融機関が補償している。 

 

Ⅱ 金融機関における対応状況 

預貯金者保護法の施行状況等を把握するため、偽造キャッシュカード問題等に対

する金融機関の対応状況についてアンケート調査を実施し、各年度に一度公表して

いる。2018 年度は、各預金取扱金融機関の 2018 年３月末時点でのＡＴＭ及びイン

ターネットバンキングにおける認証方法等の状況について、アンケート形式による

調査を実施・集計した（2018年９月21日に概要を公表）。（別紙２参照） 

また、インターネットバンキングに係る不正送金事犯の被害発生件数及び被害額

は、ワンタイムパスワードの導入策等の対策が進んだことにより、近年、減少傾向

にあるものの、顧客のＩＤやパスワードを不正に入手する手口が変化しており、顧

客本人が意図しない不正な取引が依然として発生している。このような状況を踏ま

え、非対面取引における不正送金被害について、警察庁と連携して動向を把握すると

ともに、金融機関に対する被害状況のヒアリングなどにより、セキュリティ対策の

向上等の対応を促した。 
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（別紙１）（単位：件、百万円）

計 補償
補償
しない

- - 1 18 - - - - 1 18 1,857 1 1 - -

- - - - - - - - - - - - - - -

2 9 4 5 1 3 1 1 8 19 245 7 6 1 1

68 251 30 60 6 10 4 8 108 331 307 107 101 6 1

338 830 92 150 10 20 28 61 468 1,063 227 465 440 25 3

569 640 199 202 36 51 107 86 911 980 107 909 888 21 2

341 282 242 256 30 20 26 16 639 577 90 622 602 20 17

326 147 141 116 212 157 25 14 704 436 61 679 655 24 25

196 96 166 114 36 34 37 44 435 290 66 425 413 12 10

230 118 41 16 12 5 24 29 307 170 55 292 273 19 15

211 157 48 85 1 0 13 5 273 249 91 260 243 17 13

354 215 91 84 8 16 32 26 485 342 70 483 459 24 2

663 465 139 142 33 29 74 68 909 705 77 904 862 42 5

297 85 12 3 1 0 3 1 313 90 28 313 294 19 -

265 116 32 21 1 0 6 4 304 142 46 301 289 12 3

337 134 24 24 13 9 9 6 383 175 45 367 360 7 16

269 104 29 7 5 3 3 2 306 117 38 305 300 5 1

4月～6月 68 15 7 0 - - - - 75 16 22 75 72 3 -

7月～9月 82 27 5 2 1 0 1 1 89 32 36 89 88 1 -

10月～12月 63 27 8 2 3 2 2 0 76 33 43 76 75 1 -

1月～3月 56 33 9 1 1 0 - - 66 35 54 65 65 - 1

324 81 52 25 2 1 18 22 396 131 33 391 384 7 5

4月～6月 81 19 7 2 - - 1 0 89 22 25 89 87 2 -

7月～9月 85 19 12 1 - - 3 2 100 23 23 100 98 2 -

10月～12月 95 31 27 21 2 1 14 19 138 73 53 135 135 - 3

1月～3月 63 10 6 0 - - - - 69 11 16 67 64 3 2

219 60 20 13 2 7 19 8 260 90 34 221 215 6 39

4月～6月 50 6 - - - - 2 1 52 7 14 52 52 - -

7月～9月 75 21 4 0 - - 7 5 86 27 32 83 80 3 3

10月～12月 57 16 8 8 1 1 6 2 72 29 40 61 59 2 11

1月～3月 37 15 8 4 1 5 4 0 50 26 52 25 24 1 25
5,009 3,798 1,363 1,352 409 372 429 412 7,210 5,936 82 7,052 6,785 267 158

69.5% 64.0% 18.9% 22.8% 5.7% 6.3% 6.0% 6.9% 100.0% 100.0% 100.0% 96.2% 3.8%

（注２）「時期」とは被害の発生した年度（又は四半期）を示す。

（注３）各業態別補償率は、次のとおり。主要行等96.4%（4,775件/4,953件）、地方銀行96.5%（1,252件/1,297件）、第二地方銀行96.2%（381件/396件）、信金等92.9%（377件/406件）。

（注１）「主要行等」とは地方銀行（埼玉りそな銀行を含む）及び第二地方銀行以外の銀行(平成19年10月以降は、ゆうちょ銀行を含む)、「信金等」とは信用金庫、信用組合、労働金庫
　　　　及び信連・信漁連等。

構成比
計

12年度

件数 金額

25年度

26年度

27年度

28年度

29年度

30年度

24年度

13年度

14年度

15年度

16年度

17年度

18年度

19年度

20年度

21年度

22年度

23年度

偽造キャッシュカードによる預金等不正払戻し（被害発生状況・補償状況）

主要行等 地方銀行 第二地方銀行 信金等 計 補償の状況（件）

件数 金額 件数 金額
調査・
検討中等

平均
被害額
（万円）

処理方針決定済

件数 金額 件数 金額
時期

業態

時期

業態
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（単位：件、百万円）

全額
75％又は
一部

154 187 184 202 23 24 107 97 468 512 109 466 260 69 137 2

3,070 2,359 1,806 1,238 388 251 894 518 6,158 4,367 70 6,141 3,297 799 2,045 17

3,998 1,661 1,825 1,055 389 172 715 347 6,927 3,237 46 6,899 3,342 969 2,588 28

3,468 1,363 1,162 623 200 84 497 227 5,327 2,299 43 5,327 2,131 854 2,342 -

3,512 1,581 1,002 529 171 111 444 211 5,129 2,433 47 5,128 1,820 908 2,400 1

4,236 1,879 1,074 647 208 130 533 301 6,051 2,958 48 6,049 1,774 1,518 2,757 2

4,463 2,430 1,174 878 290 200 703 486 6,630 3,995 60 6,628 1,667 2,087 2,874 2

3,716 1,818 925 643 208 140 533 338 5,382 2,941 54 5,380 1,232 1,452 2,696 2

2,892 1,239 623 399 110 75 311 187 3,936 1,902 48 3,934 819 847 2,268 2

2,791 1,204 472 290 66 34 208 129 3,537 1,659 46 3,532 604 703 2,225 5

2,387 1,053 418 223 74 55 205 162 3,084 1,494 48 3,076 580 604 1,892 8

2,128 1,123 477 361 95 36 230 230 2,930 1,751 59 2,914 594 742 1,578 16

2,812 1,865 581 446 97 76 425 351 3,915 2,739 69 3,904 563 1,266 2,075 11

4月～6月 629 400 132 91 21 16 71 56 853 564 66 853 151 226 476 -

7月～9月 647 388 157 127 21 12 65 64 890 592 66 890 129 284 477 -

10月～12月 694 483 129 110 23 17 109 95 955 706 74 953 125 279 549 2

1月～3月 842 593 163 116 32 30 180 135 1,217 875 71 1,208 158 477 573 9

6,825 4,537 1,610 1,301 383 311 1,702 1,171 10,520 7,322 69 10,470 1,218 5,083 4,169 50

4月～6月 1,268 823 322 318 60 61 305 219 1,955 1,423 72 1,949 250 894 805 6

7月～9月 1,532 960 353 272 89 58 388 295 2,362 1,587 67 2,351 328 1,082 941 11

10月～12月 1,954 1,381 464 347 119 107 482 312 3,019 2,149 71 3,009 281 1,536 1,192 10

1月～3月 2,071 1,371 471 363 115 84 527 343 3,184 2,162 67 3,161 359 1,571 1,231 23

8,179 5,710 2,186 1,651 381 239 2,241 1,431 12,987 9,033 69 10,626 893 5,136 4,597 2,361

4月～6月 1,805 1,288 415 350 92 65 488 322 2,800 2,027 72 2,776 248 1,258 1,270 24

7月～9月 1,985 1,386 500 355 99 64 513 334 3,097 2,141 69 3,001 287 1,494 1,220 96

10月～12月 2,388 1,711 703 540 89 53 580 371 3,760 2,677 71 3,361 269 1,849 1,243 399

1月～3月 2,001 1,323 568 405 101 56 660 402 3,330 2,187 65 1,488 89 535 864 1,842

54,631 30,015 15,519 10,493 3,083 1,945 9,748 6,193 82,981 48,648 58 80,474 20,794 23,037 36,643 2,507

65.8% 61.7% 18.7% 21.6% 3.7% 4.0% 11.7% 12.7% 100.0% 100.0% 100.0% 25.8% 28.6% 45.5%

（注２）「時期」とは被害の発生した年度（又は四半期）を示す。
（注３）各業態別補償率は、次のとおり。主要行等46.4%（24,687件/53,171件）、地方銀行74.0%（11,040件/14,909件）、第二地方銀行65.9%（1,989件/3,017件）、信金等65.2%（6,115件/9,377件）。

調査・
検討中等計

補償
補償
しない

17年2月～3月

17年度

18年度

19年度

盗難キャッシュカードによる預金等不正払戻し（被害発生状況・補償状況）

主要行等 地方銀行 第二地方銀行 信金等 計 補償の状況（件）

件数 金額
平均
被害額
（万円）

処理方針決定済

件数金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

20年度

（注１）「主要行等」とは地方銀行（埼玉りそな銀行を含む）及び第二地方銀行以外の銀行(平成19年10月以降は、ゆうちょ銀行を含む)、「信金等」とは信用金庫、信用組合、労働金庫

30年度

25年度

26年度

28年度

29年度

計

構成比

27年度

21年度

22年度

23年度

24年度

時期

業態

時期

業態
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（単位：件、百万円）

計 補償
補償
しない

234 891 325 798 38 112 77 158 674 1,961 290 673 165 508 1

73 195 148 123 19 44 65 63 305 426 139 305 60 245 -

100 909 132 85 13 11 39 34 284 1,040 366 284 65 219 -

82 140 124 108 14 13 37 32 257 294 114 218 60 158 39

175 336 72 65 15 14 29 52 291 468 160 221 115 106 70

192 276 59 29 9 9 15 17 275 332 121 263 148 115 12

140 197 71 54 9 3 25 15 245 271 110 227 107 120 18

153 165 65 46 8 4 19 13 245 229 93 235 130 105 10

103 148 62 42 10 7 12 14 187 214 114 184 111 73 3

81 76 51 73 7 1 11 11 150 163 109 149 94 55 1

82 52 30 23 5 3 16 13 133 92 69 133 90 43 -

66 52 23 13 3 0 13 24 105 90 85 103 62 41 2

47 40 18 7 7 10 11 6 83 64 77 83 31 52 -

37 19 16 5 - - 6 2 59 27 47 56 36 20 3

4月～6月 6 2 5 1 - - 2 0 13 5 38 12 6 6 1

7月～9月 5 1 2 0 - - 2 1 9 3 36 9 6 3 -

10月～12月 17 9 8 3 - - 2 0 27 13 49 25 21 4 2

1月～3月 9 6 1 0 - - - - 10 6 62 10 3 7 -

31 21 14 9 1 0 10 2 56 34 60 51 29 22 5

4月～6月 12 8 5 4 1 0 4 1 22 15 70 21 13 8 1

7月～9月 8 3 6 2 - - - - 14 6 49 13 8 5 1

10月～12月 7 6 2 0 - - 4 0 13 7 59 10 5 5 3

1月～3月 4 2 1 0 - - 2 0 7 4 57 7 3 4 -

24 15 6 2 3 0 7 3 40 22 56 33 22 11 7

4月～6月 7 2 1 0 1 0 3 3 12 5 47 12 10 2 -

7月～9月 9 1 3 2 1 0 2 0 15 4 30 15 9 6 -

10月～12月 4 2 1 0 - - 1 0 6 2 49 3 2 1 3

1月～3月 4 8 1 0 1 0 1 0 7 9 133 3 1 2 4

1,620 3,539 1,216 1,489 161 238 392 467 3,389 5,734 169 3,218 1,325 1,893 171

47.8% 61.7% 35.9% 26.0% 4.8% 4.2% 11.6% 8.2% 100.0% 100.0% 100.0% 41.2% 58.8%

（注２）「時期」とは被害の発生した年度（又は四半期）を示す。

（注３）各業態別補償率は、次のとおり。主要行等45.7%（711件/1,557件）、地方銀行33.9%（388件/1,146件）、第二地方銀行45.3%（67件/148件）、信金等43.3%（159件/367件）。

（注１）「主要行等」とは地方銀行（埼玉りそな銀行を含む）及び第二地方銀行以外の銀行(平成19年10月以降は、ゆうちょ銀行を含む)、「信金等」とは信用金庫、信用組合、労働金庫
　　　　及び信連・信漁連等。

30年度

15年度

28年度

29年度

27年度

16年度

17年度

18年度

19年度

構成比

計

20年度

21年度

22年度

23年度

26年度

24年度

25年度

平均
被害額
（万円）

処理方針決定済

件数件数 金額 金額 件数 金額

盗難通帳による預金等不正払戻し（被害発生状況・補償状況）

主要行等 地方銀行 第二地方銀行 信金等 計 補償の状況（件）

件数 金額 件数 金額
調査・
検討中等時期

業態

時期

業態
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（単位：件、百万円）

計 補償
補償
しない

- - 1 0 - - - - 1 0 0 1 - 1 -

34 34 10 58 2 2 3 9 49 105 214 49 38 11 -

86 104 8 4 2 0 5 20 101 129 128 100 69 31 1

226 185 5 4 1 0 1 0 233 191 81 233 190 43 -

127 129 5 5 1 3 3 2 136 141 104 130 88 42 6

53 22 6 89 3 3 - - 62 116 187 52 28 24 10

64 65 7 19 3 2 4 0 78 88 113 73 48 25 5

90 172 39 99 10 52 23 71 162 395 244 161 109 52 1

142 141 6 8 - - 1 1 149 151 101 149 104 45 -

1,871 1,942 67 190 14 76 4 4 1,956 2,213 113 1,950 1,777 173 6

1,123 1,240 141 408 23 150 122 414 1,409 2,213 157 1,402 1,177 225 7

1,179 1,442 191 343 25 129 166 546 1,561 2,461 157 1,552 1,311 241 9

571 617 115 307 15 79 62 139 763 1,142 149 754 637 117 9

4月～6月 256 226 18 24 - - 11 8 285 259 91 283 235 48 2

7月～9月 84 115 26 102 2 7 10 14 122 239 196 120 95 25 2

10月～12月 166 209 39 111 9 53 28 100 242 474 196 240 217 23 2

1月～3月 65 66 32 68 4 17 13 15 114 168 147 111 90 21 3

213 438 96 366 14 59 44 175 367 1,039 283 348 277 71 19

4月～6月 63 135 19 100 6 20 14 70 102 327 321 94 70 24 8

7月～9月 56 145 29 44 2 23 8 9 95 222 234 94 85 9 1

10月～12月 37 49 27 153 2 8 14 21 80 232 291 75 58 17 5

1月～3月 57 106 21 67 4 7 8 74 90 256 284 85 64 21 5

252 416 58 137 9 23 24 44 343 622 181 244 186 58 99

4月～6月 84 157 30 102 3 7 9 28 126 296 235 118 99 19 8

7月～9月 37 38 10 7 5 13 7 10 59 69 117 54 41 13 5

10月～12月 28 25 12 6 - - 6 4 46 36 79 32 19 13 14

1月～3月 103 202 6 21 1 3 2 0 112 227 202 40 27 13 72

6,031 6,954 755 2,042 122 584 462 1,430 7,370 11,012 149 7,198 6,039 1,159 172

81.8% 63.2% 10.2% 18.5% 1.7% 5.3% 6.3% 13.0% 100.0% 100.0% 100.0% 83.9% 16.1%

（注２）「時期」とは被害の発生した年度（又は四半期）を示す。
（注３）各業態別補償率は、次のとおり。主要行等84.3%（4,996件/5,929件）、地方銀行84.1%（593件/705件）、第二地方銀行65.8%（73件/111件）、信金等83.2%（377件/453件）。

計

構成比

（注１）「主要行等」とは地方銀行（埼玉りそな銀行を含む）及び第二地方銀行以外の銀行(平成19年10月以降は、ゆうちょ銀行を含む)、「信金等」とは信用金庫、信用組合、労働金庫
　　　　及び信連・信漁連等。

23年度

24年度

25年度

26年度

27年度

28年度

30年度

29年度

22年度

件数 金額
平均
被害額
（万円）

処理方針決定済

17年度

18年度

件数 金額

19年度

20年度

21年度

17年2月～3月

件数 金額

インターネット・バンキングによる預金等不正払戻し（被害発生状況・補償状況）

主要行等 地方銀行 第二地方銀行 信金等 計 補償の状況（件）

件数 金額
調査・
検討中等

件数 金額
時期

業態

時期

業態
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（単位：件、百万円）

87 153 29 47 1 1 10 8 127 210 165

140 136 5 4 - - 1 1 146 142 97

1,809 1,868 49 91 4 9 3 1 1,865 1,971 105

1,092 1,113 105 181 7 11 45 92 1,249 1,398 112

1,125 1,039 173 277 16 33 91 128 1,405 1,479 105

541 586 91 124 12 41 33 41 677 793 117

4月～6月 235 201 17 20 - - 10 6 262 228 87

7月～9月 84 115 21 34 2 7 6 8 113 165 146

10月～12月 160 206 27 34 8 32 10 20 205 293 143

1月～3月 62 63 26 34 2 1 7 5 97 105 108

200 369 82 170 7 13 22 22 311 576 185

4月～6月 58 130 15 37 3 6 4 3 80 177 222

7月～9月 49 84 27 31 - - 5 5 81 120 149

10月～12月 36 47 20 37 - - 8 10 64 95 148

1月～3月 57 106 20 65 4 7 5 3 86 182 212

248 410 52 128 6 13 22 26 328 579 176

4月～6月 82 154 30 102 1 0 7 10 120 268 223

7月～9月 36 35 9 7 5 13 7 10 57 65 115

10月～12月 27 24 9 1 - - 6 4 42 31 75

1月～3月 103 202 4 17 - - 2 0 109 220 201

5,242 5,678 586 1,026 53 125 227 322 6,108 7,152 117

85.8% 79.4% 9.6% 14.4% 0.9% 1.8% 3.7% 4.5% 100.0% 100.0%

（注２）「時期」とは被害の発生した年度（又は四半期）を示す。

（注１）「主要行等」とは地方銀行（埼玉りそな銀行を含む）及び第二地方銀行以外の銀行(平成19年10月以降は、ゆうちょ銀行を含む)、「信金
等」とは信用金庫、信用組合、労働金庫及び信連・信漁連等。

金額
平均
被害額
（万円）

個
人

23年度

24年度

25年度

26年度

27年度

28年度

構成比

計

金額 件数 金額

30年度

29年度

インターネット・バンキングによる預金等不正払戻し（被害発生状況）（個人）

主要行等 地方銀行 第二地方銀行 信金等 計

件数 金額 件数 件数 金額 件数
時期

業態

時期

業態
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（単位：件、百万円）

3 18 10 51 9 51 13 63 35 184 528

2 5 1 3 - - - - 3 9 309

62 74 18 99 10 66 1 2 91 242 266

31 126 36 226 16 139 77 321 160 814 509

54 403 18 65 9 95 75 417 156 981 629

30 30 24 182 3 38 29 98 86 349 406

4月～6月 21 25 1 3 - - 1 2 23 31 135

7月～9月 - - 5 67 - - 4 6 9 74 827

10月～12月 6 2 12 77 1 21 18 79 37 180 488

1月～3月 3 2 6 33 2 16 6 9 17 62 369

13 68 14 195 7 45 22 153 56 462 826

4月～6月 5 4 4 63 3 14 10 67 22 149 679

7月～9月 7 61 2 12 2 23 3 3 14 101 726

10月～12月 1 2 7 116 2 8 6 11 16 137 860

1月～3月 - - 1 2 - - 3 71 4 73 1,838

4 6 6 8 3 9 2 17 15 42 283

4月～6月 2 3 - - 2 6 2 17 6 27 459

7月～9月 1 2 1 0 - - - - 2 3 157

10月～12月 1 0 3 4 - - - - 4 4 119

1月～3月 - - 2 4 1 3 - - 3 7 233

199 733 127 833 59 445 219 1,074 602 3,086 512

33.1% 23.8% 21.1% 27.0% 9.5% 14.4% 36.4% 34.8% 100.0% 100.0%

（注２）「時期」とは被害の発生した年度（又は四半期）を示す。

（注１）「主要行等」とは地方銀行（埼玉りそな銀行を含む）及び第二地方銀行以外の銀行(平成19年10月以降は、ゆうちょ銀行を含む)、「信金
等」とは信用金庫、信用組合、労働金庫及び信連・信漁連等。

金額
平均
被害額
（万円）

法
人

23年度

24年度

25年度

26年度

27年度

28年度

構成比

計

金額 件数 金額

30年度

29年度

インターネット・バンキングによる預金等不正払戻し（被害発生状況）（法人）

主要行等 地方銀行 第二地方銀行 信金等 計

件数 金額 件数 件数 金額 件数
時期

業態

時期

業態
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［対象金融機関数］

主要行等…9行、地銀…65行、第二地銀41行、その他の銀行…79行

信用金庫…261、信用組合…148、労働金庫…13、農漁協等…789

［調査結果］

１．基本情報 （単位：台、千枚）

主要行等 9 8 8 24,541 107,164

地銀 65 65 65 36,955 110,983

第二地銀 41 41 41 11,106 29,304

その他の銀行 16 21 31 59,459 202,816

信用金庫 261 259 259 19,735 51,703

信用組合 128 68 65 2,288 5,100

労働金庫 13 13 13 1,765 8,855

計　 533 475 482 155,849 515,925

農漁協等 787 787 684 12,505 23,383

総計　 1,320 1,262 1,166 168,354 539,308

２．キャッシュカードに関すること

（ＩＣキャッシュカードの導入状況等） （単位：台、千枚）

⑥/① ⑦/④ ⑧/⑤

主要行等 9 6 66.7% 24,338 99.2% 42,022 39.2%

地銀 65 65 100.0% 36,184 97.9% 31,786 28.6%

第二地銀 41 39 95.1% 9,524 85.8% 7,633 26.0%

その他の銀行 16 7 43.8% 59,453 100.0% 78,101 38.5%

信用金庫 261 212 81.2% 17,435 88.3% 10,860 21.0%

信用組合 128 46 35.9% 1,022 44.7% 622 12.2%

労働金庫 13 13 100.0% 1,765 100.0% 25 0.3%

計　 533 388 72.8% 149,721 96.1% 171,049 33.2%

農漁協等 787 785 99.7% 12,399 99.2% 11,494 49.2%

総計　 1,320 1,173 88.9% 162,120 96.3% 182,543 33.8%

偽造キャッシュカード問題等に対する対応状況（平成30年3月末）

○ 本調査結果は各預金取扱金融機関の平成30年3月末時点でのＡＴＭ及びインターネットバンキング
    における認証方法等の状況について、アンケート形式による調査を実施・集計し、その概要を公表
    するものである。

［表に関する説明］
　・主要行等とは、いわゆる主要行及び新生銀行、あおぞら銀行を指す。
　・埼玉りそな銀行については、地方銀行に含む。
　・その他の銀行とは、主要行等、地方銀行及び第二地方銀行以外の銀行(ゆうちょ銀行含む)を指す。
　・ＡＴＭとはＡＴＭ、ＣＤ及びこれに類する機能を有する機器を指す。
　・パーセントは小数第二位を四捨五入。
　・集計は、各金融機関からの有効回答数を基に行っている。
　・速報ベースであるため、精査により計数が修正されることがあり得る。

業態
ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ
発行金融
機関数①

個人向けｲﾝ
ﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝ
ｸﾞ実施金融
機関数②

法人向けｲﾝ
ﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝ
ｸﾞ実施金融
機関数③

ＡＴＭ設置
台数④

ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ
発行枚数⑤

ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ
発行金融
機関数①

ＩＣｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ
導入済み金融機関数⑥

ＩＣｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ対応
ＡＴＭ台数⑦

ＩＣｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ
発行枚数⑧

（別紙２）

業態
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（生体認証機能付きＩＣキャッシュカードの導入状況等） （単位：台、千枚）

⑨/① ⑩/④ ⑪/⑤

主要行等 9 5 55.6% 21,760 88.7% 32,864 30.7%

地銀 65 50 76.9% 24,544 66.4% 15,360 13.8%

第二地銀 41 9 22.0% 2,905 26.2% 810 2.8%

その他の銀行 16 3 18.8% 28,870 48.6% 61,062 30.1%

信用金庫 261 78 29.9% 6,627 33.6% 2,391 4.6%

信用組合 128 11 8.6% 360 15.7% 210 4.1%

労働金庫 13 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

計 533 156 29.3% 85,066 54.6% 112,697 21.8%

農漁協等 787 121 15.4% 1,966 15.7% 15 0.1%

総計　 1,320 277 21.0% 87,032 51.7% 112,712 20.9%

３．インターネットバンキングに関すること

（取引時における本人認証の状況（個人向け））

⑫/②

主要行等 8 8 100.0%

地銀 65 65 100.0%

第二地銀 41 41 100.0%

その他の銀行 21 19 90.5%

信用金庫 259 259 100.0%

信用組合 68 66 97.1%

労働金庫 13 13 100.0%

計 475 471 99.2%

農漁協等 787 787 100.0%

総計 1,262 1,258 99.7%

⑬/② ⑭/② ⑮/②

主要行等 5 62.5% 7 87.5% 3 37.5%

地銀 35 53.8% 49 75.4% 29 44.6%

第二地銀 20 48.8% 25 61.0% 19 46.3%

その他の銀行 12 57.1% 13 61.9% 4 19.0%

信用金庫 180 69.5% 231 89.2% 2 0.8%

信用組合 5 7.4% 64 94.1% 35 51.5%

労働金庫 13 100.0% 13 100.0% 0 0.0%

計 270 56.8% 402 84.6% 92 19.4%

農漁協等 0 0.0% 787 100.0% 787 100.0%

総計 270 21.4% 1,189 94.2% 879 69.7%

業態
ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ
発行金融
機関数①

生体認証ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ
導入済み金融機関数⑨

生体認証ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ
対応ＡＴＭ台数⑩

生体認証ｷｬｯｼｭ
ｶｰﾄﾞ発行枚数⑪

業態

個人向けｲﾝ
ﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝ
ｸﾞ実施金融
機関数②

可変パスワード
導入済み金融機関数⑫

業態

導入している可変パスワードの種類（複数回答可）

乱数表⑬ パスワード生成機⑭ 電子メール⑮
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（取引時における本人認証の状況（法人向け））

⑰/③ ⑱/③

主要行等 8 8 100.0% 0 0.0%

地銀 65 65 100.0% 0 0.0%

第二地銀 41 36 87.8% 5 12.2%

その他の銀行 31 23 74.2% 5 16.1%

信用金庫 259 245 94.6% 13 5.0%

信用組合 65 57 87.7% 5 7.7%

労働金庫 13 13 100.0% 0 0.0%

計 482 447 92.7% 28 5.8%

農漁協等 684 684 100.0% 0 0.0%

総計 1,166 1,131 97.0% 28 2.4%

⑱/③ ⑲/③ ⑳/③

主要行等 1 12.5% 8 100.0% 1 12.5%

地銀 16 24.6% 56 86.2% 12 18.5%

第二地銀 8 19.5% 27 65.9% 5 12.2%

その他の銀行 5 16.1% 19 61.3% 1 3.2%

信用金庫 176 68.0% 148 57.1% 2 0.8%

信用組合 3 4.6% 55 84.6% 12 18.5%

労働金庫 0 0.0% 13 100.0% 0 0.0%

計 209 43.4% 326 67.6% 33 6.8%

農漁協等 0 0.0% 684 100.0% 1 0.1%

総計 209 17.9% 1,010 86.6% 34 2.9%

業態

導入している可変パスワードの種類（複数回答可）

乱数表⑱ パスワード生成機⑲ 電子メール⑳

業態

法人向けｲﾝ
ﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝ
ｸﾞ実施金融
機関数③

可変パスワード
導入済み金融機関数⑰

（可変パスワード導入未済
の金融機関のうち）
電子証明書導入済み
金融機関数⑱
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第８節 振り込め詐欺等への対応 

 

Ⅰ 金融庁における取組状況 

 

     金融庁では、振り込め詐欺等の預金口座を利用した悪質な事例が大きな社会問題

となっていることを踏まえ、預金口座の不正利用に関する情報について、情報入手

先から同意を得ている場合には、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、

当該口座が開設されている金融機関及び警察当局への情報提供を速やかに実施する

こととしており、その情報提供件数等について、四半期毎に公表を行っている。 

金融庁及び全国の財務局等において、金融機関及び警察当局へ情報提供を行った

件数は、2016年度は492件、2017年度は541件、2018年度は291件であり、調査

を開始した2003年９月以降2019年３月末までの累計は44,418件となっている。 

なお、振り込め詐欺等の特殊詐欺被害は、認知件数及び被害額共に依然高水準で

推移しているため、被害防止の観点から、業界団体を通じて、金融機関のより踏み

込んだ窓口対応等の取組みを促した。 

 

Ⅱ 金融機関における取組状況 

 

預金口座の不正利用と思われる情報があった場合には、金融機関において、直ち

に調査を行い、本人確認の徹底や、必要に応じて預金取引停止、預金口座解約とい

った対応を迅速にとっていくことが肝要である。 

金融庁及び全国の財務局等が提供した情報のうち、金融機関において利用停止し

たのは、2016年度は236件、2017年度は264件、2018年度は115件、強制解約等

をしたのは、2016年度は208件、2017年度は142件、2018年度は128件であり、

調査を開始した 2003 年９月以降 2019 年３月末までの累計は、利用停止が 24,124

件、強制解約等が15,777件となっている。 
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第９節 銀行カードローンへの対応 

 

     銀行カードローンについては、ここ数年の間に見られた融資残高の増加から、過

剰な貸付けが行われているのではないかといった批判・指摘等がなされてきたとこ

ろ、各銀行では、全銀協の「銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせ（2017

年３月)」を踏まえた取組みが進められている。 

金融庁においても、これまで、多重債務の発生抑制等の観点から、銀行業界全体

の業務運営の適正化を推進するため、カードローンホットラインの開設(2017 年９

月)や、カードローンの残高の多い銀行を中心とした立入検査（2018 年１月公表）

等の取組みを実施してきた。 

2018事務年度においては、検査実施先以外の銀行の実態把握及び検査実施先にお

ける業務運営の改善状況の確認を実施し、その結果を公表した(2018 年８月、別紙

１参照)。また、その後の各銀行における業務運営の改善状況について、2019 年３

月に調査票を発出してフォローアップを行った。 
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（別紙１）
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第10章 信託会社等の検査・監督をめぐる動き 

 

第１節 信託会社等に関する総合的な監督指針 

 

本監督指針については、2004 年 12 月の信託業法の改正を踏まえ策定されており、

信託会社等の監督事務に関し、その基本的考え方、免許・登録審査に際しての留意事

項、業務運営の状況に関して報告・改善を求める場合の留意事項等を総合的にまとめ

たものである。 

 

第２節 信託会社等の新規参入（別紙１参照） 

 

 

第３節 信託会社等に対する金融モニタリング 

 

信託会社は、信託業法に基づき、財務（支）局が検査を実施しており、2018事務年

度は、２社に対して検査を実施した。 

 

第４節 類似商号への対応 

 

信託業法は、信託会社に対してその商号に「信託」という文字の使用を義務付ける

とともに、一般公衆の誤認防止を図るため、銀行や証券会社などと同様、信託会社で

ない者に対してその商号中に信託会社であると誤認させるおそれのある文字の使用

を禁じており（信託業法第14条第２項）、違反者には30万円以下の罰金が課せられ

る（信託業法第97条第３号）。 

しかし、一方で、信託業法の改正により金融機関以外の者による信託業への参入が

認められ、信託への関心が高まっている昨今、貸金業の登録を受けていない業者がそ

の商号に「信託」という文字を使用して顧客を信用させ、貸付けを行おうとする例が

見受けられるところである。 

このような例をはじめ、商号に信託会社であると誤認させるおそれのある文字を使

用している業者に対して、金融庁及び財務局は、主に次のような対応を取るとともに、

金融庁ホームページ等において注意喚起を行っている。 

① 文書による警告や捜査当局への連絡などを行う。 

② 財務局登録を詐称する貸金業無登録業者については、金融庁及び財務局のホー

ムページに当該業者の一覧表を掲載しているところであるが、このうち、商号に

「信託」を使用している業者については、一覧表の「備考」欄に信託業法（商号

規制）違反である旨を記載する。 

また、貸金業無登録業者も含め、商号に「信託」を使用している業者の情報を一般

に提供するため、金融庁及び財務局のホームページに「商号に「信託」の文字を使用

している無免許・無登録業者一覧」を別途掲載する。 
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（別紙１）

計 関東 近畿 北海道 東北 東海 北陸 中国 四国 九州 福岡 沖縄

25
（1）

20
（1）

4 0 0 1 0 0 0 0 0 0

運用型信託会社（免許制）
9
(1）

9
(1）

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

運用型外国信託会社（免許制）（注1） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

管理型信託会社（登録制） 16 11 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0

管理型外国信託会社（登録制） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36
（7）

32
（7）

3 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

324
（25）

113
（8）

37
（1）

13
（2）

28
（4）

40
（2）

23
（1）

24
（3）

16
（1）

16
（2）

13
（1）

1

うち　みなし信託契約代理業者 129 44 15 2 11 17 8 7 9 9 6 1

387
（33）

167
（16）

44
（1）

13
（2）

28
（4）

42
（2）

23
（1）

24
（3）

16
（1）

16
（2）

13
（1）

1

（注2）　括弧書きは、2018年7月1日から2019年6月30日までに免許・登録・届出を行った信託会社等の件数

（注3）　グループ企業内信託の件数は信託契約数（受託者総数は【12】社）

2019年6月30日現在　　　　

自己信託

免　許　・　登　録　等　件　数

信託会社等の新規参入状況

（注1）　外国信託会社は金融庁直轄

信託会社

同一会社集団（特定信託業者）（届出制）（注2）

特定大学技術移転事業承認事業者（承認TＬＯ）（登録制）

信託契約代理業者（登録制）

計
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第11章 保険会社等の検査・監督をめぐる動き 

 

第１節 保険会社向けの総合的な監督指針 

 

本監督指針については、2005 年８月 12 日に策定した後、環境の変化や新たな問題

に的確に対応するために、随時、改正を行ってきたところ。なお、2018事務年度にお

いては改正を行っていない。 
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第２節 保険会社の概況 

 

Ⅰ 2019年３月期決算状況（別紙１～２参照） 

 

Ⅱ 再編等の状況（別紙３～７参照） 
１．概要 

保険業界を取り巻く環境が大きく変化する中、利用者利便の向上や経営基盤の

安定化等を図るため、生・損保会社において新規参入等の動きがみられる。 

なお、2019 年６月末現在における会社数は、生命保険会社 41 社、外国生命保

険会社１社、損害保険会社33社、外国損害保険会社21社、免許特定法人１社、

保険持株会社14社である。 

 
２．主要会社の再編等 
（１）2018年７月以降、以下のような再編が行われた。 

再編前保険会社名 再編後保険会社名 再編日 
スコール・グローバル・ライフ・エ

スイー スコール・エスイー 2019年４月１日 

 
 
    ３．新規参入について 
    （１）2018年７月以降、以下のとおり保険業の免許を付与した。 

保険会社等名 免許日 免許の種類 

はなさく生命保険株式会社 2019年２月１日 生命保険業 

ペット＆ファミリー損害保険株式会社 2019年４月１日 損害保険業 

Swiss Re Asia Pte. Ltd. 2019年６月19日 損害保険業 

レスキュー損害保険株式会社 2019年６月28日 損害保険業 

さくら損害保険株式会社 2019年６月28日 損害保険業 

 
（２）2018年７月以降、以下のとおり保険持株会社の認可を行った。 

保険持株会社名 認可日 認可の種類 
アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社 2019年３月26日 保険持株会社 
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別紙１

29年３月期 30年３月期 31年３月期 前期比

基礎収益 467,162 460,856 475,482 14,625

保険料等収入 351,829 337,796 352,542 14,746

78,101 81,711 77,628 ▲ 4,082

基礎費用 433,265 425,023 437,769 12,746

保険金等支払金 290,004 289,200 285,566 ▲ 3,634

資産運用費用 3,515 3,519 3,748 229

事業費 47,266 47,514 48,794 1,279

基礎利益 33,896 35,833 37,713 1,879

キャピタル損益 ▲ 2,330 ▲ 798 ▲ 4,382 ▲ 3,584

臨時損益 ▲ 4,967 ▲ 5,839 ▲ 3,165 2,674

危険準備金繰入額 2,197 2,496 2,298 ▲ 197

経常利益 26,598 29,195 30,164 969

特別損益 ▲ 5,536 ▲ 5,939 ▲ 4,675 1,264

価格変動準備金繰入額 5,366 6,802 4,232 ▲ 2,569

当期純利益（純剰余） 13,947 15,843 17,464 1,621

総資産 3,755,105 3,812,751 3,877,945 65,194

有価証券含み損益 432,306 444,828 487,735 42,906

公表逆ざや額 ▲ 1,073 ▲ 994 ▲ 923 71

964.8 967.5 999.1 31.6

【 参 考 】　[個人保険+個人年金ﾍﾞｰｽ]

前期比

　新契約高＋転換純増(兆円） 79 62 72 9

　解約失効高(兆円） 45 45 50 5

　保有契約高(兆円） 970 958 953 ▲ 5

　年換算保険料（億円）

新契約ベース　　　　 　 33,048 26,501 29,869 3,367

うち第三分野　　  　 6,736 6,959 7,790 831

保有契約ベース　  　　 274,832 278,752 286,759 8,007

うち第三分野     　 62,286 65,317 68,504 3,187

（注１）逆ざや額＝（基礎利益上の運用収支等の利回り－平均予定利率）×一般勘定責任準備金
（注２）ソルベンシー・マージン比率は、全社加重平均。
（注３）有価証券含み損益は、一般勘定の売買目的以外の有価証券等のうち時価のあるもの。
（注４）算出会社は41社。かんぽ生命含む。

生命保険会社の平成31年３月期決算の概要

（単位：億円、％、ポイント）

資産運用収益

ソルベンシー・マージン比率
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別紙２

（単位：億円、％、ポイント）

29年３月期 30年３月期 31年３月期 前期比

正味収入保険料 85,145 84,115 85,951 1,835 

正味支払保険金 48,884 46,943 54,196 7,252 

経 常 利 益 8,919 8,457 8,856 398 

特 別 損 益 ▲ 528 ▲ 35 ▲ 15 20 

当 期 利 益 6,538 6,919 6,915 ▲ 4 

総 資 産 322,207 328,099 320,455 ▲ 7,643 

有 価 証 券
含 み 損 益

54,297 59,325 52,029 ▲ 7,295 

ソ ル ベ ン シ ー ・
マ ー ジ ン 比 率 742.3 760.0 752.7 ▲ 7.3 

（注１）29年３月期は51社ベース。30年３月期は52社ベース。31年３月期は51社ベース。
（注２）ソルベンシー・マージン比率については、全社加重平均である。

損害保険会社の平成31年３月期決算の概要
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別紙３

.

アクサ生命保険株式会社

アクサダイレクト生命保険株式会社

朝日生命保険相互会社

アフラック生命保険株式会社

アリアンツ生命保険株式会社

SBI生命保険株式会社

エヌエヌ生命保険株式会社

　 FWD富士生命保険株式会社

オリックス生命保険株式会社

カーディフ生命保険株式会社

株式会社かんぽ生命保険

クレディ・アグリコル生命保険株式会社

ジブラルタ生命保険株式会社

住友生命保険相互会社

ソニー生命保険株式会社

ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社

第一生命保険株式会社

第一フロンティア生命保険株式会社

大同生命保険株式会社

太陽生命保険株式会社

T&Dフィナンシャル生命保険株式会社

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

日本生命保険相互会社

ネオファースト生命保険株式会社

はなさく生命保険株式会社

フコクしんらい生命保険株式会社

富国生命保険相互会社

プルデンシャル　ジブラルタ　ファイナンシャル生命保険株式会社

プルデンシャル生命保険株式会社

マスミューチュアル生命保険株式会社

マニュライフ生命保険株式会社

三井住友海上あいおい生命保険株式会社

三井住友海上プライマリー生命保険株式会社

三井生命保険株式会社

みどり生命保険株式会社

明治安田生命保険相互会社

メットライフ生命保険株式会社

メディケア生命保険株式会社

ライフネット生命保険株式会社

楽天生命保険株式会社

ﾁｭｰﾘｯﾋ･ﾗｲﾌ･ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ

生命保険会社(41社)

外国生命保険会社(1社)

生命保険会社一覧表　（2019年6月30日現在42社）

会社名
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別紙４

損害保険会社（33社） あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

アイペット損害保険株式会社

アクサ損害保険株式会社　

アニコム損害保険株式会社　

アメリカンホーム医療・損害保険株式会社

アリアンツ火災海上保険株式会社　　

イーデザイン損害保険株式会社　　

ＡＩＧ損害保険株式会社

ａｕ損害保険株式会社

エイチ・エス損害保険株式会社　　

ＳＢＩ損害保険株式会社　　

カーディフ損害保険株式会社

共栄火災海上保険株式会社　　

さくら損害保険株式会社

ジェイアイ傷害火災保険株式会社　　　

セコム損害保険株式会社　　

セゾン自動車火災保険株式会社　　

ソニー損害保険株式会社　　

損害保険ジャパン日本興亜株式会社　　　

そんぽ２４損害保険株式会社　　　

大同火災海上保険株式会社

Ｃｈｕｂｂ損害保険株式会社　　　

東京海上日動火災保険株式会社　　

トーア再保険株式会社　　

日新火災海上保険株式会社　

日本地震再保険株式会社　

日立キャピタル損害保険株式会社　　

ペット＆ファミリー損害保険株式会社

三井住友海上火災保険株式会社　　

三井ダイレクト損害保険株式会社　

明治安田損害保険株式会社　　

楽天損害保険株式会社

レスキュー損害保険株式会社　

外国損害保険会社等 アールジーエー・リインシュアランス・カンパニー

（21社） アシュアランスフォアニンゲン・ガード・イェンシディグ

アトラディウス・クレディト・イ・カウシヨン・エセ・アー・デ・セグロス・イ・レアセグロス

エイチディーアイ・グローバル・エスイー

現代海上火災保険株式会社

コンパニー・フランセーズ・ダシュランス・プール・ル・コメルス・エクステリュール

ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド

ザ・ノース・オブ・イングランド・プロテクティング・アンド・インデムニティー・アソシエイ
ション・リミテッド

ザ・ブリタニヤ・スティーム・シップ・インシュアランス・アソシエーション・リミテッド

ザ・ユナイテッド・キングダム・ミューチュアル・スティーム・シップ・アシュアランス・アソ
シエーション（ヨーロッパ）リミテッド

ジェネラル・リインシュアランス・エイジイ

スイス・リー・インターナショナル・エスイー

スイス・リインシュアランス・カンパニー・リミテッド

スコール・エスイー

スター・インデムニティ・アンド・ライアビリティ・カンパニー

スティームシップ・ミューチュアル・アンダーライティング・アソシエーション・リミテッド

チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド

トランスアトランティック・リインシュアランス・カンパニー

ミュンヘナー・リュックフェルシッヘルングス・ゲゼルシャフト・アクツィエンゲゼルシャ
フト・イン・ミュンヘン

ユーラーヘルメス・エスエー

Swiss Re Asia Pte. Ltd.

免 許 特 定 法 人 （ １ 社 ） ザ・ソサイエティー・オブ・ロイズ

損 害 保 険 会 社 一 覧 表
（2019年6月30日現在55社）

会　　　　社　　　　名  　
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別紙5

保険持株会社名

（14社） アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社

アニコム　ホールディングス株式会社

アフラック・ホールディングス・エルエルシー

AIG ジャパン・ホールディングス株式会社

SBIインシュアランスグループ株式会社

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社

SOMPOホールディングス株式会社

第一生命ホールディングス株式会社

株式会社Ｔ＆Dホールディングス

東京海上ホールディングス株式会社

日本郵政株式会社

プルデンシャル･ホールディング・オブ・ジャパン株式会社

楽天インシュアランスホールディングス株式会社

保 険 持 株 会 社 一 覧 表

（2019年6月30日現在14社）
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別紙6

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年６月末現在

39社 38社 38社 40社 41社 41社

　

※合併 ※合併 ※再編（注2） ※現地法人化 ※新設
 ＋東京海上日動あんしん  ＋オリックス  ＋第一生命  ＋日本法人化準備生命  ＋はなさく生命
　　（2014年10月） 　　（2015年7月）     （2016年10月）     （2017年12月）(注3)     （2019年２月）
 ▲東京海上日動あんしん  ▲オリックス  ▲第一生命  ＋カーディフ生命

 ＋　免    許  ▲東京海上日動フィナンシャル  ▲ハートフォード 　　（2016年10月） 　　（2017年12月）

 ▲　廃　  止  ＋アクサジャパンホールディング
　（2014年10月）(注1)

※合併
 ＋アクサ
　　（2014年10月）
 ▲アクサジャパンホールディング
 ▲アクサ

　
外国生命保険会社 3社 3社 3社 3社 1社 1社

 ＋　免　　許

 ▲　廃　　止

合　　　計 42社 41社 41社 43社 42社 42社

　 ※合併会社のうち、下線のある会社が存続会社。

　（注1）2014年10月のアクサの合併等については、同日付（2014年10月１日）で、①持株会社であるアクサジャパンホールディングに免許を付与、
　　　　　 ②アクサジャパンホールディングを存続会社とし、アクサ生命を吸収合併、③アクサ生命への商号変更を行っている。
　（注2）第一生命の再編については、①2016年8月3日付で、第一生命分割準備株式会社に生命保険業の免許を付与。

　　 (注3)2017年12月1日付で日本法人化準備生命保険株式会社に生命保険業免許を付与。2018年4月2日付でアフラック生命保険株式会社に商号変更。

生命保険会社の推移

生命保険会社

　　　　　 ③同日付で、第一生命分割準備株式会社は第一生命保険株式会社に商号変更。
　　　　　 ②2016年10月1日付で、第一生命保険株式会社は国内生命保険事業を、第一生命分割準備株式会社に継承するとともに

▲アメリカン ファミリー ライフ ア
シュアランス カンパニー オブ コ
ロンバス
▲カーディフ・アシュアランス・ヴィ
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別紙7

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度６月末現在

国　内　社
（法第３条免許）

３０社 ３０社 ３０社 ３０社 ３０社 ３３社

※合併（2014年９月）
 +損害保険ジャパン日本興亜

+カーディフ損害保険株式会社
（2017年12月）

+ペット＆ファミリー損害保険株式
会社
（2019年４月）

 ＋　免　許
 ▲損害保険ジャパン
 ▲日本興亜損害保険

+レスキュー損害保険株式会社
（2019年６月）

 ▲　廃　止
※合併（2018年１月）
 +ＡＩＧ損害保険株式会社

+さくら損害保険株式会社
（2019年６月）

 ▲ＡＩＵ損害保険株式会社
 ▲富士火災海上保険株式会社

外 国 社
（法第185条免許）

２２社 ２２社 ２１社 ２３社 ２３社 ２２社

▲アメリカン・ホーム・アシュアラン
ス・カンパニー（2014年４月）

▲フェデラル・インシュアランス・カ
ンパニー
（2016年６月）

+スコール・グローバル・ライフ・エス
イー
（2017年４月）

+スコール・エスイー（2019年２月）
+Swiss Re Asia Pte. Ltd.
（2019年６月）

 ＋　免　許

 ▲　廃　止

▲ユーラーヘルメス・ドイチュラン
ト・アクティエンゲゼルシャフト
（2014年７月）

▲アトラディウス・クレジット・イン
シュアランス・エヌ・ヴィ（2016年12
月）

▲アキシュラチオニ・ゼネラリ・エ
ス・ピー・アイ
（2019年4月）

合計 ５２社 ５２社 ５１社 ５３社 ５３社 ５５社

（注）合併会社のうち、下線のある会社が存続会社。

損害保険会社の推移

▲スコール・グローバル・ライフ・エ
スイー
（2019年4月）

+コンパニア・エスパニョーラ・デ・ク
レディト・イ・カウシヨン・エセ・アー
（2016年９月）

+スティームシップ・ミューチュアル・
アンダーライティング・アソシエー
ション・リミテッド
（2017年12月）

▲カーディフ・アシュアランス・リス
ク・ディヴェール（2018年４月）

+ユーラーヘルメス・ヨーロッパ・エ
スエー（2014年６月）
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第３節 保険会社に対する金融モニタリング 

Ⅰ 顧客本位の業務運営の定着 

生命保険分野においては、長寿化やライフスタイルの変化に伴う保険ニーズの変

化に応じて、健康増進型保険等の保険商品・サービスを提供する動きが広がってい

る。他方、近年、法人向け定期保険や外貨建保険等、保障以外の機能に着目した保

険商品を積極的に開発・販売する動きも見られるが、こうした保険商品やその販売

状況をみると、改善すべき問題点が認められている。 

・  法人向け定期保険については、付加保険料の設定において、合理的な理由なく

契約後期の予定事業費を増加させている等の問題が認められた会社に対して、個

別に是正を求めるとともに、募集時に保険本来の機能ではない部分が過度に強調

されていた恐れがあったことから、生命保険協会とも議論を重ね、適切な販売の

徹底を求めた。 

・  外貨建保険については、販売量の増加に伴い、元本割れ等のリスクの説明を受

けていなかったといった苦情が多数発生したため、各社や生命保険協会と対話を

行い、販売時の情報提供の充実を促したところであるが、依然として、高齢者を

はじめとする、商品の複雑な仕組みを十分に理解していない顧客に販売したこと

に起因する苦情が多く認められている状況にある（図表１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 乗合代理店に支払う手数料について、比較推奨に偏りが生じないよう、代理店

の役務やサービスの質を的確に反映し、顧客に適切に説明できる合理的なものと

していくことが重要との観点でモニタリングを継続してきた。代理店手数料体系

の見直しや開示を行うなどの取組みが見られた一方で、依然として比較推奨を歪

めかねないインセンティブ報酬を支払っている事例等も認められており、引き続

図表１ 外貨建保険・年金件数、苦情受付件数（新契約関係） 
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き改善を促していく必要がある。 

Ⅱ 持続可能なビジネスモデルの構築 

（デジタライゼーションの進展への対応） 

損害保険分野においては、テレマティクス技術を用いた自動車保険商品やサービ

ス、スマートフォン上で簡易に加入できる短期間の保険商品等の新しい商品の発売

が活発に行われており、各社においては、持続可能なビジネスモデルを構築する上

で、デジタライゼーションの進展への対応が重要な経営上の課題となっている。 

こうした中、大手損害保険会社を中心に、デジタル技術を活用した新商品の開発

や付帯サービスの充実による顧客価値向上、社内業務の品質向上・効率化等の様々

な取組みが進められている。また、デジタル戦略の専担部署を設置し、スタートア

ップ企業等と共同研究を行う社、いわゆるプラットフォーマーやデジタル企業等の

分析や協業の取組みを進めている社もある。 

他方、デジタル戦略を進めていく上で、中核となる専門人材の獲得・育成や、保

険金支払業務等の保険会社固有の業務にどのように応用し、更なる顧客価値の向上

等を図っていくかが課題である。 

（リスク管理の高度化の促進） 

保険会社を取り巻くリスクが変化する中、各社においては、現行の規制の枠組み

や慣行に留まらず、ＥＲＭの一環として、経済価値ベースの考え方を取り入れたリ

スク管理の高度化に取り組んでおり、金融庁としても、こうした取組みを促してき

た。 

こうした中、昨年度は大規模自然災害の連続発生により支払保険金が過去最高と

なったこと等を踏まえ（図表２）、各社における再保険手配等のリスク軽減策等の実

態を確認した。 

自然災害リスクの保有・出再方針の決定に当たっては、ＥＲＭの一環として、異

常危険準備金等の自己資本水準、再保険手配によるリスク量のコントロール、これ

らのコストを踏まえたリターン、という３つのバランス等を踏まえた経営レベルで

の多面的な論議が必要である。この点について、大手損害保険会社では、巨大災害

への備えと期間損益の双方を考慮し再保険を手配している一方で、その他の損害保

険会社の中には、十分な経営レベルの論議を経ないまま、期間損益を重視して再保

険を手配し、巨大災害には異常危険準備金を充当する方針としている社も認められ

たことから、対話を通じて自然災害リスク管理の高度化を促した。 
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順位 災害名 支払件数 支払保険金 

1 平成30 年台風21 号 857,284 件 10,678 億円 

2 平成3 年台風19 号 607,324 件 5,680 億円 

3 平成16 年台風18 号 427,954 件 3,874 億円 

4 平成26 年2 月雪害 326,591 件 3,224 億円 

5 平成11 年台風18 号 306,359 件 3,147 億円 

6 平成30 年台風24 号 412,707 件 3,061 億円 

7 平成30 年7 月豪雨 55,320 件 1,956 億円 

8 平成27 年台風15 号 225,523 件 1,642 億円 

9 平成10 年台風7 号 181,278 件 1,599 億円 

10 平成16 年台風23 号 144,364 件 1,380 億円 

 

 

さらに、世界的にサイバー攻撃が増加する中、これらの損害を補償するサイバー保

険の引受リスク管理態勢について、サイレント・サイバーリスクを含むリスク評価手法等

を中心に実態把握したところ、大手損害保険会社では独自に保有リスク量の計測を開

始している一方で、その他の損害保険会社の中には具体的な対応が行われていない

社が認められた。 

（資産・負債の経済価値ベースによる評価・監督手法の検討） 

こうしたモニタリングに加えて、国際的な議論も踏まえつつ、保険会社のリスクを包括

的に捉えた実効的かつフォワードルッキングな健全性政策を実施していくことが必要で

あり、その一環として、経済価値ベースの考え方に基づく新たなソルベンシー規制につ

いての影響度調査を実施したほか、目指すべき健全性政策について関係者と広範な議

論を行った。 

 

 

（注）モニタリング結果の詳細に関しては、2019 年８月 28 日に公表された「利用

者を中心とした新時代の金融サービス」を参照。 

 

 

 

図表２ 過去の風水災等による支払保険金（1970 年以降） 

（注）2019 年3 月末現在  

（資料）日本損害保険協会より金融庁作成 
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第４節 保険会社に係る財務基準等 
 
   Ⅰ 経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する有識者会議  
 

  経済価値ベースのソルベンシー規制は、資産・負債の一体的な経済価値ベースの

評価を通じ、保険会社の財務状況を的確に把握しようとする枠組みであり、保険会

社のリスク管理の高度化にも資するものである。このため、金融庁では、現下の経

済環境における様々な意図せざる影響にも配意しつつ、国際資本基準（ＩＣＳ）に

遅れないタイミングでの導入を念頭に、関係者と広範な議論を行ってきた。 

  今般、その一環として、国際的な議論も踏まえた国内規制の方向性について検討

するため、2019年５月、外部有識者による「経済価値ベースのソルベンシー規制等

に関する有識者会議」を設置した。 

 
Ⅱ 経済価値ベースの評価・監督手法の検討に関する影響度調査（フィールドテスト） 
  

資産・負債の経済価値ベースによる評価・監督手法の検討の一環として、2018

年６月から 12 月にかけて、全保険会社を対象とした「経済価値ベースの評価・監

督手法の検討に関するフィールドテスト」を実施し、2019 年６月、その結果を公

表した。（別紙１参照）また、当該フィールドテストで把握した課題や国際的な議

論の動向を踏まえ、同年６月より新たなフィールドテストを実施するとともに、来

年以降も毎年実施する旨も併せて公表した。 
 

第５節 保険商品審査態勢について 

 

保険商品については、多様化する国民の保険ニーズに的確に応えるものであるとと

もに、保険契約者等にとって簡潔で分かりやすい商品内容となることが重要である。 

このため、商品審査において保険会社等との間で双方向の協議を十分に行うことを

目的として、審査の予見性、効率性、迅速性等の向上を図るために、保険会社の商品

部長との意見交換（2018年９月）、公益社団法人日本アクチュアリー会との意見交換

（2019年２月、３月）を行ったほか、商品審査を通じて当局と申請会社との間で共有

するに至った問題認識等を記載した「商品審査事例集」を策定し、公表した（2019年

３月、６月）。 
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第６節 少額短期保険業者の検査・監督をめぐる動き（別紙１参照） 

 

    少額短期保険業者の概況 

    

「保険業法等の一部を改正する法律」（平成17年法律第38号）が2006年４月１日

に施行され、従前、保険業法の規制の外にあった、特定の者を相手方として引受けを

行う、いわゆる「根拠法のない共済」が原則として保険業法の規制対象となった。併

せて、これら「根拠法のない共済」及び新規参入業者の受け皿として、保険会社と比

べて取り扱う保険金額が少額であり、保険期間が短いもののみを取り扱う少額短期保

険業制度が創設された。 

制度創設から13年が経過し、少額短期保険業者数が大幅に増加するとともにその規

模や特性、取扱商品も多様化してきており、2018年度決算の集計をみると、契約件数、

収入保険料、当期純利益のいずれも増加している。なお、同事務年度においては、新

規に５業者を登録したことから、2019年６月末現在の業者数は、102業者となった。 

     

    なお、少額短期保険業者に対する監督は、金融庁長官から各財務局長等に委任され

ているところ、事業規模、取り扱っている商品や募集形態等の特性を踏まえ、顧客保

護の観点から、各業者の経営管理態勢、財務の健全性及び業務の適切性等に関し、各

財務局等を通じて必要な指導・監督を行った。その際、経営管理態勢及び財務の健全

性等を中心にモニタリングを行い、実態を把握した。その中で、経営管理態勢、法令

等遵守態勢などに重大な問題が認められ、その結果として多数の法令違反や不備が確

認された業者（１者）に対し、保険業法第272条の25第１項の規定に基づき、業務改

善命令を発出した。 
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2016年３月 2017年３月 2018年３月 2019年３月

（者）

 2019年３月期 2018年３月期 増減（比） 

契約件数 11,797千件 9,854千件 +19.7％ 

収入保険料 1,032億円 924億円 +11.6％ 

当期純利益 34億円 30億円 +14.1％ 

  

少額短期保険業者数推移 2019年３月期 決算概要 
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（令和元年６月30日現在：102業者）

所管財務局 登録番号 登録日 商号

北海道財務局長
(少額短期保険)第1号

平成20年5月30日 常口セーフティ少額短期保険株式会社

北海道財務局長
(少額短期保険)第2号

平成28年4月26日 ライフエイド少額短期保険株式会社

東北財務局長
(少額短期保険)第1号

平成20年1月31日 日本アニマル倶楽部株式会社

東北財務局長
(少額短期保険)第2号

平成20年3月31日 フローラル共済株式会社

東北財務局長
(少額短期保険)第3号

平成20年6月5日 東日本少額短期保険株式会社

東北財務局長
(少額短期保険)第6号

平成26年1月7日 ユーミーＬＡ少額短期保険株式会社

東北財務局長
(少額短期保険)第7号

平成27年12月1日 ネットライフ火災少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第1号

平成18年10月27日 ＳＢＩリスタ少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第3号

平成19年6月21日 エクセルエイド少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第5号

平成19年10月25日 ジャパン少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第6号

平成19年11月14日 イオン少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第8号

平成19年11月22日 ＳＢＩいきいき少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第10号

平成19年12月10日 東京海上ミレア少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第11号

平成19年12月28日 株式会社あそしあ少額短期保険

関東財務局長
(少額短期保険)第12号

平成20年2月4日 株式会社宅建ファミリー共済

関東財務局長
(少額短期保険)第14号

平成20年2月5日 ぜんち共済株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第15号

平成20年3月17日 アスモ少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第16号

平成20年3月17日 全管協少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第17号

平成20年3月19日 さくら少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第18号

平成20年3月19日 株式会社メモリード・ライフ

関東財務局長
(少額短期保険)第21号

平成20年3月21日 富士少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第22号

平成20年3月21日 Ａライフ株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第23号

平成20年3月25日 Ｃｈｕｂｂ少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第24号

平成20年3月26日 ペットメディカルサポート株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第25号

平成20年3月31日 楽天少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第26号

平成20年3月31日 あすか少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第27号

平成20年3月31日 エヌシーシー少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第28号

平成20年5月20日 ＡＢＣ少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第29号

平成20年5月29日 特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい

関東財務局長
(少額短期保険)第30号

平成20年5月30日 ジック少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第31号

平成20年5月30日 株式会社クローバー少額短期保険

関東財務局長
(少額短期保険)第33号

平成20年6月30日 ユニバーサル少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第34号

平成20年7月10日 株式会社住宅保障共済会

東北財務局

少額短期保険業者登録一覧

北海道財務局

関東財務局

（別紙1）
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所管財務局 登録番号 登録日 商号

関東財務局長
(少額短期保険)第35号

平成20年8月29日 ヒューマンライフ少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第36号

平成20年8月29日 プレミア少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第37号

平成20年9月1日 旭化成ホームズ少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第38号

平成20年9月24日 医師が考えた少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第39号

平成20年9月24日 まごころ少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第40号

平成20年10月22日 日本共済株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第41号

平成20年10月31日 ＬＡＳＨＩＣ少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第43号

平成20年12月10日 株式会社賃貸少額短期保険

関東財務局長
(少額短期保険)第44号

平成20年12月12日 ＪＭＭ少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第46号

平成21年1月20日 ｅ－Ｎｅｔ少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第47号

平成21年1月23日 アイアル少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第49号

平成21年2月16日 ペッツベスト少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第50号

平成21年3月16日 株式会社サン・ライフ・ファミリー

関東財務局長
(少額短期保険)第51号

平成21年3月24日 株式会社ビバビーダメディカルライフ

関東財務局長
(少額短期保険)第52号

平成21年3月24日 あんしん少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第53号

平成21年4月20日 日本費用補償少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第55号

平成21年12月21日 株式会社ＦＩＳ

関東財務局長
(少額短期保険)第56号

平成23年3月14日 ふくろう少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第57号

平成23年6月20日 ＡＷＰチケットガード少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第59号

平成23年6月28日 プラス少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第60号

平成24年3月27日 ワーカーズ・コレクティブ共済株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第61号

平成24年12月20日 日本ペットプラス少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第63号

平成25年5月29日 チューリッヒ少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第64号

平成25年10月22日 株式会社エポス少額短期保険

関東財務局長
(少額短期保険)第65号

平成26年2月20日 トライアングル少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第66号

平成26年9月18日 少額短期保険ハウスガード株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第67号

平成27年3月26日 全日ラビー少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第68号

平成27年5月13日 セキスイハイム不動産少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第69号

平成28年3月14日 住まいぷらす少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第70号

平成28年4月1日 健康年齢少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第71号

平成28年4月21日 マスト少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第72号

平成28年10月12日 イズミ少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第73号

平成28年10月27日 マイホームプラス少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第74号

平成29年2月15日 住生活少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第75号

平成29年3月9日 ペッツファースト少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第76号

平成29年6月1日 エール少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第77号

平成29年7月6日 リボン少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第78号

平成29年7月12日 メディカル少額短期保険株式会社

関東財務局
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所管財務局 登録番号 登録日 商号

関東財務局長
(少額短期保険)第79号

平成29年7月21日 プリベント少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第80号

平成29年7月24日 株式会社ホープ少額短期保険

関東財務局長
(少額短期保険)第81号

平成29年8月30日 株式会社ヤマダ少額短期保険

関東財務局長
(少額短期保険)第82号

平成29年8月30日 ＪＩＤ少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第84号

平成29年11月27日 Ｎｅｘｔ少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第85号

平成29年12月1日 ＵＳＥＮ少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第86号

平成30年1月19日 株式会社リロ少額短期保険

関東財務局長
(少額短期保険)第87号

平成30年6月25日 株式会社ｊｕｓｔＩｎＣａｓｅ

関東財務局長
(少額短期保険)第88号

平成30年10月31日 東急少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第89号

平成31年2月26日 Mysurance株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第90号

令和元年5月7日 フェリクス少額短期保険株式会社

関東財務局長
(少額短期保険)第91号

令和元年6月28日 あおぞら少額短期保険株式会社

東海財務局長
(少額短期保険)第1号

平成20年6月16日 株式会社学校安全共済会

東海財務局長
(少額短期保険)第5号

平成31年2月7日 ＺｕｔｔｏＲｉｄｅ少額短期保険株式会社

近畿財務局長
(少額短期保険)第1号

平成19年7月25日 アクア少額短期保険株式会社

近畿財務局長
(少額短期保険)第2号

平成19年12月12日 エイ・ワン少額短期保険株式会社

近畿財務局長
(少額短期保険)第3号

平成20年2月25日 ＳＢＩ日本少額短期保険株式会社

近畿財務局長
(少額短期保険)第5号

平成20年11月13日 株式会社ＳＡＮＫＯ少額短期保険

近畿財務局長
(少額短期保険)第6号

平成20年11月28日 セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社

近畿財務局長
(少額短期保険)第7号

平成22年10月18日 エタニティ少額短期保険株式会社

近畿財務局長
(少額短期保険)第8号

平成24年6月1日 エスエスアイ富士菱株式会社

近畿財務局長
(少額短期保険)第10号

平成26年3月24日 東京海上ウエスト少額短期保険株式会社

近畿財務局長
(少額短期保険)第11号

平成26年6月20日 みらい少額短期保険株式会社

中国財務局長
(少額短期保険)第1号

平成20年3月27日 エス・シー少額短期保険株式会社

中国財務局長
(少額短期保険)第2号

平成20年7月14日 株式会社ＦＰＣ

四国財務局
四国財務局長

(少額短期保険)第1号
平成21年9月2日 あおい少額短期保険株式会社

福岡財務支局長
(少額短期保険)第1号

平成20年3月31日 ベル少額短期保険株式会社

福岡財務支局長
(少額短期保険)第2号

平成20年5月30日 フェニックス少額短期保険株式会社

福岡財務支局長
(少額短期保険)第3号

平成26年7月16日 イーペット少額短期保険株式会社

福岡財務支局長
(少額短期保険)第5号

平成27年3月4日 日本ワイド少額短期保険株式会社

沖縄総合事務局
沖縄総合事務局長
(少額短期保険)第1号

平成20年5月30日 レキオス少額短期保険株式会社

福岡財務支局

中国財務局

関東財務局

近畿財務局

東海財務局
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第７節 認可特定保険業者の検査・監督をめぐる動き（別紙１参照） 

 

    認可特定保険業者の概況 

    

前節のとおり、「保険業法等の一部を改正する法律」（平成17年法律第38号）（以下、

「改正法」という。）の成立を受け、少額短期保険業制度が創設されたが、改正法施

行前から「根拠法のない共済」を行っていた者については、経過措置として特定保険

業という枠組みを設け、届出を行うことで2008年３月31日まで各財務局等の監督下

で業務を継続しながら、保険業法の規制に適合するよう対応を求めた。しかしながら、

改正法施行前から「根拠法のない共済」を行ってきた団体の中には、保険業法の規制

に適合することが直ちに容易ではない者も存在していた。 

    また、これとは別に、共済事業を行っていた特例民法法人（公益法人）については、

改正法において、当分の間、当該共済事業を引き続き特定保険業として実施できると

規定された。しかしながら、2008年の公益法人制度改革により、特例民法法人は、2013

年 11 月末までに一般社団法人等に移行することとされ、一般社団法人等への移行後

は、保険業法の適用を受けることとなり、現在行っている特定保険業が継続できなく

なった。 

    このような状況を受けて、「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法

律」（平成 22 年法律第 51 号）により、改正法の公布の際現に特定保険業を行ってい

た者のうち、一定の要件に該当する者については、2011 年５月 13 日から当分の間、

行政庁の認可を受けて、特定保険業を行うことができるようになった。 

    認可特定保険業者の所管行政庁は、特例民法法人であった者については特例民法法

人であったときの主務官庁、それ以外の者については内閣総理大臣（権限は、内閣総

理大臣から金融庁長官が委任を受け、各財務局長等に再委任されている。）と規定さ

れている。 

    認可特定保険業者の認可については、2013 年 11 月に申請期限を迎え、財務局所管

業者は７法人となった。2018事務年度においては、認可特定保険業者の規模・特性を

踏まえながら業務の適切性等に関し、指導・監督を行った。 
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（令和元年６月30日現在：７法人）

所管財務局等 認可日 名称

平成24年１月27日 一般社団法人 すみれ

平成24年12月21日 一般社団法人 全国保険医休業保障共済会

平成25年10月21日 一般社団法人　あんしん認可特定保険

平成25年12月12日 一般社団法人　ぜんかれん共済会

平成25年12月12日 一般社団法人　JMC厚生会

東海財務局 平成24年５月24日 一般社団法人 三重ふれあい互助会

近畿財務局 平成24年６月25日 一般社団法人 兵庫県知的障害者施設利用者互助会

認可特定保険業者一覧
（財務局等所管分）

関東財務局

（別紙1）
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2018
2019

2019 6

（別紙1）

- 511 -



2

1. 
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2017 3 2018 3
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第12章 金融商品取引業者等の監督をめぐる動き 

   

第１節 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針  

    

本監督指針については、2007年９月30日に策定した後、環境の変化や新たな問題

に的確に対応するために、随時、改正を行ってきたところであり、2018事務年度にお

いても以下のとおり改正等を行っている。 

 

１．破綻処理準備態勢の整備に係る改正（2018年７月13日） 

金融安定理事会（ＦＳＢ）における議論の進展等を踏まえ、所要の改正を行っ

たもの（2018年７月13日より適用）。 

 

２．金融機関の報酬体系に係る改正（2018年７月13日） 

  2018年３月にＦＳＢが「健全な報酬慣行に関する原則及び実施基準の補完的ガ

イダンス－ミスコンダクトリスクに対処するための報酬手法の利用－」を最終化、

公表したことに伴い、所要の改正を行ったもの（2018年７月13日より適用）。  

 

３．ファンドの募集等を行う者及びファンドの運用を行なう者へのモニタリングに

係る改正（2018年７月13日） 

適格機関投資家等特例業務届出者に対し事業報告書の提出が義務付けられたこ

とに伴い、既に様式が改正されていた金融商品取引業者等に関する事業報告書と

合わせて、ファンドに関する基礎的な情報が把握可能になったため、モニタリン

グ調査表の提出を求める項目を削除する改正を行ったもの（2018年７月13日よ

り適用）。 

 

４．開示要件（第３の柱）に係る改正（2019年３月１日） 

  2017年３月にバーゼル銀行監督委員会より公表された「開示要件（第３の柱）

の統合及び強化－第２フェーズ」を踏まえ、所要の改正を行ったもの（2019年３

月31日より適用）。 

 

５．私設取引システム（ＰＴＳ：Proprietary Trading System）における信用取引

取扱い開始に係る改正（2019年３月18日） 

ＰＴＳにおいて禁止されている信用取引の取扱い開始について、ＰＴＳ信用取

引禁止の解除等の改正を行ったもの（2019年４月1日より適用） 

 

６．レバレッジ比率規制に係る改正（2019年３月15日） 

  2017年12月バーゼル銀行監督委員会から公表された「バーゼルⅢ最終化合意 」

を踏まえ、所要の改正を行ったもの（2019年３月31日より適用） 
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７．ＴＬＡＣ規制等に係る改正（2019年３月15日） 

  金融安定理事会による「グローバルなシステム上重要な銀行の破綻時の損失吸

収及び資本再構築に係る原則」（2015年11月公表）及びバーゼル銀行監督委員会

による最終規則文書「ＴＬＡＣ保有」（2016年10月公表）を踏まえ、所要の改正

を行ったもの（2019年３月31日より適用）。 

 

８．店頭外国為替証拠金取引（店頭ＦＸ取引）に係る改正（2019年３月25日） 

  店頭ＦＸ取引を行う業者に対し、決済リスク管理強化等の観点から、所要の改

正を行ったもの（2020年１月１日より適用） 

 

９．店頭外国為替証拠金取引（店頭ＦＸ取引）に係る改正（2019年６月18日） 

店頭ＦＸ取引を行う業者に対し、取引データの保存及び金融商品取引業協会へ

の報告体制の整備を求めるため、所要の改正を行ったもの（2021年４月１日より

適用） 

 

10. レポ・証券貸借取引に係る改正（2019年６月10日） 

  金融安定理事会によるレポ・証券貸借取引に係る諸提言を踏まえ、所要の改正

を行ったもの（2019年７月１日より適用） 

 

第２節 金融商品取引業者等に対する金融モニタリング 

 

金融商品取引業者等は、①金融仲介機能の適切な発揮に向けた不断の努力により、

我が国の金融・資本市場に対する信認を高め、さらには我が国経済の発展に貢献して

いくこと、②国民のニーズに適った金融商品・サービスを提供することにより、その

安定的な資産形成を支援することが求められている。 

このような認識の下、金融商品取引業者等について、ビジネス動向・収益構造等の

把握を行うとともに、法令等を踏まえた業務運営を行っているか等投資者保護上の観

点から、証券取引等監視委員会と連携しつつ、モニタリングを実施した。 
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第３節 第一種金融商品取引業 

 

Ⅰ 第一種金融商品取引業者の概況 

 

１．第一種金融商品取引業者の数の推移（別紙１参照） 

 

（１）第一種金融商品取引業者 

第一種金融商品取引業者は、2018 年７月以降、13 社が新規に登録を受けて

いる。 

一方、金融商品取引業の廃止等に伴い、第一種金融商品取引業者 10 社が金

融商品取引法第29条の登録を抹消されている。 

これらの結果、2019年６月末現在における第一種金融商品取引業者数は298

社となっている。 

なお、第一種金融商品取引業のうち有価証券関連業を行う者（金融商品取引

法第 28 条第１項第１号に掲げる行為に係る業務の登録を受けた者に限る）に

ついては、271社となっている。 

 

①  新規参入第一種金融商品取引業者 

第一種金融商品取引業者名 
有価証券

関連業 

登録の状

況 
登録年月日 

ｔｓｕｍｉｋｉ証券株式会社 ○ 新規登録 2018年７月31日 

ユニバーサルバンク株式会社 ○ 新規登録 2018年９月18日 

日本インスティテューショナル証券

株式会社 
○ 新規登録 2018年９月19日 

モルガン・スタンレー・インベスト

メント・マネジメント株式会社 
○ 変更登録 2018年11月15日 

ブライト・アセット株式会社 ○ 新規登録 2018年12月11日 

株式会社ユニコーン ○ 新規登録 2018年12月26日 

株式会社ＳＢＩネオモバイル証券 ○ 新規登録 2019年２月26日 

十六ＴＴ証券株式会社 ○ 新規登録 2019年３月27日 

アバディーン･スタンダード・イン

ベストメンツ株式会社 
○ 変更登録 2019年６月11日 

ＬＩＮＥ証券株式会社 ○ 新規登録 2019年６月24日 

ＮＡＢ証券株式会社 ○ 新規登録 2019年６月28日 

ＳＢＩ CapitalBase株式会社 ○ 新規登録 2019年６月28日 

キャニオン・キャピタル・ジャパン

株式会社 
○ 変更登録 2019年６月28日 

※第一種少額電子募集取扱業者。 

 

(※) 

(※) 

(※) 
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② 金融商品取引業の廃止等（金融商品取引法第 29 条の登録の抹消を伴うもの）

又は変更登録（第一種金融商品取引業の廃止）した第一種金融商品取引業者 

第一種金融商品取引業者名 
有価証券

関連業 

廃止等 

の状況 
廃止等年月日 

日本アジア証券株式会社 ○ 合併消滅 2018年７月１日 

ＪＣ証券株式会社 ○ 登録取消 2018年７月24日 

ステート・ストリート・グローバ

ル・マーケッツ証券株式会社 
○ 廃止 2018年７月30日 

Ｂｉｎａｒｙ株式会社 － 廃止 2018年８月10日 

アセットマネジメントＯｎｅオルタ

ナティブインベストメンツ株式会社 
○ 廃止 2018年11月１日 

日興アセットマネジメント株式会社 ○ 事業譲渡 2018年11月１日 

ＮＮインベストメント・パートナー

ズ株式会社 
○ 廃止 2018年12月28日 

ウィズダムツリー・ジャパン株式会

社 
○ 廃止 2019年１月31日 

日の出証券株式会社 ○ 合併消滅 2019年２月12日 

竹松証券株式会社 ○ 事業譲渡 2019年５月20日 

 

（２）特別金融商品取引業者 

2019 年６月末現在、金融商品取引法第 57 条の２第１項に基づく特別金融商

品取引業者に該当する旨の届出を行っている第一種金融商品取引業者は、21

社となっている。 

 

特別金融商品取引業者 

ＳＭＢＣ日興証券㈱ クレディ・スイス証券㈱ 

ゴールドマン・サックス証券㈱ ＪＰモルガン証券㈱ 

シティグループ証券㈱ 大和証券㈱ 

ドイツ証券㈱ 東海東京証券株式会社 

野村證券㈱ バークレイズ証券㈱ 

ＢＮＰパリバ証券㈱ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱ 

みずほ証券㈱ モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券㈱ 

メリルリンチ日本証券㈱ ＵＢＳ証券㈱ 

㈱ＳＢＩ証券 野村ファイナンシャル・プロダクツ・サ

ービシズ㈱ 

ナティクシス日本証券㈱ ソシエテ・ジェネラル証券㈱ 

楽天証券㈱ 
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（３）指定親会社 

2019 年６月末現在、特別金融商品取引業者の親会社のうち、金融商品取引

法第57条の12第１項に基づく指定を受けている指定親会社は、野村ホールデ

ィングス㈱及び㈱大和証券グループ本社の２社となっている。 

 

２．国内証券会社の2018年度決算概要（別紙２～３参照） 

国内証券会社 250 社の 2018 年度決算（単体）は、大型上場案件等により引受手

数料収入が増加した一方、不透明な市場環境のもと、投資マインドの冷え込みが見

られ、株式売買委託手数料収入や投信関連手数料収入が落ち込んだことなどから、

前年同期比で、多くの会社が減収・減益となった。 

営業収益は、前年同期比4,107 億円減の３兆6,660 億円（同10％減）、販売費・

一般管理費は、同 1,579 億円減の２兆 7,269 億円（同５％減）、経常損益は、同

3,286 億円減の4,241 億円（同44％減）、当期損益は、同2,401 億円減の2,840 億

円（同46％減）となった。 

 

Ⅱ 第一種金融商品取引業者に対する行政処分 

 

第一種金融商品取引業者に対する行政処分については、金融商品取引の公正性の確

保や投資者保護等の観点から、検査等を通じて法令違反等が認められた場合には、

法令に則り厳正に対処してきている。 

2018 年７月以降の第一種金融商品取引業者に対する行政処分の状況については、

証券取引等監視委員会の検査結果等に基づき、５社(５件)に対し行政処分を行って

おり、その内訳は次のとおりとなっている。 

① 登録の取消 １件 

② 業務停止命令及び業務改善命令 ０件 

③ 業務改善命令 ４件  

④ 資産の国内保有命令及び業務改善命令 ０件 

⑤ 資産の国内保有命令 ０件 

 

なお、行政処分に至った法令違反等の内容は、「情報管理に係る不十分な経営管理

態勢・内部管理態勢」、「空売り規制違反」、「売買管理態勢の不備」等となっている。 

 

Ⅲ 投資者保護基金について 

 

金融システム改革に伴う証券取引法の改正（1998 年 12 月１日施行）において、顧

客資産の分別保管の義務化とともに、証券会社の破綻の際のセーフティネットとし

て、投資者保護基金制度を創設し、全ての証券会社（金融商品取引法施行後は、有

価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者）に投資者保護基金への加入を義務付

けた。 
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基金制度創設当初より、国内系証券会社（235 社）を中心に設立された日本投資者

保護基金と外資系証券会社（46 社）を中心に設立された証券投資者保護基金が存在

していたが、2002 年７月１日に統合し、日本投資者保護基金に一本化され今日に至

っている（2019 年６月末時点 266 社、同年３月末時点基金規模約 583 億円）。（別紙

４参照） 
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（別紙1）
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（業者数）

金融商品取引業者（第一種金融商品取引業）数の推移

証券会社 金融先物取引業者 第一種金融商品取引業者

注：2007年３月末までの数値は証券会社と改正金融先物取引法における金融先物取引業者の数。
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（別紙２）

2018年度
(A)

2017年度
(B)

(A)/(B)

250社 249社 －

36,660 40,767 90%

19,864 22,365 89%

委 託 手 数 料 5,111 6,433 79%

引受け・売出し
手 数 料

1,847 1,385 133%

募集・売出しの
取 扱 手 数 料

2,314 3,322 70%

7,433 10,053 74%

8,647 7,756 111%

27,269 28,848 95%

6,813 7,545 90%

10,089 10,689 94%

4,241 7,527 56%

2,840 5,241 54%

（注）日本証券業協会調べ。

当 期 損 益

会 社 数

営 業 収 益

受 入 手 数 料

トレーディング損益

人 件 費

金 融 収 益

取 引 関 係 費

国内証券会社の2018年度決算概況

販売費・一般管理費

経 常 損 益

（単位：億円）
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株式市況と証券会社の損益の推移 （別紙３）

2000.3期 2001.3期 2002.3期 2003.3期 2004.3期 2005.3期 2006.3期 2007.3期 2008.3期 2009.3期 2010.3期 2011.3期 2012.3期 2013.3期 2014.3期 2015.3期 2016.3期 2017.3期 2018.3期 2019.3期

売買代金 9,280 8,658 8,124 7,290 11,452 13,287 22,521 26,631 28,790 20,079 15,299 15,324 12,854 14,720 26,632 24,072 28,834 25,425 29,571 28,551

TOPIX 1,706 1,277 1,060 788 1,179 1,182 1,728 1,714 1,213 774 979 869 854 1,035 1,203 1,543 1,347 1,513 1,716 1,592

2000.3期 2001.3期 2002.3期 2003.3期 2004.3期 2005.3期 2006.3期 2007.3期 2008.3期 2009.3期 2010.3期 2011.3期 2012.3期 2013.3期 2014.3期 2015.3期 2016.3期 2017.3期 2018.3期 2019.3期

経常損益 11,792 4,816 151 642 6,689 6,127 13,844 9,553 6,322 -1,907 3,279 831 2,200 5,970 11,719 10,101 8,773 7,355 7,527 4,241

当期損益 3,723 2,414 -2,557 -1,622 4,329 3,918 7,921 5,165 -1,374 -2,697 1,801 -2,764 -220 4,447 9,031 7,172 6,036 6,161 5,241 2,840

（注）日本証券業協会調べ。国内証券会社の合計。

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

2,800

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000
（ＴＯＰＩＸ：ポイント）（売買代金：億円）

【ＴＯＰＩＸと東証一部（１日平均）売買代金の推移】

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

（億円）

【経常損益と当期損益の推移】

ＴＯＰＩＸ
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 投 資 者 保 護 基 金 の 概 要 

 

 

名  

称 
日 本 投 資 者 保 護 基 金             

会

員

数

 
 
 
 
 
 

会員証券会社数 (2019年６月30日現在） 

 

国 内 証 券 会 社  2 5 6 社 

外 国 証 券 会 社   1 0 社 

計      2 6 6 社 

役  

員 

理 事 長  大 久 保  良 夫 

基
金
規
模 

2019年３月31日現在 約 583億円 

補
償
実
績

 
 
 
 
 
 

・ 南証券の破産に伴うもの（2000年３月）－ 補償額 約59億円（う

ち破産管財人からの返還額 約24億円） 

・ ミナミ・ハイイールドボンド補償金請求訴訟敗訴に伴うもの 

（2007年６月）－ 補償額 約２億円 

（2007年10月）－ 補償額  約0.6億円 

・ 丸大証券に対する登録取消処分及び破産に伴うもの 

（2012年３月）－ 補償額 約1.7億円 

参 

考 

国内系の日本投資者保護基金と外資系の証券投資者保護基金が平成

14 年７月１日に統合したことに伴い、現在、金融商品取引法に定め

る投資者保護基金は、日本投資者保護基金のみである。 

     

別紙４ 
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第４節 第二種金融商品取引業 

 

Ⅰ 第二種金融商品取引業者の概況（別紙１参照） 

 

第二種金融商品取引業者は、いわゆる集団投資スキーム（ファンド）持分の販売、

信託受益権の販売、投資信託の直接販売等を業として行う者であり、金融庁及び財

務局が監督している。 

2019年６月末現在における第二種金融商品取引業者は1,207社となっている。 

 

Ⅱ 第二種金融商品取引業者に対する行政処分 

 

2018 年７月以降、証券取引等監視委員会の検査結果等に基づき、４社に対して

行政処分を行っており、その内訳は登録取消しが２件（業務改善命令を含む。）、業

務停止命令が２件（業務改善命令を含む。）及び業務改善命令が１件となっている。 

なお、行政処分に至った違法行為等の内容は、「業務改善命令に違反している状

況」、「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をする行為」

等となっている。 

 

 

 

 

- 535 -



116 137 139 128 118 110 106 101 97

18

439

597

1,026

1,244
1,312

1,327 1,293 1,284 1,280 1,267

1,203
1,155

1,165 1,176
1,207

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

H11.3末H12.3末H13.3末H14.3末H15.3末H16.3末H17.3末H18.3末H19.3末H20.3末H21.3末H22.3末H22.6末H23.6末H24.6末H25.6末H26.6末H27.6末H28.6末H29.6末H30.6末 R1.6末

（業者数）
金融商品取引業者（第二種金融商品取引業）数の推移

商品投資販売業者 信託受益権販売業者 第二種金融商品取引業者

注：平成19年3月末までの数値は商品投資販売業者と信託受益権販売業者の数。

別紙１
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第５節 投資助言・代理業 

 

Ⅰ 投資助言・代理業者の概況（別紙１参照） 

 

投資助言・代理業者は、投資顧問契約に基づく助言や、投資顧問契約又は投資一

任契約の締結の代理又は媒介を業として行う者であり、金融庁及び財務局が監督し

ている。 

2019年６月末時点では、投資助言・代理業者数は988社となっている。 

 

Ⅱ 投資助言・代理業者に対する行政処分 

 

2018 年７月以降、証券取引等監視委員会の検査結果等に基づき、５社に対して

行政処分を行っており、その内訳は、登録取消しが３件、一部業務停止命令が２件

（いずれも業務改善命令を含む。）となっている。 

なお、行政処分に至った違法行為の内容は、「重要な事項につき虚偽の説明又は

誤解を生ぜしめるべき表示により勧誘を行っている事例」や、「無登録業者に対する名

義貸しを行っている事例」等となっている。 
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注：平成19年3月末までの数値は助言業のみを行う投資顧問業者の数。

（別紙１）

金融商品取引業者（投資助言・代理業）数の推移
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第６節 投資運用業 

 

Ⅰ 投資運用業者の推移 

 

投資運用業者は、投資信託委託業者、投資法人資産運用業者、投資一任業者及び

自己運用業者の４類型に分類される。 

2019 年６月末現在の投資運用業者数は 383 社（投資信託委託業者 107 社、投資

法人資産運用業者90社、投資一任業者300社、自己運用業者42社）となっている。

（別紙１参照） 

 

（注）重複して業務を行っている投資運用業者がいるため、その内訳である投資

信託委託業者数、投資法人資産運用業者数、投資一任業者数及び自己運用

業者数を合計した数値は、投資運用業者数と同一にはならない。 

 

Ⅱ 投資法人の推移 

 

2019 年６月末現在の登録投資法人は103社（不動産系97社、インフラ系６社）

となっている。 

このうち、上場不動産投資法人（いわゆるＪ－ＲＥＩＴ）63 社の運用資産残高

の合計は、2019年６月末で19兆3,076億円（前年比7.8％増）となっている。 

2018年７月以降、４件のＩＰＯを伴う新規上場があった。（別紙２参照） 

 

Ⅲ 運用資産の推移 

 

2018年度の投資信託については、資金流入により純資産残高は増加している。 

投資信託については、純資産残高は 2019 年６月末で公募投信 113 兆 6,078 億円

（前年 1.7％増）（株式投信 101 兆 8,654 億円（同 2.7％増）、公社債投信 11 兆

7,424 億円（同6.7％減））、私募投信93兆 2,671 億円（同8.5％増）（株式投信89

兆 5,603 億円（同 8.8％増）、公社債投信３兆 7,068 億円（同 0.3％増））となって

いる。（別紙３参照） 

投資一任契約の資産残高については、2019 年３月末で 302 兆 3,371 億円（同

17.6％増、一般社団法人日本投資顧問業協会員合計）となっている。 

自己運用業者が運用するファンドの総資産額は、5,906 億円となっている（2018

年度中に決算期が到来した業者の事業報告書を基に集計）。 

 

Ⅳ 資産運用業の高度化 

 

（１）金融行政上の課題 

資産運用業の高度化は、我が国の資本市場の活性化や国民の安定的な資産形

成を実現する上で極めて重要であり、資産運用の高度化につながる環境整備へ
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の取組みを進めるとともに投資運用業者におけるより高度な業務運営態勢等を

確立することにより、資産運用業の高度化を目指すことが必要である。 

 

（２）資産運用業の高度化に向けた取組み 

日本の大手金融グループに所属する主要投資運用業者等を中心に、「資産運

用業の高度化」の実態を把握するため、投資分類別の運用残高や収益構成につ

いてデータを収集し、主要投資運用業者等のビジネス構造の分析を実施した。 

また、大手金融グループ内における運用会社の役割と課題、位置付け、経営

資源の投入状況を確認するとともに、投資運用業者等の経営陣自らが、「運用

の高度化」を進めるに当たって認識し、解決すべき課題について対話を実施し

た。 
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（別紙２）

1 タカラレーベン不動産投資法人 2018年7月27日 タカラPAG不動産投資顧問株式会社

2 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 2018年9月7日 伊藤忠リート・マネジメント株式会社

3 エスコンジャパンリート投資法人 2019年2月13日 株式会社エスコンアセットマネジメント

4 サンケイリアルエステート投資法人 2019年3月12日 株式会社サンケイビル・アセットマネジメント

投資法人の新規上場について

投資法人名 上場日 資産運用会社
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（別紙３）

　 うち私募投信 うち私募投信 うちＭＭＦ うち私募投信

昭和  40年 9,082 － 2,275 － － 11,357 －

45年 6,551 － 6,033 － － 12,584 －

50年 19,345 － 14,280 － － 33,625 －

55年 40,293 － 20,226 － － 60,519 －

56年 40,063 － 32,231 － － 72,294 －

57年 47,818 － 45,458 － － 93,276 －

58年 61,513 － 79,372 － － 140,885 －

59年 80,127 － 102,851 － － 182,978 －

60年 103,787 － 95,936 － － 199,722 －

61年 191,183 － 129,570 － － 320,753 －

62年 306,143 － 123,001 － － 429,144 －

63年 392,525 － 136,448 － － 528,973 －

平成  元年 455,494 － 130,999 － － 586,493 －

２年 350,722 － 109,218 － － 459,940 －

３年 285,624 － 135,001 － － 414,738 －

４年 211,031 － 221,975 － 54,137 433,006 －

５年 195,475 － 311,900 － 110,781 507,375 －

６年 174,515 － 259,568 － 91,731 434,083 －

７年 146,817 － 332,755 － 120,018 479,572 －

８年 127,798 － 358,883 － 142,191 486,681 －

９年 99,866 － 306,630 － 115,631 406,495 －

10年 114,961 － 312,432 － 142,799 427,393 －

11年 169,372 12,408 359,604 3,032 167,908 528,978 15,440

12年 177,962 31,856 352,960 5,073 109,710 530,922 36,929

13年 199,458 50,403 314,417 10,664 77,228 513,875 61,067

14年 228,422 64,693 205,551 9,119 55,215 433,973 73,812

15年 307,282 93,889 170,918 9,955 43,502 478,200 103,844

16年 420,817 146,464 145,113 9,498 36,062 565,930 155,962

17年 655,529 247,239 154,378 9,190 30,202 809,907 256,429

18年 878,447 321,869 140,700 8,002 26,931 1,019,147 329,871

19年 1,021,912 354,068 136,001 6,239 29,171 1,157,913 360,307

20年 658,101 249,679 118,922 5,879 26,128 777,023 255,558

21年 792,200 289,763 119,029 6,914 24,561 911,229 296,677

22年 823,766 299,120 119,701 7,145 22,295 943,467 306,265

23年 746,999 279,380 111,702 6,047 20,289 858,701 285,427

24年 842,117 312,977 116,706 5,208 18,470 958,823 318,185

25年 1,046,462 396,188 172,901 7,943 19,259 1,219,363 404,131

26年 1,222,836 451,882 180,916 16,825 19,758 1,403,752 468,707

27年 1,411,086 593,704 186,214 26,034 16,428 1,597,300 619,738

28年 1,529,740 699,513 177,519 41,330 655 1,707,259 740,843

29年 1,787,380 813,055 180,146 42,552 0 1,967,526 855,607

30年 1,794,265 858,754 152,907 36,826 0 1,947,172 895,580

31年 １月 1,839,688 858,973 152,076 37,043 0 1,991,764 896,016

　２月 1,871,744 863,185 154,258 36,752 0 2,026,002 899,937

　３月 1,896,754 881,562 152,456 36,878 0 2,049,210 918,440

　４月 1,921,404 885,404 154,337 36,610 0 2,075,741 922,014

令和元年　５月 1,871,163 883,747 154,214 36,496 0 2,025,377 920,243
　６月 1,914,257 895,603 154,492 37,068 0 2,068,749 932,671

投資信託の純資産総額の推移

株式投信 公社債投信 合      計
年（月）末

（単位：億円）

出典：（社）投資信託協会公表資料- 543 -



第７節 登録金融機関、取引所取引許可業者、金融商品仲介業者、高速取引行為者 

  

Ⅰ 登録金融機関の概況 

    

2019年６月末現在における登録金融機関数は、1,007社となっている。（別紙１参

照） 

登録金融機関に対する行政処分については、金融商品取引の公正性の確保や投資

者保護等の観点から、検査等を通じて法令違反等が認められた場合には、法令に則

り厳正に対処している。 

なお、2018年７月以降の登録金融機関に対する行政処分の実績はない。 

 

   Ⅱ 取引所取引許可業者の概況 

 

2019年６月末現在における取引所取引許可業者数は、２社となっている。 

なお、2018年７月以降の取引所取引許可業者に対する行政処分の実績はない。 

 

Ⅲ 金融商品仲介業者の概況 

 

2019年６月末現在における金融商品仲介業者数は、891業者となっている。（別紙

１参照） 

なお、2018年７月以降の金融商品仲介業者に対する行政処分の実績はない。 

 

Ⅳ 高速取引行為者の概況 

 

2019年６月末現在における高速取引行為者数は、44者となっている。 

なお、2018年７月以降の高速取引行為者に対する行政処分の実績はない。 
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注：2007年3月末までは証券仲介業者の数。

（別紙１）
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第８節 信用格付業者 

 

   Ⅰ 信用格付業者の概況（別紙１参照） 

 

信用格付業者は、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為を業と

して行う者であり、金融庁が監督している。 

2019年６月末現在における信用格付業者は７社となっている。 

 

   Ⅱ 信用格付業者の特定関係法人 

 

2019年６月末現在、金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の３第２項に基

づき金融庁長官による指定を受けた信用格付業者の関係法人（特定関係法人）は、

43法人となっている。 

 

    金融庁長官の指定を受けた信用格付業者の関係法人の概要（2019年６月末現在） 

信用格付業者名 対象となる関係法人 

ムーディーズ・ジャパン株式会社 17法人 

Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング・ジャパン株式会社 12法人 

フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社 14法人 
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登録番号 登録年月日 業者名 本店所在地

金融庁長官（格付）第１号 平成22年9月30日 株式会社日本格付研究所 東京都中央区銀座五丁目15番８号時事通信ビル

金融庁長官（格付）第２号 平成22年9月30日 ムーディーズ・ジャパン株式会社 東京都港区愛宕二丁目５番１号愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー20階

金融庁長官（格付）第３号 平成22年9月30日 ムーディーズSFジャパン株式会社 東京都港区愛宕二丁目５番１号愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー20階

金融庁長官（格付）第５号 平成22年9月30日 S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号丸の内北口ビル

金融庁長官（格付）第６号 平成22年9月30日 株式会社格付投資情報センター 東京都千代田区神田錦町三丁目22番地

金融庁長官（格付）第７号 平成22年12月17日 フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社 東京都千代田区麹町四丁目８番地麹町クリスタルシティ東館３階

金融庁長官（格付）第８号 平成24年1月31日 S&PグローバルSFジャパン株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号丸の内北口ビル

信用格付業者登録一覧
（令和元年６月末現在　７社）

（別紙１）

- 547 -



第９節 適格機関投資家等特例業務届出者 

 

Ⅰ 適格機関投資家等特例業務届出者の概況 

 

適格機関投資家等特例業務届出者は、集団投資スキーム持分の自己募集

やその財産の自己運用のうち、適格機関投資家（いわゆるプロ投資家）が１名

以上及びそれ以外の者49名以下の投資家を相手に業務を行う者であり、金融庁及び

財務（支）局に届出をしている。また、特例投資運用業者は、金融商品取引法

施行前に募集が完了した集団投資スキームの財産の自己運用を行う者であ

り、金融庁及び財務（支）局に届出をしている。 

2019 年３月末現在、これらの届出業者は 2,392 者（業務廃止命令発出先584

者を除く）である。（別紙１参照） 

 

Ⅱ 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分等について 

 

2018年７月以降、財務（支）局への事業報告書の提出状況や証券取引等監視委員

会の検査結果等に基づき、18 件の行政処分（うち業務廃止命令 14 件）を行ってい

る。 

なお、行政処分に至った違法行為等の内容は、「業務改善命令に違反している状況」、

「事業報告書を提出していない状況」、「投資者保護上問題のある業務運営」等とな

っている。 
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適格機関投資家等特例業務届出者数の推移
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（業者数）

（別紙１）

- 549 -



 

第10節 集団投資スキーム持分の販売・運用状況について 

 

集団投資スキームとは、金融商品取引法第２条第２項第５号、６号に基づく権利を

有する者から金銭を集め、何らかの事業・投資を行い、収益を出資者に分配する仕組

みのこと。 

金融商品取引業者及び適格機関投資家等特例業務届出者における集団投資スキー

ム持分の販売・運用状況は、販売額３兆8,068 億円、運用額31 兆 9,027 億円となっ

ている。（2018 年度中に決算期が到来した業者の事業報告書を基に集計。(別紙１参

照)） 
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○　集団投資スキーム持分の本数・販売額・運用財産額

販売本数

販売額合計

運用本数

運用財産額合計

○　集団投資スキーム持分の商品分類別の販売額販売額別ファンド本数

○　集団投資スキーム持分の商品分類別の販売額等

集団投資スキーム持分の販売・運用状況について

6,559本

３兆8,068億円

8,386本

19兆1,801億円31兆9,027億円

785本

２兆3,462億円

3,157本

うちプロ向けファンド
集団投資スキーム持分

（別紙１）
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○　集団投資スキーム持分の商品分類別の販売額運用財産額別ファンド本数

○　集団投資スキーム持分の商品分類別の運用財産額等

○　プロ向けファンドの商品分類別の運用財産額等

運

用

財

産

額
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第11節 認定投資者保護団体 

 

認定投資者保護団体制度とは、苦情解決・あっせん業務の業態横断的な取組みを更

に促進するため、金融商品取引法上の自主規制機関以外の民間団体が行う苦情解決・

あっせん業務について、行政がこれを認定すること等により民間団体の業務の信頼性

を確保する制度である。 

金融商品取引法第79条の７の規定に基づき、2019年６月30日現在、下記の団体を

認定投資者保護団体として認定している。 

 

                            （2019年６月30日現在） 

認定日 団 体 名 所 在 地 

2010年１月19日 

特定非営利活動法人 

証券・金融商品あっせん相 

談センター 

東京都中央区日本橋茅場町２－１ 

－１ 
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第12節 詐欺的投資勧誘等の問題に対する対応状況について 

 

Ⅰ 相談件数の状況等 

 

2018事務年度において、金融庁金融サービス利用者相談室に寄せられた詐欺的投

資勧誘等に関する相談件数は699件（前事務年度567件）となっており、そのうち

471件が被害後の相談となっている。 

相談者を年代別で見ると、年齢のわかるもののうち、60 代以上が約 30％、20 代

から40代が約59％となっている。 

詐欺的な投資勧誘等に係る相談を分野別で見ると、前事務年度に引き続き、ＦＸ

取引、未公開株、集団投資スキーム（ファンド）に関するものが多く寄せられてい

るほか、暗号資産（仮想通貨）やＩＣＯに関するものが多く認められた。 

また、多くが無登録業者が関与するものであり、その中には金融庁の職員を装っ

た投資勧誘等も発生している。 

 

Ⅱ 対応 

 

金融庁は、詐欺的な投資勧誘の問題について、従来から、他省庁、証券取引等監

視委員会等とも連携しつつ、以下のような対応に取り組んできた。 

① 金融庁ウェブサイト等を通じた注意喚起 

② 登録業者に関する問題事例について、検査・監督を通じた厳正な対応 

③ 無登録業者に関する問題事例について、当該業者への警告書の発出及びその旨

のウェブサイト上での公表、警察当局との連携 

（注）このほか、証券取引等監視委員会においては、金融商品取引法違反行為を行

う無登録業者に対して、金融商品取引法第192条に基づく裁判所への禁止命

令等の申立てを行っている。 

④ ｢集団投資スキーム（ファンド）連絡協議会」等を通じた関係行政機関等との連

携の強化 
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第13章 その他の金融業の検査・監督をめぐる動き 

 

第１節 事務ガイドライン第三分冊 

 

    事務ガイドライン第三分冊においては、前払式支払手段発行者、不動産特定共同事

業者、特定目的会社・特定目的信託、電子債権記録機関、指定信用情報機関、資金移

動業者、登録講習機関、暗号資産交換業者等について、行政の統一的な監督業務の運

営を図るための法令解釈や事務手続き等について記載している。 

 

第２節 貸金業者等の検査・監督をめぐる動き 

 

Ⅰ 貸金業者の概況 

 

     2010 年６月 18 日に完全施行された「貸金業法」については、貸金業者の業務の

適正化を図り、多重債務問題の解決を講じる観点から、従前の「貸金業の規制等に

関する法律」に、総量規制の導入による借りすぎの抑止、行為規制や参入規制、指

定信用情報機関制度の創設等の改正を行ったものである。 

     また、「貸金業者向けの総合的な監督指針」については、2007年11月７日に策定

された後、環境の変化や新たな問題に的確に対応するために、随時改正を行ってき

たところであるが、2018年度においては、改元に伴う改正を行った。 

 

     前述の貸金業法の改正から10年が経過し、貸金業者の登録業者数は、11,832業者

（2007年３月末時点）から1,716業者（2019年３月末時点）に、貸付金残高も43兆6,727

億円（2007年３月末時点）から23兆5,084億円（2018年３月末時点）に、それぞれ大

幅に減少しているが、最近では、フィンテックを活用した新たなビジネスとして、

ビッグデータや人工知能などのＩＴ技術をマーケティングや与信審査に活用する業

者や、スマートフォン等を利用したオンライン完結型の貸付けサービスを提供する

業者など、新しい多彩なアイディアを持った新規参入業者の動きもみられる。 

 

（貸金業者の登録業者数の推移） 

 2017年３月末 2018年３月末 2019年３月末 

財務（支）局長登録 285 285 281 

都道府県知事登録 1,580 1,485 1,435 

合計 1,865 1,770 1,716 

 

 Ⅱ 貸金業者に対する金融モニタリング 

 

財務（支）局長登録の貸金業者は、貸金業法に基づき、財務（支）局が検査を

実施しており、2018事務年度は、15業者に対して検査を実施した。 
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Ⅲ 貸金業務取扱主任者資格試験の実施状況（別紙１参照） 

 

     貸金業務取扱主任者資格試験事務を行う指定試験機関として、2009 年６月 18 日

に日本貸金業協会を指定している。同資格試験は、毎年少なくとも１回行うことと

され（貸金業法施行規則第26条の34第１項）、2018事務年度においては、2018年

11月18日に実施した。 

 

Ⅳ 貸金業務取扱主任者の登録状況 

 

     貸金業務取扱主任者の登録に関する事務については、日本貸金業協会に委任して

おり、2009年10月５日より登録申請の受付を開始している。 

なお、2019年６月末現在、25,889人に対して貸金業務取扱主任者の登録を行って

いる。 

 

Ⅴ 登録講習機関の講習実施状況 

 

     貸金業務取扱主任者の登録講習については、2010 年９月 30 日に日本貸金業協会

を登録講習機関として登録し、当協会は、2011年１月から登録講習を実施している。 

     同講習は毎年１回以上行うこととされ（貸金業法施行規則第26条の63第１号）、

2018事務年度は、計37回実施している。 

 

Ⅵ 指定信用情報機関の概況 

 

     指定信用情報機関制度については、貸金業法の第３段階施行（2009年６月18日）

により、多重債務問題解決の重要な柱の一つである過剰貸付規制を実効性あるもの

とするため、貸金業者が個々の借り手の総借入残高を把握できる仕組みとして創設

された。 

     なお、貸金業法に基づく信用情報提供等業務を行う者として、2019年６月末時点

で次の事業者を指定している。 

 

指定日 商号 主たる営業所の所在地 

2010年３月11日 

株式会社シー・アイ・シー 東京都新宿区西新宿一丁目23番７号 

株式会社日本信用情報機構 東京都台東区北上野一丁目10番14号 

住友不動産上野ビル５号館 
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別紙1

（単位:人、％）

第1回試験
（平成21年8月30日実

施）

第2回試験
（平成21年11月22日

実施）

第3回試験
（平成21年12月20日実

施）

第4回試験
（平成22年2月28日実

施）

第5回試験
（平成22年11月21日

実施）

第6回試験
（平成23年11月20日実

施）

第7回試験
（平成24年11月18日実

施）

第8回試験
（平成25年11月17日実

施）

第9回試験
（平成26年11月16日実

施）

第10回試験
（平成27年11月15日実

施）

第11回試験
（平成28年11月20日実

施）

第12回試験
（平成29年11月19日実

施）

第13回試験
（平成30年11月18日実

施）

合　計

 受験申込者数 46,306 17,780 16,254 9,908 13,547 12,300 11,520 11,021 11,549 11,585 11,639 11,680 11,420 196,509

 受験者数 44,708 16,597 12,101 8,867 12,081 10,966 10,088 9,571 10,169 10,186 10,139 10,214 9,958 175,645

 合格者数 31,340 10,818 7,919 5,474 3,979 2,393 2,599 2,688 2,493 3,178 3,095 3,317 3,132 82,425

 合格率 70.1 65.2 65.4 61.7 32.9 21.8 25.8 28.1 24.5 31.2 30.5 32.5 31.5 46.9

申請者数 22,435 7,494 4,311 3,397 2,406 1,395 1,526 1,530 1,435 1,658 1,506 1,676 - 50,769

申請率 71.6 69.3 54.4 62.1 60.5 58.3 58.7 56.9 57.6 52.2 48.7 50.5 - 61.6

貸金業務取扱主任者の資格試験実施状況及び申請状況
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第３節 前払式支払手段発行者・資金移動業者・暗号資産交換業者の検査・監督をめぐ

る動き 

 

 Ⅰ 前払式支払手段発行者の概況 

 

2010年４月１日に施行された「資金決済に関する法律」（以下、「資金決済

法」という。）においては、「前払式証票の規制等に関する法律」（資金決

済法の施行に伴い廃止。以下、「旧法」という。）において規制対象として

いた紙型・磁気型・ＩＣ型の商品券やプリペイドカード等に加え、旧法にお

いて規制の対象としていなかった、いわゆるサーバ型の前払式支払手段（発

行者がコンピュータのサーバ等に金額等を記録する前払式支払手段をいう。）

についても規制の対象とされた。 

前払式支払手段の種類は、前払式支払手段発行者及び発行者の密接関係者

に対してのみ使用することができる自家型前払式支払手段と、それ以外の第

三者型前払式支払手段に区分される。また、前払式支払手段の発行者は、自

家型前払式支払手段のみを発行する法人又は個人である自家型発行者（届出

制）と、第三者型前払式支払手段を発行する法人である第三者型発行者（登

録制）に区分される。 

 

    （前払式支払手段発行者数の推移） 

 2017年３月末 2018年３月末 2019年３月末 

自家型発行者 880 935 966 

第三者型発行者 997 974 952 

合計 1,877 1,909 1,918 

  

   Ⅱ 前払式支払手段発行者に対する金融モニタリング 

 

     前払式支払手段発行者は、資金決済法に基づき、財務（支）局が検査を実施して

おり、2018事務年度は、41業者に対して検査を実施した。 

 

Ⅲ 前払式支払手段の払戻手続 

 

     資金決済法においては、前払式支払手段発行者が、前払式支払手段の発行の業務

の全部又は一部を廃止した場合には、前払式支払手段の保有者に対して払戻しを実

施することが義務付けられている。 

前払式支払手段発行者が、この払戻しを行おうとするときは、当該払戻しをする

旨や 60 日を下らない一定の期間内に申出すべきこと等の事項について、日刊新聞

紙等による公告及び営業所・加盟店等への掲示により、前払式支払手段の利用者へ

の周知を行わなければならないとされている。 

     金融庁及び財務（支）局は、利用者の一層の保護を図る観点から、金融庁ウェブ

サイトに払戻しに関する情報として「商品券（プリペイドカード）の払戻しについ
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て」（資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を含む。）を掲載

している。また、「事務ガイドライン第三分冊：金融会社関係 ５ 前払支払手段発

行者関係」においては、利用者保護の観点から前払式支払手段発行者が講じること

が望ましい措置として、60日よりも可能な限り長い払戻申出期間を設定すること等

を着眼点としている。 

払戻手続については、資金決済法施行日から 2019 年６月末までに 1,576 件実施

されている。 

 

Ⅳ 前払式支払手段の発行保証金の還付手続 

 

資金決済法においては、旧法と同様に、発行された前払式支払手段の基準日（３

月末と９月末）における未使用残高が1,000万円を超える前払式支払手段発行者に

ついては、未使用残高の２分の１以上の発行保証金の供託等が義務付けられている。 

前払式支払手段発行者について破産手続開始の申立て等が行われた場合であって、

前払式支払手段の保有者の利益の保護を図るために必要があると認められるときは、

財務（支）局によって発行保証金の還付手続が実施されることとなる。 

発行保証金の還付手続については、旧法施行日（1990年10月１日）から2019年

６月末までに52件実施されている。 

 

（2017事務年度に発行保証金の還付手続を開始した前払式支払手段の発行者） 

発行者の名称 所管財務局 配当を実施した事務年度 

実績なし   

 

（2018事務年度に発行保証金の還付手続を開始した前払式支払手段の発行者） 

発行者の名称 所管財務局 配当を実施した事務年度 

協同組合下田クレジット 東海財務局 2018事務年度 

（株）ケフィア事業振興会 関東財務局 配当未実施（2019事務年度中実施予

定） 

 

Ⅴ 資金移動業者の概況 

 

金融審議会金融分科会第二部会決済に関するワーキング・グループ報告（2009年

１月14日）において、「為替取引には安全性、信頼性が求められるが、情報通信技

術の発達により銀行以外の者が為替取引を適切に提供できる環境が生じているとも

考えられる。また、インターネット取引の普及等により、主として個人が利用する

少額の決済について、より安価で、便利な為替取引の提供を求めるニーズが高まっ

ているとも考えられる。預金の受入れや融資等の運用を行わない為替取引について

は、銀行以外の者が行うこと（為替取引に関する制度の柔軟化）を認めることとし、

このための制度設計を行うことが適当と考えられる。」とされた。 

この報告を受けて、資金決済法においては、従来銀行等のみに認められてきた為
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替取引を少額の取引（100 万円に相当する額以下の資金の移動に係る為替取引）に

限定して銀行等以外の者でも行えるように資金移動業が創設され、2010年４月１日

より施行された。 

創設当初から９年が経過し、海外送金、インターネット上や、モバイル端末を利

用した送金など資金移動サービスの内容は多様化しており、グローバルに資金移動

サービスを展開する業者や、EC ビジネスを展開する IT 企業など様々な業界からの

参入が相次いでいる。 

資金移動業者数は、2011年３月末の11業者から2019年６月末現在の64業者と

増加するとともに、2015 年度から 2017 年度までの年間送金件数及び年間取扱額の

いずれも増加している。 

 

（年間取扱額及び年間送金件数の推移） 

 2015年度 2016年度  2017年度 

年間送金件数 26百万件 42百万件 84百万件 

年間取扱額 5,479億円 7,481億円 10,877億円 

 

 

Ⅵ 資金移動業者に対する金融モニタリング 

 

資金移動業者は、資金決済法に基づき、財務（支）局が検査を実施しており、

2018事務年度は、8業者に対して検査を実施した。 

 

Ⅶ 暗号資産交換業者の概況 

 

金融審議会「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」において、暗

号資産に関する制度の在り方について審議・検討が行われ、2015 年 12 月に報告書

が取りまとめられた。 

これを受け、暗号資産と法定通貨の交換業者について登録制を導入し、マネー・

ローンダリング及びテロ資金供与規制に加え、利用者保護の観点からの規制を盛り

込んだ「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正

する法律案」が第190回国会で成立（2016年６月公布、2017年４月１日施行）。 

 

その後、国内交換業者において顧客からの預り資産の外部流出事案が発生したほ

か、立入検査により、暗号資産交換業者（みなし業者を含む。）の内部管理態勢等の

不備が把握された。また、暗号資産の価格が乱高下し、暗号資産が決済手段ではな

く投機の対象となっているとの指摘も聞かれる。さらに、証拠金を用いた暗号資産

の取引や暗号資産による資金調達等の新たな取引が登場している。 

こうした状況を受け、暗号資産交換業等を巡る諸問題について制度的な対応を検

討するため、2018年３月に「仮想通貨交換業等に関する研究会」が設置され、同年

４月以降11回にわたり開催されるとともに、同年12月に報告書がとりまとめられ
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た。 

これを踏まえ、暗号資産交換業者に関する規制の整備、暗号資産を用いたデリバ

ティブ取引や資金調達取引に関する規制の整備等を盛り込んだ「情報通信技術の進

展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正

する法律」が成立（2019年６月公布）。 

 

2019年６月末現在の暗号資産交換業者数は19業者となっている。 

 

一般社団法人日本仮想通貨交換業協会を資金決済法に基づく自主規制機関に認定

した（2018年10月）。認定後は、業務計画の進捗状況や自主規制機能の発揮状況等

に対するモニタリング（体制整備の促進等）、定期的な意見交換会の実施（2018 年

12月、2019年４月及び６月）等を通じ、無登録業者への対応等における自主規制機

関との連携体制の構築を行った。 

 

G20 議長国として、暗号資産に係る各国際機関等での議論を主導し、各国当局や

国際機関の参加の下、暗号資産ラウンドテーブル（2018年９月）を実施する等、国

際的な連携を強化した。また、各国当局との面会等の機会を通じた我が国の知見の

共有、海外当局との監督上の連携を行った。 

 

Ⅷ 暗号資産交換業者に対する金融モニタリング 

 

暗号資産交換業者に対しては、資金決済法に基づき、暗号資産流出事案も踏ま

え、金融庁及び財務局が順次立入検査を実施しており、2018事務年度は、暗号資

産交換業者４業者に対して検査を実施した。また、その結果等に基づき、２社に対

して行政処分（業務改善命令）を行っており、行政処分に至った法令違法等の内容

は、「流出事案に係る顧客被害に対する対応」等となっている。 

 

新規登録申請業者に関しては、登録審査プロセスの透明性を高めるため、質問票

等の公表（2018年10月）、審査の時間的目安等の公表（2019年１月）を行った。

多様かつ多数の申請業者に対し、業務運営体制の実効性について厳正な審査を実施

した結果、新たに３社を登録した。 
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第４節 ＳＰＣ等の監督をめぐる動き 

 

Ⅰ ＳＰＣ等の概況 

 

「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」（以下、「旧法」

という。）は、金融制度調査会答申（1997年６月）において、資金調達手段

の多様化を図る上での環境整備を行う必要性が提言されたことを受けて、

1998年６月に成立し、同年９月に施行された。旧法の目的は、①特定目的会

社（以下、「ＳＰＣ」という。）が業として特定資産の流動化を行う制度を

確立し、特定資産の流動化に係る業務の適正な運営を確保すること、②特定

資産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の保護を図るこ

とにより、一般投資家による投資を容易にすること等である。その後、金融

審議会での21世紀を展望した金融サービスに関する基盤整備の観点からの検

討を踏まえ、2000年５月に改正が行われ、「資産の流動化に関する法律」

（以下、「新法」という。）が同年11月から施行された。2006年５月には会

社法の施行に伴い、旧法に基づく特定目的会社（特例旧特定目的会社）にも、

原則として新法が適用されることとなった。2011年５月には資産流動化計画

の変更届出義務の緩和等の措置を講じるための改正が行われ、同年11月に施

行された。 

 

  （ＳＰＣの登録・届出件数） 

 2017年３月末 2018年３月末 2019年３月末 2019年６月末 

新法ＳＰＣ 696社 728社 755社 761社 

旧法ＳＰＣ － － －     － 

（注１）業務開始届出書及び廃業届出書の受理日を基準として集計。 

（注２）新法ＳＰＣとは、2000年11月以降、新法に基づき設立された 

ＳＰＣをいい、旧法ＳＰＣとは、特例旧特定目的会社をいう。 

 

Ⅱ 資産の流動化の状況 

 

(億円) 

  2016年９月末 2017年９月

末 

2018年９月

末 

 資産対応証券の発行残高等 79,301 82,394 87,770 

 (1) 新法ＳＰＣ 79,240 82,333 87,770 

 (2) 旧法ＳＰＣ 61 61 0 

 ① 不動産 31,513 32,362 36,251 

 ② 不動産の信託受益権 35,363 37,977 40,628 

 ③ 指名金銭債権 6,353 5,833 3,504 

 ④ 指名金銭債権の信託受益権 2,656 2,015 1,227 

 ⑤ その他 3,416 4,207 6,160 

（注１）毎年９月末を基準として、それ以前に終了した事業年度に係る事

業報告書を集計。数値については、一千万円の位を四捨五入。 

（注２）①～⑤は、流動化対象資産別に見た内訳 
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第５節 不動産特定共同事業者の監督をめぐる動き 

 

不動産特定共同事業者の概況 

  

「不動産特定共同事業法」は、1991年頃を中心に、経営基盤の脆弱な業者が不動産

特定共同事業を行い倒産して、深刻な投資家被害を招いた事例が発生したため、こう

した被害を未然に防ぎ、投資家保護を図りつつ不動産特定共同事業の健全な発達を促

すことを目的として制定された。 

2013年12月には、倒産隔離が図られたＳＰＣスキームを活用した不動産特定共同事

業の実施を可能とするための改正法が施行された。 

2017年12月には、小口資金による空き家・空き店舗等の再生を通じた地方創生の推

進、観光等の成長分野における良質な不動産ストックの形成の促進を図るため、①小

規模な不動産特定共同事業に係る特例の創設、②クラウドファンディングに対応する

ための環境整備、③プロ投資家向け事業の規制の見直し等を行う改正法が施行された。 

2019年５月には、小規模不動産特定共同事業の活用を促進するため、「小規模不動

産特定共同事業に関する実務についての講習を指定するための基準等」（令和元年５

月16日金融庁・国土交通省告示第一号）を定めるとともに、小規模不動産特定共同事

業に関する実務についての講習を指定した。（令和元年５月29日金融庁・国土交通省

告示第二号） 

「事務ガイドライン第三分冊：金融会社関係 ７ 不動産特定共同事業関係」につ

いては、不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令が2019年４月15日から

施行されることに伴う所要の改正を行った（2019年４月15日より適用）。 

 

不動産特定共同事業者の数は、2019年６月30日現在142社であり、このうち金融庁長

官・国土交通大臣許可業者が70社、国土交通大臣許可業者が１社、都道府県知事許可

業者が72社であるほか、みなし業者の届出を行っている業者は５社ある。また、倒産

隔離型の不動産特定共同事業（特例事業）を行う特例事業者の届出数は2019年６月30

日現在66件である。 

小規模不動産特定共同事業者の数は、2019年６月30日現在８社であり、このうち金

融庁長官・国土交通大臣登録業者が３社、都道府県知事登録業者が５社である。 
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第６節 確定拠出年金運営管理機関の監督をめぐる動き 

 

確定拠出年金運営管理機関の概況 

 

確定拠出年金制度は、少子高齢化の進展、雇用の流動化等社会経済情勢の変化に鑑

み、厚生年金基金、国民年金基金等の年金制度に加えて、本人若しくは事業主が拠出

した掛金を加入者等（当該本人又は当該事業主の従業員等）が自己の責任において運

用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができる公的

年金に上乗せする年金制度として、2001 年６月に確定拠出年金法が成立し、同年 10

月施行された。 

確定拠出年金法において、個人に関する記録の保存、運用の方法の選定及び提示等

の業務を行う者は、確定拠出年金運営管理機関として厚生労働大臣及び内閣総理大臣

の登録を受けなければならないとともに、両大臣が必要な監督を行うこととされてい

る。内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任され、更に、金融庁長官の権限の一部は

財務局長等に委任されている。 

なお、2019年６月末現在の確定拠出年金運営管理機関の登録数は218法人となって

いる。（別紙１参照） 
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（別紙１）

うち銀行
うち協同組
織金融機関
(※)

うち保険会
社

うち証券会
社

その他

２００９年６月末 200 75 89 12 5 19

２０１０年６月末 198 75 87 12 5 19

２０１１年６月末 198 75 87 12 5 19

２０１２年６月末 196 73 86 12 6 19

２０１３年６月末 197 73 85 12 6 21

２０１４年６月末 198 73 83 12 7 23

２０１５年６月末 198 74 83 11 7 23

２０１６年６月末 198 75 83 11 7 22

２０１７年６月末 207 76 84 11 10 26

２０１８年６月末 216 76 84 11 13 32

２０１９年６月末 219 76 83 11 14 35

確定拠出年金運営管理機関登録数の推移

※信用金庫、信用組合、労働金庫、農協等

会社数
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第７節 電子債権記録機関の監督をめぐる動き 

 

    電子債権記録機関の概況 

 

「電子記録債権法」は、電子記録債権の安全を確保することによって事業者

の資金調達の円滑化等を図る観点から、電子債権記録機関が調製する記録原簿

への電子記録の発生、譲渡等を要件とする電子記録債権について定めるととも

に、電子債権記録機関の業務、監督等について必要な事項を定めている。 

この法律が、2007年６月20日に成立し、2008年12月１日に施行されたことに

併せて、同日付で「事務ガイドライン第三分冊：金融会社関係 12 電子債権

記録機関関係」を作成し、電子債権記録機関の監督上の評価項目や監督に係る

事務処理上の留意点について定めた。 

2017年４月には、金融審議会「決済業務の高度化に関するワーキンググルー

プ」報告書（2015年12月）において、「記録機関の間での電子記録債権の移動

を可能とするための制度整備を行うこと」と提言されたことを受け、記録機関

間で電子記録債権を移動するための手続等を規定した改正法が施行された。 

 

電子債権記録機関は、2019年６月末現在５社となっている。 

 

電子債権記録機関名 指定日 

日本電子債権機構株式会社 2009年６月24日 

ＳＭＢＣ電子債権記録株式会社 2010年６月30日 

みずほ電子債権記録株式会社 2010年９月30日 

株式会社全銀電子債権ネットワーク 2013年１月25日 

Ｔｒａｎｚａｘ電子債権株式会社 2016年７月７日 
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第８節 電子決済等代行業者の監督をめぐる動き 

 

金融審議会「金融制度ワーキング・グループ」において、オープンイノベ

ーション（連携・協働による革新）を進めていくための制度整備について審

議・検討が行われ、2016 年 12 月に報告書が取りまとめられた。 

これを受け、電子決済等代行業者に対する登録制を導入し、利用者保護の

観点からの規制を盛り込んだ「銀行法等の一部を改正する法律（平成 29 年法

律第 49 号）」が第 193 回国会で成立（2017 年６月２日公布、2018 年６月１日

施行）。 

また、登録後の電子決済等代行業者に係るモニタリングの枠組みを定める

ため「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正案のパブリックコメン

トを実施した。 

2019 年６月末現在の電子決済等代行業者数は 57 業者となっている。（別紙

１参照） 
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(別紙１)

令和元年６月30日現在

所管 登録番号 登録年月日 電子決済等代行業者名

北海道財務局 北海道財務局長（電代）第1号 平成31年１月10日 株式会社イークラフトマン

関東財務局 関東財務局長（電代）第1号 平成30年９月10日 フリー株式会社

関東財務局長（電代）第2号 平成30年９月10日 SBI Ripple Asia株式会社

関東財務局長（電代）第3号 平成30年10月１日 株式会社マネーフォワード

関東財務局長（電代）第4号 平成30年10月12日 株式会社ネストエッグ

関東財務局長（電代）第5号 平成30年11月５日 アイ・ティ・リアライズ株式会社

関東財務局長（電代）第6号 平成30年11月５日 株式会社イーコンテクスト

関東財務局長（電代）第7号 平成30年11月21日 株式会社Zaim

関東財務局長（電代）第8号 平成30年12月11日 ソリマチ株式会社

関東財務局長（電代）第9号 平成30年12月20日 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

関東財務局長（電代）第10号 平成30年12月20日 LINE Pay株式会社

関東財務局長（電代）第11号 平成30年12月20日 弥生株式会社

関東財務局長（電代）第12号 平成30年12月27日 マネーツリー株式会社

関東財務局長（電代）第13号 平成30年12月27日 株式会社エムティーアイ

関東財務局長（電代）第14号 平成30年12月27日 NCore株式会社

関東財務局長（電代）第15号 平成30年12月27日 SBペイメントサービス株式会社

関東財務局長（電代）第16号 平成31年１月10日 楽天証券株式会社

関東財務局長（電代）第17号 平成31年１月10日 ヴェルク株式会社

関東財務局長（電代）第18号 平成31年１月16日 カブドットコム証券株式会社

関東財務局長（電代）第19号 平成31年１月16日 株式会社スマイルワークス

関東財務局長（電代）第20号 平成31年１月28日 株式会社オービックビジネスコンサルタント

関東財務局長（電代）第21号 平成31年１月28日 SMBC日興証券株式会社

関東財務局長（電代）第22号 平成31年１月28日 Miroku Webcash International株式会社

関東財務局長（電代）第23号 平成31年１月28日 株式会社NTTドコモ

関東財務局長（電代）第24号 平成31年１月30日 株式会社BearTail

関東財務局長（電代）第25号 平成31年１月30日 ベリトランス株式会社

関東財務局長（電代）第26号 平成31年１月30日 SMBCファイナンスサービス株式会社

関東財務局長（電代）第27号 平成31年２月12日 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

関東財務局長（電代）第28号 平成31年２月12日 楽天銀行株式会社

関東財務局長（電代）第29号 平成31年２月25日 テレコムクレジット株式会社

関東財務局長（電代）第30号 平成31年２月25日 三菱UFJファクター株式会社

関東財務局長（電代）第31号 平成31年２月25日 PAY株式会社

関東財務局長（電代）第32号 平成31年２月25日 KDDI株式会社

関東財務局長（電代）第33号 平成31年３月７日 第一三共ビジネスアソシエ株式会社

関東財務局長（電代）第34号 平成31年３月７日 SAISON Office合同会社

関東財務局長（電代）第35号 平成31年３月18日 株式会社インフォマート

関東財務局長（電代）第36号 平成31年３月18日 GMOイプシロン株式会社

関東財務局長（電代）第37号 平成31年３月28日 クラウドキャスト株式会社

関東財務局長（電代）第38号 平成31年４月１日 SBIビジネス・ソリューションズ株式会社

関東財務局長（電代）第39号 平成31年４月12日 ビープラッツ株式会社

関東財務局長（電代）第40号 平成31年４月19日 株式会社SXF

関東財務局長（電代）第41号 平成31年４月23日 エメラダ株式会社

関東財務局長（電代）第42号 令和元年５月13日 三菱UFJニコス株式会社

関東財務局長（電代）第43号 令和元年５月15日 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

関東財務局長（電代）第44号 令和元年５月28日 NTTファイナンス株式会社

関東財務局長（電代）第45号 令和元年５月28日 マネータップ株式会社

関東財務局長（電代）第46号 令和元年６月３日 株式会社ミロク情報サービス

関東財務局長（電代）第47号 令和元年６月28日 株式会社スタイル・エッジ

【全業者数：57】

電子決済等代行業者登録一覧
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所管 登録番号 登録年月日 電子決済等代行業者名

東海財務局 東海財務局長（電代）第1号 平成31年１月25日 株式会社ミライコミュニケーションネットワーク

東海財務局長（電代）第2号 平成31年４月３日 株式会社グローバルワイズ

東海財務局長（電代）第3号 令和元年５月８日 株式会社電算システム

近畿財務局 近畿財務局長（電代）第1号 平成31年２月15日 三井住友カード株式会社

近畿財務局長（電代）第2号 平成31年４月12日 ダイキンアカウンティングソリューションズ株式会社

近畿財務局長（電代）第3号 令和元年６月４日 株式会社アプラス

福岡財務支局 福岡財務支局長（電代）第1号 平成30年12月12日 iBankマーケティング株式会社

福岡財務支局長（電代）第2号 平成31年４月19日 ドレミング株式会社

福岡財務支局長（電代）第3号 令和元年５月13日 株式会社スタイル・エッジLABO
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第９節 その他の金融機関等に対する金融モニタリング 

 

Ⅰ 信用保証協会に対する金融モニタリング 

 

     信用保証協会は、信用保証協会法に基づき経済産業省と金融庁等との共管となっ

ており、経済産業局、都道府県・市町村及び財務（支）局が共同で検査を実施して

いる。 

2018事務年度は、２協会に対して検査を実施した。 

 

  信用保証協会の検査を行う行政庁 

        

 区 域  

 種 類 

市町村の区域を越える 市町村の区域を越えない 

信用保証協会 主務大臣・都道府県知事 主務大臣・市町村長 

  （注１）主務大臣とは、内閣総理大臣及び経済産業大臣。内閣総理大臣の権限は金融庁

長官に委任され、更に財務（支）局長に委任されている。 

  （注２）都道府県の区域を越える信用保証協会は存在しない（2019年３月末現在）。 

   

Ⅱ 政策金融機関等に対する金融モニタリング 

 

金融庁は、各主務大臣からリスク管理分野の検査権限を委任されている政策金融

機関等に対し、2003事務年度から検査を実施している。2015年10月には、福祉医

療機構、農林漁業信用基金、中小企業基盤整備機構及び奄美群島振興開発基金に対

するリスク管理分野の検査権限が、各主務大臣から金融庁長官に委任された。 

政策金融機関等に対しては、金融庁が入手している経営情報等を分析するほか、

各機関の特性を踏まえ、特定の検証項目について、オンサイト・オフサイトの手法

を効率的に組み合わせた金融モニタリングを実施することとしている。 
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第14章 法令適用事前確認手続（ノーアクションレター制度） 

 

Ⅰ 本制度導入の経緯 

 

政府は、2001年３月27日に閣議決定された「行政機関による法令適用事前確認手

続の導入について」において、「平成13年度から、ＩＴ・金融等新規産業や新商品・

サービスの創出が活発に行われる分野について、民間企業等がある行為を行うに際

し、法令に抵触するかどうかについての予見可能性を高めるため、当該行為につい

て特定の法令の規定との関係を事前に照会できるようにするとともに、行政の公正

性を確保し、透明性の向上を図るため、当該照会内容と行政機関の回答を公表する」

こととした。 

金融庁では、当該閣議決定を受けて、「金融庁における法令適用事前確認手続に

関する細則」を策定し、2001年７月16日より、金融庁の所管する法令について、「法

令適用事前確認手続」制度（ノーアクションレター制度）の運用を開始し、その後、

数度に渡る細則の改正を通じて、本制度の改善を図っている。 

本制度は、民間企業等が、実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に

関して、金融庁所管法令の適用対象となるかどうかを、あらかじめ確認できる制度

である。民間企業等は照会案件に係る法令を所管する担当課室長に対して書面で照

会し、照会を受けた担当課室の長は原則30日以内に書面で回答することとなってい

る。 

 

Ⅱ 回答実績 

 

金融庁では、2018事務年度において、対象となる照会に対して１件の回答を行っ

ており、制度導入からの回答の累計は64件となっている。 

 

 Ⅲ 利用上の留意点 

 

本制度に基づく照会に対する金融庁の回答は、照会書に記載された事実を所与の

前提として、対象法令との関係のみについて、照会された時点における見解を示す

ものである。 

したがって、前提事実が異なる場合や、関係法令が変更されるような場合には、

異なる見解が示される場合もありうるし、また、当然のことながら、当該回答が、

捜査機関の判断や司法判断を拘束するものではない。 
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第15章 一般的な法令解釈に係る書面照会手続 

 

Ⅰ 本照会手続導入の経緯 

 

金融庁では、金融改革プログラムにおいて、金融行政の透明性・予測可能性の向上

に関する取組みの一つとして、「外部からの照会に対する一般的な法令解釈について

の考え方の公表」を掲げ、ノーアクションレター制度（法令適用事前確認手続）を補

完するものとして、2005年３月31日に、各業態の事務ガイドライン及び監督指針を改

正して、金融庁が法令解釈等に係る一般的な照会を受けた場合において、書面による

回答を行い、照会及び回答内容を公表する際の手続等を明確化し、同年４月１日より

運用を開始した。 

本手続きは、金融庁所管法令の直接の適用を受ける事業者等が、金融庁所管法令に

係る一般的な法令解釈について照会できる制度である。事業者等は法令を所管する担

当課室長に対して書面で照会し、照会を受けた担当課室長は原則２ヶ月以内に書面で

回答することとなっている。 

 

Ⅱ 回答実績 

 

制度導入からの累計は６件（2018事務年度における照会は０件）。 

 

Ⅲ 利用上の留意点 

 

１．ノーアクションレター制度との関係 

ノーアクションレター制度の利用が可能な個別具体的な事案に関する照会につい

ては、本照会手続の対象としていない。 

 

２．回答の効力 

本照会手続に基づく回答は、あくまでも照会時点における照会対象法令に関する

一般的な解釈を示すものであり、個別事案に関する法令適用の有無を回答するもの

ではない。また、もとより、捜査機関の判断や司法判断を拘束しうるものではない。 
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第16章 疑わしい取引の届出制度 

 

Ⅰ 疑わしい取引の届出制度 

 

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下「犯罪収益移転防止法」という。）

の規定により、金融機関等は、顧客から収受した財産が犯罪収益若しくは、テロ資金

である疑いがある場合又は顧客がその取引でマネー・ローンダリングを行っているの

ではないかと疑われる場合には、速やかに行政庁に届出を行わなければならない義務

が課されている。 

疑わしい取引に関する情報は、主務大臣を通じて国家公安委員会に集約されたのち、

整理・分析が行われ、犯罪捜査等に資すると判断された情報については捜査機関等に

提供されている。 

このような仕組みは「疑わしい取引の届出制度」と呼ばれており、マネー・ローン

ダリング対策の柱として、我が国のみならず諸外国でも同種の制度が設けられている。

（別紙１～２参照） 

 

Ⅱ 疑わしい取引の届出に関する概況 

 

１．届出の状況  

2018年１月から12月までの１年間に、金融機関等から417,465件（前年比17,422

件増）※の疑わしい取引の届出が行われた。 

※「平成 30 年 警察庁 犯罪収益移転防止対策室 犯罪収益移転防止に関する年次報

告書」より 

 

２．研修会の開催 

警察庁との共催により、2018年10月から11月にかけて、各財務（支）局等にお

いて、金融機関等の疑わしい取引の届出担当者を対象に、疑わしい取引の届出制度

についての理解を深めるため研修会を開催した。 

 

   ３．疑わしい取引の参考事例の改訂 

     当庁では、金融機関等が届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する

可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型を例示した参考事例を公

表している。 

2019年４月、国家公安委員会が公表する犯罪収益移転危険度調査書がリスクの特

定・評価を行った仮想通貨交換業者が取扱う仮想通貨取引や国際テロリスト等に係

る取引事例、ＩＰアドレスを用いた取引事例、及びＦＡＴＦ発出の報告書やガイダ

ンス等に沿った事案に係る取引事例を追加するなど、金融機関の取引手法の変更に

合わせて、所要の改訂を行った。 
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４．疑わしい取引の届出等の徹底の要請 

ＦＡＴＦ声明の公表など様々な機会を捉え、関係省庁と連携のうえ、金融機関等

に対し、犯罪収益移転防止法に基づく顧客等の取引時確認義務、疑わしい取引の届

出義務の履行を徹底するよう繰り返し要請を行っている。 
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別紙１

届出情報の

届出情報の通知 提供

（ Ｆ Ｉ Ｕ ）

【届出情報の集約・整理・分析】
監督上の措置に

関する意見陳述

公認会計士
郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者 税 理 士

（疑わしい取引の

電話転送サービス事業者 届出義務の対象外）

疑　わ　し　い　取　引　の　届　出

特　定　事　業　者

金融機関等、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者 弁 護 士
司法書士

宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者 行政書士

暴力団等犯罪組織

　
情
報
交
換

没
収
・
追
徴
.

犯
罪
収
益
等
の

　
犯
則
事
件
の
調
査

　
刑
事
事
件
の
捜
査

疑わしい取引の届出制度の概念図

所
管
行
政
庁

捜
査
機
関
等

国家公安委員会・警察庁

ＦＩＵ：Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Intelligence Unit
（資金情報機関）

是
正
命
令
等
の
監
督
上
の
措
置

外国の機関（ＦＩＵ）

疑
わ
し
い
取
引
の
届
出
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平成 31 年４月１日更新 

金融庁 

 

疑わしい取引の参考事例 

 
 預金取扱い金融機関 

 保険会社 

 金融商品取引業者 

 仮想通貨交換業者 

※ 預金取扱い金融機関、保険会社、金融商品取引業者、仮想通貨交換業者以外の特定事業

者（「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第２条第２項第１号から第３5 号（第３2

号を除く）までに掲げる特定事業者）においては、預金取扱い金融機関、保険会社、金融商

品取引業者又は仮想通貨交換業者の参考事例に準じた取扱いをするものとする。 

 

疑わしい取引の参考事例（預金取扱い金融機関） 

（全般的な注意） 

以下の事例は、金融機関等が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第８条に規定する疑

わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特

に注意を払うべき取引の類型を例示したものであり、個別具体的な取引が疑わしい取引に該当す

るか否かについては、金融機関等において、顧客の属性、取引時の状況その他保有している当該

取引に係る具体的な情報を最新の内容に保ちながら総合的に勘案して判断する必要がある。 

したがって、これらの事例は、金融機関等が日常の取引の過程で疑わしい取引を発見又は抽出

する際の参考となるものであるが、これらの事例に形式的に合致するものがすべて疑わしい取引

に該当するものではない一方、これに該当しない取引であっても、金融機関等が疑わしい取引に

該当すると判断したものは届出の対象となることに注意を要する。 

第１ 現金の使用形態に着目した事例 

(1) 多額の現金（外貨を含む。以下同じ。）又は小切手により、入出金（有価証券の売買、送金

及び両替を含む。以下同じ。）を行う取引。特に、顧客の収入、資産等に見合わない高額な

（別紙 2） 
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取引、送金や自己宛小切手によるのが相当と認められる場合にもかかわらず敢えて現金によ

る入出金を行う取引。 

(2) 短期間のうちに頻繁に行われる取引で、現金又は小切手による入出金の総額が多額である場

合。敷居値を若干下回る取引が認められる場合も同様とする。 

(3) 多量の少額通貨（外貨を含む。）により入金又は両替を行う取引。 

(4) 夜間金庫への多額の現金の預入れ又は急激な利用額の増加に係る取引。 

第２ 真の口座保有者を隠匿している可能性に着目した事例 

(1) 架空名義口座又は借名口座であるとの疑いが生じた口座を使用した入出金。 

(2) 口座名義人である法人の実体がないとの疑いが生じた口座を使用した入出金。 

(3) 住所と異なる連絡先にキャッシュカード等の送付を希望する顧客又は通知を不要とする顧

客に係る口座を使用した入出金。 

(4) 多数の口座を保有していることが判明した顧客に係る口座を使用した入出金。屋号付名義等

を利用して異なる名義で多数の口座を保有している顧客の場合を含む。 

(5) 当該支店で取引をすることについて明らかな理由がない顧客に係る口座を使用した入出金。 

(6) 名義・住所共に異なる顧客による取引にもかかわらず、同一の IP アドレスからアクセスさ

れている取引。 

(7) 国内居住の顧客であるにもかかわらず、ログイン時の IP アドレスが国外であることや、ブ

ラウザ言語が外国語であることに合理性が認められない取引。 

(8) IP アドレスの追跡を困難にした取引。 

(9) 取引時確認で取得した住所と操作している電子計算機の IP アドレス等とが異なる口座開設

取引。 

(10) 同一の携帯電話番号が複数の口座・顧客の連絡先として登録されている場合。 
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第３ 口座の利用形態に着目した事例 

(1) 口座開設後、短期間で多額又は頻繁な入出金が行われ、その後、解約又は取引が休止した口

座に係る取引。 

(2) 多額の入出金が頻繁に行われる口座に係る取引。 

(3) 口座から現金で払戻しをし、直後に払い戻した現金を送金する取引（伝票の処理上現金扱い

とする場合も含む。）。特に、払い戻した口座の名義と異なる名義を送金依頼人として送金

を行う場合。 

(4) 多数の者に頻繁に送金を行う口座に係る取引。特に、送金を行う直前に多額の入金が行われ

る場合。 

(5) 多数の者から頻繁に送金を受ける口座に係る取引。特に、送金を受けた直後に当該口座から

多額の送金又は出金を行う場合。 

(6) 匿名又は架空名義と思われる名義での送金を受ける口座に係る取引。 

(7) 通常は資金の動きがないにもかかわらず、突如多額の入出金が行われる口座に係る取引。 

(8) 経済合理性から見て異常な取引。例えば、預入れ額が多額であるにもかかわらず、合理的な

理由もなく、利回りの高い商品を拒む場合。 

(9) 口座開設時に確認した取引を行う目的、職業又は事業の内容等に照らし、不自然な態様・頻

度で行われる取引。 

(10) 異なる名義の複数の口座からの入出金が、同一の時間帯又は同一の現金自動支払機を用い

て頻繁に行われるなどの第三者による口座の管理等が疑われる取引。 

(11) 口座開設時に確認した事業規模等と照らし、給与振込額等が不自然な取引。 

第４ 債券等の売買の形態に着目した事例 

(1) 大量の債券等を持ち込み、現金受渡しを条件とする売却取引。 

(2) 第三者振出しの小切手又は第三者からの送金により債券等の売買の決済が行われた取引。 
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(3) 現金又は小切手による多額の債券の買付けにおいて、合理的な理由もなく、保護預り制度を

利用せず、本券受渡しを求める顧客に係る取引。 

第５ 保護預り・貸金庫に着目した事例 

(1) 保護預り及び信託取引の真の取引者を隠匿している可能性に着目した事例については、「第

２ 真の口座保有者を隠匿している可能性に着目した事例」に準じる。 

(2) 貸金庫の真の利用者を隠匿している可能性に着目した事例については、「第２ 真の口座保

有者を隠匿している可能性に着目した事例」に準じる。 

(3) 頻繁な貸金庫の利用。 

第６ 外国との取引に着目した事例 

(1) 他国（本邦内非居住者を含む。以下同じ。）への送金にあたり、虚偽の疑いがある情報又は

不明瞭な情報を提供する顧客に係る取引。特に、送金先、送金目的、送金原資等について合

理的な理由があると認められない情報を提供する顧客に係る取引。 

(2) 短期間のうちに頻繁に行われる他国への送金で、送金総額が多額にわたる取引。 

(3) 経済合理性のない目的のために他国へ多額の送金を行う取引。 

(4) 経済合理性のない多額の送金を他国から受ける取引。 

(5) 多額の旅行小切手又は送金小切手（外貨建てを含む。）を頻繁に作成又は使用する取引。 

(6) 多額の信用状の発行に係る取引。特に、輸出（生産）国、輸入数量、輸入価格等について合

理的な理由があると認められない情報を提供する顧客に係る取引。 

(7) 資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置

く顧客が行う取引。 

(8) 資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置

く者（法人を含む。）との間で顧客が行う取引。 

(9) 資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置

く者（法人を含む。）から紹介された顧客に係る取引。 
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(10) 輸出先の国の技術水準に適合しない製品の輸出が疑われる取引。 

(11) 貿易書類や取引電文上の氏名、法人名、住所、最終目的地等情報が矛盾した取引。 

(12) 小規模な会社が、事業内容等に照らし、不自然な技術的専門性の高い製品等を輸出する取

引。 

(13) 貿易書類上の商品名等の記載内容が具体的でない取引。 

(14) 人身取引リスクの高い国・地域に対し、親族と思われる者へ繰り返し少額の送金を行って

いる取引。 

第７ 融資及びその返済に着目した事例 

(1) 延滞していた融資の返済を予定外に行う取引。 

(2) 融資対象先である顧客以外の第三者が保有する資産を担保とする融資の申込み。 

第８ その他の事例 

(1) 公務員や会社員がその収入に見合わない高額な取引を行う場合。 

(2) 複数人で同時に来店し、別々の店頭窓口担当者に多額の現金取引や外国為替取引を依頼する

一見の顧客に係る取引。 

(3) 取引時確認が完了する前に行われたにもかかわらず、顧客が非協力的で取引時確認が完了で

きない取引。例えば、後日提出されることになっていた取引時確認に係る書類が提出されな

い場合。代理人が非協力的な場合も同様とする。 

(4) 顧客が自己のために活動しているか否かにつき疑いがあるため、実質的支配者その他の真の

受益者の確認を求めたにもかかわらず、その説明や資料提出を拒む顧客に係る取引。代理人

によって行われる取引であって、本人以外の者が利益を受けている疑いが生じた場合も同様

とする。 

(5) 法人である顧客の実質的支配者その他の真の受益者が犯罪収益に関係している可能性があ

る取引。例えば、実質的支配者である法人の実体がないとの疑いが生じた場合。 
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(6) 自行職員又はその関係者によって行われる取引であって、当該取引により利益を受ける者が

不明な取引。 

(7) 自行職員が組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第 10 条（犯罪収益等隠

匿）又は第 11 条（犯罪収益等収受）の罪を犯している疑いがあると認められる取引。 

(8) 偽造通貨、偽造証券、盗難通貨又は盗難証券により入金が行われた取引で、当該取引の相手

方が、当該通貨又は証券が偽造され、又は盗まれたものであることを知っている疑いがある

と認められる場合。 

(9) 取引の秘密を不自然に強調する顧客及び届出を行わないように依頼、強要、買収等を図った

顧客に係る取引。 

(10) 暴力団員、暴力団関係者等に係る取引。 

(11) 職員の知識、経験等から見て、不自然な態様の取引又は不自然な態度、動向等が認められ

る顧客に係る取引。 

(12) 資金の源泉や最終的な使途について合理的な理由があると認められない非営利団体との取

引。 

(13) 口座開設時に確認した非営利団体の活動内容等と合理的な関係が認められない国・地域又

は第三者への送金取引。 

(14) 送金先、送金目的等について合理的な理由があると認めらない外国 PEP との取引。 

(15) 財産や取引の原資について合理的な理由があると認められない外国 PEP との取引。 

(16) 腐敗度が高いとされている国・地域の外国 PEP との取引。 

(17) 国連腐敗防止条約や OECD 外国公務員贈賄防止条約等の腐敗防止に係る国際条約に署名・

批准していない国・地域又は腐敗防止に係る国際条約に基づく活動に非協力的な国・地域に

拠点を置く外国 PEP との取引。 

(18) 技能実習生等外国人の取引を含め、代理人が本人の同意を得ずに給与受取目的の口座開設

取引を行っている疑いが認められる場合。 

(19) 公的機関など外部から、犯罪収益に関係している可能性があるとして照会や通報があった

取引。 
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疑わしい取引の参考事例（保険会社） 

（全般的な注意） 

以下の事例は、金融機関等が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第８条に規定する疑

わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特

に注意を払うべき取引の類型を例示したものであり、個別具体的な取引が疑わしい取引に該当す

るか否かについては、金融機関等において、顧客の属性、取引時の状況その他保有している当該

取引に係る具体的な情報を最新の内容に保ちながら総合的に勘案して判断する必要がある。 

したがって、これらの事例は、金融機関等が日常の取引の過程で疑わしい取引を発見又は抽出

する際の参考となるものであるが、これらの事例に形式的に合致するものがすべて疑わしい取引

に該当するものではない一方、これに該当しない取引であっても、金融機関等が疑わしい取引に

該当すると判断したものは届出の対象となることに注意を要する。 

第１ 現金の使用形態に着目した事例 

(1) 多額の現金（外貨を含む。以下同じ。）又は小切手により、保険料を支払う契約者に係る取

引。特に、契約者の収入、資産等に見合わない高額の保険料を支払う場合。 

(2) 多額の保険金支払い又は保険料払戻しであるにもかかわらず、現金又は小切手による支払い

を求める顧客に係る取引。 

(3) 短期間のうちに行われる複数の保険契約に対する保険料支払いで、現金又は小切手による支

払い総額が多額である場合。敷居値を若干下回る取引が認められる場合も同様とする。 

(4) 多量の少額通貨（外貨を含む。）により保険料が支払われる取引。 

第２ 真の契約者を隠匿している可能性に着目した事例 

(1) 架空名義又は借名で締結したとの疑いが生じた保険契約に係る取引。 
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(2) 契約者である法人の実体がないとの疑いが生じた保険契約に係る取引。 

(3) 住所と異なる連絡先に保険証券等の証書類の送付を希望する契約者に係る取引。 

(4) 多数の保険契約を締結していることが判明した契約者に係る取引。 

(5) 多額の保険料支払いを内容とする保険契約を締結しようとする申込者に係る取引。特に、保

険料の支払方法が年払い又は一時払いの場合。 

(6) 当該支店に保険契約の申込みをする明らかな理由がない顧客に係る取引。 

(7) 名義・住所共に異なる契約者による取引にもかかわらず、同一の IP アドレスからアクセス

されている取引。 

(8) 国内居住の契約者であるにもかかわらず、ログイン時の IP アドレスが国外であることや、

ブラウザ言語が外国語であることに合理性が認められない取引。 

(9) IP アドレスの追跡を困難にした取引。 

(10) 取引時確認で取得した住所と操作している電子計算機の IP アドレス等とが異なる契約の

申込み。 

(11) 同一の携帯電話番号が複数の契約者の連絡先として登録されている場合。 

第３ 契約締結後の事情に着目した事例 

(1) 経済合理性から見て異常な取引。例えば、不自然に早期の解約が行われる場合。 

(2) 突然、保険料の支払方法を少額の月払いから年払い又は一時払いへ変更した契約者に係る取

引。 

(3) 突然、多額の保険料の支払いが必要となる高額保険へ変更した契約者に係る取引。 

(4) 契約締結時に確認した取引を行う目的、職業又は事業の内容等に照らし、不自然な態様・頻

度で行われる取引。 

第４ 債券等の売買に着目した事例 
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(1) 大量の債券等を持ち込み、現金受渡しを条件とする売却取引。 

(2) 第三者振出しの小切手又は第三者からの送金により債券等の売買の決済が行われた取引。 

第５ 外国との取引に着目した事例 

(1) 資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域において、

保険金の受取りを希望する保険金受取人又は解約返戻金の受取りを希望する契約者に係る取

引。 

(2) 資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置

く契約者に係る取引。 

(3) 資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置

く者（法人を含む。）から紹介された契約者に係る取引。 

第６ 融資に係る事例 

(1) 延滞していた融資の返済を予定外に行う取引。 

(2) 融資の相手方である顧客以外の第三者が保有する資産を担保とする融資の申込み。 

第７ その他の取引に係る事例 

(1) 公務員や会社員がその収入に見合わない高額な保険料の支払いを行う場合。 

(2) 企業や団体を契約者とする場合で、不自然に高額な保険料を払い込む又は早期の解約が行わ

れる、個々の被保険者の加入意思の確認が困難な保険契約。 

(3) 取引時確認が完了する前に行われたにもかかわらず、顧客が非協力的で取引時確認が完了で

きない取引。例えば、後日提出されることになっていた取引時確認に係る書類が提出されな

い場合。代理人が非協力的な場合も同様とする。 

(4) 契約者が自己のために活動しているか否かにつき疑いがあるため、実質的支配者その他の真

の受益者の確認を求めたにもかかわらず、その説明や資料提出を拒む契約者に係る取引。代

理人によって行われる取引であって、本人以外の者が利益を受けている疑いが生じた場合も

同様とする。 
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(5) 法人である顧客の実質的支配者その他の真の受益者が犯罪収益に関係している可能性があ

る取引。例えば、実質的支配者である法人の実体がないとの疑いが生じた場合。 

(6) 自社職員又はその関係者によって行われる取引であって、当該取引により利益を受ける者が

不明な取引。 

(7) 自社職員が組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第 10 条（犯罪収益等隠

匿）又は第 11 条（犯罪収益等収受）の罪を犯している疑いがあると認められる取引。 

(8) 偽造通貨、偽造証券、盗難通貨又は盗難証券により入金が行われた取引で、当該取引の相手

方が、当該通貨又は証券が偽造され、又は盗まれたものであることを知っている疑いがある

と認められる場合。 

(9) 取引の秘密を不自然に強調する顧客及び届出を行わないように依頼、強要、買収等を図った

顧客に係る取引。 

(10) 暴力団員、暴力団関係者等に係る取引。 

(11) 職員の知識、経験等から見て、不自然な態様の取引又は不自然な態度、動向等が認められ

る契約者に係る取引。 

(12) 資金の源泉や最終的な使途について合理的な理由があると認められない非営利団体との取

引。 

(13) 契約締結時に確認した非営利団体の活動内容等と合理的な関係が認められない国・地域又

は第三者に係る取引。 

(14) 取引を行う目的等について合理的な理由があると認めらない外国 PEP との取引。 

(15) 財産や取引の原資について合理的な理由があると認められない外国 PEP との取引。 

(16) 腐敗度が高いとされている国・地域の外国 PEP との取引。 

(17) 国連腐敗防止条約や OECD 外国公務員贈賄防止条約等の腐敗防止に係る国際条約に署名・

批准していない国・地域又は腐敗防止に係る国際条約に基づく活動に非協力的な国・地域に

拠点を置く外国 PEP との取引。 

(18) 公的機関など外部から、犯罪収益に関係している可能性があるとして照会や通報があった

取引。 
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疑わしい取引の参考事例（金融商品取引業者） 

（全般的な注意） 

以下の事例は、金融機関等が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第８条に規定する疑

わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特

に注意を払うべき取引の類型を例示したものであり、個別具体的な取引が疑わしい取引に該当す

るか否かについては、金融機関等において、顧客の属性、取引時の状況その他保有している当該

取引に係る具体的な情報を最新の内容に保ちながら総合的に勘案して判断する必要がある。 

したがって、これらの事例は、金融機関等が日常の取引の過程で疑わしい取引を発見又は抽出

する際の参考となるものであるが、これらの事例に形式的に合致するものがすべて疑わしい取引

に該当するものではない一方、これに該当しない取引であっても、金融機関等が疑わしい取引に

該当すると判断したものは届出の対象となることに注意を要する。 

第１ 現金の使用形態に着目した事例 

(1) 多額の現金（外貨を含む。以下同じ。）又は小切手により、株式、債券、投資信託等への投

資を行う取引。特に、顧客の収入、資産等に見合わない高額な取引。 

(2) 短期間のうちに頻繁に行われる株式、債券、投資信託等への投資で、現金又は小切手による

取引総額が多額である場合。敷居値を若干下回る取引が認められる場合も同様とする。 

(3) 多量の小額通貨（外貨を含む。）により、株式、債券、投資信託等への投資を行う取引。 

第２ 真の取引者を隠匿している可能性に着目した事例 

(1) 架空名義口座又は借名口座であるとの疑いが生じた口座を使用した株式、債券の売買、投資

信託等への投資。 

(2) 口座名義人である法人の実体がないとの疑いが生じた口座を使用した株式、債券の売買、投

資信託等への投資。 
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(3) 住所と異なる連絡先に取引報告書等の証書類の送付を希望する顧客に係る口座を使用した

株式、債券の売買、投資信託等への投資。 

(4) 多数の口座を保有していることが判明した顧客に係る口座を使用した株式、債券の売買、投

資信託等への投資。 

(5) 当該支店で取引をすることについて明らかな理由がない顧客に係る口座を使用した株式、債

券の売買、投資信託等への投資。 

(6) 名義・住所共に異なる顧客による取引にもかかわらず、同一の IP アドレスからアクセスさ

れている取引 

(7) 国内居住の顧客であるにもかかわらず、ログイン時の IP アドレスが国外であることや、ブ

ラウザ言語が外国語であることに合理性が認められない取引。 

(8) IP アドレスの追跡を困難にした取引。 

(9) 取引時確認で取得した住所と操作している電子計算機の IP アドレス等とが異なる口座開設

取引 

(10) 同一の携帯電話番号が複数の口座・顧客の連絡先として登録されている場合。 

第３ 投資の形態に着目した事例 

(1) 通常は取引がないにもかかわらず、突如多額の投資が行われる口座に係る取引。 

(2) 他の証券会社等からの合理的理由のない大量の自己名義、他人名義の株式の入庫（移管）に

係る取引。 

(3) 他の証券会社等から合理的理由なく頻繁に株式を入庫（移管）し、売却・出庫（移管）を繰

り返す取引。 

(4) 第三者振出しの小切手又は第三者からの送金により決済が行われた取引。 

(5) 契約締結時に確認した取引を行う目的、職業又は事業の内容等に照らし、不自然な態様・頻

度で行われる取引。 
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第４ 保護預りに係る事例 

(1) 保護預り契約締結時の状況等に着目した事例については、「第２ 真の取引者を隠匿してい

る可能性に着目した事例」に準じる。 

(2) 多額の株式又は債券の買付け後、合理的な理由もなく、他の証券会社等への移管を行う顧客

に係る取引。 

第５ 外国との取引に着目した事例 

(1) 資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置

く顧客に係る取引。 

(2) 売却代金の振込銀行口座に資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物

の仕出国・地域に拠点を置く銀行口座を指定しようとする顧客に係る取引。 

(3) 資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置

く者（法人含む。）から紹介された顧客に係る取引。 

第６ 有価証券の発行関連業務に着目した事例 

(1) 表面上の経営者とは別に経営に関与している者の存在が疑われる会社による有価証券の発

行。 

(2) 主要株主・役員・常任代理人・大口債権者・主要取引先・アレンジャー等のいずれかに、暴

力団員、暴力団関係者等が関与すると疑われる有価証券の発行。 

(3) 有価証券の発行によって調達しようとする資金の使途と業務との関係が不自然な会社によ

る有価証券の発行。 

(4) 前回の有価証券の発行後に行われた業務内容の変更又は新規事業が、これまでの事業との関

連性が認められないなどの疑義がある会社による有価証券の発行。 

(5) 増資前の発行済み株式数、売上高及び資産規模等に対して大幅な（極端な）増資の規模とな

る有価証券の発行。 

(6) 短期間のうちに繰り返し行われる大規模な額の有価証券の発行。 
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(7) 役員・会計監査人が頻繁に入れ替わる会社又は辞任若しくは解任が不自然な形で行われた会

社による有価証券の発行。 

(8) 資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域を登記先又

は拠点としているファンド等が割当先となっている第三者割当増資等の有価証券の発行。 

(9) 実質的な投資者、引受け原資その他の経済的な実態が不透明なファンド等が割当先となって

いる第三者割当増資等の有価証券の発行。 

(10) 表面上は複数の割当先であるが、実質的には同一であると疑われる者やファンド等が割当

先となっている第三者割当増資等の有価証券の発行。 

(11) 投資事業組合が第三者割当先となっている有価証券について、大量に入庫を行う行為。 

第７ その他の取引に係る事例 

(1) 公務員や会社員がその収入に見合わない高額な取引を行う場合。 

(2) 取引時確認が完了する前に行われたにもかかわらず、顧客が非協力的で取引時確認が完了で

きない取引。例えば、後日提出されることになっていた取引時確認に係る書類が提出されな

い場合。代理人が非協力的な場合も同様とする。 

(3) 顧客が自己のために活動しているか否かにつき疑いがあるため、実質的支配者その他の真の

受益者の確認を求めたにもかかわらず、その説明や資料提出を拒む顧客に係る取引。代理人

によって行われる取引であって、本人以外の者が利益を受けている疑いが生じた場合も同様

とする。 

(4) 法人である顧客の実質的支配者その他の真の受益者が犯罪収益に関係している可能性があ

る取引。例えば、実質的支配者である法人の実体がないとの疑いが生じた場合。 

(5) 自社職員又はその関係者によって行われる取引であって、当該取引により利益を受ける者が

不明な取引。 

(6) 自社職員が組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第 10 条（犯罪収益等隠

匿）又は第 11 条（犯罪収益等収受）の罪を犯している疑いがあると認められる取引。 

(7) 偽造通貨、偽造証券、盗難通貨又は盗難証券により入金が行われた取引で、当該取引の相手

方が、当該通貨又は証券が偽造され、又は盗まれたものであることを知っている疑いがある

と認められる場合。 
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(8) 取引の秘密を不自然に強調する顧客及び届出を行わないように依頼、強要、買収等を図った

顧客に係る取引。 

(9) 暴力団員、暴力団関係者等に係る取引。 

(10) 職員の知識、経験等から見て、不自然な態様の取引又は不自然な態度、動向等が認められ

る顧客に係る取引。 

(11) 資金の源泉や最終的な使途について合理的な理由があると認められない非営利団体との取

引。 

(12) 口座開設時に確認した非営利団体の活動内容等と合理的な関係が認められない国・地域又

は第三者に対する投資。 

(13) 取引を行う目的等について合理的な理由があると認めらない外国 PEP との取引。 

(14) 財産や取引の原資について合理的な理由があると認められない外国 PEP との取引。 

(15) 腐敗度が高いとされている国・地域の外国 PEP との取引。 

(16) 国連腐敗防止条約や OECD 外国公務員贈賄防止条約等の腐敗防止に係る国際条約に署名・

批准していない国・地域又は腐敗防止に係る国際条約に基づく活動に非協力的な国・地域に

拠点を置く外国 PEP との取引。 

(17) 公的機関など外部から、犯罪収益に関係している可能性があるとして照会や通報があった

取引。 

 

疑わしい取引の参考事例（仮想通貨交換業者） 

（全般的な注意） 

以下の事例は、金融機関等が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第８条に規定する疑

わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特

に注意を払うべき取引の類型を例示したものであり、個別具体的な取引が疑わしい取引に該当す
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るか否かについては、金融機関等において、顧客の属性、取引時の状況その他保有している当該

取引に係る具体的な情報を最新の内容に保ちながら総合的に勘案して判断する必要がある。 

したがって、これらの事例は、金融機関等が日常の取引の過程で疑わしい取引を発見又は抽出

する際の参考となるものであるが、これらの事例に形式的に合致するものがすべて疑わしい取引

に該当するものではない一方、これに該当しない取引であっても、金融機関等が疑わしい取引に

該当すると判断したものは届出の対象となることに注意を要する。 

第１ 現金の使用形態に着目した事例 

(1) 多額の現金（外貨を含む。以下同じ。）により、仮想通貨の売買を行う取引。特に、顧客の

収入、資産等に見合わない高額な取引、送金によるのが相当と認められる場合にもかかわら

ず敢えて現金による仮想通貨の売買を行う取引。 

(2) 短期間のうちに頻繁に行われる取引で、現金による仮想通貨の売買の総額が多額である場合。

敷居値を若干下回る取引が認められる場合も同様とする。 

(3) 多量の少額通貨（外貨を含む。）により仮想通貨の購入を行う取引。 

第２ 真の口座保有者を隠匿している可能性に着目した事例 

(1) 架空名義口座又は借名口座であるとの疑いが生じた口座を使用した金銭又は仮想通貨の入

出金、仮想通貨の売買や、他の仮想通貨との交換。 

(2) 口座名義人である法人の実体がないとの疑いが生じた口座を使用した金銭又は仮想通貨の

入出金、仮想通貨の売買や、他の仮想通貨との交換。 

(3) 住所と異なる連絡先に取引関係文書等の送付を希望する顧客又は通知を不要とする顧客に

係る口座を使用した金銭又は仮想通貨の入出金、仮想通貨の売買や、他の仮想通貨との交換。 

(4) 多数の口座を保有していることが判明した顧客に係る口座を使用した金銭又は仮想通貨の

入出金、仮想通貨の売買や、他の仮想通貨との交換。屋号付名義等を利用して異なる名義で

多数の口座を保有している顧客の場合を含む。 

(5) 当該業者との対面での取引や当該仮想通貨自動交換機で取引をすることについて明らかな

理由がない顧客による金銭又は仮想通貨の入出金、仮想通貨の売買や、他の仮想通貨との交

換。 
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(6) 顧客が口座への仮想通貨の入金を行うにあたって、匿名化技術を用いた取引。 

(7) 名義・住所共に異なる顧客による取引にもかかわらず、同一の IP アドレスからアクセスさ

れている取引。 

(8) 国内居住の顧客であるにもかかわらず、ログイン時の IP アドレスが国外であることや、ブ

ラウザ言語が外国語であることに合理性が認められない取引。 

(9) IP アドレスの追跡を困難にした取引。 

(10) 取引時確認で取得した住所と操作している電子計算機の IP アドレス等とが異なる口座開

設取引。 

(11) 同一の携帯電話番号が複数の口座・顧客の連絡先として登録されている場合。 

第３ 口座の利用形態に着目した事例 

(1) 口座開設後、短期間で多額又は頻繁な金銭又は仮想通貨の入出金が行われ、その後、解約又

は取引が休止した口座に係る取引。 

(2) 多額の金銭又は仮想通貨の入出金が頻繁に行われる口座に係る取引。 

(3) 多数のアドレスに頻繁に仮想通貨の送金を行う口座に係る取引。特に、仮想通貨の出金を行

う直前に多額の仮想通貨の入金が行われる場合。 

(4) 多数のアドレスから頻繁に仮想通貨の送金を受ける口座に係る取引。特に、仮想通貨の送金

を受けた直後に当該口座から多額の仮想通貨の出金を行う場合。 

(5) 匿名又は架空名義と思われる名義での金銭又は仮想通貨の送金を受ける口座に係る取引。 

(6) 通常は資金の動きがないにもかかわらず、突如多額の金銭又は仮想通貨の入出金が行われる

口座に係る取引。 

(7) 口座開設時に確認した取引を行う目的、職業又は事業の内容等に照らし、不自然な態様・頻

度で行われる取引。 

第４ 取引の形態に着目した事例 
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(1) 通常は取引がないにもかかわらず、突如多額の仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換が

行われる口座に係る取引。 

(2) 現金受渡しを条件とする、大量の仮想通貨の売却取引。 

(3) 本人が保有していることが疑われるほど大量な仮想通貨に係る取引。 

(4) 短期間のうちに頻繁に行われる、現金受渡しを条件とした仮想通貨の売却取引。 

(5) 金銭の入金又は売却代金の振込銀行口座に第三者名義の銀行口座を指定しようとする顧客

に係る取引。 

第 5 外国との取引に着目した事例 

(1) 資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置

く顧客に係る取引。 

(2) 金銭の入金又は売却代金の振込銀行口座に資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地

域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置く銀行口座を指定しようとする顧客に係る取引。 

(3) 資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置

く者（法人を含む。）から紹介された顧客に係る取引。 

第 6 その他の事例 

(1) 公務員や会社員がその収入に見合わない高額な取引を行う場合。 

(2) 複数人で同時に来店し、一人当たりの仮想通貨の売買金額が取引時確認の対象となる金額

（法定又は自社ルール）をわずかに下回るように分散して行う場合。 

(3) 同一顧客が同一日又は近接する日に数回に分けて同一又は近隣の店舗若しくは仮想通貨自

動交換機に来店し、取引時確認の対象となる金額（法定又は自社ルール）をわずかに下回る

ように分散して行う場合。 

(4) 取引時確認が完了する前に行われたにもかかわらず、顧客が非協力的で取引時確認が完了で

きない取引。例えば、後日提出されることになっていた取引時確認に係る書類が提出されな

い場合。代理人が非協力的な場合も同様とする。 
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(5) 顧客が自己のために活動しているか否かにつき疑いがあるため、実質的支配者その他の真の

受益者の確認を求めたにもかかわらず、その説明や資料提出を拒む顧客に係る取引。代理人

によって行われる取引であって、本人以外の者が利益を受けている疑いが生じた場合も同様

とする。 

(6) 法人である顧客の実質的支配者その他の真の受益者が犯罪収益に関係している可能性があ

る取引。例えば、実質的支配者である法人の実体がないとの疑いが生じた場合。 

(7) 自社職員又はその関係者によって行われる取引であって、当該取引により利益を受ける者が

不明な取引。 

(8) 自社職員が組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第 10 条（犯罪収益等隠

匿）又は第 11 条（犯罪収益等収受）の罪を犯している疑いがあると認められる取引。 

(9) 偽造通貨、盗難通貨又は盗難仮想通貨により入金が行われた取引で、当該取引の相手方が、

当該通貨が偽造され若しくは盗まれた又は当該仮想通貨が盗まれたものであることを知って

いる疑いがあると認められる場合。 

(10) 取引の秘密を不自然に強調する顧客及び届出を行わないように依頼、強要、買収等を図っ

た顧客に係る取引。 

(11) 暴力団員、暴力団関係者等に係る取引。 

(12) 職員の知識、経験等から見て、不自然な態様の取引又は不自然な態度、動向等が認められ

る顧客に係る取引。 

(13) 資金の源泉や最終的な使途について合理的な理由があると認められない非営利団体との取

引。 

(14) 口座開設時に確認した非営利団体の活動内容等と合理的な関係が認められない国・地域又

は第三者に係る取引。 

(15) 取引を行う目的等について合理的な理由があると認めらない外国 PEP との取引。 

(16) 財産や取引の原資について合理的な理由があると認められない外国 PEP との取引。 

(17) 腐敗度が高いとされている国・地域の外国 PEP との取引。 
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(18) 国連腐敗防止条約や OECD 外国公務員贈賄防止条約等の腐敗防止に係る国際条約に署名・

批准していない国・地域又は腐敗防止に係る国際条約に基づく活動に非協力的な国・地域に

拠点を置く外国 PEP との取引。 

(19) 顧客が仮想通貨の入金元又は出金先として用いるアドレスが、ブロックチェーン上におけ

る仮想通貨取引の全部又は一部を匿名化している場合。 

(20) 顧客が仮想通貨の入金元又は出金先として用いるアドレスとの間で頻繁に取引が発生して

いるなど、当該アドレスとの強い関連性が疑われる別のアドレスが、仮想通貨取引の全部又

は一部を匿名化している場合。 

(21) ブロックチェーン上で多数のアドレスから入金を受ける又は多数のアドレスに出金を行う

アドレスを持つ顧客との取引。 

(22) 公的機関など外部から、犯罪収益に関係している可能性があるとして照会や通報があった

取引。 
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第17章 課徴金納付命令 

 

Ⅰ 課徴金制度について 

 

１．経緯等 

証券市場への信頼を害する違法行為又は公認会計士・監査法人による虚偽証明に

対して、行政として適切な対応を行う観点から、規制の実効性確保のための新たな

手段として、平成17年４月（公認会計士法については20年４月）から、行政上の

措置として違反者に対して金銭的負担を課す課徴金制度を導入した。 

 

（注）制度の対象とする違反行為 

（１）金融商品取引法 

① 不公正取引 

（インサイダー取引、相場操縦(仮装・馴合売買、違法な安定操作取引等)、

風説の流布・偽計） 

② 情報伝達・取引推奨行為 

③ 有価証券届出書等の不提出・虚偽記載等（発行開示義務違反） 

④ 有価証券報告書等の不提出・虚偽記載等（継続開示義務違反） 

⑤ 公開買付開始公告の不実施、公開買付届出書等の虚偽記載等 

⑥ 大量保有報告書等の不提出・虚偽記載等 

⑦ プロ向け市場等における特定証券等情報の不提供等、虚偽等及び発行者等

情報の虚偽等 

⑧ 虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為等 

 

（２）公認会計士法 

ア．公認会計士 

① 公認会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽 

錯誤及び脱漏のないものとして証明   

② 公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある 

財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明 

イ．監査法人 

① 監査法人の社員が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚 

偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明   

② 監査法人の社員が、相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏の 

ある財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明 

 

金融庁では、これら課徴金制度の運用を行うための体制整備として、17年４月１

日付で、審判官を発令するとともに、総務企画局総務課に審判手続室を設置した（30

年７月１日付で総合政策局総務課に設置）。 
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２．課徴金納付命令までの手続（別紙１参照） 

 

 Ⅱ 課徴金納付命令等の状況（別紙２参照） 

 

１．課徴金納付命令の実績 

 

（１）金融商品取引法 

事務年度 不公正取引 
開示書類の 

虚偽記載等 
合計 

17事務年度～ 

25事務年度 
210件 88件 298件 

26事務年度   40件 ※ ８件   48件 ※ 

27事務年度 32件 ６件 38件 

28事務年度 47件 ４件 51件 

29事務年度 28件 ３件 31件 

30事務年度 37件 10件 47件 

※ 令和元年６月 14 日付で取消が確定した課徴金納付命令１件（平成 26 年 12 月

26日決定）を含む。 

 

（２）公認会計士法  

事務年度 公認会計士 監査法人 合計 

27事務年度 ０件 １件 １件 

 

 

 

２．審判期日等の実績 

   （１）(株)モルフォ役員による内部者取引（平成28(判)35） 

        29年 ２月27日 開始決定 

30年 ３月28日 第１回審判期日 

30年 ６月 １日 第２回審判期日 

30年 ７月12日 第３回審判期日 

30年12月20日 課徴金納付命令 

 

（２）(株)モルフォ社員による内部者取引（平成28(判)39） 

29年 ２月27日 開始決定 

30年 ６月 １日 第１回審判期日 

30年 ７月12日 第２回審判期日 

30年12月20日 課徴金納付命令 
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（３）(株)モルフォ社員による内部者取引（平成28(判)40） 

29年 ２月27日 開始決定 

30年 ６月 １日 第１回審判期日 

30年 ７月12日 第２回審判期日 

30年12月20日 課徴金納付命令 

 

（４）(株)モルフォ社員による内部者取引（平成28(判)41） 

29年 ２月27日 開始決定 

30年 ６月 １日 第１回審判期日 

30年 ７月12日 第２回審判期日 

30年12月20日 課徴金納付命令 

 

（５）(株)モルフォ社員による内部者取引（平成28(判)42） 

29年 ２月27日 開始決定 

30年 ６月 １日 第１回審判期日 

30年 ７月12日 第２回審判期日 

30年12月20日 課徴金納付命令 

 

（６）(株)モルフォ社員による内部者取引（平成28(判)43） 

29年 ２月27日 開始決定 

30年 ６月 １日 第１回審判期日 

30年 ７月12日 第２回審判期日 

30年12月20日 課徴金納付命令 

 

（７）(株)モルフォ社員による内部者取引（平成28(判)44） 

29年 ２月27日 開始決定 

30年 ６月 １日 第１回審判期日 

30年 ７月12日 第２回審判期日 

30年12月20日 課徴金納付命令 

 

（８）㈱シーズ・ホールディングス役員からの情報受領者による内部者取引（平成 

29(判)16） 

  29年12月11日 開始決定 

  30年11月12日 審判期日 

  31年 ３月25日 課徴金納付命令 

 

（９）㈱スリーエフとの契約締結交渉者の社員からの情報受領者による内部者取引 

（平成30(判)15） 

  30年11月29日 開始決定 
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  31年 １月21日 審判期日 

  31年 ３月25日 課徴金納付命令 

 

   （10）㈱トラスト株式に係る相場操縦（平成30(判)17） 

        30年12月11日 開始決定 

        31年 ２月 １日 審判期日 

                31年 ４月18日 課徴金納付命令 

 

（注）これまでに審判期日が開催され、30事務年度中に審判手続（審判期日）が終

結したもの。 
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別紙１ 

調査から課徴金納付命令までの流れ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）指定職員は、審判手続で違反事実等の存在を主張・立証する者として金融庁長官により職員の中から

指定され、準備書面の提出や証拠の申出等を行います。 
 
 

※ 公認会計士法違反及び金融商品取引法違反の一部については、企業開示課が必要な

調査を行い、証券取引等監視委員会による調査・勧告は行われません（この場合の指

定職員は、金融庁職員から指定されます。）。 

※ 番号は、次の「課徴金制度に係る手続等の流れ」の番号に対応します。 

証券取引等監視委員会 

金融庁長官 

審判官３名の合議体 

(２)勧告 

(４)審判官の指定 

(６)決定案 

(１)調査 

市場課  

企業開示課 

事務局 取引調査課・開示検査課 

(５)審判手続 

  審判期日 

  （準備手続期日） 

審判手続室 

 

被審人 

（代理人） 

(４)指定職員の指定 

(３)審判手続開始決定 

(７)納付命令等決定 

（決定謄本送達） 
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課徴金制度に係る手続等の流れ 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５)審判手続 

 ● 審判手続開始決定書の謄本を被審人に送達（金商法 179 条 3 項、会計士法 34 条の 41 第 3 項） 

  ・審判手続開始決定書には審判の期日及び場所、違反事実、課徴金の額等を記載 
（金商法 179 条 2 項、会計士法 34 条の 41 第 2 項） 

● 被審人による審判手続開始決定に対する答弁書提出（金商法 183 条、会計士法 34 条の 45） 

(７)審判官作成の決定案に基づき金融庁長官が課徴金納付命令等決定 
 （金商法 185 条の 7、会計士法 34 条の 53） 

         

   課徴金納付命令決定       違反事実がない旨の決定    課徴金納付を命じない旨の決定 

※(1)(3)(4)(6)(7)は、内閣総理大臣の権限が金融庁長官に委任されている（金商法 194 条の 7、会計士法 49 条の 4） 

※金商法は金融商品取引法、会計士法は公認会計士法、証券監視委は証券取引等監視委員会の略 

金商法 会計士法 

＜決定の 3類型＞ 

(３)金融庁長官による審判手続開始決定（金商法 178 条、会計士法 34 条の 40） 

(４)金融庁長官による審判官・指定職員の指定 
（金商法 180 条 2 項、3 項、181 条 2 項、会計士法 34 条の 42 第 2 項、3 項、会計士法 34 条の 43 第 2 項） 

(６)審判官による決定案作成、金融庁長官に提出（金商法 185 条の 6、会計士法 34 条の 52） 
 

（決定書謄本を発した日から２か月以内） 

国庫に納付 
（金商法 185 条の 7 第 21 項、会計士法 34 条の 53 第 9 項） 

違反事実及び課徴金の額を認める旨の答弁書 

が提出されないとき 

 

審判期日を

開くことを

要しない。 
 

（金商法 183 条

2 項、会計士法

34 条の 45 第 2

項） 

違反事実及び課徴金の額を認める旨の答弁書 

が提出されたとき 

○ 争点及び証拠の整理を行うため必要があるときは、  

   準備手続期日を開催(非公開) 

（金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令30条、

会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 31 条） 

 

● 審判期日の開催（公開） 

 ・ 被審人の意見陳述 
     （金商法 184 条、会計士法 34 条の 46） 

・ 参考人・被審人に対する審問 
  （金商法 185 条、185 条の 2、会計士法 34 条の 47、34 条の 48） 

・ 被審人による証拠書類又は証拠物の提出 

 （金商法 185 条の 3、会計士法 34 条の 49） 

○課徴金納付命令決定の取消しの訴えを提起する場合は、決定の効力が生じた日から３０日 

以内に裁判所に提起しなければならない（金商法 185 条の 18、会計士法 34 条の 63） 

(１)金融庁長官による調査 
（会計士法 32 条 2 項、3 項） 

(２)証券監視委から内閣総理大臣及び 

金融庁長官に対して勧告（金融庁設置法 20 条） 

(１)証券監視委による調査 
（金商法 26 条、１７７条） 
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別紙２

№ 事　　件　　名 違反行為の態様 被　審　人 勧告・開始決定 課徴金納付命令 課徴金額

1
長期国債先物に係る相場操縦

（平成30年度第8号）

長期国債先物につき、市場デリバティブ
取引を誘引する目的をもって、同取引が
繁盛であると誤解させ、かつ、市場にお
ける本件国債先物の相場を変動させるべ
き一連の市場デリバティブ取引及び申込
みをした。

三菱ＵＦＪモルガン・
スタンレー証券㈱

平成30年6月29日
（勧告）

平成30年7月2日
（開始決定）

平成30年7月30日 2億1837万円

2
㈱ユアテックの役員からの情報受領

者による内部者取引
（平成30年度第5号）

重要事実（㈱ユアテックの剰余金の配当
について、公表されていた直近の予想値
に比較して、同社が新たに算出した予想
値において、投資者の投資判断に及ぼす
影響が重要なものとなる差異が生じたこ
と）について、同社役員から伝達を受け
ながら、当該事実の公表前に、自己の計
算において、同社株式を買い付けた。

個人

平成30年6月19日
（勧告）

平成30年6月20日
（開始決定）

平成30年8月6日 60万円

3

 公開買付者の親会社役員からの情
報受領者による㈱ＵＳＥＮ株式に係

る内部者取引
（平成30年度第6号）

公開買付け等事実（㈱Ｕ－ＮＥＸＴの子
会社の業務執行を決定する機関が、㈱Ｕ
ＳＥＮの株式の公開買付けを行うことに
ついての決定をしたこと）について、㈱
Ｕ－ＮＥＸＴの役員から伝達を受けなが
ら、当該事実の公表前に、自己の計算に
おいて、㈱ＵＳＥＮ株式を買い付けた。

個人

平成30年6月19日
（勧告）

平成30年6月20日
（開始決定）

平成30年8月6日 281万円

4
五洋インテックス㈱による有価証券

報告書の虚偽記載
（平成30年度第7号）

太陽光発電事業に係る商材及びタブレッ
ト端末の架空取引により売上を過大に計
上し、重要な事項につき虚偽の記載があ
る有価証券報告書を提出した。

五洋インテックス㈱ 平成30年6月29日 平成30年8月6日 600万円

5
日本金属㈱役員からの情報受領者に

よる内部者取引
（平成30年度第9号）

重要事実（日本金属㈱の業績予想値につ
いて、公表されていた直近の予想値に比
較して、同社が新たに算出した予想値に
おいて、投資者の投資判断に及ぼす影響
が重要なものとなる差異が生じたこと）
について、同社の役員から伝達を受けな
がら、当該事実の公表前に、自己の計算
において、同社株式を買い付けた。

個人

平成30年8月31日
（勧告）

平成30年9月3日
（開始決定）

平成30年10月18日 252万円

6

ポケットカード㈱社員による公開買
付けの実施に関する事実に係る推奨

行為
（平成30年度第10号）

公開買付け等事実（㈱ＧＩＴの業務執行
を決定する機関が、ポケットカード㈱株
式の公開買付けを行うことについての決
定をしたこと）について、職務に関し知
りながら、当該事実の公表前に同社株式
の買付けをさせることにより利益を得さ
せる目的をもって、買付けをすることを
勧めた。

個人

平成30年8月31日
（勧告）

平成30年9月3日
（開始決定）

平成30年10月18日 194万円

7
第一稀元素化学工業株式外６銘柄に

係る特殊見せ玉を用いた偽計
（平成30年度第12号）

第一稀元素化学工業㈱株式ほか６銘柄に
つき、虚偽の発注状況を作出し、第三者
に錯誤を生じさせ、もって、有価証券の
売買のため、偽計を用い、各有価証券の
価格に影響を与えた。

個人

平成30年10月5日
（勧告）

平成30年10月10日
（開始決定）

平成30年11月15日 73万円

8
㈱モルフォ役員による内部者取引

（平成28年度第35号）

重要事実（㈱モルフォの業務執行を決定
する機関が、㈱デンソーとの業務上の提
携を行うことについての決定をしたこ
と）について、職務に関し知りながら、
当該事実の公表前に、自己の計算におい
て、㈱モルフォ株式を買い付けた。

個人

平成29年2月24日
（勧告）

平成29年2月27日
（開始決定）

平成30年12月20日 133万円

9
㈱モルフォ社員による内部者取引

（平成28年度第39号）

重要事実（㈱モルフォの業務執行を決定
する機関が、㈱デンソーとの業務上の提
携を行うことについての決定をしたこ
と）について、職務に関し知りながら、
㈱モルフォ従業員持株会への自らの拠出
金を増額し、当該事実の公表前に、同社
従業員持株会会員と共同してなされた買
付けを通じ、自己の計算において、同社
株式を買い付けた。

個人

平成29年2月24日
（勧告）

平成29年2月27日
（開始決定）

平成30年12月20日 5万円

10
㈱モルフォ社員による内部者取引

（平成28年度第40号）

重要事実（㈱モルフォの業務執行を決定
する機関が、㈱デンソーとの業務上の提
携を行うことについての決定をしたこ
と）について、職務に関し知りながら、
㈱モルフォ従業員持株会への自らの拠出
金を増額し、当該事実の公表前に、同社
従業員持株会会員と共同してなされた買
付けを通じ、自己の計算において、同社
株式を買い付けた。

個人

平成29年2月24日
（勧告）

平成29年2月27日
（開始決定）

平成30年12月20日 9万円

11
㈱モルフォ社員による内部者取引

（平成28年度第41号）

重要事実（㈱モルフォの業務執行を決定
する機関が、㈱デンソーとの業務上の提
携を行うことについての決定をしたこ
と）について、職務に関し知りながら、
㈱モルフォ従業員持株会への自らの拠出
金を増額し、当該事実の公表前に、同社
従業員持株会会員と共同してなされた買
付けを通じ、自己の計算において、同社
株式を買い付けた。

個人

平成29年2月24日
（勧告）

平成29年2月27日
（開始決定）

平成30年12月20日 11万円

課徴金納付命令の実績
（平成30事務年度）
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12
㈱モルフォ社員による内部者取引

（平成28年度第42号）

重要事実（㈱モルフォの業務執行を決定
する機関が、㈱デンソーとの業務上の提
携を行うことについての決定をしたこ
と）について、職務に関し知りながら、
㈱モルフォ従業員持株会への自らの拠出
金を増額し、当該事実の公表前に、同社
従業員持株会会員と共同してなされた買
付けを通じ、自己の計算において、同社
株式を買い付けた。

個人

平成29年2月24日
（勧告）

平成29年2月27日
（開始決定）

平成30年12月20日 4万円

13
㈱モルフォ社員による内部者取引

（平成28年度第43号）

重要事実（㈱モルフォの業務執行を決定
する機関が、㈱デンソーとの業務上の提
携を行うことについての決定をしたこ
と）について、職務に関し知りながら、
㈱モルフォ従業員持株会への自らの拠出
金を増額し、当該事実の公表前に、同社
従業員持株会会員と共同してなされた買
付けを通じ、自己の計算において、同社
株式を買い付けた。

個人

平成29年2月24日
（勧告）

平成29年2月27日
（開始決定）

平成30年12月20日 2万円

14
㈱モルフォ社員による内部者取引

（平成28年度第44号）

重要事実（㈱モルフォの業務執行を決定
する機関が、㈱デンソーとの業務上の提
携を行うことについての決定をしたこ
と）について、職務に関し知りながら、
㈱モルフォ従業員持株会に入会し、当該
事実の公表前に、同社従業員持株会会員
と共同してなされた買付けを通じ、自己
の計算において、同社株式を買い付け
た。

個人

平成29年2月24日
（勧告）

平成29年2月27日
（開始決定）

平成30年12月20日 2万円

15
 ㈱UKCホールディングスに係る有価

証券報告書等の虚偽記載
（平成30年度第13号）

連結子会社における液晶テレビ用パネル
の販売取引において、貸倒引当金の過少
計上を行ったほか、架空取引によるによ
り売上を過大に計上し、重要な事項につ
き虚偽の記載がある有価証券報告書等を
提出した。

㈱UKCホールディング
ス

平成30年10月23日
（勧告）

平成30年10月25日
（開始決定）

平成30年12月20日 1800万円

16
 ㈱省電舎ホールディングスに係る

有価証券報告書等の虚偽記載
（平成30年度第14号）

連結子会社が行った発電施設に係る建設
工事や販売取引等に関して売上の過大計
上等を行ったほか、当社の海外事業にお
ける損失の計上時期の先送りにより費用
を過少に計上し、重要な事項につき虚偽
の記載がある有価証券報告書等を提出
し、重要な事項につき虚偽の記載がある
発行開示書類に基づく募集により有価証
券を取得させた。

㈱省電舎ホールディン
グス

平成30年11月20日
（勧告）

平成30年11月22日
（開始決定）

平成31年1月28日 3442万円

17

 ㈱ノエビアホールディングスとの
契約締結者の役員による重要事実に

係る推奨行為
（平成30年度第16号）

重要事実（㈱ノエビアホールディングス
の業務執行を決定する機関が自己の株式
の取得を行うことについての決定をした
こと等）について、職務に関し知りなが
ら、当該事実の公表前に、同社株式の買
付けをさせることにより利益を得させる
目的をもって、同社株式の買付けをする
ことを勧めた。

個人

平成30年11月27日
（勧告）

平成30年11月29日
（開始決定）

平成31年1月28日 28万円

18
㈱ソフトフロント株式外１銘柄に係

る相場操縦
（平成30年度第18号）

㈱ソフトフロントほか１銘柄の株式につ
き、その売買を誘引する目的をもって、
各株式の売買が繁盛であると誤解させ、
かつ、市場における各株式の相場を変動
させるべき一連の売買及び委託をした。

個人

平成30年12月11日
（勧告）

平成30年12月14日
（開始決定）

平成31年1月28日 79万5000円

19
昭光通商㈱に係る有価証券報告書等

の虚偽記載
（平成30年度第19号）

連結子会社における炭化ケイ素等の架空
取引により、売上の過大計上を行うなど
し、重要な事項につき虚偽の記載がある
有価証券報告書等を提出した。

昭光通商㈱

平成30年12月14日
（勧告）

平成30年12月18日
（開始決定）

平成31年1月28日 2400万円

20
㈱ストリームにおける有価証券届出

書の訂正届出書の提出義務違反
（平成30年度第20号）

有価証券届出書を提出した後、当該有価
証券届出書について届出の効力が生ずる
前に訂正届出書を提出しなければならな
かったにもかかわらず、当該訂正届出書
を提出しないで、新株予約権証券の第三
者割当を行った。

㈱ストリーム

平成30年12月18日
（勧告）

平成30年12月20日
（開始決定）

平成31年1月28日 1391万円

21
トレイダーズホールディングス㈱に
係る有価証券報告書等の虚偽記載

（平成30年度第21号）

関連会社の完全子会社化に伴い生じたの
れんの減損損失の計上を行わなかったこ
と等により、重要な事項につき虚偽の記
載がある有価証券報告書を提出し、重要
な事項につき虚偽の記載がある発行開示
書類に基づく募集により有価証券を取得
させた。

トレイダーズホール
ディングス㈱

平成30年12月18日
（勧告）

平成30年12月20日
（開始決定）

平成31年1月28日 1億3170万円

22

ワイエスフード㈱との契約締結交渉
者の役員から伝達を受けた者による

内部者取引
（平成30年度第22号）

重要事実（ワイエスフード㈱の業務執行
を決定する機関が、㈱餃子計画と業務上
の提携を行うことについての決定をした
こと）について、同社の役員から伝達を
受けながら、当該事実の公表前に、自己
の計算において、ワイエスフード㈱株式
を買い付けた。

法人

平成30年12月21日
（勧告）

平成30年12月27日
（開始決定）

平成31年2月21日 193万円

23
オイシックスドット大地㈱社員によ

る重要事実に係る推奨行為
（平成30年度第23号）

重要事実（オイシックスドット大地㈱の
業務執行を決定する機関が、㈱ＮＴＴド
コモとの業務上の提携を行うことについ
ての決定をしたことほか）について、職
務に関し知りながら、当該事実の公表前
に利益を得させる目的をもって、オイ
シックスドット大地㈱株式の買付けをす
ることを勧めた。

個人

平成30年12月21日
（勧告）

平成30年12月27日
（開始決定）

平成31年2月21日 12万円
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24
夢展望㈱との契約締結者の社員から
伝達を受けた者による内部者取引

（平成30年度第25号）

重要事実（夢展望㈱の決算値について、
全事業年度の実績値に比較して、投資者
の投資判断に及ぼす影響が重要なものと
なる差異が生じたこと）について、同社
との契約締結者の社員から伝達を受けな
がら、当該事実の公表前に、自己の計算
において、同社株式を買い付けた。

個人

平成31年1月11日
（勧告）

平成31年1月17日
（開始決定）

平成31年2月21日 95万円

25
㈱シーズ・ホールディングス役員か
らの情報受領者による内部者取引

（平成29年度第16号）

重要事実（㈱シーズ・ホールディングス
の業務執行を決定する機関が、ジョンソ
ン・エンド・ジョンソンのグループ企業
との業務上の提携を行うことについての
決定をしたこと）について㈱シーズ・
ホールディングスの役員から伝達を受け
ながら、当該事実の公表前に、自己の計
算において、同社株式を買い付けた。

個人

平成29年12月8日
（勧告）

平成29年12月11日
（開始決定）

平成31年3月25日 223万円

26

 ㈱スリーエフとの契約締結交渉者
の社員からの情報受領者による内部

者取引
（平成30年度第15号）

重要事実（㈱スリーエフの業務執行を決
定する機関が、会社の分割を行うことに
ついての決定をしたこと）について、職
務に関し知りながら、当該事実の公表前
に、自己の計算において、同社株式を買
い付けた。

個人

平成30年11月27日
（勧告）

平成30年11月29日
（開始決定）

平成31年3月25日 113万円

27
東邦金属㈱に係る有価証券報告書等

の虚偽記載
（平成30年度第26号）

炭化ケイ素等の架空取引により、売上の
過大計上を行うとともに、貸倒引当金の
計上を適正に行わず、重要な事項につき
虚偽の記載がある有価証券報告書等を提
出した。

東邦金属㈱

平成31年1月18日
（勧告）

平成31年1月22日
（開始決定）

平成31年3月25日 1200万円

28
神栄㈱に係る有価証券報告書等の虚

偽記載
（平成30年度第27号）

連結子会社における服飾雑貨製品等の架
空取引により、売上の過大計上を行うと
ともに、滞留売掛金に対する貸倒引当金
を計上せず、重要な事項につき虚偽の記
載がある有価証券報告書等を提出した。

神栄㈱

平成31年1月22日
（勧告）

平成31年1月24日
（開始決定）

平成31年3月25日 1200万円

29
㈱トラスト株式に係る相場操縦

（平成30年度第17号）

㈱トラストの株式につき、その売買を誘
引する目的をもって、同株式の売買が繁
盛であると誤解させ、かつ、市場におけ
る同株式の相場を変動させるべき一連の
売買をした。

個人

平成30年12月7日
（勧告）

平成30年12月11日
（開始決定）

平成31年4月18日 1300万円

30
 ダイベア㈱株式に係る相場操縦

（平成30年度第24号）

ダイベア㈱の株式につき、その売買を誘
引する目的をもって、同株式の売買が繁
盛であると誤解させ、かつ、市場におけ
る同株式の相場を変動させるべき一連の
売買をした。

個人

平成31年1月11日
（勧告）

平成31年1月17日
（開始決定）

平成31年4月18日 273万円

31
㈱ディー・エル・イーに係る有価証

券報告書等の虚偽記載
（平成30年度第28号）

映像（ＴＶアニメ等）の企画・制作事業
において、売上の過大計上等、不適正な
処理を行い、重要な事項につき虚偽の記
載がある有価証券報告書等を提出し、重
要な事項につき虚偽の記載がある発行開
示書類に基づく募集により有価証券を取
得させた。

㈱ﾃﾞｨｰ・ｴﾙ・ｲｰ

平成31年2月13日
（勧告）

平成31年2月15日
（開始決定）

平成31年4月18日 1億3540万円

32
㈱アサツーディ・ケイ社員からの情

報受領者による内部者取引
（平成30年度第38号）

公開買付け等事実（ＢＣＰＥ Ｍａｄｉｓ
ｏｎ Ｃａｙｍａｎ，Ｌ．Ｐ．の業務執行
を決定する機関が、㈱アサツーディ・ケ
イの株式の公開買付けを行うことについ
ての決定をしたこと）について、同社の
社員から伝達を受けながら、当該事実の
公表前に、自己の計算において、同社株
式の買い付けを行った。

個人

平成31年3月15日
（勧告）

平成31年3月19日
（開始決定）

平成31年4月18日 24万円

33
㈱エストラスト役員からの情報受領

者による内部者取引
（平成30年度第39号）

公開買付け等事実（西部瓦斯㈱の業務執
行を決定する機関が、㈱エストラスト株
式の公開買付けを行うことについての決
定をしたこと）について同社の役員から
伝達を受けながら、当該事実の公表前
に、自己の計算において、同社株式の買
い付けを行った。

個人

平成31年3月15日
（勧告）

平成31年3月19日
（開始決定）

平成31年4月18日 309万円

34
タカタ㈱社員による内部者取引

（平成30年度第29号）

重要事実（タカタ㈱の業務執行を決定す
る機関が、キー・セイフティー・システ
ムズ社に対し事業譲渡を行うことについ
ての決定をしたこと）について、職務に
関し知りながら、当該事実の公表前に、
自己の計算において、タカタ㈱株式を売
り付けた。

個人

平成31年3月1日
（勧告）

平成31年3月19日
（開始決定）

令和元年5月30日 191万円

35
タカタ㈱社員による内部者取引

（平成30年度第30号）

重要事実（タカタ㈱の業務執行を決定す
る機関が、キー・セイフティー・システ
ムズ社に対し事業譲渡を行うことについ
ての決定をしたこと）について、職務に
関し知りながら、当該事実の公表前に、
自己の計算において、タカタ㈱株式を売
り付けた。

個人

平成31年3月1日
（勧告）

平成31年3月19日
（開始決定）

令和元年5月30日 18万円

36
タカタ㈱社員による内部者取引

（平成30年度第31号）

重要事実（タカタ㈱の業務執行を決定す
る機関が、キー・セイフティー・システ
ムズ社に対し事業譲渡を行うことについ
ての決定をしたこと）について、職務に
関し知りながら、当該事実の公表前に、
自己の計算において、タカタ㈱株式を売
り付けた。

個人

平成31年3月1日
（勧告）

平成31年3月19日
（開始決定）

令和元年5月30日 18万円
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№ 事　　件　　名 違反行為の態様 被　審　人 勧告・開始決定 課徴金納付命令 課徴金額

37
タカタ㈱社員による内部者取引

（平成30年度第32号）

重要事実（タカタ㈱の業務執行を決定す
る機関が、キー・セイフティー・システ
ムズ社に対し事業譲渡を行うことについ
ての決定をしたこと）について、職務に
関し知りながら、当該事実の公表前に、
自己の計算において、タカタ㈱株式を売
り付けた。

個人

平成31年3月1日
（勧告）

平成31年3月19日
（開始決定）

令和元年5月30日 110万円

38
タカタ㈱社員による内部者取引

（平成30年度第33号）

重要事実（タカタ㈱の業務執行を決定す
る機関が、キー・セイフティー・システ
ムズ社に対し事業譲渡を行うことについ
ての決定をしたこと）について、職務に
関し知りながら、当該事実の公表前に、
自己の計算において、タカタ㈱株式を売
り付けた。

個人

平成31年3月1日
（勧告）

平成31年3月19日
（開始決定）

令和元年5月30日 142万円

39
タカタ㈱社員による内部者取引

（平成30年度第34号）

重要事実（タカタ㈱の業務執行を決定す
る機関が、キー・セイフティー・システ
ムズ社に対し事業譲渡を行うことについ
ての決定をしたこと）について、職務に
関し知りながら、当該事実の公表前に、
自己の計算において、タカタ㈱株式を売
り付けた。

個人

平成31年3月1日
（勧告）

平成31年3月19日
（開始決定）

令和元年5月30日 15万円

40
タカタ㈱社員による内部者取引

（平成30年度第35号）

重要事実（タカタ㈱の業務執行を決定す
る機関が、民事再生手続開始の申立てを
行うことについての決定をしたこと）に
ついて、職務に関し知りながら、当該事
実の公表前に、自己の計算において、同
社株式を売り付けた。

個人

平成31年3月1日
（勧告）

平成31年3月19日
（開始決定）

令和元年5月30日 156万円

41
タカタ㈱社員による内部者取引

（平成30年度第36号）

重要事実（タカタ㈱の業務執行を決定す
る機関が、民事再生手続開始の申立てを
行うことについての決定をしたこと）に
ついて、職務に関し知りながら、当該事
実の公表前に、自己の計算において、同
社株式を売り付けた。

個人

平成31年3月1日
（勧告）

平成31年3月19日
（開始決定）

令和元年5月30日 47万円

42
タカタ㈱社員による内部者取引

（平成30年度第37号）

重要事実（タカタ㈱の業務執行を決定す
る機関が、民事再生手続開始の申立てを
行うことについての決定をしたこと）に
ついて、職務に関し知りながら、当該事
実の公表前に、自己の計算において、同
社株式を売り付けた。

個人

平成31年3月1日
（勧告）

平成31年3月19日
（開始決定）

令和元年5月30日 76万円

43
㈱リブセンス株式外２銘柄に係る偽

計
（平成31年度第1号）

㈱リブセンスほか２銘柄につき、虚偽の
発注状況を作出し、第三者に錯誤を生じ
させて、第三者に当該虚偽の発注状況を
前提にした投資判断をさせ、もって、有
価証券の売買のため、偽計を用い、各有
価証券の価格に影響を与えた。

個人

平成31年3月29日
（勧告）

平成31年4月3日
（開始決定）

令和元年5月30日 36万円

44
㈱ウィルグループ株式外４銘柄に係

る偽計
（平成31年度第2号）

㈱ウィルグループほか４銘柄につき、虚
偽の発注状況を作出し、第三者に錯誤を
生じさせて、第三者に当該虚偽の発注状
況を前提にした投資判断をさせ、もっ
て、有価証券の売買のため、偽計を用
い、各有価証券の価格に影響を与えた。

個人

平成31年3月29日
（勧告）

平成31年4月3日
（開始決定）

令和元年5月30日 96万円

45
㈱RS Technologiesに係る有価証券

報告書等の虚偽記載
（平成31年度第3号）

多結晶ダイヤモンドパウダーの架空取引
により、売上の過大計上や貸倒引当金の
不計上といった不適正な会計処理を行
い、重要な事項につき虚偽の記載がある
有価証券報告書等を提出した。

㈱RS Technologies

平成31年3月29日
（勧告）

平成31年4月2日
（開始決定）

令和元年5月30日 600万円

46
エルナー㈱株式外２銘柄に係る相場

操縦
（平成31年度第4号）

エルナー㈱ほか２銘柄の株式につき、そ
の売買を誘引する目的をもって、各株式
の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、
市場における各株式の相場を変動させる
べき一連の売買及び委託をした。

個人

平成31年4月5日
（勧告）

平成31年4月9日
（開始決定）

令和元年5月30日 184万5000円

47
長期国債先物に係る相場操縦

（平成31年度第5号）

長期国債先物につき、市場デリバティブ
取引を誘引する目的をもって、同取引が
繁盛であると誤解させ、かつ、市場にお
ける本件国債先物の相場を変動させるべ
き一連の市場デリバティブ取引及び委託
をした。

シティグループ・グ
ローバル・マーケッ

ツ・リミテッド

平成31年3月26日
（勧告）

平成31年4月24日
（開始決定）

令和元年6月6日 1億3337万円
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第18章 金融モニタリングの透明性・実効性の向上等のための方策 

 

第１節 意見申出制度（別紙１～２参照） 

  

 

第２節 外部専門家によるモニタリングの品質に関する評価（別紙３参照） 

 

 

第３節 金融モニタリング情報の収集について 

  

Ⅰ 概要 

 

金融庁及び財務局等では、金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に関し

て、より一層深度あるモニタリングを行う観点から、「金融モニタリング情報収

集窓口」を設置し、預金取扱等金融機関の預金・融資取引や投資信託・保険商品

等の販売時の顧客説明、保険会社等の募集手続きや保険金等支払をはじめ、利用

者からの苦情対応、顧客情報管理、法令遵守等のリスク管理態勢、経営管理等に

関する情報を広く収集している。 

 

Ⅱ 情報の収集状況 

  

     １．収集件数  

      2018事務年度の総収集件数は429件であり、内訳は、預金取扱等金融機関に関

する情報が226件（52.7％）、保険会社等に関する情報が162件（37.8％）、仮想

通貨交換業者や貸金業者等に関する情報が41件（9.6％）であった。 

      なお、2017事務年度の総収集件数は385件であり、内訳は、預金取扱等金融機

関に関する情報が195件、保険会社等に関する情報が156件であった。 

 

２．業態別の主な情報 

（１） 預金取扱等金融機関 

      ① 口座開設時や預金引き出し時の金融機関の対応 

      ② 融資条件の顧客への説明 

      ③ 高齢者へのリスク性商品の販売 

などについて、利用者からの情報をはじめ、関係者からの情報が寄せられた。 

 

（２） 保険会社等 

      ① 生命保険募集人や損害保険代理店による募集 

      ② 保険契約解約申出時の対応 

      ③ 保険金や給付金の支払い事務 

などについて、利用者からの情報をはじめ、関係者からの情報が寄せられた。  
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「意見申出制度」について 

目的と趣旨 

 

金融庁では、金融検査の質的水準及び判断の適切性の更なる向上を図り、もって金

融検査に対する信頼を確保することを目的として、「意見申出制度」を実施してきま

したが、金融検査をはじめとするモニタリングが、オン・オフ一体となった継続的な

形態に変化していることに対応する観点、本制度の活用の一層の促進を図る観点から、

本制度の対象範囲をオン・オフのモニタリング全般に拡大することとしました。 

  

本制度は、モニタリング担当官と被モニタリング金融機関とが十分な議論を尽くし

た上でも認識が相違した項目がある場合に、被モニタリング金融機関が当該相違項目

について意見を申し出る制度です。 

 

したがって、被モニタリング金融機関は、意見申出を行ったことを理由に、不利益

を受けることはありません。 

 

対象となるモニタリング 

 

金融検査に限らず、金融庁、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の実施する

すべてのモニタリングが対象となります。 

 

対象項目 

 

モニタリングにおける検証項目のうち、十分に議論を尽くした上でも認識が相違し

た項目とし、新たな論点及び主張は対象としません。 

 

意見申出期限 

 

意見相違項目の確認を行った日の翌日を起算日として 14 日以内（期限が土休日に

当たる場合は、その翌営業日）を期限とします。 

 

（注）郵送の場合は、提出期限内の消印日付のあるものを有効とします。 

 

意見申出書の提出方法 

 

モニタリングの際に確認された意見相違項目について、別紙２に事実関係及び自己

の認識を明記し、事実関係等に係る資料のほか、必要に応じ会計監査人等の意見書を

添付し、別紙１により代表者名において総括審議官宛に提出してください。 

なお、モニタリング担当官又は本店所在地を管轄する財務局等経由で提出すること

ができます。 

（別紙１） 
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意見相違項目の審理 

 

意見申出が行われた項目は、モニタリングの検証項目に関する分野から選任した意

見申出審理委員を中心に外部の専門家を交えて審理を行います。 

 

審理結果の通知 

 

申出項目の審理結果は、書面により通知します。 

 

意見申出様式 

 

（別紙１） 意見申出書 （PDF 版）（WORD 版） 

 

（別紙２） モニタリング金融機関と検査官（モニタリング担当官）との認識の相

違点 （ PDF 版）（ WORD 版） 

 

 
 

お問い合わせ先 

金融庁総合政策局リスク分析総括課意見申出係 

Tel 03-3506-6000(代表)(内線 2657、2426) 
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意見申出実績（検査実施日ベース） 

○ 申出機関数                     （2019年６月末現在） 

 銀 行 
協同組織
金融機関 

保険会社 貸金業者 その他 計 

1999～2015 事務年度 22 11 2 5 2 42 

2 0 1 6 事 務 年 度 0 0 0 0 0 0 

2 0 1 7 事 務 年 度 1 0 0 0 0 1 

2 0 1 8 事 務 年 度 0 0 0 0 0 0 

計 23 11 2 5 2 43 

 

 

（別紙２） 
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平成 30 年７月３日 

金融庁 

 

「モニタリングの実施状況等に係るコンサルティング業務」 

報告書の公表について 
 

金融庁では、平成 29 年度金融行政方針において、モニタリングを始めとする検査・

監督業務などの金融行政の質の向上のため、業務改善とガバナンスに通暁した専門家

による外部評価を実施することとしたところです。 

 

これを踏まえ、今般、プロティビティ合同会社に委託し、金融機関等へのヒアリン

グ等を通じたモニタリングに関する評価を実施し、その結果が報告書として取りまと

められました。 

 

金融庁としては、今般実施した外部評価にて寄せられた意見を踏まえ、組織として

品質管理する仕組みの強化、検査・監督に携わる一人ひとりの職員の専門分野におけ

るスキル・知識の高度化、対話力の向上等に取り組み、新しい検査･監督を定着させ、

また、検査･監督の品質の向上につなげていきます。 

 

なお、具体的な取組みの方向性については、パブリックコメントを受けて修正した

検査・監督基本方針の本文中や、検査・監督基本方針のパブリックコメントにおいて

寄せられた意見に対して示した金融庁の考え方（「４．対話における留意事項、創意

工夫の尊重」「８．検査・監督の品質管理」「９．当局の組織・人材・情報インフラ」

等）の中において、今般の評価結果も踏まえて、記載しているところです。 

 

報告書概要については別添１（PDF:134KB）を、報告書については別添２

（PDF:1,206KB）をご覧下さい。 

また、検査・監督基本方針に対する「コメントの概要及びコメントに対する金融庁

の考え方」（PDF:412KB）をご覧下さい。 
 

お問い合わせ先 

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 

検査局総務課 

(内線 2529、2925) 

（別紙３） 
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令和元年６月 28 日 

金融庁 

 

「モニタリングの実施状況等に係るコンサルティング業務」 

報告書等の公表について 
 

金融庁では、検査・監督の考え方と進め方（検査・監督基本方針）等において、モ

ニタリングを始めとする検査・監督等の金融行政の質の向上のため、業務改善とガバ

ナンスに通暁した専門家による外部評価を実施することとしております。 

 

これを踏まえ、今般、プロティビティ合同会社に委託し、金融機関等へのヒアリン

グ等を通じたモニタリングに関する評価を実施し、その結果が報告書として取りまと

められました。 

 

本報告書の提言を踏まえ、金融庁としては、今後、別紙（PDF：63KB）の改善の方

向性を実施し、検査・監督等の金融行政の質の向上に努めてまいります。 

 

 

報告書概要については別添１（PDF:265KB）を、報告書については別添２

（PDF:7,593KB）をご覧下さい。 

 
 

お問い合わせ先 

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 

総合政策局リスク分析総括課 

(内線 2567、2426) 
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第４部 国際関係の動き 

 

第19章 概括 

 

第１節 国際的な議論への貢献 

 

Ｇ20議長国として、金融市場の分断回避、金融技術革新、高齢化と金融包摂を金融セク

ター関連の主要課題（プライオリティ）として設定し、具体的な提案や各国との調整を行

い、関連国際会議の議長を務めるなどした上で、2019年６月の財務大臣・中央銀行総裁会

議（於:福岡）及び首脳会合（サミット）（於:大阪）に成果を提出した。このような国際的

な議論に貢献するための体制整備として、Ｇ20準備室を設立するとともに、金融庁参与に

カルアナ前国際決済銀行（ＢＩＳ）総裁を任命し、有益なアドバイスを得た（2018年８月）。 

また、2019年３月に、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の保険・私的年金委員会の新議長

に、金融庁の参与が就任した。 

 

金融分野におけるＧ20の主な成果 

（金融市場の分断回避） 

○近年、各国間の規制の齟齬や重複が原因となって世界の金融市場が分断されることに対する懸念が高まる
中、金融システムの安定性や金融仲介機能の効率性への負の影響を回避するため、我が国は、Ｇ20議長国と
して、Ｇ20で初めてこの問題を取り上げ、「金融市場の分断回避」をプライオリティの一つとして設定した。 

〇金融庁は、金融安定理事会（ＦＳＢ）市場の分断ワークショップの担当議長及びＩＯＳＣＯクロスボーダー
規制タスクフォース作業部会の共同議長に就任し、議論を主導した。 

〇ＦＳＢにおいて、我が国は、市場分断の拡大を防ぐための実務的なプロセスやアプローチについて議論する
ことを提言。これを受け、報告書1がとりまとめられるとともに、今後、①デリバティブ市場における「意図
せざる分断」について対応を検討、②資本や流動性の囲い込みの問題についてのワークショップを開催（2019
年秋予定）、③規制分断の拡大を抑制するために考えられる国際連携のメカニズムを検討、④規制の影響評
価作業に市場分断の視点を追加することとなった。 

〇ＩＯＳＣＯにおいて、金融庁は、各国規制の重複を避けるという観点からDeference（他国規制への依拠）
に関する評価プロセスの運用改善に焦点を当てることを提言。報告書2においても、本プロセスの明確化・効
率化に関するグッドプラクティスを検討していく等の提案が示された。 

○Ｇ20 財務大臣・中央銀行総裁会議及びＧ20 サミットでは、規制・監督上の協力を通じて金融市場の分断に
対処することが合意されるとともに、こうした作業が歓迎された。 

（金融技術革新） 

○暗号資産について、我が国の知見・経験を活かして国際的な議論を推進し、さらに、暗号資産の基礎となる
分散型技術について、その便益が十分発揮できるような適切なガバナンスのあり方を検討するため、我が国
はＧ20議長国として、暗号資産を含む「金融技術革新」に関わる問題をプライオリティの一つとして設定し
た。 

○暗号資産については、ＦＳＢにおいて、我が国の提案を受け、暗号資産関連当局の一覧が作成された。これ
は、クロスボーダー取引に対応するための国際的な連携に資するものである。また、ＩＯＳＣＯにおいて、
金融庁は作業部会の共同議長として議論を主導し、当局者用の手引書（市中協議文書）が作成された。当文
書は、暗号資産にかかる消費者・投資家保護等に関する初の国際的な成果であり、我が国の資金決済法等の

                         
1FSB Report on Market Fragmentation 

（https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P040619-2.pdf） 
2 Market Fragmentation & Cross-border Regulation 

（https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD629.pdf） 
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一部改正法の内容も盛り込まれている。 

○顧客間で直接の金融取引を可能とする分散型金融技術については、金融システムの安定・規制・ガバナンス
にもたらす影響や、当局が技術者等の広範な関係者との対話を強化する重要性を指摘するＦＳＢの報告書3

がＧ20財務大臣・中央銀行総裁会議及びＧ20サミットにおいて歓迎された。 

○金融庁は、2019年６月、Ｇ20技術革新にかかるハイレベルセミナーを開催し、当局、金融機関、技術者コミ
ュニティ、学界等、様々な分野の専門家による、マルチステークホルダー型アプローチで、技術革新が金融
セクターにもたらす機会とリスクや分散型金融システムのガバナンスについて議論した。 

（高齢化と金融包摂） 

○高齢化は途上国を含め全世界で急速に進展しており、従来の金融サービスでは対応できない新たな課題を
もたらしていることから、我が国は、Ｇ20議長国として「高齢化と金融包摂」をプライオリティの一つと
して設定した。 

○金融庁は、ＧＰＦＩ（金融包摂のためのグローバル・パートナーシップ）の議長に就任し、議論を主導した。 

○ＧＰＦＩにおいて、我が国は、ファイナンシャル・ジェロントロジーや金融リテラシー向上の重要性の指摘
や、つみたてＮＩＳＡの取組みの紹介等を行い、議論に貢献した。ＧＰＦＩは、ＯＥＣＤと共同で、「カスタ
マイズ（高齢者の多様なニーズへの対応）」「デジタルと金融のリテラシーの強化」「生涯のフィナンシャル
プランニングのサポート」等、高齢化と金融包摂に関し世界各国の参考となる８つの優先的な政策課題を提
示した「Ｇ20福岡ポリシー・プライオリティ」を策定した。本文書はＧ20財務大臣・中央銀行総裁会議及び
サミットにおいて承認された。 

○2019年６月には、Ｇ20「高齢化と金融包摂」ハイレベルシンポジウムを開催し、多様な分野の知見を結集し
た。 

 

  

                         
3 Decentralised financial technologies 

（https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P060619.pdf） 
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第２節 国際的な当局間のネットワーク・協力の強化 

 

金融庁は、先進国や新興国等との当局間のネットワーク･協力の強化について、我が国

と相手国双方の経済・金融の発展と安定に資するものであることが重要との考え方に基

づき取り組んできた。この成果が本邦金融機関の進出等の形でも見られるところ。今後

は、これらの協力関係の維持・拡充に加えて、本邦金融機関等との対話を踏まえつつ、

より幅広い国等との協力関係の構築・深化に戦略的に取り組むことが重要である。 

 

Ⅰ 米欧 

 

米欧当局と、金融規制・監督の協力について、精力的に対話を実施した4。 

英国のＥＵ離脱（ブレグジット）については、様々なレベルで欧州・英国当局と

想定されるリスクについて意見交換を行いつつ、英国以外の欧州域内での営業認可

取得等、本邦金融機関が円滑に業務を継続できるよう働きかけた。 

 

Ⅱ 中国 

 

2017事務年度に引き続き、この１年間で日中金融協力は更に大幅に前進した。 

第一に、ハイレベルでの交流が大幅に強化された。具体的には、2018年８月に北

京で開催された第７回日中財務対話（麻生大臣と劉昆財政部長が共同議長）に金融

行政当局が初めて参加し、日中金融協力を強化することに合意した。併せて、銀行

保険監督管理委員会、証券監督管理委員会の両主席とそれぞれ会談し、金融協力に

ついて意見交換を行った （2018年８月）。 

第二に、日中首脳会談の際に金融庁と中国証券監督管理委員会が日中証券市場協

力に合意・署名した（2018年10月）。当該合意に基づく具体的な成果は以下のとおり。 

・ 本邦証券会社の中国市場参入が実現（2019年３月） 

・ 第一回日中証券市場フォーラムを中国・上海で開催（2019年４月） 

・ 日中ＥＴＦ相互上場が実現（2019年６月） 

さらに、我が国の金融協力のプラットフォームとして官民が一堂に会する中国金

                         
4日常的な担当者間の情報共有や多国間のフォーラムでの連携に加え、米国規制に関し、ボルカールールに

ついて域外適用範囲の限定や規定の明確化の改善の要望や、外国銀行規制について支店への流動性規制の

導入の是非についての見解の表明を行うレターを日銀と共同で発出（2018年10月、2019年６月）。店頭

デリバティブ取引については、米国CFTCとの間で、取引執行義務の重複適用を避けるため、日本の規制

に服している電子取引基盤は米国当局への業者登録なしに米国人へのサービスの提供が可能となる枠組み

を整備（2019年７月）。全米保険監督官協会（ＮＡＩＣ）と第10回定期会合を東京で開催（2019年１

月）し、金融分野の我が国のＧ20主要テーマのほか、日米の規制監督動向、保険監督者国際機構（ＩＡＩ

Ｓ）における重要論点等について意見交換を実施。ＥＵとは、非中央清算の店頭デリバティブ取引に関す

る証拠金にかかる日ＥＵの規制を同等と評価することで、当該取引に日ＥＵの規制が重複適用されず、い

ずれかの規制への準拠を許容する枠組みを整備（2019年４月）。日英首脳会談（2019年１月）や日仏首脳

会談（2019年６月）では、金融サービスに関して、我が国のＧ20主要テーマ等について協力することに

合意した。 
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融研究会を立ち上げ、中国金融の最新動向や本邦金融機関の具体的課題等について

議論を行った（2018年10月、2019年１月、６月）。 

 

日中首脳会談における「日中証券市場協力」の署名・合意 

 

 

日中ETFの相互上場の早期実現に向けた日本取引所グループと上海証券取引所による調印式

 
 

Ⅲ アジア新興国等に対する技術協力 

 

金融庁は、アジア新興国等に対する技術協力について、本邦金融機関の進出支援

の観点も踏まえつつ、相手国のニーズに寄り添ったプログラム実施を通じて金融制

度整備や金融当局の能力向上等に取り組んだ。 

特に、ミャンマーにおいては、資本市場の支援について2018年１月に策定された

「資本市場活性化支援計画」の進捗状況及び今後の支援策をまとめた「プログレス

レポート」を策定して緬計画財務副大臣等へ手交（2018年９月）し、これらに基づ

く技術協力等を実施した。また、2018年６月に策定された「保険セクター支援計画」

に基づき、緬保険市場の外資開放も見据えた、支援・協議を行ったほか、緬計画財

務大臣と面会（2019年３月）。こうした機会等を通じ保険会社を含む本邦金融機関の

進出支援等を推進した。 
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ミャンマー資本市場活性化支援計画プログレスレポートの手交 

 

 

また、中長期的な視点に立った当局間交流の強化や、新興国における知日派の育

成を目的として運営している金融連携センター5について、プログラムの改良を続け

ている。2018年度のプログラムでは、講義形式の研修だけでなく、研究員の要望に

沿い、金融庁職員や研究員同士の双方向の意見交換の場を増やした。また、過去に

金融連携センターで受け入れた研究員（卒業生）を再招聘し（ホームカミングプロ

グラム）、プログラムで得た知見の業務への活用状況等について現役生や金融庁職

員に講義を行う等、卒業生と金融庁職員や現役生とのネットワークを強化した。さ

らに、卒業生同士のネットワークを強化するため、ブラジル等の海外でも卒業生の

同窓会を実施した。 

  

                         
5グローバル金融連携センター（GLOPAC）及び前身のAFPAC。新興国当局等の職員を研究員として我

が国に招聘し、各研究員の関心事項に応じた研修プログラムを提供しており、既に100 名超の受入実績

がある。 
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第20章 金融に関する国際的な議論 

 

2008年の秋以降本格化した世界的な金融危機を受け、2008年11月に第１回Ｇ20首脳会

合（サミット）がワシントンで開催された。その後、Ｇ20やＦＳＢをはじめとする国際的

な基準設定主体において、危機の再発防止に向けた規制改革が議論されてきた。金融庁は、

こうした金融に関する国際的な議論に積極的に参画している。 

 国際的な議論の枠組み 

 

  Ｇ20･金融安定理事会（ＦＳＢ）･バーゼル銀行監督委員会（ＢＣＢＳ）のメンバー 

国・機関 Ｇ20 FSB BCBS 国・機関 Ｇ20 FSB BCBS 国・機関 Ｇ20 FSB BCBS 

アジア・オセアニア  アルゼンチン ○ ○ ○  サウジアラビア ○ ○ ○ 

 日本 ⑦ ○ ○ 欧州  南アフリカ ○ ○ ○ 

 中国 ○ ○ ○  英国 ⑦ ○ ○ 基準設定主体 

 韓国 ○ ○ ○  ドイツ ⑦ ○ ○  バーゼル銀行監督委員会（BCBS）  ○ － 

 オーストラリア ○ ○ ○  フランス ⑦ ○ ○  証券監督者国際機構（IOSCO）  ○  

 インドネシア ○ ○ ○  イタリア ⑦ ○ ○  保険監督者国際機構（IAIS）  ○  

 インド ○ ○ ○  ロシア ○ ○ ○  国際会計基準審議会（IASB）  ○  

 トルコ ○ ○ ○  スイス  ○ ○  グローバル金融システム委員会  ○  

 香港  ○ ○  オランダ  ○ ○ 
 BIS 決済・市場インフラ委員会

（CPMI）  ○  

 シンガポール  ○ ○  スペイン  ○ ○ 国際機関 

米州  ベルギー   ○  国際決済銀行（BIS）  ○  

 米国 ⑦ ○ ○  ルクセンブルク   ○  欧州中央銀行（ECB）  ○ ○ 

 カナダ ⑦ ○ ○  スウェーデン   ○  国際通貨基金（IMF）  ○  

 ブラジル ○ ○ ○  欧州委員会（EC） ○ ○   世界銀行（WB）  ○  

 メキシコ ○ ○ ○ 中東・アフリカ  経済協力開発機構（OECD）  ○  

   （※１）Ｇ20メンバーのうち、「⑦」としているのはＧ７メンバー。 

   （※２）証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ）・保険監督者国際機構（ＩＡＩＳ）には、それぞれ、上記のほ

か100以上のメンバーが参加。 

（証券） （保険） （全般）（銀行）

Ｇ20首脳会議（サミット）

［年１回］

バーゼル銀行
監督委員会
（BCBS）

【バーゼル】

親委員会［年３回］の
下に約40の委員会・部会

中銀総裁・
銀行監督当局
長官グループ

（GHOS）
［年１・２回］

証券監督者
国際機構
（IOSCO）

【マドリード】

代表理事会［年３回］の
下に約30の委員会・部会

保険監督者
国際機構
（IAIS）

【バーゼル】

執行委員会［年７回］の
下に約20の委員会・部会

金融安定理事会（FSB）
【バーゼル】

本会合［年３回］の下に約50の委員会・部会

Ｇ20財務大臣・中央銀行総裁会議

［年３回］

マネーロンダ
リングに関する

金融活動作業部会
（FATF）

経済協力開発機構
（OECD）

コーポレート
ガバナンス委員会

金融サービス
利用者保護
国際組織

（FinCoNet）
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第１節 Ｇ20 

 

Ⅰ 沿革 

 

2008年９月のリーマン・ショックに代表される金融危機をきっかけに、危機対応や

規制・監督の改革等を議論するため、Ｇ７を超えた新興国を含む首脳レベルによる会

合として同年 11 月に第１回Ｇ20 首脳会合（ワシントン・サミット）が開催された。

以来、Ｇ20は、国際経済協力に関する「第１のフォーラム」として定例化されている。

近年では、年１回の首脳会合（サミット）と、年数回の財務大臣・中央銀行総裁会議

が開催されており、幅広い政策課題について議論が行われているが、金融規制関係は

引き続き主要議題の１つとされている。 

 

Ⅱ 主な議論 

 

2018年11月にブエノスアイレス（アルゼンチン）で開催されたＧ20サミットにお

いては、金融規制・金融技術革新（暗号資産含む）・金融包摂に関して以下の事項が合

意された。 

 

① 金融規制 

合意された国際基準に基づく、開かれた、強じんな金融システムは、持続可能な

成長を支えるために極めて重要である。我々は、合意された金融規制改革の課題の

完全、適時かつ整合的な実施及び最終化、及びそれらの影響の評価に引き続きコミ

ットしている。我々は、金融システムにおいて生じつつあるリスク及び脆弱性を引

き続き監視し、必要に応じ対処するとともに、継続的な規制・監督上の協力を通じ

て分断に対処する。我々は、強じんなノンバンク金融仲介の実現に関する継続した

進捗に期待する。 

 

② 金融技術革新（暗号資産含む） 

我々は、金融活動作業部会（ＦＡＴＦ）基準に沿ったマネー・ローンダリング及

びテロ資金供与への対策のため、暗号資産を規制し、必要に応じて他の対応を検討

する。 

 

③ 金融包摂 

  我々は、国ごとの事情を考慮しつつ、デジタル金融サービスを促進するための自

発的な政策提言を提供する「Ｇ20 金融包摂の政策ガイド」、及び金融包摂のための

グローバル・パートナーシップ（ＧＰＦＩ）の作業計画及び構造を合理化するプロ

セスを示した「金融包摂のためのグローバル・パートナーシップ（ＧＰＦＩ）ロー

ドマップ」を支持する。 

 

2019年６月に大阪（日本）で開催されたＧ20サミットにおいては、金融規制・金融

技術革新（暗号資産含む）・金融包摂に関して以下の事項が合意された。 
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① 金融規制 

合意された国際基準に基づく、開かれた、強じんな金融システムは、持続可能な

成長を支えるために極めて重要である。我々は、合意された金融規制改革の完全、

適時かつ整合的な実施に引き続きコミットしている。我々は、ＦＳＢに対して、そ

の影響を引き続き評価するよう求める。我々は、金融安定性に対する脆弱性と生じ

つつあるリスクについて、引き続き注視し、マクロ・プルーデンスの手段を含め、

必要に応じ対処する。ノンバンク金融仲介が金融システムに歓迎される多様性を与

える一方、我々は引き続き、関連する金融安定リスクを、適切に特定、注視、対処

する。我々は、市場の分断についての取組を歓迎し、その意図せざる、悪影響に対

して、規制・監督上の協力等により対処する。我々は、コルレス銀行関係の解消の

原因及び結果について、引き続き監視し、対処する。サステナブル・ファイナンス

の動員及び金融包摂の強化は、世界の成長にとって重要である。我々は、こうした

分野における民間部門の参加と透明性を歓迎する。 

 

② 金融技術革新（暗号資産含む） 

技術革新は、金融システム及びより広い経済に重要な便益をもたらし得る。暗号

資産は、現時点でグローバル金融システムの安定に脅威をもたらしていないが、我々

は、注意深く進展を監視するとともに、既存の及び生じつつあるリスクに警戒を続

ける。我々は、ＦＳＢと他の基準設定主体による進行中の作業を歓迎するとともに、

追加的な多国間での、必要に応じた対応にかかる助言を求める。我々は、マネー・

ローンダリング及びテロ資金供与への対策のため、最近改訂された、仮想資産や関

連業者に対するＦＡＴＦ基準を適用するとのコミットメントを再確認する。我々は、

ＦＡＴＦの解釈ノート及びガイダンスの採択を歓迎する。我々はまた、分散型金融

技術のあり得る影響、及び当局が他のステークホルダーとどのように関与できるか

についてのＦＳＢの作業を歓迎する。我々は、サイバーの強じん性を高める努力を

強化し続ける。 

 

③ 金融包摂 

  高齢化を含む人口動態の変化は、全てのＧ20構成国に対して課題と機会をもたら

し、こうした変化は、財政・金融政策、金融セクター政策、労働市場政策及びその

他の構造政策にわたる政策行動を必要とする。高齢化社会における金融包摂を強化

するため、我々は、「高齢化と金融包摂のためのＧ20 福岡ポリシー・プライオリテ

ィ」を承認する。 

 

 

参考：Ｇ７ 

 

日本、米国、英国、ドイツ、フランス、イタリア、カナダの７ヵ国間で、経済成長

の促進や為替相場の安定等を図るための政策協調の場として 1986 年に設立が合意さ

れた。同年９月に第１回Ｇ７首脳会合（サミット）が開催され、近年は年１回の首脳
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会合（サミット）と年数回の財務大臣・中央銀行総裁会議が開催されている。マクロ

経済政策のサーベイランス、国際通貨システムに関する議論のほか、開発や新興市場

国など幅広い政策課題について議論が行われている。 
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第２節 金融安定理事会（ＦＳＢ） 

 

Ⅰ 沿革 

 

1997年に発生したアジア通貨危機の際、一国における金融危機が容易に各国に伝染

（contagion）した経験を踏まえ、1999 年２月のＧ７における合意に基づき、金融監

督の国際的な協調体制を強化する観点から金融安定化フォーラム（ＦＳＦ: Financial 

Stability Forum）が設立された。 

その後、リーマン・ショックを契機に、ＦＳＦのメンバーをＧ20メンバーの財務省・

中央銀行・監督当局や国際機関などに拡大し、2009 年に金融安定理事会（ＦＳＢ: 

Financial Stability Board）が設立された。 

ＦＳＢの任務は、各基準設定主体における作業を調整し、金融安定に係る国際的な

課題を議論することである。 

 

Ⅱ 組織 

 

すべてのメンバーによる意思決定会合である本会合（Plenary）の下に、作業全体の

方向性等を決定する運営委員会（ＳＣ: Steering Committee）と複数の常設委員会

（Standing Committee）が設置されている。各国はそれぞれ１～３の代表権（本会合

の議席数）を有しており、日本からは金融庁のほか、財務省、日本銀行が参加してい

る。 

 

   金融安定理事会（ＦＳＢ）の組織 

 
 

また、ＦＳＢは、金融システムの脆弱性や金融システムの安定化に向けた取組みに

ついて、メンバー当局と非メンバー当局との意見交換を促す観点から、①アジア、②

アメリカ、③欧州、④中東・北アフリカ、⑤サブサハラアフリカ、⑥ＣＩＳ諸国、の

６つの地域諮問グループ（ＲＣＧ）を設置している。 

ＦＳＢは、バーゼル（スイス）の国際決済銀行（ＢＩＳ）内に事務局を有している。

2013年には、組織基盤強化のため、スイス法上の非営利法人として法人格を取得した。 

 

FSB Plenary
本会合

Steering Committee
運営委員会

Standing Committee on
Assessment of Vulnerabilities

（SCAV）
常設委員会（脆弱性評価）

Standing Committee on 
Supervisory & Regulatory 

Cooperation （SRC）
常設委員会（規制監督上の協調）

Standing Committee on 
Standards Implementation 

（SCSI）
常設委員会（基準の実施）

Standing Committee on Budget 
and Resources （SCBR）

常設委員会（予算・リソース）
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Ⅲ 主な議論 

 

１．金融規制改革の影響評価 

 

ＦＳＢは、金融危機後に合意された一連の金融規制改革がどのような影響をもた

らしているかを評価するため、2015年以降、毎年、Ｇ20サミットに向けて、「金融

規制改革の実施と影響に関する年次報告書」を公表しており、2018 年 11 月のＧ20

サミットで、第４次年次報告書を公表。 

加えて、ＦＳＢでは、金融規制改革が意図していた成果を達成できているか、ま

た、対処すべき意図せざる影響をもたらしていないかについて分析する際に参照す

るべき基準点を提示するため、2017年７月に「Ｇ20金融規制改革の実施後の影響の

評価のための枠組み」を策定・公表。本枠組みに沿って、以下のような取組みが行

われている。 

  2018 年 11 月のＧ20 サミットで、「店頭デリバティブについて中央清算を行う

インセンティブ」を公表 

  2018年11月のＧ20サミットに向け、金融規制改革の金融仲介機能への影響を

評価する観点から、「金融規制改革のインフラ投資への影響の評価」を公表 

  2019年６月に「中小企業金融への規制の影響評価」の市中協議を開始 

  2019 年より「Too-big-to-fail（ＴＢＴＦ）問題への対処にかかる規制改革の

影響評価」の作業を開始 

 

２． 市場分断の回避 

 

世界金融危機以降、Ｇ20は、金融規制改革を進め、国際共通ルールに合意し、持

続的な経済成長の基盤である「開かれた強靭な金融システム」の維持・強化を目指

してきたが、一方で、各国における取組みが金融市場を分断させるリスクを懸念す

る声が高まっている。こうした中、金融市場の分断が、危機時に流動性の低下等を

通じ金融システムの安定性を脅かすことや、金融仲介機能の効率性を損なうことを

回避する取組みの必要性について日本から問題提起を行い、日本議長国下のＧ20財

務トラックの優先課題の一つに「市場分断の回避」を設定。ＦＳＢおよびＩＯＳＣ

ＯにＧ20から作業を委嘱するとともに、両フォーラムで担当議長・共同議長として

日本が作業を主導し、Ｇ20財務大臣・中央銀行総裁会議において報告書6が歓迎され

た。 

 

３．技術革新 

 

                         
6 FSB Report on Market Fragmentation 
（https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P040619-2.pdf） 

 

- 622 -



[暗号資産] 

暗号資産のクロスボーダー取引に対応するためには、国際的な連携が必要との日

本からの提案を受け、2019年４月、ＦＳＢが各国当局・国際機関の所掌及び窓口を

リスト化した暗号資産当局者台帳を作成・公表した。 

また、暗号資産にかかるこれまでの取組みとギャップについて、ＳＲＣ及びＳＣ

ＡＶで議論が行われ、報告書7がＧ20財務大臣・中央銀行総裁会議において歓迎され

た。 

さらに、Ｇ20大阪サミットでは、暗号資産に関し、 

・注意深く進展を監視すること、 

・生じつつあるリスクにも警戒を続けること、 

・FSBその他の基準設定主体に、必要な対応の助言を求めること 

を、首脳宣言において新たに合意した。 

 

[分散型金融技術] 

分散型台帳技術（ＤＬＴ）やＰ２Ｐプラットフォームなどの分散型金融技術が広

く普及していった場合に、金融安定性や規制、ガバナンスにどのような影響が生じ

るかについて、ＦＩＮ（Financial Innovation Network）の下に分散型金融技術に

係るワークストリームを設置して議論が行われ、報告書8がＧ20財務大臣・中央銀行

総裁会議において歓迎された。 

 

４．金融機関の実効的な破綻処理 

 

ＦＳＢでは、傘下の破綻処理運営グループ（ＲｅＳＧ: Resolution Steering 

Group）において、2011年11月に策定された「金融機関の実効的な破綻処理の枠組

みの主要な特性」（Key Attributes）に沿った秩序ある破綻処理制度の整備や、整備

された制度に基づく円滑な破綻処理の実施について議論が行われている。 

また、ＲｅＳＧ傘下のクロスボーダー危機管理グループ（ＣＢＣＭ: Cross Border 

Crisis Management Group）において、銀行の破綻処理の実効性を向上するための検

討作業が進められており、2017年７月に内部ＴＬＡＣ要件の実施に係るガイダンス

及び、金融機関破綻時の金融市場インフラへのアクセスの継続に係るガイダンスが

公表された。また、2018年６月、ベイルイン実行に関するプリンシプル及び、実行

可能な破綻処理計画の資金調達戦略に関する要素が公表された。なお、保険会社や

ＦＭＩについても、ＲｅＳＧの傘下部会であるｉＣＢＣＭやｆｍｉＣＢＣＭにおい

て、Key Attributesに沿った実効的な破綻処理枠組みの構築に向けての検討が進め

られている。 

 

                         
7 Crypto-assets: Work underway, regulatory approaches and potential gaps

（https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P310519.pdf） 
8 Decentralised financial technologies 
（https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P060619.pdf） 
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５．金利指標改革 

 

ＬＩＢＯＲ等の金利指標の不正操作に関する問題を受け、2013年７月にＩＯＳＣ

Ｏより、金融指標全般について指標決定過程の透明性や経済実態の反映を求める「金

融指標に関する原則」の最終報告書が公表された。また、Ｇ20の要請を受け、2014

年７月にＦＳＢ報告書「主要な金利指標の改革」が公表され、ＴＩＢＯＲ・ＬＩＢ

ＯＲ・ＥＵＲＩＢＯＲの３指標を主な対象として、より実取引に裏打ちされた形で

指標の算出が行われるようにするための改革（ＩＢＯＲｓ改革）を進めるとともに、

銀行の信用リスクを含まないリスク・フリーに近い指標（リスク・フリー・レート）

の特定・活用を並行的に推進する「マルチプル・レート・アプローチ」が提言され

た。 

上記の報告書を踏まえ、ＴＩＢＯＲについては、全銀協ＴＩＢＯＲ運営機関が、

2014年12月以降３回の市中協議を経て、2017年２月、改革案を最終化し、同年７

月 24 日、改革を実施した。同改革においては、ＴＩＢＯＲの信頼性・透明性が維

持・向上されるよう、各リファレンス・バンクがレート呈示を行う際のウォーター

フォール構造（優先順位）を定め、実取引に依拠した呈示プロセスを統一・明確化

した。 

また、2019年５月、全銀協ＴＩＢＯＲ運営機関が日本円ＴＩＢＯＲとユーロ円Ｔ

ＩＢＯＲの統合等に向け、第１回市中協議を実施しその結果を公表するなど、ＴＩ

ＢＯＲの信頼性・透明性の更なる向上に向けた取組みが進展している。 

リスク・フリー・レートについては、日本銀行が事務局を務める「リスク・フリ

ー・レートに関する勉強会」において検討が行われ、2016 年 12 月、日本円のリス

ク・フリー・レートとして、日本銀行が算出・公表している無担保コールＯ／Ｎ物

レート（ＴＯＮＡ）が特定された。また、2018年４月、ＴＯＮＡの利用拡大に向け

て、同勉強会により、ＴＯＮＡを原資産とする日本円ＯＩＳ（Overnight Index Swap）

の活用事例集が公表された。 

ＬＩＢＯＲが2021年末以降に公表停止される可能性に備え、リスク・フリー・レ

ートをはじめとする各種代替指標の特定・構築と、当該指標への移行に向けた対応

が国際的に加速している。本邦においても、2018年８月には「日本円金利指標に関

する検討委員会」が立ち上がり、他の主要通貨の検討状況にも留意しつつ、円ＬＩ

ＢＯＲを参照する貸出や債券等の金融商品について、日本円金利指標の適切な選択

と利用に向けた検討を進め、2019年６月には市中協議が開始された。 

こうした内外の動きを踏まえ、本邦市場における取引慣行・目的に照らした適切

な円金利指標の選択が可能となるよう、環境整備に努めている。 

 

６．ミスコンダクト対応 

 

金融機関の市場におけるミスコンダクト（不正行為）が、システミック・リスク

につながり得るほか、市場に対する信頼を低下させているとして、ＦＳＢ等におい

てその対応について議論が実施されている。Ｇ20との関係では、報酬に係るワーキ
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ング・グループ（ＣＭＣＧ）、ＩＯＳＣＯによる市場に係るミスコンダクト分析等に

つき、ＦＳＢによる金融セクターにおけるミスコンダクトリスク低減に取り組むこ

ととし、定期的に進捗報告されている。 

ＣＭＣＧでは、ミスコンダクトと報酬の関連についてストックテイク等が行われ

てきた。2018 年 11 月にミスコンダクトリスクに対処するための報酬ツールに関する各

国の報告枠組みを整合的にするため「ミスコンダクトに対処するための報酬ツール

の使用に関する監督当局のデータ収集に関する勧告」が公表された。 

 

７．レポ・証券貸借 

 

レポ・証券貸借取引に関する最低ヘアカット規制（担保に水準以上の掛け目の設

定を義務付け）、現金担保の再投資規制、市場の透明性を高めるための国際的なデー

タ収集や情報開示等のあり方等について、ＦＳＢは、2013年８月に政策提言を公表。

その後、バンク・ノンバンク間のレポ・証券貸借取引に係る最低ヘアカット規制の

細目、ノンバンク・ノンバンク間の最低ヘアカット規制の細目について、2014年10

月、2015年11月に政策提言を公表。これらの提言は、2017年以降各国における実

施が求められている。 

また、レポ・証券貸借取引の国際的なデータ収集と集計に関してもその細目につ

いて、政策提言を2015年 11月に公表。各国において2018年末まで（2019年１月

から）の実施が求められている。 

本邦では、現金担保の再投資規制等に関する提言について、2019年７月より各国

に先駆けて適用を開始するところ。また、レポ・証券貸借取引のデータ収集と集計

に関しても、2019年１月より日本銀行と協働のもと開始している。 

なお、2018年５月の香港会合にて、担当作業部会を再始動させた上で、提言実施

の遅延状況を調査した結果、2015年に最終化された上記提言について、各国による

実施が遅延していることや、とくにレポ取引の最低ヘアカット規制について「銀行

-ノンバンク間取引」への適用がバーゼルⅢの実施延期（2022 年から）に伴い遅れ

る状況を鑑み、実施スケジュールの見直しを行うこととなった。 

 

８．気候変動が金融に与える影響 

 

2015年12月、ＦＳＢにより、ＴＣＦＤ（気候関連財務情報開示タスクフォース）

が設立された。ＴＣＦＤは民間主導の取組みであり、2017年７月には、気候関連の

自主的な開示枠組みに関する提言（ＴＣＦＤ提言）を公表した。 

その後、ＴＣＦＤは、企業によるＴＣＦＤ提言に基づく開示状況をとりまとめた

報告書を、2018年９月及び2019年６月に公表した。 

 

９．ＦＳＢピアレビュー 

    

ＦＳＢの基準の実施に関する常設委（ＳＣＳＩ）では、毎年テーマを選定し、全
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ＦＳＢメンバー国における当該テーマに係る取組み状況のレビューを行っていると

ころ。2019年４月に「銀行の破綻処理計画に関するピアレビュー」が公表され、2019

年５月に「取引主体識別子の導入に関するピアレビュー」が公表された。 

 

１０．コルレス銀行業務からの撤退の問題について 

 

ＡＭＬ／ＣＦＴ対策に係るコスト負担への懸念等から、国際的な銀行が途上国等

の銀行とのコルレス契約を解消する動きが、金融包摂上の観点から問題化している

ところ。 

ＦＳＢは、2015 年のＧ20 サミットにおいて承認されたコルレス銀行業務からの

撤退問題に係るＦＳＢのアクションプランの実施に向け、2016年２月にコルレス銀

行調整グループ（ＣＢＣＧ: Correspondent Banking Coordination Group）を設置。

本グループでは、コルレス銀行業務の縮小の問題に対応し、ＢＣＢＳ、ＣＰＭＩ、

ＦＡＴＦ等と連携しながら、データの収集及び分析、当局による規制期待の明確化

等のトピックについて、それぞれの作業部会を設置して検討を進めている。2019年

６月には、各国の取組みに係る第６回進捗報告書が公表された。 

また、各国銀行のコルレス銀行業務からの撤退が、送金業者の銀行アクセスを困

難にしているとの問題意識から、ＦＳＢは、2018年３月に報告書「送金業者の銀行

アクセスに関するストックテイク」を公表し、19 の提言を示した。2019 年６月に

は、この提言に対する各国の取組みに係る進捗状況報告書を公表し、Ｇ20に提出し

た。 
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第３節 バーゼル銀行監督委員会（ＢＣＢＳ） 

 

Ⅰ 沿革 

 

バーゼル銀行監督委員会（ＢＣＢＳ: Basel Committee on Banking Supervision）

（以下「バーゼル委員会」という）は、ヘルシュタット銀行（西ドイツ）破綻に伴う

国際金融市場の混乱を受けて、1974年に、Ｇ10の中央銀行総裁の合意によって発足し

た。1975年２月に第１回会合を開催。 

バーゼル委員会の任務は、銀行監督に関する共通の基準・指針を策定する観点から、

①国際的に活動する銀行の自己資本比率規制など国際的な基準の設定、②銀行監督を

めぐる諸問題に関する話し合いの場の提供、である。 

バーゼル委員会の会合は、主としてバーゼル（スイス）にある国際決済銀行（ＢＩ

Ｓ）本部において原則年３回開催されており、日本から金融庁・日本銀行が参加して

いる。バーゼル委員会の議長は、2019年３月からスペイン中央銀行のパブロ・エルナ

ンデス・デコス総裁が務めている。 

 

Ⅱ 組織 

 

バーゼル委員会は、現在、日本、アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ブラ

ジル、カナダ、中国、ＥＵ、フランス、ドイツ、香港、インド、インドネシア、イタ

リア、韓国、ルクセンブルク、メキシコ、オランダ、ロシア、サウジアラビア、シン

ガポール、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、英国、米国の28

の国・地域の45の銀行監督当局及び中央銀行によって構成されている。 

バーゼル委員会は、バーゼル（スイス）の国際決済銀行（ＢＩＳ）内に事務局を有

しているが、ＢＩＳとは独立した存在として位置付けられている。 

バーゼル委員会の下には、政策企画部会（ＰＤＧ: Policy Development Group）、監

督・基準実施部会（ＳＩＧ: Supervision and Implementation Group）、会計専門家部

会（ＡＥＧ：Accounting Expert Group）、マクロ健全性監督部会（ＭＰＧ : 

Macroprudential Supervision Group）などが設置されている。さらに、その下には各

分野を専門的に検討する作業部会が設けられている。 

各部会・作業部会は、バーゼル委員会から付託されたマンデートに従って議論を行

い、結果はバーゼル委員会に報告・議論される。また、特に重要な案件に関しては、

バーゼル委員会の上位機関である中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループ（ＧＨＯ

Ｓ：Group of Governors and Heads of Supervision）会合で議論されることになって

いる。 

バーゼル委員会は、法的には国際的な監督権限を有しておらず、その合意文書等も

法的拘束力を有するものではない。しかしながら、バーゼル委員会が公表している監

督上の基準・指針等は、各国の監督当局が自国内においてより実効性の高い銀行監督

を行うとともに、クロスボーダーで活動する銀行が円滑に業務を行えるよう、各国の

規制を国際的に整合性のあるものにするための環境整備に資するものとして、世界各
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国において幅広く取り入れられている。 

なお、バーゼル委員会の目的、主たる運営手続については、バーゼル委員会の憲章

（チャーター）で定められている。 

 

バーゼル銀行監督委員会（ＢＣＢＳ）の組織 

  

 

Ⅲ 主な議論 

 

2008 年９月のリーマン・ショックを契機として、国際的な金融規制改革において、

国際的に活動する銀行に対する新たな基準の設定が中核的課題とされ、自己資本の

質・量の強化（2010年合意）や流動性規制の導入・開示規制の見直し等（2013年以降

合意）が進められてきた。こうした規制改革の一環として、2017 年 12 月、バーゼル

Ⅲが最終化され、リスクアセットの過度なバラつきを軽減するためのリスク計測手法

等の見直しが完了した。 

 

（バーゼルⅢの最終化に係る主要項目） 

 

１．信用リスクの見直し 

 

（１）標準的手法の見直し 

 

バーゼル委員会は、様々な国や規模の金融機関に利用される信用リスクに関す

金融技術TF
（Task Force on Financial Technology）

バーゼル銀行監督委員会
（Basel Committee on Banking Supervision）

監督基準実施部会
（Supervision and Implementation
Group）

オペレーショナルリスク等WG
（Operational Resilience Working
Group）

政策企画部会
（Policy Development Group）

流動性WG
（Working Group on Liquidity）

監査SG
（Audit Subgroup）

資本WG
（Working Group on Capital）

レバレッジ比率WG
（Leverage Ratio Working 
Group） 格付・証券化WS

（Ratings and Securitisation
Workstream）

大口エクスポージャーWG
（Large Exposures Working 

Group）

リサーチTF
（Research Task Force）

第２の柱WG
（Pillar 2 Working Group）

会計専門家部会
（Accounting Experts Group）

開示WG
（Working Group on 
Disclosure）

監督カレッジWG
（Working Group on Supervisory

Colleges）

マクロ健全性監督部会
（Macroprudential Supervision 
Group）

定量的影響度調査WG
（QIS Working Group）

※2019年6月現在

期待損失引当TF
（Task Force on Expected Loss

Provisioning）

ストレステストWG
（Working Group on Stress Testing）

リスクデータ・ネットワーク

（Risk Data Network）

マーケットリスクG
（Market Risk Group）

信用リスクG
（Credit Risk Group）

（注）G/WG/TF/WS/SGは下記の
略称。
G・・・Group
WG・・・Working Group
TF・・・Task Force
WS・・・Workstream
SG・・・Subgroup
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る標準的手法について、規制の簡素さを維持しつつも、外部格付や担保水準に応

じてよりきめ細かなリスクウェイトを適用するなど、規制のリスク感応度を向上

させる見直しを行った。なお、当該見直しは、全体的な資本賦課水準の引き上げ

を目的とするものではない。 

 

（２）内部モデル手法の見直し 

 

大手行は、一般に銀行独自の内部モデルを用いたリスク計測結果に基づき自己

資本比率を算出しているが（内部モデル手法）、その結果にはばらつきが見られる。

バーゼル委員会は、Ｇ20の指示を受けて、銀行の自己資本比率規制の簡素さや比

較可能性を向上させるべく見直しを行った。具体的には、モデル化になじまない

資産に対する内部モデルの利用を制限すると同時に、引き続き内部モデルを利用

できる場合でも、リスクパラメータ（インプット）に対する下限（フロア）を修

正する等の見直しを行った。 

 

２．信用評価調整（ＣＶＡ）リスクの計測手法の見直し 

 

2010年に公表されたバーゼルⅢにおいて、取引相手方の信用力をデリバティブ取

引の評価額に反映させる、信用評価調整（ＣＶＡ:credit valuation adjustment）

の時価変動リスクに対する資本賦課が導入された。 

バーゼルⅢの最終化に際して、ＣＶＡリスクの計測について、各金融機関のデリ

バティブ取引の規模・特性等をふまえた２つの計測手法および１つの簡便法が用意

された。 

 

３．オペレーショナル・リスクの計測手法の見直し 

 

バーゼル委員会は、オペレーショナル・リスクの計測手法に関し、内部モデル手

法である先進的計測手法（ＡＭＡ）及び従来の標準的手法である基礎的手法（ＢＩ

Ａ）・粗利益配分手法（ＴＳＡ）に代えて、銀行のビジネス規模指標をベースとし、

損失実績も勘案する新しい標準的手法（ＳＭＡ）に一本化した。 

     

４．資本フロアの導入 

 

バーゼル委員会は、リスクアセットの比較可能性を高めることを目的として、内

部モデル手法に基づき算出したリスクアセットの合計額が、標準的手法に基づく算

出結果を大幅に下回らないよう、一定のフロア（72.5%）を設定した。新たなフロア

は、2022 年から 2027 年の５年間で段階的に導入される予定。また、フロア適用前

後におけるリスクアセットの増加率の上限を 25％とする移行措置が各国裁量で導

入可とされている（2027年に終了）。 
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５．レバレッジ比率規制の見直し 

 

銀行の抱えるリスクに応じて資本を求める（リスク・ベースの）自己資本比率を

補完する簡易な指標として、銀行システムにおける過大なレバレッジの積み上がり

を抑制するためのレバレッジ比率規制の導入が進められている（開示は 2015 年１

月から開始）。 

バーゼルⅢの最終化に際して、Ｇ－ＳＩＢｓに対する自己資本水準の上乗せが求

められることとなったほか、①デリバティブ取引、②有価証券の未決済取引、③オ

フバランスシート項目、④中銀預金のレバレッジ・エクスポージャーの定義の見直

し等が行われた。 

 

（マーケット・リスク規制の抜本的な見直し） 

 

2016年１月、バーゼル委員会は、金融危機を踏まえた規制改革の一環として、バー

ゼルⅢにおけるマーケット・リスク規制の規則文書（「マーケット・リスクの最低所要

自己資本」）を公表。 

2017 年 12 月、金融機関が、規則文書で示された内容を実施していくために必要な

システム・インフラの開発を行う時間と、バーゼル委員会が規則文書に係る特定の課

題に対応するための時間を確保するため、規制の実施時期を2019年１月から2022年

１月に延期。 

2018 年３月に開始した市中協議の結果を踏まえた最終文書が 2019 年１月のＧＨＯ

Ｓ会合に提出され、承認された。 

 

（ソブリンリスクの取扱い） 

 

現行の自己資本比率規制上、自国通貨建ての国債は、格付にかかわらず、信用リ

スクをゼロにすることが各国の裁量により可能となっている。また、国債は、大口

信用供与規制（銀行が保有する特定の債務者グループ向け債権を、基準自己資本（Ｔ

ｉｅｒ１）の25％（Ｇ－ＳＩＢｓ間取引は15％）までとする規制）の適用対象外と

なっている。 

これに対し、一部のユーロ圏諸国は、こうした取扱いが自国銀行による欧州周縁

国の国債の保有を容易にし、ユーロ圏の債務・銀行危機を深刻化させたとして、規

制の見直しを主張していた。 

こうした議論を踏まえ、2015年１月のＧＨＯＳ会合において、バーゼル委員会が、

ソブリンリスクの自己資本比率規制上の取扱いについて、予断を持たず、「注意深く、

包括的に、時間をかけて（careful, holistic and gradual）」検討を進めることと

されていたところ、2017 年 12 月、バーゼル委員会は、現行の規制上の取扱いを変

更するコンセンサスが形成されなかったため、検討を完了し、現行の規制上の取扱

いを維持することを決定した。併せて、これまでの検討において提起された潜在的

な考え方（アイディア）を紹介したディスカッションペーパーを公表した。 
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2018 年 11 月に開催されたバーゼル委員会において、ディスカッションペーパー

に市中から寄せられたコメントを確認した。 

 

（システム上重要な銀行に対する対応） 

 

2010年11月にＧ20ソウル・サミットへ提出・公表されたＦＳＢ報告書「システ

ム上重要な金融機関がもたらすモラルハザードの抑制」において、グローバルなシ

ステム上重要な金融機関（Ｇ－ＳＩＦＩｓ：Global Systemically Important 

Financial Institutions）への規制・監督上の措置の検討を進めることとされた。 

これを受け、バーゼル委員会では、グローバルなシステム上重要な銀行（Ｇ－Ｓ

ＩＢｓ：Global Systemically Important Banks）の①選定手法、②追加的資本上乗

せ規制などが検討され、2011年11月に規則文書が公表された（2013年７月、本規

則文書を更新した文書が公表）。 

これに基づき、ＦＳＢからＧ－ＳＩＢｓのリストが毎年公表され、本リストに基

づいたＧ－ＳＩＢｓに対する追加的資本上乗せが適用されている（資本上乗せは

2016年から段階的に実施されており、2019 年３月から完全実施）。 

Ｇ－ＳＩＢｓの選定手法は、システム上の重要性に係る計測手法の発展等を踏ま

え、３年ごとに見直すこととされており、2017年３月、見直し提案に係る市中協議

文書が、制度導入後初めて公表され、2018年７月に最終化された。 
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 参考：東アジア・オセアニア中央銀行役員会議（ＥＭＥＡＰ） 

 

東アジア・オセアニア中央銀行役員会議（ＥＭＥＡＰ: Executives' Meeting of East 

Asia and Pacific Central Banks）は、1991年、日本銀行の提唱により、同地域の中央

銀行関係者が金融政策運営などについての情報・意見交換を行う場として発足した。メ

ンバーは、日本・中国・韓国・香港・オーストラリア・ニュージーランド・インドネシ

ア・マレーシア・フィリピン・シンガポール・タイの11か国（現在の議長国はインドネ

シア）である。 

1996年以降、総裁会議及び金融市場、決済システム、銀行監督、ＩＴの各分野の実務

家会合が定期的に開催されており、銀行監督部会（ＥＭＥＡＰ－ＷＧＢＳ）には金融庁

も参加している。また、2012年より、監督当局の長が参加する総裁・長官会議（ＥＭＥ

ＡＰ－ＧＨＯＳ）も年１回開催されている。 

銀行監督分野の実務家によって構成されるＥＭＥＡＰ－ＷＧＢＳは年２回開催されて

おり、現在、２年間の任期でフィリピン中央銀行議長の下、日本（金融庁・日本銀行）

及びマレーシア中央銀行が共同副議長を務めている。 
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第４節 証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ） 

 

Ⅰ 沿革 

 

証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ：International Organization of Securities 

Commissions）は、世界各国・地域の証券監督当局、証券取引所等から構成される国際

的な機関である。加盟機関の総数は、普通会員（Ordinary Member：証券規制当局）、

準会員（Associate Member：その他当局）及び協力会員（Affiliate Member：自主規

制機関等）あわせて226機関（2019年６月現在）となっている。ＩＯＳＣＯの本部事

務局は、マドリード（スペイン）に置かれている。 

日本は、1988年11月のメルボルン（オーストラリア）における第13回年次総会で、

当時の大蔵省が普通会員としてＩＯＳＣＯに加盟した。現在は、金融庁が、2000年７

月の発足と同時にそれまでの金融監督庁（準会員）及び大蔵省（普通会員）の加盟地

位を承継するかたちで、普通会員となっている。その他、1993 年 10 月のメキシコ・

シティー（メキシコ）における第18回年次総会で証券取引等監視委員会が準会員とし

て加盟したほか、商品先物取引を所掌している経済産業省及び農林水産省が普通会員、

日本取引所グループ及び日本証券業協会が協力会員となっている。 

ＩＯＳＣＯは毎年１回年次総会を開催しており、2017年５月にモンテゴベイ（ジャ

マイカ）、2018年５月にブダペスト（ハンガリー）、2019年５月にシドニー（オースト

ラリア）で開催された。次回は、2020年にドバイ（アラブ首長国連邦）で開催される

予定である。なお、我が国においても、1994年10月に東京で第19回年次総会が開催

されている。 

ＩＯＳＣＯは、以下の３つを目的としている。 

① 投資家保護、市場の公正性・効率性・透明性の確保、システミック・リスクへの

対処のために、証券分野の規制・監督等に関する国際基準の策定・実施等を行うこ

と 

② 投資家保護や、証券市場への信頼性向上のために、当局間において、情報交換や、

監督・不公正取引の監視における協力を行うこと 

③ 各国における市場の発展支援、市場インフラの強化、規制の適切な実施のために、

各メンバーの経験を共有すること 

ＩＯＳＣＯは、「証券規制の目的と原則」をはじめとする証券市場規制に係る国際

原則、指針や基準等を定めている。これらは基本的にメンバーを法的に拘束するも

のではないが、メンバーはこれらを踏まえて自ら行動し、原則の遵守等に取り組む

ことが促されている。 

その他、メンバー間の情報交換協力を促進するため策定されたＩＯＳＣＯ多国間

情報交換枠組み（以下「ＩＯＳＣＯ・ＭＭｏＵ」という。）については、2010年６月

の代表委員会決議により、2013年１月までにすべてのメンバーがＩＯＳＣＯ・ＭＭ

ｏＵへ署名（将来的な署名約束を含む）することが義務付けられ、各メンバーはＩ

ＯＳＣＯ・ＭＭｏＵに規定されている情報交換協力が実施できるような法制を整備

することが求められている（なお、当庁は、2008年２月にＩＯＳＣＯ・ＭＭｏＵに

- 633 -



署名）。 

 

Ⅱ 組織 

 

    証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ）の組織 

事務局
(General Secretariat)

代表理事会
(IOSCO Board)

総会
(Presidents Committee)

アジア・太平洋地域委員会
(Asia-Pacific Regional Committee: 

APRC)

欧州地域委員会
(European Regional Committee: ERC)

米州地域委員会
(Inter-American Regional 

Committee: IARC)

アフリカ・中東地域委員会
(Africa / Middle-East Regional 

Committee: AMERC)

成長・新興市場委員会
(Growth and Emerging Markets 

Committee: GEMC)

協力会員諮問委員会
(Affiliate Members Consultative 

Committee: AMCC)

エマージング･リスク委員会
(Committee on Emerging Risks: CER)

第１委員会
【会計・監査・開示】
(Committee 1: C1)

第３委員会
【市場仲介者】

(Committee 3: C3)

第５委員会
【投資管理】

(Committee 5: C5)

第６委員会
【格付会社】

(Committee 6: C6)

第８委員会
【金融教育・投資家保護】

(Committee 8: C8)

キャパシティ・ビルディング
委員会

(Capacity Building Resource 
Committee: CBRC)

政策常設グループ
(Policy Standing Group: PSG)

サイバーレジリエンス
作業グループ

(WG on Cyber Resilience in FMIs: 
WGCR)

FMI原則実施モニタリング
(Implementation Monitoring SG: 

IMSG)

第７委員会
【デリバティブ】
(Committee 7: C7)

店頭デリバの主要データ項目の
調和に関する作業部会

(Working group for Harmonisation of key 
OTC derivatives data elements)

多国間情報交換枠組み
モニタリンググループ

(MMoU Monitoring Group)

BCBS-IOSCO 
証拠金規制作業部会

(WG on Margin Requirements: WGMR)

市場コンダクトTF
(Market Conduct TF)

金融指標TF
(Task Force on Financial 

Benchmarks)

デジタルイノベーションに関する
作業部会

(WG on Digital Innovations: WGDI)

第２委員会
【流通市場】

(Committee 2: C2)

第４委員会
【法執行・情報交換】
(Committee 4: C4)

アセスメント委員会
(Assessment Committee: AC)

財務・監査委員会
(Finance and Audit Committee: FAC)

CPMI-IOSCO運営グループ
(CPMI-IOSCO Steering Group: SG)

証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ）組織図 （2019年６月現在）

クロスボーダー規制タスクフォース
作業部会

(Follow-Up Group to the 2015 Task 
Force on Cross-Border Regulation)

 

１．総会（Presidents Committee） 

 

総会は、すべての普通会員の代表者で構成され、年１回、年次総会時に開催され

る。 

 

２．代表理事会（ＩＯＳＣＯ Board） 

 

代表理事会は、2012年５月の北京総会において、既存の理事会や専門委員会等を

統合して設立された会議体である。証券分野における国際的な規制上の課題への対

処や、予算の承認等、ＩＯＳＣＯのガバナンス確保、証券分野における能力開発等

に関する検討・調整を行うこととしており、その下に各種の委員会や作業部会が設

置されている（主な委員会等の活動状況についてはⅢ参照）。 

代表理事会は、当庁を含む34当局で構成されている。現在の議長は、香港証券先

物委員会（ＳＦＣ）のオルダーＣＥＯである。副議長は、ベルギー金融サービス市

場局（ＦＳＭＡ）のセルベー委員長と、アラブ首長国連邦証券・金融商品機構（Ｓ

ＣＡ）のザビＣＥＯの２名が務めている。いずれの任期も、2020年の総会までとさ

れている。 
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３．地域委員会（Regional Committee） 

 

代表委員会の下には、アジア・太平洋地域委員会、米州地域委員会、ヨーロッパ

地域委員会、アフリカ・中東地域委員会の４つの地域委員会が置かれており、それ

ぞれの地域固有の問題が議論されている。我が国はアジア・太平洋地域委員会（Ａ

ＰＲＣ：Asia Pacific Regional Committee）に属しており、同委員会は、年２回開

催されている。ＡＰＲＣは 31 当局から構成されており、2018 年５月より、当庁の

水口審議官が前議長（氷見野金融国際審議官）を引き継ぐ形で議長に就任した（任

期２年）。 

我が国は、代表理事会、アジア・太平洋地域委員会及びその他の委員会等のメン

バーとして、国際的な証券規制の原則の策定等に積極的に参画・貢献している。 

 

Ⅲ 主な議論 

 

１．概要 

 

ＩＯＳＣＯは近年、証券規制に関する国際基準設定主体としての役割の維持、法

執行に関するクロスボーダーの協力の改善（ＩＯＳＣＯ・ＭＭｏＵの推進）に取り

組んでおり、Ｇ20サミットのマンデートを受け、暗号資産の取引プラットフォーム、

市場の分断など、証券分野の規制上の個別課題を検討する作業や、ＩＯＳＣＯメン

バーの監督や法執行の分野での国際協力の水準を高める作業等に重点を置いて活動

している。 

 

２．会計・監査・開示に関する委員会（Committee １） 

 

会計・監査・開示に関する委員会は、会計基準、監査基準及び開示制度に関する

諸課題について検討を行っている。会計及び監査分野では、国際会計基準（ＩＦＲ

Ｓ）の適用上の課題等に関する知見の共有、各国上場企業の監査委員会と外部監査

人との関与・連携、国際監査基準（ＩＳＡ）等の基準設定主体のガバナンス等につ

いての議論を行っている。開示分野では、上場企業による投資家向け開示情報の質

及び透明性を高める観点等から議論を行っている。なお、2018 年 10 月より、当庁

の園田企業開示課国際会計調整室長がCommittee1の議長を務めている。 

 

３．流通市場に関する委員会（Committee ２） 

 

流通市場に関する委員会は、証券等の流通市場に関する諸課題について検討を行

っている。2018 年８月には、「取引施設における過度な価格変動の管理と取引秩序

の維持に向けたメカニズム」と題する最終報告書、2019 年５月には、「暗号資産交

換業者に関する論点、リスク、及び規制に係る重要な考慮事項」と題する市中協議
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文書を公表した。 

 

４．市場仲介者に関する委員会（Committee ３） 

 

市場仲介者に関する委員会は、証券会社等の市場仲介者の金融商品販売態勢や規

制・監督の現状等を各国調査し、調査報告書の公表や、必要に応じて、市場仲介者・

監督当局に向けた国際的な原則の策定を行っている。2018年９月には、「OTCレバレ

ッジ商品に係るリテール投資家保護のための政策手段」と題する最終報告書及び「株

式による資金調達過程における利益相反及びコンダクトリスクに関するガイダンス」

と題する最終報告書を公表した。 

 

５．法執行・情報交換に関する委員会（Committee ４） 

 

法執行・情報交換に関する委員会は、国際的な証券犯罪に対応するための各国当

局間の情報交換や法執行面での協力のあり方について議論を行っている。現在、IT

の発展等を踏まえた法執行面での課題や、効果的な不公正取引の抑止の手段などに

ついて議論を行っている。 

また、Committee ４と同時に開催されるＩＯＳＣＯ・ＭＭｏＵ及び強化されたＭ

ＭｏＵ（Enhanced ＭＭＯＵ：ＥＭＭｏＵ）の審査グループ（ＳＧ）において、ＭＭ

ｏＵ及びＥＭＭｏＵ署名申請当局の審査を行っている。 

 

６．投資管理に関する委員会（Committee ５） 

 

投資管理に関する委員会は、集団投資スキーム等の資産運用業界の諸課題、資産

運用業界におけるシステミック・リスクに対応する規制のあり方等について検討を

行っている。2018年11月には、「投資ファンドのレバレッジ評価枠組みに関する提

案」と題する市中協議文書を公表した。 

 

７．格付会社に関する委員会（Committee ６） 

 

格付会社に関する委員会は、格付会社の規制・監督に関する諸課題について検討

を行っている。 

 

８．デリバティブ市場に関する委員会（Committee ７） 

 

デリバティブ市場に関する委員会は従来、商品デリバティブ市場を担当する部会

であったが、2017 年 10 月から新たにデリバティブ市場を担当する部会となり、デ

リバティブ市場の透明性の向上等について検討を行っている。 

 

９．金融教育及び投資家保護に関する委員会（Committee ８） 
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金融教育及び投資家保護に関する委員会は、2013 年６月に新設された委員会で、

投資家教育の促進及び金融リテラシーの向上、並びに投資家保護に係るＩＯＳＣＯ

の役割や戦略的取組み等について検討を行っている。2017年より毎年同委員会主催

のリテール投資家向け啓発キャンペーン『世界投資者週間』が世界各地で開催され、

2018年10月、そのオープニングセレモニーが２年連続で東京で開催された。また、

2019年4月には「行動インサイトの投資者保護への活用に関する報告書」と題する

最終報告書を公表した。 

 

10．エマージング・リスク委員会（ＣＥＲ） 

 

エマージング・リスク委員会（ＣＥＲ）は、エマージング・リスクや証券市場の

状況について議論するとともに、証券当局がシステミック・リスクの発見や監視等

を行うための手法等について検討している。 

 

11．アセスメント委員会（Assessment Committee） 

 

アセスメント委員会はＩＯＳＣＯにおいて策定された原則・国際基準の実施等に

関する議論を行っている。 

 

12．証券分野における情報交換枠組みの構築 

 

クロスボーダー取引が増大する等、各国証券市場の一体化が進んでいる中で、証

券市場及び証券取引を適切に規制・監督するためには、各国証券規制当局間の情報

交換が不可欠である。 

日本は、これまで中国証券監督管理委員会（ＣＳＲＣ）（1997年）、シンガポール通

貨監督庁（ＭＡＳ）（2001年）、米国証券取引委員会（ＳＥＣ）及び米国商品先物取引

委員会（ＣＦＴＣ）（2002年）、オーストラリア証券投資委員会（ＡＳＩＣ）（2004年）、

香港証券先物委員会（ＳＦＣ）（2005年）並びにニュージーランド証券委員会（2006

年）との間で、証券分野における情報交換枠組みに署名している。また、2006年１月

には米国証券取引委員会（ＳＥＣ）及び米国商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）との情

報交換枠組みについて金融先物をその対象に加える改訂を行った。更に、欧州証券市

場監督局（ＥＳＭＡ）とは、格付会社に関する当局間の協力のための書簡の交換（2011

年）及び清算機関に関する覚書への署名（2015 年）、欧州の証券監督当局 29 当局と

は、クロスボーダーで活動するファンド業者に対する監督協力に関する覚書への署名

（2013年）、米国商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）とは、クロスボーダーで活動する

規制業者に対する監督協力に関する覚書への署名（2014年）をそれぞれ行った。 

 

13．多国間情報交換枠組み 
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これら二当局間の情報交換枠組みに加えて、2006年５月、ＩＯＳＣＯ・ＭＭｏＵ

に署名するための申請を行い、ＩＯＳＣＯによる審査を経て、2008年２月に署名当

局となった。2019年６月末現在、123の証券当局がＩＯＳＣＯ・ＭＭｏＵに署名し

ている。 

その後、新たな規制・執行上の課題が生じていることから、2012年以降、ＩＯＳ

ＣＯ・ＭＭｏＵを強化するための改訂が議論され、2017年３月にＥＭＭｏＵが策定

された。2019年６月末現在、11の証券当局がＥＭＭｏＵに署名している。 

外国の証券当局との間でこのような情報交換枠組みを構築することにより、イン

サイダー取引や相場操縦のような不公正取引に関する情報や証券監督上必要となる

情報等を必要に応じて相互に提供することが可能となり、我が国及び署名相手国の

証券市場の公正性・透明性の確保に寄与することとなる。 

欧州では 2018 年５月に新たな個人情報保護法（欧州一般データ保護規則。以下

「ＧＤＰＲ」）が施行。ＧＤＰＲの下でも、引き続き、ＩＯＳＣＯ加盟当局間での円

滑な情報交換を可能とするため、ＩＯＳＣＯに加盟する欧州証券当局と非欧州証券

当局の間で、各国の個人情報保護制度を考慮しつつ、行政的取極を策定（当庁も起

草チームに参加）。当庁は2019年４月26日に署名を行った。 

なお、ＭＭｏＵに基づきその署名当局間の情報交換を円滑に実施する上での各課

題・懸念等について定期的な協議を行うＭＭｏＵモニタリング・グループの議長を、

2018年５月から当庁の水口審議官が務めている（任期２年）。 

 

14．ＩＣＯに関するＩＯＳＣＯメンバー間の情報共有枠組み 

 

ＩＯＳＣＯは、2018 年１月に「ＩＯＳＣＯ代表理事会表明：ＩＣＯｓ（Initial 

Coin Offerings）に関する懸念」を公表し、注意喚起等を行った。加えて、ＩＯＳ

ＣＯは「ＩＣＯ協議ネットワーク」を設立して、各ＩＯＳＣＯ加盟当局が各国・地

域の取組みや対応を議論し、クロスボーダー事例を含む懸念事案についての情報共

有を行っている。また、同年５月代表理事会において、ＩＯＳＣＯメンバーサイト

上で情報共有を行う枠組みの設置が提案され、現在、検討が進行中。 

 

15. サステナブル・ファイナンスに関するＩＯＳＣＯメンバー間の情報共有枠組み 

 

ＩＯＳＣＯは、2018年５月の代表理事会において、サステナブル・ファイナンス

に関する取組みについてＩＯＳＣＯメンバー間で情報共有・意見交換するための枠

組みの設置を決定。 

2018 年 10 月に、各国の情報や知見の共有を目的として、サステナブル・ファイ

ナンスネットワークの設置を正式に決定し、各国の取組み状況に関する情報収集や

関係者との意見交換を実施している。 
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第５節 決済・市場インフラ委員会（ＣＰＭＩ）等〔店頭デリバティブ市場改革〕 

 

Ⅰ 沿革 

 

2009年のピッツバーグ・サミット首脳宣言においては、以下の事項を行うことにつ

いて合意がなされた。 

(1) 標準化された店頭デリバティブ取引の、①適当な場合における取引所又は電子取

引基盤（ＥＴＰ）を通じた取引、②中央清算機関（ＣＣＰ）を通じた決済 

(2) 店頭デリバティブ取引の取引情報蓄積機関（ＴＲ）への報告 

 

また、2011年のカンヌ・サミットにおいては、ＢＣＢＳ-ＩＯＳＣＯに対して、2012

年６月までに清算集中されない店頭デリバティブ取引に関する証拠金に係る基準（証

拠金規制）を市中協議用に策定することが求められた。 

これらを受けて、ＩＯＳＣＯ等の国際基準設定主体で国際原則の策定等がなされ、

各国においても規制が整備・実施されている最中であるが、米国・欧州によるクロス

ボーダー取引への規制の適用を背景に市場分断のリスクが顕在化していることから、

各国規制の調和や実施の調整等が課題となっている。2019年６月に、ＦＳＢおよびＩ

ＯＳＣＯ各々からＧ20 財務大臣中央銀行総裁会議に提出された市場の分断に関する

報告書には、店頭デリバティブ市場における事例が取り上げられている。 

また、ＦＳＢ ＳＲＣ／ＲｅＳＧ、ＢＣＢＳ、ＣＰＭＩ、ＩＯＳＣＯは、2015年４月

のＧ20 財務大臣・中央銀行総裁会合にＣＣＰに関する作業計画を共同で提出。当該計

画に基づいて、ＣＣＰの強靭性、再建、破綻、清算集中に係る相互依存性の分析等に

ついて作業が行われてきている。さらに、デリバティブの中央清算促進のインセンテ

ィブに対して、金融危機後の各種規制改革がもたらす影響を評価するため、ＦＳＢ、

ＢＣＢＳ、ＣＰＭＩ、ＩＯＳＣＯの下でDerivatives Assessment Teamが組成され、

2018年11月のＧ20 サミットに作業結果が報告された。 

 

Ⅱ 主な議論 

 

１．決済・市場インフラ委員会（ＣＰＭＩ-ＩＯＳＣＯ） 

 

Ｇ20の提言を踏まえ、ＩＯＳＣＯとＢＩＳの決済・市場インフラ委員会（ＣＰＭ

Ｉ: Committee on Payments and Market Infrastructures、2014年９月に支払･決

済システム委員会（ＣＰＳＳ: Committee on Payment and Settlement Systems）か

ら改称）が共同で、資金決済システム、証券決済システム及び清算機関に係る既存

の国際基準の包括的な見直しを実施し、2012年４月にこれらを１つにまとめた「金

融市場インフラのための原則」（ＦＭＩ原則）を公表した。その後ＣＰＭＩ-ＩＯＳ

ＣＯは、 ＦＭＩ原則の実施状況のモニタリングやＦＭＩに対する規制のあり方に

ついて継続的な議論を行っている。 
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（１）政策常設グループ（ＰＳＧ） 

 

金融市場インフラの規制のあり方について議論するグループ。近年では主にＣ

ＣＰの強靭性（ガバナンス、ストレステスト、財務資源、証拠金等）及び再建に

関する議論を行っている。2019年６月にＣＣＰにおける参加者破たん時のデフォ

ルト処理オークションに関する市中協議文書が公表された。 

 

（２）実施モニタリング・グループ（ＩＭＳＧ） 

 

ＦＭＩ原則の各国実施を促進するため、ＦＭＩ原則28法域において、実施状況

を定期的に評価・モニタリングするグループとして設置されたグループ。2019年

１月と５月には、スイス（ＰＳ、ＣＣＰ、ＣＳＤ/ＳＳＳ、ＴＲ）および米国（Ｐ

Ｓ、ＣＳＤ/ＳＳＳ）に関するレベル２評価報告書を公表している。 

 

    （３）店頭デリバティブの主要データ項目の調和グループ（ＨＧ） 

 

2014年９月、ＦＳＢより、店頭デリバティブの取引参加者により各取引情報蓄

積機関（ＴＲ）へ報告された情報の国際的な集約を可能とするため、①ＵＴＩ（固

有取引識別子）及びＵＰＩ（固有商品識別子）の開発と導入、②取引報告データ

のグローバルな調和に向けたガイダンスの策定、が提言された。この提言に基づ

き、ＣＰＭＩ-ＩＯＳＣＯは当該作業部会を 2014 年 11 月に立ち上げ、（1）ＵＴ

Ｉ、（2）ＵＰＩについて技術ガイダンスの策定作業及び（3）その他重要データ項

目（ＣＤＥ：Critical Data Elements）について技術ガイダンスとガバナンス（実

施を効果的に行うための体制や役割等）の策定作業を進めてきた。 

これまでに、ＵＴＩ・ＵＰＩ・ＣＤＥの技術ガイダンスに関する作業が終了し、

それらの最終文書が各 2々017年２月、同年９月、2018年４月に公表された。現在

はＣＤＥのガバナンスに関する議論が進行中である。 

なお本作業部会は、2019年６月でのマンデートの終了に伴い、ＣＤＥガバナン

ス文書公表後、後述のＦＳＢ固有取引識別子・固有商品識別子ガバナンスに関す

る作業部会（ＧＵＵＧ）に統合され、識別子全体の運営を行う予定。 

 

２．ＦＳＢ固有取引識別子・固有商品識別子ガバナンスに関する作業部会（ＧＵＵ

Ｇ） 

 

当該作業グループ（ＧＵＵＧ）は、ＣＰＭＩ-ＩＯＳＣＯで検討されたＵＴＩ・Ｕ

ＰＩ技術ガイダンスの実施を効果的に行うため、ガバナンスの枠組みの検討を行う

作業グループとして 2016 年３月にＦＳＢの傘下へ設置された。2018 年１月にＵＴ

Ｉガバナンスの最終文書が公表され、現在はＵＰＩガバナンスに関する作業を行っ

ている。上述のCDEガバナンス報告書公表後は、識別子全体の運営を行う予定。 
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３．ＦＳＢ店頭デリバティブ作業グループ（ＯＤＷＧ） 

 

2009 年のピッツバーグ・サミットにおける合意に基づき､各国が取り組んでいる

店頭デリバティブ市場改革の進捗を管理する目的で設立された｡定期的に改革の進

捗状況を纏めたプログレスレポートを公表している｡ 

直近では第 13 次報告書及び取引報告における法的障害への対応に関する報告書

を2018年11月に公表した。 

    

４．ＢＣＢＳ-ＩＯＳＣＯ 証拠金規制作業部会（ＷＧＭＲ） 

 

ＣＣＰで清算されない店頭デリバティブ取引については、システミック・リスク

を低減するとともに、ＣＣＰへの証拠金拠出を回避するインセンティブを抑制する

ことを通じてＣＣＰの利用を促進するという観点から、ＢＣＢＳとＩＯＳＣＯが共

同作業部会（ＷＧＭＲ）を設置して、規制の在り方を検討している。これまで2012

年７月（第１次）及び2013年２月（第２次）の２度にわたり市中協議文書を公表し、

2013年９月に最終報告書を公表、2015年３月に最終報告書の改訂を公表した。現在

も作業部会等において、マージン規制の着実な実施に向けて議論が続けられている。  

 

５．その他 

 

（１）清算集中に係る相互依存性分析グループ（ＳＧＣＣＩ） 

 

ＦＳＢ ＳＲＣ、ＦＳＢ ＲｅＳＧ、ＢＣＢＳ、ＣＰＭＩ、ＩＯＳＣＯが策定し

たＣＣＰに関する作業計画に基づいて、清算集中に係る相互依存性の分析作業を

行っている。世界26の主要ＣＣＰからデータを収集し、ＣＣＰと清算参加者等と

の間の相互依存性について分析を行い、2017年7月に第１回報告書、2018年８月

に第２回報告書を公表した。 

 

（２）取引主体識別子（ＬＥＩ） 

 

ＬＥＩとは、金融取引等を行う主体を識別するための国際的な番号で、世界的

な金融危機後、金融取引の実態を効率的・効果的に把握する目的から、2011年の

Ｇ20カンヌ・サミット首脳宣言により導入が合意され、利用が進められてきたも

のである。 

2013年１月、当局からなる規制監視委員会（ＲＯＣ）が発足。2014年６月には

中央業務機関を運営する組織としてグローバルＬＥＩ財団が設立され（グローバ

ルＬＥＩ財団の設立者はＦＳＢ、設立準拠法はスイス法）、その後は、ＬＥＩの利

用拡大の検討、符番されたＬＥＩの更新、ＬＥＩ参照データ項目の検討など実務

的な議論を継続している。なお、ＦＳＢは、2019年５月に、ＬＥＩの導入に関す
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るピアレビュー報告書を公表し、更なるＬＥＩ利用に向けた提案を行っている。 
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第６節 保険監督者国際機構（ＩＡＩＳ） 

 

Ⅰ 沿革 

 

保険監督者国際機構（ＩＡＩＳ: International Association of Insurance 

Supervisors）は、1994 年に設立され、世界の各国・地域の保険監督当局等約 200 機

関（メンバー）で構成されており、日本は、1998年よりメンバーとして参加している。 

ＩＡＩＳは、①効果的かつ国際的に整合的な保険監督の促進による、保険契約者の

利益及び保護に資する公正で安全かつ安定的な保険市場の発展と維持、②国際的な金

融安定化への貢献、を目的に設立された。事務局はバーゼル（スイス）の国際決済銀

行（ＢＩＳ）内にある。 

 

Ⅱ 組織 

   保険監督者国際機構（ＩＡＩＳ）の組織 

 
１．総会 

 

ＩＡＩＳの全てのメンバーで構成されており、毎年１回、年次総会が開催される。 

 

２．執行委員会 

 

新たな監督原則、基準、指針等の採択をはじめとした、主要な決定を行う最高意

思決定機関であり、地域構成のバランスを考慮した32の国・地域（北米：７、西欧：
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７、アジア：７、オセアニア：１、ラテンアメリカ：２、アフリカ南部：２、北ア

フリカ・中東：２、中東欧：２、オフショア：２）のメンバーから構成されている。

現在の議長は、英国健全性監督機構（ＰＲＡ）のサポルタ理事であり、副議長は、

当庁の太田国際政策管理官、米国全米保険監督官協会（ＮＡＩＣ）のアルトマイヤ

ー副会長、南アフリカ中央銀行のボゲルサン監督局長の３名が務めている。 

 

３．政策企画委員会 

 

執行委員会の下、監督基準の策定等を所掌している。政策企画委員会の下には、

ソルベンシー、破綻処理、会計・監査、ガバナンスなど個別分野ごとに作業部会が

設置されており、それぞれ監督原則、基準、指針の策定にあたっている。 

 

４．マクロ・プルーデンス委員会 

 

執行委員会の下、システミック・リスクへの対応に関する業務を所掌している。

マクロ・プルーデンス委員会の下には、グローバルなシステム上重要な保険会社（Ｇ

－ＳＩＩｓ: Global Systemically Important Insurers）の選定に係る分析作業、

グローバルな保険市場に関する報告書の作成を行う作業部会が設置されている。 

 

５．その他の委員会等 

 

各国における監督基準の実施、実施状況の評価に関する議論を行う実施・評価委

員会のほか、クロスボーダー監督上の諸問題、監督実務について意見交換を行う上

級監督者フォーラムなどが設置されている。 

 

Ⅲ 主な議論 

 

１．ＩＡＩＧｓの監督のための共通枠組み（ＣｏｍＦｒａｍｅ）の検討 

 

ＩＡＩＳは、金融危機を踏まえた対応として、2010年より「国際的に活動する保

険グループ（ＩＡＩＧｓ）」の監督のための共通枠組み（ＣｏｍＦｒａｍｅ: Common 

Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups）

を検討しており、2014 年にドラフト版を公表している（※）。2017 年以降、ＣｏｍＦ

ｒａｍｅを保険基本原則（ＩＣＰ: Insurance Core Principles）に統合しつつ、ア

ップデートする作業が行われており、2019 年 11 月の年次総会で最終版が採択され

る見込みとなっている。 

 

     （※）ＩＡＩＧｓを判断するベンチマークとして、「３以上の法域において保険料

収入があるかつ海外保険料収入 10%以上を前提に、総資産 500 億ドル以上、

または、保険料収入100億ドル以上の規模を有する保険グループ」という基
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準が示されている。 

 

    ２．ＩＡＩＧｓに適用される「国際資本基準」（ＩＣＳ）の検討 

 

ＩＡＩＳは2013年よりＩＡＩＧｓに適用する国際資本基準（ＩＣＳ：Insurance 

Capital Standard）の検討を開始しており、2017年７月にはＩＣＳ Version 1.0

（拡大フィールドテストのための国際資本基準）、2018年７月にＩＣＳ Version 2.0

（監督に用いる基準としての国際資本基準）に関する市中協議文書を公表した。Ｉ

ＡＩＳは、2019年11月の年次総会で同基準を最終化させ、2020年から５年間をモ

ニタリング期間と位置付けて、監督カレッジ等の場で利用する予定である。 

 

３．システミック・リスクへの対応 

 

ＦＳＢ及びＩＡＩＳは、2013 年７月にグローバルなシステム上重要な保険会社

（Ｇ－ＳＩＩｓ）の選定手法及び政策措置を公表し、Ｇ－ＳＩＩｓのリストを公表

してきた（これまで日本社がリストに含まれたことはない）。一方、ＩＡＩＳは、2018

年11月、市中協議文書（「保険セクターのシステミック・リスクに対する包括的枠

組み」）を公表し、保険会社の「活動」に着目したシステミック・リスク評価手法

（ＡＢＡ: Activity-Based Approach）を踏まえて、保険分野におけるシステミッ

ク・リスクへの対処のあり方を見直す方針を示している。ＩＡＩＳは、2019年11月

の年次総会で「包括的枠組み」を最終化させる予定である。 

 

   

 

 参考：アジア保険監督者フォーラム（ＡＦＩＲ） 

 

アジア保険監督者フォーラム（ＡＦＩＲ: Asian Forum of Insurance Regulators）

は、アジアを中心とする保険監督当局の間の保険監督上の相互理解及び連携強化を目的

として2005年に発足した。 

金融庁はＡＦＩＲの発足以来参画しており、近年では2018年６月の年次総会（於:香

港）、2019年５月の年次総会（於:マカオ）にそれぞれ当庁から国際政策管理官が参加し、

他国当局と定期的な意見交換を行っている。 
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第７節 金融活動作業部会（ＦＡＴＦ） 

 

Ⅰ 沿革 

 

金融活動作業部会（ＦＡＴＦ：Financial Action Task Force）は、マネー・ローン

ダリング対策における国際協調を推進するため、1989年のアルシュ・サミット経済宣

言を受けて設立された政府間会合であり、事務局はパリのＯＥＣＤ内に置かれている。

2001年の米国同時多発テロ事件以降は、Ｇ７財務大臣声明を受けてテロ資金対策にも

取り組んでいる。 

ＦＡＴＦのメンバーはＯＥＣＤ加盟国を中心に現在39か国・２地域機関。ＦＡＴＦ

は、条約に基づく恒久的な国際機関ではなく、政府間の合意に基づき、その活動内容

と存続の要否が見直される。 

ＦＡＴＦの主な役割は、以下のとおりである。 

① マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する国際基準（ＦＡＴＦ勧告）

の策定及び見直し 

② ＦＡＴＦメンバー間におけるＦＡＴＦ勧告の遵守状況の監視及び相互審査 

③ 国際的なマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の拡大・向上 

④ ＦＡＴＦ非メンバー国・地域におけるＦＡＴＦ勧告遵守の慫慂 

⑤ マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の手口及び傾向に関する研究 

 

「総会」に相当するＦＡＴＦ全体会合は通常年３回（２月、６月、10月）開催され、

ＦＡＴＦ勧告遵守に関する相互審査、今後の政策方針策定等の重要事項の審議及び採

択等が行われている。 

ＦＡＴＦは、各メンバー国・地域に対して、メンバー国・地域により構成される審

査団を派遣し、勧告の遵守状況について相互審査を行っている。国際基準であるＦＡ

ＴＦ勧告は、①マネー・ローンダリング対策等の基本的枠組みである「40の勧告」及

び②テロリズムとテロ資金供与対策の基本的枠組みである「９の特別勧告」により構

成されてきた（旧勧告）。その後、第４次相互審査に向けて両勧告の改定、統合、整理

が行われ、双方をカバーする新「40 の勧告」が 2012 年２月のＦＡＴＦ全体会合にお

いて採択・公表された。 

当該新「40の勧告」に基づき、2014年より、メンバー国・地域に対する第４次相互

審査が順次実施されている。日本に対する相互審査は 2019 年 10 月から 11 月に行わ

れ、2020年６月のＦＡＴＦ全体会合で審査結果が採択される予定である。 

第３次相互審査と異なり、第４次相互審査においては、新「40の勧告」で求められ

ている法令等整備に係る形式基準の遵守（Technical Compliance）に加え、法令等の

枠組みに則ったマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する 11 項目の有

効性（Effectiveness）についても審査されることとなる。 

現在、金融庁内の体制を整え、民間金融機関等における取組みを促すなど、第４次

相互審査への対応を進めているところである。      
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Ⅱ 主な議論 

 

ＦＡＴＦは、暗号資産がマネー・ローンダリング及びテロ資金供与の手段として

悪用される脅威等についても、各国の経験を踏まえて議論を行っている。 

2018 年 10 月、ＦＡＴＦは勧告を改定し、暗号（仮想）資産を扱う事業者（暗号

資産交換業者、ウォレット業者等）が、ＦＡＴＦ勧告の対象に含まれることを明確

化。具体的には、暗号資産を扱う事業者について、①これらをＡＭＬ/ＣＦＴ目的で

規制し、②登録制又は免許制とし、③ＦＡＴＦ勧告上の義務を遵守させることが必

要とされた。ＦＡＴＦはさらに、同勧告の適用に際してＡＭＬ/ＣＦＴ等の具体的な

義務を明確化するため、ＦＡＴＦ勧告の解釈ノートを作成し、同年６月のＦＡＴＦ

全体会合にて合意・採択し、Ｇ20サミットに報告された。 
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第８節 その他の主体 

 

Ⅰ 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ） 

 

１．コーポレート・ガバナンス委員会 

 

（１）沿革 

 

ＯＥＣＤ加盟国・非加盟国に対する普及活動として、Ｇ20／ＯＥＣＤコーポレ

ート・ガバナンス原則に基づくピアレビューの実施、世界各地でのラウンドテー

ブル開催等を行っている。2016年11月より、同委員会の議長を神田眞人 財務省

主計局次長 兼 金融庁総合政策局が務めている。 

 

（２）主な議論 

 

ＯＥＣＤコーポレート・ガバナンス原則（1999年制定、2004年、2015年改訂）

は、コーポレート・ガバナンスの国際標準として、各国の政策立案を支援する指

針を提供するものであり、世界銀行の「国際基準の遵守状況に関する報告書」の

評価基準や、ＦＳＢが指定する「健全な金融システムのための主要基準」の１つ

に位置付けられる。 

本原則は、ＯＥＣＤのコーポレート・ガバナンス委員会が所管している。同委

員会は、世界的な金融危機以降の状況変化等を反映すべく、ＯＥＣＤ非加盟国の

参加も得ながら、2013 年秋より、約 10 年ぶりとなるＯＥＣＤコーポレート・ガ

バナンス原則の改訂作業を開始。2015年11月のＧ20サミットに提出され、「Ｇ20

／ＯＥＣＤコーポレート・ガバナンス原則」として承認された。 

主な改訂内容は以下のとおりである。 

① 機関投資家の運用資産増加、資本市場構造の複雑化に鑑み、機関投資家によ

る議決権行使の実績の開示や議決権行使助言会社などによる利益相反管理を明

記。 

② 金融危機の教訓を踏まえ、リスク管理に係る取締役会の役割を拡充するとと

もに、役員報酬の決定に対する株主関与を強化。 

③ 近年の動向を踏まえ、クロスボーダー上場企業に対する規制、非財務情報の

開示、関連当事者間取引の適切な管理等の新たな論点を追加。 

 

改訂原則の普及・実施のため、同原則の各国における実施状況を評価するため

の方法（メソドロジー）（2006年策定）も、2017年３月に改訂・公表された。ま

た、ＯＥＣＤによるテーマ別ピアレビューのテーマとして、“Flexibility and 

Proportionality”（比例性と柔軟性）が実施され、日本は重点審査国の一つとし

て参加、2018年11月に報告書が公表された。 

また、2019年６月にＧ20財務大臣・中央銀行総裁会合の開催に合わせ、ＯＥＣ
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Ｄとの共催で、コーポレート・ガバナンスに関するセミナーを実施した。セミナ

ーでは、Ｇ20/ＯＥＣＤコーポレート・ガバナンス原則について各国・国際機関に

よる取組みを共有した後、パッシブ投資の増加やＩＰＯの減少、 新興国の台頭と

いった市場の構造変化にどのように対応するか議論し、国際的なコーポレート・

ガバナンスの分野での議論を主導した。 

 

２．保険・私的年金委員会（ＩＰＰＣ） 

 

（１）沿革 

健全な保険・私的年金システムを構築する観点から、保険・私的年金に関す

る最新の動向についてデータ収集・情報交換を行うとともに、新たな政策課題

について意見交換や政策提言を行うため、1961年９月に設立された。2019年３

月より、当庁の河合美宏参与（東大客員教授、京大特命教授）が同委員会の議

長を務めている。 

 

（２）主な議論 

       会合には、ＯＥＣＤ加盟国等の政府代表に加え、民間保険業界の代表も参加

し、官民交えた議論が行われている。最近では、FinTechやＡＩ、サイバー保険、

規制当局の組織構造、医療・介護保険、災害リスクといった分野の課題につい

て議論がなされている。 

 

 

 

 参考：アジア保険・退職貯蓄ラウンドテーブル 

 

ＯＥＣＤの保険・私的年金委員会（ＩＰＰＣ）が、各国当局、民間セクター、国際機

関、学会関係者の対話の場として、毎年開催している。第１回会合は東京（2016年４月）、

第２回会合はバンコク（2017年９月）、第３回会合（2018年４月）は東京で開催された

（当庁、ＯＥＣＤ、アジア開発銀行研究所（ＡＤＢＩ）による共催）。第４回会合（2019

年３月）はミャンマー・ネピドーで開催され、高齢化社会における私的年金の役割、ア

ジアにおける自然災害リスクと保険、新興国における再保険の役割等について議論が行

われた。 

 

 

Ⅱ 国際通貨基金（ＩＭＦ） 

 

１．金融部門評価プログラム（ＦＳＡＰ） 
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金融部門評価プログラム（ＦＳＡＰ：Financial Sector Assessment Program）

は、ＩＭＦが加盟国の金融部門の安定性を評価するプログラム。①ストレステスト

等による金融部門の安定性の評価、②金融規制・監督等に係る国際基準の遵守状況

の評価、③金融危機対応能力の評価の三本柱で構成。2016 年後半から 2017 年前半

にかけて第３回対日審査が行われ、報告書はＩＭＦ理事会の議論を経て 2017 年７

月に公表された。2018年対日４条協議報告書において、第３回ＦＳＡＰ報告書の勧

告のフォローアップが実施された。なお、日本の第１回ＦＳＡＰ報告書は2003年、

第２回は2012年に公表されている。 

 

    （※１）2010 年９月、ＩＭＦ理事会は、重要な金融部門を有する国（日本等 25 ヶ

国）につきＦＳＡＰを５年毎に実施することを決定。2013 年には対象を 29 ヶ

国に拡大。 

 

    （※２）第３回ＦＳＡＰ報告書の主な内容 

 

 問題意識  

金融機関は、低成長と低金利、及びその根底にある少子高齢化から来る逆風に直

面。多くの金融機関及び生命保険会社は、国内での投資・与信が伸び悩み、収益確

保のためにリスクを十分に理解していない海外証券投資・不動産投資といった新た

な分野の業務を拡大している。こうした金融機関の直面する新たな課題に対応する

ためには金融監督の更なる深化・進展が必要。 

 

 主な提言  

① 金融機関の新たな課題・リスクに対応するための金融監督の枠組みの強化 

  リスク・ベースの健全性監督の体制整備 

  銀行・保険業界におけるコーポレート・ガバナンスの強化 

  各銀行のリスク特性をより反映した資本水準を銀行に求めること 

  保険業界に経済価値に基づいた健全性の評価制度を導入していくための取

組みを進めること 

② マクロ経済や人口動態が金融機関に与える影響について金融機関と深度ある

対話を行うこと、及び金融機関の存続可能性に関する懸念が見いだされた場合

に迅速な対応を行うこと 

  金融機関における手数料サービス等への移行の検討の推奨 

  地域金融機関の統合の有効性の指摘 

③ 危機管理・破綻処理の枠組みの更なる強化 

 

Ⅲ 金融サービス利用者保護国際組織（ＦｉｎＣｏＮｅｔ） 
 

１．沿革 
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ＦｉｎＣｏＮｅｔは、金融サービス利用者保護に関する情報・意見交換のために、

金融消費者保護に関する監督当局間の非公式ネットワークとして、2003 年に設立。 

愛、英、中、加、仏、豪、西、日など24ヵ国のメンバーの他、オブザーバーとし

て６機関（ＩＡＩＳ、コンシューマー・インターナショナル、欧州委員会、ＯＥＣ

Ｄ、ＯＧＡＰ、世銀）等が加盟。議長は、Lucie Tedesco氏（加金融サービス利用者

保護庁長官）が、事務局はＯＥＣＤが務める。 

ＦｉｎＣｏＮｅｔの目的は、主に、銀行取引及び信用供与（Banking and Credit）

に焦点を当て、金融サービスに係る利用者保護規制当局間で、監督上のリスク・課

題を認識するとともに、監督手法や監督上のベスト・プラクティス等を共有し、金

融サービス利用者保護を強化することである。 

ＦｉｎＣｏＮｅｔの全メンバーを集めた上で年次総会（年間の予算・方針等に係

る重要な意思決定を議論）及び関連セミナー（一定のトピックについて、ＦｉｎＣ

ｏＮｅｔ加盟国当局の他、業界・学会等も招待し幅広い参加者で議論。）を、１年に

１回、メンバー国持ち回りで開催している（2017年に、東京で年次総会等を開催）。

これら年次総会等の他に、執行評議会（予算執行・運営等を議論．）や各議題に応じ

た常設委員会が開催されている。当庁の幹部は、執行評議会メンバーに選任されて

いる。 

     

２．主な議論 
 

現在、各議題に応じて、６つの常設委員会（ＳＣ：Standing Committee）が設置

されており、当庁はＳＣ３、ＳＣ４及びＳＣ６のメンバーである。 
 

委員会 参加国 作業内容 

第１常設委員会（ＳＣ１） 

監督ツールボックス 

加（議長）、

豪、蘭、葡、

南阿、諾、沙 

金融消費者保護の問題に対する各国の監督上の政策手法（監督ツ

ール）を比較可能な形で検索可能な「道具箱」を構築し、一般向

け公表。今後、コンテンツをアップデート予定。 

第２常設委員会（ＳＣ２） 

短期かつ高金利の消費者

金融のデジタル化 

愛（議長）、

豪、伯、加、

中、独、尼、

葡、英 

デジタル化された短期かつ高金利の消費者金融やペイデイロー

ンに対する金融サービス利用者保護上のリスク・問題認識及び監

督上の対処。2017年11月に各国の現状及び監督上の対応につい

てまとめた最終報告書を、2019 年２月に監督上のガイドライン

を公表した。 

第３常設委員会（ＳＣ３） 

モバイル技術・技術革新 

葡（議長）、

日、伯、加、

中、英、南阿、

豪、尼、モー

リシャス 

オンライン・モバイル送金等に係るセキュリティ・リスクに係る

課題への規制・監督上の対処。各国の現状及び監督上の対応につ

いてまとめた最終報告書を2018年１月に公表した。 

第４常設委員会（ＳＣ４） 

フィンテックへの対応 

西（議長）、

日、豪、伯、

独、加、尼、

葡、南阿、露、

モーリシャ

ス 

ＩＴ技術の発展等が金融サービス利用者保護に与える影響とし

て、そのリスク・監督上の課題及び監督上の対応について議論を

進めている。各国が認識するリスク・監督上の課題及び対応状況

についてまとめた報告書を2018年11月に公表した 

第５常設委員会（ＳＣ５） 

金融商品に関する広告 

露（共同議

長）、加（共同

議長）、南阿、

葡、西、豪、

蘭、中 

2018年３月に初会合を開催。金融商品（特に、消費者金融等）に

係る広告や販売・勧誘等の際の行為規制、情報提供・開示のあり

方等に係る問題意識及び監督上の対応について、調査・議論を実

施。 

第６常設委員会（ＳＣ６） 豪（議長）、 2018 年３月に初会合を開催。金融機関に対して、顧客本位な金
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顧客本意の金融商品、サー

ビス等の提供 

日、葡、加、

伊、秘、西、

伯、独、露、

仏 

融商品の設計を促す監督上のプラクティスや各種ツール等につ

いて、調査・議論を実施。 

- 652 -



第21章 当局間の連携・協力等 

 

第１節 経済連携協定 

 

経済連携協定（ＥＰＡ: Economic Partnership Agreement）は、経済関係の深い二国

間及び地域内における国境を越えた物品・人・サービス・資本・情報の移動の自由化を

促進し、経済活動全般の連携の強化あるいは一体化を実現することを目的としている。

従来、自由貿易体制の維持・強化の役割は主に世界貿易機関（ＷＴＯ:World Trade 

Organization）が担ってきたが、多国間での利害調整が複雑化しているため、近年、多

くの国が多角的貿易体制を補完すべく、特定の二国間及び地域内における貿易自由化交

渉に取り組んでいる。 

    経済連携協定（ＥＰＡ）等の締結・交渉状況 

相手先国 締結・交渉の状況 

（発効済）  

シンガポール 
2001年１月交渉開始／2002年１月署名／2002年11月発効 

2006年６月再交渉開始／2007年９月発効 

メキシコ 
2002年11月交渉開始／2004年９月署名／2005年４月発効 

2008年９月再交渉開始／2012年４月発効 

マレーシア 2004年１月交渉開始／2005年12月署名／2006年７月発効 

チリ 2006年２月交渉開始／2006年９月大筋合意／2007年３月署名／2007年９月発効 

タイ 2004年２月交渉開始／2005年２月大筋合意／2007年４月署名／2007年11月発効 

インドネシア 2005年７月交渉開始／2006年11月大筋合意2007年８月署名／2008年７月発効 

ブルネイ 2006年６月交渉開始／2006年12月大筋合意／2007年６月署名／2008年７月発効 

ＡＳＥＡＮ（包括） 
2005 年４月交渉開始／2007 年８月大筋合意／2008 年 4月署名／2008 年 12 月一部を発

効 

フィリピン 2004年２月交渉開始／2004年11月大筋合意2006年９月署名／2008年12月発効 

スイス 2007年５月交渉開始／2008年９月大筋合意／2009年２月署名／2009年９月発効 

ベトナム 2007年１月交渉開始／2008年９月大筋合意／2008年12月署名／2009年10月発効 

インド 2007年１月交渉開始／2010年９月大筋合意／2011年2月署名／2011年８月発効 

ペルー 2009年５月交渉開始／2010年11月大筋合意／2011年５月署名／2012年３月発効 

オーストラリア 2007年４月交渉開始／2014年４月大筋合意／2014年７月署名／2015年１月発効 

モンゴル 2012年６月交渉開始／2014年７月大筋合意／2015年２月署名／2016年６月発効 

（交渉中）  

ＡＳＥＡＮ（投資・サービス） 2010年10月交渉開始／2017年11月最終合意／2019年２月署名 

環太平洋パートナーシップ 

（ＴＰＰ/ＴＰＰ11）協定 

TPP:2010年３月交渉開始（日本は2013年７月の交渉から参加）／2016年２月署名 

TPP11:2017年11月大筋合意／2018年３月署名／2018年12月発効 

コロンビア 2012年７月交渉開始 

カナダ 2012年11月交渉開始 

日中韓 2013年３月交渉開始 

ＥＵ 2013年４月交渉開始／2017年７月大枠合意／2018年７月署名／2019年２月発効 

東アジア地域包括的経済連携

（ＲＣＥＰ） 
2013年５月交渉開始 

サービスの貿易に関する新たな

協定（ＴｉＳＡ） 
2013年６月交渉開始 

トルコ 2014年12月交渉開始 

（交渉中断）  

韓国 2003年12月交渉開始／2004年11月以降交渉中断 
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湾岸協力理事会（ＧＣＣ） 2006年９月交渉開始／2009年３月以降交渉中断 

 

Ⅰ 環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定／環太平洋パートナーシップに関する

包括的及び先進的な協定（ＴＰＰ11） 

 

関税・非関税分野の自由化や、知的財産、電子商取引といった新しい分野のルール

を構築する包括的協定。金融サービスについても１章が割かれている。2010年３月に

交渉開始。日本（2013年７月に交渉参加）、シンガポール、ニュージーランド、チリ、

ブルネイ、米国、豪州、ペルー、ベトナム、マレーシア、メキシコ及びカナダの12か

国が参加し2016年２月に署名。 

2017年１月、米国がＴＰＰを離脱する大統領令に署名し、ＴＰＰから離脱。これを

受け米国を除く11か国は、協定の早期発効に向けて同年５月にベトナム（ハノイ）に

おいてＴＰＰ閣僚会合を開催。会合後の閣僚声明では、米国の参加を促進する方策も

含めた今後の選択肢の検討を同年 11 月のＡＰＥＣ首脳会合までに完了させること等

が盛り込まれた。本声明を踏まえ、同年11月にベトナム（ダナン）で開催されたＴＰ

Ｐ閣僚会合において、11カ国によるＴＰＰ（ＴＰＰ11）が大筋合意に至り、2018年３

月にはチリ（サンティアゴ）にて同協定の署名が行われた。 

 同協定の発効には署名国の内６カ国が国内手続きを終えていることが必要であり、

日本では196回通常国会において同協定が承認され、関連法案も成立した。同協定は、

我が国を含む６か国が国内手続を完了したことにより、同年 12 月 30 日に発効した。 

     

Ⅱ 日ＥＵ・ＥＰＡ 

 

ＴＰＰ/ＴＰＰ11 同様、関税・非関税分野の自由化や、知的財産、電子商取引とい

った分野のルールを規律。2013年３月交渉開始。2017年12月に首脳間において交渉

妥結を確認、2018年７月に署名された。日本及びＥＵの双方が国内手続きを完了した

ことにより、2019年２月１日に発効した。 

     

Ⅲ その他経済連携協定（ＥＰＡ）交渉等 

 

現在、８つの協定交渉が進行している。交渉状況はそれぞれ以下のとおり。 

 

１．サービスの貿易に関する新たな協定（ＴｉＳＡ：Trade in Services Agreement） 

 

1995 年のＷＴＯの発足に伴い、「サービス貿易に関する一般協定（ＧＡＴＳ：

General Agreement on Trade in Services」が発効されたが、発行から長期間が経

ち、さらなる自由化の必要性が増していることから、22（現在は23）カ国・地域が

2013年６月に交渉開始。 

 

２．東アジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ: Regional Comprehensive Economic 
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Partnership） 

 

2013年５月に交渉開始。現在の交渉参加国は、日本、ＡＳＥＡＮ10ヶ国、中国、

韓国、豪州、ニュージーランド、インド。 

 

    ３．日中韓ＦＴＡ 

 

 2013年３月に交渉開始。 

 

    ４．日トルコＥＰＡ 

 

 2014年12月に交渉開始。 

 

    ５．日カナダＥＰＡ 

 

 2012年11月に交渉開始。 

 

    ６．日コロンビアＥＰＡ 

 

 2012年７月に交渉開始。 

 

７．日ＡＳＥＡＮ ＥＰＡ（ＡＪＣＥＰ:ASEAN-Japan Comprehensive Economic 

Partnership） 

 

物品貿易等については2008年 12月から順次発効。2010年 10月から、投資・サ

ービスの交渉を行っており、2017 年 11 月、閣僚レベルで交渉終結を確認し、2019

年４月までに署名が完了した。日本及びＡＳＥＡＮにおいて、発効に向けた国内手

続が進められている。 

 

 

Ⅳ 世界貿易機関（ＷＴＯ）による貿易政策検討制度（ＴＰＲＢ）審査 

 

ＷＴＯ加盟国の貿易政策及び貿易慣行について一層の透明性を確保し、理解を深め

ることにより、多角的貿易体制が一層円滑に機能することに資することを目的として

実施されており、金融サービスも対象に含まれる。２年に１度対日審査が行われてお

り、直近は2017年３月に対面会合が行われた。その後、頻度が３年に１度となり、次

回対日審査は、2020年３月に行われる予定。 
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第２節 アジア地域ファンド・パスポート（ＡＲＦＰ） 

 

ＡＲＦＰ（Asia Region Funds Passport）は、ＡＰＥＣ加盟国のうち参加を表明した

国が、投資家保護上の要件を満たしたファンド（投資信託等）について、相互に販売を

容易にすることを目的に、規制の共通化を図るための枠組みである。 

2010年以降、ＡＲＦＰのルールの検討が行われてきたところ、2016年４月、日本、オ

ーストラリア、韓国及びニュージーランドの４カ国が、同年６月、タイが、ＡＲＦＰの

協力覚書（ＭＯＣ）に署名を行い、ＭＯＣが発効した。これを受け、各参加国は、国内

制度の整備に取り組んできた。 

我が国は、2017 年 12 月にアジア地域ファンド・パスポートの登録のための手続きを

示したガイドライン「アジア地域ファンド・パスポートの創設及び実施にかかる協力覚

書に基づく、輸出ファンドの登録申請及び輸入ファンドの認証申請の手続等に関する実

施要領」（Implementation Guidelines）を公表し、国内での制度整備を完了。2018年２

月にタイが、2018 年９月にオーストラリアがこれに続いて国内での制度整備を完了し、

2019 年２月、日本を含む当該３カ国において、ＡＲＦＰの登録申請受付が開始された。 

2016 年６月に設置された、ＡＲＦＰの円滑な実施を目的とした合同委員会（Joint 

Committee）は、2018事務年度においては、2018年９月にオークランド、2019年５月に

ソウルにおいて合同委員会対面会合を行った。 
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第３節 当局間協議 

 

金融庁は、2018事務年度においては、英国等の国・地域の金融当局との間で二国間協

議等を実施し、金融規制や経済情勢等に関する意見交換を行った。また、ドイツ連邦金

融監督庁（ＢａＦｉｎ）との間で監督協力に係る書簡交換を実施した。日中首脳会談の

際には、金融庁と中国証券監督管理委員会が日中証券市場協力に合意・署名した。 

 

Ⅰ 米国 

 
金融庁と全米保険監督官協会（ＮＡＩＣ）は、2014年以降、日米両国の保険監督上

の相互理解及び連携強化を目的として、定期的な意見交換を行っている。 
 

開催日 開催地 金融庁参加者 先方参加者 

2019年１月23日 東京 総合政策局審議官 全米保険監督官協会会長 

2018年４月４日 東京 金融国際審議官 全米保険監督官協会会長 

 

Ⅱ 欧州委員会（ＥＣ） 

 

欧州委員会（ＥＣ）の金融安定・金融サービス・資本市場同盟総局（ＦＩＳＭＡ）

と金融庁との間で、1985年以来、１～２年に１回程度のペースで日ＥＵハイレベル金

融協議を開催。ホストは通例、日本・ＥＵが交互に務める。金融規制等について定期

的な意見交換を行う。日ＥＵ･ＥＰＡ発効により、次回2019年会合から、日ＥＵ合同

金融規制フォーラムとして開催される予定。 

 

開催日 開催地 金融庁参加者 先方参加者 

2017年10月３日 ブリュッセル 金融国際審議官 
金融安定・金融サービス・資本市場 

同盟（FISMA）総局長 

2016年１月20日 東京 金融国際審議官 
金融安定・金融サービス・資本市場 

同盟（FISMA）総局長 

 

Ⅲ 英国 

 

英当局と財務省・金融庁との間で、2018年以来、１～２年に１回程度のペースで日

英財務協議を開催。ホストは通例、日本・英国が交互に務める。経済・金融に係る幅

広いテーマについて定期的な意見交換を行う。 

 

開催日 開催地 金融庁参加者 先方参加者 

2018年12月11日 ロンドン 審議官（国際担当） 英財務省国際ＥＵ局長、金融サービス局長 

2018年１月24日 東京 金融国際審議官 英財務省国際ＥＵ局長、金融サービス局長 
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Ⅳ 中国 

 

2018 年 10 月の日中首脳会談での合意に基づき、日中証券市場協力の強化を議論す

る枠組みとして、2019年４月、上海で第１回日中資本市場フォーラムを開催。 

 

開催日 開催地 金融庁参加者 先方参加者 

2019年４月22日 上海 長官 証券監督管理委員会副主席 

 

 

Ⅴ 台湾 

 

2014 年 11 月、台湾金融監督管理委員会（ＦＳＣ）の黄副主任委員より、金融庁に

対し、両国の銀行監督等について意見交換を定期的に行いたいとの提案があり、日台

金融協議を設置。 

 

開催日 開催地 金融庁参加者 先方参加者 

2018年10月25日 東京 総合政策局審議官 副主任委員 

2017年11月17日 台北 総務企画局審議官 銀行局長 

  

Ⅵ ミャンマー 

 

    2019年３月、財務・金融分野における日緬協力を更に推し進めるため、ネピドーに

て日緬の財務・金融当局を含む関係者が一堂に会して、緬への支援策の進捗状況及び

課題等について包括的に議論するため、二国間協議を実施。 

   

開催日 開催地 金融庁参加者 先方参加者 

2019年３月６日 ネピドー 総合政策局参事官 計画財務副大臣 
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第４節 金融技術協力 

 

Ⅰ 概要 

 

金融庁は、アジア等の新興市場国に対し、各国の金融インフラの発展状況に応じて、

①ソフト面のインフラ整備、②ハード面のインフラ整備、③行政運営の知見・経験の

共有といった支援を行い、地域全体の市場機能の向上や成長に貢献している。 

具体的には、アジア等の新興市場国の金融当局との間で金融技術協力の枠組を構築

した上で、研修開催やハイレベル面会等を通じて技術協力を実施し、金融制度の整備

や金融当局の能力向上を支援している。 

 

Ⅱ 活動実績 

 

金融庁はこれまでにミャンマー、ベトナム、インドネシア、タイ等の７か国15当局

との間で金融技術協力に係る覚書締結（書簡交換）を実施し、金融技術協力の枠組を

構築した上で、日系金融機関等の意見も幅広く聴取しつつ、長期専門家の派遣や先方

関心事項に対応した現地金融当局職員対象の研修開催等、各国への技術支援を実施し

ている。 

2018 事務年度では、対象国のニーズに応じ、例えば以下のような技術支援を実施。 

 

① ミャンマーでは、健全かつ公正な資本市場の育成及び保険市場の健全な発展を目

的にミャンマー計画財務省にそれぞれの分野の長期専門家を継続派遣している。資

本市場の支援について2018年１月に策定された「資本市場活性化支援計画」の進捗

状況及び今後の支援策をまとめた「プログレスレポート」を策定して計画財務副大

臣等へ手交（2018年９月）し、これらに基づく技術協力等を実施した。また、同国

保険セクターについて 2018 年６月にロードマップとしての「ミャンマー保険セク

ター支援計画」を官民挙げて作成し、計画財務副大臣へ手交した上、同計画に基づ

く技術協力を実施した。 

② ベトナムでは、当局間のハイレベルでの意見交換に加えて、ベトナム政府や市場

関係者向けに、株式市場の役割や公正・透明な株式市場実現に向けた課題に関する

講演を実施。 

③ インドネシアでは、継続的なハイレベル間の会談の実施により両金融当局間の信

頼関係を強化。また、財務・金融当局間の協議において、フィンテックに関する取

組等について意見交換を実施。 

④ タイでは、中央銀行に対し銀行監督や電子決済に関するセミナーを実施。 

 

また、アジア等の新興市場国の銀行・証券・保険監督当局の職員を招聘し、それぞ

れの分野における日本の規制・監督制度や取組み等の一般的な内容について幅広く講

義を行う「銀行・証券・保険監督者セミナー」を実施している。 
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第５節 グローバル金融連携センター（ＧＬＯＰＡＣ） 

 

Ⅰ 概要 

 

2014 年４月に設置したアジア金融連携センター（ＡＦＰＡＣ: Asian Financial 

Partnership Center）を、2016年４月にグローバル金融連携センター（ＧＬＯＰＡＣ: 

Global Financial Partnership Center）に改組した。支援地域については、アジアの

みならず、中東やアフリカ、中南米等も対象に追加した。ＧＬＯＰＡＣでは、支援対

象地域の金融当局者を研究員として日本に招聘し、研修プログラムの提供等を通じて

各国金融当局との関係を強化している。また、強固な協力関係を構築した上で、研修

プログラムを終了した研究員とのネットワークを維持・強化している。 

 

Ⅱ 活動実績 

 

2014年７月以降、32の国・地域（※）の金融当局者を招聘し、計126名の研究員・イ

ンターン生がＡＦＰＡＣ及びＧＬＯＰＡＣのプログラムを修了した（2019 年６月現

在）。 

長期滞在の研究員については、概ね２～３ヶ月間の滞在期間中、金融庁の組織・業

務概要や金融規制の枠組み、検査・監督実務等に関する基本的な講義を提供し、その

後、各研究員のニーズや関心に応じて、当庁職員によるテーマ別研修や意見交換等を

行っている。さらに、研究員に対し、外部関係機関等を訪問する機会も提供している。 

研究員は、母国の金融システムの現状や課題、ＧＬＯＰＡＣの研修プログラムを通

じて学んだ内容や今後の課題等について、庁内で報告会を行う。一部の研究員につい

ては、国内で開催される国際シンポジウム等において発表することもある。 

また、プログラムを修了した研究員（卒業生）との継続的なネットワーク構築・強

化のため、以下、５つの施策を通じ、卒業生のフォローアップを行っている。 

① 卒業生を日本に再招聘し、現役生や当庁職員との意見交換の実施 

② 当庁職員が現地に出張し、卒業生との意見交換を行う同窓会の実施 

③ 当庁職員が外国出張する際、卒業生とのフォローアップ面談の実施 

④ ＧＬＯＰＡＣが発行するニュースレターの送付 

⑤ 当庁等が主催する国際シンポジウムに卒業生をパネリストとして招聘 

 

    （※）アルゼンチン、アンゴラ、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウズ

ベキスタン、エジプト、カザフスタン、カンボジア、コロンビア、ジョージア、

ジンバブエ、スリランカ、タイ、タンザニア、チリ、ドバイ、トルコ、ネパー

ル、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ペルー、ボツワナ、マレーシア、ミャ

ンマー、メキシコ、モルディブ、モンゴル、ラオス、ＵＡＥ。 
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 受入期間 人数 出身国（人数） 

第１期 
2014年７月29日 

～11月28日 
３ ベトナム（１）モンゴル（２） 

第２期 
2014年10月21日 

～2015年２月６日 
６ タイ（２）ベトナム（１）モンゴル（１）ミャンマー（１）タイ（１） 

第３期 
2015年３月３日 

～５月29日 
７ カンボジア（１）ベトナム（１）ベトナム（２）モンゴル（２）タイ（１） 

第４期 
2015年７月28日 

～10月９日 
８ 

カンボジア（１）インド（１）ラオス（１）スリランカ（１）タイ（１）

ベトナム（１）モンゴル（２） 

第５期 
2015年10月14日 

～2016年１月15日 
６ タイ（２）カンボジア（１）ベトナム各（１）モンゴル（２） 

第６期 
2016年２月29日 

～５月31日 
９ 

タイ（２）カンボジア（１）ベトナム（１）モンゴル（２）ドバイ（１）

フィリピン（１）マレーシア（１） 

第７期 
2016年７月26日 

～９月30日 
８ 

イラン（１）カンボジア（１）タイ（１）ベトナム（１）ミャンマー（１）

インド（１）ペルー（１）モンゴル（１） 

第８期 
2016年10月13日 

～2017年１月13日 
６ 

ベトナム（１）ブラジル（１）メキシコ（１）、インドネシア（２）ミャ

ンマー（１） 

第９期 
2017 年２月 22 日～

５月19日 
９ 

インド（１）エジプト（１）カザフスタン（１）カンボジア（１）タイ

（１）タンザニア（１）ベトナム（１）ボツワナ（１）ラオス（１） 

第10期 
2018 年７月 25 日～

９月29日 
11 

アルゼンチン（１）イラン（１）インド（１）インドネシア（１）タイ

（１）チリ（１）ベトナム（１）ミャンマー（１）モンゴル（１）ラオ

ス（１）UAE（１） 

第11期 
2018年10月11日～

12月20日 
８ 

インドネシア（１）ウズベキスタン（１）タイ（１）トルコ（１）フィ

リピン（１）ボツワナ（１）ミャンマー（１）モンゴル（１） 

第12期 
2018年４月４日～６

月22日 
９ 

インド（１）インドネシア（１）カザフスタン（１）カンボジア（１）

タイ（１）ネパール（１）ベトナム（１）ミャンマー（１）モンゴル（１） 

第13期 
2018 年７月 24 日～

９月28日 
９ 

アンゴラ（１）、インドネシア（１）、カザフスタン（１）、ジョージア

（１）、タイ（１）、フィリピン（１）、ブラジル（１）、ミャンマー（１）、

モンゴル（１） 

第14期 
2018年10月16日～

12月26日 
９ 

アルゼンチン（１）、インドネシア（１）、エジプト（１）、コロンビア

（１）、ジンバブエ（１）、ベトナム（１）、ミャンマー（１）、モルディ

ブ（１）、モンゴル（１） 

インターン（数週間） 

国内大学院に留学中の者 
15 

インド（１）、ウガンダ（１）ウズベキスタン（１）カンボジア（１）タ

イ（７）フィリピン（２）ブラジル（１）ベトナム（１） 

短期研修（数日間） ３ ベトナム（３） 

金融連携センターにおける新興国当局職員の受入状況 
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金融連携センターにおける参加者の出身国・地域の数の推移 
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第22章 その他の課題 

 

第１節 新たな課題に関する国際的な動き 

 

Ⅰ サイバーセキュリティ 

 

１．Ｇ７ 

 

Ｇ７は、金融機関に対するサイバー攻撃の脅威が増し、金融システムの安定にも

影響を与えかねないことを踏まえ、米国、英国を共同議長として2015年６月にＧ７

サイバーエキスパートグループを設置した。 

エキスパートグループでは、金融セクターにおけるサイバーセキュリティの現状

分析や、Ｇ７各国間の連携を模索することを目的として活動を行っており、2016年

10月、金融機関がサイバーセキュリティ対策を講ずる上で、重要と考えられる「基

礎的な要素」を公表。2017年10月には、「基礎的な要素」に示されたプラクティス

の適切な実施・評価を行うという点に焦点をあてた「金融セクターのサイバーセキ

ュリティの効果的な評価に関する基礎的要素」を公表。2018年10月には、「脅威ベ

ースのペネトレーションテストに関するＧ７の基礎的要素」、「金融セクターにおけ

るサードパーティのサイバーリスクマネジメントに関するＧ７の基礎的要素」を公

表した。また、2019年６月には、サイバー合同演習を実施した。 

現在、エキスパートグループでは、他の分野（エネルギー・通信）との協調、セ

キュリティの脆弱性などについての議論が行われている。 

 

２．Ｇ20 

 

ドイツ議長下の 2017 年３月Ｇ20 財務大臣・中央銀行総裁会合の共同宣言をうけ

て、ＦＳＢは、サイバーセキュリティ関連の規制・監督上の取組みの公表情報を収

集し、ストックテイク報告書としてとりまとめ、2017年10月にＧ20に提出、公表。 

アルゼンチン議長下では、ＦＳＢが、当局間の情報共有等を目的に、サイバー用

語集をとりまとめ、2018年11月にＧ20に提出、公表。 

日本議長下では、ＦＳＢが、金融機関のサイバーインシデントに対するレスポン

ス及びリカバリーについて、２年間の作業を開始。2019年６月に進捗報告書をＧ20

に提出、公表。 

 

３．ＩＯＳＣＯ 

 

各委員会の横断的な検討の結果として、2016年４月に「証券市場におけるサイバ

ーセキュリティ」と題する報告書を公表した。本レポートにおいて、①サイバーセ

キュリティ及びフィンテックの注視、②情報共有プラットフォームの開発及び保守、

③年次円卓会合開催及び④机上訓練の主導をマンデートとする、組織の設置が提言
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された。かかる提言を踏まえ、2017 年 10 月のＩＯＳＣＯ代表理事会において、新

たにサイバーリスクに係る検討を行うタスクフォースの設置が決議された。 

 

４．ＣＰＭＩ-ＩＯＳＣＯ 

 

2014年、ＣＰＭＩとＩＯＳＣＯは、清算機関等の金融市場インフラ（ＦＭＩ）に

対するサイバー強靭性のガイダンスを策定することを主なマンデートとするサイバ

ーセキュリティに関する作業部会（ＷＧＣＲ）を設置し、2016年６月に「金融市場

インフラのためのサイバー攻撃耐性に係るガイダンス（サイバーガイダンス）」を公

表した。本ガイダンスは、サイバーリスク以外の他のオペレーショナル・リスク等

を含むＦＭＩ原則を補完するものとされており、ガバナンス、リスクの特定、サイ

バー攻撃の防御、対応及び復旧といった主要なリスク管理項目等を示している。現

在、ＷＧＣＲは、本ガイダンスの普及とＦＭＩにおけるサイバーセキュリティ強化

に向けたモニタリング等の取組みを行っている。 

 

Ⅱ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ） 

 

経済・金融システムの持続可能性を確保するためには、国内外の様々な社会的課題の

解決を通じて金融・資本市場がリターンを確保し、企業が中長期的な価値を向上させるこ

とが重要である。我が国政府はＳＤＧｓ推進本部を設置し、官民連携でＳＤＧｓを推進して

きた。ＳＤＧｓは、企業・経済の持続的成長と安定的な資産形成等による国民の厚生の増

大を目指すという金融行政の目的にも合致している。 

2017年末、金融とＳＤＧｓとの関係や、ＳＤＧｓ推進に向けて金融庁が果たすべき役割

を検討するため、庁内に部局横断的な「ＳＤＧｓ取組戦略ＰＴ」を設置した。2018年初

めより、有識者やＳＤＧｓ/ＥＳＧに積極的な取組みを行う事業会社・金融機関等にヒア

リングを実施した。ＳＤＧｓは、本来的には企業・投資家・金融機関といった各経済主

体が自主的に取り組むべきものであるが、何らかの要因でそうした動きが妨げられて

外部不経済が発生している場合には、経済全体としての最適な均衡の実現に向け、当

局として対応を促すことも必要である。金融庁としては、ＳＤＧｓを推進する上で、中

長期的な投融資リターンや企業価値の向上につながる形で実現されるよう各経済主

体の自主的な対応を引き出すことを基本的な方向性としている。ＰＴでは、こうした

考え方や、金融庁がこれまで取り組んできた施策をＳＤＧｓという新たな視点から整理

し、政府のＳＤＧｓ推進本部幹事会や、金融庁がオブザーバーとして参画している環境

省ＥＳＧ金融懇談会、そのフォローアップ会議体であるＥＳＧ金融ハイレベル・パネ

ルの場で説明・公表し、関係省庁と連携しながら、ＳＤＧｓ推進に向けた議論を深めて

いる。 

また、ＳＤＧｓ推進の一環として、ＴＣＦＤによる提言の普及・浸透に向け、我が国

企業の取組みを促しており、2019年２月には、日本取引所グループとの共催によるＴ

ＣＦＤシンポジウムを開催した。同年５月には、企業と投資家が一堂に会し、望まし

い開示のあり方等について議論する民間主体のＴＣＦＤコンソーシアムが発足し、経

- 664 -



済産業省及び環境省と共にサポートしている。 

 

さらに、国内外におけるサステナブル・ファイナンスへの関心の高まりを受け、2019

年３月には、チーフ・サステナブル・ファイナンス・オフィサーを任命し、国際会合

等の場において、我が国の取組みや意見を積極的に発信している。また、ＩＳＯ（国

際標準化機構）で、サステナブル・ファイナンスに関する国際標準規格の策定に向け

た専門委員会（ＴＣ322）が設置されたことに伴い、我が国でも、2019年４ 月に、対

応方針を検討するためのＴＣ322 国内委員会（事務局：日本規格協会）が設置され、

当庁も参画している。その他、2018年以降、引き続き、サステナブル・ファイナンス

にかかる金融監督当局や中央銀行間の国際的なネットワークであるＳＩＦ

（Sustainable Insurance Forum）やＮＧＦＳ（Network for Greening the Financial 

System）に参画している。 

 

このほか、海外における取組みや国際的な議論の動向を踏まえながら、気候関連リ

スクについて、金融監督やモニタリングの枠組みとの関係も含め、どのように取組み、

対応していくかを検討していくため、庁内に「サステナブル・ファイナンスに関する

金融監督・モニタリング対応検討プロジェクトチーム」を設置し、海外金融機関にお

ける先進的な取組み等について実態把握を進めた。 

  

Ⅲ 誰もが金融サービスを当たり前に利用できる状況（金融包摂） 

 

2009年のＧ20ピッツバーグ・サミットにおいて、途上国における金融アクセス支援

を目的とした、Ｇ20金融包摂専門家グループの創設が決定。貧困層への金融アクセス

支援と、中小企業のための官民連携による新たな資金支援スキームの検討を行うこと

が表明された。その後、Ｇ20金融包摂専門家グループの活動を引き継ぐ形で、2010年

のソウル・サミットにおいて金融包摂のためのグローバル・パートナーシップ（ＧＰ

ＦＩ: Global Partnership for Financial Inclusion）が発足。2014年には金融包摂

のための行動計画（ＦＩＡＰ: Financial Inclusion Action Plan）が策定（以後、３

年毎に改訂）され、2017年に改訂された。2018年12月、日本はＧＰＦＩの議長に就

任し、高齢化先進国として、「高齢化と金融包摂」をテーマに設定、積極的に議論を主

導。同テーマの下、ＧＰＦＩはＯＥＣＤと共同で、国際社会が直面する高齢化の課題

と対応について、「高齢化と金融包摂のためのＧ20 福岡ポリシー・プライオリティ」

を策定した。同報告書は2019年６月に開催されたＧ20サミットにおいて承認された。

また、同月には、同報告書を基に「Ｇ20高齢化と金融包摂ハイレベルシンポジウム（Ｇ

ＰＦＩフォーラム）を東京で主催。国内外の有識者を招き、活発な意見交換を行った。 

 

 

高齢化と金融包摂のための 

Ｇ20福岡ポリシー・プライオリティ 

（原題：Ｇ20 Fukuoka Policy Priorities on Aging and Financial Inclusion） 
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第２節 米国トランプ政権の金融規制改革 

 

米財務省は、既存の金融規制の検証を指示した大統領令を踏まえ、金融規制の見直し

に関する報告書（「経済的な機会を創る金融システム」）を４つ公表（銀行関連、資本市

場関連、資産運用・保険関連、ノンバンク金融機関･フィンテック）。2018年７月、同報

告書（銀行関連）に基づき、米５当局（米国通貨監督庁（ＯＣＣ）、連邦準備銀行（ＦＲ

Ｂ）、連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）、米国証券取引委員会（ＳＥＣ）、商品先物取引委員

会（ＣＦＴＣ））が「ボルカールール」の一部を緩和する改正案について意見公募を実施

したことを受け、当庁は日本銀行と連名で域外適用の撤廃、更なる規制の緩和・明確化

等を要望するレターを同年10月に発出した。 

 

第３節 英国のＥＵ離脱（Ｂｒｅｘｉｔ） 

 

英国・ＥＵ間の離脱交渉は、依然として先行きが不透明な状況が続いている。日本政

府は、「英国のＥＵ離脱に関する政府タスクフォース」を開催し、各業界の状況、取組み

等を踏まえ、必要な対応の検討を行っている。当庁は、それらの検討も踏まえつつ、日

本の金融機関が円滑に対応できるよう、各種会合や面会の機会を捉えて英国・欧州当局

に働きかけを行った。 
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巻末資料１                  最近の主な金融関連立法 
 

提出年 法律名 主な内容 公布日 施行日 

2019 年 

198 国会 

（常会）  

金融機能の早期健全化のための

緊急措置に関する法律の一部を

改正する法律 

預金保険機構の金融機能早期健全化勘定に属する剰

余金を活用するため、金融機能早期健全化業務の終了

の日前における国庫納付について定めるとともに、金

融機能早期健全化勘定から金融再生勘定への繰入れ

をすることができることとしたもの。 

Ｒ１.５.24 Ｒ１.５.24 

2019 年 

198 国会 

（常会）  

情報通信技術の進展に伴う金融

取引の多様化に対応するための

資金決済に関する法律等の一部

を改正する法律 

近時の情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に

対応し、金融の機能に対する信頼の向上及び利用者等の

保護等を図るため、暗号資産交換業者に関する規制の整

備、暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引

に関する規制の整備、顧客に関する情報をその同意を得

て第三者に提供する業務等の金融機関の業務への追加、

店頭デリバティブ取引における証拠金の清算に係る規

定の整備等の措置を講ずるもの。 

Ｒ１.６．７ 公布の日から起算して１年

を超えない範囲内において

政令で定める日。 
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巻末資料２ 

 

この１年の監督指針及び事務ガイドラインの改正等（2018 事務年度） 
 

主要行等向けの総合的な監督指針 

 

 

 

中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針 

 

公表日 改 正 ・ 策 定 内 容 

2018 年７月６日 

（2018 年７月９日適用） 

「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」の施行に係る改正 

2018 年７月 13 日 

（2018 年７月 13 日適用） 

破綻処理準備態勢の整備及び金融機関の報酬体系に係る改正 

2018 年８月 15 日  

（2018 年８月 16 日適用） 

「銀行法施行令等の一部を改正する政令」等の施行に係る改正 

2019 年１月 31 日 

（2019 年１月 31 日適用） 

流動性比率規制の一部改正に係る改正 

2019 年２月 18 日 

（2019 年３月 31 日適用） 

金利リスクのモニタリング手法等の見直しに係る改正 

2019 年３月１日 

（2019 年３月 31 日適用） 

「自己資本比率規制（第３の柱）に関する告示」の一部改正に係る改正 

2019 年３月 15 日 

（2019 年３月 31 日適用） 

「自己資本比率規制（第１の柱・第３の柱）に関する告示」等の一部改正等に係る改正する政令等」等の施行

に係る改正（29 年３月 24 日） 

公表日 改 正 ・ 策 定 内 容 

2018 年７月６日 

（2018 年７月９日適用） 

「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」の施行に係る改正 
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金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 

 

 

2018 年８月 15 日  

（2018 年８月 16 日適用） 

「銀行法施行令等の一部を改正する政令」等の施行に係る改正 

2019 年１月 31 日 

（2019 年１月 31 日適用） 

流動性比率規制の一部改正に係る改正 

2019 年２月 18 日 

（2019 年３月 31 日適用） 

金利リスクのモニタリング手法等の見直しに係る改正 

2019 年６月 28 日 

（2019 年６月 28 日適用） 

早期警戒制度の見直しに係る改正 

公表日 改 正 ・ 策 定 内 容 

2018 年７月 13 日 

（2018 年７月 13 日適用） 

破綻処理準備態勢の整備、金融機関の報酬体系、ファンドの募集等を行う者及びファンドの運用を行なう者へ

のモニタリングに係る改正 

2019 年３月１日 

（2019 年３月 31 日適用） 

「自己資本比率規制（第３の柱）に関する告示」の一部改正に係る改正 

2019 年３月 15 日 

（2019 年３月 31 日適用） 

「自己資本比率規制（第１の柱・第３の柱）に関する告示」等の一部改正等に係る改正 

2019 年３月 18 日 

（2019 年４月１日適用） 

私設取引システム（ＰＴＳ：Proprietary Trading System）における信用取引取扱い開始に係る改正 

2019 年３月 25 日 

（2020 年１月１日適用） 

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）」に係る改正（店頭外国為替証拠金取引） 

2019 年６月 18 日 

（2021 年４月１日適用） 

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）」に係る改正（店頭外国為替証拠金取引） 

2019 年６月 10 日 

（2019 年７月１日適用） 

レポ・証券貸借取引に係る改正 
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事務ガイドライン 第三分冊：金融会社関係 

 

 

 

系統金融機関向けの総合的な監督指針 

 

 

 

 

公表日 改 正 ・ 策 定 内 容 

2019 年３月 29 日 

（2019 年３月 29 日適用） 

一般社団法人全国銀行協会全国銀行個人信用情報センターによる貸付自粛制度の開始に伴う改正 

（指定信用情報機関関係） 

2019 年４月 15 日 

（2019 年４月 15 日適用） 

「不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令」の施行に伴う改正 

（不動産特定共同事業関係） 

公表日 改 正 ・ 策 定 内 容 

2018 年 11 月 20 日 

（2018年11月20日適用） 

系統金融機関等の所有不動産の有効活用等に係る改正 

2019 年１月 31 日 

（2019 年１月 31 日適用） 

流動性比率規制の一部改正に係る改正 

2019 年２月 18 日 

（2019 年３月 31 日適用） 

金利リスクのモニタリング手法等の見直しに係る改正 

2019 年３月 15 日 

（2019 年３月 31 日適用） 

「自己資本比率規制（第１の柱・第３の柱）に関する告示」等の一部改正等に係る改正する政令等」等の施行

に係る改正（2017 年３月 24 日） 

2019 年３月 22 日 

（2019 年３月 31 日適用） 

「自己資本比率規制（第３の柱）に関する告示」の一部改正等に係る改正 

2019 年４月 22 日 

（2019 年４月 22 日適用） 

決算状況等の報告に係る参考様式の改正について 
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漁協系統信用事業における総合的な監督指針 

 

 

公表日 改 正 ・ 策 定 内 容 

2018 年 11 月 20 日 

（2018年11月20日適用） 

系統金融機関等の所有不動産の有効活用等に係る改正 

2019 年２月 18 日 

（2019 年３月 31 日適用） 

金利リスクのモニタリング手法等の見直しに係る改正 

2019 年３月 22 日 

（2019 年３月 31 日適用） 

「自己資本比率規制（第３の柱）に関する告示」の一部改正等に係る改正 

2019 年４月 22 日 

（2019 年４月 22 日適用） 

決算状況等の報告に係る参考様式の改正について 
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金融庁の所在地等 

 
2019年６月30日現在 

金融庁 

〒100－8967 東京都千代田区霞が関３－２－１中央合同庁舎第７号館 

電話番号   03－3506－6000（代表） 

 

証券取引等監視委員会 

〒100－8922 東京都千代田区霞が関３－２－１中央合同庁舎第７号館 

電話番号   03－3506－6000（代表） 

 

公認会計士・監査審査会 

〒100－8905 東京都千代田区霞が関３－２－１中央合同庁舎第７号館 

電話番号   03－3506－6000（代表） 

 

 

（地下鉄） 

・ 丸ノ内線・千代田線「霞ヶ関」駅又は「国会議事堂前」駅で下車徒歩５分 

・ 日比谷線「霞ヶ関」駅で下車徒歩５分 

・ 銀座線「虎ノ門」駅で下車徒歩５分 
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